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開 会◎

これより平成26年９月定例県○福田作弥議長

議会を開会いたします。

ただいまの出席議員38名であります。定足数

に達しておりますので、これより本日の会議を

開きます。

会議録署名議員指名◎

会議録署名議員に、緒嶋雅晃○福田作弥議長

議員、井上紀代子議員を指名いたします。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、今期定例会の会期日程○福田作弥議長

に係る議会運営委員長の審査結果報告を求めま

す。議会運営委員会、中野一則委員長。

〔登壇〕 おはようございま○中野一則議員

す。議会運営委員会の審査結果を御報告いたし

ます。

閉会中の８月29日の議会運営委員会におい

て、本日招集されました平成26年９月定例県議

会の会期日程等について協議をいたしました。

今期定例会に提案されます知事提出議案は合

計17件、その内訳は、補正予算２件、条例８

件、予算・条例以外７件であります。このほか

４件の報告があります。また、さらに決算議案

が追加提案される予定であります。

これら提出議案の内容等を踏まえ、当委員会

において審査をいたしました結果、会期につい

ては、本日から10月10日までの36日間とするこ

とに決定いたしました。

なお、会議日程は、お手元に配付されており

ます日程表のとおりであります。

今期定例会は、９月10日から２日間の日程で

代表質問、12日から３日間の日程で一般質問を

行います。

代表質問については、質問人数を５名とし、

質問の順序及び時間は、まず、自由民主党120分

以内、次に、県民連合宮崎60分以内、続いて、

愛みやざき、公明党の順で、それぞれ45分以内

といたします。次に、一般質問については、質

問人数を合計13名以内とし、質問順序は、９日

が締め切りとなっております通告書の提出を

待って決定いたします。質問時間は、１人30分

以内といたします。

一般質問終了の後、人事案件の採決を行った

上で、その他の議案・請願について所管常任委

員会への付託をすることにしております。９

月18日から22日までの間で各常任委員会を開催

していただき、26日の本会議で、付託された議

案・請願の審査結果報告及び採決を行います。

その後、10月１日の本会議で、普通会計及び

公営企業会計決算議案の審査のため、決算特別

委員会を設置の上、同委員会に当該議案を付託

することにしております。決算特別委員会

は、10月１日から８日までの間に開催していた

だき、10月10日の最終日に、付託された議案の

審査結果報告及び採決を行います。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会につきましては、日程表に記載の

とおりであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。〔降

壇〕

議会運営委員長の報告は終わ○福田作弥議長

りました。

質疑の通告はありません。

平成26年９月５日(金)
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会期決定◎

会期についてお諮りいたしま○福田作弥議長

す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日より10月10日まで

の36日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○福田作弥議長

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

知事発言◎

ここで、知事から発言の申し○福田作弥議長

出がありますので、これを許します。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。議長のお許しをいただき、発言をさせ

ていただきます。

初めに、今般、私の政治団体と県内の産廃会

社に関連して幾つかの報道がなされたところで

あり、県民の皆さんにも大変御心配をおかけし

ております。このことについて、議長を初め県

議会の皆様に対し御説明をさせていただき、お

わびを申し上げたいと存じます。

廃棄物処理法違反、降灰収集運搬業務に係る

詐欺事件に関係する企業関係者から資金の提供

を受けていたということに関しまして、私とし

てなすべき行政判断を曲げたことは一切ござい

ません。しかし、さまざまな臆測を呼ぶことに

なり、県議会を初め、県民の皆様に御心配をお

かけすることとなりましたことに対し、心より

おわびを申し上げます。

私としましては、今回の件を正確に把握し、

説明責任を果たす必要があると考え、当時の担

当者に対して聞き取りなどを行い、一定の整理

を行いましたので、この場をおかりしまして説

明をさせていただきます。

まず、産廃会社元役員等からの政治団体への

資金提供についてであります。

この件につきましては、当時の会計担当者で

あった政務秘書の元職員等から聞き取りをし、

整理を行いましたので、報告をさせていただき

ます。

まず、産廃会社元役員から私を支援する政治

団体の活動に対し支援したいとの申し出があ

り、平成23年７月に本人及び関係者の２名分と

して300万円の提供を受け、元職員が受領したと

ころであります。この資金提供時に、産廃会社

元役員から基本的には会費として支払いたいと

いう申し出があったことから、政治団体は300万

円を２名分の会費288万円と寄附12万円に分けて

会計処理をしております。会計担当者は、300万

円全体を預かり金として管理し、毎年一定額を

会費等として会計処理することとし、まず23年9

月に23年分として50万円を会計処理しておりま

す。その後、24年になって一括して処理するこ

とが妥当と方針を変更し、24年１月に残りの250

万円を受け入れ処理したとのことであります。

本件については、私を支援する政治団体の活

動に賛同し、資金的な支援をしていただくとい

う意思に基づいて提供され、受領したものであ

ります。しかしながら、当該会社が廃棄物処理

法違反に問われ、また、この元役員が新燃岳の

降灰収集運搬業務に係る詐欺容疑で逮捕、起訴

されましたことから、道義的な面から問題があ

ると判断し、ことし７月に元役員に返還を申し

出ており、現時点では返還を保留されておりま

すが、いつでも返還できるよう別管理をしてい

るところであります。さらに、今回の報道を受

けまして、当時の会計処理の妥当性等について
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検討を行ったところであります。

その結果、やはり300万円を受領した23年の単

年で会計処理すべきではないかと考えられます

ことから、できるだけ迅速に政治資金収支報告

書について修正報告する必要があると判断し、

事務局にその旨、指示をしたところでありま

す。まだ政治団体の事務局体制が整わない段階

での会計処理でありましたが、先ほど申し上げ

ましたとおり、会計処理に必ずしも適切でない

点があることは大変申しわけなく思っておりま

す。速やかに修正しますとともに、今後はこの

ようなことのないよう指導を徹底してまいりま

す。

次に、政務秘書の元後援会職員に対する産廃

会社からの資金提供についてであります。

この件につきまして、元職員に対して調査を

行った結果は次のとおりであります。

産廃会社から元職員の個人口座に対する振り

込みは、平成24年12月から26年３月まで毎月10

万円で、計16回の160万円でありました。この振

り込みは、産廃会社の元役員が主なメンバーに

なっている異業種交流会への参加に必要な経費

でありました。つまり、元職員が異業種交流会

の事務局を頼まれ、元職員も会への出席が必要

であったことから、毎月の会費、交流会のとき

の飲食代等を振り込みの中から支払っていたと

いうことであります。その後、この異業種交流

会が解散となったことから、元職員は、その残

額を返還することとし、26年３月下旬の時点で

約120万円の残額があったため、当該産廃会社に

返還しております。異業種交流会に出席するた

めに必要な経費のみ使用し、それ以外に使用し

たことはないということであり、一部の報道に

ありました秘書の給料の補充ではないという認

識とのことであります。

後援会の職員として、特に政務秘書として重

要な職務を担当している立場からすると、特定

の異業種交流会の事務局を任され、それに関す

る資金の提供を受けることは、今回のようにさ

まざまな臆測を呼ぶこととなりますから、やは

り適当ではなかったと考えております。私とし

ましても、責任者としての責任を感じ、事務局

の職員に対しては十分注意するよう指導したと

ころであります。

以上、私の政治団体に関する２つの件につい

ての調査結果、そして今後の方針等を説明させ

ていただきました。いずれの件も反省すべき点

があり、県民の皆様に御心配をおかけしている

ことにつきまして、大変申しわけなく思ってお

ります。

一方、当該企業につきましては、廃棄物処理

法に違反する行為があり、平成25年３月に県は

この企業に対しまして、30日間の施設及び事業

の全部停止という処分を行ったところでありま

す。

御報告しましたように、当該企業の元役員か

ら私を支援する政治団体に対して資金提供等が

行われたのは事実でありますが、私としまして

は、廃棄物処理法違反に対し、国の処理基準に

のっとり、厳正な行政判断を行ったものであり

ます。この点につきまして、県民の皆様にはぜ

ひ御理解いただきたいと存じます。

私としましては、今回の件を十分に反省し、

議員の皆様を初め、県民の皆様との信頼関係に

基づいてしっかりとした県政運営ができるよ

う、これまで以上に公正公平に留意し、気を引

き締めて努めてまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

知事の発言は終わりました。○福田作弥議長

平成26年９月５日(金)
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議案第１号から第17号まで上程◎

次に、お手元に配付のとお○福田作弥議長

り、知事より議案第１号から第17号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○福田作弥議長

明を求めます。

〔登壇〕 それでは、平○知事（河野俊嗣君）

成26年9月定例県議会の開会に当たりまして、ま

ず、平成26年８月豪雨により各地で発生した災

害におきまして、不幸にもお亡くなりになられ

た方々とその御遺族に対し、衷心よりお悔やみ

を申し上げますとともに、被害に遭われました

皆様に心よりお見舞いを申し上げます。

特に広島県では、８月19日から20日にかけて

の大雨により大規模な土砂災害が発生し、数多

くの死者、行方不明者が生じる大災害となりま

した。県といたしましては、県議会とともに広

島県へ災害見舞金を贈呈したところであり、今

後ともさまざまな形で支援を行ってまいりたい

と考えております。被災者の生活再建と被災地

域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

次に、ただいま提案いたしました議案の御説

明に先立ち、県政に関しまして３点ほど御報告

をさせていただきます。

１点目は、新たな国際定期航空路線について

であります。

国際定期航空路線については、これまで新規

開設に向けて取り組んでまいりましたが、この

たび香港航空により、香港国際空港と宮崎空港

を結ぶ新たな国際定期航空路線が開設されるこ

ととなりました。運航は週２便で、早ければ12

月から就航する予定となっております。本県で

は、東アジア経済交流戦略等に基づき、香港事

務所を設置するとともに、農産物等の輸出促進

や観光誘客などに積極的に取り組んでいるとこ

ろであり、今回の香港線の開設は、その直接的

な経済効果はもちろんのこと、今後、東アジア

経済交流戦略を進め、東アジアの活力を本県に

取り込んでいく上で大きな前進であると捉えて

おります。さらには、アジアのハブ空港である

香港国際空港を通じて、東アジア地域のみなら

ず、世界に向けた航空ネットワークが一層充実

することになると考えております。

本県の国際定期航空路線は、現在就航してお

りますソウル線、台北線と合わせ３路線となり

ますが、いずれも本県の重要な交通基盤とし

て、今後より一層の利用促進を図り、本県経済

の発展のため、香港並びに東アジア地域との人

的・物的交流の拡大に努めてまいりたいと考え

ております。

２点目は、ブラジル宮崎県人会創立65周年及

び県人移住100周年記念事業についてでありま

す。

去る８月24日、ブラジル・サンパウロ市にお

きまして、ブラジル全土から本県出身者やその

家族など約400名が参加し、「ブラジル宮崎県人

会創立65周年及び県人移住100周年記念式典」が

盛大に開催されました。

本県からは、福田議長、稲用副知事を初め、

県議会、市町村、民間の方々など、総勢約70名

が出席し、本県出身者のこれまでの御苦労をね

ぎらうとともに、節目となる65周年及び100周年

をお祝いしたところであります。

また、高千穂の夜神楽派遣団の皆様の御尽力

により、県人会からの要望にお応えして、中南

米では初となる「高千穂の夜神楽」の公演も行

われ、大盛況の中で、ふるさとの思い出である
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夜神楽を堪能していただけたと伺っておりま

す。

さらに、ブラジル訪問にあわせましてアルゼ

ンチンを訪問し、創立50周年を迎えるアルゼン

チン宮崎県人会との交流会も実施したところで

あります。

訪問団においては、両国で心温まる歓迎を受

け、また、それぞれの地で活躍する県人会の皆

様のふるさと宮崎に対する熱い思いと強い結束

力に接し、大いに感銘を受けたとのことであり

ます。今回の訪問を契機に、両県人会の皆様と

本県とのきずながより強固なものとなり、今

後、一層の交流及び相互理解の促進につながっ

ていくことを期待しております。

３点目は、現在本県で開催されております

「第６回女子野球ワールドカップ2014宮崎大

会」についてであります。

女子野球ワールドカップ大会につきまして

は、今から10年前、平成16年に第１回大会がカ

ナダで開催され、以来２年に一度、国際野球連

盟の主催により開催されているものでありま

す。

６回目となる宮崎大会につきましては、９月

１日から７日までの日程で、日本を初め、アメ

リカ、オーストラリアなど８つの国と地域が参

加して開催されており、私も９月１日にサンマ

リンスタジアム宮崎で行われた開会式に出席

し、開催地を代表して歓迎の挨拶を行ってきた

ところであります。現在、女子野球のトッププ

レーヤーにより、国と国との威信をかけた世界

一を決定する戦いが繰り広げられており、日本

代表「マドンナジャパン」は３連勝と好調なス

タートを切ったところであります。

このような国際大会が本県において開催され

ますことは、宮崎の魅力を国内外に発信する絶

好の機会であることはもちろんのこと、本県が

進めておりますスポーツランドみやざきの今後

の取り組みに大きく弾みをつけることになるも

のと考えております。2020年オリンピック・パ

ラリンピック東京大会の開催を控える中、今後

とも、スポーツランドみやざきの確立に向け、

市町村や関係団体と連携を図りながら、国際的

なイベントはもとより、日本代表クラスの合宿

など、さまざまなスポーツキャンプ・イベント

の誘致に積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案についてであります。

補正額は、一般会計39億1,492万9,000円、特

別会計2,470万円であります。このうち一般会計

の歳入財源は、分担金及び負担金5,452万8,000

円、使用料及び手数料37万5,000円、国庫支出金

８億5,390万9,000円、寄附金100万円、繰入金４

億9,123万4,000円、繰越金21億8,993万8,000

円、諸収入4,564万5,000円、県債２億7,830万円

であります。この結果、一般会計の歳入歳出予

算規模は5,802億7,832万6,000円となります。

なお、ただいま申し上げました歳入財源の中

に、新たに10月から、県総合運動公園及び運動

公園内の５施設を対象にネーミングライツを導

入することに伴いまして、そのネーミングライ

ツ料、年4,000万円の半年分となる2,000万円を

計上しております。

以下、今回補正予算案に計上しました主な事

業について御説明いたします。

まず、「「みやざきの空」航空ネットワーク

活性化・利用促進事業」につきましては、先ほ

ど御報告いたしました宮崎―香港線の開設に伴

い、路線の安定的な運航を図るため、宮崎空港
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振興協議会を通じ、運航会社に対し運航経費の

支援を行うものであります。

また、「東アジア等観光誘客推進事業」につ

きましては、同様に、香港線の開設に伴い、み

やざき観光コンベンション協会を通じて、旅行

会社等への送客支援や旅行商品の造成支援など

を行うほか、メディアとタイアップしたキャン

ペーンの実施など、香港からの誘客の促進を図

るものであります。

次に、「産学官金連携による地域経済循環創

造事業」につきましては、鶏ふん発電の焼却灰

など、地域で大量に発生する副産物を新たに資

源として活用することで、安価で高性能な土づ

くり肥料を開発した地元企業の取り組みを金融

機関等とともに支援し、地域資源の循環による

地域経済の活性化等を図るものであります。

次に、「県立芸術劇場大規模改修事業費」に

つきましては、県民の多様な文化活動を促進す

るための環境整備を図るため、老朽化した県立

芸術劇場の空調設備等の更新を行うものであり

ます。

次に、「医療施設スプリンクラー等整備事

業」につきましては、医療施設における防火体

制の充実を図るため、有床診療所が実施するス

プリンクラーの整備に対して支援を行うもので

あります。

次に、「薬局・薬剤師を活用した健康情報拠

点化モデル事業」につきましては、薬局及び薬

剤師を活用した県民への健康支援を行うため、

拠点となる薬局において、肝炎や糖尿病等に関

する健康相談や必要な支援等を行うものであり

ます。

次に、「施設開設準備経費助成特別対策事

業」につきましては、老人福祉施設の円滑な開

設を図るため、認知症高齢者グループホーム等

を開設するに当たって必要となる経費等に対し

て支援を行うものであります。

次に、「子育て支援対策推進事業」につきま

しては、地域における子育て環境の充実を図る

ため、市町村が実施する一時預かり事業の拡充

や放課後児童クラブの開所時間の延長等に対し

て支援を行うものであります。

次に、「大型クルーズ船誘致環境整備事業」

につきましては、今般、大手のクルーズ船運航

会社が、来年６月に16万トン級のクルーズ船を

上海に配船する予定となったことから、今年

度、油津港に整備することとしております大型

クルーズ船の係留施設を、当初予定しておりま

した13万トン級から16万トン級に対応できる施

設とするために必要な整備を行うものでありま

す。

次に、「産学官連携試験」につきましては、

国の研究機関の委託を受け、畜産試験場におき

まして、大学等と連携して、飼料用米を活用し

た完全国産飼料の研究や、本県の気候に適した

乳牛の飼養管理技術の開発等に取り組むもので

あります。

次に、「特別支援学校スクールバス整備事

業」につきましては、障がいのある児童生徒の

安全で安心な通学手段の確保を図るため、老朽

化した特別支援学校のスクールバスの更新を行

うものであります。

最後に、公共事業でありますが、砂防事業に

つきまして、土砂災害防止のために必要な基礎

調査費を増額し、土砂災害防止法に基づく土砂

災害危険区域等の指定の推進を図るほか、港湾

における海岸保全施設の長寿命化対策や土地改

良事業等を行うものであります。

主な事業についての説明は以上であります

が、これらの事業のほか、平成25年度の決算に
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より生じた剰余金の一部について、地方財政法

の規定に基づき、県債管理基金への積み立てを

行うこととしております。

次に、予算以外の議案について御説明いたし

ます。

議案第３号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」は、薬事法の一部改正や、

現在、食品開発センターに整備を進めておりま

すフード・オープンラボの供用開始に伴い、関

係する使用料及び手数料の改正等を行うもので

あります。

議案第４号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」は、母子

及び寡婦福祉法の一部改正及び農業の構造改革

を推進するための農業経営基盤強化促進法等の

一部を改正する等の法律に規定する経過措置が

終了することに伴い、関係規定の改正を行うも

のであります。

議案第５号「次代の社会を担う子どもの健全

な育成を図るための次世代育成支援対策推進法

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例」は、次代の社会を担う子

どもの健全な育成を図るための次世代育成支援

対策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴

い、母子及び寡婦福祉法の一部が改正されるこ

とから、関係する３つの条例について、引用法

令名等の改正を行うための条例を制定するもの

であります。

議案第６号「宮崎県子ども・子育て支援会議

条例の一部を改正する条例」は、認定こども園

法の一部改正に伴い、幼保連携型認定こども園

の認可等に係る意見を子ども・子育て支援会議

に求めるため、同会議の調査審議事項に当該意

見に係る事項を追加するための改正を行うもの

であります。

議案第７号「宮崎県幼保連携型認定こども園

の設備及び運営の基準に関する条例」は、認定

こども園法の一部改正に伴い、幼保連携型認定

こども園の設備及び運営の基準を定めるための

条例を制定するものであります。

議案第８号「宮崎県薬事審議会条例及び宮崎

県における青少年の健全な育成に関する条例の

一部を改正する条例」は、薬事法の一部改正に

伴い、関係条例における引用法令名の改正を行

うものであります。

議案第９号「うなぎ稚魚の取扱いに関する条

例の一部を改正する条例」は、ウナギ稚魚の取

り扱いに係る登録に関して、暴力団員等の排除

を徹底するための改正を行うものであります。

議案第10号「宮崎県病院局の専用水道の水道

技術管理者の資格を定める条例」は、県立延岡

病院に専用水道を設置することに伴い、水道法

の規定に基づき、水道技術管理者の資格基準を

定めるための条例を制定するものであります。

議案第11号は、災害時の通信手段の確保を図

るため、現在整備を進めております新総合防災

情報ネットワーク整備事業に係るデジタル無線

設備の整備工事の請負契約の締結について、議

会の議決に付すべき契約に関する条例第２条の

規定に基づき、議会の議決に付するものであり

ます。

議案第12号は、県営広域営農団地農道整備事

業の西臼杵５期地区のトンネル工事について、

設計変更及び公共工事設計労務単価等の著しい

上昇が生じたため、工事請負契約の変更につい

て、議会の議決に付すべき契約に関する条例第

２条の規定に基づき、議会の議決に付するもの

であります。

議案第13号は、主要地方道宮崎西環状線社会

資本整備総合交付金事業の松橋工区の橋梁上部
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工事について、また議案第14号は、同事業松橋

工区の高架橋上部工事について、いずれも公共

工事設計労務単価等の著しい上昇が生じたた

め、工事請負契約の変更について、議会の議決

に付すべき契約に関する条例第２条の規定に基

づき、議会の議決に付するものであります。

議案第15号及び第16号は、がんの早期発見の

ための集団検診に使用する胃がん検診車及び乳

がん検診車の取得について、それぞれ、財産に

関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決

に付するものであります。

議案第17号は、人事委員会委員江夏由宇子氏

が平成26年10月７日をもって任期満了となりま

すので、その後任委員として、同じく江夏由宇

子氏を選任いたしたく、地方公務員法第９条の

２第２項の規定により、議会の同意を求めるも

のであります。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○福田作弥議長

あすからの日程をお知らせいたします。

あす６日から９日までは、議案調査等のた

め、本会議を休会いたします。

次の本会議は、10日午前10時開会、代表質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時36分散会



９月10日（水）
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◎ 代表質問

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名であ

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は代表質問であります。

ただいまから代表質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおり、取り運びます。〔巻

末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、自由民主党、十屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。県議会自由民主党の十屋幸平でござ

います。きょうは、日向市から私の後援会の皆

さんが議会の傍聴においでいただいておりま

す。ありがとうございます。

まず初めに、広島県など各地の豪雨災害で不

幸にもお亡くなりになりました方々とその御家

族に対し、衷心よりお悔やみを申し上げますと

ともに、被害に遭われました皆様に心よりお見

舞いを申し上げます。

それでは、自由民主党会派を代表いたしまし

て質問をさせていただきます。

まず、新聞報道にありました、知事の政治団

体に対し、産廃会社役員からの資金提供につい

て質問をいたします。

本件については、開会日の冒頭に知事から詳

細な説明がありました。今回の問題は２点、１

つは、知事の政治団体に対し300万円の資金提供

が行われていたこと、また、知事の政務秘書に

対し、当該会社から160万円の資金提供が行われ

ていたということであります。私を初め、県民

の皆様は、新聞報道を見る中で、クリーンイメ

ージの河野知事にこのようなさまざまな臆測を

呼ぶ報道がなされたことは、驚きとともに非常

に残念であります。今議会の報告でもありまし

たように、東九州自動車道路の開通や、新たに

宮崎と香港の国際定期航空路線の開設、フード

ビジネスを初めとする成長産業の育成等、明る

い話題もあります。そのような中で、知事は昨

年11月に２期目への出馬を表明され、「東九州

の新時代」を標榜し、頑張っておられると認識

をいたしておりましたが、今回の報道で県政が

停滞するのではないかと心配しているところで

あります。知事は、議場におきまして、「議会

を初め、県民の皆様に御心配をおかけすること

となりましたことに対し、心よりおわび申し上

げます」と述べられておりますが、県民の皆様

の不安や御心配を払拭するためには、再度、明

確な答弁を求めたいと思います。つまり、今回

の一連の問題について、その経緯と現時点での

対応を御説明ください。

次に、知事の政治姿勢の２点目についてお伺

いいたします。河野知事は、平成17年、総務部

長として宮崎に着任されて、平成23年１月に、

「みやざき新生～口蹄疫からの再生・復興 明

日のみやざきの礎づくり」を掲げて知事に就任

されました。そして、就任直後の高病原性鳥イ

ンフルエンザ、新燃岳の噴火災害、さらに東日

本大震災への対応など、さまざまな困難に直面

し、その対策に誠実に取り組んでこられたと推

察をいたします。そこで、知事の基本政策の口

蹄疫からの再生・復興、産業・雇用づくり、人

財・くらしづくり、また、政策推進の基本姿勢

について総括をお伺いするとともに、あわせ

て、今回の資金提供の反省を踏まえて、２期目

で取り組む施策と決意について知事にお伺いい

たします。

次に、警察本部長にお伺いいたします。

平成26年9月10日(水)



- 17 -

平成26年9月10日(水)

本県の、犯罪が起きにくいまちづくり、交通

事故のないまちづくり、いわゆる安全・安心な

まちづくりを考えるに、本県の刑法犯の認知件

数は、平成14年度の約１万8,000件をピークに、

昨年は約8,000件に減少している一方、報道で

は、本県でも残虐な殺人事件やバスジャックと

いった凶悪事件が発生しております。また、高

齢者が汗水を流して老後のためにこつこつと一

生懸命に蓄えたお金をだまし取る卑劣な特殊詐

欺も連日発生しております。警察本部として

も、自動通話録音・警告機を無料で貸し出しす

るなど、対策をとられております。しかしなが

ら、現在のこのような状況は、県民が本当に治

安がよくなったと実感できる状況には至ってい

ないと考えます。

警察本部長は、「県民の期待と信頼にこたえ

る力強い警察」という運営方針を基本に、積極

的に警察活動を推進すると述べております。ま

た、警察本部長の趣味はベンチプレスで、自己

ベストが120キロと伺っており、県民の安心・安

全のまちづくりには頼もしい、警察本部長の意

気込みと決意をお聞かせいただきたいというふ

うに思います。

以下の質問につきましては、質問者席から質

問を行いたいと思います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

まず、私の政治団体等への資金提供について

であります。

まず、この件につきまして、県議会の皆様を

初め、県民の皆様に大変御心配をおかけしまし

たことを心よりおわびを申し上げます。

初めに、私の政治団体に対する資金提供に係

る経緯について御説明をいたします。

まず、産廃会社元役員から、私を支援する政

治団体の活動に対し支援したいとの申し出があ

り、平成23年７月に300万円の提供を受け、当時

の会計担当者でありました政務秘書の元職員が

これを受領し、２カ年にわたって会費及び寄附

として会計処理をしたところであります。しか

しながら、当時の会計処理の妥当性などについ

て検討を行いました結果、300万円を受領した23

年の単年で会計処理をしたほうが適切であると

判断し、政治資金収支報告書について修正報告

するよう事務局に指示をしたところでありま

す。

また、当該会社が廃棄物処理法違反に問われ

るとともに、この元役員が、新燃岳の降灰収集

運搬業務に係る詐欺容疑で逮捕・起訴されまし

たことから、道義的な面から判断をし、ことし

７月に元役員に返還を申し出たところでありま

す。なお、今回、詳細な調査を行う中で、元役

員から、平成24年１月に別途１万4,000円の寄附

が行われているのを確認しましたので、これに

つきましても、あわせて返還をしたいと考えて

おります。

次に、元政務秘書に対する産廃会社からの資

金提供についてであります。平成24年12月から

平成26年３月まで、元政務秘書個人に対し、合

計で160万円の資金提供がありました。これは、

元政務秘書が個人として事務局を頼まれ、産廃

会社の元役員が主なメンバーになっておりまし

た異業種交流会への参加に必要な経費でありま

したが、この異業種交流会が解散となったこと

から、元職員は、平成26年３月下旬時点の残金

約120万円を当該産廃会社に返還しておりまし

た。後援会の職員として、特に政務秘書として

重要な職務を担当している立場からいたします

と、特定の異業種交流会の事務局を任され、そ

れに関する資金の提供を受けることは適当では
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なかったと考えており、現在の事務局の職員に

対し、十分注意をするよう厳しく指導したとこ

ろでございます。

私としましては、今回の２つの件を十分に反

省し、議員の皆様を初め、県民の皆様との信頼

関係を大切にしながら、しっかりとした県政運

営ができるよう、これまで以上に公平公正に留

意し、気を引き締めて努めてまいりたいと考え

ております。

次に、１期目の総括と２期目の決意について

であります。私は、４年前、県民の皆様に、口

蹄疫からの再生・復興に全力で当たること、そ

して、明日のみやざきの礎を築くことをお約束

して、第53代宮崎県知事に就任させていただき

ました。この間、県議会の皆様を初め、市町

村、関係機関等の御協力をいただきながら、目

標の達成に向けて、宮崎発展のため一所懸命の

精神で邁進をしてまいりました。

まず、口蹄疫からの再生・復興につきまして

は、まだまだ課題はありますものの、宮崎牛の

日本一２連覇を経て、本県畜産の新生に向けた

一定の道筋をつけることができ、現在も、「忘

れない そして前へ」を合い言葉としまして、

力強く前に進んでいるところであります。

また、産業・雇用づくりにつきましては、復

興から新たな成長へと県政の軸足を移しまし

て、本格的な景気回復と揺るぎない産業基盤の

構築に向けて、着実に進む東九州自動車道等の

社会基盤の整備と連動させながら、フードビジ

ネスや医療機器産業、東アジア市場開拓などの

成長産業の育成・加速化に重点的に取り組んで

いるところであります。

人財づくりにおきましては、本県の将来にわ

たる発展を担い、地域を支える人財を育成する

ことを目的としました20億円の基金の設置を初

め、県民全体で子供と子育て家庭を支援します

未来みやざき子育て県民運動を展開していると

ころであります。

くらしづくりにつきましては、ドクターヘ

リ、ドクターカーの導入によります県民の皆様

の安心・安全なくらしづくりや、南海トラフ巨

大地震に関する本県独自の被害想定などを踏ま

えた防災・減災対策の強化、また、大規模災害

時に県民の生命・財産を守る災害対策本部機能

を有する防災拠点庁舎の整備にも取り組んでい

るところであります。

さらに、政策推進の基本姿勢に掲げました

「対話と協働」に基づきまして、宮崎県・市町

村連携推進会議でありますとか、ふれあいフォ

ーラムなどを開催し、市町村や県民の皆様との

丁寧な対話にも心がけてきたところでありま

す。

以上、この４年間の取り組みによりまして、

私の政策提案に掲げたそれぞれの政策につきま

しては、まだまだ課題は多いものの、一定の成

果が上がったものと考えているところでありま

す。

県政には、経済・雇用対策はもちろんのこ

と、本格的な人口減少社会の到来や、巨大地震

等を想定した防災・減災対策、地域医療の確保

や子育て支援対策など、重要課題がまだまだ山

積しております。このため、私は、県民の皆様

とともに、活力にあふれ、国内外に開かれた宮

崎の新時代を築くこと、そして、その先に豊か

さを実感できる宮崎を実現できることを目指し

まして、全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。

こうした課題に取り組み、また、県政を前進

するに当たりましては、明確なビジョンを示す

構想力とそれを力強く推進する実行力が求めら
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れるものと考えておりますが、口蹄疫からの再

生・復興に取り組み、また、フードビジネス等

の振興につきまして理念や工程を示し、先頭に

立って推進し、県政を前に進めてまいりました

私にしかできないものと自負をしておるところ

でございます。

今回の私の政治団体等をめぐる案件で、政治

家として多々反省すべき点があり、皆様に御心

配をおかけしたところでございますが、この教

訓を胸に刻み、今後、二度とこのような事態を

引き起こさないということを肝に銘じ、これま

で以上に公平公正に留意し、宮崎の発展のため

に取り組んでまいりたいという決意でございま

すので、今後とも、県民の皆様の御理解と御支

援をよろしくお願い申し上げます。以上であり

ます。〔降壇〕

○警察本部長（坂口拓也君）〔登壇〕 お答え

いたします。

議員のお話にありましたとおり、本県警察で

は、「県民の期待と信頼にこたえる力強い警

察」を運営方針としまして、犯罪や交通事故の

抑止対策、災害等重大事案への対処、重要犯罪

の徹底検挙といった各種の取り組みを推進し、

安全で安心な宮崎を目指しているところであり

ます。県民の皆様に安全・安心を実感していた

だくためには、こうした取り組みを今後もしっ

かりと継続していくことが第一であると考えて

おります。

私は、先日着任した際に、職員に対して、

「県民の役に立つという熱い気持ちを持つこ

と」「県民の役に立つための確かな技術を身に

つけること」を指示したところでありますが、

私自身も熱い気持ちを持って、このすばらしい

宮崎県の治安を守るためにしっかりと取り組ん

でまいる覚悟であります。以上であります。

〔降壇〕

○十屋幸平議員 次に、資金提供について再度

質問いたします。今回の後援会の問題で最も重

要で、県民が懸念しておりますことについて伺

います。つまり、知事の後援会が、廃棄物処理

法違反や詐欺事件で公判中の人物から資金提供

を受け、さらに、知事の政務秘書が同社から資

金提供を受けていた中で、廃棄物処理法違反事

案への対応を初め、不適切な判断や対応がなさ

れていないということを、知事は自信を持って

「ない」と断言できるのか、知事にお伺いいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 今回、この当該企業の

廃棄物処理法違反の事案に対しましては、国の

処分基準にのっとり、厳正に対処したところで

ございます。具体的には、30日間の施設及び事

業の全部停止処分を行ったところであります。

当該企業は、この処分を不服として行政事件訴

訟を提起し、あわせて、この30日間の業務停止

処分は重過ぎるとして当該処分の執行停止の申

し立てを行ったところでございますが、この訴

訟におきまして、最終的に裁判所は、県が行っ

た行政処分が妥当であったとの判決を出してい

ただいているところであります。具体的には、

本件改ざん行為の重大性に鑑みれば、基準に

のっとり30日間業務停止処分は相当と認められ

るというような判断がなされたところでござい

ます。このように、当該企業に対し、しっかり

とした基準のもとに、法にのっとって厳正な処

分を行ったところでございます。

○十屋幸平議員 次に、資金提供及びその会計

処理について幾つかお伺いをいたします。

まず、先日の説明の中でもありましたが、平

成23年に受け取った300万円について、ことし７

月に返還を申し出たということであります。返
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還を決意した理由と、また、なぜこの時期に意

思決定をしたのか。つまり、廃棄物処理法違反

の事案の発生時点で返還すべきではなかったか

という点について、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） まず、返還を決意した

理由についてであります。平成23年当時にその

ような資金提供を受けたことについて、法律上

の問題があるとは考えておりません。しかしな

がら、その後に今、御説明しましたような廃棄

物処理法違反の事案があったということ、さら

に続けて詐欺事件で逮捕・起訴されるという事

態に至ったということになり、道義的な観点か

ら、このような方からそういう資金提供を受け

るのは問題であろうという判断のもとに、返還

するという判断を下したところでございます。

判断のタイミングについて今、御指摘がござ

いました。これについてはいろんな御意見、御

指摘がある。しっかり私としても受けとめたい

というふうに考えております。廃棄物処理法違

反が明らかになった時点で一定の検討は砕いた

ところでございますが、行政処分との兼ね合い

で、これも臆測を生むようなことがあってはい

けないということで、また、訴訟が起こされた

ということで事態が動いておったということも

ございまして、その推移を見守るということを

考えたところでございます。続けて、別途の事

案でございますが、詐欺事件で逮捕・起訴され

るというようなこと、そして、廃棄物処理法違

反に関する行政事件訴訟につきましても一定の

結論が得られたということを踏まえて、６月中

に判断をし、相手方に申し出たのは７月になっ

てからという状況でございます。

○十屋幸平議員 訴訟中でということだと思い

ますが、やはり判断というのは即座にすべき

だったというふうに思います。

次に、収支報告書についてでありますけど、

知事の説明の中で、資金を２カ年にまたがって

処理した点について報告書の訂正を行うと述べ

られました。過去の処理について妥当でない点

がある場合、それを改めるのは当然だと思いま

す。そこで、訂正を行わなければならない理

由、さらに、今回の１人144万円、２人で288万

円という多額の金額を会費として処理しており

ますが、これを寄附として訂正する考えはない

のか。つまり、いろいろなお話がありますよう

に、名前を出してほしくないという報道もあり

ましたけれども、これは、やはり額からすると

寄附ではないのかなと思いますが、その考えを

あわせて知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 政治資金収支報告書の

修正の理由、考え方についてであります。300万

円の資金につきましては、平成23年７月に受領

したものでありますが、会計担当者がこれを全

体を預かり金としてまず管理し、23年の９月

に50万円を、24年１月に残りの250万円を受け入

れの処理をしたところでございます。しかしな

がら、政治資金規正法の趣旨、その年の全ての

収支等を報告し公開するというこの趣旨に基づ

きまして、資金提供をいただいた平成23年の収

支報告に全てを計上するのがより適正ではない

かという判断のもとに、今回、修正を行うもの

でございます。

次に、会費の扱いについてでございます。本

件は、相手方から、会費としてということで協

力したいとの申し出を受け、受け入れたもので

ございます。政治資金規正法上、会費というも

のの定義でございますが、政治団体の規約等に

基づく金銭上の債務の履行として、政治団体の

構成員が負担するものを意味するということで

ございまして、金額等の多寡によって会費と寄
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附を区別するというような基準はないところで

ございます。今回の申し出というものが、あく

まで資金提供者の会員として政治団体の活動を

支援したいという意思に基づくものでありまし

て、規約に基づき会費として扱うこととしてお

りまして、今回のケースにつきましては、さか

のぼって寄附に修正することは考えていないと

ころでございます。

なお、今後、この政治資金につきましては、

今回のような疑念を抱かせることがないよう、

その取り扱いについては十分慎重に検討してま

いりたいと考えております。

○十屋幸平議員 いろいろな報道がありまし

て、今回の会計処理及び政治資金収支報告書を

「虚偽報告か」というようなものもありまし

た。この点について知事の認識をお伺いしたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の資金提供の処理

の仕方についてでございますが、相手方から基

本的に会費としてという申し出を受けて、当時

の処理としては、何年かにわたっての会費と取

り扱うということで会計処理を行ったものでご

ざいます。政治資金の取り扱いになれておら

ず、必ずしも適切な処理となっていない点につ

いては、十分反省をしてまいりたいというふう

に考えておりますが、全ての収入を記載してお

り、それを隠すだとか、ごまかすといったよう

な意図を持って故意に行われたものでございま

せんので、いわゆる政治資金規正法にいう虚偽

記載には当たらないものと考えております。

○十屋幸平議員 今回問題となっております産

廃業者の元役員との関係について伺いますが、

知事は、元役員の方といつ、どこで、どのよう

な形で知り合ったのか。また、資金提供の問題

ですが、これ以外にその関係を疑われるような

おつき合いはなかったのか、事実関係をお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 元役員と知り合った時

期等についてであります。正確な日時を覚えて

いるわけではございませんが、平成22年10月に

私が退職をし、12月に知事選を迎えたわけでご

ざいますが、私が地縁血縁もない中で、当時は

東国原前知事のスタッフに連れられまして、前

知事のいろんな支援者の関係の方とかを挨拶回

りをさせていただいたところでございまして、

その中で、挨拶回りをする中で元役員と面識を

得たということでございます。

また、この元役員とのつき合いについてであ

ります。知事就任後、政治団体の支援者の中の

一人として４～５回程度お会いをしたところで

ございますが、これはあくまでもほかの支援者

と同等の形での接点の持ち方ということでござ

いまして、御指摘がありますような不適切なと

いうようなところは一切ないところでございま

す。

○十屋幸平議員 今、その役員の方と４～５回

お会いしたということでありますけれども、知

事としては県のリーダーでありまして、このよ

うな関係を４～５回持ったことについての知事

の認識を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） これは大変、今後身を

慎み、注意すべき点であろうかというふうに考

えております。知事という立場で多くの方と出

会い、例えば名刺交換をし、多くの方と会合で

席をともにする、食事をすることもある、ま

た、写真を撮るようなこともあるわけでありま

す。そのような中で、このような事案がありま

すと、さまざまな臆測を呼びかねないというこ

とは、大変貴重な教訓として肝に銘じなければ

ならないというふうに考えておるところでござ
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います。県民の皆様に御心配をおかけしたこと

につきましては、不徳のいたすところであり、

大いに反省をしておるところでございます。今

後、二度とこういった臆測を呼ぶような事態を

引き起こさないよう、しっかりと身を引き締

め、公平公正な県政運営に取り組んでまいりた

い、そのように考えております。

○十屋幸平議員 次に、選挙管理委員長にお伺

いいたします。

これまでの一連の報道について答弁をいただ

きましたが、政治資金収支報告書を訂正する手

続については問題ないのか、選挙管理委員長に

見解をお伺いいたします。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 政治資金の

収支を国民の前に正しく報告するという制度の

趣旨から、収支報告書の訂正手続を行うこと自

体は問題ございません。以上です。

○十屋幸平議員 こればっかりで時間をとられ

ても、ほかの県政の課題もありますので、私か

ら一言、意見を言わせていただきたいと思いま

す。資金提供に関する質問はこれで終わります

けれども、河野知事には、宮崎県のリーダーと

しての自覚をしっかり持っていただいて、脇を

締めて責任ある行動をとっていただきますよう

に強く要望いたして、この質問を終わります。

次に、政策のお話をさせていただきたいと思

います。平成27年度の予算編成について伺いま

す。国においては、来年度予算案が101兆円台の

概算要求額が示されました。人口減対策や地方

創生などの予算も盛り込まれておりますが、消

費税率10％の引き上げ、法人税率引き下げや高

齢化での年金や医療費などの社会保障費の自然

増などが、今後の国の予算編成にどのような影

響があるのか、注視していかなければならない

と考えます。

また、本県のような地方においては、いわゆ

るローカルアベノミクス効果が実感できていな

い現状であり、農林水産業など地域経済の衰退

に目を向け、県民が生活の将来像を描けるきめ

細やかな取り組みの推進が必要であります。県

においては、来年度予算編成に当たり、国に対

して、地域経済の活性化、人口減対策、防災・

減災対策の推進などの課題に責任を持って取り

組むため、地方税財源を持続的・安定的に確保

する必要があります。そこで、県の平成27年度

当初予算編成についての基本的な考え方と予算

確保の取り組みについて、知事にお伺いをいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 本県の財政であります

が、医療・介護といった社会保障関係費、これ

が毎年何十億というオーダーでふえ続けておる

ところでございます。今後、公共施設の老朽化

対策などにも多額の負担が見込まれますことか

ら、まずは、基金の取り崩しに頼らない、将来

にわたって健全性が確保される財政構造への転

換に向けた取り組みというものを、引き続き着

実に実行する必要があると考えております。

一方で、御指摘がありました、本県の本格的

な景気回復、また県民の皆様の安全・安心確保

のために、地域経済の活性化や人口減少対策、

防災・減災対策など、重点的に取り組むべき課

題があるところでございます。

このため、来年度の予算編成に当たりまして

は、国の予算編成、また地方財政対策などの動

向を踏まえつつ、選択と集中という考え方のも

とに、本県が抱える課題に的確に対応した優先

度の高い事業というものを積極的に取り組む必

要があろうと考えております。

また、特に、地方交付税を初めとします地方

税財源の充実につきましては、国に対して強く
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要望しているところでございます。自主財源に

乏しい本県にとっては貴重な財源でございま

す。今後とも、機会を捉え、重ねて要望してま

いりたいと考えております。

○十屋幸平議員 今、予算編成の中で選択と集

中というのがよく言われるんです。選択という

のはあくまでも、今までの既存の事業があっ

て、その中から選んでこれを重点的にやるとい

う発想だと思うんです。それともう一つは、や

はりこれだけ人口減とか地方財政のことが言わ

れる中で、新しく柔軟な発想をして事業を組み

立てなければ、これまでの事業を名前を変えて

取り組むというだけではなくて、先ほど私も質

問させていただきましたように、県民の皆さん

がそれで潤えるような、そういう考えのもとに

予算編成をやっていただきたいというふうに思

います。

次に、国体についてお伺いをいたします。８

月11日、県立武道館会議室におきまして、宮崎

県体育協会に所属の各競技団体の会長が会議を

開きまして、本県の次期国体・全国障がい者ス

ポーツ大会の開催に向けて協議をいたしまし

た。今後取り組むべき課題として、施設の老朽

化による施設整備、指導者の確保、選手の強

化、それから競技力の向上などが出されまし

た。結果は、全競技の会長は、２巡目国体を誘

致する方向で全会一致で承認をいたしました。

その中で、国体開催を迎える県では、10年か

ら11年をかけて準備を進めております。それで

本県の場合の予定ですけれども、本県の平成38

年の開催予定を考慮すると、リハーサル大会が

２年前倒しになりますので、平成36年には施設

整備等の準備が完了していないと開催できませ

ん。２巡目国体を開催するに当たって、早く招

致表明をすべきだと考えますが、知事の見解を

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県における国体開催

でありますが、宮崎の魅力を全国に向けて発信

する貴重な機会だというふうに思いますし、ス

ポーツランドみやざきのさらなる推進に、大き

く弾みをつけるものと考えております。先日、

各競技団体の会長などが集まります県体育協会

の会議におきまして、２巡目国体の招致を目指

していくという方向性が、今御指摘がありまし

たように、確認をされたということでございま

す。国体開催に当たりましては、選手の育成・

強化や競技役員などの確保・養成、さらには競

技施設の選定・整備など、開催招致に向けた準

備の進め方について整理すべき課題があります

ので、それらについては既に担当部局に命じ検

討させているところでございます。

招致表明という御指摘でありました。この招

致表明というような段階に当たりましては、全

県的な盛り上がりであり、いろんな手順を踏む

必要があるというふうに考えておるところでご

ざいまして、早期にその判断ができますよう、

県体育協会や競技団体等とこれまで以上に連携

を図りながら、機運の醸成、また、さまざまな

準備に一層努めてまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 第１回目、昭和54年ですけれ

ども、そのときは、資料を見ますと、昭和38年

に決意表明して、それから置県80周年の事業と

して、そろっていなかった各体育施設等を整備

したんです。市町村の小学校とか中学校の改造

とか改築、新築、さまざまやりました。ですか

ら、やはり早目にやらないと、財政厳しい中で

すから大変厳しいと思いますので、ぜひ早目の

表明をお願いしたいと思います。

それから次に、総合交通体系について伺いま
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す。

今議会冒頭に、東アジア経済交流戦略に基づ

きまして、新規国際航空路線の香港航空が宮崎

―香港線の国際定期路線を開設されたと報告が

ありました。県では、アジア市場の開拓、フー

ドビジネスの推進などの人的・物的交流拡大を

目的に、昨年６月に香港事務所も開設をして、

東アジアの活力を積極的に取り込むべく事業を

推進されております。そこで、現在の台北線、

ソウル線と合わせて３路線となり、観光誘客や

経済交流が一層活発になると考えますが、香港

線の開設に伴って、今後の見通しと、県として

期待することはどのようなことがあるのか、総

合政策部長にお伺いをいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 香港線につ

きましては、東アジア経済交流戦略を推進する

中、航空会社等に対し、定期路線の開設に向け

た働きかけを行ってきたところでございまし

て、その結果、今回の就航につながったもので

あります。香港線は、ことし３月に就航した鹿

児島県の路線が、搭乗率約80％、また外国人利

用者が９割を占めておりますことから、本県に

おいても、外国人観光客を中心に高い搭乗率を

見込むことができるものと考えております。

昨年の香港から県内への宿泊者数は約8,500人

となっておりますが、香港線の就航により観光

客の大幅な増加が見込まれる上、香港からの観

光客のお客様は、旅行先における支出単価が高

いというデータもございますので、高い経済効

果を生むものと期待しているところでございま

す。

また、御指摘がありましたように、昨年６月

に香港事務所が開設され、物的・人的交流やフ

ードビジネスなどにおいて、香港における県内

企業等のビジネスチャンスが広がっておりまし

て、香港線の就航は、輸出の促進も含め、その

後押しをするものであると考えております。

さらに、アジアの拠点である香港と直行便で

結ばれることで、中国本土、また東南アジアな

どとのネットワークが一層充実することになり

ますので、ビジネスの拡大、及び2020年東京オ

リンピック・パラリンピックに向けた観光誘客

等の一層の拡大を図ることができるのではない

かと、大いに期待しているところでございま

す。

○十屋幸平議員 次に、長距離フェリーのリプ

レースについてお伺いいたします。本県の物流

対策は、海上交通での国際コンテナ貨物の取り

組みと国内大消費地へ第１次産業等の物流があ

ります。国際コンテナ貨物は、細島港を中心に

着実に実績を上げております。片や国内物流対

策は、大消費地から遠い本県にとって重要な課

題であります。物流の最大の担い手であります

トラック業界では、運転手の過重労働、担い手

不足や燃油高騰など、本県の物流に大きな影響

が出ております。また、トラック業界と連携し

て、宮崎の農畜産物や工業製品等を輸送する海

上輸送においても、燃油高騰が経営に大きく影

響しております。今回は、特に、大阪航路から

神戸航路へ航路変更する宮崎カーフェリーの船

舶のリプレースについて質問いたします。

この質問は、平成25年２月議会でも質問いた

しました。当時は、稲用副知事が総合政策部長

で、次のように答弁されております。「リプレ

ースに当たりましては、独立行政法人鉄道建設

・運輸施設整備支援機構の中に船舶共有建造制

度があり、この活用も考えられます。その活用

等に向けて支援してまいりたい」と答弁をされ

ました。しかしながら、現状は依然として厳し

い状況にあります。もし万が一、宮崎カーフェ
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リーのリプレースができなければ、本県物流に

とって大きな打撃であります。そこで、長距離

フェリーの船舶の更新について、県としてどの

ように対策を行っていくのか、総合政策部長に

お伺いをいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 本県発着の

長距離フェリーは、本県と関西圏を直接結び、

農業や工業、観光など、本県の産業を支える重

要な航路であると認識しております。また、そ

の使用船舶は就航から約17年を経過しておりま

して、御指摘のような燃油価格の高騰の問題も

あり、その抜本的な解決のためには、燃費のよ

い船舶への更新は避けられない課題と認識して

おります。

しかしながら一方で、船舶の更新には、毎日

の運航のために必要とするのは２隻ということ

になりますが、合わせて120億円以上という多額

の費用が見込まれるところでございます。した

がいまして、船舶の更新を行うためには、まず

は運航会社の経営の安定化が重要であると考え

ております。このため現在、県といたしまして

は、長距離フェリー航路活性化緊急対策支援事

業、また物流効率化支援事業などにより、航路

の利用を促進し、経営力の強化が図られるよう

支援しているところでございます。

今後、船舶の更新に向けましては、モーダル

シフトの観点も含め、航路を守る意義やあり方

について、関係団体の意見を幅広く伺いなが

ら、よりよい方法を探り、国などに働きかけを

行ってまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 去年質問させていただいて、

経営改善ということで、かなり企業の方も努力

をされて、これだけ燃油が上がらなければ、赤

字から黒字転換という話も伺っておりますけれ

ども、この燃油高騰に関しましては、県独自で

はどうにもならない。国でもなかなか厳しい。

そういうときに、物流という観点からすると、

宮崎はどうしてもこれをなくすわけにいかな

い。それで、何らか県が主導していろいろやる

べきだと思います。我々も考えますに、荷主さ

んとか船主さん、トラック業界さんとかいろん

な関係団体があると思うんです。ですから、そ

ういう協議会を立ち上げて、どうするのかとい

うことを真剣に考えていただきたいというふう

に思っております。答えは求めませんけれど

も、これはぜひそういう方向でやっていただき

たいというふうに思います。

次に、次期総合計画についてお伺いいたしま

す。次期総合計画の策定が審議されております

が、野村総合研究所顧問の増田寛也氏ほかが、

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推

計人口」に基づき、市区町村別将来推計人口を

発表されました。「2040年、地方消滅。「極点

社会」が到来する」という大変ショッキングな

推計が出されました。2040年、全国896の市区町

村が消滅可能都市に該当して、523市区町村は人

口が１万人未満となり、消滅の可能性がさらに

高まると述べられております。また、人口減少

の要因は、20歳から39歳までの若年女性の減少

と、地方から大都市圏、特に東京への若者の流

出の社会減、そして、合計特殊出生率の低下に

よる自然減などが地方にとって大きな課題でも

あります。

そこで、国は「まち・ひと・しごと創生本

部」を立ち上げ、地方創生に向けて総合戦略の

検討を始め、都道府県には、政府の戦略を参考

に、都道府県版の総合戦略をつくる努力義務を

課しました。そこで、人口減少問題を、県では

次期総合計画にどのように反映させていくの

か、知事にお伺いをいたします。
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○知事（河野俊嗣君） 人口減少の問題は、社

会経済の持続可能性を揺るがす大きな要因であ

ります。特に地方にあっては、その維持・存続

にもかかわる大変深刻な問題というふうに受け

とめております。現在、県内各地を回りまして

地域の皆さんと意見交換をしますと、定住人口

の減少に伴うさまざまな課題、買い物の問題を

初め、祭り、イベントの実施、さらにはさまざ

まな産業分野における後継者不足、課題という

ものを伺うところでございます。県におきまし

ては、平成23年に策定をしました総合計画にお

きまして、人口減少というものを、県政を考え

る上での基本的な視点として位置づけまして、

さまざまな施策を展開しているところでありま

す。国におきましても、今回、人口減少に光を

当て、地方創生の施策を打ち出そうとしている

という、大変歓迎すべきものという受けとめを

しておるところであります。

次期総合計画におきましても、人口減少問題

を県政における最重要課題として捉えまして、

一つには、少子化対策や若年層の流出抑制、移

住の促進など、人口減少に歯どめをかける取り

組みでありますとか、さらに、人財の育成とと

もに、雇用を拡充する成長産業づくりでありま

すとか、地域の経済循環を促進する取り組みを

進めること、さらには、人のきずなや暮らしや

すさなど、宮崎のよさを生かした共生社会づく

りや文化の発信など、長期的・戦略的視点に立

ちました施策を構築して、人口減少問題の克服

に挑戦、取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

人口減少問題は、地域の特性に応じて、その

実情に応じて対策を進めていくということが重

要であると考えておりますので、市町村とも連

携・協力しながら、実態を十分に把握した上で

対応していく必要があろうと考えております。

以上のような考えに基づきまして、人口減少

問題につきましても、引き続き、県政の最重要

課題として次期計画にしっかりと位置づけて取

り組んでまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 先ほど言いました３点につき

ましては、アクションプランでもしっかり政策

に反映していただきたいというふうに思いま

す。

次に、みやざき行財政改革プランについて伺

います。

宮崎の行革の大きな目的は、未来みやざき創

造プランの「未来を築く新しい「ゆたかさ」へ

の挑戦」の基本目標を下支えする計画と認識し

ております。改革の３つの視点、「効果的・効

率的な行政基盤の確立」「県民目線による行政

サービスの提供」「持続可能な財政基盤の確

立」で、推進期間は今年度で終わります。そこ

で、行財政改革の進捗状況について知事にお伺

いをいたしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 「みやざき行財政改革

プラン」に基づく行財政改革につきましては、

宮崎県総合計画の基本目標であります「未来を

築く新しい「ゆたかさ」への挑戦」を支える持

続可能な行財政基盤の確立ということを基本理

念としまして取り組んできたところでありま

す。これまで、簡素で効率的な組織体制の見直

しでありますとか、適正な定員管理、財政健全

化などに積極的に取り組んでまいりました。具

体的には、危機管理統括監やフードビジネス推

進課の設置など、危機管理体制の充実強化や成

長産業の育成などを図るための組織体制の見直

しを行いますとともに、知事部局等におきます

職員数は、平成17年度と比べますと441人の削減

を行い、既に当時の目標を達成しておるところ
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であります。また、財政面では、投資的経費の

縮減・重点化や事務事業の徹底した見直し、歳

入確保対策、ネーミングライツなどに取り組ん

でおりますが、歳入歳出両面からの取り組みに

よりまして、収支不足額、さらには実質的な県

債残高を圧縮するなど、着実な成果を上げてい

るものと考えております。

○十屋幸平議員 行革プランも今年度で終わる

ということですけれども、次期の行革プランの

基本的な考え方について、知事にお伺いをいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 依然として財政状況は

厳しいわけであります。そういう中で、県民の

皆様の行政に対する期待に応えていく、ニーズ

に応えていくためには、今後とも、行財政改

革、不断の取り組みということで推進していく

必要があろうと考えております。人材や財源な

どの限られた行政資源の持つ力というものを最

大限に引き出すということ、そして、持続可能

な行財政基盤の確立を目指してまいりたいと考

えております。

このため、現在、庁内にワーキンググループ

を設置いたしまして、次期プランの策定に向け

た検討を進めているところであります。検討に

当たりましては、現行プランの基本理念などの

大きな方向性については継承しつつ、県の総合

計画の改定内容でありますとか現行プランの達

成状況などを踏まえながら、実効性の高いもの

にしてまいりたいと考えております。また、行

財政改革の懇談会や県民アンケート、パブリッ

クコメントなどを実施しまして、広く県民の皆

様の御意見というものを反映させてまいりたい

と考えております。

○十屋幸平議員 次に、人事の適正配置につい

てお伺いします。これまで、行財政改革の計画

では、職員の適正な配置によりまして、先ほど

答弁ありました、定員を441名削減してきている

と認識しております。反面、農業とか林業、そ

れからまた、福祉行政や技術職員の専門職が減

少して、現場での技術指導等の専門性の低下が

懸念されております。そこで、県民サービスの

観点と人材育成の観点での職員の適正配置につ

いてどのように考えているのか、総務部長にお

伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 職員の人事配置に

つきましては、業務の必要性はもとより、職員

の希望や適性、さらには、多くの職務経験を積

むことによる人材の育成にも配慮しながら行っ

ているところであります。特に、議員の御指摘

にありました普及指導員や研究部門など、より

専門性が必要な職務につきましては、在課期間

を通常よりも長くするなど、業務の継続性にも

留意しながら人事異動を行っているところであ

ります。また、職種によっては、人材育成の計

画や指針を作成するとともに、庁内での研修や

専門的な機関への派遣研修を積極的に行うな

ど、職員の能力や技術の向上に取り組んでいる

ところであります。県民ニーズが多様化する

中、効率的な体制のもとで専門職の能力や技術

の向上を図ることは大変重要であると考えてお

りますので、今後とも、人材の育成に取り組み

ながら、適切な人事配置に努めてまいりたいと

考えております。

○十屋幸平議員 先ほどちょっと質問の中で言

わせていただきましたが、県民の各方面が、専

門性が失われているというのを心配しているん

です。ですから言われたように、研修とか、い

ろいろ勉強していただいてやっていくのは当然

なんですが、人事ローテーションの話も出され

ましたけれども、県民の中からそういう声がな
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くなるように、しっかり研修するなり勉強する

なりやっていただいて、専門性が失われている

よというような声がないように、ぜひやってい

ただきたいというふうに思います。

次に、子供の貧困対策についてお伺いいたし

ます。貧困には、相対的貧困と絶対的貧困があ

ります。前者の、国・地域の中で平均的な生活

レベルよりも著しく低い層や個人の貧困と、後

者の、国・地域の生活レベルとは無関係に、人

間が生きるのに必要な最低限の衣食住を満たす

ことができない生活水準以下の層や個人の貧困

とがあります。このような貧困へと、生まれ

育った環境で子供の将来が左右されないよう

に、また、貧困が世代を超えて連鎖しないよう

にと、「子どもの貧困対策の推進に関する法

律」が施行されました。また、さきの閣議にお

きましては大綱が決定をいたしました。

しかしながら、大綱の基本方針では、「子供

の貧困の実態が明らかになっているとはいい難

い点が認められる。このため、実態把握のため

の調査研究に取り組み、その成果を対策に生か

していくよう努める。」とあります。子供の貧

困対策に取り組む仕組みはできましたけれど

も、具体的な数値目標や予算措置が少なく、施

策の不十分さを感じております。そこで、「子

供の貧困対策に関する大綱」が策定されました

が、県は、子供の貧困対策にどのように取り組

んでいくのか、福祉保健部長にお伺いをいたし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県では、子供

を含めた生活困窮者対策として、従来から家庭

環境や経済状況に応じて、生活保護制度の適用

や生活福祉資金貸付など、さまざまな支援に取

り組んでまいりました。こうした中、先般、国

が策定した「子供の貧困対策に関する大綱」に

おいては、当面の重点施策として、教育の支

援、生活の支援、保護者に対する就労の支援、

経済的支援の４つが示されております。議員御

指摘のように、国の予算措置等の不十分さは感

じますが、県としましては、この大綱の理念を

踏まえまして、庁内関係部局を初め、市町村や

関係機関等との連携をさらに強化しながら、子

供の貧困の現状と課題を分析し、これまでの取

り組みを評価した上で、総合的な子供の貧困対

策の推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 国に要望していただきたいの

は、予算措置、それから大綱をずっと見ていき

ますと、いろんな数値が出されております。先

ほど挙げられました４項目もあります。先ほど

言った基本方針の中で、現状を今から把握し

て、それから対策を練りますという反面、子供

の貧困率16.3％とあるんですよ、ここに。国が

出しているんです。これは何を根拠にそうやっ

てやってきたのかというのが全くわかりませ

ん。ですから、県においても、じゃ、生活保護

世帯が貧困なのかというと、決してそうではな

いという定義ですよね。ですから、そういうあ

たりをやっぱりちゃんと把握して、今、部長が

言われましたように、対策を講じていかなけれ

ば、なかなか改善されない。見えないところが

たくさんあります。ですから、大綱が策定され

たからといって安心しているんじゃなくて、今

までやられたことも含めて、これからしっかり

県として取り組んでいただきたいと。これも要

望に終わらせておきますが、国に対して強く

言っていただきたいなというふうに思います。

それから次に、合併処理浄化槽についてお伺

いをいたします。この議論は、たびたび議場で

もなされております。本県の浄化槽の設置状況
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は、合併処理浄化槽が６万6,195基、46.4％、単

独浄化槽が７万6,516基、53.6％、また生活排水

処理率は全国が82.9％、本県が73.1％と、全国

平均を下回っております。こういう本がありま

す。2014年版の都道府県幸福度ランキング、そ

の中で汚水処理人口普及率では、本県は全国

で30位と低い位置にあります。そこで、生活排

水処理率の向上のためには、単独浄化槽から合

併浄化槽への転換が必要と考えます。それには

予算確保が重要であり、予算確保について県と

してはどのように取り組まれるのか、環境森林

部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 御指摘のとお

り、本県では、単独処理浄化槽の設置基数が全

浄化槽の半数以上を占めており、本県の豊かな

環境を保全する上で合併浄化槽への転換が重要

であると考えております。このため、県では本

年度から、単独処理浄化槽の撤去費につきまし

ても補助を行うこととしたところであります。

本県の生活排水処理率は、全国平均値より低い

水準にあり、今後とも計画的に処理施設の整備

を進めていく必要があると考えておりますの

で、厳しい財政状況ではありますが、引き続

き、予算の拡充について国へ要望するととも

に、市町村と十分協議を重ねながら、より効果

的な支援のあり方について検討してまいりたい

と考えております。

○十屋幸平議員 次に、公共団体の単独浄化槽

について伺います。環境省の調査では、地方公

共団体が所有する単独浄化槽の状況が、学校教

育施設、庁舎等、保健所等、消防署、警察署な

ど、11項目にわたりまして発表されました。本

県での公共団体の単独浄化槽の設置基数が、い

まだに1,330カ所で使用されている状況でありま

す。そこで、県としては、先ほど答弁がありま

したように、合併処理浄化槽への転換を図って

いる中で、率先垂範して公共団体が所有する単

独浄化槽の転換を図るべきだと考えますが、県

はどのように進めていくのか、環境森林部長に

お伺いをいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 単独処理浄化

槽は、合併処理浄化槽に比べまして河川等に与

える影響が極めて大きいことから、御指摘のと

おり、公共施設に設置されております単独処理

浄化槽につきましても、転換を促進していく必

要があると考えております。このため、それぞ

れの公共施設における汚水の処理状況を調査

し、管理者に対しまして、計画的に転換に取り

組んでいただくよう要請をしてまいりたいと考

えております。

○十屋幸平議員 率先垂範という言葉がありま

すように、ぜひ積極的に取り組んでいただきた

いというふうに思います。

次に、浄化槽台帳管理システムについて伺い

ます。この件につきましては、昨年９月議会で

横田議員が質問いたしました。熊本県の浄化槽

台帳管理システムの導入についてお伺いをいた

します。環境森林部長の答弁は、「適正な浄化

槽の維持管理をさらに推進していく上で、市町

村とデータを共有することも一つの方策である

と考えております。しかしながら、個人情報の

問題もありますので、他県のシステムを参考に

しながら、本県の実情に合った効果的な浄化槽

台帳管理システムのあり方について検討してま

いりたい」と答弁されております。そこで、浄

化槽の適正な管理を進めるためには、県だけで

はなく関係業者等が保管する情報を一元化した

浄化槽台帳管理システムを構築すべきであると

考えますが、県の取り組み状況について環境森

林部長にお伺いをいたします。
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○環境森林部長（徳永三夫君） 現在、県が管

理しております台帳は、保守点検や清掃等の実

施状況が十分反映されていないことから、本年

度、これらの情報を速やかに台帳に反映できる

システムの構築を、関係業界等の協力を得なが

ら進めているところでございます。浄化槽の適

正管理を推進していく上では、情報を一元的に

管理することがより効果的でありますので、今

後とも、個人情報の取り扱いや情報セキュリ

ティー対策など、具体的な運営手法などについ

て検討を進めてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に、バイオマス発電につい

てお伺いをいたします。県議会の森林・林業活

性化議員連盟で、８月25日から27日の３日間

で、木質バイオマス発電の取り組みについて県

外調査を実施いたしました。

全国トップクラスの集成材事業を展開する岡

山県真庭市「銘建工業株式会社」のプレナーく

ず活用の木質ペレット製造から、木質バイオマ

ス発電、そして、将来の林業の活性化に貢献す

ると言われておりますクロス・ラミネーテッド

・ティンバーの製造工程や、バイオマスタウン

・真庭市役所では、地域資源の活用ということ

で、玄関の真庭回廊、各課のカウンター、議

場、照明のかさなど、木材がふんだんに使用さ

れておりました。

広島県庄原市の木質バイオマス活用プロジェ

クトでは、山元の利益創出のための「木の駅」

原料収集システムと地域通貨の活用など、まさ

に今話題の里山資本主義を実践されておりまし

た。

次に、呉市の中国木材株式会社、堀川社長よ

り、日向工場の事業拡大の将来展望についても

お話を伺いました。そのほかにも、民間会社な

ど調査をいたしましたが、いずれも、木質バイ

オマス発電に欠かせない木材の量をいかに確保

して、コストを抑制し、効率的な発電をするか

が重要と感じました。

そこで、日本一の杉素材生産量の本県では、

木質バイオマス発電の燃料となる林地残材など

は、資源的に十分な量はあると聞いております

が、安定供給のための仕組みづくりと、量の確

保に心配はないのか、環境森林部長にお伺いを

いたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 木質バイオマ

ス発電の燃料供給につきましては、それぞれの

発電事業者が林業事業体と協定を締結しており

ますので、この協定が円滑に実行されるよう、

県では、地域の供給協議会を通じまして助言や

情報提供を行うとともに、収集運搬に必要な施

設整備への支援を行っているところでありま

す。また、今年度から、森林バイオマス地域再

生事業によりまして、それぞれの林家等が林地

残材を中間土場に集め、それを森林組合等が発

電施設に運搬する新たな仕組みづくりも県内各

地で進めているところであります。木質バイオ

マス発電の成否は燃料の確保にあると認識して

おりますので、今後とも、県内全域から安定的

に供給できる体制づくりに努めてまいりたいと

考えております。

○十屋幸平議員 量的にかなり膨大な量であり

ますので、人的な問題もやはり心配するところ

でありますので、しっかりと取り組んでいただ

きたいと要望しておきたいと思います。

次に、森林整備加速化・林業再生事業につい

てお伺いをいたします。本県では、平成21年度

より、国において創設された森林整備加速化・

林業再生事業を活用して、これまで川上から川

下に至る関係者が一体となって、間伐の実施や

路網の整備、高性能林業機械の導入、加工・流
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通体制やバイオマス関連施設の整備、木造公共

施設等の整備、県産材の利用拡大など、林業再

生への実現に向け取り組みを進めてこられまし

た。本事業が平成26年度で終了すると、本県の

林業の成長産業化の取り組みが減速をして、本

県の経済へも多大な影響が懸念されます。そこ

で、森林整備加速化・林業再生事業の継続要望

の取り組みについてどのように取り組んでおら

れるのか、環境森林部長にお伺いをいたしま

す。

○環境森林部長（徳永三夫君） 御指摘のとお

り、森林整備加速化・林業再生事業が終了いた

しますと、林業の成長産業化に向けた取り組み

が減速し、山村地域はもとより、本県の経済活

動にも大きな影響を及ぼすことが懸念されま

す。このため、知事みずから、農林水産大臣や

本県選出の国会議員、関係省庁へ要望を行った

ほか、私もあらゆる機会を通じて、事業の継続

・拡充について強く働きかけてきたところでご

ざいます。また、県議会の皆様にも意見書の採

択などお力添えをいただいているところであ

り、今後とも、皆様の御協力をいただきなが

ら、事業の継続・拡充について、国に対し引き

続き強く要望してまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 何もかも地方創生に結びつけ

るわけではありませんけれども、やはり地方の

実情ということを含めると、そういう意味で、

この事業自体の名前は変わっても、そういう事

業を国にぜひ強く要望していただきたいという

ふうに思います。

次に、観光振興条例（仮称）についてお伺い

をしたいと思います。地域活性化の有効な手段

の一つとして、観光振興に各自治体が取り組ん

できております。本県では、平成17年、宮崎県

観光リゾート振興計画を柱に、観光振興が推進

されております。観光県を標榜する本県の今回

の条例制定は、我々議会も含めて少し遅きに失

した感が否めません。そして、条例の中で、県

や市町村だけでなく、県民についてもその役割

を規定する予定と聞いておりますが、県民の役

割の条例の案文について次のような文言を追加

すべきと考えます。「魅力ある観光地の形成や

……」の後に、「県民は、地域に誇りと愛着を

醸成して、旅行者を温かく迎えるために努める

こと」とすべきであると考えます。また、宮崎

県の平成15年のイメージ調査では、首都圏生活

者が「宮崎」と聞いて何を連想するかという問

いに対しまして、「特にない」というのが１位

で、印象が薄いことがわかりました。観光審議

会の意見でも、宮崎らしさの基本的方向性を

しっかり盛り込んでほしいという意見があった

と聞いております。そこで、現在検討中の観光

振興条例（仮称）の名称について、宮崎らしさ

を出す必要がありますが、どのように考えてお

られるのか、商工観光労働部長にお伺いをいた

します。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 観光振興

に関する条例につきましては、県を初め、観光

に携わる方々が一体となって観光振興に取り組

む指針となりますよう、本県観光の基本的理念

や方針、関係機関それぞれの役割等を定めるこ

ととしております。条例制定の効果を上げるた

めには、内容の充実は当然のこととして、県民

の皆様にその内容を十分理解していただき、そ

の上で、県全体で魅力ある観光地づくりや、お

もてなし環境の整備などに取り組むことが重要

であります。したがいまして、条例の名称につ

きましても、宮崎らしいものとなりますよう、

今後、観光審議会における議論や関係者との意
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見交換などを踏まえ、しっかりと検討していき

たいと考えております。

○十屋幸平議員 しっかりと議論していただき

たいと思います。

次に、県立青島亜熱帯植物園について伺いま

す。宮崎で「青島」と言えば、大型ホテルが長

年廃墟と化し、南国ムードのイメージを壊して

きました。ようやくホテルが撤去されて、宮崎

市を中心に、観光振興の計画が関係機関などと

連携して協議がなされていると聞いておりま

す。先日、宮日新聞の報道では、ＪＲのフリー

切符「レールパス」を利用して、欧米人の旅行

客は、東京、京都などの主要な観光地を回った

後に青島にやってくるというものでありまし

た。つまり、空港から近く、新鮮な海の幸、温

泉も湧くなど、南国ムード青島の復活の芽が出

ていると結んでおりました。

その一角に、南国的開放感のある空間を提供

して、「亜熱帯の植物」「青島」のイメージが

創出できる公園を目指す県立青島亜熱帯植物園

も、平成28年度に大温室のリニューアルオープ

ンが予定されております。そこで、植物園の大

温室の整備状況について、県土整備部長にお伺

いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県立青島亜

熱帯植物園につきましては、昭和40年の開園以

来、50年近くが経過し、老朽化しております

が、現在、年間約90万人の観光客が訪れる青島

の中核をなす施設として重要な役割を果たして

おり、ゆったりとした休息や散策等を楽しめる

明るく開放的な空間を提供してきているところ

であります。このため、今年度に大温室の改修

を行いますとともに、管理棟や学習棟の整備を

行いまして、観光地としてのさらなる魅力アッ

プを図ることとしております。大温室等の整備

につきましては、現在、今年度中の完成を目指

し入札手続を進めておりますが、大温室内の植

栽につきましては、来年度に工事を行う予定と

しております。

○十屋幸平議員 この植物園の検討委員会のメ

ンバーについて伺いたいと思います。植物園内

では、毎月第４日曜日に「青島サンデーマー

ケット」を、市内有志が実行委員となって昨年

７月から開催されていると報道されておりまし

た。実行委員長の福田さんのコメントでは、自

然や食の大切さを実感してもらい、青島を元気

にしたいと結成されたそうです。そして、植物

園内の芝生広場では、環境に配慮した食べ物や

雑貨などの店が並び、ステージではミュージシ

ャンが出演して、来場者はリラックスした雰囲

気を楽しんでいるということでありました。ま

た、園内にはブーゲンビリアなどの花が美しく

飾られていて、来園者の目を楽しませていると

伺っております。

亜熱帯植物園が大きな役割を担っております

が、今後、リニューアルオープンする大温室が

どのようになるのかが重要なポイントになると

考えます。当然、観光客や来場者は、植物園内

を導線としまして青島まで足を伸ばすことも期

待しております。そこで、新しい大温室内の植

栽レイアウトに関する検討委員会のメンバー

は、有識者や観光関係者など、そしてまた、地

元の関係者なども入られると思うんですけれど

も、もっと柔軟な発想をする方々を選定する必

要があると考えます。検討委員会のメンバーは

どのように考えているのか、県土整備部長にお

伺いをいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県立青島亜

熱帯植物園におきましては、春と冬のフラワー

ショーやブーゲンビリアのコレクション展示な
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ど、花を活用したさまざまなイベントを開催

し、毎年多くの観光客の方が楽しまれ、好評を

いただいているところです。このため、新しい

大温室内の植栽レイアウトにつきましては、花

や亜熱帯植物に造詣の深い専門家を初め、地元

や利用者の代表者などに検討委員会に入ってい

ただくこととしておりまして、幅広い県民の皆

様からの声も参考にしながら、生き生きとした

深い緑の亜熱帯植物と四季折々の華やかな花々

にあふれた魅力ある植物園となるよう努めてま

いりたいと存じます。

○十屋幸平議員 その植物園の計画では、管理

棟、学習棟の整備も計画されるというふうに

伺っておりますので、当然、宮崎ですから、県

産材の活用を考えられていると思いますが、県

土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 今回整備を

行います学習棟などにつきましては、植物園を

訪れる多くの方々が木のぬくもりを感じながら

くつろぐことができる施設となるよう、木造平

屋建てで計画しておりまして、建物の柱やは

り、内壁の仕上げ材に県産材の杉やヒノキの活

用を予定しているところです。さらに、建物周

りの広場につきましても、県産材を活用した

ウッドデッキを計画しており、今後とも、県産

材の活用に積極的に取り組むことによりまし

て、ＰＲに努めてまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 私もこの質問をしていて舌を

かみそうになり、県立亜熱帯植物園とかなかな

か言いづらいところがありまして、短縮して言

うのも何なんですけれども、リニューアルを契

機に、条例上は「県立青島亜熱帯植物園」なん

ですが、愛称を募集する考えはないか、県土整

備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県立青島亜

熱帯植物園を、県民の方々により一層親しみを

感じていただける施設とするため、愛称をつけ

ることは大変大事なことだと考えております。

今後、愛称募集につきましても、市や関係部局

とも十分連携を図りながら検討してまいりたい

と考えております。

○十屋幸平議員 ぜひ、なじみやすい、宮崎ら

しいというのもまたありますが、愛称を決めて

いただきたいと思います。

次に、ロコモティブシンドロームについてお

伺いいたします。スポーツ振興対策特別委員会

で、宮崎大学医学部・帖佐悦男教授から、ロコ

モティブシンドロームについて勉強させていた

だきました。ロコモティブシンドロームとは、

加齢や生活習慣病で、筋肉や骨、関節、軟骨、

椎間板といった運動器のいずれか、あるいは複

数の障がいによる運動能力が低下して介護が必

要になったり、そうなる危険が高い状態を言う

そうです。その予備軍が4,700万人、40歳以上の

５人に４人はロコモだと言われております。

帖佐教授は、「ロコモティブシンドローム」

をキーワードに、「スポーツメディカルランド

宮崎」や「ロコモ・ザ・ワールド宮崎」構想の

実現に向けて、産学官連携を通して宮崎を元気

にする取り組みに頑張っておられます。宮崎市

青島地区は、国土交通省と経済産業省の地域産

業資源活用事業計画の認定を受けて、今年度か

ら、滞在型ロコモ予防・改善プログラムの開発

と販路開拓事業に取り組まれております。

そこで、帖佐教授が提唱する「スポーツメ

ディカルランド宮崎」「ロコモ・ザ・ワールド

宮崎」の構想は、健康づくり、競技力の向上、

観光振興など、県勢発展に大きく寄与するもの

と考えますが、関係部局ではどのようにかか
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わっているのか、福祉保健部長、商工観光労働

部長、教育長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） お話の「スポ

ーツメディカルランド宮崎」や「ロコモ・ザ・

ワールド宮崎」の構想は、高齢化が一層進む中

で懸念されるロコモの予防に大変有効な取り組

みとして、今後の構想の進展に大いに注目して

いるところであります。福祉保健部といたしま

しては、ロコモの予防を図るため、医師、健康

運動指導士、介護職員及び市町村職員など、健

康づくりや介護予防の関係者を対象に、ロコモ

に関する研修会や講演会を実施し、普及啓発を

図っているところであり、例えば、今年度も帖

佐教授を講師として研修会を実施する予定とし

ております。今後とも、宮崎大学など関係者と

の連携を一層深めてまいりたいと考えておりま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 商工観光

労働部の取り組みについてであります。

まず、「スポーツメディカルランド宮崎」構

想につきましては、現在、宮崎大学医学部附属

病院と連携し、本県のスポーツキャンプ地とし

ての優位性を高めることを目的に、本年度から

スポーツメディカル支援事業を実施しておりま

す。具体的には、本県でキャンプ・合宿を実施

する県外のスポーツ団体の選手が、宮崎大学医

学部附属病院のスポーツメディカル機器を使っ

てメディカル検査を実施した場合、利用料の一

部を助成することにより、県外からのスポーツ

キャンプ・合宿の誘致を図るものであります。

次に、「ロコモ・ザ・ワールド宮崎」構想に

つきましては、現在、宮崎大学と県ホテル旅館

生活衛生同業組合等が協力しまして、健康づく

りと食や温泉などの観光素材を組み合わせたヘ

ルスツーリズムの観点からの旅行商品の造成を

行っていただいております。さらに、県が進め

る東九州メディカルバレー構想の一環としまし

て、県の支援制度を活用し、帖佐先生を中心

に、地元企業が連携して、ロコモティブシンド

ローム診断・検診用計測機器の研究開発が進め

られております。県としましては、これらの新

たな取り組みに大いに期待しており、積極的に

連携・協力してまいりたいと考えております。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会といた

しましても、「スポーツメディカルランド宮

崎」構想にございますように、スポーツを医学

的な観点から支える環境を整え、スポーツ選手

をサポートしながら競技力向上につなげること

は大変重要なことだと考えております。そこ

で、県体育協会の協力のもと、スポーツ医科学

委員会を設置し、宮崎大学医学部を初め、関係

機関に協力をいただきながら、競技団体の医学

的サポートを推進しているところであります。

具体的には、国体選手へのメディカルチェック

のほか、スポーツドクターやアスレチックトレ

ーナーを国体選手と一緒に国体に帯同して国体

へ派遣するなど、トップアスリートが安心して

競技に専念できるように支援をいたしておりま

す。

○十屋幸平議員 いろんな意味で「ロコモ」と

いうキーワードでそれぞれ部局が取り組まれて

おりますが、このような取り組みは、本県のメ

ディカルバレー構想での経済活動、それからス

ポーツランドみやざき、または高齢者の介護予

防、生活習慣病の予防など、医療費の抑制にも

役立つと考えております。今回の青島地区の取

り組みが県内各地に波及するためには、県とし

ての政策体系に盛り込む必要があると考えま

す。そこで、スポーツメディカルやロコモ予防

などに関して、さまざまな分野での動きがあり
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ますが、県として一体的に推進し、県勢発展に

つなげていくべきと考えます。知事の考えをお

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） スポーツランドみやざ

きということを掲げて、温暖な気候や恵まれた

施設、さらには魅力的な食など、さまざまなア

ピールのもとに、キャンプ・合宿の誘致等に努

めてきたところであります。おかげさまで、あ

る程度右肩上がり、実績がふえておるわけであ

りますが、これにさらに今、御議論のあったス

ポーツメディカルということが加わりますと、

魅力というものが増す。他地域との差別化を図

ることができる大変重要なポイントであろうか

というふうに思います。

また、ロコモ予防につきましては、今後、高

齢化が一層進む中で、健康長寿社会の実現、ま

た、ヘルスツーリズムなどの新たな観光にもつ

ながる視点であろうかというふうに、これも大

変重要なものと受けとめております。これらの

取り組みには、スポーツ、医療、観光などのさ

まざまな要素が含まれますことから、御指摘の

ように、庁内各部局、さらには宮崎大学を初め

とします産学官の連携を進めることで、より一

層の充実・発展を図ることができるというふう

に考えております。

県としましては、先日、６年後の東京オリン

ピック・パラリンピックを見据えて、有形無形

の財産を築いていこうという、「みやざき東京

オリンピック・パラリンピックおもてなしプロ

ジェクト」を立ち上げたところでありまして、

庁内本部会議、また官民連携会議の中で、スポ

ーツランドみやざきの推進に係る取り組みとし

て、スポーツメディカル環境の充実等について

も検討してまいりたいと考えております。ま

た、ロコモ予防につきましては、現在進めてお

ります県の総合計画の見直しの中で、健康長寿

社会を実現するための取り組みの一つとして

しっかりと議論し、受けとめて、また取り組ん

でまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に移りたいと思います。

ＩＲ推進法についてお伺いします。この件に

つきましても、これまでの議会で何度も議論さ

れてまいりました。６月議会で知事は、「国の

区域認定を視野に入れて前向きに検討してまい

りたい」「県及び宮崎市の関係部局による行政

連絡会議を設置させ……認識共有化を図った」

と答弁しておりますが、よく議会の中でも言わ

れますように、答弁に対して、知事の熱意が我

々になかなか伝わってこないと。実感もしてお

ります。また、ＩＲ推進法は、レクリエーショ

ン施設、宿泊・会議施設、カジノ施設などを民

間事業者が一体的に整備を行うものでありま

す。ＩＲ推進法というと、どうしてもカジノと

いうのが特筆をされておりますが、カジノは、

観光及び地域経済の振興策や財政の改善策の一

つの手法でありまして、本県では、先ほど質問

しました医療との組み合わせの「ロコモ・ザ・

ワールド宮崎」も、本県の特徴となるのではな

いかと考えます。ぜひＩＲ構想に入れていただ

きたいと考えます。そこで、ＩＲ推進法が秋の

臨時国会で審議が進むと考えますが―これは

私の個人的な見解であります―県としてどの

ように対応していくのか、改めて知事のお考え

をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 統合型リゾート、いわ

ゆるＩＲにつきましては、投資や雇用、観光誘

客など、地域経済にもたらす効果・影響に大変

興味・関心を持っているところであります。秋

の臨時国会では、ＩＲ推進法案につきまして、

いよいよ具体的な審議が始まるものと期待をし
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ておるところでございます。今後、ＩＲ推進法

案の成立後１年以内に制定される実施法案の検

討過程において、重要かつ具体的な内容が明ら

かになってくるところでありますが、その中で

も、現在想定されております大規模な投資を伴

う都市型のＩＲ以外に、既存施設を生かした地

方でも実現可能なものとなるのか否かというよ

うなポイント、さらには、さまざまな御指摘も

されております健全性、安全性が確保されるよ

うな制度設計等がなされるのかということにつ

いて、注視していく必要があろうかというふう

に考えております。

私としましては、本県におけるＩＲの実現に

ついて、国の区域認定を視野に入れて前向きに

検討してまいりたいというふうに考えておりま

すので、国の動向に対する情報収集、また、関

係者との意見交換を重ねておるところでござい

まして、これまで以上に、こうした情報収集に

力を入れるとともに、民間の統合型リゾート研

究会など関係者との連携を図りながら、議論を

重ねてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 前向きに検討してまいりたい

というお答えですので、ぜひ積極的に前向きに

検討していただくことを要望しておきたいと思

います。

次に、中小企業振興条例についてお伺いいた

します。この条例も昨年４月に施行されて、６

月議会でもいろいろと議論がございました。そ

の答弁でも、県の中小企業振興に対する思いは

理解ができました。しかしながら、私は、中小

企業振興条例とあわせて、６月議会の議論でも

ありました小規模企業の振興計画を早目に策定

して、本県経済の浮揚につなげていただきたい

と考えております。議会での部長答弁は、中小

企業者や商工団体等の意見交換では、県の施策

を事業者がわかりにくいなどの意見があり、情

報提供に努めたとあります。また、条例の内容

では、財政上の措置で、「必要な財政上の措置

を講じるよう努めるものとする」とあります

が、この条例に関しましては、県民所得に大き

く反映するものと考えておりますので、施策推

進の財源の確保、こういうものをしっかりと担

保していただきたいというふうに思います。

また、県内企業者数の88.6％が小規模企業者

であり、多くの県民は小規模企業で雇用されて

おります。平成21年度―これは６月議会でも

議論がありました―４万5,000社から、平成25

年度には４万1,300社に減少している状況があり

まして、雇用の確保にも影響をしていると考え

ております。小規模企業の振興に対する国の基

本計画も策定されると伺っておりますが、そう

いう中にあって、県内地場企業の振興は、先ほ

どから何度も申し上げますように、大変重要で

ありますので、宮崎県中小企業振興条例を今後

どのように生かしていくのか、商工観光労働部

長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 宮崎県中

小企業振興条例は、県内事業者の大部分を占

め、地域の経済と雇用を支える本県の中小企業

の重要性を再認識し、県民総力戦で中小企業の

振興を図るため、昨年３月に制定したものであ

ります。この条例では、中小企業者による自主

的努力と創意工夫を基本としつつ、それらの中

小企業の取り組みを促進するための県の施策を

含めた環境づくりに努めているところでありま

す。御指摘のとおり、地場企業の振興は、地域

経済の持続性を高めるためにも大変重要であり

ますので、昨年度は、従来の取り組みに加えま

して、県内の中小企業者や商工団体等の皆様か

ら要望のありました人材育成・確保、経営革新
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・新規創業、販路開拓の各分野の事業に取り組

んだところであります。また、本年度も、東九

州自動車道の開通効果を見据えた「自動車産業

北部九州フロンティアオフィス運営事業」など

に取り組んでいるのを初め、よりグローバルな

観点から、東九州メディカルバレー構想の推進

やアジア市場の開拓のための積極的な取り組み

等を行っているところであります。今後とも、

中小企業者や商工団体等との意見交換などを通

じまして、中小企業者の皆様の現場ニーズを把

握しますとともに、関係機関と連携をしなが

ら、実効性のある施策の展開に取り組んでまい

りたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に、公共工事の品質確保の

促進についてお伺いします。「公共工事の品質

確保の促進に関する法律」の目的は、「良質な

社会資本の整備を通じて、豊かな国民生活の実

現及びその安全の確保、環境の保全、自立的で

個性豊かな地域社会の形成等に寄与する」とあ

ります。それでは、社会資本の整備の意義とは

何かというところで、国土面積の約10％にすぎ

ない洪水氾濫区域に、人口の約２分の１、資産

の４分の３が集中して、一たび河川が氾濫する

と甚大な被害が発生します。また、中山間地域

の利便性を高める道路整備等は、救急医療への

対応、災害時の救援物資輸送、日常生活の利便

性など、国民の生命と財産を守ることがうたわ

れております。まさに品確法の目的が着実に実

行されることを望んでおります。そこで、公共

工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる

「品確法」の今回の主な改正点は何か、県土整

備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 建設業は、

防災や減災、インフラの老朽化対策や維持管理

などの担い手として、その果たすべき役割はま

すます増大してきておりますが、建設投資の急

激な減少や行き過ぎた価格競争によりまして、

建設企業の疲弊や下請へのしわ寄せ、就労環境

の悪化が生じるなど、公共工事の品質確保が懸

念されているところです。このため、国におき

ましては、本年６月に品確法が改正され、その

主な改正点としましては、市町村を含む発注者

の責務として、最新単価や実態を反映した適正

な予定価格を定め、計画的な発注や適切な工期

設定・設計変更を徹底すること、さらに、地元

に根差した建設企業の安定受注を図るため、多

様な入札制度を導入・活用することなどがあ

り、将来にわたる公共工事の品質確保と担い手

の中長期的な育成・確保を促進するものとされ

ているところです。

○十屋幸平議員 発注者の責務というところを

しっかりと受けとめてやっていただきたいとい

うふうに思います。

次に移ります。人材育成についてお伺いしま

す。現在、建設業界では、これまでの公共工事

の経営環境の悪化から、人材の育成・確保がま

まなりません。東日本大震災や東京オリンピッ

ク・パラリンピックなどの公共工事の発注が増

加に転じた結果、県内の技術者の高齢化や企業

の人材確保が厳しい状況であります。そこで、

これまで、建設業における人材の育成や確保の

ため、どのように取り組みを行ってきたのか。

今回の品確法改正の趣旨を踏まえて、県はどの

ように進めていくのか、県土整備部長にお伺い

をいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県では、産

業開発青年隊や産業技術専門校による若手技術

者などの育成を初め、県内の各土木事務所を中

心に、小学生から高校生までの若い世代に建設

産業の魅力を伝えるため、道路や河川などをテ
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ーマとした出前講座や職場体験などに取り組ん

でいるところであります。また、労務単価の引

き上げや社会保険等の未加入対策を強化するな

ど、雇用環境の整備に努め、若者に魅力のある

職場づくりに取り組むとともに、総合評価落札

方式で加点評価を行うなど、若手技術者の育成

に取り組む建設業者への支援を行っているとこ

ろです。特に、今回の品確法の改正は、公共工

事の品質確保にあわせ、その担い手の中長期的

な育成・確保を目指したものでありますことか

ら、その趣旨を踏まえながら、建設産業が将来

にわたり持続可能な産業となるよう、発注者と

しての取り組みを進めていく必要があると考え

ております。具体的には、地域に精通した建設

業者が、道路や河川の巡視業務などを共同で受

注することが可能な地域維持型契約の導入に向

けて取り組みを進めているところであります。

○十屋幸平議員 これからまた運用指針等も検

討されるようでありますので、さらにしっかり

と取り組んでいただきたいというふうに思って

おります。

次に、都市計画法についてお伺いいたしま

す。昭和30年代から40年代にかけて、日本は高

度経済の情勢を迎えました。急激な都市人口の

増加や、さまざまな機能の集中が進み、都市周

辺では、無秩序に都市が拡大するスプロール化

が大きな課題となりまして、昭和43年に新しく

都市計画法を制定しました。都市計画区域は、

「積極的に市街化を図る区域」と「強力に市街

化を抑制する区域」の市街化調整区域を線引き

しました。そして、人口が流出した地方都市で

は線引きによるさまざまな問題が起こり、昭

和62年に、一定の要件を満たした都道府県は区

域区分の全面変更が可能となりました。また、

平成になって人口減少局面へと転じ、都市が拡

大する時代から安定成熟を迎えることになり、

平成12年に都市計画法が大幅に改正され、三大

都市圏及び指定都市を除き、線引きを実施する

かは都道府県が選択することとなりました。

現在頻発する大規模災害や人口減少、少子高

齢化、過疎化、産業の空洞化等々、さまざまな

問題を抱える地方自治体は、線引きを検討しな

ければならないと考えます。そこで、南海トラ

フ巨大地震に備えて、住宅や、災害時に活躍し

ていただけます建設会社などを、市街化調整区

域への高台移転ができるようにしておくべきだ

と考えております。県土整備部長に考えをお伺

いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 昨年10月に

県が公表しました「南海トラフ巨大地震に伴う

被害想定」では、沿岸部の市町におきまして

は、市街化区域内で浸水想定区域に含まれる地

域も多く、大きな被害が予想されておりますこ

とから、津波災害に強いまちづくりを推進して

いくことは大変重要であると考えております。

市街化調整区域の高台等への移転につきまして

は、都市計画法において、市街化調整区域は市

街化を抑制する区域でありますことから、原則

として、宅地開発などは許可できないことと

なっておりますが、一定の区域における土地利

用等の計画を、市町村が地区計画として都市計

画決定することにより可能となる場合もありま

す。このため、県としましては、関係市町と一

緒になって、地域防災計画や、津波防災地域づ

くりに関する法律に基づく推進計画などとの整

合を図りながら、安全で安心なまちづくりに取

り組んでまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 私が住んでおります日向市も

特にそうなんですけれども、建てられないでは

命が守れないということもありますので、特に



- 39 -

平成26年9月10日(水)

市町に意向調査をしていただいて、どのように

市町が考えておられるのか、南海トラフ巨大地

震に対して。そういうところで地区計画をつく

れるなら、そういうふうな方向で頑張ってやっ

ていただきたいなというふうに、これも要望し

ておきたいと思います。

次に、人口減のまちづくりについて伺いま

す。先ほども総合計画の中でもお聞きしました

が、今後の人口減少を見据えたまちづくりにつ

いて、県としてどのように取り組んでいくの

か、県土整備部長にお願いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 人口減少・

超高齢社会におきましては、医療、福祉、公共

交通などの都市機能サービスをいかに維持して

いくかが大変重要であると考えております。国

におきましては、本年５月に「都市再生特別措

置法」等が改正され、居住や都市機能の誘導及

び公共交通の充実による「多極ネットワーク型

コンパクトシティー」の推進が示されたところ

でございます。県としましては、法改正の趣旨

も踏まえながら、都市機能を中心市街地に集約

するだけではなく、市街化調整区域の既存集落

におきましても、生活環境の維持を図り、市街

地と田園地帯等が共存した宮崎らしいまちづく

りを目指していく必要があると考えておりま

す。したがいまして、ことし８月から開催して

おります市町村との「まちづくり勉強会」での

意見も踏まえ、高齢者やさまざまな世代の住民

が安心して暮らせるよう、市町村と一緒になっ

て、まちづくりに取り組んでまいりたいと考え

ております。

○十屋幸平議員 先ほど都市計画法の中でも言

いましたように、多極ネットワーク型コンパク

トシティー、いわゆる、少し田舎のほうに住ん

でいただくようなことも必要だと思いますの

で、「まちづくり勉強会」の中で、先ほど意向

調査のお話もしましたので、十分に議論してい

ただきたいなというふうに思います。

次に、土砂災害対策について伺います。我々

自民会派の総務政策部会は、広島市の災害が発

生する直前の８月18日に、昨年、甚大な土砂災

害で死者36名、行方不明者３名と、大規模な被

害を受けた伊豆大島を調査いたしました。町長

が災害時に町内にいなくて非難を浴び、町長は

批判を真摯に受けとめて反省をいたしておりま

した。町長や担当者の話では、昨年の状況で

は、通常の災害対策の砂防堰堤などのハード整

備は万全だと認識していたようでしたが、想定

外の大規模災害への対策についての認識はな

かったようであります。行政として、住民の生

命と財産を最優先に対応することはもちろんで

ありますが、今回の大島町の教訓では、どのよ

うな災害でも自分の命は自分で守る意識が重要

であり、やはり避難勧告や避難指示が出された

らすぐに従う、自助が基本であるということで

ありました。しかしながら、広島の大規模災害

で73名が亡くなり、１名の行方不明者の捜索が

続いております。今回も避難勧告、避難指示の

発令が大きな課題として残りましたが、オオカ

ミ少年を恐れずに、空振りでもいいから警報を

発令して住民の命を守ることが大事であると考

えます。

本県では、土砂災害危険箇所が１万1,826カ所

あり、資産価値の低下などで住民が難色を示し

指定に時間がかかることによりまして、土砂災

害警戒区域は2,824カ所で指定率が23.9％、特別

警戒区域は1,623カ所となっております。そこ

で、県内の土砂災害危険箇所のハード対策につ

いてどのように取り組んでいるのか、県土整備

部長にお伺いをいたします。
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○県土整備部長（大田原宣治君） 現在、県内

には１万1,826カ所の土砂災害危険箇所がござい

ます。このうち、被害想定区域内に人家が５戸

以上ある箇所や、公共施設等のある箇所など

の4,366カ所につきまして、優先的に整備に取り

組んでいるところです。しかしながら、施設の

整備には膨大な費用と時間を要しますことか

ら、平成26年３月末時点の整備率は28.7％と低

い水準にあります。このため、県としまして

は、必要な予算の確保を国にさらに強く要望し

ますとともに、災害履歴のある箇所や災害時要

援護者施設、避難場所がある箇所などについ

て、土砂災害警戒区域等の指定の状況なども総

合的に判断して、積極的に整備に取り組んでま

いりたいと考えております。

○十屋幸平議員 命は大事ですので、積極的に

取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。

次に、県民の土砂災害防止に関する意識を初

め、あらゆる災害で、自分の命は自分で守る自

助の意識の醸成を図ることが重要であります。

それで、ソフト対策についてはどのように取り

組んでいくのか、県土整備部長にお願いいたし

ます。

○県土整備部長（大田原宣治君） 土砂災害か

ら県民の生命を守るためには、砂防施設などの

整備のハード対策だけでなく、土砂災害警戒区

域の指定などのソフト対策との組み合わせによ

る多重防御を進めていくことが重要でありま

す。平成26年７月末現在の本県の土砂災害警戒

区域の指定率は、23.9％と低い水準にあります

が、区域の指定を推進するためには、住民の皆

さんの十分な理解が必要であります。現在、国

におきましても、土砂災害警戒区域などの指定

を促進しようとする動きがありますので、県と

しましては、このような動きを注視するととも

に、広く県民に区域指定の重要性を周知するこ

とで、地域住民の理解を得ながら、市町村、国

とも連携を図り、積極的に土砂災害警戒区域等

の指定の推進に取り組んでまいりたいと存じま

す。また、適切な避難行動がとれるよう、従来

から実施しております、小中学生を対象とした

土砂災害防止教室や、地域住民を対象としまし

た土砂災害防止講座などの啓発活動をさらに充

実し、住民の理解を促進してまいりたいと考え

ております。

○十屋幸平議員 次に、警察本部長にお伺いを

したいと思います。警察本部として、今回の大

規模土砂災害等の発生が予想される場合と土砂

災害が発生した場合への対応について、どのよ

うな対応をしているのか、警察本部長にお伺い

いたします。

○警察本部長（坂口拓也君） 気象台から警報

が発せられるなど、土砂災害の発生が予想され

る場合、まず、警察本部と警察署に災害警備本

部を立ち上げるとともに、県や市町村に警察官

を派遣して、関係機関と連携しながら情報収集

を行います。さらに、避難準備情報や避難勧告

等が発令された場合には、住民に対して災害情

報の広報を行いつつ、適切な場所へ避難誘導を

行います。また、不幸にも土砂災害が発生した

場合は、人命救助を最優先に、機動隊等の救助

部隊を派遣し、自衛隊や消防と連携して被災者

の救出・救助に全力を尽くします。そのほか、

被災地における行方不明者の捜索や防犯活動、

交通規制等の警察活動を速やかに実施してまい

ります。

○十屋幸平議員 次に、東九州自動車道及び九

州中央自動車道についてお伺いをいたします。

改めて東九州自動車道を考えると、北九州市を
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起点に鹿児島市までの全長約436キロメートル

で、本年３月８日に北浦―須美江間、16日に日

向―都農間が開通して、延岡市から宮崎市まで

ようやく高速道路がつながりました。しかしな

がら、日南―串間―志布志間は、計画段階評価

が終了したものの、今後一層、事業化に向けて

積極的に取り組まなければならないと考えま

す。一方、九州中央自動車道の整備が進めば、

産業や経済、文化などの活性化に大きく役立つ

循環型高速交通ネットワークが形成され、東九

州地域の発展に役立つと考えます。そこで、九

州中央自動車道蘇陽―五ヶ瀬―高千穂間、及び

東九州自動車道日南―串間―志布志間の進捗状

況を、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） まず、九州

中央自動車道蘇陽―五ヶ瀬―高千穂間につきま

しては、昨年10月に１回目の九州地方小委員会

が行われ、11月には、沿線の３町６会場で多く

の地元住民参加のもと意見聴取を行う、いわゆ

るオープンハウスが実施されたところです。今

後は、地域の課題に応じた複数の概略ルート案

が示され、再度、地域への意見聴取が行われる

予定と伺っております。

次に、東九州自動車道日南―串間―志布志間

につきましては、計画段階評価が終了し、こと

し７月には全線バイパスとして整備する対応方

針が決定され、現在、国土交通省におきまし

て、新規事業化に向けた事業化が進められてい

ると伺っております。

県としましては、高速道路は全部つながって

こそ、初めてその真価が最大限に発揮できるも

のでございますので、今後とも知事を先頭に、

両区間の早期事業化を議会の皆様を初め、県民

の皆様と一体となって、国に対してこれまで以

上に強く要望してまいります。

○十屋幸平議員 次に、東九州自動車道日向―

都農間に「寺迫ちょうちょ大橋」というのがあ

ります。これは非常に眺めがよくて、県民の皆

様からいろんな御意見を伺って、フォトスポッ

ト、またトイレなどの休憩施設の整備ができな

いか、そういう要望をいただいております。私

も毎日通勤するときに、よそ見しないようには

行くんですけれども、どうしても景色がいいと

ついつい見てしまいますので、県土整備部長に

見解をお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 議員のお話

のとおり、寺迫ちょうちょ大橋付近は、日向灘

が一望できる大変眺望のよいところでありまし

て、以前より休憩所の要望があることは伺って

おります。御質問のありましたことにつきまし

て、ＮＥＸＣＯ西日本宮崎高速道路事務所にお

伺いしましたところ、休憩施設の設置は、さま

ざまな周辺状況をもとに総合的に考慮して行っ

ており、日向―都農間に休憩施設を設置するの

は非常に難しいとのことでした。しかしなが

ら、本県の魅力向上にとって大変貴重な御提案

でもありますので、今回、議会でこのような議

論があったことにつきまして、改めてＮＥＸＣ

Ｏ西日本にお伝えしたいと考えております。

○十屋幸平議員 きょう、タイムリーに、川南

から大分松岡パーキングエリアまで150キロトイ

レがないという新聞記事が出ました。北川でお

りれば「はゆま」でトイレができますから、100

キロ前後ないんだなというふうに理解をいたし

ましたが、そういうことも含めると、どうして

も途中途中やらないと、一回一回インターをお

りてまた乗るということも大変ですので、ぜひ

このことはＮＥＸＣＯさんのほうにお伝えいた

だきたいというふうに思います。

次に、消費者教育の推進について伺います。
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９月３日付の産経新聞で、「「目に見えないお

金」に気をつけて」というタイトルで、「今は

現金を引き出すのもカード、子供たちは「魔法

のカード」でさまざまなものが買えて好きなだ

けお金がもらえると思ってしまう。利便性が進

む社会に教育が追いついていないのが現状で

す」と報道されました。一方では、高齢者が特

殊詐欺や悪質商法に遭う事件が頻発している状

況で、幼児期から高齢者までの各ライフステー

ジに応じた体系的な消費者教育が必要だという

ことで、国では、平成24年12月、「消費者教育

の推進に関する法律」を施行しました。それを

受けて県では、宮崎県消費者教育推進計画を策

定中であります。そこで、現在、学校において

消費者教育にどのように取り組んでいるのか、

教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 学校での消費者教育

につきましては、教科では家庭科や社会科など

において取り組んでおり、例えば、小学校で身

近な商品の選び方や金銭の使い方、中学校で消

費者の基本的な権利と責任、高等学校では生涯

を見通した家計の管理など、発達の段階に応じ

て実施いたしております。また、消費者トラブ

ルを、子供たちが自分にも起こる問題だ、そう

考え、実生活において適切な対応ができるよう

に、実際に起こった事例について、専門機関か

ら招いた外部講師から直接話を聞く機会を設け

たり、販売者と消費者のそれぞれの役割を子供

たちに演じさせるロールプレーイングを取り入

れた授業を行うなど、実践的な消費者教育に取

り組んでおります。

○十屋幸平議員 消費者教育推進法を受けて、

小学生は、消費者としての素地の形成が望まれ

る時期、中学生は、権利と責任を理解しトラブ

ル解決方法の理解が望まれる時期など、先ほど

言いましたそれぞれのステージによって、特徴

的な方向が示されております。今後、学校にお

いて消費者教育にどのようにこの法律のもとで

取り組んでいくのか、教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 近年、カードだとか

インターネットでの買い物など、子供たちを含

め、今まで考えられなかったようなトラブルに

巻き込まれるリスクが高まっておりますことか

ら、消費生活に関する知識を習得するだけじゃ

なくて、適切に行動する力を育成することが必

要であると考えております。そこで、引き続

き、教職員の指導力を高める研修や効果的な指

導を行うための教材の開発を進めるとともに、

習得した知識が総合的な力として一層生きるよ

うな指導、例えば、社会科でクーリングオフの

知識を得た後に、家庭科で解約手続の模擬体験

をさせるなど、各教科の学びを体系的に結びつ

ける授業づくりに取り組んでいく必要があると

考えております。さらに、産業教育審議会にお

きましても、消費者教育をさらに充実すべきで

あるという意見をいただいているところであり

ますので、今後とも、消費生活センターを初め

とする関係機関との連携を一層強化しながら、

消費者教育のこれまで以上の充実を図っていき

たいと考えております。

○十屋幸平議員 消費者教育というと、お金を

使う考え方の予防的な考えだと思うんですが、

一方では、お父さん、お母さんたちが働いてお

金を家庭に持って帰ってくる、そういう大事さ

がわかることで、お金に対するありがたさだっ

たり大切さだったり、そういうものが出てくる

と思うんです。ですから、先ほどカードの話を

しましたように、目に見えない感覚的な問題

と、それから、実質的にお金という紙幣だった
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り硬貨だったりするものが、お年玉をもらっ

て、幾らもらったとかいうところもあるでしょ

うけれども、働いてその対価としてお金をいた

だく、そういうものをきちんと子供に教育して

いかないと、アルバイトする子もいるかもしれ

ませんが、小学生とか中学生に、お金の大切さ

ということをあわせて教育していただかない

と、出る方ばっかりではいけないと思いますの

で、そのこともあわせてお願いをしておきたい

というふうに思います。

次に、学力向上について伺います。平成26年

度全国学力・学習状況調査と児童生徒へのアン

ケートも同時に結果が発表されました。平日に

携帯電話やスマートフォンで、メールや通話、

インターネットをする児童生徒ほど、学力テス

トの成績が低い傾向であることが浮き彫りとな

りました。また、よく新聞を読む子供は平均正

答率が高いとの結果もあわせて発表されまし

た。

本県の課題としては、知識の活用を見る小学

校のＢ問題で全国平均値を下回る傾向が続いて

いると報道されております。そして、県内の教

育事務所ごとにも平均正答率が報道されまし

た。特に、北部教育事務所は小学校の国語Ａ以

外、また南部教育事務所では、小学校の国語

Ａ、中学校国語Ｂと数学Ａ以外は、全て全国平

均を下回る結果となり、学力の向上が望まれま

す。その中で、沖縄県は今回の学力テストで、

秋田方式を上手にアレンジして成績が大幅に改

善されて、全国でも上位になっております。本

県でもよいものは学び、取り入れるところは積

極的に取り組む姿勢が必要だと考えます。

そして、児童生徒の評価は、知育・徳育・体

育と言われるように、総合的に育まなければな

らないと考えますが、子供たちの夢や希望をか

なえるためには、全国平均の学力も必要だと考

えます。そこで、全国学力・学習状況調査の結

果をどのように分析して、今後どう取り組むの

か、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 今回の結果につきま

しては、小中学校ともに、ほぼ全国の平均的な

水準にあると考えておりますが、活用する力を

見る問題につきましては、全国平均と、ごくわ

ずかですが差があると捉えております。そこ

で、望ましい学習習慣を確実に身につけさせる

ために、「みやざき学びのすすめ」という名前

のパンフレットを小中学校や家庭に配付し、学

校や家庭において、１つ、子供たちが自分の考

えをしっかり言えること、２つ、読書を奨励す

ること、３つ、復習を徹底すること、その３つ

のポイントを示し、学習習慣の定着を目指して

いるところでございます。また、課題である活

用する力の向上につきましては、指定校での研

究を行っており、具体的には、児童生徒が自分

の考えをしっかり説明したり、お互いの考えを

述べ合ったりする場面を充実するなど、より効

果的な指導方法について研究を進めており、研

究によって得られた指導法に関する成果を他の

学校に普及し、活用する力を高める指導を徹底

してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に、長期休業中の補習授業

について伺います。全国には、土曜授業に取り

組む学校も出てきておりますが、今回の全国学

力・学習状況調査の結果を踏まえて、県教育委

員会においては、夏休み等は先生方も学校に出

勤されておりますので習熟度の低い児童生徒に

対して補習授業を行い、底上げを図る必要があ

ると考えております。県では、希望者に対して

夏休み等の長期休業中の補習授業を行っている

ようですが、その成果について教育長にお伺い
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いたします。

○教育長（飛田 洋君） 小中学校におきまし

ては、夏休み等の長期休業期間中に、学力の向

上を目的とした補充学習が多くの学校で実施さ

れております。また、自然体験活動や勤労体験

なども行われております。補充学習につきまし

ては、平成24年度、本県において、希望者に対

して、基礎学力向上や補充・発展的学習等のた

めに学習の機会を提供している公立学校の割合

は、小学校が57.7％、中学校が92.5％でありま

した。夏休みの補充学習では、理解に時間がか

かる児童生徒に対する個別指導を行ったり、意

欲的な児童生徒には発展的な問題に挑戦させた

りしておりますが、例えば、「ゆっくり指導し

てもらって、よくわかった」という声も聞かれ

ており、基礎的事項の定着や学習内容の理解を

深めるなど、児童生徒のさまざまな状況に応じ

て学力の向上が図られていると考えておりま

す。

○十屋幸平議員 先ほど質問の中でお話ししま

した、いわゆる自分で手を挙げた子供たちが来

るということですけれども、教育現場でよく言

うアウトリーチ、手を差し伸べる。子供たちは

自分の成績を悪くは思いたくないし、悪いから

自分から手を挙げて「行きます」と言うのは、

なかなか言いづらいと思います。そういう面

で、やっぱり先生たちが、習熟度が低いという

子は手を差し伸べて引っ張り上げると、そうい

う方向性をぜひ示していただきたいというふう

に思います。教育委員会、いろいろ質問させて

いただきましたが、やはり学力についても大事

でありますので、しっかり取り組んでいただき

たいと思います。

今回、いろいろと質問させていただきました

が、最初に質問しました知事の資金提供につき

ましては、先ほど述べましたように、宮崎県の

リーダーとしてしっかりとした行動をとってい

ただきますことをお願い申し上げまして、私の

代表質問を終わります。（拍手）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

正午休憩

午後１時０分開議

○福田作弥議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、自由民主党、中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

疲れさまでございます。午前中に引き続きまし

て、自民党の代表質問であります。

それで、前口上は省略して、早速入りたいと

思いますが、知事選挙、12月４日に告示をされ

ます。既に、河野知事、出馬を表明されて、本

人自身の申請で、自民党は推薦をいたしまし

た。聞くところによりますと、他の政党にも推

薦依頼をされていると、こういうことですが、

なぜかほかの政党は、ここで推薦をちゅうちょ

されているようであります。ですから、自民党

の推薦を一旦ここは取り下げてもらって、１党

ですので、改めて公認申請をされたらどうかな

と、こう思っているところであります。これは

質問ではありませんので、何か発言することが

あれば、その発言を拒むものでもありませんの

で、よろしくお願いしたいと思います。

私も、知事選挙前に質問する機会は今回しか

ありませんので、政治課題とか時事問題につい

て、まずは質問していきたいと思っておりま

す。

沖縄基地負担軽減の問題であります。このこ
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とについて質問していきたいと思うんですが、

今月３日、第２次安倍改造内閣がスタートしま

した。この内閣のいろいろな課題があるわけで

すけれども、その一つに沖縄基地負担軽減の問

題もあるわけであります。それで、内閣府の中

に大臣が直接担当することになっております。

それは菅官房長官が兼務して担当する、こうい

うことで進められておるわけであります。それ

で、宮崎県知事としてこのことをどのように受

けとめられているか、その御認識をまずはお伺

いして、後の質問は質問者席から行います。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

沖縄県の基地負担のあり方について、軽減に

ついてであります。私は、沖縄県の基地負担の

軽減の必要性につきましては十分認識している

ところでありまして、本県におきましては平

成19年から、沖縄県嘉手納基地などで実施をし

ておりました訓練の一部を新田原基地で受け入

れているところであります。防衛・安全保障に

係る問題は、国が責任を持って対応すべき事項

でありまして、基地負担の軽減につきまして

は、まず国から対応案が示される必要があるも

のと考えております。現在のところ本県に対し

ては、オスプレイを含め基地問題の解決に向け

た新たな訓練受け入れの要請はないところであ

りますが、私としましては、こうした訓練の受

け入れについては、県民の安全・安心を確保す

ることを最優先に、関係市町村等の意向を十分

踏まえていくことが重要であると考えていると

ころであります。以上であります。〔降壇〕

○中野一則議員 負担軽減、宮崎県で協力する

ことがあれば日米共同訓練である、そういうふ

うな答弁であったろうと、このように思ってお

ります。なぜ負担軽減かということは、国土

の0.6％の面積しかない沖縄県、ここに全国の米

軍の軍事施設、専有施設というのが75％もあ

る。これをいろんな形で軽減しようということ

で、今、辺野古の問題も進められているところ

であります。それで、宮崎県としては今できる

ものは訓練だと、こういうことでありました。

そのほかいろいろ考えられるのかどうかわかり

ませんが、例えば今、あちこちでオスプレイの

基地を―これは日本のオスプレイをというこ

とだろうと思うんですけれども、佐賀空港で、

そしてまた千葉のほうでは米軍のオスプレイの

修理をする基地をつくろうと、こういう動きも

あるようですが、例えば日米共同訓練にオスプ

レイも含めた共同訓練の申し出があった場合に

は、それを受け入れられていかれるかどうか、

これについてもお尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 仮定の話でございます

が、いずれにいたしましても、国からそのよう

な申し出を受けた場合は、地元もしくは関係市

町村の意向というのを十分踏まえた上で、繰り

返しになりますが、県民の安全・安心というも

のが十分図られるか、そういうところを中心に

考えていくということで対応することになろう

かと思います。

○中野一則議員 県民の安心・安全を十分にと

いうことですが、県民の安全・安心を図られな

い訓練は考えられない。その上に立って新田原

基地を利用するとか、あるいは霧島演習場を利

用するとか、そういう申し出であろうと思うん

です。そういう場合に、住民、県民のことはも

ちろん重々注意してかからなければならぬわけ

ですけれども、オスプレイのみでなく、いろん

なケースが今後出てくるだろうと思っておりま

す。私はなぜこういう質問をするかというと、
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総論賛成、各論反対というのが世の中の常です

よね。そのあたりは積極的に、総論も賛成だ

が、各論もちゃんと賛成してやっていく。こう

いう基地負担軽減の問題についても、宮崎県も

ぴしゃっとした態度で進めていく、そういう姿

勢が一番だろうと、このように思っているとこ

ろであります。

次に進めていきたいと思いますが、憲法改正

のことについてであります。憲法の改正で、そ

の必要性も含めて賛否あるところでありますけ

れども、９条を含めた改正の必要性に、まず知

事はどのような態度でおられるのかをお聞きし

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 憲法というものが、国

の根幹をなす最高法規であるわけであります。

私のスタンスとしましては、一概に憲法改正に

関する議論を否定するということはなく、その

あり方についてしっかりと国民が議論する、認

識をするということは重要であろうかと考えて

おります。その議論に際しては、その改正なり

をどういう理念や必要性に基づき行うのかとい

うことを、主権者たる国民の間で幅広い観点か

ら十分に議論することが必要であろうと考えて

おります。

○中野一則議員 知事、そういう議論の必要性

はもちろんあると思うんです。人のことはいい

から、知事はその必要性についてどういうスタ

ンスで臨まれるのかということをお聞きしたい

と思うんです。

○知事（河野俊嗣君） 憲法の問題についても

さまざまな論点がございます。それぞれについ

て必要な議論を尽くすということは非常に重要

だというのが、私の基本的なスタンスでござい

ます。

○中野一則議員 論点についていろいろ議論す

ることはもちろんと思うんですが、憲法改正の

必要性があると思うのか、必要性はないとする

のか、そのあるなしをお聞きしたいと思うんで

す。

○知事（河野俊嗣君） 憲法改正、国の最高法

規ということでございますので、非常に重い、

いろんな論点があろうかというふうに考えてお

ります。それについて一つ一つ丁寧な議論とい

うものが必要だというのが、私の認識でありま

す。

○中野一則議員 自由民主党は、昭和30年に保

守合同ということで結党しました。結党した最

大の目標は、自主憲法の制定を党是とする、そ

れが自由民主党であります。憲法の自民党案と

いうものも既に出しておりまして、この草案に

よりますと、９条は、自衛権を明記して、国防

軍の設置をその中でうたっているわけでありま

す。そのことは、さきに行われました参議院選

挙の公約の中にもきちんと入っております。具

体的にはＪ-ファイル2013という中に書かれてい

るわけですけれども。そういうことで、自民党

は結党の精神が自主憲法、そして具体的には憲

法改正の草案をつくって、それを国民に示し

て、しかも昨年の参議院選挙には公約の中に

ちゃんと位置づけてやっていると、こういうこ

とであります。そういう自民党に知事選挙の推

薦依頼をされて、既に自民党は知事を推薦して

いるわけです。ですから、自民党の一番基本に

なるこういうことは、きちんと知事として整

理、理解されてされたものだと思いますので、

憲法改正の必要有無については明確なことをさ

れて、これから先の12月に始まる選挙には臨ん

でほしい、このことを要望しておきたいと思い

ます。

次に、川内原発の再稼働についてお尋ねして
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いきたいと思いますが、本日は原子力規制委員

会が午前中に開催されて、川内原発については

新基準に適合しているという審査書が正式に決

定したというのを、先ほどニュースで知りまし

た。川内原発は１号、２号あるわけですけれど

も、その１号、２号とも適合しているというお

墨つきをもらったようであります。これには委

員の方が５名いらっしゃって、全員がそういう

ことで了解されたというふうにお伺いしておる

ところであります。それで、今とまっている原

子力発電所、川内の原発が最初に再稼働という

ものがいよいよ現実になるな、こう思っている

わけですが、本日こういう動きになったという

ことを知事はどのようなふうに―これは感想

でも結構ですが、御意見を承りたい、こう思っ

ております。

○知事（河野俊嗣君） まず、原子力発電に関

する私の考えとしましては、福島原発事故の現

状を踏まえると、英知を結集して、将来的には

可能な限り原発に頼らない社会を目指していく

ことが大変重要だというのが、一貫した考えで

ございます。一方で、ＣＯ２の排出や安定的な

電力供給を考えると、今すぐ国内の原発をゼロ

にすることは現実的でないと考えております。

原子力発電所の再稼働につきましては、国や、

今御指摘のありました原子力規制委員会の科学

的・技術的な知見に基づく安全性の確保を大前

提とした上で、地元の意向等も踏まえ、最終的

に国が責任を持って判断していくべきものとい

うふうに考えておるところでございます。

今回、原子力規制委員会の会合におきまし

て、新基準を満たしているとした審査書が正式

決定されたということでございます。残る２つ

の工事計画認可申請及び保安規定変更認可申請

について、これはさらに書類の作成中という、

まだ作業段階にある状況だというふうに伺って

おるところでございます。県としては、今後と

も、こうした原子力規制委員会の審査の状況を

注視しますとともに、重要なのは、国や九州電

力に対して、県民の生命や財産を守る観点か

ら、必要な説明と防災対策の充実強化などの対

応というものを求めてまいりたいと考えており

ます。

○中野一則議員 この再稼働については、具体

的には同意をする手続の定めはないというふう

に聞いております。それで、地元の薩摩川内市

の市長も、ここに同意するとか云々は言わない

というふうな報道もありました。ただ、理解、

協力するという意味合いの発言をするというこ

とであります。もっとも、隣の県である宮崎県

知事がこれに同意する必要もないわけです。た

だ、川内原発に一番近い宮崎県で、どちらかと

いうと一年中、風は西から東に吹いているわけ

ですから、何がしかのこともあるだろうと。だ

から、九電と宮崎県がいろいろと覚書も結ばれ

たわけです。そういう緊急事態が発生するとい

うことがあってはならぬわけですけれども、そ

れには備えられていると、こういうことであり

ます。

それで、恐らく来年になってから具体的な稼

働ということにはなると思いますが、さっきの

答弁を聞いていれば、いまいち人ごとみたいに

聞こえたんですが、宮崎県知事としては、再稼

働になった場合には、そのことは理解をし、そ

してまた協力もしていくというスタンスで臨ま

れるのかどうかを、再度お伺いしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電につきまし

ては、先ほど申し上げたとおりでございます。

将来的には、可能な限り原発に頼らない社会を
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目指すということを重要視しつつも、現実問題

として、今すぐにたちまちゼロにということは

現実的ではないのではないかという認識でござ

います。したがいまして、今後とも、国におい

て科学的・技術的な知見で、その安全性の確保

を大前提とした上でしっかりとした判断をして

いただきたい、そのように考えておるところで

ございます。

○中野一則議員 原子力発電所、この前の新聞

報道では、九電も玄海の原発１号機の廃炉を検

討している、そういう記事がありました。玄海

には４号機まであります。川内には１・２号あ

ります。40年以上たったものを再稼働する、継

続して稼働するには大変なお金もかかるという

ようなことであります。また、川内の原発はで

きて約30年たっています。そうすると、40年に

なれば、あと10年しかないわけです。それがま

た継続されて稼働していくものかどうかわかり

ませんが、日本全体でも、原子力発電所は、廃

炉を含めてその方向にもあるようであります。

また、もともと川内に150万キロワットの原子力

発電所をつくるということでずっと進められて

きて、地元への説明やらいろいろあってきた中

で、３年半前の事故があって、今日、日本全体

もとまっている、こういう状況であります。

それで、現実は電力の消費がどんどん上回っ

ていくという中で、こういう発電所がなくなる

となれば、あるいは計画したものをつくらない

ということになれば、電力の需要に供給が追い

つかない、こういうことになると思います。最

初言えばよかったんですが、私は、今あるもの

の再稼働はいいよ、オーケーというスタンスで

あるんです。ただ、新規のもの、150万キロワッ

トのようなものをつくるときには、いよいよ慎

重にならざるを得ないということはありますけ

れども、そういうスタンスであります。

それで、需要に供給が追いつかないようにな

れば、どこかでか―今、太陽光発電とか風力

とかバイオマスとか、新エネルギーというか循

環型というか、クリーンエネルギーということ

になっておりますが、大きくはなかなか全体を

賄うということは難しいだろうと。それで私

は、石油、石炭あるいは天然ガス、日向灘にた

くさんあるというメタンハイドレート、こうい

うものを利用した発電所というのも、やがても

う一つつくるということになるだろうと思うん

です。我々が小中学校のころは、宮崎県は最大

の電力供給県だったのが、現在はその需要を賄

うまでの供給はしていないんです。後でも関連

して質問をしたいと思うんですが、宮崎県には

潤沢に電気があることで、これから先の企業誘

致とかそういうことにも取り組める。電気の配

電線がくまなくずっと張りめぐらされること

で、生活環境もよくなると思っております。そ

れで、火力発電所、少なくとも50万キロワット

―今、火力発電所の大きいのは100万キロワッ

トぐらいのもあるようですから、そのぐらいの

ものを宮崎県に誘致できないものかなと。そう

することで、電力供給県宮崎県ということで、

また新たなことが開かれていくんじゃないかな

と思っているんです。ですから、そういうこと

は前向きに進められないものかどうか、知事の

お考えをお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、電力発電所の整備

なり誘致という御指摘でございます。九州電力

によりますと、新たな大規模火力発電所の立地

条件としましては、広大な用地取得や環境アセ

スメント、さらには原料供給のための港湾整備

や冷却水の確保などがありまして、本県への新

たな大規模火力発電所の設置には高いハードル
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があるというふうに聞いておるところでありま

す。産業の育成・振興に電力の安定供給が必要

である、これは大変重要なポイントであろうか

と考えております。本県では、恵まれた自然環

境等を活用しながら、太陽光、バイオマス等の

再生可能エネルギーに取り組んでいるところで

ございますが、九州電力に対しましては、引き

続き安定的な電力供給に努力をいただくよう、

働きかけてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 新たな発電所の設置にはいろ

いろとハードルが高いみたいなことを言われま

したが、串間には、原子力発電所をつくりたい

ということで、かなり以前ありましたよね。そ

れで、つくるとするならば港湾の整備とか、い

ろいろなものを含めて取り組まれる予定だった

と思うんです。だから、そういうところに火力

発電所等も誘致していけば、新たなハードル

じゃなくて、もともと想定できることがあるん

じゃないか。だから、火力発電所のいい立地条

件もあるんじゃないかなと、こう思っておりま

す。ほか港湾の整備とか、いろいろなことを考

えていけば、宮崎県まだまだ用地はあると思い

ますから、できたらこういうことも、ほかがす

る前に、宮崎県が率先して九電とも交渉するよ

うな形を、ぜひお願いしておきたいと思いま

す。

次に、防災拠点庁舎について質問していきた

いと思うんですが、これは庁舎をつくるための

対策室もできて進められております。場所も、

県庁の向かい側にある駐車場につくると、こう

いうことで進められておりますが、今になって

も私は、なぜここにつくるんだろうかというこ

とが、いまだに疑問というか納得がいかんので

す。私は、前々から言っているとおり、高台も

ありますから、宮崎市の西のほうにつくるべき

じゃないかなと。つくることに反対はいたして

おりません。つくるべきじゃないか、こういう

ことを申し上げてきたつもりであります。防災

拠点施設ですから、何も９階建て、10階建ては

必要じゃないし、防災拠点の施設が必要だとい

うことで始めたんだから、そのことは３～４階

もあればできるし、そして万が一そういう状況

になったときには、ヘリポートを初め、自衛隊

とか応援に来る、そういう広い敷地も要ると思

うんです。そういう意味から、そういう施設も

備えた敷地を、どういうことがあっても安全

だ、すぐ対応できる、交通アクセスも、ちゃん

とインターチェンジもあっていい場所だ、こう

いうところにすべきだと思っているんです。

それで今、あそこの周辺にはＪＡが既に大き

な集配センターもつくっているし、またＪＡの

学校である講習所もその近くにつくるという話

も聞いております。さきには宮交さんが、その

近くの広いところに移転されて、事業展開され

ている。そしてまた、医師会病院もその周辺に

移転してくるという話であります。ですから、

官民あわせていろんなものが、そういうところ

に移転をしている。これも全て南海トラフの地

震を想定されて、そっちのほうに移動している

と、こういうことだろうと思います。今後は、

いろんな形でそういうのがふえてくると思うん

です。それで、できたら、県庁の将来の展望も

含めて、防災拠点庁舎なるものは、今言われて

いるここの駐車場じゃなくて、今言ったような

インターチェンジ周辺につくって、防災のため

のいろいろなことを進めていくべきだ、こう

思っているんです。せっかく100億を超えるお金

でつくるわけですから、将来に禍根を残さない

ように、そういう形で進められたい、こう思っ

ております。知事の所見をお伺いします。
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○知事（河野俊嗣君） 防災拠点庁舎の整備の

場所につきまして、これまで県議会を初め県民

の皆様からのさまざまな御議論、御意見をいた

だきながら、幅広い観点から検討を進めてきた

ものであります。最も懸念をされました津波の

浸水につきましては、昨年２月に発表しました

県の新たな津波浸水想定におきまして、南海ト

ラフ巨大地震による最大クラスの津波の発生を

想定した場合でも、今の県庁を中心とするエリ

アは浸水しないという結果が出たところであり

ます。また、県庁のエリアというものが、国、

市など主要な行政機関が近くにありまして、最

も迅速に連携が図りやすいということ、さらに

早期に整備ができるというようなことから、防

災拠点庁舎の整備場所を、外来者第１駐車場が

最適であると判断をしたところでございます。

大規模災害時に県民の生命と財産を守る防災拠

点庁舎は必要不可欠でありますので、今後とも

早期整備に向けて取り組んでまいりたいと考え

ております。

○中野一則議員 防災拠点施設、これが必要で

ないとは申し上げておりません。前向きに賛成

の立場であるということは、先ほど言いまし

た。今はまた、国、市の施設がこの近くにある

からと言われましたが、いつの間にか国の施設

も市の庁舎も、そっちのほうに移転していくか

もしれませんよ。見渡したら、ひとり宮崎県庁

だけがここにあったということにならぬように

していただきたい、こう思っております。

次に、行財政改革についてお尋ねしたいと思

います。

この必要性云々については、既に十屋議員が

質問しました。それで、１期、２期、３期がこ

としで終わりますよね。最初は財政改革でした

が、２回目からは行財政改革ということで取り

組んだ、そして、今回また４期目をスタートす

るということで取り組まれつつあるようであり

ます。この改革というのは、午前中は、こうい

うことは繰り返し繰り返しずっとやることだと

言われましたが、私は逆だろうと思っているん

です。改革と銘打ってやるぐらいであれば、抜

本的なものをやって、これでぱっとするような

ものをせないかん。もちろん、通常の想定され

るような改革は、毎日、毎年ずっと繰り返しし

ていく。どこかで終わるものじゃありませんか

ら。せっかく行財政改革と銘打ってやるのであ

れば、抜本的なものをすべきだな、こう思って

いるんです。

それで、これからの行政需要に耐え得る宮崎

県の財政というものをきちっとせないかんわけ

です。お金があれば何でもできる。宮崎県はお

金がない上に借金があるわけです。他県もある

からということを言っていたら始まらんと思う

んです。特に少子高齢化が進んでいって、あ

と10年すれば―私はこういう言葉は使われた

くないと委員会で言いましたが、団塊の世代

が、団塊の世代がということで、10年すれば後

期高齢者になる、そのときが大変だということ

を今言われております。だから、そういうとこ

ろにも対応する。あるいはまた、少子化を何と

かせないかんということにも対応する。ほか、

いろんな需要があると思うんです。そこで、今

はこれを抜本的に改革する、日本一を目指すぐ

らいの改革案があるべきだ、こう思っているん

です。その改革の基本は、端的に言えば、実

質、県債残高はゼロにする。そして、ゼロにす

るわけだから、基金というものは、民間でいう

貯金になりますが、貯金は大幅にどんどん増額

していって、単独でも、いつでも、どういうこ

とでもやるよという体制に置くべきだと思うん
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です。「宮崎県は、それはどだい無理です

よ」、そういうことではだめだと思うんです。

やればできると私は思います。それで、行財政

改革の例を２～３挙げていきたいと思います。

我々は７月に、同士と長野県の下條村を調査

いたしました。ここは少子化対策を大変前向き

にユニークにして、その成果も出ている。合計

特殊出生率もずっと２％前後を維持していると

いうことでありましたので、小さな村がどうい

うことをしているのか、どんなふうかなと見に

行きました。調査する中身はそのとおりでした

から、そのことはよく勉強になりましたが、私

が一番驚いたのは、ここの財政状況なんです。

このことに驚きました。紹介しておきたいと思

うんですが、下條村の経常収支比率、これは数

値が高ければ硬直化という意味合いの指数で

す。宮崎県は92.9であります。それでも全国で

は11位ということで、いいんです。しかし、硬

直の状態には変わりはないと思っております。

下條村は65.3でありました。それから実質公債

費比率、これは、18％以上であれば市町村の場

合は知事の認可が要るとかそういう数字であり

ますが、宮崎県は17.1であります。この下條村

はマイナス4.5でありました。こういう状況は、

東京とか大都市の市とか区しかないんです。長

野県の山合いの、田舎と言っては失礼ですが、

そういうところが、全国でずっと４位をやって

いるということでありましたが、そういう数字

なんです。マイナス4.5、いわゆる実質の借金は

なくて、逆に貯金がある、こういうところなん

です。

具体的に言うと、25年の下條村の実質起債残

高は１億1,600万円、そして基金残高、預金にな

る部分は60億3,300万円でした。いわゆる差し引

き59億円という基金があるということです。そ

れで、ここは１年間の予算が例年20億前後だそ

うです。ですから、その３年分は基金がある。

では、ここはずっと昔から裕福な村だったかと

いうと、そうではなくて、大変厳しい環境の中

で人口もどんどん減っている、そういうところ

で財政状況も厳しかったと、こういうことであ

ります。そこで、今の村長さん、伊藤喜平さん

という方、もともと自動車の修理工場を経営し

たり、ガソリンスタンドを経営された方が、村

会議員を２期ばかりした後に、村長となって今

日に至っている。そういう人が大改革を図っ

て、職員も１人が何役もせないかん、３役も４

役もせないかんということで、人件費を削減し

たいということから、51人おった職員を37人に

した。14人減、27.5％削減した。人口1,000人当

たりの職員数が、ここは7.9人、類似の市町村

は17.3人という数字なんです。その２分の１の

陣容、人件費でやっている、そういうことであ

ります。「宮崎県はいろいろ削減した」、午前

中にもこう言われておりましたが、確かに平

成17年からの取り組みで、4,231人知事部局にお

られた方が、26年度は3,790人になった。441人

削減されたわけです。それでも10.4％、全て

で7.7％なんです。下條村は27.5％ですから、ま

だまだ努力すべきところだな、こう思っており

ます。それもこれも、こういうことは、やはり

リーダー次第だと。この村長になってから、下

條村はこうなって、少子化対策ばかりじゃなく

て、高齢者の対策も、地域のいろんな対策も含

めて、非常に前向きに取り組まれております。

宮崎県も、行政需要に耐え得る状況をつくるた

めには参考にすべきことだろうな、こう思って

おります。これは小さな村じゃないかと言えば

そこまでですから、いい参考にしていただきた

い。
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２例目が、この議会でもよく出てくる上杉鷹

山公です。これは高鍋藩の人が米沢藩に養子に

行かれた。そこで、こういう過去もありまし

た。米沢藩、見るに見かねる状況だった。その

窮地を立て直すということで、藩政の大改革を

されたわけです。これは一口に言えば、倹約を

すると同時に殖産ということにも取り組むとい

うことで、この大改革が成った。いわゆる宮崎

県にゆかりのある人がそういう改革をしたとい

うことで、ケネディ大統領ほかいろんな人たち

が、その業績をたたえ、また参考にしていると

いうのが現実であります。それで、ここはそう

いう改革をしたばかりでなく、現代にも通用す

る、厚生福祉とか教育、農政、そういうことに

も取り組んでいるのが、上杉鷹山公の改革なん

です。

それから、もう一例紹介しておきますが、あ

と４年すれば、明治維新から150年なんです。あ

と４年で150年になります。この明治維新、薩長

同盟とか薩長土肥とかいろいろ言われておりま

すが、やはり中心になったのは薩摩藩だと私は

思っております。薩摩藩がその中核になって

やったんだ。なぜそういう力があったかという

と、莫大なお金を持っておったから改革ができ

たんです。77万石の薩摩藩が昔から裕福であっ

たかというと、そうではありません。幕末に近

いころは大変な借金王国でありました。膨大な

借金、500万両の借金を抱えて既に破綻状態で

あったんです。そこを立て直したのが、大改革

したのが調所笑左衛門広郷なんです。この人は

今で言う経済官僚のエキスパートです。その人

がやった。どういうことをやったかというと、

大きくは４つの改革があるんです。まず、島津

のあたりは黒砂糖がありますので、この黒砂糖

を藩の専売品にしたんです。それが一つ。それ

から抜け荷がありました。抜け荷というのは、

沖縄県を属国みたいにしておりましたから、こ

こを中心にして中国やらと貿易をした。抜け荷

ですから、警察本部長もおられますが、これは

密貿易なんです。今してはなりませんが、そう

いうことをやった。もう一つは移住政策、いわ

ゆる薩摩の南端は人口過剰な地域があったんで

す。それを大隅とか北薩とか―北薩というの

は我々が住んでいる日向の国―そこは全部、

島津藩の領地でしたから、そこに送って開墾を

させたりする。もう一つは何をしたかという

と、借金が500万両あるわけですから、これを無

利子で250年年賦に切りかえたんです。そのと

き、あと80年かそこらまだ残っておりますか

ら、これは明治維新で債務の履行は全部取り消

しになりました。だから戻さんでよかったんで

すが、明治維新のころまでは真面目に、40年近

く島津藩は戻しております。しかし、250年年賦

で無利子ですから、これなんか、いろいろとや

ればできそうな政策だと思っております。

それで、500万両の借金があったんですが、そ

うしたおかげで結果的に、幕末に250万両の貯金

ができたんです。それをもとにして、それを原

動力にして明治維新をなし遂げた。だから、薩

長とか薩長土肥とか言いましたが、その中核は

島津藩、薩摩藩だな、こう思っておるわけで

す。その500万両はどういうお金か。今の物価上

昇で計算すれば何でもない数字であるんです

が、お金というものは当時の状態で換算せない

けませんからね。島津、薩摩藩は77万石です

が、これをお金に換算すると62万両だそうで

す。77万石が62万両。ですから、500万両という

のは、８倍強というものの借金があった。ここ

は、当初予算の約２倍の借金、自主財源からす

れば、それこそ借金が７～８倍あるんじゃない



- 53 -

平成26年9月10日(水)

ですか。ここも８倍の借金があった。それを戻

した。だから500万両というのは、徳川幕府

は800万石とか、実際は400万石だとか言われま

すから、時の政府の予算に匹敵する借金を一薩

摩藩が抱えておった。それを調所が大改革をし

て明治維新をなし遂げた。ですから、宮崎県も

こういうことを参考にして、ほかの県はどうで

もいいから、宮崎県は宮崎県として、このぐら

いの大改革をせないかん。１期、２期、３期

あって、４期はそういうことでぜひしていただ

きたい、こう思っております。ですから、県の

行財政改革、知事の考え方もお聞きしたいと思

いますし、そういう大胆なプランがどのような

ものか、ぜひ日本一を目指していただきたいと

思いますので、その辺のことを感想を含めてお

尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 行財政改革につきまし

て、現在の長野県下條村、また上杉鷹山、また

島津藩、さまざまな具体的な事例を挙げて御指

摘をいただいたところであります。お話を伺い

まして、いつの時代であっても、またどういう

行政体であっても、限られた財源の中で必要な

施策を打つためのさまざまな工夫がなされてき

たということを受けとめたところでございま

す。村の財政と都道府県を一律に比較するとい

うのはなかなか難しゅうございますが、ただ、

今リーダーシップという御指摘もございまし

た。いろいろな大胆な取り組みというものがあ

ろうかと思いますので、しっかりと参考にはさ

せていただきながら、また、上杉鷹山公、さら

には調所笑左衛門さんを初めとする島津藩の取

り組みというものも、殖産興業の観点から、本

県で今取り組んでおります新たな成長を目指し

たフードビジネスであり、あるいは市場であ

り、そういった取り組みというものをさらに強

力に進めていくことの重要性、さらには、それ

ぞれの時代を担う人材育成という面でも、大変

力を入れられた取り組みであったのではないか

という受けとめをしておるところでございま

す。

行財政改革プランというものが、単に節約だ

けにとどめるということのみならず、これから

の県政を推進していくための、人口減少対策で

あったり、防災・減災対策であったり、必要な

インフラ整備であったり、必要な財源の確保の

ための取り組みであるわけでございまして、そ

ういう新たな成長に向けた取り組みを推進する

総合計画の策定というものとしっかり整理を図

りながら、御指摘を踏まえて、しっかりと大胆

な、また効率的・効果的な行財政改革というも

のを、これも不断に取り組むべき取り組みとし

て、これからも検討し、また取り組んでまいり

たいと考えております。

○中野一則議員 ぜひそういうことで、本当に

やればできるんだから、そういう改革をしてく

ださい。さっきの島津藩のこれも、産業をいか

にして育て興すかということと、さっきも

ちょっと言いましたが、250年年賦、これが難し

くても100年年賦ぐらいに関係の銀行さんにお願

いして―やっぱりそのぐらいはせんと難しい

ですよ―ぜひやっていただきたい。人材の話

を言われました。そういうことをしたから、明

治維新の中心人物の人たちが島津藩に出てきた

んですからね。また、米沢藩も後に続く立派な

藩主、藩というものが育ってきているし、下條

村も若者がふえて、これからを担う人たちがた

くさん育っております。そういう意味で、言わ

れたとおり人材も育つんです。ぜひそういうこ

とでお願いします。

次に、農業政策について農政水産部長にお尋
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ねしたいと思います。

余り時間もなくなってしまいましたが、ま

ず、水田農業から行きたいと思うんですが、最

近のニュース等を見ていけば、４年後から減反

政策が廃止されますよね。それを見据えていろ

いろと取り組まれております。ところが、過剰

ぎみで、価格が主食用米もかなり下がってきて

おります。コシヒカリも昨年に比べて2,100円安

くなっているし、宮崎県のスタートの段階か

ら、これは12.7％です。かなり安くなっており

ます。新潟産のコシヒカリも12～14％安くなっ

ていると、こういうことであります。それか

ら、加工用米にいろいろ力を入れられて、前

年200ヘクタールあったのが、ことしは900ヘク

タールになったということです。これもまた全

国的にはかなりの過剰ということで、価格の低

迷が予想されております。あと飼料用米とかＷ

ＣＳ用の稲とか、いろいろ取り組まれて、宮崎

県の作付面積は、例年にない面積のようであり

ます。しかし、こういう中で、果たして宮崎県

の水田農家はいかほど育つんだろうか、残れる

んだろうか、こう思っております。米どころえ

びのという立場からも、ぜひこういう農家を育

成する政策をしてほしいと思っておりますか

ら、農政水産部長のお考えをお尋ねいたしま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 温暖な気象条

件に恵まれました本県におきまして、地域の特

色を生かして、米と野菜や畜産などを組み合わ

せた生産性の高い水田農業を確立し、農業所得

を向上させることは、大変重要だと考えており

ます。中でも、本県の稲作農家の経営を持続的

に発展させていくためには、需要に応じた売れ

る米づくりの徹底や、米をつくらない水田にお

ける地域振興作物の定着・拡大を図るなど、水

田をフルに活用することが大切であると考えて

おります。このため県といたしましては、国の

対策を最大限に活用しながら、主食用米として

の商品価値の高い売れる米づくりに加え、加工

用米、飼料用米などの推進、さらにはカン

ショ、里芋、キュウリなどの地域の特色を生か

した作物の振興によりまして、効率的かつ安定

的な水田農業の担い手を育成・確保いたしまし

て、水田農業の維持発展に努めてまいりたいと

考えております。

○中野一則議員 わかりました。

次に、和牛対策でありますが、子牛価格が

ずっと高値が来ているのに、実際は、生産頭数

も生産農家も減ってきているわけです。これが

一番大きな課題。これから取り組む若い人も

育ってはおりますが、このことも本当に減少の

歯どめをする抜本的な対策をせな、せっかくの

高値も何にもならぬと、こういうことになりま

すから、和牛対策についてもお伺いしたいと思

います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 肉用牛につき

ましては、高齢化等により農家戸数が年々減少

している中で、喫緊の課題となっている生産基

盤の維持拡大を図っていくためには、担い手を

育成し、経営の安定を図ることが非常に重要で

あると認識いたしております。このため県とし

ましては、後継者や新規参入者、中核的な担い

手に対しまして、県及び国の事業により、繁殖

雌牛の導入や施設整備等の支援を行っているほ

か、畜産新生プランに基づきまして、分娩間隔

の短縮による生産性の向上や生産コストの低減

等の取り組みを推進し、肉用牛農家の所得向上

につながる取り組みを進めております。

また、県内各地におきまして、行政・畜産関

係団体が一体となって、地域における肉用牛生
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産基盤の維持拡大に向けた「人・牛プラン」の

策定が進められておりまして、担い手の明確化

や、地域の実情に応じた取り組みを推進するこ

とにいたしております。今後とも、関係機関と

しっかり連携しながら、肉用牛農家が将来にわ

たって安心して経営が継続できるよう、取り組

んでまいりたいと考えております。

○中野一則議員 養豚農家の立場についてもお

伺いしたいと思いますが、養豚につきまして

は、企業農業というか企業中心の経営になって

きて、純然たる農家というのがかなり減ってき

ました。減ってきた中でも、今、一生懸命頑

張っている養豚農家もおられます。先日は都城

で競りが再開し、きょうはまた、昼のニュース

では西諸の畜連でも再開されたという、うれし

いニュースがありました。純粋な養豚農家も、

激減している中でありますが、育成してほしい

と思うんです。その対策をお伺いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 養豚につきま

しては、農家数の減少や農家間で飼養管理技術

に格差が見られるなどの課題がありまして、担

い手の確保や経営の安定に向けた取り組み強化

が非常に重要であると認識いたしております。

このため県としましては、畜産新生プランに基

づきまして、生産性の向上と生産コストの低減

を図るために、モデル農家が行う疾病対策やエ

コフィードの利用による飼料費低減対策への支

援を初め、研修会等を通じて、優良事例の普及

についても積極的に取り組んでいるところであ

ります。

また、今年度、宮崎大学が整備いたします養

豚教育施設への支援を行いますとともに、関係

機関と連携しながら、効果的な教育・研修プロ

グラムの策定を進めているところでありまし

て、当施設を核とした担い手の育成・確保にも

取り組んでいくこととしております。今後と

も、将来を担う養豚農家の育成に努めまして、

安定した経営が継続できるよう、関係機関と一

体となって取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○中野一則議員 次に、小水力発電所のことに

ついてお尋ねしたいと思うんですが、現在、小

水力発電等農村地域導入支援事業というのが平

成24年から28年まで展開されております。どう

も29年以降はこれを中止するというお考えのよ

うでありますが、ぜひこれは継続していただき

たい。しかも今、55％の補助ですが、隣の熊本

あたりは、モデル事業とはいえ100％の事業を

やっているんです。この100％の事業で、29年か

らは新しい事業開始をしていただきたい、こう

思っております。お考えを。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業用水を活

用した小水力発電につきましては、土地改良区

等の維持管理費の軽減や地域活性化に寄与する

ものであると考えております。このため県で

は、平成24年度に「県単小水力発電等農村地域

導入支援事業」を創設いたしまして、土地改良

区等の小水力発電の導入を支援しているところ

でございます。平成29年度以降の本事業の継続

につきましては、現時点においてなかなか申し

上げられませんが、農業用水を活用した小水力

発電は大事な取り組みであると考えております

ので、今後どのような対応ができるのか検討し

てまいりたいと考えております。

○中野一則議員 次に、学校事務職員の採用の

あり方ということでお尋ねしたいと思うんです

が、これは前回もお尋ねしました。この事務職

員の方の採用のあり方というもので、大きくは

３案が出ております。その３案とも、今までの

ものではどうかなという考え方での３案であり
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ますが、今の宮崎県の採用の仕方は、全国47都

道府県の中で７都県しかやっておりません。こ

のことについては、６月議会で知事が、教育委

員会と関係部局で連携して十分検討するという

ことでありましたから、担当部長に、そのあた

りがどのように検討されたのかをお尋ねしたい

と思います。

○総務部長（成合 修君） 学校事務職員につ

きましては、教育委員会における「学校事務の

あり方に関する庁内検討委員会」での検討結果

に基づき、現在、学校事務職員の任用制度のあ

り方、あるいは人材育成の方策について、さま

ざまな検討や取り組みを行っていると伺ってお

ります。またこのうち、議員の御指摘にありま

した任用制度のあり方につきましては、３つの

案につきまして、教育委員会を中心に、関係部

局と連携を図りながら具体的に検討を進めてい

るところであると伺っております。総務部とい

たしましても、教育委員会と緊密な連携を図り

ながら協力していきたいと考えているところで

ございます。学校事務職員につきましては、学

校教育に対する深い理解を有するとともに、行

政職員としての専門性を発揮し、学校運営を

しっかりと支えていくことのできる資質と能力

が必要でありますので、職員の育成や人材の確

保を図ることが大変重要であると考えておりま

す。現在検討されている３つの案のうち、課題

が整理できたものについて取り組んでいけるも

のと考えております。

○中野一則議員 ぜひ前向きに取り組んでほし

いと思います。

次に、全国学力テストのことでありますが、

午前中、十屋議員からも質問がありました。重

複は避けます。公表のあり方で、いろいろと全

国ではトラブルというか、あるようでありま

す。宮崎県では、今の教育事務所単位で公表と

いうことで進められておりますが、これをもっ

と小まめに公表できないものかどうか。前の教

育事務所単位、あるいは市町村単位とか、もっ

といけば学校単位、そのあたりの考え方を教育

長にお尋ねしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 保護者の方々、それ

から地域住民の方々に説明責任を果たして、協

力いただきながら取り組みを進めていくなどと

いうことから考えたら、公表というのは必要で

あると考えております。公表するときに、その

あり方によっては、序列化とか過度な競争が生

じるおそれもありますので、国から、公表に当

たっては、教育上の効果や影響等に十分に配慮

するように求められております。県教育委員会

では、これまでの調査におきまして、まず県全

体、そして教育事務所ごとの課題を把握して、

県全体としての取り組み、教育事務所ごとの取

り組みということ、そういう教育指導の充実や

学習状況の改善を図る取り組みを行ってまいり

ました。そのようなことから、県全体と教育事

務所ごとの状況の公表を行ってきたところであ

ります。調査は、その結果を生かすということ

が非常に大切でありますので、どのように結果

を公表すれば、より本県教育の充実につながる

かという視点で、今後とも丁寧に研究してまい

りたいと考えております。

○中野一則議員 研究の成果を期待しておきた

いと思います。

次に、教科書採択と情報開示ということでお

尋ねしたいと思います。

義務教育、特に中学校の教科書の採択、これ

がいよいよ来年度から始まって、28年には新し

い教科書でと、こういうことになっていきま

す。それで、既に教科用図書採択地区協議会は
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中身が情報開示されているのに、同じ内容でし

ている県立の中学校が３校あるわけですが、こ

こは情報開示をしておりません。前にも情報開

示をしてほしいということでお願いしましたと

ころ、それは前向きに取り組むということでの

答弁を、24年でしたが、当時の教育長からも

らっております。これを情報開示するように

なったのかどうかということを、教育長にお尋

ねします。

○教育長（飛田 洋君） 教科書の採択に関す

る資料の開示につきましてですが、まず、資料

のことで言いますと、県立中学校の教科書採択

について、昨年度の宮崎県教科用図書選定審議

会において、選定した教科書の希望理由を明確

にすることや、記録等を整備することなどの答

申をいただきましたので、次回の採択に向けて

十分な準備を進めるよう、既に各学校に対して

指導しているところであります。また、今回の

国の「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置

に関する法律」の改正においても、採択結果や

その理由の公表に努めることとされておりま

す。県教育委員会といたしましては、より一層

開かれた教科書採択となるよう、より適切な対

応に努めてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 これは不公平ですから、市町

村は公開するけれども、県立は公開しないとい

うことでは、情報開示しないということはおか

しな現象ですから、ぜひそういうことで進めて

いただきたいと思います。

拉致問題について質問します。

いよいよ今月中に北朝鮮が、拉致を含めてい

ろいろ公開というか、日本政府に報告するとい

うことになっております。この拉致、さきに警

察庁が発表しましたが、拉致の疑いを排除でき

ない人が883名いると。宮崎県には17人いらっ

しゃいます。それで、宮崎県に該当する人が、

今回公表される中に入って、それを受け入れせ

ないかんということになろうと思うんです。そ

のあたりの受け入れの体制は万全を期していた

だかなければならないと思うんですが、これに

ついて、福祉保健部長にお聞きしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 拉致被害者が

帰国される場合には、いわゆる拉致被害者支援

法に基づきまして、県は、国や市町村等の関係

機関と連携し、日常の生活支援や住宅の供給、

雇用の確保など、幅広い支援を行うこととされ

ております。このため県としましては、本県関

係者の帰国に備える観点から、新潟県や福井県

の取り組み事例等を参考にしながら、情報収集

や帰国決定後の対応業務、役割分担等の確認を

行うなど、事前の準備を進めているところであ

ります。

○中野一則議員 本当に戸惑うことがないよう

にやっていただきたい。17名のうちの４名は名

前はわかっておりますが、表向きには13名は名

前すらわかっていないんですからね。ですか

ら、戸惑うことがないように、受け入れには万

全を期していただきたい、こう思っておりま

す。お願いしておきます。

それから、少子化対策でありますが、いわゆ

る宮崎県の少子化対策で、合計特殊出生率の目

標は何人ですか。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県における

合計特殊出生率の目標値は、出生数や女性人口

といった人口動態等を勘案しながら、県総合計

画審議会の審議等を踏まえた上で設定しており

まして、具体的には、平成42年に1.85を目指す

こととしております。

○中野一則議員 1.85人、これで宮崎県の人口
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はプラスということになるんですか。実際

は2.07人でないと人口はふえないんです。です

から、2.07は最低の数字ということで、それを

目標にして、そのための政策はどうあるべきか

ということを進めるべきだと思うんです。最初

から人口が減る方向での目標はいかがなものか

と思うんです。2.07に改める気はないか、お尋

ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 少子化の問題

は、経済規模の縮小あるいは社会保障負担の増

大、さらには地域活力の低下を招くなど、国、

地方に共通の大きな課題でありまして、ただい

ま議員が御指摘のように、人口を維持するため

に必要とされる合計特殊出生率2.07という数値

につきましては、究極の目標とすべき大変重要

な視点であると認識しております。いずれにし

ましても、現在進めております総合計画の見直

しの中で、合計特殊出生率の目標値について、

県総合計画審議会の御意見等を踏まえながら、

しっかりと議論をしつつ、子育て支援等に関す

る各種施策を全庁的に展開し、合計特殊出生率

の向上に鋭意努めてまいりたいと考えておりま

す。

○中野一則議員 ぜひ人口がふえる方向にやっ

ていただきたい。宮崎県の大改革をしてくれと

いうのも、そういうところにあるわけですか

ら、また、未来のある、発展性のある宮崎をつ

くらないかん、こう思いますから、そういう具

体的なことは、ちゃんと目標が達成できるよう

にやっていただきたいと思っております。

次に、障がい者雇用についてお尋ねしたいと

思いますが、宮崎県の知的障がい者の雇用状況

をお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 宮崎労働局の

調査でありますが、平成25年６月１日現在、法

定雇用率２％が適用される県内企業700社に雇用

されている重度の知的障がい者の人数は121人と

なっております。

○中野一則議員 これは工夫次第ではまだまだ

ふえると思うんです。実は７月には、静岡県の

そういう障がい者のところを見てきました。そ

してまた、先月は、常任委員会の出張で川崎市

の理化学工業というところも調査しました。

行って驚いたのは、知的障がい者の中でも重度

の方もたくさん採用されている。従業員の70数

％は知的障がい者なんです。どういうことをし

ているかというと、その障がい者に合った、機

械器具とか施設を全部改良してやって、そこで

健常者と変わらない仕事をして、そしてまた生

産も全く落ちていないと。一方は農業、一方は

チョークをつくる会社でありましたが、行って

きました。健常者目線でいろいろな施設がある

のが普通です。それを工夫していくことで、重

度の障がい者であっても雇用できる、そういう

のを見てきて、本当に感心しました。また、そ

ういうところで働いている障がい者の方も、働

くことに生きがいを求めて、生きがいがあると

いうんです。そういうことでやっているという

わけですから、まだまだ宮崎県も工夫して、そ

ういうことを取り組むところにはうんと助成で

もする、そういうことで進められるべきだと思

うんですが、福祉保健部長のお考えをお尋ねし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいま議員

が御紹介されました日本理化学工業でございま

すが、本県も企業向けセミナーを毎年やってい

るんですけれども、平成22年度に、ここの会長

さんにおいでいただいて講演いただきました。

その中で、例えば、製造するチョークの色とそ

の材料を計量するおもりの色を同じくする、あ
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るいは、時計が読めない社員が機械を動かす時

間を確認できるように砂時計をつくる、いろん

な工夫をなさっておりまして、多数の障がい者

雇用を実現されております。県内企業にも大変

参考になる取り組みだと考えております。

また、県内７カ所には障害者就業・生活支援

センターがございますが、ハローワークなど関

係機関と連携しながら、企業を直接訪問し、雇

用に向けた職場改善の提案なども行っていると

ころであります。今後とも、障がいのある方の

雇用の場の拡大を図るため、一層の関係機関と

の連携を図りながら、積極的に企業に働きかけ

てまいりたいと考えております。

○中野一則議員 次に、県立病院の経営形態等

についてお尋ねしたいと思います。県立病院、

あれは平成18年からでしたか、それが１期５

年、その後また２期目３年ということで、一生

懸命になって経営の改善をされました。毎年多

額の赤字だったのが、しかも県からの支出金を

８億も抑える中で、25年度は完全に黒字化に

なったと、こういうことであります。当初の考

え方では、これから先の経営形態をどうするか

ということで、全適の継続、地方独立行政法人

化、公設民営化、民間移譲、その他ということ

で、これから先の経営形態をどうするかという

ことを選択するようになっております。それ

で、一生懸命になって今、黒字になった県立病

院ですけれども、今後の経営形態はいかなる方

向で進められるかを、病院局長にお尋ねしま

す。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院の経営形

態の見直しに当たりましては、急速な高齢化に

伴う医療ニーズの変化や、国の医療制度改革な

ど、病院事業を取り巻く環境の変化を十分に勘

案した上で、県立病院が果たすべき役割を改め

て明確にしまして、持続的・安定的な医療の提

供と、自立的・効率的な病院経営の両立が可能

な経営形態について検討していく必要があると

考えております。現在、局内に経営計画策定検

討委員会を設置しまして、新しい経営計画の検

討を進めておりますが、その中で、経営形態に

つきましても、現行の地方公営企業法の全部適

用に対する評価を行うとともに、現形態の継続

も含め、地方独立行政法人など他の形態との比

較分析等を行っているところでございます。い

ずれにしましても、今後の県立病院の経営形態

につきましては、県議会はもとより、外部の有

識者等から成る病院事業評価委員会等の御意見

もいただきながら、今年度中に結論を出してま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 今年度中に結論ということで

すが、ふさわしい形態がいかなるものかはよく

わかりませんが、私は、この中に市町村への譲

渡ということも含めて、ぜひ検討していただき

たい、こう思っております。

それから日本赤十字病院、いわゆる日赤病

院、このことで質問していきますが、全国に92

カ所あります。九州・沖縄には11カ所ありま

す。全国でないのが、山形県と奈良県、そして

宮崎県、この３県だけなんです。これについて

は、この前、質問もありましたが、日赤という

のは、万が一はもちろんですが、南海トラフ巨

大地震とかいろんな自然災害、こういうとき

に、国外を含めて真っ先に行くのが日赤ですよ

ね。そういう日赤病院が近くにあるというのが

いいんじゃないか、こう思っております。それ

こそ、いろいろとハードルもあるかもしれませ

んが、九州でないのは宮崎県だけですから、ぜ

ひ日赤病院の誘致に取り組んでいただきたい。

これは知事にお尋ねしたいと思います。
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○知事（河野俊嗣君） 赤十字病院、御指摘の

ように、全国では44の都道府県に92の病院があ

りまして、各地域の中核病院として地域医療に

貢献するとともに、災害時には国内外に医療チ

ームを派遣するなど、大変重要な役割を果たさ

れております。東日本大震災におきましても、

石巻の赤十字病院が各地のＤＭＡＴの集結場所

になったり、大変重要な機能を果たしておると

ころであります。本県は、いろいろな経緯のも

とに、現在、赤十字病院が置かれていない３つ

の県のうちの１つになっているわけでございま

すが、日本赤十字社におかれましては、新たな

病院の設置は原則行わない方針と伺っておると

ころであります。また一方、本県では現在、県

内全域において、医療計画で定める病床の上限

を超えておりますことから、医療法上も、病院

の新設というものが困難な状況でございます。

なお、日本赤十字社が、他の医療施設の移譲

を受けたり、運営を受託するということは考え

られるわけでありますが、いずれにしまして

も、安定的な経営や医師の確保などさまざまな

課題があるものと考えております。

○中野一則議員 前向きに、これも取り組んで

ください。お願いしておきます。

次に、建設工事の入札問題についてですが、

まず指名競争入札、昨年からことし、試行して

いますよね。ですから、これの本格化は実際い

つになるのか、来年度からスタートできるのか

どうか、できないとすれば、どこに障害になる

問題があるのか、そのあたりを知事にお尋ねし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 建設工事におきます指

名競争入札につきましては、災害対応力の強化

という観点から、地域の建設業者の育成を図る

ために、昨年７月から一部の工事で試行してお

ります。本年度は、試行方法に改善を加えつ

つ、年度を通じて実施しているところでありま

す。昨年度の試行におきましては、透明性・競

争性に問題はなく、工事現場に近い企業の受注

割合が高くなるなど、一定の効果が見られる一

方、建設業者に対するアンケートにおきまして

は、一般競争入札の価格競争方式や総合評価落

札方式との併用を望む声も多く聞かれたところ

であります。このため、指名競争入札の取り扱

いにつきましては、建設業者へのアンケートや

関係団体との意見交換も踏まえ、今年度行って

おります通年試行の結果というものも総合的に

検証しながら、県議会や、第三者委員会である

入札・契約監視委員会の意見も伺いながら判断

をしてまいりたい、そのように考えておりま

す。

○中野一則議員 指名競争入札への移行という

のは、業界を初め、そっちのほうが大方の声で

あるということで、この試行も始まった。そし

てどうするかということですから、そういうこ

とを念頭に置いて進めていただきたいと思いま

す。

それから担当部長にお尋ねしますが、現況の

建設あるいは建築業者の経営状況、どういう状

況かということをお答え願いたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 経営状況等

につきましては、今までの建設投資の減少な

り、いろんな厳しい社会経済情勢等で、今まで

は厳しい状況があったんですが、一昨年以来、

公共事業いろいろ見直されてきまして、例えば

インフラの老朽化とかそういうもので、現在、

以前に比べますと立ち直ってきたといいます

か、少しは明るい状況が見えているのではない

かなというふうに考えております。

○中野一則議員 以前に比べると立ち直ってと
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言われましたが、現況は、売上高や利益の減少

で企業の体力が以前からするとかなり低下して

いるという状況だと思います。田舎に行けば行

くほど建設業で働く若者等も多いわけですか

ら、こういう若手の職場確保という面からも、

あるいはそういう意味からも、ぜひ建設業の育

成には力を入れていただきたい、こう思ってお

ります。

さっきは、入札制度のことで指名競争入札の

取り組みを言いましたが、企業に体力をつける

ためには、最低価格が今おおむね90％ですよ

ね、これを95％に持っていくべきだと。他県が

全部そうなんですから。私は、これが一番重要

だと思うんです。そのことの取り組みを知事に

お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 建設産業の重要性とい

うもの、地域雇用の受け皿、インフラ整備を担

う、また災害対応力、大変重要な産業であると

いう認識のもとに、これまでさまざまな取り組

みをしております。近年の厳しい経営状況や技

術者の労働環境の改善を目的としまして、設計

労務単価をこの１年間で約20％引き上げまし

て、適正な予定価格としたところであります。

さらに、公共工事の最低制限価格につきまして

は、品質確保や健全かつ継続的な企業経営を支

援するために、平成19年度から３回にわたりま

して引き上げをしております。今年度も引き続

き、経済・雇用対策の一環として、予定価格の

おおむね90％としておるところでございます。

この水準につきましては、九州各県と比較して

も遜色ないものとなっているところでございま

して、今後とも、建設産業の経営環境というも

のを十分注視しながら、適切な入札・契約制度

となるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

○中野一則議員 ぜひ前向きに取り組んでくだ

さい。

次に、観光について２～３お尋ねしたいと思

います。担当部長よろしくお願いします。

観光振興はいろんな取り組みをせないかんと

思いますが、データ的に見ていけば、国内の云

々もありますが、確実にするのは外国人客数を

ふやすことだと思います。これから10年後

は、1,000万人を2,000万人にするという国の政

策ですから、宮崎県も24年度で12万8,587人が外

国人客数という実績があるようでありますが、

これをいかにふやすか。日本全体は倍だけれど

も、倍やそこらじゃない、高い目標をつくるべ

きだと思います。商工観光労働部長、いかがで

すか。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 国におき

ましては、2020年オリンピック・パラリンピッ

ク東京大会の開催という絶好の機会を捉え、さ

らなる観光立国の推進を図るために、2020年に

向けて、訪日外国人旅行者数2,000万人の高みを

目指すこととしております。本県におきまして

も、これを追い風として、官民連携による「み

やざき東京オリンピック・パラリンピックおも

てなしプロジェクト」を立ち上げ、外国人観光

客の誘客促進や、おもてなし環境の充実強化な

どの施策を、強力に推進していきたいと考えて

おります。

また、今回、新たに宮崎―香港線が開設され

ることになりましたことから、さらなる海外か

らの観光誘客にも大いに弾みがつくと考えてお

ります。県といたしましては、国を挙げたこの

ような動きを見据えながら、大幅な増加を目指

したいと考えておりますが、観光振興条例の制

定及び観光振興計画の改定を行っているところ

でありまして、その中でしっかりと検討を行
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い、外国人宿泊者数の目標値について設定した

いと考えております。

○中野一則議員 強力に進める、大幅に進める

云々の言葉じゃだめです。やっぱり数字を示し

て、今の実績に対して最低５倍ぐらい、日本が

倍であれば５倍ぐらいふやす目標を立ててくだ

さい。よろしくお願いしておきます。

次に、ジェトロについてですが、これは６月

議会で二見議員も質問されました。九州でこの

事務所、残るのは宮崎だけであります。県の負

担等もあるようでありますが、これについては

いろいろ検討するという答弁もありましたが、

その検討結果を、そしてまたどう進められるか

を、商工観光労働部長にお尋ねします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 本県にお

きましては現在、ジェトロ事務所は設置されて

おりませんが、毎年ジェトロ本部に負担金を拠

出し、県内企業の貿易投資相談への対応や海外

からのバイヤー招聘など、個別の事業ごとに支

援を受けているところであります。一方、ジェ

トロ事務所を設置している県におきましては、

これらの事業に加えまして、企業への定期的な

訪問活動や、商談会出展後の成約に至るまでの

個別のアフターフォローなど、ジェトロが有す

る貿易に関する専門人材や海外とのネットワー

クを活用しながら、海外展開を行う企業に対す

るきめ細やかな支援が実施されております。東

アジア経済交流戦略のさらなる推進のために

は、ジェトロとの連携をさらに強化し、そのメ

リットを生かしていくことが重要であると認識

しておりますので、本県に事務所を設置できる

よう検討してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 一日も早い事務所の設置をお

願いしておきたいと思います。

次に、世界遺産についてであります。この世

界遺産が、どんどん日本でも登録なされており

ますが、これは一つには観光の資源になるとい

うことで、また多くの人が来るということで取

り組んでおられるんですよね。実際、富岡製糸

場が登録をされました。行ってみたら、平日で

したが、物すごい人でありました。また、富士

山等もそういうことで登録をされました。それ

で、この登録に向かって、宮崎県も今、立ち上

がったようでありますが、そこは事務局をぴ

しゃっとせないかんと思うんです。調べてみま

したら、九州で事務局が、専門の担当課がない

のは宮崎県と大分県だけです。熊本、長崎、鹿

児島、福岡、佐賀、どこにも専門の担当課か専

属の対策室、推進室があります。これについて

も、そういう部署をつくって取り組みをしてい

ただくようにお願いしたいと思いますが、お考

えをお聞きします。

○知事（河野俊嗣君） 世界遺産、御指摘にあ

りますように、世界にとって傑出した文化的意

義を持つなどの顕著な普遍的価値が求められて

いる、そういったものに対して指定がされ、観

光振興、また地域の活性化にも大いに寄与する

ということが期待されるわけでありまして、本

県としても取り組んでまいりたいということ

で、県内唯一の国の特別史跡である西都原古墳

群の世界遺産登録へ向けて、また、本県が誇る

日本を代表する文化である神楽についても、世

界無形文化遺産への登録に向けて取り組んでい

るところでございます。

これまで調査研究、シンポジウム、さまざま

な情報発信にも取り組んでいるところでござい

ますが、今御指摘のありました専門組織の設置

ということにつきまして、今後、登録基準に照

らし、候補先の現状、登録に向けた課題、対策

などを十分精査し、組織の方向性や業務内容を
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おるところでございます。こうした遺産の登録

に向けて、組織の設置につきましては、今後、

作業を進める上での進展により検討させていた

だきたいと考えております。

○中野一則議員 宮崎県内には、自然、文化含

めて、世界遺産に登録されるものがたくさんあ

りますから、その掘り起こしと、登録に向かっ

ての取り組みを強力に進めていただくように、

よろしくお願いしておきます。

企業誘致についてでありますが、知事が就任

されてから117件企業が誘致されております。そ

のうち宮崎市・都城市周辺、延岡・日向周辺

が72％を占めております。全く誘致されていな

いところが西臼杵、入郷地帯、串間市なんで

す。それから西諸、南那珂あたりも極端に少な

い状況です。それで、電力網の容量の改善とか

光ファイバー等の超高速ブロードバンドの整

備、これを進めることで、山間地への企業誘致

も、より以上にふえてくると思いますので、そ

の取り組みを、担当部長お願いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 電力や光

ファイバーにつきましては、企業が円滑な操業

を行う上で重要なインフラでありますので、こ

れまでも、県や市町村、インフラ関係事業者等

で構成します各地区の企業立地促進協議会など

を通じて連携を図りながら、これらの基盤整備

に向けた取り組みを進めてきたところでありま

す。例えば、新たな工業団地造成のためにイン

フラ整備を行う市町村に対しましては、助成制

度を設けますとともに、個別企業からの相談に

対しては、地元市町村と連携して、電力事業者

や通信事業者へ繰り返し要望を行うなど、課題

解決に向けて努力を重ねてきたところでありま

す。今後とも、県内各地域へ企業立地が一層進

展しますよう、県や市町村、関係事業者が一体

となりまして、その受け皿となるインフラ整備

の促進を図ってまいりたいと考えております。

○中野一則議員 電力とか、特に光ファイバー

等を充実すれば、幾ら山の中であっても、それ

らの企業が出てくると思います。この前テレビ

で放送しておりましたが、徳島県の神山町は、

そういうインフラ整備をしたおかげで、今、既

にＩＴ企業が11社来ているんだそうです。200人

ぐらいの人が、ここに移住したいと言うけれど

も、受け入れがまだ整っていないということ

で、順番待ちをしている状況なんです。そうい

うところもありますので、入郷地帯であろうと

椎葉であろうと、えびのであろうと、整備して

もらえば企業は来ますので、ぜひその取り組み

をお願いしたいと思います。

次に、宮崎空港の整備についてお尋ねしたい

と思います。国際線の乗り入れが、今度、香港

が決まりました。鹿児島はプラス上海等もあり

ますから、そういうところをやっていけば、国

際線のターミナル等の整備をすべきだと思って

おります。その整備する計画はないか、お尋ね

します。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 宮崎空港の

発着枠につきましては、滑走路には現時点では

十分な余裕があり、また、宮崎空港ビル株式会

社からは、ターミナルビルの乗客の収容能力に

は余裕があるというふうに伺っているところで

あり、今後の航空需要の拡大にも対応できるも

のであると考えているところでございます。し

かしながら、御指摘がありましたように、外国

人観光客の増加を目指していくためには、国際

線ターミナルの設備等に、必ずしも十分とは言

えないところもございますので、国際線の駐機

スポットやＣＩＱ施設の拡大など、国際線ター

平成26年9月10日(水)
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ミナルの整備等につきまして、今後、宮崎空港

ビルと意見交換を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○中野一則議員 ぜひこれは取り組んでくださ

い。ほかの空港に負けてはなりません。よろし

くお願いしておきます。

当初、行財政改革についてかなり時間を費や

して、後ははしょってしまいました。そのぐら

い行財政改革は大事なことだ、必要なことだ、

真剣に取り組むべきだというあらわれでもあり

ますので、そのことをよくよく御理解いただき

たい。

以上で質問を終わります。（拍手）

○福田作弥議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時34分散会



９月11日（木）
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出 席 議 員（ 名）38
（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）4番 図 師 博 規 同

（ ）5番 西 村 賢 同

（ ）6番 松 村 悟 郎 自由民主党

（ ）7番 内 村 仁 子 同

（ ）8番 岩 下 斌 彦 同

（ ）9番 後 藤 哲 朗 同

（ ）10番 右 松 隆 央 同

（ ）11番 二 見 康 之 同

（ ）12番 清 山 知 憲 同

（ ）13番 福 田 作 弥 同

（ ）14番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）15番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）16番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）17番 田 口 雄 二 同

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 星 原 透 自由民主党

（ ）20番 原 正 三 同

（ ）21番 井 本 英 雄 同

（ ）22番 丸 山 裕次郎 同

（ ）23番 中 野 一 則 同

（ ）24番 中 野 明 同

（ ）25番 宮 原 義 久 同

（ ）26番 山 下 博 三 同

（ ）27番 徳 重 忠 夫 無 所 属 ク ラ ブ

（ ）28番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 太 田 清 海 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 井 上 紀代子 同

（ ）31番 鳥 飼 謙 二 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 自由民主党

（ ）33番 黒 木 正 一 同

（ ）34番 横 田 照 夫 同

（ ）35番 十 屋 幸 平 同

（ ）36番 外 山 三 博 同

（ ）37番 坂 口 博 美 同

（ ）38番 中 村 幸 一 同

（ ）39番 押 川 修一郎 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

総 務 部 長 成 合 修
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福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 徳 永 三 夫

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 齊 藤 和 子

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

選 挙 管 理 委 員 長 後 藤 仁 俊
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代表質問◎

ただいまの出席議員37名であ○福田作弥議長

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、県

民連合宮崎、田口雄二議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○田口雄二議員

ざいます。県民連合宮崎の田口雄二です。代表

質問２日目です。昨日、自民党のお二人から広

範囲にわたり質問がなされました。重複するも

のもありますが、代表質問ですので、あえて質

問させていただきます。よろしくお願いいたし

ます。

まず初めに、お断りをしておきます。やじを

飛ばしていただいても構いませんが、宮崎県議

会の品格が問われるようなやじはくれぐれも発

していただかないように。ある議会では危うく

辞任に追い込まれそうになった議員もおります

ので、御注意をよろしくお願いします。

さて、世界中に恥をさらしてしまった東京都

議会議員のセクハラやじ、日本中が仰天した政

務活動費に関する号泣記者会見後に辞任した兵

庫県議会議員、神奈川県議会議員の危険ドラッ

グ所持で逮捕、青森県平川市の市長選に関して

市議20人中15人が逮捕される等々、地方議員の

不祥事が連日報道されました。大方の地方議員

は、地道にこつこつと県政や地域の課題解決に

取り組んでいるんですが、一部の議員の不祥事

で議員全体が同様に見られてしまうのは心外で

す。特に私どもは、来年４月に、県民の審判を

受けなければならない統一地方選挙が控えてお

り、県民の声をしっかりと受けとめ、残された

期間、真摯な活動を続けていかなければならな

いと、気持ちを新たにしているところです。

そのような中、私どもよりも早く年内に選挙

を控えている河野知事の政治資金に関する記事

が、ここのところ紙面をにぎわしています。こ

れまでの知事の、スポーツマンで親しみやすく

清潔感にあふれたイメージを持っていた県民か

ら見ると、なぜ知事がと意外に思った方が多

かったのではないでしょうか。９月議会初日

に、知事より一連の問題について御報告がなさ

れました。今回は、全員協議会等で直接、知事

とやりとりをすることができませんでしたの

で、確認も含めて、疑問点や納得いかないとこ

ろを幾つかお聞きしたいことがございます。ま

ず初めに、知事選挙を控えたデリケートな時期

に、政治資金をめぐる問題が指摘されました。

県民の政治不信を招く可能性があります。議会

初日に知事より御説明がありましたが、今回の

一連の政治資金の疑惑に関して、再度知事の御

所見を伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えいたします。

私の政治団体等への資金提供に関する所見に

ついてであります。まず、この件につきまし

て、県議会の皆様を初め県民の皆様に大変御心

配をおかけしましたことを、心よりおわび申し

上げます。

初めに、私の政治団体に対する資金提供に係

る経緯について御説明をいたします。まず、産

廃会社元役員から、私を支援する政治団体の活

動に対し支援したいとの申し出があり、平成23

年７月に300万円の提供を受け、当時の会計担当

者であった政務秘書の元職員が受領し、これを
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２カ年にわたって会費及び寄附として会計処理

したところであります。しかしながら、当時の

会計処理の妥当性等について検討を行いました

結果、300万円を受領した23年の単年で会計処理

したほうが適切であると判断し、政治資金収支

報告書について修正報告するよう事務局に指示

したところであります。

また、当該会社が廃棄物処理法違反に問われ

るとともに、この元役員が新燃岳の降灰収集運

搬業務に係る詐欺容疑で逮捕、起訴されました

ことから、道義的な面から判断し、ことし７月

に元役員に返還を申し出たところであります。

なお、今回、調査を行う中で、元役員から平

成24年１月に１万4,000円の寄附が行われている

のを確認したので、これもあわせて返還したい

と考えております。

次に、元政務秘書に対する産廃会社からの資

金提供についてであります。平成24年12月から

平成26年３月まで、元政務秘書個人に対し、合

計で160万円の資金提供がありました。これは、

元政務秘書が個人として事務局を頼まれ、産廃

会社の元役員が主なメンバーになっていた異業

種交流会への参加に必要な経費でありました

が、この異業種交流会が解散となったことか

ら、元職員は、平成26年３月下旬時点の残金

約120万円を当該産廃会社に返還しておりまし

た。後援会の職員として、特に政務秘書として

重要な職務を担当している立場からすると、特

定の異業種交流会の事務局を任され、それに関

する資金の提供を受けることは適当ではなかっ

たと考えており、事務局の職員に対し十分注意

するよう指導したところであります。

私としましては、今回の２つの件を十分に反

省し、議員の皆様を初め県民の皆様との信頼関

係に基づいて、しっかりとした県政運営ができ

るよう、これまで以上に公平公正に留意し、気

を引き締めて努めてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

引き続き、300万円の資金提供○田口雄二議員

について何点かお伺いします。知事は、300万円

の資金提供が行われたこと、いつその事実を

知ったのか。また、この300万円という金額は、

知事自身は高額と考えているのか、お伺いしま

す。

日付は覚えておりませ○知事（河野俊嗣君）

んが、平成23年の夏に元政務秘書から聞いたと

いうふうに記憶しております。また、平成23年

当時に元役員等からこういう資金提供を受けた

ことに、法律上の問題があるというふうに考え

ておりませんが、この支援に対しては、大きな

支援をいただいたものという受けとめをしたと

ころでございます。

新聞報道ではありますが、300○田口雄二議員

万円というのが全体の中でも７割というふうに

聞いております。そういう意味でも、これが

持っている意味というのは非常に大きなものが

あるんじゃないかと思っております。それだけ

知事としての関係が深くあったのかというよう

な思いもいたしますが。

では、次の質問をします。昨日の十屋議員の

代表質問で、300万円を寄附としての処理に記載

変更することを否定されましたが、産廃業者が

会費とした目的を知事はどうお考えになるの

か。また、知事の判断で、300万円の一部、12万

円を寄附に切りかえたときに、残りの288万円を

提供者の個人名が公にならない５万円以下の処

理にしたのはどうしてなのか、お伺いいたしま

す。

産廃会社の元役員か○知事（河野俊嗣君）

ら、先ほど申しました私を支援する政治団体に
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対し、会員として支援したいという申し出を受

けて、300万円というものを受けたところでござ

います。この政治団体は、300万円を２名分の会

費288万円と寄附12万円に分けて会計処理をした

ところであります。元役員から２つの団体に寄

附したいということでございましたので、結果

的に、それぞれ５万円以下になったところでご

ざいます。

今ちょっとお話がありました○田口雄二議員

が、この300万円以外には、会費収入を含め資金

提供はなかったのか。また、300万円の返還を本

年の７月に申し出たのはなぜか。また、その300

万円はその後どう処理されたのか、お伺いいた

します。

先ほど御報告したとこ○知事（河野俊嗣君）

ろでありまして、今回、調査を行う過程で、元

役員から平成24年１月に別途１万4,000円の寄附

が行われているのを確認し、これもあわせて返

還することといたしております。

返還の申し入れにつきましては、廃棄物処理

法違反の事件が発生した時点で、この資金の取

り扱いについても検討したところでございます

が、その時点で返還すると、産廃会社に対する

行政処分と関連して、さまざまな臆測を呼ぶお

それがあるのではないか、事態もいろいろ動い

ておりましたので、その推移を見守ってまいろ

うというような判断をしたところでございま

す。その後、当該事案に関する行政訴訟等が確

定し、また、詐欺事件につきましても公判が開

始されたということから、改めて検討を行った

上で返還の申し入れを行ったものでございま

す。

今の質問で、その300万円はそ○田口雄二議員

の後どう処理されたのかを教えてください。

大変失礼しました。こ○知事（河野俊嗣君）

の300万円につきましては、別途返還するよう

に、別の管理を今しておるところでございま

す。相手方に返還を申し入れて、今、保留とい

うことにされておりますが、私どもとしては、

今後とも、そのような申し入れというもので、

いつでも返せるように別途管理をいたしており

ます。

なぜ受け取ってくれないの○田口雄二議員

か、ちょっとそれは相手方がありますので、よ

くわかりませんが。

それでは次に、業者との関係についてお伺い

します。知事は４～５回会ったとのことです

が、業者と知事だけ、あるいは両サイドの関係

者で会ったのか。また、業者の主催する会合、

政策秘書が事務局を務めた異業種交流会には出

席したことはないのか、お伺いいたします。

当該元役員とは、飲食○知事（河野俊嗣君）

というものを含め、４～５回会ったことがあり

ます。その中には、産廃会社が職員や家族と一

緒に行う、一つの夏のイベントのような形で、

大会といいますか、そのようなところで挨拶さ

せていただいたところもございます。また、異

業種交流会には、私は出席したことはございま

せん。

それでは、業者が、行政処分○田口雄二議員

が重いと処分の取り消しを求めて県を訴えた

後、業者との接触はあるのかないのか、お伺い

いたします。

全くございません。○知事（河野俊嗣君）

それでは、元政策秘書の件に○田口雄二議員

ついてお伺いいたします。知事は、業者から、

秘書に月に10万円、16カ月にわたり資金提供さ

れていたのを知ったのはいつであったのか、お

伺いいたします。

今回の一連の報道を受○知事（河野俊嗣君）
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けて、初めて承知したところでございます。ま

た、これにつきましては、現在の後援会の事務

局職員が元秘書から聴取して、その事実も確認

したところでございます。

この秘書への月ごとの10万円○田口雄二議員

は、業者の水質検査記録改ざんが発覚した直後

から提供されております。最初に報道された記

事では、知事は業者の処分緩和を求める働きか

けを秘書から受けたと認めています。また、同

じ記事によると、元秘書は、不足給料の補充の

意味合いがあったと述べていますし、元社長が

「少なくて悪い」と言っていたと説明していま

す。再確認いたしますが、異業種交流会の事務

局経費だけの資金提供だったのか、お伺いいた

します。

この件につきまして、○知事（河野俊嗣君）

今申し上げましたように、後援会の事務局長が

元職員に対して聞き取り調査を行っておるとこ

ろでございます。具体的な振り込みの金額につ

きましては、先ほど御説明したところでござい

ますが、この振り込みというものが、産廃会社

の元役員が主なメンバーになっている異業種交

流会への参加に必要な経費ということで、個人

的に事務局を頼まれておったということで、毎

月の会費、そして飲食代をその中から支払って

いたということでございます。給料の補充とい

うような、今、そういう報道があったところで

ございますが、これは職員に確認したところ、

そのようなことはないということでございまし

た。

そういう事実はないというこ○田口雄二議員

とは、朝日新聞が間違えて書いたということな

のか、よくわかりませんが、それはちゃんと新

聞社のほうにも抗議しないといかんと思いま

す。

３月に政策秘書が返還したのは、それは事務

所の指示なのか、政策秘書の判断なのか。先ほ

どの話では、知事は、今回のことは報道されて

初めて知ったということでしたね。そういう意

味では、まさに事務所の指示なのか、政策秘書

が自分で判断したことなのか、それを教えてい

ただきたいことと、また、返還したという120万

円が本当に返還されているか確認はされている

のか、お伺いいたします。

あくまで異業種交流会○知事（河野俊嗣君）

の事務局というのは、その職員個人として頼ま

れたものでございます。私ども事務所のほうと

して、それを把握し、また、その返還を支持し

たということではございません。異業種交流会

の解散に伴い、残金としてあった120万円を産廃

会社に返還したということを本人に確認してお

ります。

確認したというのは、それは○田口雄二議員

確実に何か口座に入れたとか、そういうもので

確認しているんでしょうか。

事務局長が確認したと○知事（河野俊嗣君）

ころによりますと、自分自身、本人が産廃会社

にそれを持参し、返還したということでござい

ます。

持参したということですね。○田口雄二議員

そういう意味では、ちょっと腑に落ちないの

は、300万円はまだ保留されておるのに、120万

円はしっかり受け取ったということですね。

異業種交流会へのいわ○知事（河野俊嗣君）

ゆる毎月10万の振り込みは、産廃会社から提供

されたものということでございます。300万円と

いうものは、元役員等の個人から会費として受

け取ったものでありまして、その個人に対し

て、今、申し入れをしておるところでございま

すが、受け取りに関して、先ほど申しましたよ



- 72 -

平成26年９月11日(木)

うに、保留されている状況でございます。

わかりました。このあたりで○田口雄二議員

質問は終わりますが、300万円はまだ手元にある

ということですので、受け取っていただいた時

点では、またはっきりと公表していただけたら

と思っております。よろしくお願いいたしま

す。

先ほども申し上げましたが、これまでの知事

の、親しみやすくスポーツマンで清潔感にあふ

れたイメージを持っている県民から見ると、な

ぜ知事がと意外に思った方も多いし、はっきり

言って、知事のイメージダウンになったのでは

ないかと思っております。県民の信頼回復に、

県政の課題解決に心血を注いで取り組んでいた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

それでは、次の質問に移ります。まず、国体

誘致の取り組みについてお伺いいたします。以

前より、国体誘致について、この議場でも質問

が出されており、また、各競技団体で話題と

なっていましたが、このたび、宮崎県体育協会

が一体となって、2026年に２巡目の国体誘致を

目指すことが確認されたようです。

第34回宮崎国体は、1979年、昭和54年に開催

されており、47年ぶりとなります。第34回国体

のテーマは「日本のふるさと宮崎国体」、スロ

ーガンは「伸びる心、伸びる力、伸びる郷

土」、選手宣誓は、日本の女子短距離界のホー

プ、前年に高校生で100メートルの日本記録を出

した宮崎工業高校陸上部の阿万亜里沙選手、県

民の大きな期待が集まった大会でしたが、直前

に県知事逮捕という県政を大きく揺るがした中

での開催となりました。松形県政のスタートの

ときとなりましたが、そういう事件があったか

らではありませんが、宮崎国体は台風の襲来で

予定が大きく狂い、競技にも支障が続出し、閉

会式が国体史上初の屋内で行われた、苦い思い

出のある大会でもありました。誘致を目指すこ

とがいよいよ決まりました。２度目の国体はす

ばらしい大会となることを期待したいものです

が、知事に２巡目の国体誘致に向けての取り組

みについてお伺いいたします。

昭和54年に本県で開催○知事（河野俊嗣君）

された、第34回国民体育大会「日本のふるさと

宮崎国体」でありますが、各県選手団と県民の

間に温かい友情を深め、数々の思い出と感動を

残し、そして本県のスポーツ振興の貴重な礎を

築いていただいたものと考えております。県と

しましては、２巡目国体を開催する場合には、

スポーツの振興はもとより、県民一人一人の健

康増進も含めた、スポーツランドみやざきにふ

さわしい大会、それを国内に、県外に向けても

しっかりと発信してまいりたいと考えておりま

す。国体招致に向けましては、検討しておく必

要のあるさまざまな課題があるところでござい

ます。県体育協会と連携を図りながら、機運の

醸成や競技団体等との調整、また並行して、さ

まざまな準備というものを進めているところで

ございます。

宮崎国体は、本県のスポーツ○田口雄二議員

施設が飛躍的に向上したのは事実ですが、宮崎

市以外の地域から見ると、宮崎国体から、県総

合運動公園を初めとする県央一極集中が始まっ

た苦い思い出があります。しかし、当時県内に

建設された県や各市町村のスポーツ施設は、多

くが老朽化しており、新たな建設やリニューア

ルが必要な状態です。国体を契機に、施設整備

を期待する声が大きくなってくるものと想像さ

れますが、２巡目国体を見据えて、スポーツ施

設の整備をどのように進めていくのか、知事に
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お伺いいたします。

県有スポーツ施設の多○知事（河野俊嗣君）

くが、昭和54年の宮崎国体前に、宮崎市の県総

合運動公園に整備したものであります。多くの

施設が30年以上を経過しているわけでありまし

て、厳しい財政状況であり、新たな施設の整備

というものが困難な中で、定期的な改修などに

よりまして、維持管理に努めている状況であり

ます。２巡目の国体も視野に入ってきておると

ころでありまして、市町村におけるスポーツ施

設の整備、これも以前と比べると、かなり進ん

でいる状況がございます。国体の各種目を、県

と市町村のどの施設で実施できるのか、また、

既存施設の改修や隣県の施設の活用、さらに

は、一時的な特設会場の設置も含め、どのよう

にすれば実施が可能なのかというようなことな

ど、総合的に検討していく必要があろうかと考

えております。

国体開催には多額の予算を必○田口雄二議員

要としますが、この厳しい県財政の中で、多く

の施設整備を行っていくことは、大変大きな負

担となります。しかし、市町村や各スポーツ団

体は、この大会の開催を契機に、スポーツ施設

の新設やリニューアルを希望するところが多く

あります。スポーツ施設整備を行う場合には、

かかる経費に国からの財政的な支援、補助があ

るのか、この件は教育長にお伺いいたします。

国民体育大会の競技○教育長（飛田 洋君）

施設については、国体の基本方針を決めている

日本体育協会が、国民体育大会開催基準要項細

則の中で、既存施設の活用に努め、新設・改修

等に当たっては、大会後の地域スポーツ振興へ

の有効な活用を考慮し、必要最小限にとどめる

ものと定めていることもありまして、国体のた

めの施設整備に係る国の補助金等はございませ

ん。しかしながら、施設の多くが老朽化してい

る本県の現状では、改修等の整備は必要だと考

えておりますので、その際に利用できる制度が

ないか、例えば社会資本整備総合交付金やスポ

ーツ振興くじ助成金などが活用できないか、研

究してまいりたいと考えております。

国が直接、財政的な支援もし○田口雄二議員

ないような大会を国体と言っていいのかなとい

うような、ちょっとやりきれない思いもいたし

ます。昨年開催の東京は別として、最近の国体

開催県も、本県同様の厳しい財政状況のところ

が多いかと思います。今回の２巡目までは受け

ざるを得ないのかもしれませんが、国体を今後

も継続して３巡目もやるのか、検討が必要では

ないかと私は思います。国体は、国全体の戦後

のスポーツ施設やインフラ整備、そしてスポー

ツの振興を図り、国民の体力向上等々、大きな

役割を担ってきたのかもしれません。しかし、

国や地方の状況を見る中で、国体の１巡目のこ

ろと現在では、開催の意味も大きく変わってき

たのではないでしょうか。

常に各スポーツの全国大会や地方大会が頻繁

に開催され、今さら国内のミニオリンピックみ

たいな国体を、多くの競技と競技者が一堂に会

して開催する意味があるのか、ちょっと疑問に

感じます。例えば、１県に大きな負担をかけて

開催するというより、南九州大会とか北部九州

大会として、地域で連携して開催等の工夫も、

今後は必要ではないかと思います。既に高校総

体は、このような形式で開催されるようになっ

たと聞いております。知事は、国体の３巡目以

降の開催について、国体の意義、開催形式につ

いてどうお考えか、お伺いいたします。

国民体育大会でありま○知事（河野俊嗣君）

すが、１巡目、２巡目という話がございまし
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た。それぞれの時代状況に応じて、施設の整備

状況なり、スポーツの振興、普及の度合い、さ

まざまな状況の違いがあろうかというふうに思

います。これまで国体に向けては、一般的に施

設の整備を図る、競技力の向上を図る、そのよ

うな取り組みが各県においてなされているとこ

ろでありまして、広く国民の間にスポーツを普

及し、アマチュアリズムとスポーツ精神を高揚

して、国民の健康増進、体力の向上を図る、そ

ういった大きな貢献、効果があったように考え

ておるところでございます。

ことしの長崎大会で、この国体は69回を迎え

るわけでありまして、約20年後の平成45年に

は、全都道府県の２巡目開催が終了する見込み

となっておるところであります。46年以降の３

巡目国体につきましては、今、議員からもいろ

んな御指摘がございました。そのようなことも

議論がまたあろうかというふうに考えておりま

すが、その時代の情勢に応じて、そのあり方に

ついては議論されることになるものと考えてお

ります。

九州知事会や全国知事会等で○田口雄二議員

も、今後の国体の開催について、議論の場を設

けていただきたいものです。また、他県はどの

ような工夫をしながら財源を捻出したのか、十

分御検討いただき、また、過大な期待を寄せら

れないように、市町村や各スポーツ団体には実

情を十分に御説明いただきたいと思います。

それでは、次の質問に移ります。医療・福祉

行政についてお伺いいたします。

まず初めに、認定こども園についてお伺いい

たします。子ども・子育て支援新制度が平成27

年４月からスタートし、子供にかかわる事業や

仕組みが大きく変わる見込みです。この制度の

目玉として、幼稚園と保育園の機能をあわせ持

つ認定こども園への支援を拡充し、普及させる

方針です。来年度から実施予定の認定こども園

の本県の現状と新制度に向けた見通しについ

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

本県における○福祉保健部長（佐藤健司君）

認定こども園は、平成26年４月１日現在で42園

となっておりまして、九州では、長崎県の56園

に次いで、２番目に多くなっております。平

成27年度からの子ども・子育て支援新制度への

移行の見通しにつきましては、先般、国及び県

で実施したアンケート調査によりますと、新た

に70近くの幼稚園・保育所が、認定こども園へ

の移行を希望しているとの結果が出ておりま

す。認定こども園は、親の就労状況にかかわら

ず、柔軟に子供を受け入れることができるな

ど、子育て支援の充実に資するものであります

ので、今後とも、希望する施設がスムーズに移

行できるように、認可手続の迅速化を図るな

ど、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

本県の認定こども園は九州で○田口雄二議員

２番目、全国的に見ても８番目に多く、非常に

移行に向けて積極的な県のようです。認定こど

も園は、幼稚園と保育園が併存する形で運営さ

れます。これまで幼稚園は文科省、保育園は厚

労省、新制度の導入で仕組みが変わることの影

響が考えられますが、園児や保護者が安心して

任せられる施設運営ができますように、御指導

よろしくお願いいたします。

自殺対策についてお伺いします。民主党政権

時の取り組みとして、大きく評価されていい政

策の一つが自殺対策です。平成24年に15年ぶり

に全国の自殺者数が３万人を下回り、２万7,766

人となりました。３万人と今まで簡単に口にし

てきましたが、県内でいうと、押川副議長の地
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元西都市、３万1,500人が毎年消滅するのと同じ

ぐらいの規模です。ものすごい損失です。平

成21年に創設された地域自殺対策緊急強化基金

により、市町村単位で自殺を防ぐ活動に取り組

みやすくなった効果が出ているなどと分析され

ているようですが、いまだに２万5,000人を超え

る自殺者です。引き続き対策は必要です。本県

においても自殺率が高く、長年の課題でありま

したが、同じ平成24年、ようやく16年ぶりに300

人を下回り、277人となりました。昨年度はさら

に減少しており、成果が出てきています。本県

の自殺者数が減少している要因について、福祉

保健部長にお伺いします。

自殺は、健康○福祉保健部長（佐藤健司君）

問題を初め経済問題などのさまざまな原因や動

機が複雑に関係して起こると言われており、自

殺者数が減少している要因を絞り込むことは難

しいと考えておりますが、平成18年の自殺対策

基本法の制定以降、国や各地方公共団体におい

て、さまざまな取り組みが継続的に行われてき

たところであります。本県におきましても、宮

崎県自殺対策行動計画に基づき、県、市町村、

関係団体等が一体となり、人材養成、相談体制

の充実、普及啓発活動など、総合的な自殺対策

を展開してきたところでありまして、このこと

が減少の要因の一つではないかと考えておりま

す。

きのう９月10日は「世界自殺○田口雄二議員

予防デー」で、10日からの１週間が自殺予防週

間です。当該期間中に集中的な啓発事業等の実

施を通じて、国民に自殺や精神疾患についての

正しい知識を普及啓発し、これらに対する偏見

をなくしていくとともに、命の大切さや自殺の

危険を示すサイン、また危険に気づいたときの

対応方法について、国民の理解の促進を図るこ

とを目的とするものです。平成19年に閣議決定

された自殺総合対策大綱で、国、地方公共団体

が連携し、幅広い国民の参加による啓発活動を

強力に推進することとされました。そこで、こ

の自殺予防週間での取り組みについて、福祉保

健部長にお伺いします。

県では、９○福祉保健部長（佐藤健司君）

月10日、昨日からの自殺予防週間におきまし

て、一人でも多くの県民の方に、命の大切さ、

自殺の危険を示すサインに気づいたときの対応

等を知っていただくために、市町村や関係団体

等と一体となって、相談対応や啓発活動を実施

しております。具体的に、今年度は、市町村や

関係団体が実施する相談窓口をまとめたリーフ

レットを県内に広く配布し、期間中一斉に相談

対応を行うとともに、先日は、県弁護士会や臨

床心理士会、自殺予防に取り組むＮＰＯ等に御

協力をいただきながら、法律・健康・福祉等の

幅広い悩みに応じるワンストップ相談会を開催

したところであります。さらに、精神疾患や自

殺予防等の正しい知識についてのパネル展や県

政番組、橘通りアーケードへのバナー設置等に

より、啓発を行っているところであります。

２年連続で300人を下回り、さ○田口雄二議員

らに減少していることは、大変喜ばしいことで

はありますが、全国的にはまだまだ自殺死亡率

は上位であります。昨年末から、私の親しかっ

た知人お二人が相次いで自殺しました。非常に

明るく自殺など想像もつかない方だったので、

なぜ人知れず悩んでいたことに気づいてやれな

かったのか、なぜ一言相談してくれなかったの

かと、無念な思いがしたものです。そこで、今

後の自殺予防対策について、福祉保健部長にお

伺いします。

本県における○福祉保健部長（佐藤健司君）
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自殺者数をさらに減らしていくためには、従来

の取り組みに加え、地域のきずなづくりや孤立

防止など、より地域に密着した対策を進めてい

く必要があると認識しております。このため、

今年度は、新たに、商工会議所、ＪＡなどの経

営指導職員や理容師・美容師に対し、気づきや

声かけに関する研修を実施するとともに、民間

事業者に日常業務の中で地域住民の異変を察知

してもらう「みやざき地域見守り応援隊」の活

動強化に取り組んでいるところであります。引

き続き、庁内関係部局とも連携しながら、市町

村や関係団体等と一体となって、住民一人一人

に寄り添うきめ細やかな対策を進め、自殺のな

い地域社会づくりに取り組んでまいりたいと考

えております。

昨日、厚生労働省の研究班の○田口雄二議員

自殺抑止の取り組みが紹介されており、いい効

果があらわれたことが新聞に取り上げられてい

ました。救命救急センターに搬送された自殺未

遂者に、医療や生活支援などの個別の問題に応

じた支援プログラムを提供したところ、６カ月

間は再発を抑止する効果が認められたようで

す。再発率が高く自殺の危険性が一番高い未遂

者への効果が高いと認められたことは、自殺者

の減少に大きくつながる対策となります。女性

や40歳未満の若者に大きな効果が認められたと

報じられていました。支援プログラム等も参考

にしていただき、貴重な命を一人でも多く救っ

ていただきたいと存じます。引き続き、自殺対

策の取り組み、よろしくお願いいたします。

次に、難病医療法の改正についてお伺いしま

す。原因がわからず効果的な治療法がない難病

と、小児がんなど子供の慢性疾患の医療費助成

の対象が拡大する、難病医療法と改正児童福祉

法が５月に可決・成立いたしました。難病につ

いては、制度が誕生してから42年ぶりとなる改

正で、指定難病を選定し、平成27年１月１日よ

り順次助成を始めるものです。医療費の自己負

担を３割から２割に引き下げる一方、軽症患者

を対象から外し、これまで自己負担がなかった

重症患者にも一定の負担を求めるものです。負

担額の上限は、症状や所得によって違います

が、最高でも３万円以下におさまるように変更

されました。具体的な対象疾患は、第三者委員

会となる厚生労働省の検討委員会が決めること

となりますが、現行の56疾患約78万人から約300

疾患約150万人に拡大する見通しです。先月、助

成を先行実施する第１次となる110の疾患を指定

難病として選定されました。残りの約190疾患

は、来年の夏までに指定される方針のようで

す。今回の法改正により、医療費助成対象疾患

が拡大されますが、本県の受給者数はどの程度

になるのか、お伺いいたします。

難病に関する○福祉保健部長（佐藤健司君）

施策は、これまで国の要綱に基づき実施されて

おりましたが、難病の患者に対する医療等に関

する法律、いわゆる難病医療法が、本年５月23

日に成立いたしまして、来年１月１日から施行

されることとなっております。法施行後は、医

療費助成の対象が56疾患から、来年１月には

約110疾患に、来年夏ごろをめどに約300疾患に

広がることになると聞いております。この約300

疾患に拡大した場合について、国が推計したデ

ータを本県に当てはめますと、本県の受給者

は、現在の約9,000人が約１万5,000人になると

見込まれております。

現在の患者数約9,000人から１○田口雄二議員

万5,000人となりますと、約6,000人増加という

ことになりますが、この財源は、消費税増税分

を充て、国と都道府県が半分ずつ負担すること
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になります。県の負担も当然ふえることになる

でしょうが、これまで治療法がなく、苦しみか

ら解放されず、資金的に困難に陥っていた難病

患者の皆さんが、少しでもよかったと思える法

改正となれば幸いです。

さて、難病医療法施行後は、医療費助成申請

に添付する診断書を難病指定医が作成すること

になります。県は、難病指定医の確保をどのよ

うにしていくのか、お伺いいたします。

難病指定医○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、原則として、学会が認定する専門医資格を

有すること、あるいは県が開催する資格研修を

終了していることが要件になっておりますが、

平成28年度末までの経過措置として、５年以上

の臨床経験のある医師は、申請により指定医と

なることができるとされております。県といた

しましては、県内各地域の医師に指定の申請に

係る案内を行うとともに、指定に必要な資格研

修を積極的に実施することにより、患者がより

身近な医療機関で安心して適切な医療が受けら

れるよう、指定医の確保に努めてまいりたいと

考えております。

難病指定医も都市部に集中す○田口雄二議員

るのではなく、難病を抱えた皆さんのことを考

えて、地域的にむらがなく、各自治体単位で最

低でも１人の難病指定医を設置できるよう、よ

ろしくお願いいたします。

昨年２月に、県北の難病患者で構成される県

北難病患者交流会が発足し、今回の法改正によ

り、名称を県北難病交流会と改め、16人の会員

で新たにスタートしました。定期的に開催され

る交流会では、難病を抱える者同士が安心して

思いを語れる共有の場所、触れ合いの場所とし

て開催されています。病状の苦しさや悩みをみ

んなに聞いてもらい、また、参加者からいろい

ろなアドバイスをいただいたりするなど、さま

ざまな情報交換が行われています。

また、先日は、県北難病交流会が開催した

「小児難病のお母さんたちとの懇談会」、これ

には太田議員、後藤議員とともに参加させてい

ただき、日向市の３人のお母さんたちと意見交

換をさせていただきました。お母さん方から

は、高齢者の施設はふえているが、障がい者や

難病の施設が少ない、その数少ない障がい者や

難病施設も、障がいや症状が重くなると、施設

側から「もう責任が持てないので出て行ってほ

しい」と言われる、障がいや難病を持つ子供が

いると、その子から手が離せず、他の子供に

構ってやれず、かわいそうでならない等々、本

当に苦しい現実を聞かされました。

しかし、そのお母さん方も、同様の境遇の皆

さんと意見交換する場で話をすることにより、

気持ちがすごく楽になり、いい制度があるのに

全く知らず、意見交換の場で初めて知ったこと

など、交流会の大切さを訴えています。また、

災害時の救助のことを考えると、自分一人では

とても子供を連れて逃げることができない、近

所の方に手助けをしてもらわなければならな

い。我が家の実情を近所の皆さんにわかっても

らうためにも、地域行事を初めさまざまなイベ

ント等に、子供さんとともに積極的に参加する

ようになったとの御報告もありました。

ただ、このお母さん方は非常に前向きな方々

でしたが、難病のお子さんを抱え、ひとりで相

談相手もおらず、悩みながらいろいろな助成が

あることも知らず、ひっそりと暮らしているお

母さんがいると思うと、気が重くなります。懇

談会に参加したお母さん方も、人知れず悩んだ

り苦しいお母さんたちを交流会等に参加させた

いが、個人情報保護法の関連で貴重な情報がも
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らえず、案内することができず、悔しい思いを

していることをお聞きしました。

そこで、日向市・東臼杵郡障がい者自立支援

協議会ハンドｉｎハンド部会主催の障がい児者

のママ・パパのおしゃべり会「ほっとカフェ」

の取り組みを御紹介します。いろいろな子育て

があるのだとお話しする場をつくりたいと

「ほっとカフェ」を企画。「子育てに悩みはつ

きものです。必要なのは、共感し合える仲間で

す。子育てが親にとっても楽しいものになるよ

うお話ししましょう。先輩のママ・パパからの

いろいろなアドバイスが聞けますよ。学校の先

生や相談支援専門員なども参加します。何でも

御相談ください」と、パンフレットには記載さ

れています。２カ月に１度開催しているようで

す。福祉保健部においても、各地域ごとに、障

がいや難病の皆さんや難病のお子さんを抱えた

お母さんたちの意見交換の場となる交流会への

御案内や開催等をぜひとも御一考いただきたい

と、そのように思っております。

次に、林務行政についてお伺いいたします。

日本最大の製材会社「中国木材」が、日向市

細島で６月より試運転を進めてきましたが、い

よいよこの秋から本格稼働を始めます。設備投

資額約100億円、バイオマス発電事業まで入れる

と、160億円と巨額です。従業員雇用計画は、全

事業で250名です。日本有数の森林資源を有する

宮崎県に、間もなくの高速道路の全線開通を見

込み、また良質の港湾、そして広大な土地があ

ることを認識して、みずから選択して来てくれ

たのは、実にありがたいことです。しかし、本

県の既存の製材業者とは余りにも体力が違い過

ぎ、本県製材工場は大丈夫なのかと心配する声

も聞こえてきます。そこで、中国木材の日向工

場が間もなく本稼働に入りますが、県内製材工

場の原木調達への影響はないのか、環境森林部

長にお伺いいたします。

中国木材につ○環境森林部長（徳永三夫君）

きましては、杉を中心に、年間30万立方メート

ルを消費する計画となっております。そのう

ち、小径木などの未利用材を含めまして、約20

万立方メートルを県内から調達することとなっ

ております。御指摘の地元製材工場への原木供

給につきましては、本県の年間素材生産量が、

この５年で30万立方メートル以上増加している

ことや、中国木材と３つの林業団体が安定的な

供給について覚書を締結しておりますので、そ

の影響は少ないものと考えております。県とい

たしましても、中国木材の進出は、本県の林業

・木材産業にとりまして好機と捉えております

ので、原木の流通など、今後の動向を見きわめ

ながら、地元製材工場と連携・共存できるよ

う、適切に対処してまいりたいと考えておりま

す。

以前、中国木材の伊万里工場○田口雄二議員

を会派で視察したことがあります。伊万里工場

に運ばれる原木は、多くが宮崎を中心とする南

九州からであると御説明をいただきました。つ

まり、伊万里や大分県の佐伯工場に流れていた

本県の原木が日向工場にかわると理解すればい

いのか、高い物流費が抑えられると理解すれば

いいのか。ただ、余りに取扱量が大きいもので

すから、ぜひソフトランディングできるように

十分注視しながら、対処していただきたいと思

います。

昨日も質問されましたが、森林整備加速化・

林業再生事業が今年度で終了する予定です。林

業県の本県にとっては、豊かな森林資源の有効

活用によって、林業再生に大きく寄与していま

す。木造公共施設等の整備、県産材の利用拡大
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などに大きな影響を与えます。この事業継続要

望について、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

森林整備加速○環境森林部長（徳永三夫君）

化・林業再生事業は、平成21年度の事業創設以

来、県内の39件の木造公共施設の整備に活用さ

れるなど、県産材利活用の推進に大きく貢献し

ております。この事業が終了いたしますと、県

産材の需要拡大はもとより、林業・木材産業の

成長産業化に向けた取り組みが減速し、本県の

経済活動にも大きな影響を及ぼすことが懸念さ

れます。このため、事業の継続を求める意見書

の採択など、県議会の皆様にもお力添えをいた

だきながら、県といたしましても、知事を先頭

に、あらゆる機会を通じて、事業の継続・拡充

を国に対して強く働きかけているところでござ

います。

新大臣も何かそのようなこと○田口雄二議員

を言っているとはお聞きしましたが、継続して

いただくことがまず第一です。森林整備加速化

・林業再生事業がもし仮に継続されなかった場

合には、県としてどう対処していくのか、お伺

いいたします

加速化事業に○環境森林部長（徳永三夫君）

つきましては、今後とも、県議会の皆様の御理

解と御協力を得ながら、継続・拡充に向けて、

強く国に要望してまいる考えであります。ま

た、事業継続の有無にかかわらず、公共建築物

等の木造化・木質化の促進は、本県林政の重要

な政策課題でありますので、国の補助事業等の

活用も含めて、必要な予算の確保に努めてまい

りたいと考えております。

しっかりよろしくお願いいた○田口雄二議員

します。

次に、地域活性化について何点かお伺いいた

します。

東九州道が延長されたことで、県内の人や物

の流れが大きく変わりつつあります。そのよう

な中、今回、西日本高速道路から、本県にとっ

て大変ありがたい企画が発表されました。九州

で初めての地域連携周遊割引「東九州自動車道

大分・宮崎ドライブパス」の実施です。この周

遊割引はＥＴＣ車限定で、大分県と本県内の高

速道路が、連続最大３日間または４日間、定額

で乗り放題となります。広島、山口、北九州、

福岡、長崎、熊本、鹿児島の各エリアから、ま

た、飛行機やフェリーでお越しになる方への空

港・フェリー限定も用意されているようです。

東九州自動車道を活用した観光誘客キャンペー

ンとして、大分・宮崎ドライブパスが９月から

始まりますが、具体的な内容と、県としてはこ

の企画をどのように活用していくのか、商工観

光労働部長にお伺いします。

大分・宮○商工観光労働部長（茂 雄二君）

崎ドライブパスは、九州各県や広島県などから

の観光客を対象に、本県及び大分県内の高速道

路が一定期間、定額料金で乗り放題となる大変

お得なキャンペーンとなっており、９月20日か

ら12月21日までの約３カ月間、実施を予定して

おります。このキャンペーンでは、高速道路の

料金割引とともに、県内の宿泊施設や観光施設

に御協力いただき、商品価格の割引や県産品の

プレゼントなど、利用者への特典も準備してい

るところであります。また、キャンペーンの周

知が重要でありますことから、大分県やＮＥＸ

ＣＯ西日本、九州観光推進機構などと連携を図

りながら、ＰＲを展開していく予定にしており

ます。

具体的には、ポスターやチラシの作成に加

え、キャンペーンブックを作成し、両県の魅力
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的なイベントや「食」などを紹介しますととも

に、新聞や情報誌、ウエブサイトへの広告掲載

など、メディアを活用して幅広くＰＲを行い、

利用促進に取り組むことにしております。県と

いたしましては、これらの取り組みにより、県

外から多くの観光客を呼び込み、県内のさまざ

まな観光地に足を運んでいただくきっかけにな

ることを期待しているところであります。

ちょうど大分県と宮崎県をま○田口雄二議員

たいで、今「東九州伊勢えび海道」も始まった

ところです。季節もちょうどいいですし、観

光、そしておいしいものをたくさん食べに来て

ほしいものだと思っております。また、同じく

西日本高速道路から、約３カ月間の限定で、外

国人に向けた、九州７県内の定額で乗り放題に

なるサービスも発表されました。西日本高速道

路では初の企画で、割安料金にして、九州に外

国人旅行者をふやす目的のようです。先ほどの

ドライブパスとともに、ありがたい企画であり

ます。

今、私どもには、２車線の高速道路を早く４

車線にしてほしいという声も大きく、要望しや

すい環境づくりのためにも、少しでも通行量を

ふやさなければならない。そういう意味では、

この２つのキャンペーンが大成功となりますよ

う、県当局の皆さんの御尽力をよろしくお願い

いたします。

同じく高速道路の開通に関しての質問です

が、北部九州には、日本を代表する主要な自動

車メーカーが集積しています。北部九州におけ

る県内自動車産業関連企業の取引拡大のため、

営業、情報収集・発信拠点として、フロンティ

アオフィスが８月初めに開所されました。県内

自動車産業関連企業に低料金で貸し出して、ま

た、現地自動車メーカーの職員等を取引推進ア

ドバイザーとして配置し、販路開拓等の支援を

行うものです。東九州自動車道の開通を契機と

して、県は自動車産業北部九州フロンティアオ

フィス運営事業に取り組んでいますが、その現

状を商工観光労働部長にお伺いいたします。

自動車産○商工観光労働部長（茂 雄二君）

業北部九州フロンティアオフィスにつきまして

は、東九州自動車道の開通を契機に、自動車産

業の集積が進んでいる北部九州の福岡県豊前市

に、本県自動車関連企業の活動拠点として設置

したところであり、現在、３社が入居しており

ます。去る８月４日には、知事、県議会議長や

自動車メーカー各社、国、地元自治体等の関係

者にも多数出席いただき、開所式をとり行った

ところであります。あわせまして、ダイハツ九

州株式会社に、販路開拓に向けてのトップセー

ルスも行ったところであります。

また、北部九州の自動車メーカーから、現役

の社員の方を随時アドバイザーとして派遣いた

だくなど、入居企業へのソフト面での支援がで

きる体制も整えており、現在、入居企業は、こ

れらの助言・指導等を受けながら、取引開拓に

向けて積極的に活動を展開しているところであ

ります。県といたしましては、オフィスを最大

限に活用しながら、北部九州の自動車産業との

取引拡大を推進し、本県の自動車産業の振興に

努めてまいりたいと考えております。

大分の中津にありますダイハ○田口雄二議員

ツ自動車の専務さんより、「宮崎と近くなった

ので、ぜひおつき合いしたい」とのお言葉をい

ただいたことも伺いました。今回、執行部から

いただいた資料を見てみますと、県内にこんな

にも自動車関連産業があったのかと驚きまし

た。70近くの企業で、改めて自動車関連産業の

裾野の広さを実感させられました。一日も早く
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実績が上がることを期待いたします。

次に、ＩＲ、カジノ併設の総合型リゾートに

ついて質問いたします。先日、世界最大のカジ

ノ運営企業、ラスベガスのＭＧＭリゾーツ・イ

ンターナショナルのミュレン最高経営者のイン

タビューが、朝日新聞に掲載されていました。

日本でカジノが解禁されれば、50億ドル（5,100

億円）投資する用意があると表明しました。日

本は有望な市場で、複数都市にカジノができれ

ば、400億ドル（約４兆1,000億円）、アメリ

カ、マカオに次ぐ市場規模になるとの見通しを

示しました。治安の悪化やギャンブル依存症増

加への懸念には、「カジノは施設の一部、ラス

ベガスでは売り上げの約８割がカジノ以外であ

る」と強調しています。

しかし、反面、厚生労働省の研究所は、ギャ

ンブル依存症の人が成人人口の4.8％、約536万

人に上るとの推計を発表しています。この数値

は、海外の調査と比較しても、非常に高い数値

となっています。ラスベガスのＭＧＭは、大阪

を有力候補にしてはいますが、ＩＲ導入につい

て、知事のお考えを伺います。

統合型リゾート、いわ○知事（河野俊嗣君）

ゆるＩＲにつきましては、投資や雇用、観光誘

客など、地域経済にもたらす効果・影響に大変

興味・関心を持っているところでありまして、

私としましては、本県におけるＩＲの実現に向

けて、国の区域認定を視野に入れ、前向きに検

討してまいりたい、これが基本的な考え方でご

ざいます。秋の臨時国会では、ＩＲ推進法案に

つきまして、具体的な審議が始まることとなっ

ております。今後、ＩＲ推進法案の成立、施行

後の実施法案の検討過程において、重要かつ具

体的な内容が明らかになってくるものと考えて

おります。その中で、議員御指摘のように、地

方でも実現可能であるのか、都市型の大規模な

投資があるもの、それから地方型と、さまざま

なパターンがあるようでございますが、それが

可能なのか、また、依存症対策などＩＲ導入の

前提となる健全性・安全性が確保される制度設

計等がなされるのか、そういった点に注視して

いく必要があると考えております。

ありがとうございました。○田口雄二議員

次に、古事記と日本書紀の編さん1300年記念

事業が３年目に入りましたので、このことにつ

いてお伺いいたします。2012年度から2020年度

までの９年間で取り組む事業「神話のふるさと

みやざき温故知新ものがたり」の進捗状況につ

いてお伺いいたします。スタート当初は、準備

不足やＰＲ不足から、順調な滑り出しとは言え

なかったと思います。しかし、この間、私ども

は、会派や常任委員会の視察調査で、奈良県や

島根県の取り組みを見てまいりました。特に出

雲大社を目玉とする島根県は、非常に盛り上

がっており、60年ごとの式年遷宮とも重なり、

観光客も押しかけており、少し焦りを覚えたも

のでありました。

しかし、本県においても、いろんなイベント

等が企画実行され、少しずつ県民の認識も上が

り、観光客増にもつながってきたと思います。

このまま順調に推移してくれればと思っていま

したが、最近、尻すぼみと言っては失礼です

が、活動がおとなしくなったのではないか、余

り発信されていないようにも見えますが、記紀

編さん1300年記念事業の現在の取り組み状況

を、商工観光労働部長にお伺いします。

記紀編さ○商工観光労働部長（茂 雄二君）

ん記念事業の目標は、奈良、島根に並ぶ「神話

のふるさと」として、本県のブランド確立を図

るとともに、それを地域づくりや観光振興など
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につなげていくことであると考えておりまし

て、そのためには、まず「神話の源流がここ宮

崎にある」というイメージを県内外にいかに浸

透させるかということが何よりも大切でありま

す。そこで、ブランドイメージをアピールする

ためのポスター「神話の源流へ。」や、河瀨直

美監督によるプロモーション映像「美しき日本

宮崎」を制作しまして、県内外に発信してお

ります。

また、県外におきましては、首都圏の大学や

神話ゆかりの県と連携しました講座やシンポジ

ウムなどのほか、先月、九州国立博物館におい

て開催しました神楽イベントなど、さまざまな

仕掛けで、本物を見せること、本質を感じても

らうことに重点を置いて取り組んでいるところ

であります。県内におきましては、県民向けの

リレー講座や講演会、小中高生向けの出前授業

であります「記紀みらい塾」、さらに西都原考

古博物館での特別展の開催など、本県の神話や

神話にまつわる遺跡・史跡などの意義や価値を

しっかりと理解し、語り部となっていただける

よう取り組んでいるところであります。

ありがとうございます。本県○田口雄二議員

内では大きなイベントはありませんが、県内外

ではいろいろな取り組みをしているということ

がわかりました。尻すぼみなどと言って大変失

礼いたしました。私の地元延岡も古事記の舞台

の一つで、私自身は地元の歴史や神話に非常に

関心を持っています。ただ、延岡市民が余り関

心がなく、延岡には自慢するものがないとよく

言われるのが悔しいです。私ももっと地元で啓

発してまいりたいと思っております。ただ、島

根県は、皇室からお嫁さんが行かれて、またブ

ームになるというのはちょっと悔しい思いがし

ておりますけれども、これはお祝い事ですか

ら。

次に、記紀編さん記念事業の今年度の新たな

取り組みと、今後はどのような取り組みを行っ

ていくのか、商工観光労働部長にお伺いしま

す。

本県に関○商工観光労働部長（茂 雄二君）

心を持たれる方をふやしていくという視点で

は、首都圏の大学との連携講座について、昨年

度は、明治大学と東海大学の２校でありました

が、今年度は、早稲田大学、東京藝術学舎を加

えまして、４校で開催いたしますほか、奈良県

で開催の「大古事記展」、あるいは首都圏での

神楽の公演などを新たに行うこととしておりま

す。また、東京オリンピック・パラリンピック

競技大会の開会式セレモニーでの「天岩戸開

き」の採用について、関係機関へのアピールを

行ったところであります。

このほか、県民向けのリレー講座につきまし

ては、新たに、神社で宮司の話を聞くことがで

きるフィールドワークを追加するとともに、小

中高生向けの出前講座につきましては、開催校

を３校から５校にふやす予定であります。中で

も、延岡高校におきましては、昨年、文化勲章

を受章されました日本古典文学研究者の中西進

氏が、全国で展開されております「万葉青春

塾」とのコラボ事業として開催することとして

おります。今後も、県内外、そして国外へ向け

ましても、「神話の源流・宮崎」というブラン

ドイメージを浸透させていくため、さらに工夫

を加えながら取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

東京オリンピック・パラリン○田口雄二議員

ピックの開会式で天岩戸開きが行われました

ら、それは大変大きなニュースになると思いま

す。昭和39年の東京オリンピックの聖火リレー
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のスタートが、宮崎の平和台公園が起点の一つ

でした。そういう意味では、今回、天岩戸開

き、聖火リレーの起点をあわせて、同様の要望

をしっかりアピールしていっていただきたいと

思います。

次に、県などが主催して始まった神話巡りバ

スツアーの現在の状況を、商工観光労働部長に

お伺いします。

神話巡り○商工観光労働部長（茂 雄二君）

バスツアーにつきましては、平成24年１月にワ

ンコインバスツアーとしてスタートしておりま

すが、昨年度は、料金も含めまして、立ち寄り

先の見直しや御当地グルメの採用など、全面的

な見直しを行ったところであります。高千穂コ

ース、宮崎・西都・西米良コース、県南コー

ス、県西コースの４コースで運行し、１年間の

運行回数は274回、参加者数は7,465人、１回当

たりの平均参加者数は27.2人となっておりま

す。

さらに今年度は、東九州自動車道開通のメ

リットを生かしまして、新たに都農・日向・延

岡コースを新設しまして、全部で５コースを設

定いたしますとともに、各コースを運行期間を

区切って運行するというリレー方式で、６月か

ら実施しております。８月末時点の実績につき

ましては、運行回数は23回、参加者数は892人、

１回当たりの平均参加者数は38.8人となってお

りまして、昨年度以上に好調に推移していると

ころであります。

ありがとうございました。非○田口雄二議員

常に順調にいっているようで安心いたしまし

た。

記紀編さん1300年、宮崎県再置県130年等、13

という数字がここ数年、本県のキーワードと

なってまいりましたが、来年は若山牧水生誕130

年を迎えます。国民的歌人「牧水」は、北海道

から沖縄までの全国に300近い歌碑が建立され、

２番目に多い石川啄木が170基ほどですので、い

かに国民に広く愛されているかわかります。牧

水生誕の地「日向市」や、青春多感な時期を過

ごした延岡市では、これまでもいろんな行事が

進められてきました。

また、日向市では４年前から、高校生によ

る31文字の真剣勝負、「牧水・短歌甲子園」九

州沖縄大会を開催してまいりました。第４回と

なる今回からは全国大会へとグレードアップ

し、牧水の誕生日となる８月24日、全国の48チ

ームから予選通過した12チームが参加し、熱戦

が繰り広げられております。また、同じ８月24

日に、牧水シンポジウム「繁が牧水になった

町」が延岡で開催され、会場いっぱいの皆さん

が駆けつけ、牧水に対する関心も大きくなって

きております。

県でも、県教育委員会、延岡市、日向市から

構成される若山牧水賞運営委員会が主催する

「若山牧水賞」が平成８年に創設されました。

以来、短歌文学の分野で大きな功績を残された

歌人に贈られる賞として広く認められてきたと

ころです。そこで、来年、若山牧水の生誕130年

を迎えることとなりますが、県としては、何か

記念となるイベント等を企画する予定はないの

か、総合政策部長にお伺いいたします。

若山牧水○総合政策部長（橋本憲次郎君）

は、旅と酒を愛し、短歌文学史に偉大な足跡を

残した本県出身の国民的歌人でございます。県

では、ただいま御紹介いただきましたように、

若山牧水の生誕110年を機に、若山牧水賞を創設

いたしまして、短歌文学の分野で傑出した功績

を上げられた方に賞を贈ることで、我が国の短

歌文学の発展に寄与するとともに、県民の心豊
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かな文化意識の高揚と本県のイメージアップを

図ってきたところでございます。若山牧水の生

誕130年となります平成27年度は、若山牧水賞に

おきましても、第20回を迎える節目の年であり

ますことから、県といたしましても、日向市、

延岡市など関係市、また関係団体と連携しなが

ら、さまざまな記念事業を検討してまいりたい

と考えております。

ぜひよろしくお願いいたしま○田口雄二議員

す。

次に、香港エアラインの宮崎就航についてお

伺いいたします。ここのところ、宮崎県の観光

推進にいい報告が重なっています。先ほどの高

速道のドライブパス、プロ野球のオリックスの

春季キャンプが宮崎市で実施されること、ま

た、ＪＲ九州がこれまでの要望活動でも難しい

と言っていたＩＣカードの利用が宮崎市で始ま

ること、そして、今回の香港航空の宮崎―香港

線の就航のニュースです。知事を初め、御苦労

いただいた関係各位の皆さんに、心から敬意を

表したいと思っております。

実は、宮崎、鹿児島、熊本の南九州３県議会

観光議員連盟は、合同でお盆明けに香港・マカ

オに観光調査に伺いました。宮崎、鹿児島の両

県議会は、この４月から就航した香港航空の鹿

児島―香港線を往復ともに利用いたしておりま

す。往復とも機内の乗客は、９割方は香港の皆

さん方でした。鹿児島空港では、大きなお土産

をみんなが手にしており、特に果物や農産物の

箱を積み重ねて持ち帰る状況は、日本人にはな

い光景で、特に印象的でした。

日本に香港人を一番旅行者として送り出して

くれています香港のＥＪＬツアーの袁社長と今

回も意見交換をしてまいりました。香港―鹿児

島線の170席ほどのうち、100席をＥＪＬツアー

で確保しており、94％の搭乗率を誇っており、

円安も後押ししているとのことでした。南九州

を４泊５日で回るコースが大人気のようで、袁

社長に「南九州のどこがいいのでしょうか」と

伺ったところ、「豊かな自然と食事、そして何

といっても南九州の人々の人情です」と、うれ

しいことを言ってくれました。宮崎では最高の

おもてなしをしてやらなければなりません。そ

こで、香港航空の宮崎―香港線の就航を踏ま

え、今後、香港からの誘客対策をどのように取

り組んでいくのか、これは知事にお伺いいたし

ます。

宮崎―香港線の就航で○知事（河野俊嗣君）

あります。香港からの観光客の増加が大いに期

待されるということでありますし、農産物等の

輸出拡大に向けた弾みにもなるということで、

県が進めております東アジア経済交流戦略にお

いて、非常に大きな前進であると考えておりま

す。中でも、香港というのは、訪日旅行のニー

ズが非常に高い、リピーター率も高い市場であ

る。また、来日された後の買い物、また飲食

代、ほかの国の方と比べても、大変多額のお買

い物等をされるということでありまして、経済

効果も大いに期待されるところでございます。

本県の豊かな自然環境や食文化など多彩な魅力

を生かして、そして、おもてなしの精神という

ことで、いかに香港から宮崎に誘客するか、そ

して満足して帰っていただけるか、大変重要な

ポイントであろうかと考えております。

県としましては、香港事務所の機能を最大限

に生かしながら、同じく香港航空が就航してお

ります鹿児島県や、九州全体の観光推進機構な

どと連携した観光キャンペーンを効果的に実施

することで、まずは香港での本県や南九州の認

知度を高めてまいりたいというふうに考えてお
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ります。さらなる誘客促進に取り組むととも

に、おもてなしの体制づくりに努めてまいりた

いと考えております。

今、知事が言われましたよう○田口雄二議員

に ＥＪＬツアーの社長も言われておりまし―

たが 香港の人たちは、非常に日本、そして―

日本の食事や買い物が大変大好きだと。10回以

上も来ているリピーターも珍しくなくて、人に

よっては20回も来ている方もいるというぐら

い、すごく日本を愛してくれております。ぜひ

宮崎にほれ込んでいただくように頑張って、宮

崎にリピーターとして何度も来てもらうように

していかなければならないと思っております。

また、香港の人たちには、沖縄や軽井沢で結

婚式を挙げることが大人気のようでして、沖縄

は自治体が婚姻届も受け付けるようです。いつ

までも思い出の地になりますので、リピーター

になります。また、ロケーションでは宮崎も負

けないと思いますので、このあたりのノウハウ

もうまく勉強していかなければなりません。以

上で地域活性化の質問は終わります。

次に、農政水産行政について伺います。

悪夢のような口蹄疫の終息宣言から、原因が

わからないまま４年が経過いたしました。幸い

口蹄疫は日本においてどこにも感染していませ

んが、同じ家畜の豚にＰＥＤが全国的に発生

し、本県もまたしても大きな被害です。隣の熊

本では鳥インフルエンザが発生し、これからは

まさにウイルスとの闘いが続くことになりま

す。韓国では口蹄疫が再発しており、いつまた

日本に上陸してくるかわかりません。韓国にお

ける口蹄疫の発生状況と、本県の防疫体制はど

うなっているのか、農政水産部長にお伺いしま

す。

韓国は、本年○農政水産部長（緒方文彦君）

５月、国際機関である国際獣疫事務局から、ワ

クチン接種による口蹄疫の清浄国に認定されて

おりましたが、本年７月23日に３年３カ月ぶり

に口蹄疫が発生し、８月６日までに３カ所の養

豚農場で確認されております。

県としましては、今回の韓国での発生を受け

まして、直ちに家畜防疫情報メール等により、

畜産農家等に発生情報の提供及び注意喚起を行

いますとともに、空港や港湾などの水際防疫の

一層の徹底を図ったところであります。また、

緊急の家畜防疫対策会議を開催し、市町村、畜

産関係者等に対し、農場及び畜産関係施設の防

疫の徹底や、さらなる防疫意識の向上に努める

よう要請したところであります。

本県では、４年前の口蹄疫の発生以降、防疫

対策の強化に取り組んでおりますが、近隣諸国

を見ますと、口蹄疫ウイルスの侵入リスクが依

然として高い状況にありますので、引き続き、

市町村及び関係機関と連携し、二度と口蹄疫を

発生させないよう、地域一体となった防疫体制

の強化に努めてまいりたいと考えております。

今回の質問でわかったことな○田口雄二議員

んですが、韓国がワクチン接種で口蹄疫の清浄

国になっているということです。日本と違っ

て、口蹄疫のウイルスがなくなっているのでは

なくて、牛・豚に、かからないようにワクチン

を打っている。ですから、ウイルスが韓国本土

からなくなったわけではないということです

ね。だから、逆に言えば、韓国にはウイルスが

まだあるというわけで、今回かかったのは、ど

うも何かワクチンの接種漏れがあったのではな

いかと言われているようです。そういう意味で

は、非常にまだ危険であるということですの

で、ぜひともお願いしたいんですが 最近は―

温暖化のせいか、東京では今、デング熱の発生
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で戦々恐々としています。宮崎での３度目の発

生は必ず阻止をお願いしたいと思っておりま

す。

次に、魚についてお伺いしますが、カワハギ

の完全養殖についてお伺いいたします。フグに

似て美味のカワハギを卵から育てる完全養殖

に、九州各地が取り組んでいます。カワハギの

安定量産化を目指し、2000年代に人工種苗の研

究が大分県を先頭に九州各県で広がり始めまし

た。カンパチやブリは出荷までに約２年半かか

りますが、カワハギは１年から１年半で出荷が

見込めます。しかも、カンパチやブリ、マダイ

などは、養殖が一気に広がり、値崩れが起きて

います。

そんな中、卵から稚魚にする種苗生産と量産

化に取り組んできた宮崎県水産振興協会が、５

年前から稚魚の養殖に取り組み始め、他県に先

んじて、高い生存率と量産化にめどがついたと

お聞きしました。また、宮崎の温暖さが、この

カワハギ養殖の強みでもあるようです。水温

が13度から14度以下になると餌を食べなくな

り、12度以下になると死んでしまうようで、冬

場でも水温が大きく下がらない宮崎に適してい

ます。このままうまく量産体制が整えば、新た

な宮崎ブランドにもと期待したくなります。カ

ワハギの人工種苗の量産化技術開発について、

その成果と今後の取り組みについて、農政水産

部長にお伺いします。

養殖カワハギ○農政水産部長（緒方文彦君）

は、大きな肝とフグに似た身の食感が好まれ、

高値で取引されておりますが、天然種苗の確保

が不安定であることから、人工種苗生産による

安定供給が求められておりました。そこで、県

では、平成21年度から25年度まで、人工種苗の

量産化技術開発を一般財団法人宮崎県水産振興

協会に委託し、目標とする10万尾以上の安定供

給が可能となりました。

また、水産試験場におきましては、養殖現場

での課題を解決する研究に取り組みまして、養

殖技術のマニュアル化や、安定生産の大きな課

題である魚病対策のための市販ワクチンの有効

性確認も行ったところでございます。カワハギ

は、飼育に手間がかかる魚種ではありますが、

御指摘のとおり、水温の高い本県に適した一面

もございますので、今後は、種苗の安定供給を

行うとともに、得られた成果をもとに養殖指導

を行い、多彩な魚種展開による本県養殖業の振

興を図ってまいりたいと考えております。

流通、そして生産も考慮して○田口雄二議員

いただきまして、ぜひ宮崎ブランドとして育て

ていただきますように、よろしくお願いいたし

ます。

次に、チョウザメについてお伺いします。日

本一のチョウザメ養殖の本県、しかも他県にな

いシロチョウザメで、昨年末に販売されました

キャビアは、全国的にもニュースとなりまし

た。キャビアはまだ生産量も少なかったので、

あっという間に売れてしまい、県内でもキャビ

アを口にすることができた方は、ほんの一部で

した。ただ、すぐにこの生産量をふやそうに

も、卵がとれるまで長い期間が必要ですので、

すぐには増産がかなわないというもどかしさが

あります。チョウザメ養殖の課題と今後の対応

について、農政水産部長にお伺いします。

現在、本県の○農政水産部長（緒方文彦君）

チョウザメ養殖は、21業者が年間約２万尾の稚

魚を池入れする規模に拡大しまして、昨年11月

には、キャビアの発売に至るなど、順調に推移

しているところでございます。しかしながら、

養殖経営におきましては、キャビアによる収入



- 87 -

平成26年９月11日(木)

が得られるまでに長い期間を要することから、

養殖コストの削減や、今後、徐々に増加する

キャビアの生産量に合わせた販路の拡大が、重

要な課題となっております。このため、県にお

きましては、シベリアチョウザメなどの養殖期

間の短い種類の種苗生産技術や、雌のみを生産

する技術の開発に取り組むとともに、国内市場

における販路を固めつつ、海外も視野に入れ

た、さらなる販路の拡大に努めてまいりたいと

考えております。

新たな魚種も追加して２万尾○田口雄二議員

体制までできているようですが、先日いただい

た資料では、確かに稚魚の配付は増加している

のですが、業者数が昨年と同数です。２万尾の

体制、多分これは100億円産業にしようと思った

ら、この何倍かまた必要になるのではないかと

思いますが、広範囲に業者の確保も必要です。

業者の確保対策はどうなっているのか、農政水

産部長にお伺いします。

チョウザメ養○農政水産部長（緒方文彦君）

殖の新規参入につきましては、養殖施設や水源

の確保はもとより、養殖期間が長く、運転資金

の調達が必要なことから、参入希望者の相談に

丁寧に対応しながら進めているところでござい

ます。県といたしましては、今後の生産拡大に

向けて、的確な情報提供や養殖期間の短縮な

ど、参入しやすい環境の整備に取り組んでまい

りたいと考えております。

今までは転職等を進めており○田口雄二議員

ました建設業者も、最近は忙しくなってきてお

ります。酸素不足に弱いチョウザメは、いつも

豊富な水を必要としています。業者選定と水資

源確保も考えながら取り組んでいただきたいと

思います。

次に、加工用米について伺います。国の農業

政策の変化で、加工用米に注目が集まっていま

す。本年の計画では、680ヘクタール3,200トン

でしたが、各市町村の計画書では、1,200ヘクタ

ール5,500トンの見込みです。大幅増ではありま

すが、焼酎製造に使用される量は、県内でこの

４～５倍必要なようであります。圧倒的に使用

するのは、生産量日本一の霧島酒造ですが、焼

酎製造に全て県内産が使用されているわけでは

ありません。まだまだ需要はかなりあります。

今後、加工用米をどのように推進していくの

か、農政水産部長にお伺いします。

県では、加工○農政水産部長（緒方文彦君）

用米の推進に当たりまして、県内で確実な需要

が見込まれる焼酎原料用を基本に、安定的に供

給できる体制を確立するため、本年２月に、

県、経済連、酒造メーカーとの間で「県内産焼

酎原料用加工用米の生産と利用の拡大に関する

協定」を結びますとともに、単価が低くても農

業所得が確保できるよう、収量の多い品種の普

及に向けて、種子の確保や現地実証を行ってき

たところであります。

今後は、各地域に設置することとしておりま

す「加工用米等生産・利用拡大推進に係る地域

会議」の中で、地域の酒造メーカー等との十分

な意見交換を踏まえつつ、加工用米需要のさら

なる開拓に取り組みますとともに、収量の多い

品種の普及拡大や作付の集団化、さらには収穫

乾燥の低コスト化など、効率的な生産・利用シ

ステムの確立に努めてまいりたいと考えており

ます。

収量の多い新品種は、３～４○田口雄二議員

割も増量になると伺っております。ただ、農家

は、来年度は直接支払交付金反当たり２万円が

下げられるのではないかと心配しています。生

産意欲が落ちないよう、交付金の要望活動もあ
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わせてよろしくお願いいたします。

次に、米の食味ランキングについて伺いま

す。日本穀物協会が毎年各県でつくられている

米の食味ランキングを公表しており、平成25年

産米の結果が出されました。残念ながら、本県

だけが九州内で、ここ３年間、一度も最高ラン

クの特Ａを獲得したことがありません。熊本県

が、ヒノヒカリ、森のくまさん、くまさんの力

何か米の名前とは思えないような品種を含―

んでおりますが ３つが特Ａです。佐賀が２―

品種、福岡、大分、鹿児島も特Ａが１つずつあ

ります。東北地方に特Ａが多いのはわかります

が、同じ九州で宮崎県だけないのは悔しい限り

です。特Ａ取得に向けた取り組みについて、農

政水産部長にお伺いします。

米の食味ラン○農政水産部長（緒方文彦君）

キングは、一般財団法人日本穀物検定協会が毎

年実施する、官能評価によるランキングであり

まして、その結果はマスコミ等でも大きく取り

上げられるなど、全国的な注目が集まっている

ものでございます。この審査の中で、最高ラン

クの特Ａを取得することは、米のブランド化に

つながることから、主産県においては、さまざ

まな取り組みがなされてきたところでありま

す。

このような中で、本県では、平成25年度は、

各地域に特Ａ取得に向けた展示圃を設置し、高

品質で味のよい米の生産技術の確立に努めます

とともに、今年度は、ＪＡグループと連携しな

がら、食味ランキングに出品する水田を選定

し、栽培から収穫、保管にわたる重点指導を行

いますなど、特Ａ取得に向けた取り組みを進め

ているところであります。県といたしまして

は、これらの取り組みを通じて、商品価値の高

い売れる米づくりを進めるとともに、県産米の

食味・品質について広くＰＲし、有利販売とブ

ランド化につなげてまいりたいと考えておりま

す。

このランキングは官能評価と○田口雄二議員

官能というと変なことを想像してしまいま―

すけれども。抜き出した米で評価するのではな

くて、特Ａ獲得に向けて、厳選された水田で大

切に育てたものを提出して評価を受けているよ

うです。ですから、その地域全体の米の評価と

いうわけではないようです。ただ、先ほども申

されましたように、今、マスコミにも非常に大

きく報道されます。イメージで購入する人も多

いものですから、全体のイメージアップのため

にも、特Ａ取得に向けて、取り組みをよろしく

お願いいたします。

次に、県土整備行政について伺います。

東九州自動車道と九州中央自動車道、それぞ

れの全体の進捗状況と今後の取り組みについ

て、県土整備部長に伺います。

まず、東九○県土整備部長（大田原宣治君）

州自動車道につきましては、北九州市から宮崎

市間で事業中の４区間のうち、佐伯―蒲江間な

ど３区間は本年度開通予定となっており、椎田

南―豊前間１区間が平成28年春の開通予定であ

ります。また、宮崎市以南で事業中の清武南―

日南間のうち、北郷―日南間が平成29年度の開

通予定となっており、唯一の未事業化区間であ

ります日南―串間―志布志間は、計画段階評価

が終了しまして、新規事業化に向けた準備が進

められていると伺っております。

次に、九州中央自動車道につきましては、熊

本県で事業中の小池高山―矢部間のうち、小池

高山―北中島間が平成30年度に開通予定であり

ます。また、県内では、北方延岡道路蔵田―北

方間と高千穂日之影道路が事業中であります
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が、そのうち蔵田―北方間が平成27年度の開通

予定となっており、これ以外の区間の中で、蘇

陽―五ヶ瀬―高千穂間については、現在、計画

段階評価が行われているところであります。県

としましては、高速道路のミッシングリンクの

早期解消は最重要課題の一つであると認識して

おりますので、今後とも、沿線自治体や関係団

体等と連携を図りながら、早期完成を国に対し

てこれまで以上に強く要望してまいりたいと考

えております。

福岡県内の一部が来年春の開○田口雄二議員

通に間に合わないのは残念ですが、距離が７キ

ロほどですので、所要時間がそれほどかかるわ

けではありません。実質、北九州までつながっ

たようなものです。県南地区の活性化と、重点

港湾に指定された細島港を活性化させるため、

今後の課題は、宮崎市以南の進捗と九州中央自

動車道の進捗です。取り組みをよろしくお願い

いたします。

次に、入札制度改革についてお伺いします。

知事の官製談合事件を受けて、東国原知事時代

に一般競争入札に移行いたしました。劇的な改

革は県民から歓迎されたものの、業者の皆さん

の大きな疲弊につながった要因の一つでもあり

ました。その後、総合評価落札方式等々の導入

で徐々に見直しが図られてきました。そして昨

年度より、一部指名競争入札が期間限定の試行

という形で復活してまいりました。指名競争入

札の試行状況と課題と評価について、県土整備

部長にお伺いします。

建設工事に○県土整備部長（大田原宣治君）

おける指名競争入札につきましては、昨年７月

から一部の工種で試行しておりまして、昨年度

は186件の指名通知を行い、今年度は250件程度

を見込んでいるところであります。昨年度は、

年度途中からの試行となりましたことから、件

数を十分に確保できない工種があるとか、同じ

地域で同じ時期に企業を選定する場合、指名が

偏る傾向が見られるといった課題が認められた

一方で、透明性・競争性に問題はなく、工事現

場に近い企業の受注割合が高くなるなど、一定

の効果が見られたところであります。また、昨

年度実施しました建設業者へのアンケートで

は、一般競争入札との併用を望む意見を含めま

すと、何らかの形で指名競争入札の実施を希望

する声が約73％あったところであります。

課題と一定の効果が確認され○田口雄二議員

たようですが、今後この試行の取り扱いはどう

するのか。当然、間もなく行われる知事選にお

いても争点になる可能性もあります。知事はこ

の指名競争入札を今後どうされるおつもりか、

答弁を求めます。

建設工事における指名○知事（河野俊嗣君）

競争入札でありますが、昨年７月から行ったと

いうことで、本年度、年度を通じた試行が行わ

れているということであります。災害対応力の

強化の観点から一定の効果が見られる一方で、

一般競争入札との併用を望む声も多く聞かれる

など、現在、さまざまな意見を丁寧に伺ってい

るところでございます。このため、指名競争入

札の今後の取り扱いにつきましては、建設業者

へのアンケートや関係団体との意見交換を踏ま

え、年間を通じて行った試行の結果というもの

を総合的に検証しまして、県議会や第三者委員

会であります入札・契約監視委員会の意見も伺

いながら判断する必要があるものと考えており

ます。

ありがとうございます。十分○田口雄二議員

吟味して検討していただきたいと思っておりま

す。
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次に、土砂災害対策に関連して何点か伺いま

す。広島市で70名を超える死者・行方不明者と

多くのけが人、そして多くの財産が失われまし

た。日本列島は自然災害大国で、特に最近は温

暖化のせいか、ゲリラ豪雨と称する局地的な大

雨の被害が激増しています。この質問をしてい

るきょう現在も、札幌や近畿・東北地方等に豪

雨が襲いかかっています。大きな被害が出ない

ことを祈っております。まずは、本県の近年の

豪雨の発生状況について、県土整備部長にお伺

いします。

本県は、年○県土整備部長（大田原宣治君）

間降水量が全国２番目の約2,500ミリと、全国有

数の豪雨地帯であり、近年では、平成17年９月

の台風14号により、美郷町神門で１時間71ミ

リ、３日間で1,321ミリの記録的雨量となってお

ります。また、平成22年７月の梅雨前線豪雨で

は、都城市夏尾で１時間115ミリの雨量を記録し

ており、さらに平成25年には、県内の気象庁雨

量観測所23地点のうち、宮崎市赤江の96ミリな

ど、４地点で観測史上１位の１時間雨量を記録

しております。このように、近年、気候変動の

影響により、本県においても局地的大雨が増加

する傾向にございます。

さすがに全国有数の豪雨地○田口雄二議員

帯、ものすごい降水量です。平成17年の台風で

は、私自身も被害者で、床上70センチの浸水を

しました。また、平成22年の都城の豪雨は、被

災後、視察調査に参りました。すごい被害に驚

きましたが、関之尾の滝にある土産物屋の写真

にも驚かされました。豪雨時、余りの水量で、

あれだけの落差がある滝がどこにあるのかわか

らないほどの写真が展示されております。本県

は、シラス台地など大雨には弱い地域や急傾斜

地も多く存在しますが、本県の土砂災害危険箇

所数と土砂災害警戒区域の指定数を、県土整備

部長にお伺いします。

本県には、○県土整備部長（大田原宣治君）

土砂災害危険個所が１万1,826カ所あり、その内

訳は、土石流危険渓流が3,239カ所、地すべり危

険箇所が2 7 3カ所、急傾斜地崩壊危険箇所

が8,314カ所であります。このうち、土砂災害警

戒区域については、平成26年７月末現在で2,824

カ所が指定されており、その内訳は、土石流危

険渓流が804カ所、地すべり危険箇所が７カ所、

急傾斜地崩壊危険箇所が2,013カ所であります。

今回の広島市の対応に関しま○田口雄二議員

して、広島地方気象台から送られた「広島県内

全域で１時間に最大70ミリの雨が降る」との気

象予測を受け取りながら、見落としていたこと

が判明しました。ファクスを送ったものが届い

たことはわかったんですけれども、その中身ま

でしっかり確認しなかった、それで対応しな

かったということのようですが、河川の水位上

昇への対応に追われており、気づかなかったよ

うです。緊迫した状況であったことはわかりま

すが、貴重な情報を見落とすことがあってはな

りません。本県においては、土砂災害警戒情報

発表時の情報伝達はどのように行われているの

か、県土整備部長にお伺いします。

土砂災害警○県土整備部長（大田原宣治君）

戒情報は、降雨による土砂災害の危険が高まっ

たときに、市町村長が避難勧告の発令を判断す

る際や、住民が自主避難する際の参考となるよ

う、都道府県と気象台が共同で発表している防

災情報です。県は、この情報を該当する市町村

へメールまたはファクスにより伝達し、情報が

伝達されたことを電話で確認しております。ま

た、気象台からも同様の情報が市町村長へ伝達

されております。今後とも、気象台と連携しな
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がら、的確な避難勧告等の発令につながるよ

う、確実な情報の伝達に努めてまいります。

次に、土砂災害の防止をする○田口雄二議員

ためのハード対策の取り組みをお伺いいたしま

す。

本県はこれ○県土整備部長（大田原宣治君）

まで、土砂災害への対策としまして、砂防施設

などの整備のハード対策により、被害軽減を

行ってきたところでありますが、先月、広島市

や、昨年、伊豆大島で発生しました土砂災害に

おいても、砂防施設が一定の効果を発揮してい

ることから、今後とも、ハード対策の推進によ

り、県民の生命、財産を守ることを基本として

まいります。

しかしながら、施設の整備には膨大な費用と

時間を要しますことから、県としましては、災

害履歴や災害時要援護者施設がある箇所などに

ついて、土砂災害警戒区域等の指定の状況も総

合的に判断して、計画的に整備に取り組んでま

いりたいと考えております。今後とも、県民や

市町村、国との連携を図りながら、「土砂災害

からの犠牲者ゼロ」を目指して、ハード・ソフ

ト両面から、総合的な土砂災害対策を推進して

まいります。

ことしは例年になく、既に宮○田口雄二議員

崎には３つも台風が来ておりますが、直撃する

ような台風があったにもかかわらず、幸いなこ

とに大きな被害は出ておりません。しかし、ま

だまだ台風やゲリラ豪雨がいつ来てもおかしく

ない季節です。ハード面の対策は財政上厳しい

ものがありますが、ソフトをしっかり吟味し、

対策を講じていただき、また、市町村や関係団

体との連携などもしっかりやっていただきた

い、そのように思っております。よろしくお願

いいたします。

それでは次に、教育行政についてお伺いいた

します。

まず初めに、今年度の全国学力テストの結果

が公表されました。小学６年生と中学３年生を

対象に、国語、算数、数学を基礎編、応用編に

分けてのテストが行われました。全国的に成績

の底上げが見られると文科省は評価しているよ

うです。今回の全国学力・学習状況調査の結果

をどのように受けとめているのか、教育長にお

伺いします。

今回の全国調査の結○教育長（飛田 洋君）

果ですが、まず教科に関する結果では、全国平

均をわずかに下回っている教科もありますが、

小中学校ともに、ほぼ全国の平均的な水準にあ

ると考えております。

次に、学習や生活に関するアンケート調査で

すが、これまでの調査と同様、望ましい習慣を

身につけている割合が高い状況にあります。こ

の調査をもとに、民間の研究所が３年ごとに発

表している「いい子どもが育つ都道府県ランキ

ング」では、本県は過去３回、１位、１位、２

位という状況であり、これは、学校、家庭や地

域が一体となって取り組んでいただいている成

果であると捉えております。

調査で一番大切なことは、何よりその結果を

どう生かすかということでありますので、県教

育委員会といたしましては、各学校が策定して

いる学力向上の実践計画書による取り組みがよ

り効果的なものとなるよう、学校を訪問して指

導助言をするなど、学力や生活習慣の向上につ

ながるさまざまな取り組みを、一層、積極的に

進めてまいりたいと考えております。

今回の結果に関しましては、○田口雄二議員

教育長はおおむね平均的な結果であると評価し

ているようですが、ただ、全体的に見れば平均
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的でも、地域的にはばらつきがあります。小学

生はそうでもありませんが、中学生はかなり格

差があります。低いところの分を高いところが

平均点を上げているというような状況です。地

域間の格差是正にもう少し力を入れていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

また、今、御報告いただきました「いい子ど

もが育つ都道府県ランキング」とは、生活習慣

や家庭生活、地域とのかかわりなど、「生活習

慣や学習環境等に関する質問紙調査」が学力試

験とともに実施されており、それを共立総合研

究所が「子どもの育ちの質」について総合的に

評価し、都道府県ランキングとして公表されて

いるものです。

先ほど話がありましたように、過去２回のラ

ンキングは本県が１位で、今回は少差で２位に

なっていますが、悔しいのは、成績でトップの

秋田県が、このランキングでも１位になったと

いうことです。しかし、生活習慣、意志・人

格、家庭、道徳・規範、地域、テレビ・ゲーム

・メール等、社会への関心、学校生活、学習意

欲・習慣、コミュニケーション能力、体験など

の項目を総合評価したものです。

その中で、宮崎は、家庭、地域、学校生活、

学習意欲・習慣の４項目でトップでした。宮崎

県民としては、トップの内容が非常にうれしい

というか、気恥ずかしいような結果です。これ

は宮崎県民の子育て環境がすばらしいというこ

とでもあると思っております。しかし、この結

果は余り公表されていないのではないか。県民

の自信にもなりますので、声を大にして、もう

ちょっと県民に報告していってもいいのではな

いかと思っております。私どもも、今後、挨拶

等の中で、これを披露してまいりたいと思って

おります。

次に、小中一貫校が全国的に増加しています

が、このことについてお伺いいたします。県内

においても、平成18年の日向市の平岩小中学校

が初めての開校でしたが、現在は15校存在しま

す。県内の小中一貫校の成果と課題について、

教育長にお伺いします。

小中一貫教育では、○教育長（飛田 洋君）

通常、同じ敷地あるいは隣接する敷地におい

て、一貫した教育を実施している施設が一体と

なった形の学校を小中一貫校と言っております

が、そのほかにも、敷地は別々で、教育内容に

おいて連携した教育を実施している学校もござ

います。

成果でありますが、小中一貫校においては、

小学校から中学校への円滑な接続ができるよう

になり、中学校入学時の不安感の解消が図られ

ますとともに、小中学校間での多様な交流活動

が実施されております。また、教職員が日常的

に授業やその他の活動で交流を図ることができ

ますので、小学校のよさ、きめ細かな指導と

か、中学校のよさ、より専門的な指導など、そ

れぞれのよさに学びながら、系統性・一貫性を

生かした学習指導・生徒指導が行われ、指導の

充実が図られております。

一方、課題でありますが、通常の小学校にお

いては、リーダーシップを一番発揮できる６年

生が、中学生がいることにより、リーダーシッ

プを育みにくくなったり、あるいは小学校卒

業、中学入学という節目で、自覚が深まりにく

いとか、あるいは感動を味わいにくいというよ

うなこともありますので、より一層の工夫が必

要だと考えております。

次に、夏休みを短縮する学校○田口雄二議員

がふえています。８月中に始業式を迎えた小学
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校の始業式風景が連日、テレビのニュースで流

れていました。私どものころは、小中高の学校

全てが夏休みは８月末まででしたが、最近は、

２学期の始まりが前倒しされる市町村がどんど

んふえる傾向のようです。学校関係者による

と、「より丁寧に教えるため、授業時間を確保

する狙いです」と言っています。ゆとり教育を

推進しながら、学校教育の世界は大きく変わろ

うとしています。県内の夏休み等を短縮してい

る市町村の状況と、なぜ短縮する学校がふえて

いるのか、その理由について、教育長にお伺い

します。

夏休みや冬休みなど○教育長（飛田 洋君）

の長期休業の期間につきましては、各市町村が

それぞれの学校管理運営規則で決めているとこ

ろであります。具体的な状況につきましては、

この10年間で見ますと、ほとんどの市町村で

は、従前と比較して、年間の長期休業の期間を

短縮している状況にあります。その理由です

が、先ほど御質問でもありましたとおり、学習

指導要領の改訂に伴い、増加した指導内容に丁

寧に対応するとか、あるいは台風等による臨時

休業など不測の事態が起こった場合にも、授業

時数が確実に確保できるようにするため、そう

いうことがなされていると考えております。

今の答弁を聞いていますと、○田口雄二議員

夏休みが短縮されているのは、学習指導要領の

改訂に伴い、増加した指導内容に丁寧に対応す

るためや、台風等による臨時休業などの不測の

事態が起こった場合にも、授業時数が確実に確

保できるようにするため、なされているものと

いうお答えでありましたが、わかりやすく言う

と、授業時間の確保ではないかと思うんです。

そこで、同様の取り組みと言ってもいいのでは

ないかと思っております土曜授業の取り組みに

ついて、お伺いします。

本県では、延岡市の北方学園だけで実施して

いる土曜授業が、全国的には急増しています。

文部科学省の調査で７月25日に報道発表された

もので、2014年度に土曜授業実施する公立小学

校は3,565校、中学校は1,794校に上り、全体

の17～18％になることがわかりました。昨年

の11月、土曜授業の実施要件を改正し、教育委

員会の判断でできるように大幅に緩和されたこ

とにより、2012年度の２倍近くにふえていると

いうことであります。

そのような中、延岡市は、北方学園だけの実

施から、来年度は土曜授業を全ての小中学校で

実施の意向です。この取り組みは、現場の教師

から、月２回の土曜授業のころが一番、子供た

ちとゆっくり授業に取り組むことができた、ま

た子供たちと密に接することができたとの声を

聞いてからです。忙し過ぎる先生とよく言われ

るようになりましたが、平日の授業を土曜日に

持っていくと、先生の平日の負担が軽減され

る。土日が完全休日になって以来、ひとり親や

土曜日が仕事の保護者も多く、子供が土日１人

で過ごすことが多くなっている実態もありま

す。

また、延岡市ＰＴＡ連絡協議会からも、延岡

市教育委員会に土曜授業実施の要望書が出され

ています。先生が子供たちと向き合う時間を拡

大・確保してほしい、家庭・地域との連携協力

による学校行事及び授業を実施してほしい、土

曜授業に伴う先生の確実な休日を確保してほし

いが、要望書の内容です。現場の教師や子供た

ちの声、そして保護者の声も聞きながら検討し

ていただきたいのですが、延岡市の全小中学校

での土曜授業の取り組みについて、どう考えて

いるのか、教育長にお伺いいたします。
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文部科学省によれ○教育長（飛田 洋君）

ば、土曜授業を初めとした土曜日の教育活動の

内容については、学校、家庭、地域が連携し

た、多様な学習や体験活動等を行うことが示さ

れているところでありまして、これらは、これ

まで以上に豊かな教育活動を提供する観点か

ら、意義があることだと考えております。市町

村立学校の土曜授業の実施については、地域の

実態等に応じて、市町村教育委員会が主体的に

判断されるものであります。

土曜授業は、新しい取り組みでありますの

で、県教育委員会といたしましては、現在、学

校教育改革推進協議会において、さまざまな観

点から御意見をお伺いいたしているところであ

ります。また、土曜授業を年間を通して、ずっ

と継続的に実施しようとする場合は、例えば、

教職員が夏休みなどにまとめて週休日の振りか

えができるよう、規定の変更など条件整備を行

うことが必要となりますので、その準備も進め

ているところであります。

福岡県の芦屋町教育委員会○田口雄二議員

は、九州の市町村で一番早く土曜授業を2012年

５月から取り組んでいます。ここの教育委員会

が、土曜授業の成果を公表しています。土曜授

業の導入で、週末の生活リズムが改善すること

で、月曜の欠席児童が減る傾向が見られるとい

うことです。これまでは、土日に塾や習い事が

集中するか、ゲームばかりするか全く何もせず

過ごすかの２極化の傾向が見られた。その結

果、週末の疲れや生活リズムの崩れから、月曜

が他の曜日より欠席や保健室来室が目立つこと

になったようです。

さて、延岡市の土曜授業の取り組みですが、

既に文科省が実施要件を改正し、教育委員会の

判断で実施できるように緩和しています。私は

基本的には、県の教育委員会は各市町村の考え

を尊重し、その取り組みを支援すべきであると

考えています。

先ほど教育長は、土曜授業を年間を通して実

施する場合は、「規定の変更など条件整備を行

うことができるよう、その準備を進めていると

ころである」と答弁されました。この件は、昨

年の今ごろ、私が教育委員会の担当者の方とや

りとりしたときも、２月議会の私どもの会派の

髙橋議員が代表質問した際も、「週休日の振り

かえ規定の変更など、条件整備を行うことが必

要であり、その準備に着手したところである」

と答えています。既に相当な時間を要している

ようですが、一体何をしているのかというのが

実感です。

実際に、延岡市が来年度から土曜授業を実施

する場合、市民への周知や各種競技団体等との

行事調整も必要ですし、また、土曜授業の内容

の検討に一定の時間が必要です。年度末に決め

られても対応できません。早い時期に条件整備

をすることが必要であると考えますが、教育委

員会はいつごろをめどに条件整備を整えようと

しているのか、教育長にお伺いします。

いつまでに方向性を○教育長（飛田 洋君）

県として決めるかというお尋ねでございます

が、土曜授業を実施する学校においても、それ

ぞれの学校においても、来年度のいろんな教育

計画を立てる時期が出てくることになります。

それで、新たな教育計画をつくることを考え

て、土曜授業や来年度のいろんな行事が円滑に

準備が進められますよう、平成27年度、次年度

の教育計画を作成する時期までには、週休日の

振りかえ期間の変更について方向性をお示しで

きるように、今、準備を進めているところでご

ざいます。
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この土曜授業の流れは全国的○田口雄二議員

な傾向です。今後、延岡市以外の教育委員会で

も同様の取り組みが当然考えられます。早急な

対応をよろしくお願いいたします。

次に、警察行政についてお伺いいたします。

坂口県警本部長、宮崎に縁あってお越しいた

だきまして、ありがとうございます。実は、初

めてお顔を拝見したときは、大変物静かな紳士

というイメージを持ったのですが 昨日、十―

屋議員もおっしゃっていたのですが ６日の―

宮日新聞の「ひと」のコーナーを見て驚きまし

た。その細身に見える体は、相当鍛え上げられ

ているんですね。内なる気概にあふれた方だと

認識いたしました。悪や不正とは敢然と立ち向

かい、安心・安全の宮崎にしていただきますよ

う、よろしくお願いいたします。

そんな中、社会的な弱者であるお年寄り等を

中心に狙っている卑劣な特殊詐欺が、一向に減

ることなく、さらに巧妙な手口で悪質化してい

ます。先日、都城市では何と１億1,000万円、延

岡市でも1,000万円を超える巨額の被害が報道さ

れていました。手口も、警察や役所を名乗った

り、またグループでやる劇場型手口など、いろ

いろふえてきております。特殊詐欺の現状と近

年の推移、最近の犯行手口の特徴についてお伺

いいたします。

本県における特○警察本部長（坂口拓也君）

殊詐欺の現状につきましては、平成25年中、件

数で50件、金額で約２億3,139万円の被害を認知

しております。本年は、８月末までに、件数

で41件、金額で約２億6,500万円の被害を認知し

ており、昨年同期と比較して、件数で13件、被

害額で約１億3,300万円増加しております。近年

の推移につきましては、平成21年以降、認知件

数、被害額ともに減少傾向にありましたが、平

成24年からいずれも増加に転じており、本年は

既に被害金額が過去最高となっております。

最近の犯行手口の特徴につきましては、利殖

をうたって架空のもうけ話を語り、さらには、

代理購入や名義貸しに応じた被害者に対して、

その行為は犯罪であるとおどすなど、だましの

手口が複雑・巧妙化しております。また、従来

の金融機関における振り込み型の被害に加え

て、現金を宅配便などで送付させたり、直接、

現金を受け取りに来るといった手口も増加して

おります。

手口も非常に悪質・巧妙化し○田口雄二議員

ておりますが、現在取り組んでいる特殊詐欺対

策について、県警本部長にお伺いいたします。

警察では、特殊○警察本部長（坂口拓也君）

詐欺の抑止のためには、検挙と予防の両面で取

り組むことが重要と考えております。検挙対策

としましては、例えば、被害者の協力を得て、

首都圏から現金を受け取りに来た被疑者を逮捕

し、そこから組織の中枢に迫る捜査をしている

ほか、通帳詐欺や携帯電話詐欺等の助長犯罪の

捜査を強化しており、それらを合わせて、本年

は８月末までに、合計20件、９名を検挙してお

ります。

他方、予防策としましては、各種広報媒体を

活用した情報発信や、犯行グループから押収し

た名簿に登載されている方への防犯指導、さら

には、犯人からの電話を撃退し被害を防止する

ことが期待できる自動通話録音機の貸し出しを

行っております。また、水際対策としまして、

金融機関で高額の現金を払い戻そうとする方に

対して、チェックシートを活用した声かけをし

ていただいたり、宅配便やレターパックなどに

よる送金を防止するため、警察で作成したポス

ターやリーフレットを活用した声かけをしてい
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ただくなど、関係機関等との協働に努めている

ところであります。

実はこの質問でやりとりをし○田口雄二議員

た県警の職員の方が、きのうテレビで金融機関

との取り組みをするシーンに出ておりまして、

早速やっていただいておるんだなと思って、心

強く感じたところであります。

自動通話録音機をつけるということでござい

ましたが、聞きますと、これは１社だけが今生

産しているということで、今、全国からオーダ

ーも来ているようです。なかなか間に合わない

のかもしれませんが、今、貸し出しは、リクエ

ストがあった人に貸し出しをするということに

なっております。もし、全てが貸し出しをさ

れ、効果が高いのであるならば 値段も聞き―

―ましたら、そう高いものでもないですので

お年寄りの方々等にもぜひ進めていただきたい

と思っております。１万円かちょっとぐらいで

何百万円もとられるのが防げると思えば、安い

ものだと思っております。

以上で、質問は、用意したものは全て終了い

たしましたが、最後にちょっと御報告といいま

すか、話をしたいことがあります。

以前から、本県は、総理大臣、横綱、甲子園

の優勝がないと言われてまいりました。しか

し、和牛の共進会２連覇や鵬翔高校のサッカー

全国制覇、そして昨年の延岡学園の甲子園準優

勝と続いてきました。全国的な活躍が続いてお

ります。ここにきて、横綱ではありませんが、

久しぶりに本県から関取が誕生するかもしれま

せん。

大相撲の関取、つまり十両以上の力士は、本

県からは、高鍋町出身の元関脇、栃光が昭和62

年５月場所で引退して以来、25年間不在です。

ちなみに、栃光関は、宮崎日大高校を中退して

相撲界に入りましたが、私の柔道部の先輩でも

あります。実は、その前の関取、延岡市出身の

小結、羽黒岩 大鵬の45連勝をストップした―

関取でありますが、私の東海中学校の先輩でも

ありまして、私は何か関取に妙に縁がありま

す。もう少しで十両にという幕下上位まで来た

力士もいましたが、残念ながら、関取になれた

本県出身者はその後いません。

しかし、大相撲の９月場所で、結果によって

は、久しぶりに関取が誕生するかもしれませ

ん。おじいさんが元十両力士で、延岡市出身の

琴恵光関です。今回、幕下３枚目にまで来てお

り、十両への挑戦をします。それほど大柄では

ありませんが、身体能力も非常に高く、知事と

違って脇もしっかり締まっているようですの

で、今後の活躍が楽しみです。ぜひとも県民を

挙げて応援していただき、久しぶりの関取誕生

につながればと思い、あえて紹介させていただ

きました。知事もいつも千秋楽に、表彰で土俵

に上がっております。25年ぶりの関取の誕生を

祈念して頑張ってまいりますので、ぜひとも応

援をよろしくお願いします。

以上で終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時56分休憩

午後１時0分開議

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

次は、愛みやざき、有岡浩一議員。

〔登壇〕（拍手） 愛みやざき○有岡浩一議員

の有岡です。代表質問をさせていただきます。
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まず、知事の政治姿勢であります。

９月５日の議会初日に、今回の知事の政治団

体と産廃業者に関連して、説明とおわびの言葉

がありましたが、県政に対する不信感は払拭さ

れていません。そこで、県民の代表として、愛

みやざきとして、一つ一つ整理しながら質問を

してまいります。

まず、新聞報道によると、新燃岳の降灰処理

をめぐる詐欺事件で逮捕、起訴された産廃業の

元役員から2011年７月に300万円の資金提供を受

けたとあります。御承知のとおり、2011年１月

から新燃岳の噴火により、多くの県民の皆さん

が被害を受けました。それに対し、火山灰収集

料を総額6,500万円分水増しした、いわゆる詐欺

で得たお金が知事のもとに届けられたこととな

り得ます。県民の立場から言えば、詐欺事件の

業者から資金提供を受けた知事の政治姿勢に対

し不信感を抱くわけであります。このような県

民の心情に対し、知事の見解をお尋ねいたしま

す。

次に、職員の表情がどこか暗く、元気がない

と感じるのは私だけでしょうか。６月の一般質

問で私は、知事の給与の減額の目的と成果につ

いて質問しました。知事は、「行財政改革を進

めるためには、まずは牽引する立場にある者が

みずからの取り組む姿勢を示す必要があると考

え、給与の減額を行っている」と答弁されまし

た。しかし、職員の立場から今回の案件を見ま

すと、産廃業者から知事のもとへ資金提供300万

円の話を聞きますと、知事の場合、給与の減額

をしても他方から不足分が入ってくるわけで、

職員の模範となる牽引役にはほど遠いと思われ

ます。行財政改革に取り組む全ての職員に対し

どのような思いでいらっしゃるのか、知事の見

解をお尋ねいたします。

また、新聞報道で指摘されている政治団体

「河野しゅんじ後援会」と「みやざき新生の

会」の政治資金収支報告書、2011年、2012年を

閲覧してみました。「みやざき新生の会」で

は、2011年、会員10名、収入51万5,000円、2012

年、会員31名、331万5,000円がわかるだけで、

新聞報道の2011年、会費名目で元役員と同社関

係者２人から会費８口ずつ６カ月分48万円

や、2012年、20口ずつ12カ月分240万円は確認で

きませんでした。今回の新聞報道の分散記載の

内容は間違いがないのか、確認の意味でお尋ね

いたします。

次に、選挙管理委員長にお尋ねいたします。

新聞報道やこれまでの知事の説明、答弁か

ら、2011年７月に受領したものが、収支報告書

では2011年と2012年の２年に分散記載されてい

るようです。政治団体の収支報告書には毎年12

月31日時点での収入を記載するよう定めてい

て、年をまたいだ記載はできないと政治資金規

正法ではなっています。今回のように分散記載

をし、実態と違う報告をしたのであれば、明ら

かに虚偽記載と思われますが、選挙管理委員会

の見解をお伺いいたします。

次に、我々選挙に携わる者として知っておか

なければならないこととして、１口月5,000円の

会費で年間６万円となり、政治資金規正法の寄

附の場合は名前を公表しなければならない額で

あります。今回の問題では、2012年、40口の会

費であり、普通に考えれば40人分に当たります

が、このような会計処理は適当であると考える

のか、選挙管理委員会としての見解をお伺いい

たします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、質問

者席から再質問をさせていただきます。（拍

手）〔降壇〕
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〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

まず、私の政治団体等への資金提供について

であります。当時、私を支援する政治団体の活

動に対し支援の申し出を受けましたこと自体

に、違法性はないものと考えております。ま

た、その後に発生しました廃棄物処理法違反事

案におきましても、法令等に基づいた厳正な対

応をしており、公正性、公平性を逸したことは

決してございません。

しかしながら、このように県議会を初め、県

民の皆様に御心配をおかけしたことに関しまし

ては、不徳のいたすところであり、知事とし

て、また政治家として道義的な責任を強く感じ

ているところでございます。また、県民の皆様

にもおわびを申し上げたところであり、あわせ

て心配をかけたことに関し、職員に対しても大

変申しわけない思いであるところでございま

す。今後は、このような臆測を呼ぶような事態

を二度と引き起こすことがないよう、みずから

を律し、これまで以上に公正公平に留意し、一

層気を引き締めて県政を推し進めてまいりた

い、そのように考えているところでございま

す。

また、資金提供の処理の仕方につきまして

は、これまでも御説明しておるとおりでござい

ます。産廃会社元役員から私を支援する政治団

体の活動に対し会員として支援をしたいという

申し出がございまして、300万円につきまして、

２名分の会費288万円と寄附12万円に分けて会計

処理をしたということでございます。以上でご

ざいます。〔降壇〕

〔登壇〕 お○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

答えいたします。

政治資金規正法は、本来自由であるべき政治

活動に対する行政庁の関与を必要最小限度にと

どめるべきであるという考えに基づいておりま

す。このため、選挙管理委員会は、政治資金の

収支報告に関しまして、形式審査を行うことが

できるのみでありまして、事実関係を把握する

ための調査を行う権限を有しておりません。ま

た、政治団体における会費の取り扱いにつきま

しては、政治団体の自律性に委ねられており、

党費または会費の金額や設定方法につきまして

は、政治資金規正法上、特段の規制はないとこ

ろであります。以上です。〔降壇〕

今、答弁をいただきました○有岡浩一議員

が、知事に再度、御質問します。職員に対する

思いについての答弁をいただければと思ってお

ります。

先ほど申しましたとお○知事（河野俊嗣君）

り、このような御心配をおかけしている県民の

皆様に対しても深く反省しておるところでござ

いますし、職員に対しても、いろんな面で頑

張ってもらっている中で、このような心配をか

けることに対して大変申しわけない思いがいた

しております。

それでは、再度、質問をして○有岡浩一議員

まいりますが、資金提供についてでございま

す。知事御自身が産業廃棄物業者元役員に直接

会ったときに資金提供の話をされたのかどう

か、その点を再度、確認させてください。

私は直接そのような話○知事（河野俊嗣君）

は受けておりません。

いろいろな臆測が飛び交う中○有岡浩一議員

で、2010年12月の知事選挙や2011年度以前の活

動資金の提供はなかったのか、お尋ねいたしま

す。

そのようなことはござ○知事（河野俊嗣君）

いません。
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2011年、2012年の会費、少額○有岡浩一議員

寄附に分散処理したことについて、知事は関与

していないのか、再度、確認いたします。

会計担当の職員に対し○知事（河野俊嗣君）

ましては、しっかりとしたルールのもとに整理

をするように指示したところでございます。ま

た、このような分散、そして会費として処理し

たということは、政治資金収支報告書を取りま

とめる段階において報告を受けたところでござ

います。

今のお話の中で気になるの○有岡浩一議員

が、例えば政治団体の規約改正が行われていま

すが、2011年の会費の改正が知事の後援会のほ

うで行われています。そのことについては、ど

の時点で御存じだったんでしょうか。

正確な日時等は覚えて○知事（河野俊嗣君）

おりませんが、改正がなされた後に報告を受け

ているところでございます。

2011年８月12日に、会費を月○有岡浩一議員

額1,000円の固定制から月額１口5,000円に変更

されていますが、このことは知事は御存じだっ

たんでしょうか。

今申しましたように、○知事（河野俊嗣君）

規約の改正については、その後に報告をいただ

いております。

規約の変更はどなたが指示さ○有岡浩一議員

れたのか、お尋ねいたします。

後援会の中でさまざま○知事（河野俊嗣君）

な議論がございました。これまで後援会、さら

に新生の会という形であったわけであります

が、会費に余り差がなく、もっとしっかりした

形で支援をしたいというような申し出、いろん

な声があったというようなことで、さまざまな

他の事例といいますか、いろんなことを参考に

させていただきながら、そのような新生の会と

後援会の性格分けといいますか、整理をさせて

いただいたということでございます。

政務秘書が未熟であったとい○有岡浩一議員

うふうなお話もされているようですけれど

も、2011年７月に元役員から寄附をいただい

て、それに伴う規約の改正をせざるを得なかっ

たのではないかというふうに感じるんですが、

その点いかがでしょうか。

今申し上げましたよう○知事（河野俊嗣君）

な、当時、後援会、新生の会ということで、い

ろんな体制、ふなれな中でスタートしたわけで

ありますが、もっとしっかりした支援をしたい

という声もあり、その見直しというものは以前

より議論はしておったところでございます。

私たちで話をすると、県の総○有岡浩一議員

務部長経験の知事が政治資金規正法を知らな

かったということではなくて、熟知した上で、

今回の月額１口5,000円というような形で規約を

改正するといった準備をされたんじゃないか、

いわば巧みに意図的な収支報告を複数年に分け

て提出するよう指示されたんじゃないかという

ふうに思ってきたわけです。そういった経緯は

ないということでよろしいでしょうか。

この規約改正の経緯に○知事（河野俊嗣君）

ついては、今申しましたように、後援会の中、

またさまざまな声があったことを受けながら、

整理をさせていただいたということでございま

す。

その中で、後援会の会費、月○有岡浩一議員

の会費を１口5,000円として何口でも受けられる

という仕組み、これは事実上、寄附ではないか

というふうな声があります。政治資金に詳しい

大学教授の話でも、寄附に当たると批判を受け

ておりますが、今回の何口でも受けられるとい

う仕組みを履行された関係で、寄附に当たると
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いう解釈はございませんでしょうか。

先ほど選管の委員長か○知事（河野俊嗣君）

らも答弁がありました、寄附と会費等というこ

とで金額に明確な基準が、一般的な基準がある

わけではないということでございます。また、

複数口ということでの会費を納めていただいて

いるのは、ほかの例でもあるわけでございま

す。ただ、今回のこのようなさまざまな議論を

経る中で、今後、専門家とも御相談させていた

だきながら、会費のあり方について一定の基準

というものが必要なのではないか、そのように

今、考えておるところでございます。

2012年12月に水質検査記録改○有岡浩一議員

ざんが発覚した際に、業者から便宜を図るよう

知事の後援会政務秘書に依頼があり、弁明書に

しんしゃくしてほしいと元秘書から相談を受け

ているという話がございましたが、そのときに

資金提供された300万円の返金は考えなかったの

か、知事の見解をお尋ねします。

これにつきましては、○知事（河野俊嗣君）

先ほど答弁したとおりでございますが、行政処

分との関係で臆測を招きかねないということ、

また事態が動いておりましたので、一定の事態

の推移を見守るという判断をそのときはしたと

ころでございます。

2013年３月30日の事業停止処○有岡浩一議員

分について、環境森林部の関係課に対し、直接

的な働きかけ、問い合わせ等は知事がされたと

聞いておりますが、関係課に知事のほうから連

絡をした経緯がございますでしょうか。

これに関しまして、ど○知事（河野俊嗣君）

のような基準があるのか、他県でどのような処

分の事例があるのかということはしっかり踏ま

えた上で、それに基づいて厳密に処理をしてい

こうというようなことで意見交換をしたところ

でございます。

私どもが政治献金について解○有岡浩一議員

釈をいろいろしてみますと、政治資金の贈与

が、政治家が有する職務権限の行使に関する行

為と対価関係に立つ場合のみ、賄賂としての性

質を帯びることになるということがございまし

て、監督的立場にある知事から今回何らかの働

きかけがあったとするならば、その資金は政治

献金から賄賂となるというふうな解釈の仕方が

ございます。そういった意味で、知事の後援会

の政務秘書から弁明書のしんしゃくについて相

談を受けて、そして担当課のほうに何らかの形

で確認するという行為、これは場合によっては

賄賂性があるのではないか、政治献金じゃなく

て賄賂に近づいているんじゃないかという解釈

をしておりますが、知事はいかがでしょうか。

政務秘書のみならず、○知事（河野俊嗣君）

県政が行いますさまざまなことに関して支援者

もしくは知事にいろんな声を届けられる、その

うちの一つとしてあったというふうに記憶して

おります。ただ、大事なことは、これまでも繰

り返し申しておりますように、法や国の基準、

そういったものに基づいて厳正に処分するとい

うことが知事として求められる対応であるとい

うふうに考えておりますし、私は今回そのよう

に対応したということでございます。

今後、大変気をつけなければ○有岡浩一議員

いけない部分だと思いますが、職務と密接な関

係を有する行為であれば賄賂の対価と確定する

に足りると解釈する場合もございますので、私

どもはそういった方向に進まないよう気を引き

締めて取り組まなければならないと思っており

ます。

次に、政務秘書への資金提供についてお尋ね

いたします。異業種交流の事務局でありなが
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ら、なぜ個人の口座に毎月10万円、計160万円が

振り込まれたのか、知事はそのことについて了

解していたのか、お尋ねいたします。

この事実につきまして○知事（河野俊嗣君）

は、一連の報道があるまで承知しておらなかっ

たところでございます。改めて本人に確認をす

る中で把握したところでございます。

160万円の資金提供に対し120○有岡浩一議員

万円を返還したとされますが、ことし３月、そ

の返金と職員の退職との関係性はないのか、知

事にお尋ねいたします。

返金というのは、これ○知事（河野俊嗣君）

までも答弁しておりますように、異業種交流会

が解散したその残金ということで、その職員が

当該産廃会社に返金をしたということでござい

ます。退職に関しましては、その職員より申し

出があり、後援会としてそれを受けとめて退職

ということに至ったところでございます。

元政策秘書が、午前中もござ○有岡浩一議員

いましたが、朝日新聞の取材に対して「資金提

供の意図はよくわからない。秘書の給与の補充

のような感じではないか」と、新聞社のほうに

答えております。しかし、知事の説明では給与

の補充ではないと、大きく変わっております

が、給与の補充でないということは誰からの説

明なのか、お尋ねいたします。

そのような報道があっ○知事（河野俊嗣君）

たことを受けて、本人に後援会事務局長が確認

をし、聴取をしたところ、そのようなことは自

分は考えていないということでございまして、

これまでも御説明しておりますように、その振

り込まれた金額については、異業種交流会の会

費でありますとか飲食代等のために使ったとい

うようなことでございます。

新聞記者のほうにも確認しま○有岡浩一議員

したが、間違いなく秘書は、秘書の給与の補充

のような感じではないかと言ったということを

確認しました。この議論を幾らしても見えてこ

ない背景としましては、やはり秘書の方または

会計責任者から説明を受けないと見えてこない

のかなという感じがしますが、県民の中の声と

して、秘書任せで逃げるなという声もございま

す。そして、曖昧なまま幕引きでは政治不信を

招くんだ、これが我々県議会に課せられた県民

の声でございます。これまでの経緯、中身がわ

からぬまま、このまま終わってしまうべきなの

か、大変悩ましいところでありますが、やはり

事実をしっかりと認識し、クリーンな知事の姿

勢を貫かなければ県民はついてこないというふ

うに思っております。

最後にもう一度お尋ねしますが、議会冒頭の

初日の説明では責任のとり方が示されていませ

んが、どのような形で責任をとるつもりなの

か、再度お尋ねいたします。

これまでこの問題に関○知事（河野俊嗣君）

しましては、可能な限り事実を整理し、県民の

皆様に説明をするという姿勢で取り組んできた

ところでございます。この問題に関しまして

は、さまざまな多々反省するところがあるわけ

でございます。今、秘書任せにという話がござ

いましたが、政治資金規正法等のふなれな形で

の処理がされたということではございますが、

秘書だけの問題ではなしに、それをしっかり

チェックすべき政治団体の責任者として、私も

チェック機能という意味でしっかりと重くその

責任というものを受けとめておるところでござ

います。今後は、このような臆測を招くよう

な、また御心配をおかけすることがないよう、

公正公平をより徹底し、また身を引き締めて県

政に努めてまいりたい、そのように考えておる
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ところでございます。

これからの知事の姿勢が問わ○有岡浩一議員

れる案件ですので、しっかりとやっていただき

たいと思っております。

それでは、２番目の次の質問に入ります。川

内原発に対する安全対策についてお尋ねいたし

ます。

世界の原発大国は、原発事故に備えた計画を

立てております。その計画が発動された例が

チェルノブイリ原発事故であります。当時のソ

連は、核戦争時のマニュアルを実行し、30キロ

圏内を閉鎖し、数日で10数万人の住民を周辺地

域に避難させています。このような大規模な脱

出劇はマニュアルがあって初めて可能であり、

日本政府の事故を想定していなかった福島原発

では、対応のおくれがいまだに混乱を招いてい

ます。そこで、東京電力福島原発事故から多く

の教訓を受けましたが、川内原発に関して被害

を危惧する声が大きく聞かれる中で、知事はこ

の県民の声をどう受けとめているのか、御所見

をお伺いします。

原子力発電所の安全性○知事（河野俊嗣君）

に関して国民、県民から不安の声があることは

十分承知をしておるところでございます。県と

しましては、国に対しまして、原子力規制委員

会における慎重かつ厳格な審査と説明責任の重

要性、さらには防災対策につきまして国が前面

に立って継続的に充実強化を図ることなど、全

国知事会などを通じてさまざまな提言を行って

きたところであります。国や原子力規制委員会

におきましては、科学的、技術的な知見に基づ

く安全性の確保を大前提とした上で、原発の安

全性に係る審査過程等について、しっかりとし

た説明責任を果たしていただきたいと考えてお

ります。県としましては、今後とも、原子力規

制委員会の審査の状況を注視するとともに、国

や九州電力に対しまして、県民の生命や財産を

守る観点から、必要な説明と対応というものを

求めてまいりたいと考えております。

これは通告しておりません○有岡浩一議員

が、総合政策部長にお尋ねいたします。国や九

州電力に対し必要な説明と対応を求めていくと

ありましたが、鹿児島県では10月９日から住民

説明会を計画しております。本県では、県民に

対していつどのような形で情報提供する考えで

あるのか、お尋ねいたします。

川内原発の○総合政策部長（橋本憲次郎君）

再稼働に際しまして、住民向けの説明会を県と

して何らかの形で行う、そういう立場には現時

点ではないというふうに考えております。ただ

一方で、県といたしましては、九州電力ないし

は国に対して、どのような状況かという情報提

供を求めてまいりたいと思いますし、必要に応

じて、このような議会の場もありますし、いろ

いろな場面で、得られた知見はお知らせしたい

というふうに考えております。

知り得た情報は県民に伝え○有岡浩一議員

る、そういう努力はすべきだと思っていますの

で、今後、計画をつくっていただきたいと思い

ます。

次に、県民の安全を確保するための対策につ

いてお尋ねいたしますが、福島第一原発事故で

最も危惧されていたのは、実は、４号機の使用

済み核燃料プールが冷却機能を喪失し、大量の

放射性物質が放出されることでした。川内原子

力発電所に貯蔵されている使用済み核燃料は既

に890トンあります。常在危機として、原発の稼

働にかかわらず、既に大きな課題を抱えている

わけです。原子力災害に対し県民の安全を守る

ための対策について、危機管理統括監にお伺い
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いたします。

原子力災害○危機管理統括監（金丸政保君）

に関する国民の安全確保につきましては、原子

力規制委員会が、科学的、技術的知見に基づき

まして原子力災害対策指針を定めております。

この指針は、地方公共団体等が対策を円滑に実

施することを目的としており、原子力発電所か

らおおむね30キロメートル以内の区域につきま

して、具体的な対策が示されております。

本県は、原子力発電所の立地場所に最も近い

ところが、えびの市の約54キロメートルでござ

いまして、この30キロメートル以内に位置して

おりませんが、再稼働の有無にかかわらず、万

一の場合に備えておくことが必要であるとの考

え方から、本年３月に、宮崎県地域防災計画の

中に原子力災害対策編を新設いたしまして、緊

急時の情報の収集あるいは伝達体制などにつき

まして、基本的な考え方を盛り込んだところで

ございます。

なお、原子力規制委員会におきましては、現

在、30キロメートルを超える区域につきまして

検討が行われておりますので、この状況を見き

わめながら、今後、地域防災計画のさらなる改

正について検討してまいりたいと考えておりま

す。

昨日もこの話題が出ましたけ○有岡浩一議員

れども、川内原発からの放射性物質拡散をシミ

ュレーション、試算してみますと、風向きに

よっては、ここ宮崎市内にも拡散します。わか

りやすく言いますと、新燃岳噴火のときに多く

の地域で降灰があったときのような広がりがあ

ると考えるべきであります。避難計画を含め、

整備が必要であることは間違いありませんの

で、ぜひ検討し、計画を進められるよう要望し

ておきます。

続いて、県庁５号館の取り扱いについて総務

部長にお伺いいたします。

７月23日の総務政策常任委員会では、県庁５

号館のあり方について意見を求められたと受け

とめていましたが、翌日には地元新聞で、解体

後に外装材を再利用する形で整備すると報じら

れています。そこでまず、５号館取り壊しとな

ると、現在使用している県文書センター移転の

問題があります。県文書センターが保有してい

る歴史的価値のある公文書が、空調設備等の

整った安全な場所に移転する計画はどこまで進

んでいるのか、総務部長にお伺いいたします。

文書センターと○総務部長（成合 修君）

なっております５号館のあり方等につきまして

は、ことし11月策定予定の防災拠点庁舎整備基

本構想の中で、そのあり方、方針を決定するこ

ととしております。その前提で、５号館から文

書センターが移転する場合の取り扱いについて

答弁させていただきます。

文書センターが保有しております歴史資料と

して価値のある公文書は、明治初期からの貴重

なものが系統的にそろっておりまして、御指摘

のとおり、欠落が少ない等の理由で、全国的に

も高い評価を受けているところでございます。

このため、かけがえのない公文書等を保存する

文書センターのあり方などを検討するプロジェ

クトチームを庁内に先月立ち上げまして、現

在、移転先の選定、移転方法等について検討を

重ねているところでございます。文書センター

が、これまでどおりその役割を十分果たせるよ

うに、移転先での公文書等の適切な保存、管理

体制の構築などに努めてまいりたいと考えてお

ります。

今のお話でいきますと、県庁○有岡浩一議員

５号館の解体、外観の一部を保存するというこ
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とは、11月の基本構想の中で決めていくという

ことで、そういう説明だったかと思います。総

務部長にお伺いしますが、９月３日の新聞で

は、「５号館を解体し、防災庁舎の一部に」と

あり、コスト考慮、よい景観をつくるというこ

とで県がコメントしております。外観保存でよ

りよい景観をつくれる、このことは誰がどのよ

うな権限でコメントしているのか、総務部長、

お尋ねいたします。

常任委員会の翌日○総務部長（成合 修君）

に一部報道されたことは承知しております。今

回の保存方法につきましては、基本構想の中

で11月下旬に最終的に決定しますが、５号館の

あり方につきましては、現在のところ基本的な

方針ということで、７月23日の常任委員会の中

で 今回の防災拠点庁舎の整備が非常に重要―

なプロジェクトということでございまして、防

災拠点庁舎の整備の問題が始まって以降 県―

議会のほうにまず御説明をし、幅広く御意見を

いただきながら、各種の検討をしてきたところ

でございます。今回の件につきましても、まず

常任委員会に御報告し、幅広い御意見をいただ

き、さらに検討を現在進めているところでござ

います。

余り納得できる形ではないん○有岡浩一議員

ですけれども、我々、総務政策常任委員会の中

で説明をいただきました。しかし、他の議員に

対しての説明もなければ、県民に対する５号館

取り扱いについての意見を聞く場面もないとい

うことでありますが、５号館を取り壊す、解体

するということに対して、知事は了解している

というふうに理解してよろしいんでしょうか。

御指摘の５号館であり○知事（河野俊嗣君）

ますが、今の県庁本館より古い昭和元年の建物

でありまして、特に外観は特徴的で、本館やク

ス並木と一体となった非常に美しい景観を創出

しているものというふうに考えております。歴

史的、景観的価値のある建物というふうに受け

とめておるところでございます。

今回の保存方法につきましては、現在の建物

の材料をできるだけ再利用して復元するという

ものでありまして、貴重な建物を生かし、その

価値を現代的な状況の中で高めるための手法と

いうことで、これは全国的にも導入されて具体

的な事例があるものでございます。５号館を今

後も保存し、有効に活用していきたいという強

い思いから総合的に検討した結果であり、私と

しても適切な保存方法であると考えておるとこ

ろでございます。

取り壊すということは、もう○有岡浩一議員

復元できないということを理解していらっしゃ

るのかどうかわかりませんが、一部使うとかい

う考え方で今回対応されるようです。そこで、

一つ考えなきゃいけないのが、宮崎市の景観重

要建造物であるということで、県庁本館、県庁

５号館については、先月の宮崎市の景観審議会

の中でも話が出ましたし、その意向としまして

は、残せるものは残してほしい、しかし宮崎県

の所有だということで宮崎県のほうにお願いす

るしかないということでした。

景観に対する取り組みとして、平成16年に景

観法ができまして、本県も景観行政団体になっ

ています。平成19年４月には基本方針として、

歴史的な建築物や建造物の景観として県庁本

館、県庁５号館を明示しています。忘れてい

らっしゃる方がいらっしゃるかしれませんが、

県民の財産としての旧宮崎農工銀行、県庁本館

の保存というものを真剣に考えた上での結論な

のか、大変危惧しております。どこの場面で５

号館を解体するという結論が出せたのか。私
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は、本来は審議会等で審議するというスタンス

がなければいけないと思っております。そうい

う形式をとっていない本県の取り組みについて

大変疑問を持つんですが、総務部長、こういう

審議をする場面はなくてよかったのか、お尋ね

いたします。

５号館の歴史的、○総務部長（成合 修君）

景観的な価値につきましては、議員から御指摘

のありますように、本県に現存する数少ない近

代建造物であるということで、当時のれんが調

やルネサンス様式の装飾外観が特徴的でござい

まして、本館と一体となって楠並木通りと調和

した景観を形成しているというふうに十分認識

しているところでございます。

しかしながら、防災拠点庁舎の整備に当たり

まして、外来駐車場敷地を有効に使うためにさ

まざまな検討を行いました結果、５号館の調査

をいたしました。そして、構造体、部材に著し

い劣化があること、今後、多額の改修費用が必

要になること、また外観的には当時の面影を残

しておりますが、内装の半数以上を撤去してい

ること等々ございまして、歴史的、景観的価値

を踏まえて、できる限り保存活用するというこ

とで検討してきたところでございます。防災機

能の十分な確保、コストの抑制、さらには日本

庭園やクス並木との一体感、保存後の利活用を

考えたものでございまして、仮に11階建ての防

災拠点庁舎が北側に建ちますと、楠並木通り側

から見ると全て建物が隠れてしまう、そういっ

たこともありまして、５号館の解体後、内装・

外装材の再利用を図り、防災拠点庁舎と一体的

に整備、復元することにより、クス並木と日本

庭園が一体となった景観を形成できるのではな

いかということで、現在の県の基本方針として

おります。

また、この基本構想につきましては、今議会

の常任委員会で素案を御報告後、パブリックコ

メント等を実施するとともに、建築あるいは造

園、そういった専門家等々の方々の御意見も幅

広くお伺いしながら、最終的な決定をしたいと

考えております。

私は総務政策常任委員会で、○有岡浩一議員

どれぐらいの費用が今後かかってくるのですか

と申し上げましたが、５号館を取り壊すことに

よって、文書センターの移転費用、そういった

ものを概算で出していらっしゃればお尋ねいた

します。

文書センターの移○総務部長（成合 修君）

転につきましては、現在、先ほど申し上げまし

たように、プロジェクトチームで検討しており

ますが、移転先によってその費用は変わってま

いりますし、改修工事にどの程度かかるかとい

うことは、さまざまな案を今後考えながら、検

討してまいるということにしております。

費用的な問題が説明できない○有岡浩一議員

状態ではなかなか議論が進まないということを

常任委員会では申し上げましたし、例えば日本

庭園のこちら側が駐車場として利用できないの

か検討してほしいということを申し上げました

が、検討されたか、お尋ねいたします。

日本庭園でござい○総務部長（成合 修君）

ますが、昭和45年に整備されておりまして、樹

齢300年を超えるヤマモモの木など貴重な樹木も

植栽されているところでございます。防災拠点

庁舎の基本方針におきましては、将来的な県庁

舎のあり方等をイメージする中で、日本庭園に

ついては現在のままできる限り保存することと

したところでございまして、５号館移転を想定

した場合にも、日本庭園の活用については検討

を行っていないところでございます。
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私も日本庭園のほうに入って○有岡浩一議員

みましたが、必要ないとは言いません。しか

し、どれほどの活用がされているのか。５号館

については、取り壊すことによって価値が半減

する、そういう現状がある中で、日本庭園の見

直しを常任委員会ではお願いしたわけです。そ

れが検討していただけないということであれ

ば、再度要望しますが、まず日本庭園があの状

況で子供が入っても危ない、高齢者、車椅子も

入らない。その日本庭園をどれほど活用する計

画があるのか、そういったことも踏まえて、再

度検討していただくことを強く要望して、この

質問を終わりたいと思います。

幾つかのお話をさせていただきますが、広島

県の文書館に行ってまいりました。宮崎県の文

書センターの２倍ほどの敷地を持った文書館で

したけれども、それでも手狭になっているとい

う現状でありました。戦時中に公文書の貴重な

ものは疎開をしていた。しかし、戦後それを集

めて管理することができなかったために、結果

的にはその貴重な資料が紛失したり、残ってい

なかったというのを、反省としておっしゃいま

した。

今回の文書センターの移転におきましても、

慌ただしく引っ越しをしなきゃいけない現状

で、そういった貴重なものが紛失したり傷んで

しまうことがあってはいけないということを一

つ申し上げますし、そうならないための準備を

どれほどできるのか、プロジェクトチームにど

ういったメンバーが入っているかわかりません

が、やはり慎重にやらないと取り返しがつかな

いものです。防災拠点庁舎は100億、予算が組め

ました。できます。しかし、それ以外のもの

は、なくなった時点でもう戻ってこない。そう

いう貴重なものを管理するという意識がなけれ

ば、こういった資料は残していけないというふ

うに思っています。

先日、昭和天皇の話がありましたが、資料を

残していくための努力をしなきゃいけないとい

うことで、昭和天皇実録の中でも拝聴録がなく

なっていたということで、この中で、公文書が

国民の財産だという意識が未成熟だというコメ

ントが書いてあります。公文書というものが宮

崎県の財産であるという価値観を持って取り組

んでいかなければ 安易に取り組んで後々の―

貴重な資料が紛失する、なくなるということは

避けなきゃいけない。そういうリスクを負わな

いためにも、日本庭園も含めて検討することが

必要ではないか、今、慌てて引っ越しすること

のないようにすべきではないかというのが私の

見解です。

また、こういった貴重な資料、貴重な建造物

を残すためにはどういう手法があるのかという

ことで、紹介させていただきたいと思います。

大阪市の中央公会堂は国の指定を受けておりま

す。また、持続的な資金を集めるということ

で、熊本城では1997年から新一口城主制度で20

億円の寄附を集めている。全国から小口の資金

を集めるアイデアを出して、このような資金を

集めるような取り組みをやっています。

やはり宮崎県においても、今後、県庁本館を

どうするのか、これも議論しなきゃいけない。

今から取り組んで、10年、20年先に耐震ができ

る、そういった知恵を絞っていかないと、こう

いったものは残せない。傷んで補修が大変だ、

莫大な費用が要る、だから壊さなきゃいけな

い、そういう議論があってはならない。どう

やって残すかを今から準備していかなきゃいけ

ない、そういう知恵を絞っていただくことを強

く要望しておきます。
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それでは、４番目の移住促進とワンストップ

支援についてお尋ねいたします。

高知県では、平成22年12月から人口問題対策

プロジェクトチームを立ち上げ、提案を行って

います。その中でも、「高知県は、ひとつの大

家族やき。」「高知家」としてインパクトのあ

る移住促進をし、昨年が270組で、年々増加して

おります。県外からの移住者500組以上を目指し

て現在も取り組んでおります。本県の移住促進

への取り組みと現状について、総合政策部長に

お伺いいたします。

本格的な人○総合政策部長（橋本憲次郎君）

口減少社会を迎え、本県においても、高齢化や

人口減少による地域活力の低下が懸念される

中、移住の促進により県外からも人を呼び込む

ということは、コミュニティーや産業の担い手

となる人材を確保し、地域活力の維持増進を図

る上でも大変重要であると考えているところで

ございます。

こうした観点から、県では、移住情報ガイド

ブック等による情報発信、都市部での移住セミ

ナー、相談会の開催など、本県の魅力をＰＲす

るとともに、市町村が実施する移住促進に向け

た取り組みへ支援を行うなど、各種の移住施策

に取り組んでいるところでございます。

これらの取り組みの結果でございますけれど

も、「未来みやざき創造プラン」における目標

といたしましては、平成23年度から４年間で200

世帯を掲げておりますが、平成23年４月からこ

とし７月までの間で197世帯の移住が実現してい

るという状況でございます。

高知県の場合は昨年が270と申○有岡浩一議員

し上げましたが、その前が100台、今後500を目

指すということで、やはり県の姿勢が問われ

て、そういう県の姿勢がそのまま数字にあらわ

れてきていると思うんです。そういった意味

で、高知県の取り組みについてもう少し紹介し

たいと思いますが、第２期高知県産業振興計画

をつくっております。移住政策も結果的には産

業振興なんですね。そういう意味で、農業の分

野もありますし、産業にはそれぞれの分野がご

ざいます。そして、ワンストップ支援という表

現で市町村と県とのパイプ役をとったり、そう

いう取り組みをしております。積極的に移住施

策について取り組んでいるわけですが、本県に

おいても、例えば市町村が持っている空き家バ

ンク、これは一つ一つの市町村では大変少ない

数ですけれども、県内全域で情報を共有するこ

とで、安心して相談できるワンストップ支援窓

口が検討できるのではないかと思います。その

ことについて見解をお伺いいたします。

御紹介いた○総合政策部長（橋本憲次郎君）

だきました高知県を初めといたしまして、各県

が今、移住の促進に向けた取り組みを強化して

おりまして、地域間の競争が大変激化している

という認識でいるところでございます。

このような中で、本県といたしましても、

県、市町村、関係機関が一体となった組織づく

り、都市部住民へのより直接的な働きかけ、ま

た移住された方のその後のフォローアップの充

実など、移住者の視点に立った各種施策の強化

を検討していく必要があるというふうに考えて

いるところでございます。今後とも、地域間競

争の激化などの現状や課題をしっかりと見据

え、人口減少対策の柱の一つとして、移住の促

進に積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

福島原発の関係で宮崎に住ま○有岡浩一議員

われている方々から、宮崎県から大変いろんな

支援をいただいてありがたいという声を聞いて
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おります。要は、来られた方が満足する、また

フォローアップしてしっかりと助ける、そう

いった形をつくることが、宮崎県は安心して住

めるところだという宣伝になりますし、そうい

う取り組みができるように、ぜひワンストップ

支援サービスといったものを検討していただく

ことを要望して、次の質問に参ります。

橋梁工事について県土整備部長にお伺いいた

します。

アセットマネジメント導入により橋梁の長寿

命化が求められていますが、今後100年間のコス

ト縮減が試算されております。要は、点検、診

断、補修工事の一連の作業が必要となり、地元

業者育成の観点からも積極的な研修の導入が必

要と考えますが、現在どのような取り組みを

行っているのか、お尋ねいたします。

県管理の橋○県土整備部長（大田原宣治君）

梁につきましては、議員のお話にありましたと

おり、アセットマネジメントを導入し、平成22

年度に策定しました長寿命化修繕計画に基づ

き、点検、診断、補修工事を実施しており、そ

のうち点検業務や補修工事につきましては、原

則、県内業者に発注しているところです。

診断業務につきましては、橋梁の健全性や劣

化状態を正確に判断する高度な技術力が求めら

れますことから、経験が豊富な県外業者に委託

してきたところでありますが、県内企業の技術

水準の向上を目的としまして、今年度から、県

外業者と県内業者から成る共同企業体による診

断業務にも取り組むこととしております。さら

に平成24年度からは、診断の専門的な知識を習

得することを目的に、県、市町村の職員や民間

コンサルタントなどの県内技術者を対象としま

す診断講習会を実施しているところであり、こ

れまで年間100名程度の方が受講されておりま

す。県といたしましては、県内業者のさらなる

技術力向上は重要な課題と認識しておりますの

で、今後とも積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

ぜひ、県内業者の育成という○有岡浩一議員

観点から取り組んでいただきたいと思います

し、知事が掲げる人財づくり基金も持っており

ますので、人材づくりにはどんどん手を挙げて

提案していただきたいと思っております。

次に、総務事務センターの契約の現状につい

てでありますが、このことについて26年度の契

約において業者の機器の保有状況を確認したこ

とによって、現状が見えてまいりました。何度

もこの件を取り上げまして、下請に出すだけの

技術ではなく、これからは技術で勝負できる業

者を育成することが必要であります。ほかの分

野ではございますが、県外の安い事業所に発注

したほうが利益が出るというようなことがあっ

てはなりません。地元業者育成を課題として取

り組んでいただくことを申し上げ、この質問は

これで終わりにさせていただきます。何度も何

度もこの質問をしたことで、一つの改善策がと

られたというふうに理解しておりますので、こ

の質問はこれで終わらせていただきます。

次に、７番目の農地中間管理事業についてお

尋ねいたします。

本年度からスタートした農地中間管理事業に

ついて、本事業の目指す本県農業の姿について

県の基本的な考えを、農政水産部長にお伺いい

たします。

農地中間管理○農政水産部長（緒方文彦君）

事業は、担い手の高齢化が進む中で、離農や経

営規模縮小のために農地を貸したい方が、安心

して農地を預けられる制度となっております。

また、農地が分散しているために農地を交換し
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てまとめたい担い手や、新規就農のために農地

を借りたい方などを対象に、まとまった農地を

機構が貸し付けることができることから、さら

なる規模拡大や作業の効率化を図る上で大変有

効な制度であると考えております。

県といたしましては、まとまって農地を流動

化させるには地域の話し合い活動が不可欠であ

ることから、地域の担い手と農地利用の将来ビ

ジョンである「人・農地プラン」を基本といた

しまして、地域集積協力金等を活用しながら、

農地を借り受ける担い手の生産対策や、出し手

と受け手の双方にメリットがある、宮崎の実情

に応じた取り組みを推進してまいりたいと考え

ております。

大きな農地政策の転換に当た○有岡浩一議員

りまして、出し手と受け手の双方にメリットが

あるということをなかなか理解できない現状が

あります。さらに、いろいろな制度が変わる中

で農家の方たちがその変化についていけない、

それほど次から次に改革が進められる現状であ

ります。そこで、この制度が理解されない中

で、中には農地をとられるんじゃないかという

イメージになってしまう方もいらっしゃるよう

です。そういった意味で、本制度の内容をどの

ように関係者に周知して、この制度を実のある

ものにしていこうとされているのか、再度、農

政水産部長にお伺いいたします。

現在、農地中○農政水産部長（緒方文彦君）

間管理機構であります宮崎県農業振興公社のホ

ームページや、市町村の広報紙等で情報発信を

行いますとともに、集落リーダー研修会などの

さまざまな機会を捉えて、制度内容等の周知活

動を展開しているところであります。さらに、

本制度を実際に活用した取り組み事例を早期に

取りまとめ、具体的に紹介していくことが、本

事業の推進を図る上で極めて重要であると考え

ております。このため県では、旧市町村ごと

に、本制度を先行して実施するモデル地区を選

定いたしまして、「人・農地プラン」の見直し

に向けた話し合いとあわせて、モデル地区での

課題の抽出や事業の検証を十分に行いながら、

各地域の実情に応じた取り組みを進めていると

ころでございます。

ぜひ、こういった新しい取り○有岡浩一議員

組みですので、農業委員の方たちにも理解をし

ていただきまして、農家の方同士でそういう情

報を共有できる形、そして今、部長がおっしゃ

るように、モデル地区を参考にしながら、しっ

かりと理解していただきまして、５年、10年の

スパンで取り組む事業ですので、しっかりと地

に根をおろした活動をしていただくよう要望し

て、次の質問に参ります。

木材の有効活用についてでございます。

私は、先月、オーストリアのウィーンに行っ

てまいりまして、ＣＬＴ建築でつくられた

ショッピングセンター等を見てまいりました。

木材の活用が盛んで、高速道路の防護壁や住宅

などに生かされています。木材の利活用の大変

すぐれた国でありまして、そういった意味で

は、杉の生産量日本一の本県においても、Ｂ材

の活用策としてＣＬＴ（直交集成板）を検討す

べきと思われますが、環境森林部長に見解をお

伺いいたします。

丸太には、Ａ○環境森林部長（徳永三夫君）

材、Ｂ材、Ｃ材という区分がございますが、こ

の区分は、丸太の曲がりぐあいで区分しており

まして、わかりやすく申しますと、丸太を転が

したときに、ころころっと転ぶのがＡ材、ごろ

ごろっと転ぶのがＢ材でございまして、ごろん

ごろんと転ぶのがＣ材というふうに覚えておい
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ていただければと思います。

質問にありましたＢ材でございますが、本県

では家の柱としてなかなか使えないということ

で、集成材、板材として加工されておりまし

て、今後増加が見込まれます大径化したＢ材の

需要先として直交集成板、いわゆるＣＬＴへの

活用が期待をされているところでございます。

ＣＬＴにつきましては、現在、国におきまし

て、建築基準法に基づく基準の策定に向け動き

出しておりますが、その施工方法など解決すべ

き課題が幾らかありますので、県では、都城の

木材利用技術センターにおきまして、県産杉を

活用したＣＬＴによる建築構法の研究開発など

に現在取り組んでいるところでございます。

たびたび高知が出てまいりま○有岡浩一議員

すが、高知県ではＣＬＴのパネル工場の整備も

計画に上がっております。そういった意味で

は、Ｂ材の活用策として、また県外に流出する

ものをとどめるという視点からも、早急にこう

いった計画をとりながら、民間と連携しなが

ら、ＣＬＴの研究にしっかりと取り組んでいた

だくことを強く要望しておきます。

次に、木質バイオマス発電の燃料となる林地

残材についてお尋ねいたします。木の宿場、林

地残材収集運搬システムというのがありまし

て、今、中国地方等でよく聞かれる名前です

が、四国でも早くから取り組んできた方法で

す。木質バイオマス発電の燃料となる林地残材

などの確保に向けて、他県で行われている林地

残材収集運搬システムを県内に広く取り組む考

えはないか、環境森林部長にお尋ねします。

現在、県内で○環境森林部長（徳永三夫君）

は、５カ所の木質バイオマス発電施設の建設が

進められておりまして、林地残材の利用に向け

た動きが本格化しております。このため県で

は、事業者等の関係者への助言や情報提供を行

うとともに、施設整備への支援を行っていると

ころであります。また、今年度から、御質問に

ありましたように、山元、いわゆる森林所有者

に直接、所得を還元するために、森林バイオマ

ス地域再生事業により、それぞれの林家が林地

残材を中間土場まで収集運搬し、それを森林組

合等が発電施設まで運搬する新たな仕組みづく

りも、全県下で進めているところであります。

今後とも、林地残材を含めて木材の利用促進に

努めてまいりたいと考えております。

Ａ材、Ｂ材、Ｃ材全てが活用○有岡浩一議員

されることによって、木材価格の安定化、そし

て有効利用になると思います。木に親しんだ宮

崎県でございますので、木を有効に活用するこ

とのできる宮崎県として取り組んでいただくこ

とを強くお願いしておきます。

９番目の平和教育と観光についてでございま

す。

まず、観光という点で紹介させていただきま

すが、ウィーンの市庁舎前に広場がございまし

て、そこで行われている映画祭、フィルムフェ

スティバルというのが先日ございました。これ

は、２カ月の間、毎日、大型スクリーンにオペ

ラやコンサート、バレエなど、それぞれのフィ

ルムを放映するのですが、無料で見れるという

ことで、多くの方が来られていました。来られ

た方は、地元の方もいらっしゃいましたが、や

はり観光客が自由に来られるという場所で、み

んながそこに集まって、フィルムフェスティバ

ルの映像を見るだけではなくて、そこにＢ級グ

ルメがたくさん並ぶことによって、みんながそ

こに集まって祭りを楽しむ、そういう雰囲気が

出ていました。私は１日しか行きませんでした

けれども、それを毎日２カ月間取り組む、そう
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いう姿を、ぜひ宮崎県でもできないだろうかと

いうふうな気持ちで見てまいりました。周辺が

うるさくて困るとか、そういう発想じゃなく

て、みんなが集まって、そこでひとときを楽し

む、外国の方が来られて、そこで楽しんでもら

うような、旅行者を楽しませる、そういう土壌

がありました。

そういった意味では、宮崎県に来られた方が

市内に出るときに、宮崎に行ったらフィルム

フェスティバルというのがあるよ、その時期

だったらあれを見に行ったらいいよと、そうい

うものを企画していくような場所として、この

県庁周辺を活用できるんじゃないかなというふ

うに期待しております。そういった意味で、以

前も申し上げましたが、若い職員はどんどん国

内だけじゃなく海外にも行って、いろんな活用

できるようなものを見て吸収してきてほしいな

と思っていますし、若い職員を育てて、自分が

在職中に何とかこういうことをやってみたいと

いう夢を持って職務に専念できるような、そう

いう環境をつくっていただきまして、宮崎の基

礎をつくっていただきたいと思っております。

それでは、観光についての質問をさせていた

だきますが、これは商工観光労働部長にお尋ね

いたします。教育旅行の新たな展開策として一

つの例で紹介しますと、定期路線のない、地域

でいいますと宮崎県と宮城県、こういったとこ

ろをチャーター便などを活用して「宮宮交流」

として相互に交流し、体験型教育旅行の磨き上

げや、社会人になってからもずっと交流し合え

るような、そういう旅行を促進する取り組みは

考えられないのか、商工観光労働部長にお尋ね

いたします。

本県にお○商工観光労働部長（茂 雄二君）

きましては、平成２年以降、減少傾向にありま

した教育旅行の受け入れを、まずは着実に回復

軌道に乗せるべく、各地からのアクセスや予算

等の基準を考慮しまして、関西・中国地方や北

部九州などを主なターゲットに、ニーズが高

まっております体験・交流型の素材を柱にした

誘致活動に取り組んできております。このよう

な中、近年、宮崎市や北霧島地域を中心に受け

入れが増加してきているなど、これまでの取り

組みが実を結び始めたところであります。県と

いたしましては、受け入れの定着・拡大に向け

まして、引き続き、農家民泊やマリンスポーツ

体験などに重点を置いた素材開発、磨き上げに

取り組みますとともに、新たな市場の開拓、掘

り起こしに向けた調査研究にも努めてまいりた

いと考えております。

次は、関連質問を西村議員に○有岡浩一議員

お願いいたします。

通告がありますので、関連質○福田作弥議長

問を許します。

なお、発言時間は、主質問者の質問時間の範

囲となります。西村議員。

教育委員会に質問いたしま○西村 賢議員

す。教育旅行として最も多いテーマの一つに、

戦争遺産や平和を学べる施設を訪問するものが

あると思いますが、まず本県から他県への教育

旅行の行き先として、鹿児島県の知覧特攻平和

会館もしくは長崎や広島の原爆資料館等がある

と思います。私は文教警察企業常任委員会に属

しておりますが、先月は沖縄県営の平和祈念資

料館を訪問いたしました。非常に日程が詰まっ

ておりましたので、ゆっくりと見学はできな

かったんですが、沖縄戦の非常に悲惨な状況が

わかりまして、その恐ろしさが伝わってくる施

設でもありました。先日、南九州市の知覧も訪

問してまいりましたが、知覧という地域は、御
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存じかと思いますが、特攻基地があった地域で

もございます。

現在、我が国は周辺諸国との緊張関係が続き

まして、また国内でも集団的自衛権の議論等に

よって、国民の中にも、いざ戦争へ近づいてい

るんじゃないかという危機感を持たれている方

もいらっしゃいます。また、テレビ番組等々で

は非常に過激な発言をされる方もおりますし、

ヘイトスピーチのような、また別の民族間の問

題もございます。

私は、このような状況下では、しっかりと子

供たちに戦争への歴史や悲惨さといったものを

引き継いでいくことが重要ではないかと思いま

すが、来年はちょうど戦後70年に当たりま

す。20歳で戦争を終えた方々がもう90歳になる

年になりました。戦地に赴いた方々、また戦争

を体験した方々も徐々に少なくなってきており

ます。平和学習、平和教育がますます重要に

なっていると思いますが、まず教育委員長に平

和学習についての考え方を伺いたいと思いま

す。

日本は、現在は○教育委員長（齊藤和子君）

平和な国ですが、それは、過去の戦争体験を踏

まえ、平和な国づくりに取り組んでこられた方

々の真摯な御努力によるものであり、これから

の社会を担う子供たちには、平和の大切さやあ

りがたさについてしっかりと学んでほしいと考

えております。

先日、五ヶ瀬中等教育学校の生徒が、平和に

ついてのスピーチコンテストにおいて最優秀賞

に輝いたニュースが報道されました。その生徒

は、実際に戦争を体験された方にお話を伺った

り、自分で文献調査を重ねたりしながら、平和

の大切さについての学びを深め続けてきたそう

です。このように、今の時代に生きる子供たち

にも、過去の戦争から学び、みずから考えるこ

とで平和のとうとさを強く実感してもらい、ぜ

ひ、世界の平和や人類の幸福に貢献していこう

という気概を持つ人材に育ってほしいと願って

おります。

ありがとうございました。○西村 賢議員

先日、会派で勉強会を行いまして、竹田恒泰

先生をお呼びいたしまして、宮崎市で約300人の

県民の方々と話を聞く機会がありました。その

中でも竹田先生から、過去の戦争で多くの日本

人が犠牲になられたが、日本人は犬死にしたわ

けではなくて、多くの日本人の命を守り、また

日本を守り、そして日本人の誇りを守ってくれ

たという話がありました。こういう話を聞く

と、右系の話だとか、そういうふうに聞きがち

になるんですけれども、やはり一つは、平和教

育、平和学習とばかり言ってしまうと、時には

自虐史観のように昔の日本人は悪かったと言い

がちになってしまいます。それも教育の一環と

して必要な場合もあるかもしれませんが、やは

り平和教育は、戦争の悲惨さというものを伝え

ながら、また自虐史観にならないように、近代

史で日本がどのような立場に置かれていたのか

ということをしっかりと教えていかなければな

らないと思います。今、県内の小中学校におけ

る平和学習としてどのような取り組みがなされ

ているのかを、教育長にお伺いいたします。

平和のとうとさにつ○教育長（飛田 洋君）

いて小中学生のうちから学んでいくことは、平

和で民主的な国家や社会を築いていこうとする

心を育てる上で、非常に大切なことだと考えて

おります。小中学校では、例えば小学校の社会

科において、空襲の悲劇や原爆の悲惨さなどに

ついて具体的に調べたり、中学校の社会科にお

いて、近現代の歴史もしっかりと学びながら、
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我が国が掲げる平和主義の意義について理解を

深めたりするなどの学習を行っております。ま

た、道徳教育を通して世界平和に貢献する心を

育むとともに、修学旅行などの学校行事、さら

には総合的な学習の時間などにおいて、実際に

戦争を体験された方から直接、講話をいただい

たり、戦争の悲惨さを伝える映像資料などを活

用したりしながら学びを深めるなどして、さま

ざまな機会を生かし、平和学習に取り組んでい

るところであります。

今、教育長の答弁の中にはご○西村 賢議員

ざいませんでしたが、我々が子供のころに受け

た歴史の授業よりも、今の子供たちのほうが40

時間ぐらい、近代史を学ぶ時間がふえたと聞い

ております。そういうことを踏まえながら、近

代史というのは非常に重要だと思いますし、平

和学習にもつながるものでありますから、ぜひ

とも教育委員会としての取り組みを今後ともお

願いしたいと思います。

続けて、教育長に再度質問いたしますが、今

の答弁でも、各学校もしくは市町村の教育委員

会、それぞれの取り組みに任せているところも

あると思います。私も先日、宮崎空港隣の特攻

基地慰霊碑などを見に行きました。赤江地区の

子供たちは、そこを訪問して平和のとうとさを

学んだりするということも聞きましたが、逆

に、その地域以外の学校に通っている方は、あ

そこを訪問する機会も非常に少ないということ

も聞いております。そのようなことも踏まえま

して、県の教育委員会から各市町村に、こうい

う施設があるから見に行ってはどうですかと

か、もしくは来年は70年目の節目に当たります

から、こういう教育にもっと力を入れましょう

といったような、県教育委員会からの平和学習

の方針というものは打ち出せないものか、お伺

いをいたします。

今お話がありました○教育長（飛田 洋君）

ように、来年は戦後70周年の節目の年でもあり

まして、平和的な国家社会の実現に向け、戦争

や原爆を体験したことのある我が国の歴史や現

代の世界情勢など、さまざまな視点から学びを

深める必要があると考えます。

我が国の教育の一番のよりどころとなってい

る教育基本法の冒頭に、教育の目的が示されて

おりますが、教育の目的として、平和で民主的

な国家や社会の形成者として必要な資質の育成

を目指すということが、まず掲げてあります。

学習指導要領にも、そのことを受けて具体化す

るための平和学習に関する資料が示されている

ところであります。県教育委員会といたしまし

ては、先ほど申し上げました教育基本法などの

趣旨を十分に尊重し、県立学校、市町村立学校

それぞれの学校で平和学習がさらに充実するよ

う、積極的に指導してまいりたいと考えており

ます。

ありがとうございました。ま○西村 賢議員

すます教育においての平和学習は重要になると

思いますので、ぜひともその充実をお願いした

いと思います。特に来年の70年という節目を重

く受けとめていただきたいと思います。

次に、福祉保健部長にお伺いをいたします。

本県出身の戦死者も、満州事変以降、約３

万6,000人とも言われております。宮崎市内には

遺族会館内に県平和祈念資料展示室や護国神社

の遺品館といった、遺品などを展示していると

ころがございます。県平和祈念資料展示室では

約2,000点を収集し、その一部、300点を展示し

ております。そのことも踏まえ、私も訪問して

話を聞いてみましたが、その遺品は非常に年月

がたち、管理が難しくなってきている。もしく
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は親の世代までだったら必死に形見としてとっ

ておいたものが、祖父の時代とか、２代、３代

と離れてくると、もう持ち切れなくなって、持

ち込まれる方が非常に多いということを聞きま

した。今になって、祖父祖母が亡くなって持っ

てこられる方が多いということもあります。こ

れらの戦争遺品というものは非常に価値がある

ものでありますし、今後ともそれを保存してい

かなければならないものであると思います。

先ほどお話も出したような、知覧であったり

沖縄の平和祈念資料館にも、多くの遺品が展示

されておりました。また、別の視点にもなりま

すが、遺族会館は今、非常に小さい施設です

が、年間訪れる方が昨年で952人、約1,000人弱

であります。知覧は、いろんな映画の影響も

あってか、ことしの１月から４月の４カ月間

で18万4,000人と聞いております。比べるにも余

りにも次元が違いますが、決して交通アクセス

もいいところに建っているとは思いませんでし

た。申し上げたような大型の平和祈念施設とい

うものをつくるのは難しいかもしれませんが、

本県の戦争遺品や平和の拠点となるような施設

を県は整備することができないのかを、福祉保

健部長にお伺いいたします。

戦没者の遺品○福祉保健部長（佐藤健司君）

等の展示につきましては、戦争の悲惨さや平和

のとうとさを考える上で大変重要でありますの

で、お話にもございましたが、県では平成13年

度に、遺族会館内に平和祈念資料展示室を整備

いたしております。この整備に当たりまして

は、平成10年度から３カ年かけまして、県内の

戦没者の遺品を約2,000点収集し、この中から専

門家の意見も踏まえ、千人針、軍隊手帳、遺書

など展示価値の比較的高い300点を選定し、常設

展示しているところでございます。こうした経

緯や現状等もあり、お尋ねの、新たに施設の整

備をすることは難しいと考えますが、管理等の

問題などさまざまな課題があることも承知して

おります。いずれにしましても、戦争体験を適

切に継承するという観点に立ちまして、今後、

より多くの県民の皆様に御利用いただけるよう

な方策について、関係者等と意見交換を行って

まいりたいと考えております。

最後に、知事にも感想を伺い○西村 賢議員

たいと思います。いろんな平和祈念施設 も―

ちろん広島の御出身でありますから、広島の原

爆資料館等々もお詳しいかと思いますが、やは

り宮崎県内にも太平洋戦争のときには多くの特

攻基地がありましたし、確かに宮崎からも多く

の特攻兵の方が出られた過去もあります。当

然、県内にも空襲に遭われた地域もあったと思

いますし、そういうものをしっかりと次の世代

に残していくというのは非常に重要じゃないか

なと思いますが、知事の御感想を伺えればと思

います。

一連の御質問、大変重○知事（河野俊嗣君）

要な御指摘をいただいておるものというふうに

受けとめながらお伺いしたところであります。

ことしの８月15日、県内の戦没者の追悼式に参

りまして、ことしは終戦69年、来年が70年とい

うことに思いをいたすとき、31年後は100年とい

う時を迎える。そのとき私自身もいるかどうか

わからない。ましてや戦争を直接体験された方

というのは本当に少なくなっている状況の中

で、それをどういうふうに次世代に伝えていく

のか。私自身は直接、祖父母、また両親から、

呉の空襲の体験の話を聞いたところであります

が、では自分の子供にその話をするかという

と、なかなかしない部分があるわけでございま

す。ただ、そのように直接体験、また二次体験
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といいますか、それがなくなったとしても、今

御指摘がありましたような遺品でありますと

か、いろんな体験談をいろんな形で伝えること

は大変重要ではないかという思いがしておりま

す。

今、平和祈念資料展示室のお話もございまし

た。それ以外に、そこにあります遺品を例えば

図書館のロビーで、ことしも従軍カメラマンの

写真とあわせて遺品の展示なども終戦の日の前

後に行ったところでございますし、インター

ネットでのそういう情報提供なども行っており

ます。今後、いろんなそういう工夫を重ねるこ

とにより、いかに伝えていくかということを、

これからも工夫してまいりたい、そのように考

えております。

重ねて申しますが、70年とい○西村 賢議員

う来年、その節目をやはり一つの節目として大

きく生かしていくことが重要であると思います

し、先ほど言ったように、遺品というものがあ

ふれているのであれば、例えば各小学校の空き

教室であったりとか、児童が減って教室の使わ

ないところがあれば、そのスペースを利用した

りすることでも非常にいい使い方があるのでは

ないかなと思います。これは各部各課にまたが

ることですから、ぜひとも全体で検討していた

だければと思います。修学旅行の誘致にも非常

に効果があるんじゃないかなと。宮崎から出て

いくばかりではなくて、宮崎にも来てくれるの

ではないかなという期待も込めておったんです

が、また今後とも検討していただければと思い

ます。

以上で関連質問を終わります。

代表質問を終わらせていただ○有岡浩一議員

きます。（拍手）

ここで休憩いたします。○福田作弥議長

午後２時23分休憩

午後２時39分開議

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

次は、公明党宮崎県議団、重松幸次郎議員。

〔登壇〕（拍手） 公明党宮○重松幸次郎議員

崎県議団、重松幸次郎でございます。

公明党は、本年11月17日に結党50年を迎えま

す。これまでの温かい御支援に心から感謝申し

上げ、これからも地域に根を張り、県勢発展の

ために一丸となって働いてまいります。

そして、平和の党・公明党として申し上げま

す。本年７月１日に、「国の存立を全うし、国

民を守るための切れ目のない安全保障法制の整

備について」の閣議決定がなされ、今後の基本

方針が示されました。我が党の山口那津男代表

はこれを受け、国会内で記者会見し、大要次の

ように述べました。

「我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対

応して、国民の命と平和な暮らしを守るため

に、切れ目のない安全保障に関する立法措置の

方向性が明確になり、この閣議決定は非常に大

きな意義があります。この中で最も大事なこと

は、平和主義という憲法の柱を堅持し、憲法９

条のもとで許容される自衛の措置の限界を示し

ました。すなわち、専守防衛はこれまでと全く

変わらず、今後も貫かれるということでありま

す。与党協議での公明党の役割は、従来の政府

の憲法解釈との論理的整合性、法的安定性を維

持し、憲法の規範性を確保する役割を果たすこ

とができました。憲法９条に関する政府の基本

的な見解のベースとなる1972年見解の基本的論

理を維持したことが、論理的整合性を保つ上で

のポイントだと思います。つまり、外国の防衛
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それ自体を目的とする、いわゆる集団的自衛権

は今後とも認めない。憲法上許される自衛の措

置は、自国防衛、つまり国民を守る目的のみに

限られる。いわば個別的自衛権に匹敵するよう

な事態にのみ発動されるとの憲法上の歯どめを

かけ、憲法の規範性を確保したと考えます。

これまでの政府の憲法解釈の基本的論理は維

持されたことから、憲法９条に関し、この基本

的論理を変える解釈変更はできないとして、そ

の限界を示したということ。つまり、その場合

は憲法改正が必要だということを明確にしたと

いうことであります。

今後の取り組みとしては、国会審議などを通

じて、国民の皆様に御理解いただけるよう、さ

らに説明責任を果たしていく。抑止力の強化と

並んで、外交力の強化が重要な柱であり、党を

挙げてこの点に力を尽くしていきたい」と、こ

のように述べました。

この点について、憲法・防衛法が御専門であ

る三重中京大学・浜谷英博名誉教授は、「日本

を戦争のできる国にするものだという批判があ

るが、憲法の掲げる平和主義の理念は全く変

わっていない。むしろ、その理念を今この時の

国際安全保障環境に合わせて具現化し、自衛の

措置がどこまで認められるのかという限界を示

したのが今回の閣議決定だ」と、高く評価され

ており、このほかにも多くの識者から賛同の

メッセージが届いております。

再度、山口代表は、「日本の置かれた現状を

直視して、国民の心配も真正面から受けとめな

がら、どう憲法の柱を守り、歯どめをかける

か、これを現実に行う公明党の平和の党として

の役割は重要だ」と強調しております。

憲法の平和主義を堅持し、これからも公明党

は「大衆とともに」の立党精神を胸に、次の50

年を目指して、大衆福祉と平和のために全力で

戦ってまいります。

それでは、質問に入らせていただきます。知

事を初め、執行部の皆様の明快な御答弁をお願

い申し上げます。

９月３日、第２次安倍改造内閣が発足しまし

た。経済最優先でデフレからの脱却に向けて、

ベテランと中堅、そして歴代最多に並ぶ女性５

名の入閣で、バランスを重視した体制ですが、

単刀直入、知事に、今回の安倍改造内閣に対す

る率直な感想と期待するところをお伺いいたし

ます。

以上で壇上の質問とし、以下は質問者席から

行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

新内閣に対する感想と期待についてでありま

す。このたび発足された安倍改造内閣におかれ

ましては、私ども地方の暮らしに密接にかかわ

る「地方創生」というものを非常に重要な課題

として掲げられ、地方創生担当大臣が新設をさ

れましたことや、女性が積極的に登用されまし

たことなど、総理が目指される「元気で豊かな

地方の創生」や、「女性が輝く社会の実現」に

向けた姿勢や意気込みというものが明確に示さ

れたものと考えておるところでございます。ま

た、太田大臣を初め、重立った閣僚が残留をさ

れたところでございますが、実はここ１年の間

に宮崎を訪問され、私も直接、御挨拶をし、ま

た宮崎の実情を話をさせていただくことができ

た大臣が何人も残っておられるということは、

大変心強く思っておるところでございます。ま

た、先日、たまたまではございますが、組閣

後、羽田空港で太田大臣にお会いする機会があ

り、今後ともぜひよろしくお願いしたいという

平成26年９月11日(木)
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ことを申し上げたところでございますが、これ

までの経緯というものを十分踏まえていただい

た上で、それぞれの分野において御活躍いただ

くよう、期待をしておるところでございます。

地方におきましては、経済・雇用対策はもち

ろんのこと、人口減少問題や少子高齢化対策な

ど、重要課題が山積をしております。新内閣に

おかれましては、引き続き、本格的な景気回復

に向けた取り組みというものを力強く進めてい

ただきますとともに、地方が抱えております人

口減少や過疎化、社会資本の整備など、構造的

な課題の解決に向けて、地方と十分に連携をし

ながら、全力で取り組んでいただきたいと考え

ているところであります。以上であります。

〔降壇〕

ありがとうございました。○重松幸次郎議員

我が党も、「魅力ある地域・支え合う地域・安

心な地域・そして活力ある地域づくり」を掲げ

て取り組んでおります。また、今月１日、第９

回九州・沖縄未来創造会議に会派を代表して参

加させていただきました。意見交換の中で、

「国土のグランドデザイン2050」と題して、将

来目指すべき国土の方向性を国交省の方から御

説明いただきました。知事は、中長期的な観点

から、どのような宮崎を構築されようとしてい

るのか、そのビジョンをお伺いしたいと思いま

す。

本県を取り巻く環境で○知事（河野俊嗣君）

ございますが、少子高齢・人口減少社会の進行

による地域活力や生産力の低下でありますと

か、地域間競争や国際競争の激化、さらには国

・地方を通じた厳しい財政状況など、時代状況

が大きく変化をし、また、中長期的に対応すべ

き課題というものが数多く存在しているという

のが認識でございます。

このような課題を見据え、2030年を目標年度

とします「未来みやざき創造プラン」の長期ビ

ジョンにおきまして、本県の目指す将来像や、

それを実現するための８つの長期戦略を掲げて

取り組んできたところであります。その結果、

フードビジネスなどの成長産業の育成や、東ア

ジア市場の開拓、さらには、県民の悲願であり

ました東九州自動車道の宮崎―延岡間の開通な

ど、一定の成果というものを着実に残してくる

ことができたのではないかと考えておるところ

でございます。

今後は、こうした新たな成長に向けた動きと

いうものを一層加速化させるとともに、経済・

雇用対策や人口減少問題を初めとする構造的な

課題に対しまして、宮崎のポテンシャルという

ものを十分に生かしながら、中長期的かつ戦略

的に取り組む必要があると考えております。

私としましては、一つには、急速な人口減少

にしっかり歯どめをかけるということ、そして

一つには、そのために地域に根差した産業・雇

用を育てていくということ、そして、さらに

は、人のきずなや暮らしやすさといった宮崎の

よさを生かして、人々や自然が調和し、ともに

生きていく社会をつくることが非常に重要であ

ろうというふうに考えておりまして、これらの

施策に全力で取り組み、活力にあふれた宮崎の

新時代を築いてまいりたい、そのように考えて

おるところであります。

アジア市場の開拓、または○重松幸次郎議員

広域連携、活力あふれる宮崎づくりをぜひ進め

ていただきたいと思います。

さて、今般の知事の政治資金受領の件につい

て、昨日から先ほどまで質問がございました

が、重複は避け、１問だけ。知事は、今回の政

治資金受領に関して、県民が納得できる説明が
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できたと考えていらっしゃるか、それをお伺い

いたします。

まず、私の政治団体等○知事（河野俊嗣君）

への資金提供に関しまして、県議会を初め、県

民の皆様に御心配をおかけしていることを深く

おわび申し上げます。

この件につきましては、定例県議会の冒頭で

説明の機会をいただくとともに、これまでの代

表質問への答弁や記者会見など、説明責任を果

たすべく、真摯に説明をさせていただいたとこ

ろでございます。今後とも、そのような姿勢と

いうものを貫いてまいりたいと考えておりま

す。

政治家である知事として、県議会を初め、県

民の皆様との信頼関係というのを大切にしなが

ら、しっかりとした県政運営ができるよう、一

層気を引き締めて取り組んでまいりたいと考え

ております。

どうか最後まで説明責任を○重松幸次郎議員

果たしていただきたいというふうに思います。

それでは次に、投票率のアップの取り組みに

ついてお尋ねいたします。

いよいよ本年12月には県知事選挙、そして来

年は統一地方選挙が行われます。これまでも、

投票率の低下現象を危惧して、多くの議員から

質問がございましたが、政党や政治家が発信力

を高める努力をするとともに、有権者が投票し

やすい環境整備へ対策強化が求められていま

す。まず、昨年実施された参議院選挙の宮崎県

選挙区における全体の投票率と20代、30代の投

票率について、選挙管理委員長にお伺いいたし

ます。

昨年実施さ○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

れました参議院議員選挙の宮崎県選挙区におけ

る全体の投票率は、49.82％となっております。

そのうち、年代別の投票率につきましては、各

市町村の一部投票所から抽出した結果に基づき

推計したものでありますが、20代が29.09％、30

代が41.79％となっております。

このように、年代別、20代○重松幸次郎議員

は29.09％、20代は３人に１人しか投票に行って

いないということでございます。全国平均でも

宮崎は下回っているということでございます。

全世代の投票率が下がっておりますが、早稲田

大学の森川友義教授は、「政策的にも高齢者重

視の傾向が強まるなど、国政への影響が著しく

低下している。選挙を棄権する若者がふえる

と、若者にとってさらに不利益をこうむること

になる」と警鐘を鳴らしております。青年と女

性の活躍、これを成長戦略にもうたっているの

は国も地方も一緒でございますが、まずは若者

の政治参加意識、ここから取り組まなければな

りません。いろんな若者アンケートを見ても、

投票に行かない理由はさまざまで、投票に行く

暇がない、投票所が遠い、政党や議員がよくわ

からない、住民票を移していない、政治に関心

がないなどでございます。さまざまな対策を講

じていくことが重要だと考えます。若者の投票

率アップに向けて、どのような取り組みを行っ

ているのか、選挙管理委員長にお伺いいたしま

す。

選挙管理委○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

員会では、若者の投票率向上を図るためにさま

ざまな取り組みを行っておりまして、昨年の参

議院議員選挙におきましては、フェイスブック

やツイッター、ユーチューブといった、若者に

親しみのある媒体を活用した選挙の情報提供

や、県内の大学生で構成する学生選挙サポータ

ーと連携した、大型ショッピングセンターや県

内各大学における投票呼びかけなども実施した
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ところであります。

また、選挙時以外にも、日ごろから常時啓発

に取り組んでおるところでありまして、政治と

生活とのかかわりについて若者が意見交換を行

う「しゃべり場せんきょ」や、政治や選挙に関

し、若者の視点で発表する「わけもんの主張」

などを実施しているところであります。

さらに、長期的な観点からは、将来、有権者

となる子供たちに、早い段階から政治や選挙に

対する関心を持ってもらうことが重要となりま

すことから、児童生徒を対象とした選挙啓発ポ

スター・書道作品展の実施や、市町村が行う小

学校等への出前授業の促進にも取り組んでいる

ところであります。

選挙管理委員会といたしましては、今後と

も、教育委員会を初め、関係機関等と連携を図

りながら、若者の投票率向上に向けた効果的な

選挙啓発に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

御答弁にありましたよう○重松幸次郎議員

に、昨年の参議院選挙から解禁されましたイン

ターネットの活用でございます。ソーシャル・

ネットワーキング・サービスの活用で、政党・

候補者の訴えや、動画投稿サイトをホームペー

ジにアップロードすることが可能になりまし

た。ここでまたもう一つ提案したいのが、期日

前投票で、秋田県などは、大型ショッピングセ

ンターなどでも投票が行えるようになったよう

であります。今後は、本県でも、ショッピング

センターやデパート、また中心商店街でのイベ

ント会場、駅やバスターミナルの広場でも投票

ができると便利だと思いますが、期日前投票を

他県では大型ショッピングセンターなどで行っ

ているが、本県でも考えられないか、選挙管理

委員長にお伺いいたします。

期日前投票○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

所を大型ショッピングセンター等に設置しよう

とする場合、施設の協力を得ることはもとよ

り、投票の秘密を守るため、周囲から独立し、

必要な設備が設置できるスペースを確保するこ

とや、二重投票防止のための選挙人の投票状況

を随時確認できるネットワーク環境の整備な

ど、技術的に解決しなければならないさまざま

な課題がございます。しかしながら、選挙人が

投票しやすい環境を整備していくことは大変重

要でありますことから、投票事務を担当する市

町村に対しまして、他県における先進的な事例

の情報を提供するとともに、課題解決に向け、

適切な助言を行ってまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございます。既○重松幸次郎議員

に複数の県でも行われているということでござ

います。インターネットからの記事には、国政

選挙の秋田県での期日前利用率は、2005年衆議

院選挙から全国トップを維持、2009年衆議院選

挙では倍近くにはね上がり、２位の愛媛県を大

きく引き離したと。県選管は、「他県からもな

ぜこれほど高いのかと聞かれる。駅やショッピ

ングセンターなど、利便性が高くて人の集まる

場所に設置した自治体にその効果があらわれて

いる。制度が広く有権者に定着したようだ」と

いうふうに話しているそうであります。ぜひ御

検討いただきたいと思います。

また、本年６月に憲法改正国民投票法が施行

になり、４年後の平成30年６月21日以降に国民

投票があれば、18歳から参加ができ、あわせて

選挙権年齢や成人年齢の18歳への引き下げも検

討されることになりました。若者への政治参加

を高めるために、教育機関や行政、民間への情

報発信をお願いしたいと思います。
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次に、防災対応についてであります。

東日本大震災から本日９月11日でちょうど３

年６カ月になりますが、ことしの５月に、我が

会派の河野議員と２人で、宮城県気仙沼市に水

産振興の調査と、震災後の状況を見に宮城県南

三陸町、そして災害ボランティアに入らせてい

ただいた雄勝町へも３年ぶりに行ってまいりま

した。更地になったままの海岸線、その集落を

見ても、また、本日の新聞記事の、24万人以上

の方が避難生活を余儀なくされているという記

事を見ても、復興支援をさらに加速するとの我

が党の方針を改めて痛感した次第であります。

先月、広島県北部で局地的に降った猛烈な雨

により、広島市では30カ所以上で土砂崩れが発

生、多くの住宅が巻き込まれ、多くの死者・行

方不明者を出す惨事となりました。亡くなられ

た方、被害に遭われた皆様に、心から、お悔や

みとお見舞いを申し上げたいと思います。

本県でも過去10年間で555件の土砂災害が発生

し、ことしも既に33カ所の崖崩れがあっている

ようです。これまでも議論がございましたが、

抜本的な土砂災害対策には多くの時間と費用が

かかります。ハード整備も重要ですが、ソフト

対策をさらに進めていかなくてはと考えます。

９月１日の防災の日を記念して、太田国土交

通大臣は記念フォーラムで、「災害が残した教

訓は大きいが、何よりも肝に銘じたいのは、日

ごろからの準備の大切さだ。今、自分が住んで

いる地域はどういう地質・地勢で、どのような

弱点があるのか、そうしたことを日ごろから十

分に知り、わきまえ、準備しておくことが大事

である。と同時に、市民一人一人の自主的・積

極的・能動的な参加が欠かせないのも事実だ。

となると、やはり求められるのは、日ごろから

の近所のつながりだ。自助・共助・公助と言う

が、もう一つ、近所ならぬ「近助」（近くで助

ける）があってもいい。日ごろから近所づき合

いの中に危機管理を意識した近所づき合いとい

う項目を入れて、官民挙げての防災・減災対策

を強烈に進めていきたい」と、このように語っ

ておられました。

このように、地域の特性を知りながら日ごろ

から備えるために、近所間での危機管理意識を

共有することが大切だと思いますが、県では地

域防災にどのような取り組みをしているのか、

危機管理統括監にお伺いいたします。

防災対策の○危機管理統括監（金丸政保君）

推進に当たりましては、自分の命は自分で守る

「自助」、住民同士が助け合う「共助」、ま

た、国や地方公共団体が行う「公助」の３つが

柱となっております。このうち、県が現在行っ

ております自助・共助の取り組みを申し上げま

すと、例えば、１点目には、防災活動の地域の

リーダーを育てるため、防災に関する基本的知

識と技能を持つ防災士を養成しております。ま

た、２点目には、防災に関する出前講座におき

まして、自治会等の要望に応じて、危険な箇所

や避難ルートはどこにあるのか、あるいは高齢

者や障がい者はどこにおられるのか、そういっ

た確認を行う図上演習を実施するなど、地域の

方々に防災に関する認識を共有していただくよ

う努めております。

御質問にありました、近所間での危機管理意

識の共有につきましては、特に災害が発生した

直後の、命を守る、命を救う、そういった緊迫

した局面におきまして、大きな役割を果たすも

のと考えておりますので、引き続き、このよう

な取り組みの充実に努めてまいりたいと考えて

おります。

日ごろから訓練しておかな○重松幸次郎議員
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いと、いざというときには体は動かない。シェ

ークアウト（一斉防災行動訓練）などを取り入

れて、自助（我が家で）、共助（御近所で）、

この備えを万全にと呼びかけていただきたいと

思います。また、早急に取り組んでいただきた

いと思います。災害時においては、避難誘導や

避難所での対応など、障がい者に対して適切な

支援や配慮が必要と考えますが、県の取り組み

を福祉保健部長にお伺いいたします。

障がいのある○福祉保健部長（佐藤健司君）

方に対する情報の伝達方法や避難誘導のあり方

などにつきましては、災害時において特に特別

な配慮が必要でございます。このため、県にお

きましては、視覚障がい者団体、聴覚障がい者

団体など、多くの障がい者団体等の御協力をい

ただきながら、障がいの特性に応じた日ごろか

らの災害への備えや、避難誘導、避難所での対

応等をまとめた「防災マニュアル」を作成し、

市町村や福祉施設、関係団体等に配付して、障

がいのある方や避難誘導等を支援される方々に

御活用いただいているところでございます。

その上で、緊急時や災害○重松幸次郎議員

時、ちょっとした手助けが欲しいときなど困っ

た際に提示して、周囲の配慮や手助けをお願い

しやすくする「ヘルプカード」を作成し、配付

する動きが全国の自治体で広がりつつありま

す。東京都が先駆的にこのヘルプカードの普及

を進めていますが、一部の自治体では、これま

でもそれぞれの独自カードを作成してまいりま

したが、一般的には認知度が低く、今回、統一

した様式を設けたカードです。具体的には、表

は、名刺サイズのカードに、大きく「ヘルプカ

ード」と「プラスとハートマーク」のロゴが

入っております。それに１行、「あなたの支援

が必要です」と赤文字で書かれています。裏面

には、氏名、住所、連絡先（呼んでほしい人の

名前）、また、病名、特徴、血液型、服用薬な

どが記載できるようになっております。これを

カードホルダーに入れて携帯し、お手伝いいた

だきたいとき、また緊急時に提示して使ってい

ただくようになっています。そこで、東京都が

取り組んでいるヘルプカードは、障がい者が周

囲に支援を求める手段として一つ有効と思いま

すが、県の考えを福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

障がいのある○福祉保健部長（佐藤健司君）

方やその家族が、緊急時の連絡先や必要な支援

等についてあらかじめ記入しておき、困ったこ

とが起きた場合に周囲の方に提示し、手助けを

求めるための携帯用のカードは、大変有効な取

り組みであると考えております。現在、県にお

きましては、先ほど申し上げました防災マニュ

アルの中で、災害時に活用するため、障がいの

種類やかかりつけ医など、必要とする支援等を

記入しておく防災カードの作成・普及に取り組

んでおりますが、災害時に限らず、日常生活に

おいて支援を求めているというメッセージが周

囲の方に伝わりやすいカードのあり方につきま

しても、市町村や関係団体と意見交換を行って

まいりたいと考えております。

本人にとっての安心、家族○重松幸次郎議員

・支援者にとっての安心、情報とコミュニケー

ション支援、障がいに対する理解の促進に期待

できますので、各市町村への導入も進めていた

だきたいと思います。

続けて、医療費抑制の取り組みについて福祉

保健部長にお尋ねいたします。

福岡県では、飲み忘れなどで余った薬を有効

活用し、新たに処方する薬の量を減らすこと

で、薬代を２割ほど節約できる「節薬」の取り
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組みが先駆的に実施されており、国や全国の薬

剤師会から注目されているようです。患者が残

薬を「節薬バッグ」に入れて薬局に持ち込み、

薬剤師が使用期限などをチェックし、医師と調

整して使える残薬を再利用して、新たな処方薬

の量を控える。これは、昨年春の診療報酬改定

で薬剤師の残薬の有無の確認が求められるよう

になったことが取り組みのきっかけになり、北

九州市でスタートいたしました。九州大学の調

査では、有効活用率は83.7％で、全国に当ては

めると年間3,200億円が削減できると試算してお

ります。医療費抑制の一つとして、薬局による

節薬という取り組みが有効であると考えます

が、本県の状況はどうか、福祉保健部長にお伺

いいたします。

薬剤師は、本○福祉保健部長（佐藤健司君）

来の業務として、患者に薬の効果や副作用の説

明をするほか、薬を正しく飲めているか、飲み

残した薬がないかといった確認を行うことと

なっております。本県のいわゆる節薬の状況に

つきましては、県薬剤師会が昨年９月に実施い

たしました飲み残しの実態把握の調査結果で

は、薬剤師が担当医師に確認の上、飲み残され

ていた薬の約７割を再利用できたとのことでご

ざいます。

そのように大変有効である○重松幸次郎議員

ようです。ですから、県内の各薬局による節薬

の取り組みを県としてＰＲしてはどうか、再

度、福祉保健部長にお伺いいたします。

病気の治療の○福祉保健部長（佐藤健司君）

ためには、薬を医師の指示どおりに服用してこ

そ、その効果が発揮できるものでございますの

で、まずは、患者がそのことを正しく理解する

ことが重要と考えております。しかしながら、

飲み忘れにより薬が残ってしまう場合もあろう

かと思いますので、そのような場合に飲み残し

の薬を再利用することは、医療費抑制にもつな

がると考えます。県としましては、議員のお話

も含め、薬剤師会と連携しながら、今後も薬の

適正使用に関する啓発に努めてまいりたいと考

えております。

生活習慣病などの薬は、薬○重松幸次郎議員

価が高い分、節約効果が高いということであり

ます。本来は、きちんと薬を飲まなくてはなり

ませんが、どうしても余る。「余った薬がふえ

ると飲み間違う危険性も高まる。早い段階で薬

剤師に相談することが大事。在宅訪問による残

薬の掘り起こしも必要だ」と、福岡市薬剤師会

からのお話です。ぜひ本県でもさらに推進して

いただきたいです。

あわせて、ジェネリック医薬品の活用につい

て、厚生労働省のホームページから、「後発医

薬品（ジェネリック医薬品）の普及は、患者負

担の軽減、医療保険財政の改善に資するものと

考えられますが、欧米諸国と比較して普及が進

んでいません」とありました。そこで、ジェネ

リック医薬品の使用も医療費抑制に有効と思い

ますが、本県の状況はどうなのか、再度、福祉

保健部長にお尋ねいたします。

ジェネリック○福祉保健部長（佐藤健司君）

医薬品の普及は、議員お話のように、患者の経

済的負担の軽減や医療費抑制に資するものであ

りますので、県では、医療関係者や消費者団体

等をメンバーとする「宮崎県ジェネリック医薬

品安心使用促進協議会」を設置し、啓発パンフ

レットの作成・配布等の各種事業に取り組んで

おります。

本県の状況でありますが、調剤薬局における

ジェネリック医薬品の使用割合は、平成25年度

末で55.1％となっており、全国平均の51.2％
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を3.9ポイント上回っている状況にあります。今

後も、関係機関と連携を図り、ジェネリック医

薬品の使用促進に努めてまいりたいと考えてお

ります。

国は、数量シェアの目標値○重松幸次郎議員

を60％以上（平成30年３月まで）にすることを

掲げています。年々ふえ続ける社会保障費です

けれども、先ほどの節薬とあわせて、医療費抑

制のために取り組みをお願いいたします。

次に、公会計制度についてお尋ねいたしま

す。

公明党の提言の一つである公会計制度の導

入、財政の見える化を推進してまいりました。

本年２月にも河野議員が導入の取り組みについ

て質問されておりますが、その後、本年５月に

総務省からの通達が各都道府県・市町村に届け

られて、原則として、平成27年から29年の３年

間で、複式簿記と固定資産台帳の整備の導入が

要請されました。改めまして、公会計制度導入

の目的、理念について、総務部長にお伺いいた

します。

公会計制度の目的○総務部長（成合 修君）

でございますが、現行の予算・決算制度を補完

するものとして、現金主義会計では見えにくい

行政コストや公共施設などの資産の状況等を明

らかにするために、地方自治体においても導入

が進められているところであります。さらに、

財務書類を資産・負債の管理や予算編成、行政

評価等に有効に活用することで、財政のマネジ

メントが強化されるとともに、財政状況がより

わかりやすく開示されますことから、財政の透

明性の一層の向上が期待されるところでありま

す。このため、本県におきましても、これまで

総務省方式改訂モデルによりまして、決算数値

をもとに、発生主義の考え方を取り入れた貸借

対照表や行政コスト計算書等を作成の上、ホー

ムページ等で公開してきたところであります。

今、御答弁いただいたよう○重松幸次郎議員

に、実際の保有資産であるストック情報や、コ

スト情報であれば、個々の種別や構造に応じて

設定される耐用年数により算定された減価償却

費も計上され、信頼性が高く、民間企業との比

較が可能になります。これまでは、決算数値を

当てはめて貸借対照表などの財務計算書を作成

されていたとお聞きしましたが、これからは、

発生の都度、または期末一括の複式仕訳が始ま

ります。統一的な基準による地方公会計制度導

入に当たっての課題、今後の取り組みについ

て、総務部長にお伺いいたします。

ただいま議員の御○総務部長（成合 修君）

質問にありましたように、今後、国より、原則

として平成29年度までに、全ての地方公共団体

において、統一的な基準による財務書類等の作

成が要請される予定でございます。このこと

は、６月24日に閣議決定されました「経済財政

運営と改革の基本方針2014」、いわゆる骨太の

方針にも明示されているところであります。

導入に当たっての課題といたしましては、よ

り本格的な発生主義、複式簿記の導入により、

発生の都度もしくは期末一括による仕訳や、財

務書類作成の前提となります全ての公共施設に

関する固定資産台帳の整備等が必要となります

ことから、システム整備等に相当程度の経費負

担が必要となることに加え、職員の育成あるい

は事務負担等が大きな課題となるものと考えて

おります。

なお、これらの課題については国も十分に認

識しており、財務書類等の具体的なマニュアル

作成やシステムの構築、ソフトウエアの開発な

どが検討されておりますので、国の検討状況を
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注視しつつ、公会計制度の導入の趣旨・目的を

踏まえ、円滑な導入に向けて、まずは庁内の体

制整備や固定資産台帳の整備などの検討を進め

てまいりたいと考えております。

当面は、経費負担があろう○重松幸次郎議員

かと思います。通達には、「ＩＣＴを活用した

標準的なソフトウエアを開発し、平成27年度の

できる限り早い時期に地方公共団体に無償で提

供したいと考えております」とうたってありま

した。このソフトを各自治体がカスタマイズす

ることで、当初危惧されていた開発経費、開発

費用が抑えられると考えられます。が、しか

し、完全運用までは、御答弁のように、労力と

経費が必要だと担当者からもお聞きしました。

各市町村への適切な助言、また財政運営活用の

ために、よろしくお願いをいたします。

次に、観光振興、特に外国人インバウンドの

取り組みについてであります。初めにお伝えし

ました九州・沖縄未来創造会議の意見交換の中

で、観光は、我が国の力強い経済を取り戻すた

めの極めて重要な成長分野である。非常に裾野

の広い経済波及効果があり、旅行業のみなら

ず、運輸業、宿泊サービス、観光お土産品、飲

食サービス、テーマパーク観光施設、そしてイ

ベント・コンベンション業など、地域経済、雇

用機会の増大に加えて、外国との相互理解も期

待できます。「観光立国実現に向けたアクショ

ン・プログラム」の実施に官民一体となって取

り組んだ結果、昨年の訪日外国人旅行者数は

約1,036万人と、目標であった訪日外国人旅行者

数年間1,000万人を突破いたしました。史上初め

て達成いたしました。そして、2020年オリン

ピック・パラリンピック東京大会の開催という

大きなチャンスに向けて、訪日外国人旅行

者2,000万人を目標に掲げ、それに向けての全国

各地の取り組み事例を話されておりました。外

国人旅行者受け入れ数、2013年では、日本は世

界で27位、アジアでは８位であり、まだまだ伸

び代があるというふうに言われております。そ

こで、インバウンド対策は、東京オリンピック

を見据え、非常に重要になっていると思いま

す。県として今後どのように強化していくの

か、知事にお考えをお伺いいたします。

我が国は、人口減少、○知事（河野俊嗣君）

少子高齢化が進展しているわけでありまして、

そういう中で、急速な成長を遂げる東アジア等

から外国人観光客を誘致していこうと。これ

は、交流人口の拡大によりまして地域の活力を

維持し、本県経済の活性化につながるものであ

りまして、極めて重要であろうと考えておりま

す。このため本県では、官民連携によります

「みやざき東京オリンピック・パラリンピック

おもてなしプロジェクト」を立ち上げたところ

でありまして、直前合宿の誘致や選手の強化な

どと加えて、本県の美しい自然景観や歴史・文

化、豊かな食などを生かした、世界に通用する

魅力ある観光地づくりを進めますとともに、Ｗ

ｉ－Ｆｉや道路標示など、外国人旅行者が移動

・滞在しやすい環境の整備に向けた取り組みと

いうものを強化したいと考えております。ま

た、今議会で補正予算をお願いしております、

国際定期便の就航が決定しました香港からの誘

客対策とともに、大型クルーズ船の誘致促進に

も取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。また、近々予定しております駐日各国

大使の視察の受け入れ、これも長い目で見てそ

れに資するものでございますし、本県が観光・

経済活性化の柱として取り組んでおりますＭＩ

ＣＥの誘致につきましても、2016年のＧ８サ

ミット関係閣僚会合の開催地に立候補するな
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ど、東京オリンピックを見据えた外国人観光客

の誘致対策につきまして、さまざまな観点から

強力に推進してまいりたいと考えております。

ちなみに、外国人受け入れ○重松幸次郎議員

の世界第１位はフランスで約8,300万人、第２位

はアメリカで約7,000万人、３位はスペイン、そ

して中国、イタリアと続いております。今後の

対策として、外国人受け入れには、まず、成熟

した欧米から、中国・インドなどアジアにシフ

トし、施設表示や道路案内板の多言語化やフリ

ーＷｉ－Ｆｉの整備、また観光アプリの情報活

用など、改良点を積極的に調べて観光行政に生

かしていくべきと、ポイントを話されておりま

した。そして、国内外の旅行者に共通して、ニ

ューツーリズムやリアルな体験、地域の特性を

生かした結びつきの旅ニーズが高まっておりま

す。そして、これは宮崎県とか何々県の単独で

の取り組みではなく、それではまだ知名度が低

いと。東京、京都はともかくとして、北海道、

九州といったくくりで展開するのが大事だとい

うふうに言われていました。インバウンド対策

は、九州一体となって広域的に取り組む必要が

あると思いますが、具体的にどのように取り組

んでいくのか、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

外国人観○商工観光労働部長（茂 雄二君）

光客の誘致促進を図る上で、九州全体や隣県と

連携した広域的な対策に取り組むことは大変重

要であると考えております。このため、九州各

県と経済団体が共同して組織しました九州観光

推進機構を中心として、「九州はひとつ」の理

念のもと、海外での観光説明会や合同商談会を

開催するとともに、海外の旅行会社やメディア

関係者の招聘事業などに、九州が一体となって

取り組んでいるところであります。また、熊本

県及び鹿児島県と設立しました南九州広域観光

ルート連絡協議会では、これまで、南九州チャ

ーターツアーの販売促進事業などに取り組むと

ともに、例年、鹿児島県と共同して台湾で商談

会を開催しております。さらに、大分・宮崎ド

ライブパスとは別に、外国人観光客を対象とし

て、国と九州各県、ＮＥＸＣＯ西日本が連携し

まして、一定期間、九州内の高速道路を定額で

何回でも利用できるキャンペーンを、この10月

から新たに実施することにしております。今後

とも、九州や南九州というスケールメリットを

生かした、効果的な誘致宣伝等による認知度向

上、誘客対策に積極的に取り組んでいきたいと

考えております。

地域間の連携が多様性を生○重松幸次郎議員

むと、講演でもありました。さまざまな素材、

人材、また情報の交流で取り組んでいただきた

いと思います。

旅行に関連して、私たちも東京、大阪の大都

市圏での移動では、Ｓｕｉｃａ（スイカ）やＰ

ＡＳＭＯ（パスモ）といった交通系ＩＣカード

で自動改札を通ることが常になりました。一々

切符を買わなくても、モノレール、ＪＲ、地下

鉄、そしてバスなど、とにかくすいすい改札を

通過できるのは、ストレスを感じず大変便利な

ツールであります。先月末の新聞に、いよいよ

宮崎地区内に交通ＩＣカード、ＳＵＧＯＣＡ

（スゴカ）が導入されると発表がありました

が、具体的な内容を総合政策部長にお伺いいた

します。

ＪＲ九州の○総合政策部長（橋本憲次郎君）

発表によりますと、平成27年秋以降、日豊本線

佐土原―田野間や宮崎空港線など、宮崎駅を中

心とした12駅にＳＵＧＯＣＡシステムを導入

し、ＩＣカード乗車券として利用可能になると
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いうことでございました。これまで本県は、全

国相互利用型ＩＣカードを利用できる交通機関

がない、ＩＣカード空白県でございましたが、

来年度中に、宮崎交通におかれましても、同様

の全国相互利用型ＩＣカードｎｉｍｏｃａ（ニ

モカ）を県内全域に導入予定でありますことか

ら、１枚のカードでバスも鉄道も利用可能な環

境が整う予定となっております。なお、今回発

表されました鉄道乗車券としてのＩＣカード利

用につきましては、鹿児島県や長崎県なども同

様なんですが、県内全域が利用可能エリアとは

なっていないところでございます。また、県外

にまたがっての利用はできないというふうに

伺っているところでございます。

ＳＵＧＯＣＡとかｎｉｍｏ○重松幸次郎議員

ｃａが使えると、先ほどＳｕｉｃａとか言いま

したけれども、全国共通のＩＣカード10種類が

全て使えるとのことです。電子マネー機能も搭

載されていますので、コンビニやショップなど

での決済も便利になります。これを待ち望んで

おりまして、これから第一歩が始まるというこ

とでございます。ちなみに、ＳＵＧＯＣＡとい

うネーミングは、「Smart Urban GOing CArd」

のＳ、Ｕ、ＧＯ、ＣＡをとった、九州弁で「す

ごい」を「スゴカ」というふうに名づけて名前

がつけられたということであるそうです。た

だ、今御答弁いただいたように、宮崎空港駅で

ＩＣ乗車をしても、佐土原駅から上りの高鍋、

日向、延岡、そして大分駅、また、田野駅から

下りの都城、鹿児島中央駅へは、その区間の駅

が未整備のため、残念ながら使えないというこ

とであります。これは、県外からの旅行者に

とっては大変わかりづらい、また不便なことだ

と思います。そこで、国土交通省御出身の内田

副知事へ、ＳＵＧＯＣＡの利用可能エリアを一

気に拡大するために、県としてＪＲ九州への働

きかけや予算措置を行うべきではないか、御答

弁をお願いいたします。

ＪＲ九州が宮崎地区○副知事（内田欽也君）

に導入予定のＳＵＧＯＣＡですとか、あるいは

宮崎交通が県内全域に導入予定のｎｉｍｏｃａ

につきましては、これまで空白地域だった本県

への初の導入という大きな前進であり、県民の

利便性向上はもとより、2020年の東京オリン

ピック・パラリンピックに向け、県を挙げて取

り組んでおりますおもてなしプロジェクト、こ

の推進などによる国内外からの誘客に向けて弾

みになるのではないかと考えております。

利用可能エリアの拡大につきましては、先

日、知事からもＪＲ九州の青柳社長に直接お願

いしたところでございますが、県といたしまし

ては、さらなる県民の利便性向上のため、今後

とも市町村と連携をしながら、ＪＲ九州に対し

て強く要望しますとともに、予算の確保につき

ましても、国に対して情報収集を行うなど、必

要な働きかけを行ってまいりたいと考えており

ます。また、利用可能エリアの拡大のために

は、ＪＲ九州の投資意欲の喚起、これも重要で

ありますことから、沿線自治体などと連携いた

しまして、県内鉄道の一層の利用促進にも取り

組んでまいりたいと考えております。

新幹線導入とか日豊本線の○重松幸次郎議員

複線化も大事でありますけれども、しかし、観

光誘客、ビジネス、通勤・通学、これはもっと

現実的で必須的な取り組みだと考えますので、

次の一手、早期の取り組みをぜひお願いしたい

と思います。

外国人インバウンドに戻りますが、今後は、

旅行の形が団体旅行型から個人参加型に変わり

ます。将来、ますます外国語でのコミュニケー
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ションが重要になってきますが、まず、英語

力、会話力のアップです。そこで、教育長に、

県の目指す英語教育についてお伺いをいたしま

す。

今後ますます加速す○教育長（飛田 洋君）

ると予測されるグローバル化への対応など、実

際に英語を使って積極的にコミュニケーション

を図ることができる児童生徒を育成すること

は、非常に大切なことであると考えておりま

す。そのため本県では、教員の英語の指導力向

上を図るために、各種研修を行うことはもとよ

り、学校での指導が実際の使える英語につなが

るように、例えば、生徒が実際に英語で自己紹

介ができるとか、英語で道案内ができる、そう

いう具体的な目標を示したリストを活用して授

業をやりなさいという指導をしているところで

あります。それから、小学校においては、英語

を専門とする教職員が少ないため、本県として

しっかりとした対応ができるように、本年度よ

り、小学校教員の採用試験において、初めて定

員の一部を英語枠として設定いたしまして、人

材の確保にも努めているところであります。今

後、東京オリンピック・パラリンピックなども

見据えて、小中学校の発達段階に十分配慮しな

がら、英語教育の一層の充実を図ってまいりた

いと考えております。

議長、ここで、河野議員よ○重松幸次郎議員

り関連質問がございます。

通告がありますので、関連質○福田作弥議長

問を許します。

なお、発言時間は、主質問者の質問時間の範

囲となります。河野哲也議員。

国は、昨年末より、平成32○河野哲也議員

年、2020年オリンピック・パラリンピックを見

据え、グローバル化に対応した英語教育の改革

に乗り出しました。グローバル教育研究所理事

長・渥美育子氏は、グローバル化とは、地球単

位で世界全体を見る発想、視点、動きのことだ

と言われています。グローバル視点を保つため

に必要なことの一つに、実際に多国間で交流す

るときのグローバルリテラシーであり、具体的

には、異なる文化・文明の性質を理解するこ

と、自国の伝統的なよさを具体的に知ること、

ＩＴと英語を活用して情報を入手し、理解し、

発信し、対話する能力を保つこととしておりま

す。グローバルリテラシーとしての英語教育は

どうあればよいか、考えるべきだと思います。

今回の関連質問は、実は、お盆で帰省した私

の友人の娘さんの話を聞いたことがきっかけで

す。今、その娘さんは、将来、国連職員等の職

につき、世界の人々に貢献をしたいと、ただい

ま大学の法学部で勉学に励んでおります。その

娘さんから、中学時代に自治体のプログラムで

海外に行ったこと、高校時代はマレーシアの貧

困層の訪問をしたこと、大学３年時で国連本部

での研修をみずから企画し、国連職員との意見

交換を実現したこと、そして、世界の貧困に課

題を持ち、フィリピンの大学に留学したこと等

お聞きしました。これらのきっかけは、実は小

学校時の担任の先生の流暢な英語に触れたこと

からだと話をしていました。また、日本の当た

り前は海外では通じないことがあるというこ

と、ルールやメンタリティーなど驚きの連続

だったということ、そして、同じ人間なんだと

実感したそうです。まさにグローバルリテラシ

ーの必要性を実体験していました。

新たな英語教育のあり方として、小学校の英

語教育は、小学校中学年が活動型として週１こ

まから２こま、小学校５年、６年は教科化され

週３こま程度、専科教員の積極的活用をうたっ
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ております。中学校においては、話題の理解、

情報交換、表現能力を養うとともに、授業を英

語で行うとし、高等学校においては、ある程度

英語話者と流暢にやりとりができるとともに、

発表、討論、交渉など言語活動の高度化を目指

しています。つまり、小・中・高を通じて一貫

した学習到達目標を設定して、英語によるコミ

ュニケーション能力を確実に養うとしていま

す。教育長、先ほどの答弁で、東京オリンピッ

ク・パラリンピックなどを見据えてと答弁され

ておりましたが、宮崎、間に合うでしょうか。

今回の改革は、人的な教育環境に非常に力を入

れることになっています。

そこで、まず外部人材の活用促進についてお

尋ねいたします。これまで本会議でも何度とな

く議論を繰り返しています。どうも本県では、

外国語指導助手（ＡＬＴ）について効果が検証

されていない気がいたします。特に、23年本会

議で、ＪＥＴプログラムによるＡＬＴの質が問

題視され、民間会社のＡＬＴに移行している教

育委員会もあるとの議論がありました。県内の

民間から雇用している市町村教育委員会は、Ｊ

ＥＴプログラムは当たり外れが大き過ぎるの

で、あえて大きな支出を伴うにもかかわらず、

質が高く安定している民間雇用にしているとの

指摘があり、県も、よりよい雇用形態のあり方

について、今後、調査・研究するとの答弁であ

りました。そこで、現在の県と市町村のＡＬＴ

の雇用状況について、教育長にお伺いいたしま

す。

ＡＬＴの雇用です○教育長（飛田 洋君）

が、県教育委員会では、英語教育の充実と国際

理解教育推進のため、関係する政府機関と協力

しながら実施しております外国青年招致事業、

いわゆるＪＥＴプログラムを利用して、外国語

指導助手（ＡＬＴ）36名を雇用いたしておりま

す。市町村教育委員会におきましては、ＪＥＴ

プログラムにより28名、また、直接雇用や民間

企業を介して63名の計91名がＡＬＴとして任用

されております。

実は23年度の議会で、教育委○河野哲也議員

員会の答弁では、ＪＥＴプログラムでのＡＬＴ

は37名、そして、市町村教育委員会は、ＪＥＴ

プログラムによる採用が27名で、直接雇用また

は民間企業を介してのいわゆるｎｏｎＪＥＴ

が64名。ほとんど変わっていない。１名の増減

ということですけど、雇用についての現状はほ

とんど変わっていないということになります。

確かに今回、私は、ある自治体で、ＪＥＴプロ

グラムにより雇用しているＡＬＴの実態という

か課題を調査いたしましたが、私は課題につい

て見つけることはできませんでした。ただ、美

郷町でｎｏｎＪＥＴのＡＬＴの方が大麻所持し

た事件が発生しましたが、雇用形態ということ

よりも、それぞれのＡＬＴへのアプローチ、こ

れが問題なのかなという考えがあります。再度

確認しますが、さきの改革実施計画では、ＡＬ

Ｔ配置拡大等のガイドラインの策定が今後計画

されています。また、高度な指導力を有するＡ

ＬＴが単独で授業を可能にするとの施策もあり

ます。指導力向上研修が必須となると考えます

が、ＡＬＴの雇用・研修に関して、今後のお考

えを聞かせていただきたいと思います。

ＡＬＴの今後の雇用○教育長（飛田 洋君）

・研修についてですが、ＪＥＴプログラムによ

り任用されております県及び市町村のＡＬＴの

研修につきましては、来日した直後、まず東京

で個人個人と面接をいたしております。それか

ら、オリエンテーションにおいて、果たすべき

役割や服務規律などの基本的事項について指導
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の徹底、それから、どういう期待をするか。

y expectati私、こんな話をしたんですが、「M

on is rather high. It is my hope that you

will help Miyazaki students learn to have

といmeaningful conversations in English.」

うのを最初、着任式のときに言いました。ただ

挨拶ができるぐらいじゃなくて、ちゃんと会話

のできるような、ちゃんと中身のある話をして

くれという話をしたんですが。また、そういう

こともしながら、果たすべき役割とか服務規律

などの基本的事項についての指導の徹底を図っ

ております。また、年に３回の学習指導方法や

服務に関する全体研修、年に１回の個別指導を

行っております。さらに、県立学校に配置した

ＡＬＴにつきましては、各学校において、勤務

実績の評価を含む管理職による個別面接指導を

年に４回実施するとともに、指導担当者による

日常的な指導も行っております。

各市町村のＡＬＴにつきましては、ＪＥＴプ

ログラムによらない方もいらっしゃるんです

が、そういう方につきましては、市町村や委託

している民間企業が、それぞれ必要な研修等を

行っていると伺っております。県教育委員会と

いたしましては、今後、「グローバル化に対応

した英語教育改革実施計画」など、国の動向も

踏まえながら、研修及び指導のさらなる充実に

努めてまいりますとともに、ＡＬＴのよりよい

雇用形態のあり方について調査・研究を継続し

ながら、英語教育等の充実に努めてまいりたい

と考えております。

丁寧な御答弁、ありがとうご○河野哲也議員

ざいます。ＡＬＴの方に聞くと、やっぱり孤立

化している状況が見られるということで、今の

教育長の研修内容、また期待していきたいと思

います。

もう一つ、中・高等学校における指導体制強

化の中で、国は、外部検定試験を活用し、県ご

との教員の英語力の達成状況を定期的に検証す

るとあります。具体的には、全ての英語科教員

について英検準１級、ＴＯＥＦＬ80点以上を確

保していますと。確保していくということで計

画に載っていますが、まずは、本県の現在の中

・高等学校教師の英語力の状況をお伺いいたし

ます。

英語教師の英語力の○教育長（飛田 洋君）

状況ですが、先ほどお話にありました英検準１

級、これはＴＯＥＩＣでいえば730点に相当する

わけですが、このことについて、それに達して

いる教員の割合を国が公表しております。25年

度のデータでありますが、それによりますと、

中学校で、全国平均が27.9％であるのに対しま

して、本県は28.2％で0.3ポイント高い。それか

ら高等学校は、全国平均の52.7％に対し、本県

は66.5％で13.8ポイント高く、中高いずれも全

国平均を上回っております。

６年後に全ての英語教員がこ○河野哲也議員

の基準までということで国は目指しているわけ

ですけれども、少なからず全国に比べ目標に近

いところにありますので、緊張感を持って人材

育成、どうかよろしくお願いしたいと思いま

す。教育長も、子供の最大の教育環境は教師自

身だというふうに語っていただいたことがあり

ますが、まさに教育環境の教師自身の質の向上

ということで、どうかよろしくお願いしたいと

思います。本県にとって、先ほどの目標、高い

ハードルでございますが、今後の取り組みにつ

いて、最後にお伺いしたいと思います。

全ての英語教員の英○教育長（飛田 洋君）

語力を高めていくことは、今お話しいただきま

したように大切であると考えております。現行
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の学習指導要領では、英語で高校の授業は行う

と。それを原則とするということになっていま

すが、さっきお話がありましたように、「グロ

ーバル化に対応した英語教育改革実施計画」に

おいては、将来、中学校においても英語の授業

は英語で行うということが示されております。

これまで以上に一層高い英語力、そういうレベ

ルを指導者に求めたいと考えているところです

が、県教育委員会では、かなりいろんな研修に

そのために取り組んでおりますことと、もう一

つは、採用試験において、さっきは準１級でし

たが、その準１級より１つ上が１級ですが、１

級を取得している人は優先的に採用しますと。

採用試験を別なやり方でやりますというような

ことを示しまして、英語力の高い教員を採用し

たいというアピールを、大学とか受験者に向け

てもやっているところでありまして、今後とも

そういうアピールをしながら、一方では検定試

験を受けましょうということを奨励したりしな

がら、教師の英語力の強化を図っていきたいと

考えております。

先進県北海道では、中学校に○河野哲也議員

おいて、英語でのモノローグ、対話によるディ

ベートが実践されているとお聞きします。英語

力の高い教師集団が英語指導の確立を目指して

います。ＩＲも非常に大事な議論であります

が、例えばシンガポールの最先端小学校は、小

学生全員がタブレットを持っています。授業は

小学校１年から全て英語で行われています。小

学校高学年では流暢な英語で対話ができるとい

うふうにお聞きしました。10年後、20年後、こ

の子供たちと宮崎の子供たち、対等に向き合う

ことができるのかということを御指摘して、関

連質問といたします。

それでは、林業振興につい○重松幸次郎議員

てお伺いいたします。

公共工事の発注がふえつつある中、木材など

建設資材の需要も伸びることが予想されます。

エネルギー循環シフトをさらに加速せねばなり

ません。そこで、本県の木質バイオマスや木材

の活用を含め、林業再生に向けた知事の意気込

みをお伺いいたします。

本県におきましては、○知事（河野俊嗣君）

戦後の拡大造林など先人のたゆまぬ努力の成果

として、豊富な森林資源を有しているところで

あります。このポテンシャルを生かすために、

これまで、生産基盤の整備などさまざまな施策

を積極的に進めてまいりました。その結果、杉

の素材生産量が23年連続して日本一であるとい

うこと、また、製材品の出荷量が全国第３位で

あるということでありまして、全国有数の林業

県として確固たる地位を築いているところであ

ります。これに加えて、木材利用技術センター

などの木材の利活用技術、これも大変高いもの

があり、全国的にも評価をされているところで

あります。

木材価格の低迷、担い手の減少・高齢化、さ

らには森林の再整備など、さまざまな課題に直

面している状況ではございますが、中国木材日

向工場の稼働でありますとか、木質バイオマス

発電施設の建設が進むなど、本県の林業という

ものが、まさに新たな時代を迎えようとしてい

るのではないかと受けとめておるところであり

ます。

また、東京オリンピック・パラリンピックで

活用される施設に、本県の有する杉の利活用技

術を提案することとしておりまして、これが実

現すれば、日本のおもてなしにも貢献しつつ、

ひいては県産材の需要拡大にもつながる、さら

には、森林資源の循環利用というものを国外に
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もアピールできることになるのではないかと、

またとない機会になるものと期待して取り組ん

でいるところであります。

これらを林業再生に向けた絶好のチャンスと

捉えまして、本県の豊かな森林というものを次

世代にしっかりと託していく、引き継いでいく

こと、これが重要であろうかというふうに考え

ております。森林資源を最大限有効活用するこ

と、人材育成をすること、そして再造林等にも

取り組むことということで、山村地域の振興は

もとより、日本林業の推進役、宮崎が日本林業

を引っ張っていくんだと、そのような気概のも

とに、これからも取り組んでまいりたいと考え

ております。

先月５日に、会派３名で美○重松幸次郎議員

郷町にある宮崎県林業技術センターにおじゃま

いたしました。短時間でありましたけれども、

河野所長を初め職員の皆さんより、技術センタ

ーでの事業や研究・研修の概要を御説明いただ

きました。同センターでは、植栽作業の効率性

を高める手段として有効であるとして、Ｍスタ

ーコンテナ苗を用いた研究が特徴だと伺いまし

た。本県の再造林を効率よく進めていく上で、

Ｍスターコンテナ苗が有効であると考えられて

おりますが、その特徴や今後の可能性につい

て、環境森林部長にお伺いいたします。

県林業技術セ○環境森林部長（徳永三夫君）

ンターが独自に開発いたしましたＭスターコン

テナ苗は、ポリエチレン製シートを筒状にした

容器にバーク堆肥などを入れて育成された苗木

でございまして、その特徴といたしましては、

取り扱いが容易で、一年を通して出荷・植栽が

可能であること、植えつけの作業効率がよいこ

と、それから、苗木の根の活着がよいこと等が

ございます。林業採算性の悪化や担い手の減少

・高齢化が進んでいる中にありまして、Ｍスタ

ーコンテナ苗は、低コスト化と省力化に大変有

効であると考えておりますので、県といたしま

しては、今後とも、その生産拡大と普及に努

め、「切って、使って、すぐ植える」という、

宮崎ならではの循環型林業の実現に取り組んで

まいりたいと考えております。

すばらしい育苗システムの○重松幸次郎議員

開発・実用化と研究成果であります。このほか

にも、育林環境や特用林産の先進的な研究、鳥

獣被害対策など、林業全般に取り組んでおられ

ました。また、先日、県森林組合連合会主催の

上映会「ウッジョブ」を鑑賞しました。都会育

ちの少年がふと踏み込んだ林業の世界で、ひ弱

青年から次第に男らしく成長していく、人間愛

・自然愛にあふれた痛快エンターテインメント

映画でございました。林業は、次の世代へ引き

継がれる壮大な未来事業なのだという内容であ

りました。どの業種も青年の人材育成が大事で

す。この映画の中でも、林業にかかわる人を育

成する研修所が紹介されておりました。県で実

施する「みやざき林業青年アカデミー」と「基

幹林業作業士養成研修」の取り組みについて、

環境森林部長にお伺いいたします。

「みやざき林○環境森林部長（徳永三夫君）

業青年アカデミー」は、林業就業を希望する者

を対象といたしまして、森林・林業や林業経営

に関する基礎的な知識に加え、苗木づくりから

造林・伐採まで実践的な技術を習得させるもの

で、将来の本県の林業を背負って立つ若手林業

後継者の確保・育成を目指して、ことし４月に

県林業技術センター内に開設し、現在、５名の

研修生が受講をしております。

一方、「基幹林業作業士養成研修」は、既に

林業に就業している者を対象に、高性能林業機
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械の運転技術の習得や小型移動式クレーンの運

転資格などを取得させるもので、昭和56年度か

らこれまで約520名を養成したところであり、こ

としは26名が受講しております。

いずれの研修も、次世代を担う技術者を養成

する上で大変重要でありますので、今後とも、

研修内容の充実・強化を図りながら、人材の育

成に努めてまいりたいと考えております。

さらなる人材の拡大を願っ○重松幸次郎議員

ております。このセンターには、森林植物園な

どのふれあい施設があり、園内には110種類、

約600本の桜が植樹されていて、２月から５月ま

で楽しめるということでありました。来年春、

遅咲きの桜を見に、またゆっくりとセンターを

訪れてみたいです。

続きまして、土木行政について、先ほども、

「みやざき林業青年アカデミー」について伺い

ましたが、若い人が集う人材育成の県有施設の

中には、県立産業技術専門校（本校と高鍋

校）、県立農業大学校、県立高等水産研修所、

そして県産業開発青年隊がございます。このほ

かにも、県では、「将来の発展と地域を支える

人財づくり」を掲げて、教職も含め、各業界団

体への人づくりに取り組んでおられますが、今

回は、土木・建設・造園の一流の技術者を育成

する県産業開発青年隊についてお尋ねいたしま

す。定員割れが続いている現状についての認識

と今後の取り組みについて、県土整備部長にお

伺いします。

産業開発青○県土整備部長（大田原宣治君）

年隊は、建設技術者を養成するための機関とし

まして、昭和26年の発足以来、約4,700名の修了

生を送り出し、県内の建設業を支えてきたとこ

ろですが、少子高齢化の進行や建設投資額の減

少等に伴い、議員御指摘のとおり、入隊者が少

ない状況が続いております。このため、青年隊

の募集につきましては、学校訪問やオープン

キャンパスの開催、県政テレビ番組での紹介な

どにより、指定管理者と連携しながら取り組み

を進めているところであります。その結果とし

まして、10数名から20名程度まで落ち込んでい

た入隊者が、平成22年度に指定管理者制度を導

入して以降、30名前後で推移しており、また、

今年度のオープンキャンパスは多くの高校生に

参加いただくなど、一定の効果が出てきている

と考えております。若手建設技術者の育成・確

保が喫緊の課題である中、産業開発青年隊の役

割はますます重要となってきておりますことか

ら、今後とも、教育訓練内容の充実や入隊者確

保の取り組みの強化を図りながら、より若者に

魅力のある養成機関となるよう努めてまいりま

す。

長い歴史と伝統を築き、多○重松幸次郎議員

くの人材を輩出しておられます。一年間訓練に

耐えた規律正しい、たくましい姿を、私も卒業

式で拝見し、感動を覚えています。すばらしい

取り組みですので、宮崎に青年を呼び寄せ、人

脈拡大の上でも、もう少し県外からも多く募集

していいのではないかなと考えていたところで

ございます。

さて、東日本大震災や豪雨災害からの教訓

で、道路などのインフラ整備の事例を確認しま

す。震度５を超えますと、下水管周辺で埋め戻

し砂が沈下したり、港湾・埋立地が液状化し、

通常時の10倍以上の空洞化が多発する実態が明

らかになったり、また、豪雨で冠水した水が一

気に引いたために、地中で空洞化が進んでいる

おそれがあります。また、経年劣化して老朽化

した道路も同じく、空洞化が進んでいる可能性

が高いとのことです。万一の災害で、緊急輸送
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や避難道路が陥没して通れなくなる事態は、で

きるだけ防がなくてはなりません。目視では気

づかない路面下での空洞化を探知して、陥没な

どの事故発生を未然に防ぐ予防保全の観点か

ら、危険な空洞を見つけ出す調査を行っている

自治体がふえています。そこで、県が管理する

道路の路面下の空洞化調査について、どのよう

に取り組んでいるのか、県土整備部長にお伺い

します。

県管理道路○県土整備部長（大田原宣治君）

の路面下の空洞調査につきましては、平成25年

度に道路ストック総点検を契機としまして、宮

崎市街地の交通量や地下埋設物が多い路線にお

いて、レーダー探査車による調査を試験的に実

施したところです。調査の結果、空洞化の可能

性が高いと判断された箇所につきましては、対

策を実施したところでありますが、レーダー探

査による調査につきましては、現在のところ、

技術開発が進められている状況でありますの

で、今後、幅広く情報収集を行いながら、調査

の進め方について検討してまいりたいと考えて

おります。道路管理につきましては、日常的な

道路パトロールによる路面変状の早期発見や落

石の除去など、通行の安全確保に努めていると

ころであり、今後、空洞調査も活用するなど、

適正な維持管理に努めてまいりたいと考えてお

ります。

今後、さらに同様の調査が○重松幸次郎議員

始まると予想されます。実際の調査は、空洞探

査機を搭載した車両を走らせながら、マイクロ

波を使って路面下の空洞や橋の内部の劣化箇所

を発見するわけですが、調査会社によって、そ

の危険箇所を見つけ出す精度、技術力が問われ

ることが出てくると思います。発注する際に

は、競争入札（コンペ）ではなく、事前のプレ

ゼンかプロポーザルで、例えば、同じ道路の調

査キロ内でどれだけ検索ができ、試掘か、カメ

ラを入れて検査実証が確認されるかを評価する

方式を採用するべきだと考えます。道路のみな

らず、全ての防災・減災点検調査の最優先は、

管理者ではなく、利用者目線で決めてほしいと

考えますので、このことを要望いたしておきま

す。

続きまして、農業振興について、地元新聞に

「ハウス栽培にペレット」という見出しで記事

があり、高騰が続く重油価格に左右されない農

業経営を目指して、県内でハウス栽培に木質ペ

レットを活用する動きが進んでいるという内容

でした。施設園芸は農産品の中核になっており

ますので、この木質ペレット暖房機の導入の状

況と推進上の課題について、農政水産部長にお

尋ねいたします。

木質ペレット○農政水産部長（緒方文彦君）

暖房機につきましては、平成24年度末で、県内

で12台が導入されておりましたが、25年度から

国等の事業にあわせて、県と農業団体が連携し

た「施設園芸用燃料の木質バイオマス転換加速

化事業」を実施し、重油暖房機並みの価格で導

入ができるよう支援を行ったところ、25年度末

で累計116台の導入が図られたところでありま

す。現在、29年度までの５年間で、累計500台の

導入を目指して取り組みを進めているところで

ありますが、導入を推進する上では、木質ペ

レット暖房機は、重油暖房機に比べて導入価格

が３倍程度高いこと、ペレットの原料となる林

地残材の安定的な確保や、ペレット価格の上昇

への懸念などの課題があると認識いたしており

ます。

暖房機そのものが高いとい○重松幸次郎議員

うこと、そして、木質ペレットの価格と原材料
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の安定化が課題ということですが、木質ペレッ

ト暖房機の今後の導入推進に向けてどのように

対応していくのかを、再度、農政水産部長にお

伺いいたします。

木質ペレット○農政水産部長（緒方文彦君）

暖房機の導入を推進する上での課題に対しまし

て、まず、木質ペレット暖房機の低コスト化を

図るため、平成25年度から、県内の木質ペレッ

ト暖房機メーカー３社に対して、低価格で効率

の高い暖房機の開発を支援しておりまして、今

後は、現地における実証試験を行い、本格的な

普及を図っていきたいと考えております。

次に、ペレット原料の安定確保やペレットの

低価格化については、地域の実情に応じて、効

率的な原料調達の仕組みづくりに取り組んでい

くとともに、例えば、山林全体を原料生産地と

して持続的に循環活用する仕組みづくりも検討

していく必要があると考えております。

県としましては、引き続き、農林業の関係団

体や企業等で構成いたします「宮崎県施設園芸

木質バイオマス利用促進協議会」を中心に、化

石燃料依存から脱却した産地の確立に向けまし

て、木質バイオマス暖房機の導入促進に努めて

まいりたいと考えております。

再び、記事によりますと、○重松幸次郎議員

再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度

（ＦＩＴ）の開始などで、木質ペレットの需要

は年々高まっていくと予想され、暖房機に補助

事業が始まった昨年度は1,000トンを使っていた

のに対し、仮に500台がフル稼働すると１万トン

以上が必要ということであります。またさらに

は、公共施設や福祉施設でのボイラー空調関係

にも需要が伸びると言われております。よっ

て、農産も林産も、ともに宮崎県の木質ペレッ

トを活用した繁栄が築かれて、全国に名をはせ

ることができますように、取り組みのほど、よ

ろしくお願いいたします。

次に、農地中間管理機構についてでありま

す。地域の担い手にまとめて貸し出す「農地集

積バンク」とも言われる活動が始まっておりま

す。先ほど、有岡議員からも御質問がございま

したが、農地中間管理事業の活用の考え方と事

業の取り組みの状況について、農政水産部長に

お尋ねいたします。

農地中間管理○農政水産部長（緒方文彦君）

事業では、離農や経営規模の縮小を考えている

方の農地のほか、農地が分散している担い手の

方についても、農地中間管理機構に預けていた

だき、担い手に再配分することで、より使いや

すい形に集積・集約化する仕組みとなっており

ます。また、地域でまとまって農地を預ける場

合に、地域集積協力金が交付されますことか

ら、基盤整備や担い手対策など、地域農業の発

展に役立てていただきたいと考えております。

本県では、現在、旧市町村ごとにモデル地区

を設定し、市町村等を中心とした推進チーム

が、事業活用について集落役員等と協議を進め

ているところであります。具体的には、「人・

農地プラン」の見直しに関する地域の話し合い

の中で、主要品目ごとの効率的な農地利用や集

落営農の推進等について、しっかりと議論して

いただきながら、地域の実情に応じた推進を

図っているところでございます。

一つの大きな農業政策のあ○重松幸次郎議員

らわれでございます。農地の集約・大型化が進

み、効率のよい農業経営が確立されることを期

待しております。

国の農政改革を受けて、県としてどう取り組

んでいくのか、知事に、これからの意気込みを

お伺いしたいと思います。
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本県の農業であります○知事（河野俊嗣君）

が、これまでさまざまな厳しい環境条件の中

で、防災営農の推進やブランド産地づくりなど

の改革に取り組んできたところであります。長

年にわたる先人の取り組み、また、農家の皆さ

ん、農業団体のこうしたたゆまぬ努力の結果、

農業産出額、以前は全国30位台でありました

が、第７位という地位を築いてまいったところ

であります。本県の農業を取り巻く環境という

もの、ＴＰＰ協定交渉の進展や燃油・飼料価格

など、極めて不透明な状況にありますが、今こ

そ先人の努力に学び、宮崎の農業というものを

しっかり守り、そして発展をさせて次の世代へ

つないでいく。それが我々にとっての重要な責

務であるというふうに受けとめておるところで

あります。

農業・農村が人口減少という大きな変革の中

で、国においても農政改革に取り組んでおられ

るわけでありまして、これを地域の実情に合わ

せて有効に活用するということ、また、これと

あわせて、本県独自の新たな改革にも取り組む

必要があろうと考えております。このため県で

は、担い手が将来展望を持って営農できる力強

い産地づくりに向けまして、生産力の向上、販

売力の強化、さらには人材の育成という３つの

施策を柱としました産地構造改革に、積極的に

取り組んでいるところであります。また、農業

を核とした多様なフードビジネスの創出を推進

し、本県農業の成長産業化というものに取り組

んでまいりたいと考えております。

ことしの４月、会派３名で○重松幸次郎議員

県総合農業試験場を訪問し、「みやざきフード

リサーチコンソーシアム」の取り組みを伺いま

した。残留農薬の成分分析で全国トップレベル

の技術を、産学官の７機関で研究されておりま

した。この技術を応用して、担い手づくりから

農産品加工、そして販路拡大まで、フードビジ

ネスの力強い大前進を、これからもよろしくお

願いいたします。

最後に、消費者教育について２点お伺いいた

します。

初めに、若者の消費トラブル対策です。10

代、20代を中心にスマートフォンが爆発的に普

及する中、投稿写真や文章が取り返しのつかな

い事態になる一方で、消費者を惑わす誇大表示

など、ネットによる消費トラブルが社会問題に

なっております。小・中・高の生徒さんの対策

につきましては、昨日、十屋議員から教育長に

質問がございましたので、私からは、高校を卒

業した青年を対象に、県消費生活センターにお

ける若者からの消費生活相談の件数と特徴につ

いてお伺いします。また、どのような対策を

とっているのか、総合政策部長にお伺いしま

す。

平成25年度○総合政策部長（橋本憲次郎君）

に県消費生活センターに寄せられた苦情相談

は7,422件でございますが、このうち、高校卒業

後ということに限ったデータでございません

が、18歳から29歳までの若年世代ということ

で、その年代の相談件数は717件となっていると

ころでございます。

特徴といたしましては、ワンクリック請求を

初めとするインターネット利用料の不当請求な

どに関する相談が172件と、ほかの案件に比べる

と突出して多くなっている状況でございます。

また、このほかに、表面に出てこない被害数は

さらに多いことも想定されますことから、若年

者の被害防止対策は大変重要であると考えてい

るところでございます。

県といたしましては、若年者に対し、消費生
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活センターにおいて、大学等における出前講座

やパネル展の実施、また、就職や進学を控えた

高校３年生全員へのパンフレットの配布など、

ターゲットを定めた啓発も行っているところで

ございます。さらに、現在、消費者教育推進法

に基づき策定を進めております消費者教育推進

計画におきまして、幼児期から高齢期までの各

年代や、家庭、学校、職場、地域などのそれぞ

れの場に応じた消費者教育を体系的に実施する

こととしておりまして、その中でも若年者の被

害防止にも取り組んでまいりたいと考えており

ます。

小・中・高校生、そして青○重松幸次郎議員

年、また高齢者に向けて、ネット犯罪、詐欺に

巻き込まれないように、切れ目なく注意喚起、

また、各地、各事業所窓口でのタイムリーな啓

発を行っていただきたいと思います。

最後に、全国的に、高齢者に対する特殊詐欺

の件数、金額が減らない現状でございます。午

前中も田口議員から質問があり、被害額が増加

しているとの答弁でございましたが、再度、特

殊詐欺抑止のための最近の取り組みについて、

警察本部長にお伺いいたします。

特殊詐欺の抑止○警察本部長（坂口拓也君）

対策としましては、検挙と予防の両面で取り組

んでいるところであります。特に最近の予防策

としましては、自動通話録音機の貸し出しや、

高額現金払い戻し時チェックシートを活用した

金融機関の職員の方による声かけの強化をお願

いしているところであります。

自動通話録音機につきましては、電話の着信

前に警告メッセージを発信する機能や、会話内

容を録音する機能を有するもので、犯人からの

電話を撃退し、被害を防止することが期待でき

ます。今月１日に50台を配備し、おおむね65歳

以上の高齢者が居住する世帯に貸し出しを始め

ております。

高額現金払い戻し時チェックシートにつきま

しては、金融機関の窓口で、高額の現金を払い

戻そうとする方に対して、最近の犯行に使われ

ているだましの言葉をキーワードとして列挙し

ましたシートを提示して、被害防止のための声

かけを行うものであり、今月３日から、県内の

全金融機関において取り組んでいただいている

ところであります。県警察では、今後も、これ

らの対策を推進し、特殊詐欺の抑止に取り組ん

でまいります。

警察本部長、ようこそ宮崎○重松幸次郎議員

にお越しいただきました。これからも、安心・

安全の宮崎にするためにしっかりお願いいたし

ます。

以上で質問の全てを終了いたします。大変あ

りがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○福田作弥議長

した。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時６分散会



９月12日（金）
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◎ 一般質問

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名であ

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、後藤哲朗議員。

○後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。平成26年９月12日、一般質問先陣を

賜りました後藤哲朗でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

まず初めに、知事に、地方創生についてお尋

ねします。

昭和44年に閣議決定された新全国総合開発計

画の背景に、人口、産業の大都市集中がありま

した。また、昭和62年の第４次全国総合開発計

画の背景には、人口、諸機能の東京一極集中と

産業構造の急速な変化等により、地方圏での雇

用問題の深刻化がありました。平成10年決定、

目標年次が来年までの21世紀の国土のグランド

デザインでは、人口減少・高齢化時代を背景と

し、多様な主体の参加と地域連携による国土づ

くりをコンセプトとしていました。しかしなが

ら、一定の効果を出しつつも、地方の人口問

題、少子化、東京一極集中等が顕在化し、財政

面を含め地域間格差が顕著となってきたのが現

状であります。地方自治体や都市間、地域間の

競争が言われて久しくなっていますが、国と地

方の連携・協力なくして地方の再生は実現でき

ません。また、新聞報道等によりますと、政府

が年末を目途に地方創生のビジョンを策定する

ようでありますが、地方が主体的に地方創生に

どう関与していくのか、参画していく枠組みが

しっかりと構築されるかが重要になっていくと

思います。人口急減・超高齢化という我が国が

直面する大きな課題に対し、政府一体となって

取り組み、各地域がそれぞれの特徴を生かした

自律的で持続的な社会を創生できるよう、先週

の３日、まち・ひと・しごと創生本部が設置さ

れましたが、創生本部に対しましての期待につ

いて、知事の御所見をお伺いいたします。

次に、定住自立圏構想についてお尋ねしま

す。

地方が責任を持って地域経済を支えるために

は、その基盤となる地方税財政の安定が必要で

あります。自主財源に乏しく極めて脆弱な財政

基盤にある本県及び県内市町村は、増大する社

会保障経費はもちろんのこと、公共施設等の老

朽化対策を初めとするさまざまな行政課題に対

応するため、多額の経費が必要であることか

ら、厳しい財政運営を強いられています。財政

難と人口減少時代における地方の拠点をどう考

え、整理していくのかも大きな課題となりつつ

あります。総務省は今年度より、人口20万人以

上の高度な自治体機能を持つ地方中枢拠点都市

構想の実現に向けたモデル事業に着手しまし

た。私は、今話題の、日本創成会議座長の増田

寛也氏が総務大臣で、里山資本主義の藻谷浩介

氏が審議会のメンバーで構想をつくり上げた定

住自立圏構想のほうが、中山間地域を多く抱え

る本県には、拠点づくりとしてはマッチングす

るのではと考えます。定住自立圏構想は、市町

村間で広域連携を図り、都市部への人口流出を

防ぐ有効な施策と考えます。そこで、総務省に

おられました総合政策部長に、県としてどのよ

平成26年９月12日(金)
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うに取り組んでいかれるのか、御所見をお伺い

いたします。

次に、フードビジネスの関連として、狩猟肉

の利活用についてお尋ねします。

先月の８月22日、会派の先輩方と、狩猟肉の

利活用促進を目指し、もって農山村の鳥獣害問

題の継続的な改善と地域振興を図りたいという

目的で、日本ジビエ振興協議会の事務局長さん

と、東京で研修及び意見交換会の機会を持ちま

した。捕獲された有害鳥獣を狩猟肉（ジビエ）

として有効活用しようという取り組みは、各県

各地で始まっていますが、うまくいっていると

は言いがたい状況であることや、流通の基礎と

なる地域の食肉処理施設は徐々に完備されてい

るが、個々の施設の生産能力、生産精度は低

く、大きなばらつきがあること。消費が本格化

する前に、関係者が協力して製造、流通、規格

等についての法令・ガイドライン整備と、それ

を遵守できる体制固めが必要である等々、感想

や意見をいただきました。

さて、県内の狩猟肉活用の取り組みに先進的

な事業者では、昨年度、宮崎大学との共同研究

で、「有害鳥獣捕獲の鹿成分検査」、また本年

度から２カ年事業として、みやざき地域志向教

育研究「食と健康に関する技術開発と実用化を

現実にするための研究」に取り組んでおりま

す。狩猟肉の利活用で中山間地域の活性化を図

ろうという民間の活動も活発化しております。

そこで、県としては狩猟肉の利活用についてど

のように取り組まれようとしているのか、総合

政策部長にお伺いいたします。

次に、「みやざき東京オリンピック・パラリ

ンピックおもてなしプロジェクト」についてお

尋ねします。

このプロジェクトの理念は、2020年以降を見

据えた、次世代に受け継ぐ有形無形の財産づく

り、大会に向けた取り組みを一過性のものにし

ないということです。目標が崇高であり、決

意、目的、実践行動にやる気が出そうで、感

動、共鳴、大いに期待をしているところであり

ます。さて、おもてなしプロジェクトの基本的

な考え方の中に、好機を逃がさず全県を挙げて

おもてなし環境を磨き上げ、世界に発信すると

うたわれております。また、県、市町村、民間

の協働により、世界に誇れる日本一のおもてな

しを構築し発信するとも公表されています。そ

こで、この各市町村、各民間団体との協働につ

いてどのように取り組もうとしているのか、総

合政策部長にお伺いいたします。

次に、医療・介護サービスの提供体制改革の

ための新たな財政支援制度についてお尋ねしま

す。

今や大きな社会問題となっている、団塊の世

代が後期高齢者となる2025年を展望すれば、病

床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、

医師・看護師等の医療従事者の確保・勤務環境

の改善、地域包括ケアシステムの構築といっ

た、医療・介護サービスの提供体制の改革が急

務の課題となっています。このような中、国で

は、医療法等の改正による制度面での対応にあ

わせ、消費税増収分を財源として活用し、医療

・介護サービスの提供体制改革を推進するため

の新たな財政支援制度が創設され、本年度、904

億円の予算が措置されました。事業実施に当

たっては、各都道府県に消費税増収分を財源と

した基金―国が３分の２、県が３分の１―

を設置し、各都道府県が作成した計画に基づい

て行われるものです。また、地域における医療

及び介護の総合的な確保に関し、医療法、介護

保険法で定める基本方針にのっとり、都道府県
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計画、医療計画、介護保険事業支援計画等で整

合性の確保が図られなければならないとされて

います。スケジュールは、４月から８月にかけ

て２回の都道府県個別ヒアリングが開催され、

７月に国に医療介護総合確保促進会議が設置さ

れ、総合確保方針の提示があったばかりの経緯

ですので、当局におかれましては、今月中の都

道府県計画の策定・提出に向けて多忙をきわめ

ていることと思います。医療機関、介護サービ

ス事業所にとりましては、医師確保事業、介護

従事者の確保のための事業等の改善に大いに期

待をしているところですので、地域医療再生の

ため、崇高な使命感とやりがい感で取り組んで

いただきたいと思います。そこで、新たな財政

支援制度に対するこれまでの取り組みと今後の

スケジュール等について、福祉保健部長にお伺

いいたします。

次に、地域福祉の推進についてお尋ねいたし

ます。

それぞれの地域において住民が安心して暮ら

すことのできる福祉のまちづくりを推進するた

めには、行政関係者だけでなく、社会福祉法人

や民生委員・児童委員を初めとした地域に根差

した福祉関係者が、お互いに協力して福祉課題

の解決に取り組んでいくことが大切だと考えま

す。特にこれからは、地域の住民が率先して高

齢者や障がい者、子供等に対する見守り活動な

どに取り組んでいくことが重要だと考えます

が、なかなか活動の拠点がないという声も聞こ

えているところでございます。そこで、このよ

うな中、社会福祉法人が地域福祉の拠点として

地域に開かれることは、大変意味のあることだ

と思いますが、福祉保健部長に御所見をお伺い

いたします。

次に、海岸保全基本計画の改定についてお尋

ねします。

政府の中央防災会議などは、2011年、数十年

から100数十年に一度と発生頻度が高く、大きな

被害をもたらす津波を「レベル１」と定義しま

した。そこで県は、これを受け、昨年12月に県

沿岸部のレベル１津波の水位を設定し、必要な

堤防の高さがおおむね４～６メートルになるこ

とを公表したところであります。このような

中、本県海岸の津波対策を推進するため、海岸

保全基本計画の見直しが行われていますが、そ

の内容について、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

次に、神楽の由来等の調査についてお尋ねし

ます。

まず、高千穂神楽のブラジル公演は、報道等

で御案内のとおり、大役を果たしていただきま

した。関係者の皆様に、心から敬意と感謝の意

を表したいと思います。お疲れさまでした。あ

りがとうございました。

さて、「めざそう世界無形文化遺産！みやざ

きの神楽魅力発信事業」では、県内に207あると

言われる神楽の調査に汗をかいていただいてい

るところであります。地域間競争ではなく、オ

ンリーワン事業として、生き生きとして楽しん

で取り組んでもらいたいと思います。さて、神

楽の分類については、宮中の神楽を御神楽とい

うのに対して、民間の神楽を里神楽と言われて

います。里神楽の分類については諸説ありまし

て、定説となるものはないと言われております

が、本田安次氏、元早稲田大学名誉教授の説に

よりますと、巫女神楽、出雲流神楽、伊勢流神

楽、獅子神楽の４種に分類されています。宮崎

県の神楽の特徴として、平野部を中心とした稲

作地帯で舞われる春神楽のほとんどが昼神楽で

あり、中山間部の九州山地帯で舞われる冬神楽
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のほとんどが夜神楽であると言われています。

また、神話が伝承される地域では神話に関する

演目、山地では狩猟儀礼、平野部では稲作に関

して、沿岸では魚の漁に関する演目が見られる

ようです。さて、県内神楽の書面による悉皆調

査は昨年度に実施済みであり、現在は、国の重

要無形民俗文化財に指定されている神楽から、

神楽面や衣装、文書の記録撮影、保存会への聞

き取り等の現地調査を行い、神楽概要書を作成

する運びと伺っております。そこで、県内外へ

の情報発信の必要性から、神楽の調査内容の中

に神楽の由来や分類を入れるべきと考えます

が、教育長の御所見をお伺いいたします。

最後に、交通安全対策、「ゾーン30」対策に

ついてお尋ねします。

生活道路における歩行者等の安全な通行を確

保することを目的として、区域（ゾーン）を定

めて時速30キロの速度規制を実施するととも

に、その他の安全対策を必要に応じて組み合わ

せ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を

抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活

道路対策であります。本県では、小学校を中心

に抜け道対策など、地域住民の要望や生活道路

における事故多発場所などを検討の上、関係者

との協議を経て、対策が必要と認められる地区

を選定しております。そこで、地区住民の整備

要望が高い「ゾーン30」の効果と今後の取り組

みについて、警察本部長にお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、それ

ぞれの御答弁後、質問席から再質問をさせてい

ただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

まち・ひと・しごと創生本部についてであり

ます。このまち・ひと・しごと創生本部は、人

口急減・超高齢化という我が国が直面する課題

に対して政府一体で取り組み、各地域が特徴を

生かした自律的で持続的な社会の創生を目指し

て設置されたものであります。私としまして

は、国が、地方の元気なくして我が国の将来は

ないとの認識に立ち、創生本部を中心に地方の

実情に応じた多様な取り組みを予算面や制度面

から積極的に支援することを通じて、人口減少

問題の克服や景気回復の地方への波及などに

しっかりと取り組むことで、本県を初めとする

全国津々浦々の地方が再生する契機となること

を期待しているところであります。

一方、創生本部がその目的を達成するために

は、当事者である地方の意見が最大限に生かさ

れることが何より大切であるというふうに考え

ておりますし、また、地方の側からも、国の取

り組みを座して待つのではなく積極的な提案・

提言をしていく、そのような姿勢も大事であろ

うかと考えております。特に本県は、温暖な気

候と豊かな自然環境に恵まれ、合計特殊出生率

が全国トップクラスであるなど、すぐれた子育

て環境や生活環境を誇っておりますことから、

全てが大都市に集中する現状からの脱却を目指

す、いわば脱大都市時代における地方のあるべ

き姿の一つとなり得る、またそのモデルを示し

得るのではないかと考えております。こうした

本県の優位性と実情を、国に対してしっかりと

説明するとともに、特色ある政策を提案してい

くことで、今回の国の取り組みというものを本

県にとっての追い風として捉え、本県の発展に

結びつけていくよう取り組んでまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○総合政策部長（橋本憲次郎君）〔登壇〕 お

答えします。

定住自立圏構想についてであります。定住自
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立圏構想は、中心市と近隣市町村が相互に役割

分担し連携・協力することにより、圏域全体と

して必要な生活機能を確保するとともに、圏域

の活性化を図ることを目的としております。県

内においては、延岡市、日向市、都城市、小林

市を中心市とする４圏域で形成され、圏域ごと

の具体的な事業をまとめた定住自立圏共生ビ

ジョンに基づく各種の取り組みが実施されてお

ります。本格的な人口減少社会を迎える中、定

住自立圏構想は地方における定住の受け皿の形

成を目指すもので、都市部への人口流出抑制の

観点からも大きな意義を有するものであると考

えております。県といたしましても、各圏域の

個性を生かした定住自立圏共生ビジョンによる

取り組みが円滑に行われるよう、引き続きしっ

かりと支援してまいりたいと考えております。

次に、狩猟肉の利活用についてであります。

狩猟肉の利活用を図ることは、地域活性化の観

点からも、地域資源の一つとして大変重要であ

ると考えております。県といたしましても、諸

塚村や西米良村にあります狩猟肉処理施設の整

備や、鹿肉のレトルトカレー等の販売に取り組

まれている延岡市の企業等について、県の補助

事業等により支援を行っているところでござい

ます。レトルトカレーについては、私も食べさ

せていただきましたが、癖もなく、ほぐれやす

く、食感がよいという印象を持ったところでご

ざいます。狩猟肉の利活用につきましては、処

理に係る衛生管理体制や販売先の確保などの課

題がありますが、現在、国において衛生管理の

ガイドラインの作成が進められており、また、

民間企業による流通体制の構築に関する動きも

ございますので、他県における先進事例等の関

連情報の収集に努めるとともに、市町村等に情

報提供を行いながら、引き続き有効な利活用に

ついて検討を行ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、「みやざき東京オリンピック・パラリ

ンピックおもてなしプロジェクト」についてで

あります。このプロジェクトは、オリンピック

・パラリンピック東京大会を契機に、全県を挙

げて宮崎の魅力を磨き上げ、発信し、国内外の

活力の取り込みを通じて地域の活性化を図ると

ともに、これを一過性のイベントとせず、2020

年以降も見据えた「次世代に受け継ぐ有形無形

の財産づくり」、いわゆるオリンピック・レガ

シーの創造を目指すものであります。そのため

には、県だけではなく、市町村、民間団体が、

このプロジェクトの趣旨を十分に理解し、それ

ぞれが主体的な役割を果たしていただくことが

重要であるとの認識のもと、協働を掲げさせて

いただいたところです。このため８月に、県、

市町村、経済団体等の民間団体による、おもて

なしプロジェクト推進のための官民連携組織を

立ち上げたところでございます。今後、会議の

中に、各団体の実務者レベルによる幾つかの専

門部会を設け、それぞれのノウハウや情報の共

有・連携をさらに強固なものとし、目指すべき

方向性を一つにしながら、県民全体でおもてな

し機運の醸成を図ることにより、県民の力を結

集した県づくり、地域づくりに取り組んでまい

ります。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（佐藤健司君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、新たな財政支援制度に対するこれまで

の取り組みと今後のスケジュール等についてで

あります。新たな財政支援制度は、後期高齢者

の増加が見込まれる2025年に向けて、医療・介

護サービスの提供体制の改革が急務の課題であ

るとの認識のもと、本年になって国から示され
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た財政支援措置であります。県のこれまでの取

り組みとしましては、本年度の政府予算が成立

した３月から、医師会、看護協会、大学、市町

村等の関係団体に必要とされる事業を募集する

とともに、事業内容や事業計画等に関するヒア

リングや庁内関係課との協議を実施しており、

また、４月と８月には国との協議を行っている

ところであります。今後のスケジュールにつき

ましては、県の事業計画策定に向けまして、９

月末に医療審議会での審議を経た後、国に計画

を提出し、国からの内示・交付決定を踏まえた

上で、事業実施に向けた取り組みを進めてまい

りたいと考えております。

次に、地域福祉の推進についてであります。

社会福祉法人が、地域の実情や当該法人の特性

に応じて施設等を活用し、地域福祉の拠点とし

ての役割を果たしていくことは、大変意義深い

ことだと考えます。現在、社会福祉法人は、そ

れぞれの地域において、交流促進の場の提供は

もとより、高齢者、障がい者及び子育て世代か

らの相談対応や、地域住民が参加する生涯学習

会への支援など、さまざまな取り組みを行って

いただいております。これらの取り組みについ

ては、一定の評価をするものでありますが、国

においては、現在、社会福祉法人の社会貢献の

あり方について議論が行われておりますので、

県といたしましては、その議論等も踏まえなが

ら、社会福祉法人が地域福祉の拠点として、よ

り一層その存在意義を高めていただくよう、必

要な助言・指導を行ってまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（大田原宣治君）〔登壇〕 お

答えいたします。

海岸保全基本計画についてであります。本県

における海岸保全基本計画につきましては、平

成15年に策定したもので、台風などの自然災害

に対する防護に加えまして、日向灘沿岸のすぐ

れた景観やアカウミガメなどの生息環境の保

全、さらには海水浴やサーフィンを初めとしま

す海洋性レクリエーション機能の増進など、海

岸の防護、環境、利用の調和が図られるよう、

総合的な海岸保全の方向性を示した上で、海岸

保全施設の整備が必要な県内38海岸につきまし

て整備概要を定めているものであります。今回

の見直し内容についてでありますが、東日本大

震災による甚大な津波被害を踏まえ、政府の中

央防災会議により津波対策の基本的な考え方が

新たに示されたことを受けまして、日向灘沿岸

の津波対策を推進するために、ことしの３月に

公表しましたレベル１津波に対する要対策箇所

につきまして、海岸保全施設の必要堤防高や整

備延長等を計画に位置づけるものであります。

以上であります。〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

宮崎の神楽の由来や分類についてでありま

す。昨年度より実施いたしております、みやざ

きの神楽魅力発信事業におきましては、有識者

による委員会を設置し、一流の研究者の御助言

をいただきながら、それぞれの神楽の概要及び

特徴などの調査や、神楽の音声映像の記録、さ

らにインターネット上での公開等を行っている

ところであります。お尋ねの神楽の由来につき

ましては、本事業において書面による調査や現

地での聞き取り調査などを行う中で、把握に努

めているところであります。また、分類につき

ましては、研究者によっていろんな説がありま

すこと、それから、神楽は幾つかの分類はされ

ているのですが、１つの神楽でも幾つかの分類

群の特徴をあわせて持っていることなどで、明
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確な分類は難しい面もありますが、それぞれの

神楽の大まかな特徴を、本事業における調査に

おいて把握することができると考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（坂口拓也君）〔登壇〕 お答え

します。

「ゾーン30」につきましては、市街地等の生

活道路における歩行者等の安全確保を目的に、

道路管理者等と連携して、これまでに、平成24

年度に４カ所、平成25年度に５カ所の計９カ所

を整備しております。なお、この９カ所には全

て通学路が含まれておりますので、通学路の安

全対策にもつながっております。

「ゾーン30」の効果でありますが、交通事故

の発生件数で見ますと、平成24年度の４カ所で

は、一部の地域でわずかに増加したところが見

られますが、全体では、整備後の１年間で、20

件から４割減少の12件となりました。平成25年

度に整備しました５カ所につきましても、整備

後５カ月間の検証でありますが、前年に比べ５

件から３件に減少するなど、一定の効果が見ら

れるところであります。また、地域住民等から

は、「カラー舗装で安心して歩きやすくなっ

た」「車の速度が落ちた」などの声が寄せられ

ております。今後の取り組みでありますが、本

年度は18カ所で整備を進めており、来年度以降

も、地域住民の要望等を踏まえ、道路管理者と

連携して計画的に整備してまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○後藤哲朗議員 理解を深めるために、提言・

提案、要望を交え再度質問を行ってまいります

ので、よろしくお願いいたします。

全国知事会が７月にまとめた少子化に関して

の提言は、出生率向上、地方での若者の定住促

進、子育てにシフトした税制改革の３本の柱で

構成されていました。不妊治療の充実、教育費

用の低減などを求めています。また、その中

で、高校卒業と同時に地方の若者が大都市圏の

大学に吸収されてしまう実態から、地方の大学

の強化を訴える声が相次いだと仄聞しておりま

す。圏域の高校をしっかり守り、県内、圏域の

公立、私立を問わず大学の強化を図っていくこ

とは重要なことだと考えます。

さて、議会を初め県民の皆様からの要望で、

県営スポーツ施設の県央集中でなく分散配置と

いうのがございます。昨日も田口議員の代表質

問の中で取り上げておられました。定住自立圏

構想での圏域も重視してほしいものでありま

す。例えば、陸上競技場なら都城、プールなら

延岡等々でございます。さて、その定住自立圏

構想と地方中枢拠点都市構想との相違点につい

て、総合政策部長にお尋ねします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 地方中枢拠

点都市圏構想におきましては、政令指定都市

や、人口20万人以上の新中核市である地方中枢

拠点都市が、圏域全体の経済成長の牽引、また

高次の都市機能の集積、圏域全体の生活関連機

能サービスの向上について中心的役割を担うこ

とが期待されるものでございます。一方、これ

に対しまして定住自立圏構想につきましては、

人口５万人程度以上の要件を満たす中心市が、

人口定住のために必要な生活機能の確保に対し

まして中心的な役割を担い、近隣市町村と協力

しながら圏域全体の活性化を図ることを目的と

するものでございます。いずれも、集約とネッ

トワーク化という考えに基づき、中心となる都

市と近隣市町村が連携して、地方からの人口流

出を食いとめることを目的としている点では、

共通点もあるところでございます。その中で、

各圏域の中心市を核として連携を促進するとい
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う定住自立圏構想は、県内各地域の活性化とい

う観点から大きな意義を有するものと認識して

おりまして、県といたしましては、引き続き

しっかりと支援してまいりたいと考えておりま

す。

○後藤哲朗議員 この地方中枢拠点都市構想、

当初は大体30万人以上というお話が20万人にな

り、今年度からモデル事業着手ということで、

非常に県内における拠点づくりに関係してきま

すので、我々も注視していきたいと、そのよう

に思っております。

続きまして、狩猟肉の利活用について、３点

お尋ねします。

まず、食品成分データベース等では、鹿肉は

高たんぱくで低カロリー、鉄分が豊富な食品と

あります。いろいろな加工品として流通し始め

ているところであります。また、グリーンツー

リズム、農家民泊等で、自然の森の美しい恵み

の食べ物、特産品として好評を得ていると伺っ

ております。まず、県において許可されている

狩猟肉の解体処理施設数を教えていただきた

い。また、狩猟肉を食する際のリスクにはどの

ようなものがあるか、福祉保健部長にお伺いし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 食品衛生法上

の食肉処理業の許可を受けている野生鳥獣の解

体処理施設数は、平成26年８月31日現在、延岡

保健所管内の７施設を初め、県内全体で19施設

となっております。また、人へのリスクでござ

いますが、イノシシや鹿などの野生鳥獣が持つ

肝炎ウイルス、腸管出血性大腸菌、寄生虫など

により、下痢、発熱、肝炎等を発症するおそれ

があります。なお、これらの病原体は肉の中心

部まで火を通すことで死滅しますので、県とし

ましては、食肉を提供する飲食店等に対し十分

な加熱を指導しているところであります。

○後藤哲朗議員 続きまして、県は今月の４日

に狩猟肉の利活用に係る説明会を開催されてい

ます。対象者は、県内の狩猟肉処理業者等、各

市町村、中山間地域産業振興センターを初め、

県の関係各課の担当者も出席をされています。

講師は大分狩猟肉文化振興協議会の事務局であ

り、説明会の内容は、九州における狩猟肉の利

活用の状況等々であったと聞いております。そ

こで、この説明会にはどれくらいの市町村、事

業者が出席されたか。また、出席者からの主な

質問等があれば、総合政策部長にお伺いしま

す。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） ただいま御

紹介いただきました狩猟肉の利活用に係る説明

会は、市町村等への情報提供を行うことを目的

に、県外で流通体制の構築を図っている事業者

をお招きしまして、市町村や加工処理事業者等

を対象に開催したところでございます。12市町

村、３事業者が出席いただいたところでござい

ます。また、意見交換の際、出席者からは、取

引を行う上での具体的な買い取り方法、またそ

の価格、１年間に取り扱う数量、求められる衛

生基準などについて質問があったところでござ

います。

○後藤哲朗議員 また総合政策部長にお聞きし

ますけれども、大分県の狩猟肉文化振興協議会

ではありませんが、県内でも狩猟肉の利活用を

推進するための全県的な協議会等を立ち上げる

などの動きはないのか。お聞かせ願いたいと思

います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 大分県のほ

うでは、民間主導でそのような協議会があると

いうことでございます。現在、宮崎県内では、

地域の協議会や猟友会支部、民間企業などで狩
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猟肉の利活用が進められているところでござい

ますが、全県的な協議会等はなく、また、現時

点では発足の動きも把握していないという状況

でございます。県といたしましては、今回開催

した説明会のように、狩猟肉の利活用に関する

情報提供や意見交換の場を設けることにより、

こういう取り組みを通じまして、そのような協

議会ができる機運の醸成に努めてまいりたいと

考えております。

○後藤哲朗議員 実は、きのう鹿児島県で行わ

れているんです。食べ方と、どう活用するかと

いうことで、鹿児島県も動きが出てきていると

いうことを御案内させていただきます。

狩猟肉を食する文化の構築、どうもここが一

番のもとだと考えております。有害鳥獣問題を

自然の恵みとして継続的な改善に結びつけ、地

域の活性につながっていってもらいたいなと、

そういう気がしてなりません。それにはやは

り、今、部長がおっしゃったように協議会の立

ち上げ、民間主導で立ち上げていただきまし

て、情報の共有化、研修等を通じて利活用の促

進を図るわけですが、県としましての側面的な

支援―民間が立ち上げてもらわないとなかな

か長続きしないということで、どうか今後とも

側面的な支援のほうをよろしくお願いしておき

ます。

続きまして、「みやざき東京オリンピック・

パラリンピックおもてなしプロジェクト」につ

いてお尋ねします。先ほど知事のほうから、地

方の元気なくして我が国の将来はない、それと

脱大都市時代、そして特色ある政策を提案して

いくという御答弁をいただきました。まさに特

色ある政策を提案していくというのは、「みや

ざき東京オリンピック・パラリンピックおもて

なしプロジェクト」。「協働」という言葉が出

ていますけど、全県的にみんながベクトルを同

じくして進んでもらいたいなというのがこのプ

ロジェクトでありまして、宮崎の魅力向上、戦

略４に、おもてなしの環境の充実が掲げられて

おります。ハード・ソフト事業を初めこれから

取りかかられることと思いますが、有形無形の

財産づくりに御尽力いただきたい。県、市町

村、民間の協働により、何回も言いますけど、

日本一のおもてなしを構築していってもらいた

いものです。

それで、具体的なおもてなしの取り組みの事

例を紹介したいと思います。きのうも数回、高

知県の話が出ましたけれども、高知県、今有名

な「おもてなし課」が取り組んでいるところで

すが、独自の認定制度を設置してトイレの美化

を図っています。店舗や民間施設などのトイレ

を清潔にして地域の印象をよくすることで、観

光客の満足度向上につなげています。音楽を流

す、花を飾るなどの工夫や、清潔さ、明るさな

どの基準で「おもてなしトイレ」に認定された

トイレは、何と県内で620カ所に上がっているそ

うです。トイレを美しく保ち、おもてなしの心

を育んでいこうという試み、企画です。なお、

実は本県、県土整備部が進めております青島亜

熱帯植物園の建てかえに伴いますトイレの改修

では、常任委員会での提言を参考に、おもてな

しトイレに取り組んでいただいていることを感

謝申し上げます。ありがとうございます。

そこで、戦略４「おもてなし環境の充実」に

ついては、既定の取り組みに加えて、おもてな

しの心の醸成という視点も大切と考えますが、

どのように取り組む考えなのか、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 「みやざ

き東京オリンピック・パラリンピックおもてな
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しプロジェクト」の戦略４では、本県の美しい

自然景観や歴史・文化、豊かな食などを生かし

た、世界に通用する魅力ある観光地づくりを進

めるとともに、外国からのお客様も移動、滞在

しやすい環境の整備を図ることといたしており

ます。議員より御指摘のありましたおもてなし

の心は、本県の特徴でもあります温かな県民性

の発露と言えるものでありまして、その醸成

は、これらの環境整備を生かす上でも極めて重

要なものであると認識しております。県ではこ

れまでも、観光ボランティアの育成・支援に努

めるとともに、「神話のふるさと県民大学」の

開催などによりまして、本県の歴史・風土など

への理解や、郷土への誇りを育む取り組みを通

して、県民一人一人が観光客を迎えるおもてな

しの心の醸成を図っております。今後さらに、

市町村や観光協会とも連携しながら、全県挙げ

て、おもてなし環境の磨き上げに取り組んでま

いります。

○後藤哲朗議員 実は、愛媛県松山市がまさし

く、自称「日本一のおもてなし宣言」をしてい

るところでございますが、本県も知事が、自称

といいますか、日本一のおもてなし宣言という

か目標を立てられております。いわば一国一城

のあるじが言ったことに、職員の皆さんが一斉

に同じ方向を向いていくというのが大事。私ど

もが、おもてなしの濃淡というか、そういうの

をチェックする役目を担っているかなと思いま

すので、どうか今後ともよろしくお願いいたし

ます。

続きまして、医療・介護サービスの提供体制

改革のための新たな財政支援制度についてお尋

ねします。地域にとって必要な事業に適切かつ

公平に配分される仕組みとして、国・県・市町

村が基本的な方針・計画策定に当たって公正性

及び透明性を確保するために、関係者による協

議の仕組みを設けることとあります。そこで、

計画策定に当たって公平性及び透明性を確保す

るため、関係者による協議の仕組みを設けるこ

とについて、どのように考えておられるのか、

福祉保健部長に御所見をお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 計画策定に当

たりましては、これまで医師会、看護協会など

の関係団体や市町村等から広く事業を募集する

とともに、提案のあった事業につきましては、

実現可能性や継続性、事業効果、費用負担の考

え方など、関係者との協議を丁寧に重ねてきた

ところであります。その上で、９月末には、医

師・歯科医師・薬剤師の代表者、医療を受ける

立場にある者、そして大学等の学識経験者の３

者で構成されます県医療審議会で計画を審議し

ていただくこととしております。こうした取り

組みによりまして、公正性及び透明性の確保は

図られるものと考えております。

○後藤哲朗議員 今回の支援制度は、チェック

機能というか、県民の皆さんと一緒に注視しな

いといけない大きな事業というか制度。と申し

ますのは、消費税増収分が充てられるというこ

とが一番大事になる。それと医師不足を初めと

した医療・介護等、県民の要望、ニーズが非常

に高い事業であります。11月か12月かわかりま

せんけれども、年度内に交付額決定ということ

でございますので、担当職員の方々は忙しいと

思いますが、御奮闘のほどよろしくお願いいた

します。

次に、地域福祉の推進についてお尋ねいたし

ます。都市部においては、人間関係の希薄化に

よる地域コミュニティーを支える人材不足が問

題。中山間地においては、少子高齢化の急速な

進行による若い世代の減少が、地域コミュニ
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ティーを支える人材不足につながっているよう

な気がいたします。そこで、少子高齢化による

人口減少が進む中、地域コミュニティーを支え

る人材として、社会福祉法人の職員さんたちが

地域福祉推進に貢献していくことについて、福

祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 社会福祉法人

が運営する福祉施設は、県内全ての市町村に設

置され、そこで働く職員の皆さんは、介護や子

育てなどに精通されるとともに、日ごろの業務

を通じて住民や関係機関・団体とかかわりを

持っていることなどから、地域コミュニティー

を支える人材として御活躍いただけることを大

いに期待いたしております。このため県では、

社会福祉法人の職員などを対象として、多様な

ニーズに対応し、地域固有の福祉課題を解決す

る地域福祉コーディネーターの養成講座を実施

するとともに、施設長などを対象とした管理職

研修や法人監査など、さまざまな機会を通じて

地域福祉へのかかわりの強化を求めているとこ

ろであります。今後、社会福祉法人の社会貢献

のあり方を検討する中で、施設職員が地域を支

える人材として、より一層活躍できる方策につ

いても検討してまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 実は、昨日の田口議員の、一

議員の不祥事が一緒くたに見られる風潮。まさ

しく一社会福祉法人の不祥事、犯罪が同様な視

点で見られることと同じだな、そういう気がし

てなりません。実は、一生懸命に地域福祉のた

めに社会貢献活動に頑張っている社会福祉法人

がほとんどだというのを、まずは認識しないと

いけないんじゃないか。報道等で社会福祉のあ

り方を言われていますけど、我々地域にいまし

ても、非常に地域に貢献している実態というの

を伝えていかないといけない、そのように思っ

ている次第です。特に人口の少ない中山間地域

では、まさに社会福祉法人施設が地域の核とな

りつつあります。触れ合い、助け合い、支え合

いの福祉の精神に戻っていかないといけないん

じゃないかな、そういう気がします。国が社会

福祉法人施設含めていろいろと考えますが、地

方としてはそういうのをしっかりと伝えていか

ないといけないんじゃないかな、そういう気が

してなりません。

続きまして、海岸保全基本計画についてお尋

ねします。

本県海岸の、先ほどありましたように見直し

が行われますが、今後のスケジュール、計画改

定後の施設整備の進め方について、県土整備部

長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 海岸保全基

本計画の見直しにつきましては、今年度から改

定作業に着手しておりまして、今月２日に第１

回目の学識者懇談会を開催し、本県海岸の現状

や計画の基本的な考え方について意見を伺った

ところであります。今後、広く県民の意見を取

り入れるためのパブリックコメントや、沿岸の

市や町の意見を聞いた上で、学識者懇談会にお

きまして内容の検討を加え、年度内を目標に改

定を行う予定としております。

また、計画改定後の施設整備の進め方につき

ましては、沿岸の市や町との連携を密に図ると

ともに、住民説明会などを開催し、合意形成を

十分に図りながら、景観の調和を初め、環境保

全、海岸の利用などに配慮した施設整備を進め

てまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 計画策定後の住民説明会とい

うのが大変重要だと、そのように思っておりま

す。見る、聞く、動くの現場主義ではありませ

んが、そういった徹底が今回の海岸保全計画の
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策定方法であります。市町村との連携は、当

然、一番大事です。市町村との連携を図ってい

くということですが、やはり県がイニシアチブ

をとっているんだという姿勢を明確にしていた

だきたい。責任の所在をはっきりするではあり

ませんが、そういう姿勢をはっきりすること

で、県民の信頼を得ていくのではないかと思い

ますので、そこのところをよろしくお願いいた

します。

続きまして、みやざきの神楽魅力発信事業に

ついてお尋ねします。国指定神楽の現地調査が

終了した後、県や市町村指定の神楽の調査はど

のような計画になっているのかお聞きしたいと

思います。教育長にお願いします。

○教育長（飛田 洋君） 神楽の調査の計画に

ついてです。現在、みやざきの神楽魅力発信事

業において、国指定の重要無形民俗文化財と

なっている神楽につきまして現地調査を行って

おりまして、平成27年度までに調査を終了する

予定であります。県や市町村が指定しておりま

す神楽につきましては、国指定の神楽の現地調

査が終了後、引き続き調査していく計画を考え

ております。

○後藤哲朗議員 実は、先月の８月19日に九州

国立博物館で開催されました「東九州神楽人の

祭典」に行ってきました。西米良村の村所神楽

にスポットを当てた企画であり、福岡県の京築

地域の京築神楽とのコラボにより、神楽の地域

性・多様性を感じることのできる内容でありま

した。その会場でいただいた、県内外への情報

発信用として活用している京築神楽のガイド版

がすばらしいものでした。ただ、この京築神楽

というのは歴史が余りないんです。ですから、

由来等々については非常に調査しやすい。とい

うことは、本県が持つ神楽については、先ほど

の答弁でもありましたように、文献がないとい

うこと、神楽保存会の皆さんですら調べてほし

いという要望を出されているということです。

起源、伝承年次、由来、分類を調査することは

大変困難だと理解しておりますが、県内にあ

る207、これは全国的にもナンバーワン、突出し

た―伝承密度という言葉を使われるそうです

けれども、地域内の伝承密度というのはナン

バーワン、誇っていい神楽だそうです。そこで

お願いしたいのは、207全てとは言いませんけれ

ども、オリンピックイヤー、観光振興も含め

て、この概要ガイドブックをつくるべきじゃな

いか。これは要望にかえさせていただきます

が、教育長、それと商工観光労働部長も関係し

てきますので、どうかよろしくお願いをいたし

たいと思います。

最後に、交通安全対策の「ゾーン30」につい

て要望させていただきます。坂口県警本部長は

就任会見で、「強くて、正しくて、優しい」を

理想の警察官像に挙げておられました。地域に

優しい、人に優しい、そしてドライバーにも優

しいんです。生活道に対する「ゾーン30」の明

確な表示というのは、非常に我々も助かりま

す。ですから、地域に優しい、人に優しい、ド

ライバーにも優しい。一番は通学路、子供たち

に優しい。非常に交通安全対策として「ゾー

ン30」は効果が高いもの、そのように思ってお

りますので、さらに拡大の方向で御検討いただ

きますようお願い申し上げまして、私の質問を

終わらせていただきます。ありがとうございま

した。（拍手）

○福田作弥議長 次は、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。それでは、一般質問をしてまいりま

す。
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質問に入ります前に、８月19日から20日まで

の大雨によりまして、広島県で発生しました大

規模土砂災害でお亡くなりになられました方々

とその御遺族に対し、県民の一人として謹んで

哀悼の意を表したいと思います。また、被災さ

れました皆様に心よりお見舞いを申し上げま

す。一刻も早い被災者の方々の生活再建と被災

地域の復興をお祈り申し上げたいと存じます。

それでは、通告に従いまして順次質問をして

まいります。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いをいた

します。

２月定例県議会の一般質問でも取り上げまし

たが、厚生労働省が発表しました平成25年賃金

構造基本統計調査の結果において、時間外勤務

手当などを除いた現金給与額である所定内給与

額が、全国都道府県中、本県が最下位となった

ところであり、大変残念な思いがしておりま

す。本県は、太陽の国と言われるように、春先

には多くのスポーツキャンプでにぎわうととも

に、食を中心とした豊富な地域資源に恵まれて

おり、これらを生かした産業の振興など、他の

地域と比較して優位な部分はあると思っており

ますが、なかなか給与水準の向上につながって

いないような状況に感じております。都道府県

によって物価の違いはありますが、一定の給与

額で生活が可能であるということは、ある意味

では生活しやすい環境が整っているということ

かもしれません。しかしながら、給与額という

経済的な豊かさは、生活における大きなポイン

トであろうと考えております。そこで質問でご

ざいますが、河野知事は平成25年までに、副知

事として４年、知事として３年の計７年間、本

県をリードしてこられたわけでありまして、給

与額の向上のためにどのように取り組まれてき

たのかをお伺いしておきたいと思います。

以上を壇上での質問といたしまして、後は質

問者席からの質問といたします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

県民所得や給与水準は、地域経済の状況を示

す重要な指標であると認識しておりまして、県

民生活の安定や豊かさのために、まず何より

も、本県産業の振興を通じて地域経済・雇用の

底上げを図り、所得や給与の向上や安定を支え

ていくことが大変重要であると考えておりま

す。本県におきましては、リーマンショック後

の世界的な景気低迷の影響に加え、私が副知事

のときには口蹄疫、さらには知事になりまして

から鳥インフルエンザの発生や新燃岳の噴火な

ど、かつて経験したことがないような災害に相

次いで見舞われ、農畜産業はもとより、本県の

経済が深刻な影響をこうむったところでありま

す。このため、疲弊した本県経済・雇用の復興

・再生に向けまして、これまで、経済の核とな

る産業の育成や雇用対策、公共事業等の実施な

ど、本県の活力の源泉となる経済・雇用の基盤

固めに全力を注いできたところであります。

有効求人倍率は、ことし４月以降は0.9倍台と

なるなど、本県の景気は回復基調にあるものと

考えております。この回復の兆しを給与額の向

上に結びつけていくためにも、昨年度からは、

「復興から新たな成長へ」と県政の軸足を移

し、フードビジネスなど成長産業の育成加速化

等による本県産業や経済の底上げに重点的に取

り組んでいるところであります。以上でありま

す。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 ただいま御答弁をいただきま

したが、状況がいろいろあったということでご
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ざいます。このことについて、知事はこの事実

をどのように受けとめられて、今後どのような

対応をしていこうとされているのか、お伺いを

しておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 給与額の向上は、県民

の皆様にとりまして、景気回復や経済成長を実

感することのできる重要な指標であるというふ

うに受けとめております。平成25年６月時点の

所定内給与額が全国最下位となりましたこと

―サンプル調査で数字の振れも大きいわけで

ございますが―を真摯に受けとめているとこ

ろでございます。

なお、調査対象企業は異なりますが、賃金構

造基本統計調査と同様、所定内給与額を分析可

能な毎月勤労統計調査によりますと、全国順位

はまだ出ていないところでありますが、平成26

年６月時点の所定内給与額は、ここ１年で全国

を大きく上回る給与額の上昇を示しておりまし

て、足元に明るい兆しが見られるものと分析を

しておるところでございます。

私としましては、引き続き、本県が有する豊

富な資源を生かしたフードビジネスを初めとす

る本県の経済や雇用を牽引する成長産業の育成

加速化や、産業・雇用の核となる「人財」の育

成などによる産業の振興を通じて、給与額の向

上を図ってまいりたいと考えております。さら

には、現在、国におきまして、雇用改善や賃金

アップといった経済の好循環を全国津々浦々ま

で届けるべく、地方創生に向けた総合的な対策

が検討されているところでありますので、本県

といたしましても、こうした国の施策と連動し

ながら、新たな成長というものを給与額の向上

に結びつける努力を払ってまいりたいと考えて

おります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。

ただいま御答弁をいただいたところでありま

すが、給与は毎日の生活費そのものでありま

す。給与額や県民所得の向上による豊かな生活

は、県民の願いであります。まずは最下位から

の脱出をしていただき、さらなる向上のために

最善の努力をしていただきますように、強く要

望を申し上げておきたいと思います。

それでは、次の質問をさせていただきます。

都城志布志道路についてお伺いをいたします。

皆様御承知のとおりでありまして、都城志布

志道路は、宮崎自動車道の都城インターチェン

ジと志布志港を直結し、南九州を縦断し地域経

済を支える重要な路線であり、南海トラフの大

規模災害などに対応するためにも欠かせない道

路であります。ことし５月には、宮崎、鹿児島

両県の沿線自治体、民間団体、住民など約1,700

人が集結をいたしまして、「都城志布志道路整

備・活用促進大会」が開催されました。知事も

おいでをいただきました。早期整備の実現に

は、国や鹿児島県と連携した取り組みが大変重

要であると考えております。

そこで、当路線の整備状況を見ますと、整備

延長44キロメートルのうち、宮崎県側が22キロ

メートル、鹿児島県側が22キロメートルであり

ます。そのうち現時点での整備状況は、延長

で、宮崎県側が23％の５キロメートル、鹿児島

県側が38％の８キロメートルとなっておりま

す。鹿児島県側との進捗の状況に差があるとこ

ろでもございます。また、今年度の投資額は、

宮崎県側において、国の直轄部分が10億円、宮

崎県直轄が12億円、それに対し鹿児島県側は33

億円となっており、宮崎県側の投資額が鹿児島

県に比べ11億円も少ない状況であります。平

成26年度末時点の全ての残事業を調べてみまし

た。国の直轄部分が約300億円、宮崎県側が約50
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億円、鹿児島県側は全部で約150億円となってお

りまして、今年度の国の投資額10億円相当で単

純計算をしますと、国の直轄部分だけでも30年

かかるというようなことになります。都城志布

志道路は、全線が開通してこそ本来の効果を発

揮できる道路でありますので、鹿児島県におく

れることなく宮崎県側を完成させなければなり

ません。これまでも何度となく質問させていた

だきましたが、改めて、この状況を踏まえ、都

城志布志道路の早期整備に向けた予算確保につ

いて、知事の意気込みをお聞かせいただきたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 都城志布志道路、大変

重要な道路でございます。５月に開催されまし

た整備・活用促進大会に、私も参加させていた

だきましたが、会場は立ち見の出るほど大変熱

気にあふれた大会でございました。参加者の熱

い思いというものを肌身で感じたところでござ

います。こうした道路の整備に関しましては、

ことし３月、待望の東九州道延岡―宮崎間が開

通し、まさに人、物の流れが大きく変わり、地

域に与える刺激というものを私ども実感をして

おるところでございます。残された高速道路、

また幹線となる道路の整備を急がなければなら

ないということを、このような形で実感してお

るところでございまして、これまでも機会ある

ごとに、この道路の必要性・重要性を強く訴え

るなど、国への要望活動を繰り返してまいりま

した。道路整備を取り巻く環境は、国全体を考

えてみますと、インフラの老朽化対策が本格化

することに伴い、関連する予算の増大が避けら

れない状況にありますが、このような中でも都

城志布志道路の整備を一層加速させなければな

らない、そのように考えておるところでござい

ます。

地域における盛り上がり、今、内村議員が

バッジをつけておられますが、「はよしっくい

やん」というようなことで、また強くアピール

をされているところでございまして、そういっ

た思いというものをしっかりと、あらゆる機会

を捉えて国に対して訴えていく。そして、予算

確保というものを強く求めていくとともに、県

議会を初め沿線自治体、商工関係団体などの御

支援もいただきながら、鹿児島県とも十分連携

し―伊藤知事とも九州知事会などでたびたび

顔を合わせるわけでございますが、そのたび

に、都城志布志道路、さらには東九州道の日南

―串間―志布志道路の整備に当たっての連携を

深めていこうということを確認しておるところ

でございまして、全線の早期整備に向けて全力

で取り組んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 努力をしていただくことはあ

りがたいことでございますが、何といっても予

算を持ってくるということが最も大事なことだ

と思っています。

先ほど述べましたが、道路は全線開通してこ

そ真の効果を発揮するということになろうと思

います。早くつなぐということで考えますと、

宮崎県側の現時点での残事業、国、県合わせ

て350億円であります。一方、鹿児島県は残事業

が150億円であります。200億円の差が現在生じ

ております。鹿児島県ではここ数年、30億円を

毎年平均して投資しておりまして、残り区間を

単純計算しますと、全線開通までに５年で完成

するという数字になるわけであります。鹿児島

県側の完成に合わせて宮崎県を５年で完成させ

るためには、単純計算をしますと、鹿児島県の

倍以上、要するに60億円以上の予算を毎年投資

しなければならない計算になります。先ほど宮

崎県側の今年度の投資額が12億円でありまし
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た。このままでいきますと、鹿児島県側の完成

に合わせるどころか、差は開くばかりでありま

す。来年度、27年度は少なくとも30億円以上の

予算の確保が絶対必要だと考えておりますの

で、知事におかれましても最善の努力をしてい

ただきたいということを、強くお願い申し上げ

ておきたいと思います。

関連しまして、高速道路のコンクリート舗装

について、県土整備部長にお尋ねをしておきた

いと思います。平成25年２月議会でも質問した

ところでございますが、道路のコンクリート舗

装につきましては、アスファルト舗装に比べて

耐久性が高く、寿命が長いことから、国が管理

する東九州自動車道の北浦インターチェンジか

ら北川インターチェンジの間の12キロメートル

のうち、トンネル部分で約5.6キロメートル、そ

れ以外の道路部分で0.8キロメートルのコンク

リート舗装が採用されていると聞いておりま

す。そこで、以前、「都城志布志道路の一部区

間での施工を予定している」との答弁をいただ

いたところでありますが、その後の都城志布志

道路のコンクリート舗装採用に向けた検討状況

について、県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

○県土整備部長（大田原宣治君） コンクリー

ト舗装の採用につきましては、これまで都城志

布志道路で検討を進めてまいりましたが、騒音

などの沿道環境を考慮しまして、金御岳イン

ターチェンジから県境までの区間の一部で採用

することとしたところです。今後、現地の施工

条件や周辺状況等を勘案しながら、具体的な施

工区間について選定してまいりたいと考えてお

ります。

○徳重忠夫議員 どうぞよろしくお願いをして

おきたいと思います。

続きまして、海外戦略についてお伺いをして

おきたいと思います。

県においては、東アジア経済交流の拡大を目

指し、平成24年３月に「みやざき東アジア経済

交流戦略」を策定し、関係部局の連携のもと、

農畜産物を初めとする県産品の輸出促進や観光

客の誘致に鋭意取り組まれているところであり

ます。また、先日発表がありましたとおり、新

たな定期航空路線であります香港線が、早けれ

ば12月にも就航するとのことで、今後さらに東

アジアとの経済交流の推進に弾みがつくもの

と、大いに期待しているところであります。私

はことしの５月に、香港、シンガポールの市場

調査を行ってまいりました。成長著しい東アジ

アの活気と活力を肌で感じ、改めて、東アジア

との交流拡大は本県経済の活性化にとって大変

重要であると認識しているところであります。

しかしながら、その一方で、現地を訪問して幾

つかの課題も見えてきたところであります。

まずは、県の海外事務所についてお尋ねをい

たします。県では現在、海外における活動拠点

として上海と香港に事務所を設置しており、県

産品の販路拡大や観光セールスなど、現地にお

いて積極的な活動を展開されており、その成果

も上がっているものと考えております。しかし

ながら、海外事務所の運営に当たりましては、

職員の確保はもちろん、事務所の家賃や活動費

など多額の経費を要している状況にあります。

そのような中で、上海と香港には九州の多くの

県が単独で事務所を設置しておりまして、私

は、この九州各県が連携して事務所の共同運営

を行えば、経費の削減が可能となり、県では、

その財源を有効に活用することで、さらに経済

交流の拡大を図ることができるのではないかと

考えているところであります。そこで、海外事
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務所について、九州各県での共同運営ができな

いか、商工観光労働部長にお尋ねをしておきた

いと思います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 御指摘の

ありました海外事務所を共同で運営することに

つきましては、各県がそれぞれの海外戦略に

沿って事務所の展開を図っている中で、県産品

の販路獲得や新規国際航空路線の誘致といっ

た、各県間で競合する事業があるなど、その実

現に向けてはさまざまな課題があると考えます

が、一方で、事務所運営費の分担によるコスト

削減や、各県が連携して事業を実施することに

よる相乗効果などが期待できるものと考えてお

ります。このため県では、本年６月に開催され

ました九州地方知事会議において、共同運営に

向けた研究の場の設置を提案したところであ

り、現在、九州各県で構成する研究会の中で、

本県が事務局となり、共同化に向けた課題やそ

の手法等について議論を行っているところであ

ります。今後とも引き続き、九州各県との連携

を図りながら、海外事務所の共同運営について

議論を深めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。ぜひ

前向きに取り組んでいただきたいと思います。

次に、宮崎牛の販売戦略についてお尋ねをい

たします。シンガポールの市場調査の折、高島

屋の牛肉売り場を調査したところであります。

日本産の牛肉としては、神戸牛、松阪牛と並び

宮崎牛、さらには佐賀牛や鹿児島の曽於牛な

ど、九州産のさまざまなブランドも販売されて

おりました。しかし、私は、海外の消費者で、

日本の地域ブランドについて違いを認識できる

人というのは少ないのではないかと思っており

ます。今後の牛肉の海外輸出については、個々

のブランドで売っていくのではなく、他の産地

と連携した統一ブランドで売り込んでいくこと

も必要だと思っておりますが、県の考え方につ

いて、農政水産部長にお伺いしておきたいと思

います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 我が国におけ

る牛肉の海外輸出につきましては、平成25年度

には輸出量が915トンと順調に伸びている一方

で、外国産「ＷＡＧＹＵ」との競合に加え、輸

出先における産地間の競争が発生しておりま

す。このため国では、牛肉の輸出戦略におい

て、外国産「ＷＡＧＹＵ」との差別化を図るた

め、日本産和牛の統一マークの普及・徹底等、

オールジャパンでの取り組みにより海外での日

本産和牛の認知度向上を図り、ジャパンブラン

ドを確立することにしております。県といたし

ましては、今後、国が進める輸出戦略と協調し

ながら、全国和牛能力共進会２連覇により得ら

れたチャンピオンブランドの称号を活用しまし

て、宮崎牛の認知度向上を図り、販路の拡大や

有利販売につなげてまいりたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 海外輸出では多大な輸送コス

トがかかると思いますが、国内での販売よりも

農家の利益が少なくなっては、輸出する意味が

なくなってしまうと考えておるところでありま

す。せっかく輸出するわけですから、一層農家

の所得向上につなげる必要があると思います

が、県の取り組み状況について、農政水産部長

に再度お尋ねをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 人口減少時代

を迎え、今後、国内での牛肉消費の伸びが大き

く期待できない中で、県産牛肉の販路拡大を

図っていく上で、海外輸出は大変重要な取り組

みであると考えております。このため県におき

ましては、多くの富裕層を抱える東アジア地域
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や米国等を中心に、官民一体となって、宮崎牛

の認知度向上や販路開拓に取り組んでいるとこ

ろであり、昨年度は122トンと過去最高の輸出量

となっているところであります。今後とも、こ

れらの取り組みを進め、海外での県産牛肉の商

品価値を高めますとともに、ＥＵなど新たな輸

出先を開拓しながら輸出量の拡大を図り、農家

の所得向上につなげてまいりたいと考えており

ます。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。農家

の所得が少しでもふえるように御努力いただき

たいと思います。

農業問題について、もう一問お尋ねをしてみ

たいと思います。肉用牛の生産基盤につきまし

ては、全国的な課題でありますが、鹿児島県で

は肉用牛農家戸数が１万戸を割ったということ

で、新聞に大きく取り上げられました。本県で

も、高齢化による離農が加速し、肉用牛農家戸

数や繁殖雌牛頭数の減少にあわせて、子牛競り

市への上場頭数も減少しております。このよう

なことから、昨年度から子牛競り市での平均価

格は50万円を超える状況が続いておりまして、

肥育農家の経営は大変厳しいものがあるようで

あります。さらに、依然として配合飼料価格の

高どまりも続いておりまして、肥育農家が安定

した経営を行っていくためには、さらなる対策

をとる必要があります。このためには、県内各

地における肉用牛生産基盤を維持拡大すること

により、安定した子牛の供給体制を構築してい

くことが極めて重要と考えております。そこ

で、繁殖センター等の施設の整備が必要だと私

は考えております。県の考え方について、農政

水産部長にお尋ねをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 御指摘のとお

りでありまして、全国的な子牛競り市上場頭数

の減少に伴い、子牛取引価格が高騰しており、

今後、肥育農家の経営が逼迫することを懸念し

ているところであり、その対策としても肉用牛

生産基盤の維持拡大が喫緊の課題であると考え

ております。このため県としましては、飼養規

模の維持拡大を図る上で、農家への妊娠牛供給

など重要な役割を担う繁殖センター等の施設整

備を推進するとともに、今年度から地域肉用牛

繁殖基盤強化対策事業によりましてセンター機

能の強化等を図ることとしております。今後と

も、国庫事業などを十分活用しながら、地域に

おける繁殖雌牛頭数及び肥育素牛頭数を確保す

ることにより、肥育農家の経営安定を図ってま

いりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 そういう方向で、ぜひ努力を

いただきますようにお願いしておきます。

私は、畜産農家の生産基盤の維持を図るため

には、畜産も分業化が必要な時代に入ってきた

と、こう考えております。規模拡大を目指した

いが飼料づくりまで手が回らない農家や、技術

を持っているものの体力がない高齢農家が、安

定した畜産経営を続けていくためには、農家の

かわりに飼料づくりを行うコントラクターは必

要不可欠なものになると、このように信じてお

ります。また、先ほど御答弁をいただきまし

た、繁殖センターなどの大規模繁殖施設は、飼

料をいかに確保するかが課題になってくると思

われます。私の地元でも、肉用牛農家や酪農家

が中心となってコントラクター組織を立ち上げ

まして、トウモロコシや稲わら等の収穫作業を

行うなど、畜産農家の飼料づくりに貢献してい

る事例もあります。そこで、生産基盤を維持拡

大し、本県畜産を発展させるためには、農家に

かわって飼料生産を行うコントラクターの育成

が必要と思われますが、県はその推進をどのよ
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うに考えているのか、お尋ねをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 飼料生産を担

うコントラクターの果たす役割が、今後ますま

す重要になってくると考えております。現在、

本県には45の組織があり、県におきましては、

機械導入支援などを行い、その育成に努めてお

りますが、今後とも畜産農家が安心して経営が

継続できるよう、さらにコントラクターの利用

促進と育成強化を図っていく必要があると考え

ております。このため、今後、コントラクター

の有用性をより一層ＰＲしますとともに、農地

の集約化を推進するなど、コントラクターの作

業効率化やコスト削減が図られるよう取り組ん

でまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 よろしくお願いを申し上げま

す。

次に、放課後児童クラブについてお尋ねをし

てまいります。

放課後児童クラブにつきましては、保護者が

就労などにより昼間家庭にいない小学校に通う

子供たちに、その健全な育成を図るため、適切

な遊びや家庭にかわる毎日の生活の場として、

市町村が設置している施設であります。近年、

子供を取り巻く犯罪や事件の増加に加えまし

て、共働きやひとり親家庭が増加する中で、放

課後児童クラブは、保育所と同じようになくて

はならない施設となっており、そのニーズが高

くなってきております。このような中で、小学

校低学年を中心とする児童が、放課後に安全で

安心して過ごすことができる場の確保が望まれ

ておりますが、本県においても待機児童が増加

していると聞いております。そこでまず、放課

後児童クラブの本県の待機児童の状況につい

て、福祉保健部長にお尋ねをしておきたいと思

います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県の放課後

児童クラブを利用している児童数でございます

けれども、年々ふえております。平成22年度

は6,538人でありましたが、平成26年度は8,152

人とふえております。こういう利用児童の増加

に、県内市町村は鋭意取り組まれているんです

けれども、本年５月１日現在の待機児童の数

は327人という状況となっております。

○徳重忠夫議員 放課後児童クラブへの県の補

助金についてお尋ねをしてみたいと思います。

平成25年２月の本会議で質問を行ったところで

ありますが、その後、国の基準より下回ってお

りましたものが若干改善されたと思っておりま

す。しかしながら、県の基準額は、国の基準額

より現在２割程度下回っております。子育て支

援の観点からも、もっと必要ではないかと感じ

ておるところでありまして、九州各県におきま

しては、国の基準と同じ額が補助されていると

聞いております。また、中核市の宮崎市におき

ましても、ほぼ国の基準並みと聞いておりま

す。そこで、九州各県や宮崎市と比較して、本

県の補助基準額はどのようになっているのか、

福祉保健部長にお尋ねしておきたいと思いま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 放課後児童ク

ラブへの補助につきましては、平成25年度

に4,100万円余の増額を行いまして、平成26年度

の当初予算額は２億6,700万円余となっておりま

すが、本県の補助基準額は、九州各県や宮崎市

と比較して低い状況にあります。

なお、この９月定例県議会に、放課後児童ク

ラブの開所時間延長に対する支援事業として、

新たに1,200万円余の補正予算を提案しておりま

して、放課後児童クラブの充実を図ることとし

ております。
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○徳重忠夫議員 今御報告のとおり、九州各県

より、あるいは宮崎市より２割程度低いという

事実でございます。平成24年８月には、子ども

・子育て支援法が新しく制定されるとともに、

児童福祉法も改正されまして、放課後児童クラ

ブの国の制度も大きく変わろうとしておりま

す。このような中で、９月の定例県議会におい

て、放課後児童クラブの開所時間延長支援事業

が提案されておりまして、改善が少し進むもの

と考えております。必要とする全ての子供たち

が放課後児童クラブを利用でき、子供たちが安

全で安心して生き生きと毎日の生活ができるよ

うすべきと考えております。そこで、県の補助

基準額につきまして、国の基準まで引き上げる

考えはないか、知事にお尋ねしておきたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 放課後児童クラブであ

ります。私も何カ所か現場を視察させていただ

きましたが、児童の健全育成とともに、仕事と

子育ての両立支援の観点からも大変重要な取り

組みであると考えております。このような中

で、国におきましては、平成27年度から運用が

予定されております子ども・子育て支援新制度

におきまして、地域子ども・子育て支援事業の

一つとして、放課後児童クラブに対する支援が

位置づけられたところであります。このため県

としましては、新たな制度に向けた準備を進め

る中で、事業の実施主体であります市町村と十

分に協議を行いますとともに、国の基準額に近

づけるようにという議員御指摘の点を含めて、

総合的な観点から検討してまいりたいと考えて

おります。

○徳重忠夫議員 前向きな御答弁、ありがとう

ございます。ぜひ実現をしていただきますよう

にお願いしておきたいと思います。

実は、平成26年度の当初予算で考えてみます

と、補助額を国の基準並みに引き上げるために

必要な予算額というのは5,000万円であります。

県費ベースでいきますと、3,000万円程度増額す

れば宮崎市や他県と並ぶわけでありまして、新

年度に向けて、ぜひとも積極的な御検討をいた

だくよう、強く要望を申し上げておきたいと思

います。

次に、老老介護についてお尋ねをいたしま

す。

少子高齢化が進み、団塊の世代が75歳以上と

なる平成37年には、国民の３人に１人が高齢者

という、これまで経験したことのない社会の到

来が見込まれております。それに伴いまして介

護を必要とする方々も増加していくことが予想

されているところであります。厚生労働省が平

成25年度に実施した国民生活基礎調査によりま

すと、在宅で介護サービスを受けておられる方

の主な介護者は、「同居する家族」が61.6％を

占めており、うち高齢者が高齢者を介護する、

いわゆる「老老介護」につきましては、今回初

めて50％を超え、今後も増加傾向にあるという

ことであります。このような状況を考えます

と、家庭で介護を担う負担が重くなっているの

ではないかと心配されるところであります。ま

ず、本県の介護サービスの受給者と、そのうち

居宅介護サービスの受給者数の状況について、

福祉保健部長にお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県の介護

サービス受給者数は、平成26年４月時点の速報

値でありますが、４万9,426人となっておりま

す。そのうち、訪問介護や通所介護などの居宅

介護サービス受給者数は３万6,499人となってお

りまして、介護サービス受給者数全体の約74％

を占めております。
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○徳重忠夫議員 自宅で居宅介護サービスを受

けておられる方が、先ほどの部長の答弁により

ますと、７割を超えているということでありま

す。それを支える介護力の確保・充実が極めて

重要となってくるのではないかと考えます。先

ほど申し上げました厚生労働省の調査によりま

すと、主に介護を行う方として配偶者が最も多

いとの調査結果が出ております。特に、世帯主

が65歳以上の夫婦のみの世帯の状況は、今後の

老老介護に大きく影響してくるのではないかと

思われます。そこで、本県の世帯数、及び世帯

主が65歳以上の夫婦のみの世帯数の状況、及び

今後の見込みについてお尋ねをしてみたいと思

います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県の一般世

帯数につきましては、平成22年の国勢調査によ

ると約45万9,000世帯となっておりまして、その

うち世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯は約６

万世帯となっております。

次に、今後の見込みでありますが、国立社会

保障・人口問題研究所の推計によりますと、団

塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる平成37

年には、一般世帯は約44万2,000世帯と3.7％減

少する一方、世帯主が65歳以上の夫婦のみの世

帯は約６万8,000世帯と13.3％増加する見込みで

あります。

○徳重忠夫議員 本県では、「世帯主が65歳以

上の夫婦のみの世帯」が増加していくというこ

とであります。そうしたことや、介護を必要と

する割合が比較的高い後期高齢者がふえていく

ということを考えますときに、本県において

も、介護を担う家族の負担が特に大きい老老介

護世帯が増加していくことが予想されるところ

であります。さらに、平成37年には団塊の世代

が75歳以上となるなど、今後一層、高齢化が進

展していくことを考えますときに、在宅の高齢

者などを支える介護人材の確保や養成に対する

取り組みが重要ではないかと、このように考え

ております。そこで、今後、在宅介護を初めと

する介護に必要な人材の確保・育成をどのよう

に考えていらっしゃるのか、お尋ねをしておき

たいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県の高齢者

数がピークを迎える平成37年を見据えまして、

サービスの基盤となる介護人材を確保すること

は、大変重要な課題であります。このため県で

は、これまで、介護福祉士等の養成施設の学生

に対する修学資金の貸し付け、介護職員等を対

象とした専門研修の実施や処遇改善など、さま

ざまな取り組みを行っているところでありま

す。こうした中、今年度は、新たな介護保険事

業支援計画の策定において、平成37年までに必

要とされる介護サービスの見込み量を踏まえた

中長期的な介護人材の需給推計を行うこととし

ております。今後、この需給推計に基づき、介

護事業者、養成機関、学校、一般企業など幅広

い関係者と連携の場を設け、介護人材の確保状

況や課題等について意見交換や協議を行うこと

によりまして、具体的かつ実効性のある介護人

材の確保対策を検討してまいりたいと考えてお

ります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。

それでは、次の質問に移らせていただきま

す。太陽光発電事業についてお伺いをしておき

たいと思います。

県では、平成25年３月に宮崎県新エネルギー

ビジョンを策定されました。本県の地域特性を

生かせる太陽光、バイオマス、小水力の３つを

中心に、新エネルギー導入促進を図っていると

ころであります。最近は、県内のいろんな場所
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で太陽光パネルが見受けられるようになります

など、順調に推移しているものと考えておりま

す。一方で、導入が進んだことによります問題

点も顕在化しております。８月30日付の宮崎日

日新聞に、小林市が計画しております太陽光発

電事業で、送電線への接続―これを系統連系

というそうでありますが―そのための工事負

担が当初見込みの約５倍、２億3,000万円に膨ら

んだため、事業の中止を検討しているという記

事が掲載されました。これは、国の固定価格買

い取り制度の開始に伴いまして、県内では太陽

光発電の導入が急速に進んだため、一部の地域

においては九州電力の受け入れ能力を大幅に上

回る見通しとなり、送電線の改修に多額の工事

費と工期を要することが原因とのことでありま

す。実は私の周りにも、銀行から借金して用地

を準備し、太陽光パネルを買って、いざ発電事

業を始めようとする段階になって、九州電力か

ら莫大な負担金が提示され、送電線に接続でき

ず、発電しても売電できないことから、一体ど

うしたらいいのか途方に暮れている方がいらっ

しゃいます。

そもそも固定価格買い取り制度は、太陽光を

初めとする新エネルギーの導入促進を図るため

に国がつくった制度でありまして、その制度に

乗って事業を計画した県民が、いよいよ発電を

始めようとする段階になって、想定外の負担が

必要となり、事業を断念せざるを得ない状況に

追い込まれるというのは、いかがなものかと考

えるものであります。九州電力によりますと、

「25年度末に予想を大幅に上回る申し込みが

あったため、大規模な対策工事が必要となる」

との対象者への説明は、ことしの４月ごろから

行い始めたということであります。いち早く発

電事業を始めた者は、工事負担金が安く済んで

収益を上げているのに、これから事業をやろう

とする者や、あるいは一部の地域の者だけが過

大な負担を求められるというのは、大変不公平

なことだと考えております。これは県が悪いと

いうことではありません。国、電力会社、そし

て制度自体に大きな問題があると思いますが、

まずは、本県の太陽光発電に係る九州電力への

系統連系の申し込み状況と、そのうち大規模な

対策工事が必要な申し込み状況について、環境

森林部長にお尋ねをしておきたいと思います。

○環境森林部長（徳永三夫君） 九州電力によ

りますと、本年７月末現在、系統連系申し込み

の累計は、件数で約３万6,000件、出力で約200

万キロワットとなっております。このうち送電

線等の大規模な対策工事が必要なものは、件数

で約750件、出力で約60万キロワットと聞いてお

ります。なお、10キロワット未満の住宅用の太

陽光発電等につきましては、こうした対策工事

の必要はなく、系統連系、いわゆる接続は可能

とのことでございます。

○徳重忠夫議員 ただいま環境森林部長の答弁

にありましたように、大規模な対策工事が必要

なケースが多くあることから、先ほど申し上げ

たような送電線に接続できない不公平なケース

が今後ますますふえてくるものと、このように

思っております。そこで、系統連系に係る事業

者負担の大幅な増加により発電事業が行えない

事業者が出ておりますが、この問題に対する所

感と今後の取り組みについて、知事の考え方も

聞いておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 太陽光発電などの系統

連系につきましては、特に西都・児湯以南の地

域を中心に非常に厳しい状況にあると伺ってお

ります。新エネルギーの導入促進を図る上での

大きな課題となっているものと考えておりま
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す。このため県としましては、全国知事会など

を通じまして、系統連系対策の強化につきまし

て国への要望などを行いますとともに、九州電

力に対しましても、事業者に対するきめ細かな

相談対応などをお願いしているところでありま

す。庁内においても、情報共有等のための連絡

会を設置しておりまして、今後、より一層の連

携に努めながら、事業者等への情報提供など、

引き続き適切に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○徳重忠夫議員 知事のおっしゃるとおり、ぜ

ひひとつ全国知事会等を通してよろしくお願い

を申し上げておきたいと思います。

最後の質問に入ります。自治会への加入促進

についてお伺いをいたします。

私は、過去に地元の自治公民館の館長も務め

ておりました。現在も組長として自治公民館活

動に携わっておるところであります。自治公民

館や自治会など、いわゆる自治組織の活動は、

防犯・防災のほか、子供の見守りや地域活動の

中心であり、市町村などの行政と住民の重要な

橋渡し役であると言えましょう。このような役

割を担う自治会組織の加入率が低調で、人間関

係が希薄になり、回覧板が回せない、地域の清

掃活動ができないといった事態に陥りかねず、

自治会への加入促進は重要な課題だと思ってい

ます。そこで、県内における自治会組織への加

入状況はどのようになっているのか、総務部長

にお伺いをしておきたいと思います。

○総務部長（成合 修君） 県内の自治会など

の自治組織の呼称は、各市町村によって、自治

会、自治公民館、区などとさまざまですが、こ

れら自治組織への加入率は、平成26年４月現

在、県全体で68.2％となっております。

○徳重忠夫議員 70％を割っていると、非常に

残念であります。私の経験から、集合住宅の増

加や若年層の自治組織離れなど、今後、加入率

が低下するのではないかと心配をしておるとこ

ろでありまして、社会が高度化し、価値観が多

様化する中、自治組織の存在を認識させ、加入

率を高めることは、大変難しい問題であると考

えますが、県民が明るく暮らすためには、自治

組織の活動の充実が不可欠であります。そこ

で、県や自治組織に最も身近な自治体である市

町村においては、自治組織への加入促進に向け

てどのような取り組みが行われているか、総務

部長にお伺いしておきたいと思います。

○総務部長（成合 修君） 自治組織は、議員

の御質問にもありましたように、地域の活性化

や防犯・防災対策、子育て支援などの機能を維

持していく上で重要な役割を担っておりますこ

とから、その加入率向上が課題となっておりま

す。このため、住民に身近な市町村では、自治

組織への未加入者への対策といたしまして、例

えば、市町村の転入受付窓口での自治組織の説

明や、住民の転入時に、不動産会社等と連携し

た加入促進のためのパンフレットの配布などを

行っております。県といたしましては、このよ

うな取り組み事例を各市町村に情報提供すると

ともに、担当者の意見交換の場を設けるなど、

県と市町村、また市町村同士が連携した加入率

向上の取り組みを推進しているところでありま

す。

○徳重忠夫議員 自治組織への加入は任意であ

りますが、私は、県民はもとより、全体の奉仕

者である自治体職員こそが、自治組織に加入し

地域の活動に積極的に参加する必要があると、

このように考えております。新聞報道によりま

すと、私の地元都城市の職員の自治公民館加入

率は87.3％のようであります。一方、県の知事
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部局職員の自治組織加入率は、平成23年７月の

県議会防災対策特別委員会における執行部から

の報告によりますと70％と、30％は入っていな

いということであります。県職員も率先して自

治組織へ加入することは、県民の加入意識の向

上につながり、ひいては県全体の加入率向上に

資するものではないかと考えます。そこで、県

のトップである知事が、県職員を含め広く県民

に対して自治組織への加入を呼びかけるべきだ

と思いますが、知事の考えをお聞かせいただき

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 自治組織の重要性、

今、部長が答弁したとおりであります。加入者

の減少というものが、地域コミュニティーや住

民自治に深刻な影響を与えかねないと危惧をし

ておるところであります。県職員に対しまして

は、平成20年に定めました「「職員力」地域貢

献推進指針」というものがあるわけでありまし

て、地域社会の一員として、自治会、さらには

各種ボランティア、ＰＴＡ活動など、自主的に

地域活動へ参加するよう促しているところであ

ります。私自身も自治会に加入しておりまし

て、回覧板を持って回ることもありますし、地

域の一斉活動や児童の見守り活動に参加をした

り、神楽の鑑賞、それから今週末に予定されて

おります敬老会などにも参加をしておるところ

でございます。また家族では、地区の運動会や

夏祭り、防災訓練などにも参加をしておるとこ

ろであります。今後とも、県職員の率先参加は

もちろんのこと、機会を捉え、広く県民の皆様

にも自治組織への加入というものを呼びかけて

まいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。積極

的な御答弁をいただきました。自治組織への加

入は、地域活性化を維持発展させる礎でありま

す。県のトップである知事に広く呼びかけてい

ただくと、また加入率向上につながるのではな

いかと、私はこのように考えております。前の

東国原知事にもそのような質問をした経緯がご

ざいます。

また、知事からの呼びかけに当たっては、県

政テレビ番組を活用して、県民が目や耳にする

形で行うことが最も効果的だと、これが確実な

方法だと考えております。そこで知事にお尋ね

しますが、県政テレビ番組を活用して、知事み

ずからの声で自治組織への加入を呼びかける考

えがあるかどうか、知事にお伺いをしておきた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 自治組織の重要性―

昔ながらの組織というだけではなしに、今の時

代における防災・防犯、子育て、そのような観

点から、改めてその重要性というのを見詰め直

す必要があろうかというふうに考えます。議員

御指摘のように、県政番組を含めて幅広い機会

を捉えて、さまざまな形で住民の皆様に呼びか

けてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひひとつ実現をしていただ

きますようにお願いをしておきたいと思いま

す。

ところで、県職員は現在１万7,000人いらっ

しゃいます。先ほど申し上げました、30％未加

入ということになりますと、5,000人、5,000世

帯が未加入という捉え方ができると、私はこう

思います。共助において県職員が率先垂範すれ

ば、公助がうまくいく。公助を進める立場にあ

る県の職員の皆さん方であります。公助がうま

くいかなくなるというのは、共助、皆さんが協

力しなきゃいけないということを真剣に考えて

いただきますように、特に知事初め関係の皆さ

ん方には積極的にこのことについてお考えいた
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だきますよう、強くお願いを申し上げまして、

私の一般質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時44分休憩

午後１時０分開議

○押川修一郎副議長 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次は、 原正三議員。

○ 原正三議員〔登壇〕（拍手） 眠い時間に

なりましたが、おつき合いをいただきたいと思

います。代表質問、それから、これまでの一般

質問と、かなり重なるところもありますが、そ

のまま聞いてまいりますので、よろしくお願い

をいたします。

まずは、新総合計画についてであります。

新総合計画をつくられると聞き、九州８県と

高知県の総合計画書を取り寄せ、比較しながら

一通り読んでみました。２日間缶詰で、実際の

ところ大変でございましたが、読んでみます

と、地勢的、歴史的・文化的、社会的に違いは

あるものの、構成や表現が違うだけで、おおむ

ね内容に大きな差はないと感じました。という

のも、基礎的な部分では、地方が抱える問題、

課題は同じだからだろうと思います。目標年次

は、10年、５年、４年、毎年バージョンアップ

と、それぞれであります。印象に残る言葉は、

熊本県の「フードバレー構想」であったり、州

都を目指すという「州都」であったり、イメー

ジカラーを赤にしていること、あるいは高知県

の「地産外商」などであります。また、佐賀県

の「佐賀家」という一つのくくり、また、高知

県の「高知家」などであります。アジア戦略と

いうことは、九州全県が多少の濃淡はあります

がうたっております。構成面で印象に残るの

は、佐賀県の「県民のみなさまへ」という非常

にわかりやすいカタログ版と高知県のＰＲ版で

ありました。以下、４点ほど伺います。

現行の計画は2010年に策定されております

が、その後、大震災などさまざまな社会変化が

起きております。総合計画を改定するに当た

り、どれぐらいの規模での改定を考えておられ

るのか、知事のお考えをお聞かせください。

後は自席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

現行の総合計画は、2030年を見据え、県政の

長期的な重要課題に対応するための「長期ビ

ジョン」と、私の知事としての４年の任期中に

優先的に取り組むべき施策を示しました「アク

ションプラン」とで構成をされております。

まず、長期ビジョンでありますが、この中で

示した目標年次や基本目標につきましては、20

年先を見通した本県の将来を考える上での長期

的な課題をしっかりと見定めて、本県の目指す

べき姿を明らかにしたものでありますため、こ

れについては変更しないものと考えておりま

す。一方、基本目標を実現するための戦略的な

方策を示す長期戦略につきましては、全国的課

題となった人口減少問題や、東日本大震災の経

験を踏まえた大規模災害の対応など、社会情勢

が大きく変化しておりますことから、必要な見

直しを行ってまいります。

次に、アクションプランにつきましては、今

年度で終期を迎えることから、改定した長期戦

略を踏まえて、新たな４年間のアクションプラ

ンを策定してまいりたいと考えております。以
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上であります。〔降壇〕

○ 原正三議員 長期ビジョンは基礎的なもの

なので変更をしない。長期戦略は必要な見直し

を行う。今回行うのがこの長期戦略だろうとい

うことでございますが、アクションプランは、

知事の任期に合わせて、公約等に合わせて新し

く策定する、そういうふうに理解をしました。

そこで、その長期戦略についてでありますが、

改定する総合計画についてどのような宮崎県像

を目指そうとしておられるのか、知事のお考え

をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 長期戦略であります

が、さまざまな社会・経済情勢、人口減少や経

済・雇用といった構造的な問題などに対応しま

して、基本目標であります「新しいゆたかさ」

を実現するために、重点的かつ集中的に取り組

む政策を明らかにするものであります。そのた

め、その見直しに当たりましては、一つには、

出産・子育てしやすい環境づくりや若年層の流

出抑制、移住の促進などを通じて人口減少に歯

どめをかけること、そして、本県で生まれ育っ

た子供たちを産業や地域の中核を担う人財へと

しっかり育成していくということ、そして、一

つには、本県に根差した成長産業づくりを通じ

て県内での雇用を拡充すること、さらには、地

域の資源・経済を地域内でしっかりと循環さ

せ、地域の活力としていくということ、そして

さらには、人のきずなや暮らしやすさなど、宮

崎のよさを生かし、共生社会づくりや文化・ス

ポーツの発信・振興に取り組みまして、物心両

面の豊かさをつくり出すこと、また、災害や感

染症といった危機事象にも強い安心・安全な環

境を構築することなどを目指して、中長期的な

視点に立った施策を構築してまいりたいと考え

ております。

○ 原正三議員 県民総力戦とよく言われま

す。そのためには、総合計画の県民への周知、

ＰＲを行い、向かうべき目標を明確に示すとと

もに、目標の共有を図ることが必要だと考えま

す。先ほど佐賀県のＰＲ版のお話もいたしまし

た。どのように周知を図るおつもりなのかお聞

かせください。知事、お願いします。

○知事（河野俊嗣君） この総合計画、本県が

これから進むべき道筋というものを示す県民共

有の指針であるものと考えております。県民の

皆様には、この総合計画の内容を御理解いただ

き、積極的に県政にかかわっていただくこと、

参加をしていただくことが大変重要であると考

えております。また、厳しい財政状況の中で、

本県が地域の活力を維持し、豊かさを実感でき

る社会を築いていくためには、市町村や民間な

どの関係機関・団体、さらには大学やＮＰＯな

ど、多様な主体との緊密な連携が必要であろう

と考えております。このため、今回の総合計画

の改定に当たりましては、総合計画審議会での

議論に加えまして、県内８つの地域におきまし

て県民会議、市町村会議を開催して、県民の皆

様や市町村に、改定の作業段階から参画をして

いただいているところであります。改定後の総

合計画につきましても、総合計画の概要版パン

フレットの作成、今、御指摘がありました、他

県のものを参考にしながらわかりやすいものを

つくっていくということ、さらには、ホーム

ページや広報紙などのさまざまな媒体を活用し

た広報でありますとか、県内各地域で説明会を

開催するほか、県民の皆様に、わかりやすく届

きやすい方法を検討し、県民共有の指針となる

ように努めてまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 そういうことでよろしくお願

いをいたします。
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それから、総合計画と他の部門別計画との整

合性をどのように図るのかということでありま

す。議会で議決すべき部門別計画というのもご

ざいますが、この際、整合性を持たせるために

も、総合計画と部門別計画を同時期に見直すべ

きではないかと考えますが、知事のお考えをお

聞かせください。と申しますのは、策定時期が

それぞれ異なるがために大変読みづらく、全体

像がつかみにくい計画群となっております。よ

ろしくお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 部門別計画、さまざま

ございます。子育てでありますとか、教育、ま

た、環境、障がい、農業、森林、観光、さまざ

まな分野の計画があるわけでございますが、総

合計画の改定に合わせてこれらの計画を見直す

ために、その改定時期を調整してきたところで

あります。しかしながら、こういった部門別計

画の中には、法律によって計画期間が定められ

ているものもありますし、上位計画となる国の

計画に合わせて改定しなければならないものも

ありますので、その全てを一律に総合計画の改

定と時期を合わせていくことは難しいものと考

えております。いずれにしましても、各部門別

計画というものが、総合計画を分野別に具現化

するものでありますので、その改定に当たりま

しては、総合計画との整合性を可能な限り図る

ように努めてまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 最小公倍数というのもありま

すから、どこかで一列に並ぶときがあるはずで

すから、そのときに合わせて、そういうことを

目標としていただければありがたいと思ってい

ます。

重松議員からも質問がございました、九州ブ

ランドということなんですが、九州各県議員と

の交流の場でもよく海外戦略の話の中で出る話

であります。部門や物によっては、各県ばらば

らでなく九州全県協力して、いわゆる対北海道

的な発想になると思いますが、九州ブランドの

名前で売ることが大きな成果を生むのではない

かということであります。九州ブランドという

ものについて、知事の御見解をお願いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 私自身、これまで香

港、台湾、シンガポールなどにおいてトップ

セールスを行ってきたところでありますが、海

外における反応というのを肌で感じますのは、

我々が頭で思っている47分の１であり、その中

でさまざまな魅力があるんだと、そういう宮崎

をアピールしたいんだということで言います

が、海外の方からしてみますと、本当に日本の

中の小さい小さいローカルエリアの宮崎という

受けとめであろうかというふうに思っておると

ころでございます。ポイントは、競争と強調と

いうことであろうかというふうに思いますが、

各県それぞれが創意工夫によりまして、海外で

の誘客や販路開拓などに取り組む一方で、やは

り認知度や訴求力という面では、九州一体と

なった取り組みを行うことも非常に効果的、ま

た重要ではないかと考えておるところでありま

す。

現在、観光分野におきまして、九州各県と経

済団体が共同して組織しました九州観光推進機

構を中心としまして、九州全体を一つのコンセ

プトとして整理しまして、「温泉を入り口に、

自然や食など様々な楽しみがコンパクトに味わ

える九州」ということで打ち出しをしておると

ころであります。こうして九州ブランドイメー

ジ戦略を推進するとともに、輸出の分野におい

ては、共同で物産の商談会を開催するなど、一

体となった取り組みをさまざまな面で進めてお
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るところであります。

今後とも、「競争と強調」という考え方のも

とに、本県のブランドに一方で磨きをかけると

ともに、九州ブランドの打ち出しなど一体と

なった取り組みによりまして、相乗効果、さら

に効率性が期待できる分野において、九州各県

との連携を深めてまいりたいと考えておりま

す。

○ 原正三議員 外国の人から日本を見たとき

に、九州の中の何県というと非常にわかりづら

いと思うわけです。そういうことで、一つの

「九州」という名前での売り込みをやっていた

だきたいなと思います。また、これは道州制と

は全く違う話でございますので、誤解のないよ

うに申し上げておきたいと思います。

再生可能エネルギーについてであります。

エネルギービジョンに基づき、再生可能エネ

ルギーの導入が図られているところであります

が、以下、太陽光発電について何点か、環境森

林部長に伺います。

まず、太陽光発電の設置についてはいろいろ

話があっておりますが、景観や災害時の危険防

止対策など、さまざまな問題が発生していると

聞いております。本県で生じたこれまでの事例

について、県当局で把握しておられる事例につ

いてお聞かせください。

○環境森林部長（徳永三夫君） 主な事例とい

たしまして、西都市において、西都原自然公園

隣接地への設置計画に対しまして、公園周辺の

環境や景観を保護するという観点から、市が事

業者に対して計画の見直しを求める要望書を交

付いたしましたが、事業者側の同意は得られな

かったという事例がございます。また、川南町

におきまして、６月の豪雨にて建設途中のパネ

ルが川に流出し、被災したパネルの処分または

発火等の問題が心配されましたが、保健所等の

指導によりまして、工事請負業者によって適正

に処理がされたところでございます。さらに、

綾町において、景観保護の観点から条例を整備

し、事前届け出を提出させることにより、事業

者への指導・助言を行うこととしている事例が

ございます。

○ 原正三議員 川南の場合ですが、これは、

珍しがってもし人が入った場合、感電の恐れが

あるわけです。直流の場合は微弱な電流で死に

至るケースが多いようですから、一般の人はわ

かりませんので、そのあたりが大きな問題だと

捉えております。

後に続きます。以前も質問をしたことがござ

いますが、太陽光発電に係る個別情報につい

て、県はリアルタイムに設置情報等を把握でき

ているのか、お聞かせください。

○環境森林部長（徳永三夫君） 固定価格買い

取り制度につきましては、その申請や認定が、

事業者と国の間で直接行われる仕組みとなって

いることから、県では、認定後に件数と出力数

について、国や九州電力に対しまして随時確認

をしているところであります。しかしながら、

設置場所、事業者名、規模等の詳細な情報につ

きましては、個人情報保護を理由といたしまし

て、現段階では国等から提供いただけない状況

にあります。

○ 原正三議員 これは以前も議論しましたけ

ど、電気料を払うのは我々ですから、それを個

人情報保護を理由に教えないというのは本当に

おかしいと思うんですが、以前も国に要望いた

だくようにお願いしたところでございましたけ

ど、これからも引き続き、経済産業省に対して

は、ちゃんと情報を開示するように申し入れを

していただきたいと思います。
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次に移りますが、太陽光発電は、平成25年度

から26年度に買い取り価格が36円から32円に下

がる際の駆け込み需要により、設備認定が大幅

に増加いたしました。徳重議員の意見にもござ

いましたが、平成26年４月現在、本県において

は、10キロワット以上の設備が3,160件、21

万2,044キロワットが発電を開始、一方、設備認

定を受けている設備は３万4,865件、304万2,699

キロワットであります。すなわち、設備認定を

受けた設備のうち、設置できている設備は件数

にして約９％、出力でたったの約７％でしかあ

りません。９割以上が、認定は受けたが設置で

きていないという状況であります。電力系統の

容量が足りず接続できないことが設置の進まな

い大きな原因の一つと聞いておりますが、先ほ

どの質問とダブりますけれども、県内の太陽光

発電が系統連系できない実情についてお聞かせ

ください。

○環境森林部長（徳永三夫君） 九州電力によ

りますと、ことし７月末現在で、系統連系申し

込みの計は、件数で約３万6,000件、出力で

約200万キロワットとなっております。そのう

ち、送電線等の大規模な対策工事の必要性から

系統連系が困難な状況にあるものが、件数で

約750件、出力数で約60万キロワットと聞いてお

ります。

○ 原正三議員 60万キロワットというと６億

ワット、メガにして600メガワットになるかと思

いますが、メガソーラー、メガソーラーと言い

ますけど、メガソーラー600基分ですよね。まだ

相当な数の太陽光発電がつけられていないわけ

で、我が県としては太陽光を推進しているわけ

ですから、これは本当に大きな問題だと思って

います。

それで、一通り前に進みます。以上３点、現

状の問題点等についての質問をいたしました

が、さまざまな問題があるようであります。そ

こで、かかる問題の解決のために、以下２点ほ

ど質問をさせていただきます。

まずは、条例の制定についてです。条例の内

容は、設備の届け出を義務化し、設置場所にお

ける設備容量と緊急連絡先の表示を義務づけ、

川の近くや水のたまりやすい低地、低い海岸線

や崖下など、設置してはいけない場所を規定

し、設置においては、台風等で吹き飛ばないよ

うにするための設置基準の住民説明会を開くこ

とや、景観への配慮を設置者に求めるものであ

ります。

目的とするところは、先ほど申し上げました

ように、経済産業省から教えていただけない設

備認定の状況を県がリアルタイムに把握できる

ようになること。２番目に、川南町の例のよう

に、被災した場合、緊急の連絡先が直ちに特定

でき、感電や火災など２次災害を未然に防止で

きること。３番目が、コストを優先した簡単な

置き基礎工法の施設などをなくし、台風時に吹

き飛ぶなどの災害が防げること。４番目に、史

跡や記紀1300年にまつわる神社等の景観を損な

わないようにできること、などであります。長

野県の小諸市ほか７市町村が条例や規則を制定

し、あるいは今９月議会で環境条例を改正の予

定と聞いております。私は、県のほうで設置し

たほうがいいと考えておりますが、条例制定に

対する環境森林部長の御見解をお聞かせくださ

い。

○環境森林部長（徳永三夫君） 御質問の内容

につきましては、新エネルギーを、太陽光発電

を進める上で非常に重要な課題だというふう

に、我々も今、認識をしておるところです。し

かしながら、現段階で太陽光発電施設の設置に
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つきまして、森林法など個別法による許可や届

け出が必要なものは、関係法令等を所管する部

局において、それぞれの法令等に基づき、適切

に対処していくことが必要であろうというふう

に考えております。このため、関係法令を所管

する部局との庁内連絡会議を５月に設置いたし

まして、発電事業者に関する情報等を各部局が

共有し、緊密に連携しながら取り組むこととし

たところでございます。

また、国におきましては、固定価格買い取り

制度や事業者の認定のあり方について見直しが

検討されており、市町村においても、既に条例

を策定した綾町のほか、西都市や小林市などに

おいて独自の条例を制定する動きもありますの

で、県といたしましては、まずは国の動向等を

注視してまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 国の動向を注視しながら、本

当は県でつくるのが私はベストだろうと思いま

す。それがかなわなければ全市町村に、一部で

はなくて、でないと後追い型の行政ということ

になりますので、全市町村に、この景観条例な

りをつくるように御指導いただきたいものだな

と。委員会での所管でもございますので、後は

詳しく委員会でまた部長とやりたいと思いま

す。

次に移ります。もう一つは、先ほど経済産業

省の話がありましたが、国へ要望すべき事項に

ついて、環境森林部長の御見解を賜ります。

これは徳重議員も先ほど申しておられました

が、そもそも電力の固定価格買い取り制度は、

国が導入して推進している政策であります。送

電線や変電所、配電線などのインフラ整備は国

の責任において行い、つなげない状況の解消に

は国が努めるべきだと考えます。国にこのこと

を強く要望すべきだと考えますが、御見解をお

聞かせください。

あわせて、構造計算などの設置基準を策定す

るよう要望すべきと考えます。このこともあわ

せて御見解をお聞かせください。

○環境森林部長（徳永三夫君） 系統連系につ

きましては、新エネルギーを導入する上で大き

な課題となっております。県といたしまして

も、全国知事会等を通じて、対策の強化につい

て国への要望等を行っているところでございま

す。

また、太陽光発電設備の設置基準につきまし

ては、その普及促進の観点から、平成23年10月

以降、高さ４メートルを超えるものについて

も、建築基準法の手続が不要となったところで

ございます。しかしながら、台風被害の多い本

県におきましては、風雨による太陽光パネルの

損壊等も懸念されておりますので、設置事業者

等関係者の意見や設置上の問題点等について、

機会を捉え、国に情報提供をしてまいりたいと

考えております。

○ 原正三議員 設置の基準、構造計算なんで

すが、県内のいろんな太陽光の中で、コストを

優先する余り、簡単な置き基礎でつくっている

のがあるんです。この前の大きな台風は幸いそ

れましたけど、あの台風が来たら、もしかした

ら吹っ飛んで、二次災害を起こしただろうとい

う懸念をしておりまして、やはり構造計算につ

いては、国のほうにしっかり基準をつくるよう

に、これは安全のためでありますから、よろし

くお願いをしておきたいと思います。

次に移ります。バイオマス発電についてお尋

ねいたします。代表質問等とダブりますが、大

事なことでありますので、重ねてまいりたいと

思います。県発行の「林業みやざき７・８月

号」によれば、県内のバイオマス発電は、既設
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が日南市など３市５カ所に12万6,234キロワッ

ト、新設が川南町など３市２町５カ所に５

万7,400キロワットの、合計18万3,634キロワッ

トが来年度初めに稼働の予定とあります。燃料

となる林地残材の総必要量は約41万生トン、毎

年の発生林地残材が平成21年度で約77万生トン

でありますので、資源的には十分余裕があり、

問題ないとのことでありますが、懸念するの

は、山から発電所までの林地残材供給システム

が設計どおりに機能し、安定的に燃料供給でき

るのかということであります。広島県庄原市で

は、木の駅プロジェクトと銘打って、集荷シス

テムの構築に取り組んでおられましたが、やは

り懸念するところは同じだと感じたところであ

りました。山の位置や形状などによって、林地

残材の集荷に要する労力や時間、経費は大きく

異なります。したがって、その経費に見合う対

価がその材料に得られなければ、林地残材はま

ず集まるはずもありませんし、一方、燃料不足

によって林地残材価格が高騰した場合、製材す

べき木材まで発電用に流れてしまうという本末

転倒の事態が発生しないとも限りません。もっ

と恐れるべきは、発電所が燃料不足によって停

止せざるを得ない状況に追い込まれることであ

り、その場合、県の責任が問われないという保

証はないんじゃないかというふうに懸念をして

おります。そこで、木の駅プロジェクトのよう

な取り組みだけで木質バイオマス発電施設への

林地残材などの供給は大丈夫なのか、代表質問

と重なり繰り返しになりますが、大事なことで

ありますので、環境森林部長の御見解を再度お

聞かせください。

○環境森林部長（徳永三夫君） 今後、稼働が

予定されております５つの木質バイオマス発電

施設の燃料調達につきましては、発電事業者と

森林組合、素材生産業者との間で、必要となる

燃料以上の燃料の供給協定が締結をされており

ます。ですから、本県においては、燃料供給の

主体は、主にこれら林業事業体が担うというこ

とになると考えております。このため県では、

協定による供給が確実に実行されるよう関係林

業団体と連携しながら、今、その体制づくりを

進めているところでございます。

また一方で、御質問にありました木の駅プロ

ジェクトのように、山元に直接利益を還元する

ことも大変重要でありますので、それぞれの林

家等が林地残材を中間土場まで収集運搬し、森

林組合等がそれをまとめて発電施設まで運搬す

る新たな仕組みづくりについても、市町村と一

体となり取り組んでいるところであります。今

後とも、本県の林業事業体や林家等が有する国

内屈指の木材供給力をフル稼働できる環境づく

りに努めてまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 そういうことで期待をいたし

ておきたいと思います。

次に、含水率についてお尋ねいたします。林

地残材の含水率は、重量と発熱量に大きく影響

をいたします。すなわち、含水率を下げること

は、山から発電所までの輸送コストを低減し、

発電効率を上昇させ、結果として森林所有者の

所得向上につながることになります。含水率を

低下させることが大きなポイントになると考え

られますが、どのような対応となるのか、環境

森林部長の御見解をお聞かせください。

○環境森林部長（徳永三夫君） 御指摘のとお

り、木材は、含水率が低いほど熱量が高いこと

から、木質バイオマス発電施設を効率的に稼働

させるためには、できるだけ乾燥させる必要が

ございます。しかしながら、現在のところ、発

電事業者等におきましては、含水率が低いもの



- 171 -

平成26年９月12日(金)

ほど高く買い取るようなことはせず、同じ重さ

であれば同じ価格で買い取る仕組みとしておる

ところでございます。このため、発電事業者み

ずからが、発電プラントの能力に応じて、土場

における原木の天然乾燥やチップ化した上での

人工乾燥などにより、含水率を40％程度に低下

させて対応する計画となっております。

○ 原正三議員 乾燥においては、発電事業者

側の責任でやってほしいということだろうと思

いますが、雨の日、ぬれた日に持っていくと、

山元は少し重くなるのでもうかるのかなと、そ

んな気もしないでもないんですが、そこは良識

の中で行われることでしょう。

再生可能エネルギーの活用を進めることは３

つの意味があると考えます。１つ目は、ＣＯ２の

削減、２つ目は、林地残材活用による山元への

還元、３つ目は、エネルギーの地産地消による

循環マネーの創出であります。里山資本主義の

話が大分出ております。その観点から質問いた

しますが、循環マネーの創出が幾らになるのか

ということであります。県内のバイオマス発電

設備が全て発電を開始した場合、その発電量は

何世帯分に当たり、電気料換算で幾らになるの

か。また、林地残材の活用により県内にどれぐ

らいの金額が、いわゆる山元ということになる

んでしょうが、還元されることになるのか、お

聞かせください。環境森林部長、お願いをいた

します。

○環境森林部長（徳永三夫君） 県内の木質バ

イオマス発電施設は、稼働中のものも含めます

と、今後10施設が稼働することとなりますが、

その木質燃料分の発電出力合計は約７万キロ

ワットと推計されます。この発電出力は、一般

家庭の約15万世帯分の使用量となり、電気料に

換算いたしますと、年間約130億円に相当する規

模となります。また、県内から調達されます41

万トンの林地残材について、現在公表されてお

ります調達価格で―１トン当たり4,000円か

ら7,000円と公表されておりますが―計算いた

しますと、年間約25億円が地域に還元されるも

のと考えております。

○ 原正三議員 結構いい数字だと思います。

これは、平成22年度、県内で支払われる電力料

金―茂商工観光労働部長が総合政策課長のと

きでしょうか、私、お願いして出していただい

た資料を大事にしまっておりまして―宮崎県

全体で使う電気料が1,253億円（平成22年）、そ

のうち県外から移入、いわゆる県外に支払う電

気料分が817.6億円なんです。820億円。今のお

話でいくと、130億円のエネルギーを新しく地産

するというわけですから、対外的に支払ってい

る817.6億円の中の16％余りをバイオマス発電で

稼げるという話でありまして、林地残材の価格

を支払う対価25億円としますと、155億円が循環

マネーとして宮崎県にふえると。県債収支5,500

億円の赤字の宮崎県でありますから、5,500分

の155が県債収支分助かるんじゃないかというこ

とになりますので、そのためにもこのバイオマ

ス発電は、さらに、決して供給が絶えることな

くしっかり、発電がとまることなく、トラブル

が発生することなく、スムーズに安定運営にな

りますようにお願いを申し上げておきます。

次は、農業問題についてであります。

今、我が国において一番変革を余儀なくされ

ているのが農業であります。その農業問題につ

いて農政水産部長にお尋ねいたします。

まず、来年度予算についてであります。農政

改革の継続をスローガンに、国においては来年

度予算の要求をされているとの報道がございま

す。農政改革を推進するための国の予算要求状
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況と、それを受けた本県の農政関係予算につい

て、どのように今この時点で考えておられるの

か、お聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 国におきまし

ては、農業・農村の所得倍増を目指す「農林水

産業・地域の活力創造プラン」の実現を図るた

め、農地中間管理機構の関連事業や農業農村整

備事業等の公共事業、さらには畜産・酪農の競

争力強化対策など、平成27年度予算として、対

前年比14％増となる総額２兆6,541億円の概算要

求が行われております。本県農業の成長産業化

を図るためには、国の新たな政策を地域の実情

に合わせて活用するとともに、県独自の施策の

立案を行うことにより、産地の持つポテンシャ

ルを最大限に発揮させていくことが重要である

と考えております。このため県としましては、

規模拡大や革新的な技術の導入等による生産力

の向上、多様化するマーケットに対応した販売

力の強化、そして、高い経営力や技術力を有す

る人材の育成、この３つの施策を柱とした産地

構造改革に取り組むこととしておりまして、国

の新たな事業も十分活用しながら、効果的な施

策の構築に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○ 原正三議員 次に、ＴＰＰについてお聞き

します。最近、ＴＰＰに関する記事がかなり小

さくなりました。我々に入る情報は、他の手段

をもってしても皆無であります。今月初旬、ベ

トナム・ハノイで首席交渉官会合があるとは聞

きましたが、これまでの交渉に関する情報をど

のように入手されているのか、お聞かせくださ

い。総合政策部長、お願いします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） ＴＰＰ交渉

に関してでございますが、県では、平成25年３

月、庁内にＴＰＰ対策本部を設置し、本部長で

ある知事から各部局長に対しまして、全庁挙げ

て交渉に関する情報の収集に努めるよう指示が

なされたところでございます。この指示を受け

まして、全国知事会主催の説明会への出席のほ

か、本県では本年６月に、交渉に直接携わって

おられますＴＰＰ政府対策本部の澁谷審議官を

お招きした説明会を開催し、ＴＰＰ協定の交渉

状況について直接、御説明いただいたというよ

うな取り組みをしているところでございます。

現下のＴＰＰ協定交渉についてでございます

けれども、御指摘ありましたように、なかなか

動きは見えないところでございますが、本年４

月の日米首脳会談、また５月のシンガポールに

おける閣僚会議以降、首席交渉官会合や実務者

協議等の事務レベルの協議が重ねられていると

いう状況でございまして、これまでのところ、

表に出てくるような形での大きな動きというの

は見られていない状況でございます。今後と

も、あらゆる機会を通じまして情報収集に努め

るとともに、国に対しましては、十分な情報提

供を求めてまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 十分なアンテナを張って、ひ

とつ情報収集に努めていただくようお願いいた

します。

報道では、ＴＰＰで大きな影響を受けると思

われる畜産分野に手厚く予算的に配慮するとの

ことであります。畜産分野に関する国の来年度

予算要求額はどの程度で、県としてそれにどう

対応されていくのか、農政水産部長のお考えを

お聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農家戸数、飼

養頭数の減少といった生産基盤の弱体化が懸念

される中、平成27年度の国の畜産分野の概算要

求におきましては、１つ目に畜産・酪農の競争

力向上、２つ目に自給飼料の生産拡大、３つ目
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に経営安定対策、この３つの柱を重点的に実施

するものとなっております。具体的には、新た

な対策として、地域の中心的経営体を対象とし

た畜舎等の施設整備や、繁殖性向上のための機

器の導入、あるいは収益性向上に必要な搾乳ロ

ボットなどの機械リース、さらに飼料用米の利

用拡大に向けた機械のリースなどが組み込ま

れ、総額で前年比536億円増の2,359億円が要求

されております。県といたしましては、今後、

国との意見交換や情報収集等を積極的に行いま

して、これらの国庫補助事業を有利に活用する

ことにより、畜産生産基盤の強化を図ってまい

りたいと考えております。

○ 原正三議員 具体的な新たな対策としてと

いう、この新たな部分を御期待申し上げておき

たいと思います。

次に、農業用ため池の防災強化について伺い

ます。東日本大震災時、福島県須賀川市では藤

沼ダムが決壊、７人が死亡、１人が行方不明に

なりました。意外に知られていない災害であり

ます。農林水産省の一斉点検によれば、全国に

は21万カ所のため池があり、特に西日本に多い

のだそうであります。７割が江戸時代以前のも

ので、堤体の材質や構造が不明、警戒が必要な

防災拠点ため池、つまり、下流に人家や公共施

設があり、被害発生のおそれのあるため池とい

うのは、全国で2,056カ所存在し、さらに詳細な

調査が必要なため池は8,978カ所あるそうであり

ます。本県にも調査が必要なため池が存在する

と聞きましたが、一斉点検の実施状況と今後の

対応について、農政水産部長の御見解をお聞か

せください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県におきま

しては、昨年度、県内699カ所のため池のうち、

受益面積0.5ヘクタール以上の613カ所につい

て、目視点検や下流域の状況調査などの一斉点

検を実施いたしました。その結果、決壊した場

合に、下流の人家や公共施設に大きな被害を与

えるおそれがあるとして、より詳細な調査が必

要と判断されたため池が94カ所ございました。

このうち88カ所のため池については、市や町で

耐震性調査やハザードマップの作成を行ったと

ころであり、66カ所で耐震性に問題があるとの

報告がございました。県といたしましては、今

後、残った６カ所の耐震性調査等の速やかな実

施を関係市町に促すとともに、土地改良区等の

施設管理者や関係市町と協議し、ため池の改修

や周辺住民へのハザードマップの周知など、防

災・減災対策を講じてまいりたいと考えており

ます。

○ 原正三議員 残り６カ所ですか、このこと

についても早急に調査をしていただいて、ため

池の決壊等によって人命が失われることのない

ように、ひとつよろしくお願いをいたします。

次に、農地中間管理機構についてでありま

す。これがいわゆる農政改革の目玉であるとい

うふうに思いますが、この機構はことしが１年

目、来年から本格始動することになります。農

地の所有者に制度を周知し、かつ、制度が軌道

に乗るまでには紆余曲折、解決すべき課題もか

なり多いものと考えられます。今年度の取り組

み状況と課題、来年度の取り組み方針につい

て、これまでにも質問はございましたが、大事

なことでございますので、農政水産部長のお考

えを再度お聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農地中間管理

機構の取り組み状況につきましては、本年度、

旧市町村ごとにモデル地区を設定し、課題の抽

出や事業の検証を行っており、７月には第１回

目の借り受け希望者を募集したところでござい
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ます。そのような中、地域からは、「品目ごと

に賃借料が異なり調整が難しい」という声や、

「山間地域では、農地の条件も悪く、担い手も

少ない」といった声が上がる一方で、農業法人

からは、平地や山間地域との気温差を生かした

リレー出荷を行いたいとの前向きな提案も出て

おります。県といたしましては、これらの地域

の声をしっかりと受けとめ、地域の話し合い活

動を基本に、機構による基盤整備事業の活用

や、担い手対策としての集落営農の推進等もあ

わせて実施しながら、課題解決を図ってまいり

たいと考えております。さらに、本格稼働とな

る来年度は、モデル地区でのさまざまな取り組

み事例を提示しながら、本県の実情に応じて機

構の仕組みが最大限に活用されるよう、積極的

に推進してまいります。

○ 原正三議員 条件不利地といいますか、山

間地域の土地が一番問題じゃないのかなという

ふうに思いますし、また一方では、借りたはい

いが借り手のいない塩漬け土地がいっぱいふえ

るんじゃないかと。条件のよいところだけを機

構は扱おうとするのではないのかと。今度は、

結果的には機構の存続そのものが危うくなるん

じゃないかなと、そういういろんな心配がある

わけでございまして、何とか軌道に乗せて集約

を図ってやっていかないといけないわけでござ

いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

それから、関連しますが、遊休農地の課税強

化ということについて伺います。農林水産省

は、農地の貸し出しを促し、農地の集約を進め

る狙いで、農地中間管理機構に農地を貸し出せ

ば無税とする制度とセットで、遊休農地の課税

強化策を検討しているとの報道を目にいたしま

した。あめとむちの使い分けによる政策のよう

ですが、何かしら少しばかり釈然としないもの

を感じます。現在どのような状況で、それにど

う対応されるおつもりなのか、農政水産部長の

御見解をお聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 先月公表され

ました、農林水産省による2015年度税制改正要

望では、農地中間管理機構に貸し出す農地や遊

休農地に対する課税の見直しが盛り込まれたと

ころでございます。要望理由といたしまして

は、優良農地の確保と有効利用の促進とされて

おりますが、詳細な内容は明らかにされており

ません。今後とも情報収集に努めながら、引き

続き国の動向を注視してまいりたいと考えてお

ります。

○ 原正三議員 今、空き家が問題になってい

ますよね。空き家が壊れない原因の一つに、宅

地に家を建てていると固定資産税が減免になっ

ているからだということが言われております。

一方では、こうやって、お上の意向に従わない

農地については税金を高くするぞと、そういう

話のようで、税のあり方そのものの根本、税の

課税のあり方とはどうなんだという、そこのと

ころまで踏み込まないと、安易に議論すべきこ

とじゃないのかもしれませんが、少し釈然とし

ないものを感じましたので、お尋ねいたしまし

た。また今後、情報が入りましたら、その都

度、委員会等への御報告をお願いしておきたい

と思います。

農業については最後の質問となります。農業

を成長産業とするためには、農業は変わらなけ

ればなりません。国においては、農政改革の一

環として、ハイテク農機具の購入補助政策を進

めるやに聞いております。本県農業の技術革新

を加速させるため、ロボットなどハイテク技術

を活用した農業をモデル的に導入し、実証する
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仕組みづくりが必要ではないかと考えますが、

農政水産部長の御見解をお聞かせください。ち

なみに、数年先の実用化を目指して、ＧＰＳを

利用した農業機械の、いわゆる無人型になると

思いますが、そういう開発も着実に進んでいる

というふうに聞いているところでもあります。

部長、よろしくお願いをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県農業の成

長産業化を図る上で、企業や大学が有するさま

ざまな先端技術を活用した技術革新の加速化

は、非常に重要であると認識いたしておりま

す。このため、ＩＴ企業と連携いたしまして、

牛の分娩間隔短縮に有効な発情発見装置の開発

や、現在整備を進めております次世代施設園芸

団地等において、ハウス内の環境を高い精度で

制御する技術の開発・実証などに取り組んでい

るところでございます。県としましては、今後

とも、民間企業や大学等に積極的に共同研究を

提案し、国の競争的資金等を確保することで、

ＩＣＴやロボット、新素材等の先端技術を活用

した技術革新を加速させるとともに、試験場や

農業大学校でこれらの技術を学べる場を整備し

ていくこととしているところでございます。

○ 原正三議員 労働生産性という言葉があり

ますが、早い話が、生産性をどう上げるかとい

うことが所得の向上につながるわけでありまし

て、こういう機械化、システムを含めたイノ

ベーションということをさらに進めていく必要

があると思います。よろしくお願いいたしま

す。

最後になりますが、ウイルス感染症対策につ

いてであります。

デング熱の感染者が増加しております。昨日

は15都道府県、105名と私は聞きましたが、もっ

とふえているのかもしれません。105名の感染者

が確認されたとの報道がございました。ヒトス

ジシマカが媒介。発症しない人がいる反面、重

症化して入院を余儀なくされる例も多いと聞き

ます。生命の危険はなしとはいえ、侮れませ

ん。一方、西アフリカではエボラ出血熱が感染

拡大しておりますが、ウイルス感染症はほかに

も過去に多く発生しているようであります。

例えば、リフトバレー熱、初めて聞いた名前

ばかりでございますが、2000年にアフリカ全土

で発生し、死者1,000人以上。マールブルグ

熱、2005年、アンゴラ、死者329人。中東呼吸器

症候群、ＭＥＲＳと言うそうですが、2012年、

サウジアラビア、死者209人。ニバウイルス感染

症、1998年、マレーシア、死者105人。ウエスト

ナイル熱、1999年、アメリカ・カナダ、死

者1,668人以上。ハンタウイルス肺症候群、1993

年、アメリカ・カナダ・アルゼンチン、死者600

人以上。ベネズエラ出血熱、1991年、ベネズエ

ラ、死者30人。あとは、おなじみ、鳥インフル

エンザ（Ｈ５Ｎ１）、1997年、アジア・アフリ

カ、死者393人。重症急性呼吸器症候群、ＳＡＲ

Ｓです。大騒ぎしました。2003年、中国・香港

など、死者774人。国内では、2013年、昨年であ

りますが、マダニによる重症熱性血小板減少症

候群、ＳＦＴＳと言うそうですが、死者30人な

どであります。

その土地特有のウイルス感染症が拡大する原

因として、専門家は、開発とグローバル化、そ

れと温暖化を大きな原因と指摘しております。

エボラ出血熱以外のデング熱など、これら感染

症が―マダニは既に日本で発生しております

が―今後、県内に発生、侵入してくるのでは

ないかと懸念する声が多く聞かれます。そこ

で、福祉保健部長にお尋ねをいたします。県

は、こういうウイルス感染症対策にどのように
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取り組んでおられるのか、お聞かせください。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 議員のお話の

ように、世界中ではいろんな感染症が発生をい

たしております。県では、さまざまな感染症対

策に万全を期するために、平常時から、県庁

ホームページや報道機関等を通じて、県民への

情報提供や注意喚起を行うとともに、県内で発

生した際は、保健所、医療機関、衛生環境研究

所等と、医療の確保、感染拡大防止などについ

て十分な連携をとり、迅速かつ適切に対応する

備えをしております。

例えば、現在、西アフリカで感染拡大してお

りますエボラ出血熱に対しましては、流行国か

らの入国者に対して、検疫所が聞き取り、診察

及び健康監視を行い、必要に応じて県は、検体

搬送、健康観察など、関係機関と連携して対応

することとしております。また、首都圏を中心

に患者が発生しておりますデング熱につきまし

ては、御承知のとおり、蚊が媒介する感染症の

ため、蚊に刺されないための注意喚起を行って

おりまして、疑わしい患者が発生した場合は、

県内で検査・治療ができる体制を整えておりま

す。今後とも、常在危機の意識をしっかり持

ち、感染症対策に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○ 原正三議員 いわゆる対症療法というのは

当然だと思いますが、宮崎で絶対発生させな

い、侵入させないと、そういう気概で取り組ん

でいただきたいということと、一通り蚊もいな

くなりそうですから、終息していくのではない

かと思いますが、また来年暖かい時期が来るわ

けでございまして、どういう気象状況になるか

わかりませんが、できましたら、水際作戦とい

いますか、新年度の中でこういう対策について

の何か事業なり、何かの予算化をしてやってい

ただくことのほうが、危機管理といいますか、

そういう意味からも非常にいいことじゃないか

なと。県民の命を守るという意味でも大事なこ

とだと思いますので、要望して、私の質問を終

わります。ありがとうございました。（拍手）

○押川修一郎副議長 次は、宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） それでは、

一般質問をさせていただきます。

河野知事が前回の知事選挙において、前知事

の全面的な支援のもと、後継候補として県知事

選挙に臨まれ、圧倒的得票で第53代宮崎県知事

に就任してから、３年９カ月の月日が経過をし

ました。前回の選挙において、知事は、私ども

県議会自民党に対し、「特別な支援はしてもら

わなくてもいい。関係市町村での遊説の際に出

席していただく程度でお願いをします」という

スタンスでありました。しかし、今回の知事選

挙においては、１期交代でなく安定した県政の

推進という点から、自民党県連・党本部ともに

推薦を決定し、支援することとなっておりま

す。

振り返ってみますと、本県は、河野知事の任

期を含めた12年の間に知事の１期交代が続いて

おります。３代前の知事までは、２人の知事で

約50年間務められたことを考えますと、異常事

態ではないかと思います。「継続は力なり」と

いう言葉がありますが、近隣の知事を見てみま

しても、当選回数を重ねられ、全国的に顔が知

られることで発言にも重みが増してくるように

感じられます。当選回数を重ねられることで信

頼が生まれ、そのことが宮崎県の発展にもつな

がると確信をしておりますので、河野知事には

脇をしっかり締めて県勢の発展に当たっていた

だくようお願いをしておきたいと思います。

それでは、知事の政治姿勢についてお伺いを
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いたします。

知事にとりまして、今任期中の議会は、残す

ところ、この９月議会と11月議会の２回となり

ました。３年９カ月という時間はあっという間

ではなかったかと思います。この間に、ドク

ターヘリや香港国際線定期便の就航など、さま

ざまな施策に取り組んでこられたわけですが、

その中で、知事として最も力を入れ、成功され

た施策は何であったと考えておられるのか。さ

らに、もっと力を注ぐべきだったなと考えてお

られる施策は何であったのか、お伺いをいたし

ます。

次に、県政の課題は多岐に及び、解決の糸口

さえ見つからない課題も山積をしております。

県内多くの自治体が、人口減少により消滅の可

能性が高いと言われている現状もあります。次

期県知事選挙を戦われるに当たり、今後４年間

の宮崎県の発展のためのキーワードは何と考え

ておられますか。

以上で壇上よりの質問を終わり、以下、自席

にて質問をさせていただきます。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、知事として、最も注力した施策、もっ

と注力すべきであった施策についてでありま

す。これまでの４年間、知事就任直後から任期

の前半におきまして最も力を入れておりました

のは、副知事時代に発生をしました口蹄疫、そ

して、知事就任まさに当日に発生をした鳥イン

フルエンザ、新燃岳の噴火という、未曽有の大

災害からの再生・復興であります。また、その

背景には、我が国がこうむった未曽有の大災

害、東日本大震災もあったわけでございます。

特に口蹄疫の発生は、畜産業への直接的な影響

にとどまらず、商工業や観光業など、本県の経

済全体に深刻な影響を及ぼしたところでありま

して、二度とこのような事態を引き起こさない

よう、日本一の防疫体制づくりや耕畜バランス

のとれた産業構造への転換など、さまざまな課

題というものを真正面から受けとめ、復興への

シナリオを明示しながら、疲弊した本県経済・

雇用の立て直しに全力を傾けてまいったところ

であります。こうした取り組みによりまして、

まだまだ課題はありますものの、宮崎牛の日本

一２連覇を経て、口蹄疫からの再生・復興に一

定の道筋をつけることができたものと考えてお

ります。

また、任期後半となる昨年度からは、「復興

から新たな成長へ」と軸足を移し、フードビジ

ネスや東アジア市場開拓などの成長産業の育成

・加速化に取り組んできたところであり、今後

の発展に向けた礎を築くことができたものと考

えております。

一方で、私としましては、本県の将来を担

い、地域を支える人財の育成でありますとか、

郷土への理解を深め、その魅力を再発見するこ

とで、誇りや愛着といった県民共有の価値観を

醸成し、発信していくような取り組み―例え

ば、地産地消の県民運動でありますとか、記紀

編さん1300年記念事業、また、未来みやざき子

育て県民運動など、県全体として目標を設定

し、県、市町村、経済団体と連携をしながら取

り組みを進めるさまざまなプロジェクト、また

県民運動を進めておるところでございますが、

そういった取り組みにもっと力を注ぐととも

に、また、県全体として大きなうねりとして進

めていく、そのような流れというものをつくり

たかったという思いがあるところでございま

す。
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これらにつきましても、今後、全力で取り組

みまして、本格的な人口減少社会の到来の中に

あっても、将来に向けて発展をし、県民の皆様

が豊かさを実感できる宮崎を実現してまいりた

いと考えております。

次に、今後４年間の本県の発展のためのキー

ワードについてであります。本県は、先ほど申

し上げましたとおり、フードビジネスや東アジ

ア市場開拓などの成長産業の育成・加速化な

ど、新たな発展のための芽吹きが確実に感じら

れるようになってきておるものと考えておりま

す。今まさに宮崎は、それらの芽吹きを確実に

本県の発展に結びつけるということ、さらに

は、東九州道の整備が進むことによる東九州の

新時代を迎えておるところでございまして、ま

さに宮崎新時代を築く新たな飛躍のときを迎え

ようとしております。この「今」というときを

逃すことなく、本県がさらなる前進をしていく

ためには、将来を見通した明確なビジョンを示

す構想力とそれを力強く推進する実行力が求め

られると考えておりますが、これまで、口蹄疫

からの再生・復興やフードビジネス等の振興に

つきまして理念や工程を示し、先頭に立って推

進をしてきた、また県政を前進させてきた私だ

からこそできるものと考えているところでござ

います。県民の皆様に次期県政への御負託をい

ただきましたならば、県民の皆様が「豊かさを

実感できる宮崎」の実現に向けて、引き続き全

身全霊を傾けて取り組んでまいりますので、皆

様の御理解と御支援をよろしくお願い申し上げ

ます。以上であります。〔降壇〕

○宮原義久議員 ありがとうございます。それ

ぞれ御答弁をいただきましたが、芽吹きが出て

きつつあるということと、私だからこそ頑張り

たいということでありますので、いろいろ施

策、今、知事４年間という任期の中でいろんな

種をまかれてきて、そして、これからが育つ時

期に来ているのかなというふうに思いますが、

やはりキーワードとしては、いろんな施策を考

えたときには、和牛能力共進会も２連覇であり

ました。３連覇に向けて事業も進んでおります

し、香港線の就航、そして、観光推進もどんど

ん今から期待ができるのかなと思っております

ので、キーワードとしては、「継続」というこ

とを私としては言ってほしかったなと思うんで

すが、知事だからこそということでありますの

で、そういうつもりで宮崎県政のために当たっ

ていただきますよう要望しておきたいというふ

うに思っております。

次の質問に移りますが、知事は最近、県内で

大きな買い物をしたというふうにお聞きしてお

りますが、何を購入されたのでしょうか、お聞

かせをいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） お墓を買ったところで

あります。

○宮原義久議員 お墓を買われたそうでありま

すが、各種会合で「骨を埋める」という話をさ

れますので、先に骨を埋める場所を買われたん

だなというふうに思いますが、知事は県内出身

者ではありませんので、いずれ県外に出ていく

のではないかという声を県民の中によく聞くこ

とがあります。選挙を前に住宅の購入というの

は考えられないというふうに思うんですが、や

はり県内に知事の住宅を、個人の住宅を、仮の

宿の知事公舎ではなくて、持たれたほうが、県

民にとっては、より知事に対する安心感、信頼

感が増すのではないかというふうにも考えます

が、今後購入の考えはありますか、お聞かせを

いただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、お墓ということに
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関しまして言いますと、国家公務員としての

キャリアを投げ打って宮崎県知事に立候補し、

その段階において、それまでは宮崎に骨を埋め

るつもりで仕事をするという姿勢の問題であっ

たのが、確実に宮崎に骨を埋める覚悟へと変

わってきた、そういうあらわれとして購入した

ものでございます。知事としての公務を考えま

すと、今、御指摘のありました家の問題につき

ましては、現職の間は公舎に住みたいというふ

うに考えておるところでございますが、公職を

離れて一県民の立場になったときは、やはり県

産材の爽やかな香りに包まれた家に住みたい、

そういう夢は持っておるところでございます。

○宮原義久議員 ありがとうございます。県産

材を使いたいということでありますので、ここ

を皆さん、ちゃんと聞いておられますので、知

事が終わられたときには、県産材がふんだんに

使ってある家をぜひ見せていただきますよう、

よろしくお願いをしたいと思います。

次に移りますが、本県の鉄道網の整備につい

てお伺いをいたします。

今後の宮崎県発展のキーワードについては、

先ほど知事からも答弁をいただいたんですが、

私は、大事なキーワードの一つに、東九州新幹

線の整備があると考えております。鉄道ではあ

りませんが、九州自動車道が小林市において

―私の地元ですが―開通したのが約40年

前。東九州道が大分県境まで開通したのが本

年。日南・串間地域については今後の整備とな

ります。夢を実現させるには大変な力と時間を

要することとなるわけでありますが、新幹線整

備に向けては、昭和46年に、福岡・大分・宮崎

県及び北九州市の行政、議会、経済団体の代表

で構成する東九州新幹線鉄道建設促進期成会が

設立をされており、会長には宮崎県知事が選任

されております。この期成会の平成23年度、平

成24年度の事業内容を見てみますと、期成会独

自の活動として、整備計画線への格上げや所要

の財源確保を内容とする国への要望活動を年度

末に１回、そのほか調査活動を年に１回実施し

ているような様子であります。期成会設立か

ら43年の時間が経過をした今、県の新幹線整備

についての意気込みを知事にお伺いしておきた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 先ほども申しましたよ

うに、さまざまな困難やいろんな課題があろう

とも、例えば口蹄疫からの再生・復興、また新

たな成長、そういったものにあっても、やはり

高い目標を掲げて力をまとめ、前進をさせてい

くことが大変重要だというのを、この数年、

我々は実感をしてきたところでございます。

東九州新幹線に関しまして、昭和48年に基本

計画路線になったものの、現在、計画は凍結さ

れたままであり、進捗がないところでございま

す。しかし、新幹線というものが、速達性にす

ぐれ、特に大量輸送性、定時性において大きな

効果が発揮されることから、本県の発展のため

にも必要なものと考えておるところでございま

す。このような思いから、私が会長を務めます

東九州新幹線鉄道建設促進期成会によります京

都大学大学院の藤井聡教授の特別講演会を開催

するなど、新幹線整備に向けた新たなスタート

というものを切ったところであります。整備に

向けましては、地元の財政負担や並行在来線へ

の対応など、多くの困難な課題もあるわけでご

ざいますが、今後とも、実現に向けた取り組み

というものを一歩ずつ進めてまいりたい、その

ように考えております。

○宮原義久議員 今、知事からもありました、

京都大学の藤井聡教授による特別講演を聞かせ
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ていただきましたが、新幹線整備がまさに地域

発展の鍵を握っているという内容で、大変興味

深いものであったというふうに思っておりま

す。九州新幹線の開業で活気を増した西九州を

見てみましても、新幹線の効果というのは非常

に大きいというふうに考えております。平成23

年・24年の事業計画とかいろいろ見せていただ

きましたが、何となく消化すればいいなという

ような感じの期成会になっていないのかなとい

う心配をしているところであります。どうか今

後は、県民全体も巻き込み、これまでの取り組

みからさらに一歩踏み込んだ取り組みにしてほ

しいと考えておりますので、よろしくお願いを

しておきたいというふうに思っております。

それでは次に、日豊本線についてお伺いをし

ます。この路線の１日の平均乗客は、２万人前

後という状況がここ20年間以上続いておりま

す。複線化や高速化、駅舎のバリアフリー化の

問題など、多くの問題がこれまで挙げられてま

いりましたが、日豊本線の利用の促進と複線化

を含めた整備はどのような状況となっているの

か、総合政策部長にお伺いをいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 日豊本線は

東九州を縦貫する唯一の幹線鉄道として、本県

の産業振興はもとより、県民の地域交通手段と

しても大変重要な交通基盤でございます。県で

は、県議会の皆様にも御参加いただいておりま

す宮崎県鉄道整備促進期成同盟会によりまし

て、国などに対しまして、日豊本線の高速化・

複線化、鉄道の利便性・快適性の向上などの要

望を行うとともに、ＪＲ九州の施設整備への投

資意欲を喚起するためにも、沿線自治体等と協

力して一層の利用促進に取り組んでいるところ

でございます。

このような取り組みを通じまして、延岡―宮

崎間につきましては、所要時間が１時間を切る

という高速化が実現しているところでございま

すが、複線化につきましては、残念ながら整備

が進んでいないという状況にございます。

また、最近の取り組みの成果といたしまして

は、昨年度、南宮崎駅と都城駅のバリアフリー

化が完了しました。また、平成27年秋には、Ｉ

Ｃカード乗車券「ＳＵＧＯＣＡ」が宮崎駅を中

心とした12駅で導入されることとなり、着実に

日豊本線における利便性の向上が実現している

ところではございます。県といたしましては、

今後とも、日豊本線の活性化と利便性の向上に

向けて、引き続き、市町村や関係団体とも連携

を図りながら、粘り強く取り組んでまいりたい

と考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。日豊

本線については、私どももいろんな折に利用さ

せていただいていますが、何とか利用者の現状

維持はできていて、整備も何とか動いていると

いう状況の話を今、答弁いただいたんですが、

深刻な状況について次に移らせていただきま

す。

次に、吉都線、日南線についてお伺いをしま

す。どちらも地域公共交通を支えてきた重要な

路線でありますが、営業距離が、日南線81.7キ

ロメートル、吉都線が58.5キロメートル、現

在、１日の平均乗客は、平成元年当時の半数前

後となっております。両路線とも消滅可能性地

域を走り抜けている路線であり、沿線の高等学

校の再編や少子化の影響等から、利用実績が大

きく減少をしているものと考えておりますが、

ＪＲ九州の上場の話も出ている現在、路線の利

用促進が存続につながることとなります。吉都

線沿線においては、ここ数年、吉都線開業100周

年のイベント等により利用促進が図られてきま



- 181 -

平成26年９月12日(金)

したが、さらに、小林市においては小林駅舎の

改築、えびの市の京町温泉駅も道路改良に伴い

移転改築の計画となっているようであります。

そこで、県として、吉都線、日南線をどのよう

に考えておられるのか、今後の利用促進を含め

てお聞かせをいただきたいと思います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） ＪＲ吉都線

・日南線は、通学・通勤、通院など、地域住民

の生活交通手段として、また、観光客の移動手

段としましても重要な役割を果たしております

が、御指摘ありましたように、近年の利用者は

減少傾向にあるという状況でございまして、こ

の路線維持を図る上でも大変大きな課題である

と認識しているところでございます。このた

め、県におきましては、沿線自治体で組織する

ＪＲ吉都線利用促進協議会やＪＲ日南線利用促

進連絡協議会などが行う取り組み、また、ＪＲ

九州が行う観光列車「海幸山幸」の平日臨時運

行を支援するほか、鉄道の利便性・快適性の向

上などを、機会あるごとにＪＲ九州に要望して

きているところでございます。今後とも、沿線

自治体と一緒に知恵を絞りながら、利用促進に

取り組みますとともに、利便性・快適性の向上

などにつきましても、引き続き、ＪＲ九州に対

し粘り強く要望してまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 ＪＲ九州に対して強く要望し

ていきたいという答弁であります。利用促進に

ついては、これまでもいろいろと取り組んでこ

られたかというふうには思いますが、もっとイ

ンパクトのある施策を講じなければ、利用者の

増加というのは見込めないものというふうに考

えているところであります。そこで、ＳＬの運

行であったり、霧島連山を周遊するような観光

列車の推進など考えておられないのか、お聞か

せをいただきたいというふうに思っておりま

す。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 現在、九州

では、ＪＲ九州が運行しております、日南線を

走る「海幸山幸」を初め、「ＳＬ人吉」、「い

さぶろう・しんぺい」など、多くの観光列車が

運行され、吉都線におきましても、定期的では

ございませんが、イベント列車として「環霧島

周遊列車」が運行されたというような実績もご

ざいます。観光列車の導入は、在来線活性化の

取り組みとして有効であると考えておりまし

て、県ではこれまでも、宮崎県鉄道整備促進期

成同盟会を通じて、ＪＲ九州に対し、観光列車

導入等の要望を行ってきたところでございま

す。今後とも、沿線市町村等と連携を図りなが

ら、吉都線の活性化に向けた取り組みの一つと

して、観光列車の導入を働きかけてまいりたい

と考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。イベ

ント列車という話を今されたんですが、車両と

しては通常の車両と変わらないというような話

もありましたので、やはり魅力ある、乗ってみ

たいなというような状況をつくらないと、なか

なか厳しいのかなというふうに思っておりま

す。一周したら霧島連山をいろんな角度から見

られるよというような状況、乗り継がなくても

それで一周回れるよというようなものがあると

すれば、やっぱり観光にもつながっていくで

しょうし、その時期時期の単発的なものでない

ような、何か観光振興にも、これは鹿児島県と

も連携が図られるのではないかというふうに思

いますので、ぜひお力添えをいただきますよう

にお願いしておきたいというふうに思っており

ます。

沿線をずっと見ますと、余り手を入れていな
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いんですよ、状況的に。はっきり言って。そし

て、妻線、高千穂線というのがなくなりました

が、妻線がなくなった当時の１日の乗客なんか

を調べてみますと、存続には非常に厳しい状況

があるなというふうに考えております。一方で

は、駅舎を立派にして地域振興を図ろうという

自治体等の状況を考えると、非常に深刻な状況

かなというふうに思いますので、ぜひ連携を深

めていただいて利用の促進を図っていただきま

すように要望しておきたいというふうに思いま

す。

次に、農業問題に移らせていただきます。

西諸農業水利事業についてお伺いをします。

この事業は、1,000億の巨費を投じ、小林市、え

びの市、高原町の4,150ヘクタールの農地に水を

供給するという事業であります。本地域では水

田の用水路の老朽化が進み、畑作地帯について

もかんがい施設のない状況であるため、上流部

の豊かな水資源を浜ノ瀬ダムにため、パイプラ

イン等により供給し、農業の振興を図るもので

あります。

浜ノ瀬ダムについては、平成26年度完成を目

指し、本年５月１日からダムに試験湛水が開始

され、通水が待ち望まれておりましたが、６月

７日から９日にかけて、ダム上流部の崩落と地

すべりの兆候が確認をされ、６月14日より貯水

位の降下が開始をされております。また、８

月19日には、地すべり箇所においてボーリング

調査を開始されております。当初は、７月下旬

までに貯水位降下を予定しておりましたが、通

年より雨の量が多く、時間を要したようであり

ます。そこで、現段階において、今後の対策工

事の予定はどうなっているのか、さらには、県

としてこれまで国に対してどのような取り組み

をされたのか、農政水産部長にお伺いをいたし

ます。

○農政水産部長（緒方文彦君） 今後の対策工

事につきましては、実施主体であります国にお

いて、本年度、まずは、さらなる崩落の拡大を

防止するための応急工事を行うとともに、ボー

リング調査結果に基づく工法の検討・設計を行

い、来年度から本格的な対策工事に着手する予

定と伺っております。また、国に対しては、地

すべりの兆候が確認された６月以降、機会ある

ごとに、調査及び対策工事の速やかな実施によ

る早期の供用開始と、土地改良区に対する支援

について要望活動を行ってきたところでありま

す。なお、県が中心となりまして、国、関係市

町、土地改良区から成る「浜ノ瀬ダム地すべり

の兆候に関する対策会議」を６月に設置いたし

まして、情報の共有に努めながら、今後の対応

について協議を行っているところでございま

す。

○宮原義久議員 次に、今回の崩落、地すべり

箇所以外でさらに再度の延長工事があるようで

は、関係者の営農計画に大きく影響することと

なります。今回、徹底した調査が必要と考えま

すが、調査についてどのように進められるの

か、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 今回、崩落が

発生した箇所につきましては、現在、調査が進

められておりますが、これ以外の箇所につきま

しても、さらなる崩落が発生しないよう対策を

講じることが重要でありますので、改めて貯水

池ののり面全体の現地踏査を行うとともに、必

要に応じてボーリング調査を実施すると伺って

おります。

○宮原義久議員 先ほど言いましたように、さ

らに延長、また、試験湛水したらまたというこ

とがないように、しっかりとした調査をしてい
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ただくよう、国のほうに強く要望しておいてほ

しいなというふうに思っております。

次に、本事業が平成26年度の完成予定という

ことを受けまして、小林市の二原地区182ヘク

タール（水田）、牟田原地区44ヘクタール（水

田）、小林北部第１地区12ヘクタール（畑地）

について、平成27年４月からの通水希望となっ

ているようであり、こうした状況から、７月18

日には、地元首長を初め、関係機関により、農

林水産大臣や関係部局、県選出国会議員へ要望

活動をさせていただきました。早期の復旧と営

農への影響の緩和という点で要望させていただ

きましたが、その際、農林水産省関係者より、

前向きに検討するとの発言もありました。そこ

で、通水希望箇所に対しての今後の取り組みに

ついて、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 御質問にあり

ました二原地区及び牟田原地区につきまして

は、当面、既存施設からの取水で対応していた

だき、小林北部第１地区につきましては、導水

トンネルからの湧水を引き続き利用していただ

くことで調整中と伺っております。なお、既存

施設からの取水量が特に不足する場合は、導水

トンネルからの湧水の活用と、必要に応じてポ

ンプを利用したダムからの取水も検討されると

伺っております。県といたしましては、地元の

要望を踏まえ、早期の供用開始ができるよう、

国、関係市町、土地改良区と一体となって取り

組んでまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ちょうどこの要望活動には私

どもも参加をさせていただいたんですが、農林

水産省のほうからは、営農計画に支障のないよ

うに、ポンプも利用しながらやるということで

ありましたので、経費的なものその他相当かか

るんだろうというふうに思いますが、営農が

ちゃんとできるように、国に対して、そういう

事態になったときにはポンプの活用も十分図っ

ていただきますように、お願いをしておきたい

というふうに思います。

それでは次に、農業面における雇用労働力の

確保についてお伺いをいたします。昨年、人

口4,163人の長野県川上村に訪問をさせていただ

きました。レタス生産日本一で、農家の昨年の

平均売り上げは3,100万円の村であります。担い

手が育ち、花嫁対策がしっかりできている村で

もあります。この村が、労働力確保の点で、日

本人の実習生を雇用したが続かないということ

から、外国人研修生を受け入れています。外国

人研修生の本来の趣旨にのっとり、レタスづく

りの技術・技能・知識の取得を支援しておら

れ、その受け入れ人数は、平成15年の４人か

ら、平成22年には744人となっております。これ

まで中国人中心であったものを、今後は、ベト

ナム、フィリピンからも研修生を受け入れられ

るとお聞きしたところであります。私の地域で

も多くの外国人の研修生を見かけるわけであり

ますが、本県の現状はどのような推移になって

いるのか、農政水産部長にお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 外国人技能実

習制度を運営する公益財団法人国際研修協力機

構によりますと、県内の農業法人等が農業分野

で受け入れた新規の技能実習生は、平成19年度

は151人でありましたが、５年後の平成24年度

は205人となっており、増加傾向にあります。な

お、外国人技能実習制度は最長で３年間の実習

が可能となっておりますので、実際には、この

約３倍となる600人程度を現在受け入れているも

のと見込んでおります。

○宮原義久議員 600人程度を受け入れていると
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いうことでありますが、川上村、4,100人のとこ

ろに700数十人という数でありますから、決して

労働力として入れているということではないん

だけど、先ほど話をしたように、一方では技術

取得と言いながら労働力というふうにもなって

おります。今後、県内でも、畑作園芸の振興で

あったり、先ほど言いました畜産の分野含め

て、大規模になっていますので、やっぱりそう

いった部分を念頭に置きながら、労働力の確保

には努力をしておいてほしいなというふうに

思っております。

次に、関連しまして、本県においても、外国

人研修生の受け入れは、先ほど言いましたよう

に増加しているということでありましたが、今

後、私どもも十分そこは注視していきたいとい

うふうに思っております。一方で、農業分野に

おきまして、県内に新たな雇用創出が期待され

る動きがあります。先ほど言いましたが、口蹄

疫からの復興ということで、露地園芸の振興が

図られ、特に西都において、ＪＡフーズみやざ

きが冷凍野菜工場を新設するなど、県内各地に

冷凍野菜工場が建設されている現状がありま

す。これらに対応する生産現場において、農業

生産法人等を中心に、経営規模がどんどん大型

化しているようであります。また、施設園芸、

畜産においても、作付面積、飼育頭数など、ど

んどん大型化しておりますが、やはり適期収

穫、適正飼育ということが、どうしても必要に

なるのかなというふうに考えます。そうしたと

きに労働力が必要ということになりますが、畜

産分野においては、比較的通年雇用しやすいわ

けでありますが、園芸分野については、通年雇

用が大変厳しいといった課題も見受けられると

ころであります。そこで、本県の農業分野にお

ける労働力確保についてはどのようなことを考

えているのか、農政水産部長にお伺いをしてお

きます。

○農政水産部長（緒方文彦君） 御質問にあり

ましたように、経営の規模拡大や法人化が進む

中で、雇用労働力の確保は大変重要な課題であ

ると認識いたしております。しかしながら、本

県の主要品目である野菜産地では、栽培、収穫

等の作業が一時期に集中したり、通年栽培では

ないため、御指摘のとおり、個別経営体での常

時雇用が困難な状況も見受けられます。

このような中、本県では、加工部門等を取り

入れた６次産業化による通年雇用を創出すると

ともに、本年度新たに、国の事業を活用して、

大規模露地園芸農家の繁忙期の農作業を、周年

を通じて受託する専門受託組織の育成につい

て、モデル的にＪＡで取り組んでいるところで

あります。県といたしましては、国の事業等も

活用しながら、農業における労働力確保に努め

ますとともに、地域で雇用が安定的に確保でき

る仕組みづくりについて研究してまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 努力をしていただきますよう

お願いしておきたいと思います。

次に、公務員獣医師の確保についてお伺いを

させていただきます。本県は日本有数の畜産県

であり、和牛能力共進会においても輝かしい２

連覇という実績を持ち、農業産出額においても

畜産の比率が非常に高い状況であります。口蹄

疫、豚のＰＥＤ、鳥インフルエンザなどが発生

し、近隣諸国においては慢性的に発生が報告を

されております。県としても、家畜衛生面や公

衆衛生面において水際での防疫対策は何よりも

重要と考えておられ、獣医師確保にかなりの努

力をしておられるようではありますが、現状

は、産業動物分野に従事する獣医より、小動
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物、いわゆるペット関係獣医師の比率が非常に

高くなっております。県職員獣医師の確保につ

いての課題と取り組み状況について、農政水産

部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 家畜伝染病の

防疫対策や食品の安全性確保の観点から、近

年、県獣医師の果たす役割はますます重要に

なっております。しかしながら、獣医系大学の

卒業生は、御指摘のとおり、約45％がペット等

の小動物診療分野に就職しており、さらには、

獣医系大学は九州に２校しかなく、その定員が

各30名という少数であることもあり、獣医師の

安定確保は厳しい状況が続いております。この

ため県では、関係部局が一体となった獣医師確

保対策チームを設置し、全国の獣医系大学の就

職説明会への参加を初め、修学資金の給付や積

極的なインターンシップの受け入れ、さらに

は、職員による出身大学での勧誘や、高校生を

対象とした獣医師の職業紹介など、さまざまな

取り組みを実施しております。また、国に対し

ましては、大学の定員の増加や産業動物分野の

カリキュラムの充実について、毎年要望を行っ

ているところであります。今後とも、本県畜産

の健全な発展のため、引き続き県獣医師の安定

確保に向け、努力してまいります。

○宮原義久議員 ありがとうございます。県職

員の獣医師の数というのが、ここ10年ぐらい160

名前後で推移をしているようであります。特

に、農政水産部の年齢構成を見てみますと、71

人の獣医師がいらっしゃるようですが、50歳か

ら59歳の方が24名、40歳から49歳が12名、30歳

から39歳が19名となっているようであります。

若手職員の確保が課題と見てとれるかなという

ふうに思っております。また、家畜の飼養戸数

に対する家畜保健衛生所の獣医師職員数につい

て、他の都道府県と比較をしてみますと、家保

獣医１人当たりの全国平均が35戸に対しまし

て、本県は167戸と、２位の岩手県の126戸を大

きく引き離し、断トツの１位となっておりま

す。下位の富山県では１人当たり３戸、石川

県、福井県などでは４戸という状況を見てみま

しても、本県の県職員獣医師数の不足は明らか

であるというふうに思っております。先ほど農

政水産部長から、厳しい状況が続いているとの

発言がありましたが、十分な獣医師の確保がで

きないということになりますと、本県の畜産に

与える影響ははかり知れないものがあるかなと

いうふうに思っております。今後の宮崎県の畜

産を守るためにも、厳しい現状は十分理解はし

ておりますが、最大限の努力をしていただきま

すようお願いしておきたいというふうに思って

おります。

次に、第68回全国茶品評会が本県で開催さ

れ、大変すばらしい成績であったようでありま

すが、その成果をどのように考えておられるの

か、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 第68回全国茶

品評会には、８部門について全国から827点の出

品がありましたが、本県からは、煎茶10キログ

ラム、同じく煎茶の４キログラム、蒸し製玉緑

茶、釜いり茶の４部門に、合計92点を出品した

ところでございます。審査の結果、釜いり茶の

部では１等に６点が選ばれましたが、これを独

占、産地賞は五ヶ瀬町が獲得。蒸し製玉緑茶の

部では、１等６点中５点が本県から入賞、産地

賞は新富町が獲得。さらには、煎茶10キロの部

で１点が２位に入賞するなど、みやざき茶の品

質の高さが評価されたところでございます。

このような成果を上げることができましたの

は、生産者のたゆまぬ努力はもとよりでござい
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ますが、茶園の管理から茶摘みや加工など、産

地と関係機関・団体が一体となりまして取り組

んできた結果であると考えております。県とい

たしましては、茶業情勢が大変厳しい中で、複

数部門で同時に農林水産大臣賞を授与されるこ

とになったことから、名実ともに日本一の生産

地であると考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。すば

らしい成績ということで、名実ともに日本一と

いうことでありますが、やはり経営状態が日本

一にならないといかんと思いますので、そのあ

たりも含めてこの成果を生かしていただけると

ありがたいなというふうに思っております。

本県の平成25年度の茶の栽培面積は全国で７

位、荒茶生産量は全国で４位となっております

が、一番茶の価格については、平成22年の１キ

ロ当たり2,116円が、平成26年には1,525円と下

落をしております。お茶生産農家の話を伺いま

すと、飲料メーカーによるペットボトル販売の

影響等から需要が望めず、大変厳しい状況と

伺っております。また、機械化による栽培面積

の拡大に伴い、供給量がふえ、各飲料メーカー

とも４～５年分の原料の在庫を抱えているとも

聞きます。このような厳しい現状の中、今回の

大会の成果を、産地として銘柄確立にどのよう

に生かしていかれる考えか、農政水産部長にお

伺いをいたしておきます。

○農政水産部長（緒方文彦君） 今回の品評会

での成果は、県内の茶生産地にとって良質茶生

産の励みになりますとともに、みやざき茶の銘

柄確立に向けて大きな追い風になるものと期待

しております。このため、県といたしまして

も、今回の成果を、県民はもとより全国の消費

者の皆様に発信するとともに、生産者や茶業関

係者で構成する宮崎県茶業協会やみやざき茶推

進会議などを中心に、県産茶の銘柄確立に向け

て、品質向上対策や効果的な消費拡大対策に関

係者一丸となって取り組んでまいりたいと考え

ております。

なお、10月31日から11月２日にかけまして本

県において開催いたします、全国お茶まつり宮

崎大会におきましても、リーフ茶の消費拡大を

広くＰＲするとともに、お茶を使った料理やス

イーツなど、新たなお茶の飲み方、食べ方を提

案したいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございました。品

質としては日本一ということになりますので、

後は販売をいかにうまく持っていくかというこ

とだというふうに思います。そういうことを考

えたときに、最近、県が開催する会議などがい

ろいろテレビに映るのを見ても、お茶が全て

ペットボトルではないかなというふうに思って

おりますが、やっぱり振興を図りたいというこ

とであれば、今後はペットボトルではなくて、

宮崎県は急須と湯飲みを、ちゃんとそこに置い

ておけばいいわけです、回せばいいわけですか

ら。そういうことをやらなければ、茶の振興は

図れないというふうに思っておりますので、ど

うか知事、そのあたりはしっかりと、よろしく

お願いをしておきたいなと思います。

次に、施設園芸における燃油高騰対策につい

てお伺いいたします。施設園芸におけるコスト

の中で、重油の高騰問題がありますが、国際情

勢等から考えたときに、今後、重油価格が安く

なる可能性は低いのではないかと考えておりま

す。県では、木質バイオマス暖房機やヒートポ

ンプの導入などの支援等も図られております

が、施設園芸農家の重油高騰による経営への影

響と各種支援の成果について、農政水産部長に

お伺いをいたします。
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○農政水産部長（緒方文彦君） 県内の農業用

Ａ重油価格は、平成21年に１リットル当たり65

円程度であったものが、本年８月には約105円

と、40円程度上昇しており、農家経営への影響

を試算してみますと、例えば、促成ピーマンで

は1,000平方メートル当たり54万円程度、マン

ゴーでは88万円程度の経費増となっているもの

と考えております。このような中で、県では、

関係機関・団体と連携いたしまして、ヒートポ

ンプなどの省エネ設備や、木質バイオマス暖房

機の導入促進に取り組んでいるところでござい

ます。その結果、ヒートポンプにつきまして

は、マンゴーを中心に累計1,902台が導入されて

おり、品質向上や生産安定の効果が見られてお

ります。また、木質バイオマス暖房機につきま

しては、25年度末でピーマンを中心に累計116台

の導入が図られており、導入した生産者におい

ては、重油暖房機と比較して、燃料費が２割程

度削減できたと伺っているところでございま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございます。木質

バイオマス暖房機も大分数が入ってきたという

お話を聞いたところでありますが、この暖房機

を普及する上で心配されることとしては、燃料

となる木質ペレットの安定供給ということが問

題になります。この点についてはどのように取

り組まれているのか、農政水産部長にお伺いを

いたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 木質ペレット

につきましては、現在、県内では２社が供給を

行っており、その製造能力は合わせて年間１

万7,000トン程度となっております。さらに１社

が今年度中の稼働に向け整備を進めており、来

年度には、製造能力は合計で年間２万2,000トン

程度となり、安定供給体制の強化が図られるも

のと考えております。一方で、ペレットの安定

供給に向けては、原料となる林地残材等の安定

的な確保や低コスト化が重要であります。この

ため、県といたしましても、農林業の関係団体

や企業等で構成いたします宮崎県施設園芸木質

バイオマス利用促進協議会を中心に、地域の実

情に応じた効率的な原料調達の仕組みづくり

や、山林全体を原料生産地として持続的に循環

活用する仕組みづくりなどに取り組み、化石燃

料から脱却した園芸産地の確立に努めてまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 最終的には500台入るわけです

から、それにしっかりとした対応ができますよ

うによろしくお願いしておきたいと思います。

次に、林業問題についてお伺いをいたしま

す。

何回か質問が出ていますが、本県では、これ

まで５カ所のバイオマス発電所において、２

万6,600生トンの未利用材が発電用として活用さ

れております。また、平成26年から27年初めま

でに、新たに５カ所で木質バイオマス発電所の

建設が進められることとなっているため、さら

に32万2,500生トンの未利用材が必要となりま

す。加えて、先ほど質問しましたとおり、農業

分野での木質ペレットの活用が期待をされる

中、県内には３カ所の木質ペレット製造施設も

あります。５万7,500生トンの未利用材を必要と

している現状があります。杉生産日本一の本県

の林業の振興という観点からも、成功させなけ

ればならない事業と考えておりますが、安定供

給には、価格面や集積箇所を含めた輸送問題等

さまざまな問題が考えられます。業者が利益追

求の姿勢をとれば、原料となる木材の集積につ

いて、さらには価格面においての競争が激化す

ることも予測されますが、県として、価格面、
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そして集積については―もう何回か出ており

ますが―どのような考えをお持ちか、お聞か

せいただきたいと思います。環境森林部長。

○環境森林部長（徳永三夫君） 木質バイオマ

ス発電の燃料調達価格は、民間のそれぞれの取

引契約等によりますが、固定価格買い取り制度

において、売電価格がキロワット32円と24円と

決められておりますので、採算面から、おのず

と一定の価格水準に落ちつくものと考えており

ます。一方、林地残材などの燃料の集荷につき

ましては、それぞれの発電事業者と素材生産業

との間の協定に基づいて安定的に供給されるこ

ととなります。これらのことから、過度の競争

が生じることはないものと考えておりますが、

県といたしましては、それぞれの施設に補助金

等により支援を行っておりますので、供給協定

の内容を含め、事業計画に沿って確実に実施さ

れるよう指導してまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 過度の競争が生じることはな

いものと考えておりますということでありま

す。また、それをしっかりと指導していくとい

う姿勢はありますので、しっかりとした対応が

できるよう―これがいい材が入っていくよう

な状況ではおかしくなりますので、先ほど蓬原

議員からありましたが、ぜひその点はそういう

ことがないように、しっかりとした対応をして

おいてほしいというふうに思っております。

次に、木材価格が低迷する状況から、長伐期

へと移行している現状がございます。木材価格

は、大径材になることで価格が下落する傾向と

なっております。伐採を延ばすことで木材の蓄

積量は増加するわけでありますが、搬出経費が

かさみ、林業経営はより厳しいものとなってお

ります。今後、大量に増加する大径材の活用に

ついて、しっかりとした方向性を出さなけれ

ば、森林・林業の崩壊につながる緊急の課題で

あります。そこで、県として大径材をどのよう

に活用しようと考えておられるのか、見通しも

含めて環境森林部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 大径材は、現

在、住宅のはりや桁などに利用されております

が、その需要は限られているところでございま

す。このような中、整備が進められております

中国木材日向工場におきましては、大径材を集

成材の材料として大量に消費されるなど、その

活用が図られる見込みであります。さらに、県

では、大径材を活用した新たなはり・桁の開発

はもとより、大規模な建築物への利用に向けた

構法開発や、ＣＬＴによる建築構法の研究など

にも取り組んでいるところでございます。今後

とも、用途に応じた効率的な製材ラインの整備

や新たな用途開発などに積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。一番

の問題点だというふうに思いますので、しっか

りとした検討をされ、そして、技術を新しくつ

くらにゃいかんのであれば、そういうものも取

り組んでいただいて、木が大きくなって、役に

立たんかったとならぬように、よろしくお願い

をしておきたいというふうに思っております。

次に、県職員の健康管理についてお伺いをい

たします。

これまでの議会で、職員のメンタル面におけ

る休職問題が質問として取り上げられてきまし

た。県において、財政健全化の面から、職員の

定数を削減する方向で改革を進められておりま

す。みやざき財政改革プランにおいて、最終年

度の目標値である知事部局職員数約3,800名に対

し、平成26年４月１日の職員数が3,790名となっ
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ており、10年前の平成17年当初4,231名に比べ

て441名の減少となっております。知事部局以外

でも、企業局がマイナス21名、病院局がマイナ

ス50名、教育委員会がマイナス956名、警察本部

のみプラス39名と、警察本部を除いて全ての部

署が減少となっております。また、国において

は、人口減少や過疎といった地方が抱える構造

的な課題に取り組むとして、「地方創生」が安

倍新内閣の基本方針に盛り込まれております。

これまでも地方分権等により多くの権限が移譲

され、県職員の業務量は増加しているはずであ

ります。職員の健康についてここ数年の状況を

お聞きしますと、30日以上90日未満の傷病休

暇、そして、90日以上の傷病休暇後の休職が大

変多くの数となっているようであります。その

多くの理由がメンタル面とのことであります。

そこで、職員の減少により職員に負担が来てい

ないのか、現状をどのように考えているのか、

また、メンタル面における休職者を出さないた

めにどのようなことに取り組んでいるのか、総

務部長にお伺いをしておきます。

○総務部長（成合 修君） 地方公務員の精神

疾患につきましては、全国的に見て近年増加傾

向にあり、本県職員につきましても、精神疾患

による傷病休暇の取得者数や休職者数が同様の

状況にあります。その要因の一つとして、議員

から今、御指摘がございました、県民ニーズが

多様化する中、業務の量が増加したり、質が高

まるなどの仕事上のストレスのほか、職員を取

り巻く社会環境、家庭生活など、さまざまなス

トレスが考えられます。

このような状況を踏まえ、職員のメンタル面

での予防対策として、新規採用職員や35歳、40

歳の特定年齢職員、管理職に対しまして、精神

疾患についての理解を深めるための研修を実施

しているところであります。また、復職コー

ディネーター、保健師、精神科医師、臨床心理

士による面接相談等に加えまして、今年度か

ら、宮崎、都城、延岡地区に計４名の保健師を

配置いたしまして、相談体制の充実を図ること

としたところであります。このほか、職員や職

場でのストレス度合いを評価するストレス

チェックを新たに導入するなど、職員の精神疾

患の予防と早期発見に努めているところでござ

います。

○宮原義久議員 特に知事部局の取り組みにつ

いてお伺いしたところであるんですが、職員の

健康管理は、全部局に共通することでありま

す。県職員が心身ともに健康で、そして、県民

や家族のためにしっかりと仕事を進めていくた

めにも、職員のメンタル面の健康管理について

どのように今後取り組んでいかれるつもりか、

知事の認識をお聞かせいただきたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、社会

情勢が複雑・多様化する中で、先ほど部長も答

弁しましたように、メンタル面の不調を訴える

職員が増加傾向にあるということで、対策の必

要性は強くなっているというふうに受けとめて

おります。県勢発展に向けてさまざまな課題が

あるわけでありまして、その中で、職員一人一

人の能力を最大限に発揮して一体となって取り

組んでいく、そのようなことが必要であろうと

いうふうに考えておりますし、健康管理に努め

ること、心身の健康管理が大変重要であろうか

というふうに思っております。私も事あるごと

に庁議の場などで、しっかり休みをとるなど、

健康管理というものに注意を払うよう呼びかけ

ておるところでございますが、今、総務部長が

答弁しましたようなさまざまなメンタルヘルス
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対策、各部局において取り組みが進められてお

るところでございます。今後とも、職員の心身

両面にわたる健康管理に積極的に取り組みます

とともに、私が中心となりまして、それぞれの

任命権者とも連携をしながら、しっかりと対応

してまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。資料

をもらうと、知事部局だけでも相当な数になっ

ています。別の部局、県全体の職員の数からす

ると、相当な数だろうなというふうに思います

ので、そのあたりについては、知事が中心に

なってということでありますから、よろしくお

願いをしておきたいというふうに思っておりま

す。

次に、人口減少対策についてお伺いします。

人口減少にはさまざまな問題があるわけであ

りますが、まずは、子供はどこから生まれるの

か。高齢者の世代では生まれません。若い世

代、つまり、経済的に弱いところで子供は産み

育てられております。経済的な面からの幼児の

虐待等も報道されております。若い世代から、

保育料が高いとの意見を多く聞きますが、県内

全体の保育所運営費を見てみますと、その総額

は282億円で、うち国の負担が102億円、県の負

担が33億円、中核市の宮崎市の負担が36億円、

その他市町村で33億円であります。利用者負担

の基準は78億円となっておりますが、この78億

円のうちの19億円を、さらに県内市町村が追加

負担をしている現状であります。実質利用者負

担は59億円となっております。県内市町村の利

用者負担の徴収割合では、最低が美郷町の39.3

％、つまり基準の４割の保育料となっており、

次が綾町の42.4％、木城町56.2％、高いのは延

岡市86.2％、高鍋町83.8％、都城82.9％となっ

ております。この状況から、消滅可能性地域

は、自治体が、財政が厳しい中であっても、財

政負担して人口増加の努力をされていることが

見てとれるのかなというふうにも思います。こ

のように、県内各市町村の保育料負担には大き

な差があるようでありますが、この現状を県は

どのように分析しておられますか、お聞かせい

ただきたいと思います。福祉保健部長。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 保育料につき

ましては、国において、子供の年齢や保護者の

課税状況等に応じて負担額が細やかに設定され

ておりますが、これに加え、同一世帯の子供が

同時に保育所に入所している場合の保育料につ

きましては、少子化対策の一環として軽減され

ており、具体的には、第２子は半額、第３子以

降は無料となっております。このような国の対

策に加えまして、今、御紹介ございましたよう

に、県内では、厳しい財政状況にありながら

も、全ての市町村で、内容はさまざまでござい

ますが、独自に保育料の負担軽減を行うなど、

危機感を持って少子化対策に取り組まれている

と認識いたしております。

○宮原義久議員 以上で質問の全てを終わりま

すが、最後にあった部分は、知事、できればこ

ういった負担というのが、小学校に上がったほ

うが親の負担が軽いというのはやっぱりおかし

いというふうに思いますので、しっかりとした

議論を知事会等でやっていただきますように要

望して、質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

○押川修一郎副議長 ここで休憩いたします。

午後２時53分休憩

午後３時９分開議

○押川修一郎副議長 休憩前に引き続き会議を

開きます。
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次は、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 通告に従い

順次一般質問を行います。知事を初めとして、

関係各部長、教育長、警察本部長に答弁をお願

いいたします。

まずは、知事の政治姿勢についてでありま

す。

自民・公明両党の連立による第２次安倍改造

内閣が発足をいたしました。新設の女性活躍担

当大臣を含む歴代内閣最多に並ぶ５人の女性大

臣が誕生し、女性の活躍の場を大きく広げてい

こうという首相の意気込みが感じられるところ

であります。2020年までに指導的地位での女性

の割合を30％に引き上げるという政府目標もあ

りますが、全国で900人を超える女性議員を擁す

る我が党も、女性が輝き、生き生きと活躍でき

る社会の実現に向けて政府に対し提言を行うな

ど、全力で取り組んでいるところであります。

ところで、本県においては、一昨年に策定し

た男女共同参画プランで「社会における女性の

活躍の場の拡大」を重点分野と定めて取り組ん

でおられますが、国の動きにも呼応し、施策の

さらなる推進へスピードアップを図らなければ

なりません。そのためにも、県内企業などに対

して働きかけをすべきではないかと考えます

が、見解を伺いたいと思います。

また、行政サービスの受け手である県民の半

分は女性であります。女性の満足度アップのた

めにも、さまざまな政策決定の場面で女性の視

点、意見を反映させるのが重要であると考えま

すが、どのように取り組んでいかれるのか、あ

わせて伺います。

もう１点伺います。今月１日、若者支援の一

環として、みやざきＪＯＢパークプラスが開設

されました。ここでは、その位置づけと何を期

待するか、伺っておきます。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、女性の活躍の場についてであります。

御指摘がありましたように、今回行われた内閣

改造では５名の女性大臣が任命され、特に、全

ての女性がその生き方に自信と誇りを持ち、活

躍できる社会をつくるため、新たに女性活躍担

当大臣が設けられたところであります。

私としましても、女性が個性と能力を十分に

発揮できる社会の実現というものは、豊かで活

力ある県づくりを進める上で大変重要であると

考えております。このため、県におきまして

は、男女共同参画プランを策定するとともに、

宮崎県男女共同参画推進条例を制定し、県はも

とより、県民や市町村、民間企業、各種団体等

がそれぞれの立場からの取り組みを進めること

としているところであります。

特に、企業における女性の活躍を促進するた

めには、企業経営者の理解と自主的な取り組み

が重要でありますことから、今年度、国の交付

金を活用しまして、女性が出産・育児をしなが

ら就労継続できる環境整備を進めるための企業

向けのフォーラムや、女性自身の意識の醸成を

図るための女性向けセミナーを開催することと

しております。今後、女性が活躍できる社会の

実現に向けまして、このような取り組みを持続

的なものとしてまいりたいと考えているところ

であります。

次に、政策決定への女性の意見の反映につい

てであります。多様化する県民ニーズや県民目

線に立った施策を推進し、県政の諸課題に的確

に対応していくためには、女性の視点と能力を
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生かしていくことが極めて重要であると考えて

おります。このため県では、働きやすい環境の

整備などに取り組むことにより、意欲と能力の

ある女性職員の育成や配置に努めているところ

であります。

また、平成26年度までに審議会等における女

性委員の割合を50％とするという目標数値を掲

げまして取り組みを進めた結果、25年度末に

は47.3％となったところであります。これは全

国でもトップクラスの数字となっております。

現在、今後の県政運営の指針となる宮崎県総合

計画の改定を進めておりますが、これを審議す

る総合計画審議会におきましても、15名の委員

のうち７名が女性でありまして、積極的に御意

見をいただいているところであります。今後と

も、国の成長戦略の中核と位置づけられた女性

の活躍促進を追い風として、政策・方針決定過

程への女性の参画を進めるなど、一層の男女共

同参画社会づくりに取り組んでまいりたいと考

えております。

最後に、みやざきＪＯＢパークプラスについ

てであります。若者の雇用情勢につきまして

は、経済情勢の回復などによりまして、全体的

には改善傾向が続いているところであります

が、一方で、非正規雇用の正規雇用化、新規学

卒者の早期離職防止といった課題があると考え

ております。このような中、県と宮崎労働局が

連携をしまして、宮崎駅前のＫＩＴＥＮビルの

３階に、若者の就職相談、ＵＩターン相談、そ

して職業紹介までをワンストップで提供します

「みやざきＪＯＢパークプラス」を９月１日に

開所したところであります。国と県とが一体と

なりまして、就職相談から職業紹介までのサー

ビスをワンストップで提供できる拠点が整備さ

れたことによりまして、利用者の利便性が向上

することはもとより、きめ細やかな就職支援に

よりまして、就職率の向上や職場への定着促進

など、若者の雇用に係るさまざまな課題解決に

資するものと期待をしているところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

○新見昌安議員 それぞれ答弁をいただきまし

た。ありがとうございました。若者の支援につ

いては、後ほど部長のほうに伺いたいと思いま

す。

次に、防災対策について２点伺いたいと思い

ます。

まず、１点目ですが、我が党の機関誌に先般

取り上げられていたものを紹介したいと思いま

す。兵庫県が本年４月、災害時の避難所などで

衛生的なトイレを確保するための手引を作成し

たというものであります。同県には、阪神・淡

路大震災を契機に策定していた「避難所運営の

ガイドライン」があったようですが、昨年６月

に東日本大震災の教訓を加味して改訂したそう

であります。約90ページに及ぶガイドラインの

中にはトイレ対策も盛り込まれていたようです

けれども、その記述はわずか数ページしかな

かったということでありました。それを見て知

事が、トイレ関連部分の深掘りを指示したとい

うふうにありました。その背景には、東日本大

震災の被災者支援から帰ってきた県の保健師や

看護師から、避難所の劣悪なトイレ環境につい

ての報告を受けており、混雑する、不衛生、狭

い、暗い、和式で使いづらい、段差があって使

いづらい、結果、使用するのが苦痛となって水

分や食事を控え、体調が悪化したケースなどが

あったということを認識しておられたというこ

とであります。ネットで見てみましたけれど

も、トイレだけで87ページ、本当に微に入り細

にわたった内容はお見事と言うしかありませ
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ん。既に目を通されたことと思いますが、この

手引に対する率直な感想を危機管理統括監に伺

いたいと思います。

○危機管理統括監（金丸政保君） 災害時にお

けるトイレの対策につきましては、食料の確

保、あるいは電気、水道などのライフラインと

並んで重要なものであると認識いたしておりま

すが、御質問のありましたトイレ対策の手引を

今回拝見して、これまで以上にその重要性を具

体的に実感したところでございます。

特に印象に残ったことを申し上げますと、第

１点目に、これは今、新見議員もおっしゃいま

したけれども、トイレを我慢したり水分や食事

を控えることによりまして健康状態が悪化し

て、場合によっては死亡に至る事例もあったと

いうことでございます。

２点目は、災害用のトイレには携帯のトイ

レ、組み立てトイレ、マンホールトイレなどさ

まざまな種類がありまして、災害のときのいろ

んな状況に応じまして、どのトイレを選択する

のかの判断が出てくるということ。

また、３点目は、障がい者、高齢者、女性、

幼児などに応じて、安全面や衛生面など配慮す

べききめ細かな内容がそれぞれ記述されている

ことでございます。

この手引は兵庫県が作成したものであります

けれども、災害時のトイレ対策といたしまし

て、そのままどこにでも通用するものでありま

すので、市町村や関係機関など多くの方に活用

していただきたいと考えております。

○新見昌安議員 食事あるいは暑さ寒さ、こう

いったものは何とか耐えられるとしても、事、

排せつという生理現象だけはいかんともしがた

い。老若男女関係なくその現象は訪れてきます

ので、避難所の中でも格段の配慮をすべき場所

じゃないかと思います。これについては大いに

参考にしてもらうよう、働きかけをよろしくお

願いいたします。

もう１点伺いたいと思います。昨年成立し、

本年４月１日に施行された改正災害対策基本法

に、新しい共助の一環として地区防災計画制度

が盛り込まれております。東日本大震災では、

行政機能が麻痺する事態も発生する中で、住民

による自助、地域コミュニティーなどによる共

助が、津波からの避難行動や避難所運営におい

て重要な役割を果たしたと言われております。

その経験から、今後発生が危惧されている大規

模広域災害に備え、自助・共助の役割の重要性

が高まってきておりますが、その一方で、地域

の防災力を担っている消防団などの自主防災組

織が、少子高齢化といった社会の変化に伴い、

活動が伸び悩むという状況も見られます。そう

いった中で、地域コミュニティーでの防災力強

化の必要性が高まっており、この地区防災計画

制度を活用することで、地域防災に大きな力に

なることが期待できます。各地での同計画策定

の推進に向け、県としても積極的にかかわるべ

きではないかと考えますが、同じく危機管理統

括監に見解を伺います。

○危機管理統括監（金丸政保君） 今回、災害

対策基本法に新たに規定されました地区防災計

画につきましては、地区内の居住者や事業者が

防災訓練あるいは物資・資材の備蓄等の防災活

動を行うための計画でありまして、その内容を

市町村の地域防災計画に盛り込むことができる

こととされております。県内では、現時点にお

いて地区防災計画の策定された市町村はござい

ませんけれども、計画のひな形を作成して自治

会に検討を促すなど、積極的な動きの見られる

市町村もあるようでございます。計画の策定や
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防災活動の実践に当たりましては、地域住民み

ずからが主体的にかかわることになり、さらな

る地域防災力の底上げに資するものと考えられ

ますので、策定に向けた具体的な取り組みが進

められますよう、市町村に対しまして助言や情

報提供等を行ってまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 地区防災計画は、国民みずか

らが防災行政にかかわる国民参加型行政のきっ

かけになると期待もされているものでありま

す。よろしくお願いをしておきます。

次は、難病対策について伺います。

難病医療法、改正児童福祉法の難病関連２法

が本年５月23日に成立し、来年１月から施行さ

れることとなっております。スモン病やベー

チェット病、重症筋無力症などに苦しんでいた

患者やその家族の訴えで昭和47年10月に当時の

厚生省がつくったのが、いわゆる難病対策要綱

でありますが、難病対策はそれ以降40年以上に

わたって、法的な根拠を持たない政策的研究事

業としての支援にとどまっていました。

今回の難病関連２法は、社会保障と税の一体

改革の一環として、消費税の増収分を活用し、

法的根拠を持った公平で安定的な医療費の助成

制度を確立することを目指すとしております。

これにより、厚生労働省によれば、難病の医療

費助成の対象、現行56疾患、患者数約78万人

が、来年１月以降、一部は夏以降ですけれど

も、約300疾患、患者数約150万人に、また子供

の難病、すなわち小児慢性特定疾患治療研究事

業の対象、現行514疾患、患者数約11万人が、来

年の１月以降は小児慢性特定疾患医療費負担金

の対象、約700疾病、患者数約15万人まで拡大を

いたします。今回の法制化は、難病患者支援拡

大への大きな第一歩になると思います。

本日は、難病に絞って福祉保健部長に３点伺

いたいと思います。まず１点目は、施行に当

たっては都道府県で取り組まなければならない

幾つかの項目がございますが、これらに対し県

はどのように取り組んでいかれるのか、項目ご

とにお示しをいただきたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいま議員

の御紹介がありましたように、いわゆる難病医

療法が、ようやく来年の１月に施行されます。

施行に向けまして、県におきましては、難病指

定医、難病医療拠点病院及び指定医療機関の指

定に取り組むこととされております。

まず、難病指定医は、原則として学会が認定

する専門医資格を有すること、あるいは県が開

催する資格研修を修了していることが要件に

なっておりますので、県では、県内各地域の医

師に指定の申請に係る案内を早急に行うととも

に、資格研修を積極的に実施することにより、

指定医の確保に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、難病医療拠点病院につきましては、中

核的な役割を担う総合型病院、及び特定の領域

で専門的な診断を行う領域型病院、並びに地域

において中心となる基幹病院の３種類を指定す

ることになりますので、国の方針に基づき、そ

れぞれの目的に応じた病院を指定してまいりま

す。また、指定医療機関は、患者が日常的に受

診される医療機関でありますが、今後、指定の

申請に係る案内を対象医療機関に早急に行い、

手続を進めてまいりたいと考えます。

○新見昌安議員 ２点目に、難病相談支援セン

ターの体制強化についてはどのように取り組ん

でいかれるのか伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 難病相談支援

センターは、平成17年の設置以来、宮崎県難病
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団体連絡協議会に運営委託を行っているところ

ですが、難病患者の生活や療養上の相談に対応

すると同時に、医療や就労上の相談を専門機関

につなぐなど、患者の療養生活の質を維持向上

させるために重要な機関であると認識しており

ます。センターにおける相談件数は年々増加し

ておりますが、法施行に伴う医療費助成対象疾

患の拡大により、今後はさらに増加するものと

考えております。このため、県といたしまして

は、センターの相談体制の強化とともに、セン

ターが行う研修会や患者への情報提供等の各種

事業の充実を図るために、関係者の意見を聞き

ながら、保健所及び関係機関との連携の強化を

図るなど効果的な運営に努めてまいりたいと考

えております。

○新見昌安議員 ３点目ですが、難病医療法に

おいては、難病対策地域協議会の設置は都道府

県や保健所設置市の努力規定というふうになっ

ています。しかしながら、患者や医療・福祉関

係者等による情報の共有あるいは連携の緊密化

を進める上で、この存在は重要じゃないかと思

います。努力規定という位置づけではあります

が、これについては設置すべきと考えます。見

解を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 難病患者への

支援につきましては、現在、保健所を中心とし

て、関係機関や患者及びその家族により構成さ

れる連絡会議やケース検討会などにおいて取り

組んでいるところであります。患者を支援する

立場にある関係者が、患者の抱える多岐にわた

る問題点について共通認識を持って取り組んで

いくことは、患者の療養生活の質を維持向上さ

せるために重要でありますので、今後、法の趣

旨を踏まえながら、現在の支援体制の活用を含

め、難病対策地域協議会の設置について検討し

てまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 難病に苦しむ患者、またその

家族が安心して医療を受けられるよう、受けさ

せられるよう、支援の輪の拡大に、県としても

しっかり取り組んでいただきたいと思います。

これは要望しておきます。

次に、ひきこもり対策について、引き続き福

祉保健部長に伺いたいと思います。

まずは、ひきこもり地域支援センターが設置

されて２カ月が経過したばかりではあります

が、この間のセンターにおける相談等の対応状

況はどうなっているのか伺いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県では７月よ

り、ひきこもりに関する第一次相談窓口として

宮崎県子ども・若者総合相談センター「わか

ば」内にひきこもり相談センターを設置いたし

まして、これまで電話による相談を49件、メー

ルによる相談を11件受けたところです。また、

同じく７月から、面接相談や訪問支援を行う総

合的な支援機関として精神保健福祉センター内

にひきこもり地域支援センターを設置し、相談

センターから引き継いだ相談者などからの電話

相談に51件、来所による面接相談に23件対応し

ております。なお、現段階では訪問による支援

には至っておりませんが、必要に応じて適切に

対応してまいります。

○新見昌安議員 来所による面接相談が23件と

いうことでありました。電話だけでなく、つら

さや苦しさを直接会ってぶつけたいという思い

の方々が多いことの証左であるというふうに思

います。これからも、ひきこもり相談センター

と緊密に連携をとりながら、寄り添う支援を

しっかり推し進めていただきたいというふうに

思います。

ところで、厚生労働省が進めるひきこもりサ
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ポーター養成研修事業、ひきこもりサポーター

派遣事業というものがあります。これは、ひき

こもる本人や家族などが支援を希望した場合、

家庭を訪問し情報提供などの支援を継続的に行

うひきこもりサポーターの養成、派遣を行うた

めのものであります。そこで伺いますが、県内

における両事業の取り組み状況はどうなってい

るのか、お示しください。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ひきこもりサ

ポーター養成研修事業等につきましては、平

成25年度から国の補助事業として行われている

ものでありますが、現在のところ本県では取り

組んでおりません。ひきこもりの状態にある御

本人や御家族に対しましては、保健師や臨床心

理士などの専門家だけではなく、地域における

支援者など、さまざまな立場から支援していく

ことが重要であると考えております。このた

め、ひきこもり地域支援センターが実施してい

る家族向け研修に、身近なサポーター的な存在

となることが期待される民生委員児童委員等に

も参加いただき、ひきこもりについて理解を深

めていただいているところであります。今後と

も、市町村や学校、家族会等の関係機関とも連

携しながら、より効果的な支援のあり方につい

て検討してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ひきこもりサポーター養成研

修事業の実施主体は都道府県と指定都市となっ

ており、国と都道府県及び指定都市が２分の１

ずつ費用を出すということになっております。

一方、ひきこもりサポーター派遣事業の実施主

体は特別区を含む市町村で、国と市町村が２分

の１ずつ費用を出すということになっておりま

す。スタートしたばかりであり、当面は家族向

け研修で対応するとしても、将来的にはひきこ

もりサポーターの養成に着手し、ひきこもりで

苦しんでいる本人の背中を押してあげられるよ

うな支援ができるよう、要望をしておきたいと

思います。

ところで、誰にも相談しないで、あるいは相

談できないまま苦しんでいるひきこもり当事

者、また家族は少なくありません。私も先日、

相談を受けたことがあります。県が実施してい

るこのようなひきこもり対策についてまだまだ

知らない当事者、家族も多いというふうに思い

ます。県としてどのように周知しておられるの

か、伺いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ひきこもりに

悩んでおられる御本人や御家族には、まずは相

談センターに御相談いただくことが次の一歩を

踏み出すきっかけになるものと考えておりま

す。このため、相談センターを紹介するリーフ

レットを市町村や学校、関係団体に配布すると

ともに、新聞やラジオ、ホームページ等を活用

した周知に積極的に取り組んでいるところであ

ります。今後とも、テレビの県政番組や新聞等

を活用した広報とともに、家族会の方々との連

携による周知や、地域の商店など身近なところ

でリーフレットを手にとっていただけるような

工夫をするなど、さまざまな機会を通じて粘り

強く繰り返し相談センターの周知を図ってまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 長年にわたってひきこもって

いる本人を抱えて、将来を悲観し、家族ごと地

域の中で埋もれてしまっている家庭もあるん

じゃないかと思います。より細やかな対応をよ

ろしくお願いしておきたいと思います。

次は、ＡＥＤ設置とその利活用について伺っ

ていきたいと思います。

我が党が全国で普及を推進してきた自動体外

式除細動器（ＡＥＤ）が一般市民も使えるよう
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になってから、ことしの７月で10年を経過しま

した。現在の普及台数は全国で45万台を超えて

いるとも言われており、ＮＰＯ法人ＡＥＤ普及

協会によれば、日本の人口１人当たりの普及率

は世界一だそうです。従来は医療従事者しか使

用が認められていなかったものが、平成15年に

救急救命士に使用が拡大され、翌年平成16年７

月に一般市民にも解禁をされております。

しかしながら、先般、心肺停止状態で救急搬

送された人に対する一般市民の使用率は、平

成24年度で3.7％と低調だったという報道があり

ました。総務省消防庁はこの７月、全国の消防

本部に対して、さらなる有効活用に向け、市民

が設置場所を知ることができるよう情報提供す

ることや、設置施設の従業員や周辺住民に対す

る応急手当ての普及促進などに取り組むよう求

めております。まずは、設置場所を知ってもら

うことが肝要ということであります。ＡＥＤの

設置場所検索システムへの県内の登録状況はど

のようなぐあいか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 検索システム

の登録状況ということでございますが、具体的

には、一般財団法人日本救急医療財団が運営し

ておりますＡＥＤの設置場所検索システムでご

ざいます。本年９月１日現在の本県の登録件数

は2,068件となっておりまして、平成23年の同時

期の846件と比較しますと、この３年間で約2.4

倍の増加となっております。

○新見昌安議員 確かに登録件数はふえている

ようですけれども、普及台数からすれば、まだ

まだ少ないようであります。設置者へ検索シス

テムへの登録を働きかけることが重要だと考え

ますが、県としてどのように取り組んでおられ

るのか、同じく福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ＡＥＤの設置

場所検索システムへの登録につきましては、Ａ

ＥＤの販売を行う医療機器販売業者が、設置者

から依頼を受け、登録申請を行うこととなって

おります。したがいまして、県といたしまして

は、今後とも、販売業者の団体である宮崎県医

療機器協会等を通じまして設置者に働きかける

ことにより、登録件数の拡大に努めてまいりた

いと考えております。

○新見昌安議員 平成23年９月議会において、

コンビニなど地域で誰でも知っている場所への

ＡＥＤ設置を推進するという観点から、民間へ

の働きかけを知事にお願いしたところでありま

すが、現在どのような状況か伺いたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 先ほどより議論があり

ますが、ＡＥＤは、心肺停止の際に、救急隊が

到着する前の救命措置を行うための医療機器と

して有効でありまして、この普及は大変重要で

あると考えております。

先ほど部長が答えましたように、ＡＥＤの登

録件数がこの３年間で2.4倍にふえているところ

でありますが、その背景には、日本赤十字社宮

崎県支部や市町村などによります講習会、研修

会を初め、ＡＥＤにより実際に救命された事案

の報道などがされることによりまして、ＡＥＤ

に対する社会全体の理解が深まってきたことな

どがあると考えております。実際、昨年末の青

島太平洋マラソンにおきましても、ＡＥＤの活

用により事なきを得たという事例もあるところ

でございます。

県としましては、一層のＡＥＤの普及拡大を

図る観点から、昨年９月に国から示されました

「ＡＥＤの適正配置に関するガイドライン」を

踏まえまして、しっかりと情報提供するなどし

て、多数の人が集まる商業施設や高齢者が利用
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する介護・福祉施設、さらには24時間利用でき

るコンビニエンスストアなどへの効果的かつ効

率的な設置を進めますとともに、日ごろの適切

な維持管理の周知にも努めてまいりたいと考え

ております。

○新見昌安議員 前回も言いましたけれども、

コンビニは24時間営業、場所も目立ってよくわ

かります。全国的にもコンビニでの設置が進み

つつあります。ＡＥＤ設置場所としては理想的

であります。設置への働きかけをぜひともさら

に推進していただきたいと、強く要望いたしま

す。

もう１点、地域で誰でも知っている場所とし

ての交番・駐在所へのＡＥＤ設置状況はどう

なっているか、しつこいぐらいに聞いておりま

すが、警察本部長、よろしくお願いをいたしま

す。

○警察本部長（坂口拓也君） 自動体外式除細

動器、いわゆるＡＥＤの設置状況についてであ

りますが、本県警察では、警察本部庁舎、運転

免許センター、各警察署など、多くの方が来庁

される庁舎に22台のＡＥＤを設置しておりま

す。また、交番・駐在所の管内でＡＥＤの設置

が全くない西都警察署の上三財駐在所に１台設

置しております。交番・駐在所へのＡＥＤの設

置につきましては、近隣の設置状況等を勘案し

ながら、大変厳しい限られた警察予算の中でご

ざいますが、関係機関とも協議しながら、その

必要性等を検討してまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 交番にＡＥＤを設置している

他県警察もございます。ぜひとも前向きに取り

組んでいただきたいというふうに思います。

一般市民が心肺停止状態の人を発見し、その

場でＡＥＤを使用した場合の１カ月後の生存率

は、未使用の場合より約4.4倍も高いという分析

結果もございます。私たちも、いつ使用する側

になったり、使用してもらう側になったりする

かわかりません。救えるのに救えなかった。こ

れをなくすために、ＡＥＤにはこれからもしっ

かりかかわっていこうというふうに私は思って

おります。

次は、再生可能エネルギーについてでありま

すが、その一つ、地熱発電に絞って伺いたいと

思います。

昨年の６月定例県議会において、本県の地熱

発電の可能性について伺ったところであります

が、そのときの環境森林部長の答弁の中に、国

が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機

構に委託して、霧島地域と九重地域において空

中からの電磁探査などによる地熱資源ポテン

シャル調査を行うというふうにありました。ま

ずは、石油天然ガス・金属鉱物資源機構が行っ

た霧島地区の地熱発電調査の状況について、環

境森林部長に伺います。

○環境森林部長（徳永三夫君） 霧島地区につ

きましては、地熱発電の可能性調査といたしま

して、昨年度は地質構造把握のための空中探査

が行われ、今年度は８月に、地中の岩石の電気

抵抗や磁気的な性質を測定するための調査が行

われたと伺っております。これらの調査結果に

つきましては、今後、機構において解析が行わ

れ、今年度末までには報告書が取りまとめられ

ると聞いているところでございます。

○新見昌安議員 結果がわかるまではもう

ちょっとということでありますが、地熱発電普

及へ弾みがつくような結果が出ることを期待し

たいと思います。

地球の内部には膨大な熱エネルギーが蓄えら

れているというふうに言われております。地球
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の体積の99％は1000度以上で、100度以下の部分

はわずか0.1％だそうです。地球は、いわば巨大

な熱の塊ということであります。地熱発電は、

そのエネルギーの一部を活用するもので、深さ

１キロから３キロの地熱貯留層にたまった熱水

をくみ上げ、蒸気を取り出して発電機を動か

し、熱水を再び地下に戻すことで持続的な利用

を図る仕組みだそうです。太陽光や風力と比

べ、極めて安定した再生可能エネルギーが地熱

を使った発電であります。日本の利用可能な地

熱資源量は2,350万キロワットで、米国、インド

ネシアに次ぐ世界第３位の規模だそうです。ま

た、海外で導入されている地熱発電所のタービ

ンの７割程度が日本製だそうです。

従来、導入のネックとも言われていた発電コ

スト、国立公園、温泉、こういったものをめぐ

る問題も、現在は徐々にクリアされつつありま

す。井戸を掘るのに巨額な費用を要するという

ことも言われておりますが、40年で寿命を迎え

る原発よりも総合的なコストは安いという見方

が政府内にあるということも聞いたことがあり

ます。可能性を秘めた地熱発電は、本県として

も普及に向けての取り組みに着手すべきではな

いかと考えますが、同じく環境森林部長に見解

を伺います。

○環境森林部長（徳永三夫君） 地熱発電につ

きましては、県の新エネルギービジョンの中

で、平成34年度までに1,000キロワットの導入を

目標としているところでございます。具体的な

取り組みといたしましては、昨年度、えびの市

が実施いたしました地熱発電の可能性調査に対

しまして支援を行ったところであり、今後、民

間企業との連携により事業化に向けた取り組み

が期待されているところでございます。また、

九州各県や大学、民間企業とともに地熱エネル

ギーの関連産業の拠点化を目指すワーキンググ

ループに本県も参加し、情報収集等に努めてい

るところでございます。今後とも、地熱発電を

含め、本県の地域特性を生かした新エネルギー

の導入促進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 期待しております。よろしく

お願いします。

次は、若者支援について伺います。

先ほど壇上から、みやざきＪＯＢパークプラ

スについて知事に伺ったところであります。県

と宮崎労働局が連携し、若者の就職相談、ＵＩ

ターン相談、職業紹介までをワンストップで提

供するとのことで、有効に機能することが期待

できますが、みやざきＪＯＢパークプラスを統

括するのはどこなのか。また、いろんな相談を

受けることになる相談員の体制はどうなってい

るのか、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） みやざき

ＪＯＢパークプラスは、県が設置するヤングＪ

ＯＢサポートみやざき及びふるさと雇用情報セ

ンター、また国が新たに設置しました宮崎わか

もの応援ハローワーク宮崎駅前コーナーの３つ

の機関の総称でありまして、それぞれは独立し

て運営されますが、相互に緊密に連携すること

により一体的に若者の就職支援をすることとし

ております。相談体制としましては、ヤングＪ

ＯＢサポートみやざきに４人、ふるさと雇用情

報センターに４人を配置しているのに加え、新

たにハローワーク宮崎駅前コーナーに５人が配

置され、みやざきＪＯＢパークプラス全体で

は13人の体制で就職支援に取り組むことといた

しております。

○新見昌安議員 次に、３つの機関の１つ、ヤ

ングＪＯＢサポートみやざきでは、従来から就
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職活動中の若者向けのさまざまなセミナーを開

催されていますが、その開催案内などの情報発

信はどのように行っておられるのか。ＳＮＳを

含めた情報発信にも取り組むべきと考えます

が、同じく商工観光労働部長の見解を伺いたい

と思います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） ヤングＪ

ＯＢサポートみやざきで実施しますセミナー等

につきましては、開催のたびにチラシを作成し

まして、ハローワークや大学のキャリアセン

ター等に配布しておりますほか、ホームページ

にセミナー告知専用コーナーを設け、その周知

に取り組んでいるところです。特にホームペー

ジにつきましては、近年、若者の携帯端末の利

用がふえておりますことから、昨年度、スマー

トフォン対応のページを設置しましたところ、

導入前と比べてアクセス数が約80％増加するな

ど、その効果があらわれたところです。今後と

も、就職支援を求める若者に必要な情報を提供

できますよう、ソーシャル・ネットワーキング

・サービス、いわゆるＳＮＳの活用等も含め、

情報発信の手法について研究してまいりたいと

考えております。

○新見昌安議員 スマホ対応のホームページを

設置してアクセス数が80％も増加するというこ

とは、パソコンは持たずにスマホのみで生活し

ている若者も多いということの証左ではないか

と思います。若者が得意とするＬＩＮＥからの

情報発信等も有効に機能するのではないか、一

考の余地ありだと思います。よろしくお願いを

しておきます。

次に、廃校の利活用について教育長に伺って

いきます。

私が現在住んでいるのはＪＲ南宮崎駅東側の

地域であります。私が小さいころ、近所には鬱

蒼とした木々に覆われた赤江古墳、また墓場が

あって、怖くて寂しいところでしたが、今は住

宅地になっております。我が家の隣には恒久小

学校があります。私の母校でもあります。我が

地域も御多分に漏れず、急速な高齢化とともに

少子化も進行しておりますが、小学校から今も

子供たちの元気な声が聞こえてきます。きのう

もけさも運動会の歌が聞こえてきました。もし

この学校がなくなったらなどとは想像もしたく

ありません。自分自身も、また私の子供たちも

お世話になった学校であります。私たちにとっ

て学校は地域のシンボル的な存在でもあるし、

そこから活力、元気をもらっているのではない

かというふうに思います。

しかしながら、県内には過疎化、少子化の波

にのみ込まれて、学校の統廃合、廃校を余儀な

くされる地域も存在しております。近くの学校

から子供たちの声が聞こえなくなる。本当に寂

しいことじゃないかと思いますが、手をこまね

いているわけにはいきません。地域のシンボ

ル、地域コミュニティーの拠点として、その後

の有効活用をしっかり考えていかなければなり

ません。この問題は都市部に住む者もしっかり

考えるべき問題であると思います。そこでま

ず、本県における廃校となった市町村立小中学

校の現在の利活用状況を伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 廃校となった学校施

設の利活用の状況については平成14年度から

データをとっているんですが、その14年度から

廃校となった市町村立小中学校は26年５月１日

現在で62校ありまして、そのうち建物が残って

おりますのが56校でございます。建物の残って

いる56校の約８割に当たる44校につきまして

は、地域の集会施設、食品加工施設、老人福祉

施設などとして利活用されております。
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○新見昌安議員 昨年５月１日現在では廃校

数55校でしたので、やはり少しふえているよう

な感じです。

ところで、県教育委員会としては市町村教育

委員会に対して情報提供などの支援を行ってい

るというふうに聞いておりますが、文部科学省

の「～未来につなごう～「みんなの廃校」プロ

ジェクト」への掲載、本県は利用が少ないよう

であります。このプロジェクトは、未活用の廃

校施設等の情報について「活用用途募集廃校施

設等一覧」に集約して公表するものでありま

す。より多くの民間企業、ＮＰＯ法人、社会福

祉法人、医療法人などに情報を提供し、廃校施

設などの情報と活用ニーズのマッチングの一助

になることが期待されております。これも積極

的に活用すべきだと考えますが、具体的な現在

の支援はどのように行われているのか伺いたい

と思います。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会といた

しましては、廃校施設の利活用に当たって、市

町村への支援は大変重要であると考えておりま

す。このため、年２回、市町村の担当者会議等

を行っているんですが、先ほど御紹介いただい

た、文部科学省が実施している「～未来につな

ごう～「みんなの廃校」プロジェクト」を周知

するとともに、校舎の活用事例の紹介や、校舎

を転用して違う施設、例を申し上げますと保育

所とか福祉施設など別の用途で活用する場合に

はどんな補助金が使えますよというような御案

内をいたしているところです。

文部科学省の「～未来につなごう～「みんな

の廃校」プロジェクト」について紹介例が少な

いということですが、これは、用途が決まって

いない、もう使わないというものを民間に利用

していただいたり、あるいは団体に利用してい

ただくために掲載するということでありまし

て、調べてみますと、実は現在、県内で未利用

の小中学校の残っている施設というのは12あり

ますが、どういう方向でいくかということはま

だ結論が出ていない、そういう学校が多いみた

いですので、利用されていないという状況にご

ざいます。

○新見昌安議員 利活用については、今、答弁

にもありましたが、地域住民の声等もやはり大

事になってくるんじゃないかと思います。各市

町村では、廃校施設の利活用について地域住民

から意見聴取を行っているのかどうか、伺いた

いと思います。

○教育長（飛田 洋君） 廃校施設の利活用に

ついて市町村が中心となって、地域住民の方々

からの意見聴取や、協議等を行う委員会等を設

置し、検討が行われていると伺っております。

県教育委員会といたしましては、廃校施設が有

効に利活用されますよう、今後とも、情報提供

を初め、市町村に対する必要な支援に努めてま

いりたいと考えております。

○新見昌安議員 全国的には、住民が主体と

なって廃校を有効活用することで過疎集落が再

生し、地域に活力がよみがえった例もたくさん

ございます。そのような情報提供もよろしくお

願いをしておきたいと思います。

最後に、警察行政について警察本部長に何点

か伺います。

まず、特殊詐欺防止についてであります。こ

の問題については、代表質問でも取り上げられ

ておりましたが、予防策としての自動通話録音

機の貸し出し、水際対策として金融機関の窓口

にチェックシートを配布するなど、被害防止に

全力で取り組まれているようであります。

特に、今月３日から運用を開始された、金融
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機関窓口での高額現金払い戻し時チェックシー

トは、この２日後にはチェックシートによって

特殊詐欺の被害を防止したという報道もありま

した。早速、威力を発揮したようですけれど

も、私も元銀行員という立場からも、この

チェックシートは評価したいと思います。昔か

ら高額の現金を払い戻す預金者に対しては、そ

の理由を聞いておりました。ただ、正直言っ

て、それを嫌がるお客さんも結構いらっしゃる

んです。聞くことが心理的に負担になっている

窓口の担当者にとって、警察から要請されてい

るものですからという感じでこのチェックシー

トを示しながら確認できれば、行員の心理的な

負担はかなり軽減されるのではないかと思いま

す。今後も、このチェックシートが有効に機能

することを期待するものであります。

このように、金融機関窓口での払い戻しや、

同じく金融機関窓口での振り込みでは、行員や

職員による有効なチェックがありますけれど

も、一方で、払い戻した現金をレターパックあ

るいは宅配便で送金させることも防止しなけれ

ばなりません。この点についてはどのように取

り組まれているのか、伺いたいと思います。

○警察本部長（坂口拓也君） 現金をレター

パックや宅配便で送金させる手口は全国的に増

加しておりまして、本県におきましても、平

成25年中は19件の約１億3,300万円の被害であり

ましたが、本年は８月末で既に17件の約１

億9,900万円の被害に達しております。本来、現

金をレターパックや宅配便などで送ることはで

きませんが、このような実態を踏まえまして、

警察庁から日本郵便や大手宅配業者に対しまし

て、過去の特殊詐欺事件における現金送付先に

ついて情報を提供し、配達の差しとめや警察へ

の通報を依頼するとともに、エックス線検査な

どで内容物の確認をしていただいております。

本県におきましては、本年５月に警察と宅配

物取扱機関との連絡会議を開催しまして、レ

ターパックや宅配便などによる送金防止対策に

ついて協議を行っております。その結果、受付

担当者が声かけをしやすいように、警察で作成

したポスターやリーフレットを県内の郵便局や

宅配業者、コンビニエンスストアに配布して、

高齢者の方を中心に声かけの強化に努めていた

だいているところであります。今後も、関係機

関等との連携を強化し、特殊詐欺対策を強力に

推進してまいります。

○新見昌安議員 こちらのほうも万全な対策を

よろしくお願いしておきたいと思います。

次に、環状交差点（ラウンドアバウト）につ

いて伺いたいと思います。この件については昨

年の11月定例会の一般質問でも取り上げたとこ

ろでありますが、円形の交差点（ラウンドアバ

ウト）を環状交差点と名づけ、通行ルールを定

めた改正道路交通法が今月１日に施行されたと

の新聞報道が、先般なされておりました。それ

によると、１日に誕生した環状交差点は８都府

県の34カ所、そして今年度中に、何と宮崎県を

含む７県の15カ所が追加になる予定というふう

にありました。そこで、本県での導入時期、導

入場所、導入に至った経緯、県民への周知等々

についてお聞きしたいなと思ったところであり

ます。環状交差点の導入効果も含めて、警察本

部の考え方について伺いたいと思います。

○警察本部長（坂口拓也君） 環状交差点とは

ロータリー式の形状であって、道路標識等によ

り右回りに通行すべきことが指定されている交

差点であります。全国では、今月１日から本県

を除く７都府県15カ所で導入されております。

この効果といたしましては、既に導入済みの
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イギリスを初めとする諸外国では、必然的に速

度が低下して交通事故が大幅に減少したという

検証結果があり、交通事故の抑止が期待されま

す。また、信号機がありませんので、電気代等

の維持費がかからないほか、停電等の影響を受

けませんので、災害に強いという利点がありま

す。しかしながら、交通量が著しく多い場所に

導入しますと渋滞が起きやすくなると言われて

おり、交通状況を慎重に見きわめた上で判断す

る必要があります。

警察としましては、環状交差点の導入に関

し、交通の安全と円滑を最優先に、現場の交通

量、交差点の形状、住民の要望の有無及び導入

した他府県の状況等を踏まえまして、１カ所に

ついて道路管理者と検討をしているところでご

ざいます。

○新見昌安議員 今の答弁によれば、１日から

の導入状況に関する報道内容はちょっと違って

いるようでありますけれども、環状交差点は、

デメリット以上にメリットが多いのではないか

というふうに感じました。１カ所について検討

しているということですが、ぜひとも導入して

いただきたいというふうに思います。

最後に、交番・駐在所と地域住民との関係に

ついて伺いたいと思います。これも新聞報道で

ありますが、日本に交番が置かれてから140年を

迎えるのを機に、警視庁はことしから明治政府

が設置を決めた８月25日を「交番の日」と定め

たというふうにありました。また、警視庁によ

ると、明治７年１月の警視庁発足当時、３差路

などに警察官を配置する場所が設けられ、交代

で番をしたことから交番所と呼ばれ、後に建物

となったのが交番の起源ともありました。

ところで、ネットで「交番の日」を検索する

と、神奈川県警でも「交番の日」を設けている

ようであります。神奈川県では、11月27日が

「交番の日」制定記念日、毎月27日を「交番の

日」というふうにしているようであります。神

奈川県のそれは、明治４年11月27日に制定され

た県治条例により邏卒課が設置され、その後制

定された邏卒職務規則の中で交番という用語が

使われたことから、県治条例制定の27日にちな

んで、毎月27日を「交番の日」と定めたという

ふうにありました。

東京と神奈川、隣同士ですが、けんかせずに

やってもらいたいと思いますけれども、いずれ

にしても、地域住民との対話をふやし、安心し

て暮らせる地域づくりのために貢献するという

思いが込められているのではないかと思いま

す。そこで伺います。本県では「交番の日」は

定められておりませんけれども、交番・駐在所

と地域住民との関係を密にするため、どのよう

な取り組みをされているのか、伺いたいと思い

ます。

○警察本部長（坂口拓也君） 交番・駐在所と

地域住民との連携を図るための取り組みについ

てであります。現在、県下には交番・駐在所

が169施設ありますが、全ての施設を対象に交番

等連絡協議会が設置されております。この交番

等連絡協議会は地元自治会の役員等の方々で構

成されており、おおむね四半期に１回、会議を

開催し、交番・駐在所の勤務員がさまざまな意

見、要望等を広くお聞きするとともに、協議会

の会員の方々と一緒に地域の問題を解決するた

めの活動を行っております。また、交番・駐在

所を新築する際には、施設内にコミュニティー

スペースを設けるなど、地元住民の方々がいつ

でも気軽に交番・駐在所の勤務員と情報交換等

ができるような環境づくりにも配慮しておりま

す。このほか、巡回連絡やミニ広報紙の発行、

平成26年９月12日(金)
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公民館ごとの防犯講話など、さまざまな活動に

おいて地域の方々との連携を図っているところ

であります。今後とも、地域住民の方々と連携

を深めながら、安全・安心な地域づくりに努め

てまいります。

○新見昌安議員 交番は、地域住民に安心感を

与え犯罪も抑止できる、日本に根づいた独自の

システムであります。これからも、ＡＥＤも

しっかり配備して地域住民の安心・安全の灯台

としての存在であり続けていただけるようにお

願いを申し上げ、全ての質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○押川修一郎副議長 以上で本日の質問は終わ

りました。

次の本会議は、16日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時５分散会



９月16日（火）
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平 成 2 6 年 ９ 月 1 6 日 （ 火 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（36名）
2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

4番 図 師 博 規 （ 同 ）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 松 村 悟 郎 （自由民主党）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

14番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

17番 田 口 雄 二 （ 同 ）

18番 髙 橋 透 （ 同 ）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 中 野 一 則 （ 同 ）

24番 中 野 明 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 太 田 清 海 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 井 上 紀代子 （ 同 ）

31番 鳥 飼 謙 二 （ 同 ）

33番 黒 木 正 一 （自由民主党）

34番 横 田 照 夫 （ 同 ）

35番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

36番 外 山 三 博 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 押 川 修一郎 （ 同 ）

欠 席 議 員（２名）

公務出張 13番 福 田 作 弥 （自由民主党）

32番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 徳 永 三 夫

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 齊 藤 和 子

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

選 挙 管 理 委 員 長 後 藤 仁 俊

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人 事 委 員 長 村 社 秀 継

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 坪 篤 史

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

政 策 調 査 課 長 髙 林 宏 一

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣



- 208 -

◎ 一般質問

○押川修一郎副議長 ただいまの出席議員36名

であります。定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、渡

辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。県民連合宮崎の渡辺創です。新しい

週のトップバッターを務めさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。

昨日までの３連休は、各地で敬老会が開催さ

れました。私がお邪魔をした敬老会も、高齢化

社会を反映して、ほとんどが75歳以上の方々が

対象という敬老会でした。来年は太平洋戦争終

戦から70年を迎えます。対象者の方々は、いず

れも戦火をくぐり抜け、戦後の混乱期、そして

今の礎をつくった高度成長期、さらに失われ

た20年と、さまざまな時代を過ごしてこられた

わけです。いろいろな体験談を伺いましたが、

改めて不戦の誓いを新たにし、立憲主義のもと

民主主義を守り、平和な社会の構築に取り組む

ことの重要性を実感したところでありました。

さて、今回の一般質問では、県政課題のポイ

ントをできるだけわかりやすく整理することに

重きを置いて、幾つかの分野について質問をし

てまいります。特に河野知事は、既に出馬表明

をしていらっしゃる県知事選挙を12月に控えて

いらっしゃいます。ぜひ明快な御答弁をいただ

き、県民の選択に資するやりとりにしていただ

きたいというふうに考えております。

いよいよ知事選のスタートまで、本日を含め

残すところ79日となりました。知事におかれま

しては、県政トップとしての公務をこなしなが

ら、選挙に向けた体制づくりに奔走され、さら

に、先日発覚した政治資金問題の対応と、なか

なか落ち着かない時間を過ごされているのでは

ないかと想像いたします。地元紙、宮崎日日新

聞では、「政治と県民をつなぐ」と銘打った知

事選企画もスタートいたしました。県民の間に

なかなか浸透しない地方自治の実像、存在感の

薄い政治リーダーのあり方などを問う大型企画

ではないかと、今後の紙面展開にも期待をする

ところです。

さて、この企画の中で、県知事選への関心が

低い層の意見として、「誰が知事になっても変

わらない」「知事がどんな人で、宮崎にどんな

影響を与えているのかわからない」との意見が

披露されています。また、若い世代へのアンケ

ートからは、知事に人柄とリーダーシップとい

う資質を強く求めていることが浮き彫りになっ

ています。この企画等を読まれて、知事もさま

ざまな御感想を持たれたのではないかというふ

うに思いますけれども、ぜひこの機会に、１期

４年を振り返り、県政運営に関してみずからが

果たされた役割と、そして今の宮崎に必要なリ

ーダーのあり方についての御所見をお伺いいた

します。

また、両副知事にも、それぞれ御就任以降、

宮崎県としては初めての副知事２人制の中で、

河野知事を支えてこられた取り組みについて、

それぞれのお立場からの総括をお伺いいたしま

す。

本来であれば、壇上の質問はここまでとする

予定でしたが、先週末以降、どうしても理解に

苦しむ事態を県内の街角で見かけます。細かい

通告はしておりませんが、知事に確認をさせて

いただきたいと思います。

先週の県議会代表質問終了直後から、宮崎市

平成26年９月16日(火)
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内では、知事の名前と顔写真が現職の衆議院議

員と並んだ自民党演説会の告知ポスターを見か

けるようになりました。この手の告知ポスター

は、政治活動にかかわる者の間では、２連ポス

ターと呼ばれるものです。通常、選挙に出馬表

明している場合、選挙予定日から６カ月を切る

と、外向きのポスター掲示はできません。ただ

し、政党活動に限って、演説会の告知等であれ

ば、厳密なルールの範囲で外向きのポスター掲

示ができるというものです。通常は、国政選挙

や地方選において、政党所属の議員や候補予定

者が行う活動というのが一般的であると私は認

識しています。

今回、私は、このポスターに強い違和感を覚

えました。政治活動の自由は担保されるべき重

要な原則ですので、知事選に当たって推薦を決

めた自民党の皆さんが、知事と街頭演説を行お

うという自由民主党の政治活動については、何

も申すことはございません。しかし、知事は、

昨年の出馬表明以降、一党一派に偏ることな

く、広く知事の政治手法、そして政策的方向性

の理解を広げるとの姿勢で、さまざまな経済団

体や労働団体、また、前回は求めなかった各政

党への推薦要請なども行ってきたのではなかっ

たでしょうか。まさか現職の衆議院議員が、知

事サイドの許可も得ずに、勝手に演説会の告知

ポスターを展開するということはないと考えま

す。

先日の代表質問では、自民党県議団の登壇者

から、「自民党の推薦を得たのだから、自民党

の重要理念には十分な理解を」という趣旨の発

言がありました。また、自民党公認での知事選

出馬を促される場面もありました。政権与党の

自民党としっかりとした関係を築くことは、客

観的に考えて、現職知事の判断として決して間

違っているとは思いません。しかし、知事がこ

れまで繰り返してきた幅広い理解と支援という

のは、言葉遊びでしかなかったのでしょうか。

この際、はっきりとお伺いいたします。まさ

かとは思いますが、河野知事は自民党からの推

薦を得るに当たり、自民党籍を取得されたこと

がないのか。また、12月の選挙に向けて、各党

への推薦願を提出された意味は、目的は何だっ

たのか。さらに、今回指摘したポスターに掲示

があるとおり、知事選終了後の12月27日午後３

時から、宮崎市の山形屋前交差点において、自

民党第１区総支部が主催する演説会に弁士とし

て登壇されるのか、明快な御答弁をいただきた

いと思います。

以上で壇上からの質問を終え、残余の質問は

自席から行います。御答弁のほどよろしくお願

いいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

まず、１期目４年間の県政運営に係る自己分

析と、今の宮崎に必要なリーダーについてであ

ります。この４年間を振り返りますと、任期前

半は、口蹄疫からの再生・復興に全力を傾け、

宮崎牛の日本一２連覇など、復興に一定の道筋

をつけたところであります。任期後半となる昨

年度からは、復興から新たな成長へと軸足を移

し、フードビジネスの推進や東アジア市場開拓

などの成長産業の育成加速化に加えまして、ド

クターヘリやドクターカーの導入、また、日南

病院における地域総合医育成サテライトセンタ

ーの開設など地域医療体制の充実、さらには、

悲願の東九州自動車道延岡―宮崎間の開通な

ど、今後の発展の芽を育てることができたので

はないかと自負しております。

こうした新たな飛躍のときを迎えようとして
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いる今の宮崎でありますが、一方で、本格的な

人口減少社会の到来による地域活力や生産力の

低下、また、地域間競争や国際競争の激化な

ど、本県を取り巻く環境は厳しさを増している

ものと考えております。このような中で、本県

をさらなる前進へと導くリーダーには、将来を

見通した明確なビジョンを示す構想力と、その

ための道筋を示し、確実に実行していく実行力

が求められているものと考えております。今後

とも、これまでの実績を踏まえ、将来の確かな

見通しを持って果敢に決断し、強いリーダー

シップを持って県政運営に当たってまいりたい

と考えております。

次に、政党への推薦願などについてでありま

す。まず、私は、自民党籍は取得しておりませ

ん。また、私は、基本的な政治姿勢として、対

話と協働を掲げております。県民の皆様、また

市町村、経済団体などと、いろいろな形で連携

を図ることとしております。このため現在、各

政党に推薦をお願いしております。また、12月

の演説会につきましては、自由民主党から弁士

として登壇の依頼を受けているところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

○副知事（稲用博美君）〔登壇〕 お答えいた

します。

副知事を拝命して１年半がたちましたけれど

も、私に課せられた役割の一つは、知事が県民

との対話、そして国等への要望活動、さらには

国内外でのトップセールスなど、存分に行動で

きるように、内務をしっかりと取りまとめるこ

とだというふうに思っています。この点に関し

ましては、先ほど知事が述べられましたよう

に、一定の成果につながっているということ

で、それなりに役割は果たしたのではないかと

いうふうに思っているところです。しかしなが

ら、もう一つの役割であります、県議会、市町

村、関係団体との意思疎通、意見交換など、調

整力を図っていくということに関しましては、

まだまだ十分ではないというふうに思っている

ところです。残りの期間、知事が脇を固め、県

議会を初め、市町村、関係団体、そして県職員

と一枚岩となって宮崎の新時代を築いていく、

その補佐役としての務めをしっかりと果たして

まいりたいというふうに考えています。以上で

ございます。〔降壇〕

○副知事（内田欽也君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国とのパイプ役やインフラ整備の推進などの

役割を果たすため、これまで自分の経験や人脈

などを生かしながら、全力で取り組んでまいり

ました。その中で、延岡―宮崎間が１本の高速

道路でつながるなど、高速道路網の整備促進や

入札契約制度の改善、また、知事からの指示を

受け、東京オリンピック・パラリンピック大会

に向けた宮崎ならではのおもてなしのあり方を

テーマとして、庁内で政策論議を行い、新たな

プロジェクトが始まるなど、一定の成果を出す

ことができたものと考えております。さらに、

対話と協働という知事の方針のもと、できるだ

け現場に足を運び、農業や商工業、建設業な

ど、さまざまな分野の方々との意見交換にも努

めてきたところであり、その場でお聞きした意

見なども踏まえ、産業の振興にもさらに力を注

いでまいります。今後とも、県職員とともに、

宮崎のポテンシャルを生かした政策立案や地方

の声を反映させた国への政策提言を行ってまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○渡辺 創議員 御答弁ありがとうございまし

た。この件については、今、知事、副知事に御
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答弁いただいた内容で、これ以上の質問はいた

しません。

次に移りますが、知事選に向けましては、

今、出馬表明されているお二人のほかに、東国

原前知事の名前も取り沙汰されております。果

たして、それがちまたのうわさ話なのか、本当

に立候補されるお考えがあるのか、現時点では

わかりません。しかし、ある種の待望論やその

動静が新聞でも報道されるような状況にありま

す。今回の政治資金の提供問題でも、河野知事

が前回選挙の際に、東国原氏サイドから支援者

を紹介されていたということが明らかになった

わけですが、もし仮に東国原氏が出馬されたと

すれば、一般的には東国原氏の後継と理解され

てきた河野知事と争うということになります。

素直に考えれば、託したはずの河野県政に何ら

かの不満があるからということになるのでしょ

うか。いずれにせよ、県民にとっては、県民の

選択は戸惑いを伴ったものになるかもしれませ

ん。このような状況だからこそ、改めて東国原

前県政の総括が必要ではないかというふうに考

えます。河野知事も、副知事という重要な役割

を果たしてこられたお立場ではありますけれど

も、ぜひ、この件につきまして、改めて知事の

御認識をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 前県政におきまして

は、官製談合事件で生じた県政への信頼回復が

課題となる状況の中で、本県や県産品のＰＲと

いう意味で、成果を上げたものというふうに考

えておるところでございます。一方で、県政運

営や施策の実施に当たりましては、国や市町

村、また関係団体の皆様との関係において、多

少なりとも距離感があり、宮崎全体としてしっ

かりまとまって進んでいく、そのような体制と

いうものに乏しかったのではないか、そのよう

な点に課題があったのではないかというふうに

受けとめておるところであります。

○渡辺 創議員 以前に質問したときよりも明

快なお答えが今いただけたのかなと思っており

ますが、３年前の６月議会一般質問で、私は、

県庁内に設置されていました東国原前知事の人

形やパネルを「精神的依存の象徴ではないか」

というふうに指摘させていただいて、撤去を提

案いたしました。その際に、やりとりの中で、

知事はみずからの県政の位置づけを「東国原県

政の発展的継承」と位置づけられたというふう

に私は記憶しております。今、総括の御答弁も

ありましたけれども、３年半がたった今の時点

でも、東国原県政の発展的継承という位置づけ

は変わらないというふうにお考えになっている

のか、それとも新しい考え方の軸をお持ちに

なっているのか、お考えをお伺いしたいと思い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 就任直後のさまざまな

表現はあったかというふうに思っております

が、基本的な私の政治信条、考え方といいます

のは、前県政を含め、これまでの脈々とつなが

れてきた県政というものを受けとめるというこ

とであります。その長年にわたる県政の取り組

みをしっかりと引き継ぎ、一方で見直すべきと

ころは見直し、そして県民の力を結集して真に

豊かな宮崎を築いてまいりたい、そのような考

えでございます。昨年、置県130年を迎えたとき

におきましても、長きにわたる先人の努力に感

謝の思いを持ち、しっかりと受けとめ、そし

て、それをさらによいものにして将来に託して

いくんだ、その役割を果たしていくというのが

私の基本的な考えでございます。

○渡辺 創議員 御答弁ありがとうございまし

た。東国原前知事の動向を含め、はっきりとし
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ない状況のもとで、お答えづらいことをお伺い

したということは、私もしっかりと自覚してい

るところです。しかし、県知事選を控えて、宮

崎県のこれからを問うという非常に大事な時期

を迎えていると思います。ぜひ河野知事には、

河野俊嗣、河野県政という軸を、旗をしっかり

とこの宮崎に立てる、そういう意識で、みずか

らの姿勢を県民の皆様にわかりやすくお示しい

ただきたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

それでは、テーマを観光振興に移します。

県は、アジア戦略の鍵となる香港との定期路

線開設やＭＩＣＥの積極的誘致など、観光宮崎

の再建に向けた取り組みを進めていますが、観

光宮崎の復活にかける知事の思いをお伺いした

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 観光というものは、宿

泊や飲食業を初め、交通運輸、農林水産業な

ど、多岐にわたる裾野の広い産業であるという

ふうに認識しております。本格的な人口減少・

高齢化社会を迎えまして、とりわけ成長が著し

い東アジアなどの活力を取り込むことは、本県

経済の活性化を図る上で、極めて重要だと考え

ております。このため、新たに観光振興条例の

制定に取り組みますとともに、アジアのハブ空

港と結ぶ国際定期便の充実・強化や、大型クル

ーズ船の受け入れ環境の整備などに取り組んで

いるところであります。また、2020年東京オリ

ンピック・パラリンピックの開催は、国の訪日

外国人旅行者の倍増に向けた取り組みととも

に、本県の「食」、また歴史・文化などの魅力

を世界に発信する絶好の機会になるのではない

かと受けとめております。

本県でも、「みやざき東京オリンピック・パ

ラリンピックおもてなしプロジェクト」をスタ

ートさせまして、スポーツランドみやざきの推

進やＭＩＣＥの誘致強化、観光資源のより一層

の磨き上げに取り組み、世界に誇れる「日本一

のおもてなし」を構築したいと考えておりま

す。また、こうした取り組みを、官民が緊密に

連携し、「オールみやざき」の体制で推進して

いくことが最も重要であるというふうに考えて

おりまして、観光振興を、本県の未来、また発

展を築く上での重要な施策の一つの柱として推

進してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 観光宮崎の復活の一つの鍵

が、国際会議や企業等のインセンティブ旅行、

展示会など大規模な集客が見込めるイベントの

誘致、つまりＭＩＣＥの誘致ということになる

かと思います。国も観光立国実現の柱の一つと

いうふうに位置づけておりますけれども、一方

で、ＭＩＣＥに積極的な姿勢を示している自治

体というのは非常に多いわけで、まさに地域間

競争も厳しさを増すはずです。そこで、ＭＩＣ

Ｅをめぐる環境をいかに認識しているのか。ま

た、県としての今後の取り組みを商工観光労働

部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） ＭＩＣＥ

は、一般的な観光に比べ経済効果が大きく、ビ

ジネス機会の創出や都市ブランド力の向上にも

つながることから、国においては、観光立国実

現に向けた主要な柱の一つとして位置づけてい

るところであります。また、国際会議の開催件

数も、今後、拡大を続けると見込まれておりま

すことから、各地で次々に受け入れ施設の整備

が進められるなど、誘致競争が激しくなってお

ります。このため、県といたしましては、今年

度、ＭＩＣＥ誘致を重点施策に位置づけ、誘致

の主体となるみやざき観光コンベンション協会

に専任の職員を配置しますとともに、事務所を
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９月１日に関係団体が入居しているＫＩＴＥＮ

ビルへ移転することにより、これまで以上に、

官民協働での誘致促進や受け入れ環境の充実・

強化を図ったところであります。

また、昨年度は、延べ約２万人が参加した日

本消化器外科学会が開催されるなど、これまで

の豊富な受け入れ実績や会議場及びホテルが一

体的に整備された受け入れ施設、ゴルフや風光

明媚な観光地など、充実したアフターコンベン

ションメニュー等の優位性を十分に生かし、Ｍ

ＩＣＥの誘致促進に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

○渡辺 創議員 先日、県は、2016年の先進国

首脳会談（サミット）の閣僚会合の誘致に取り

組むことを表明されました。東京オリンピック

を前に、宮崎の全体的な知名度を上げるととも

に、ＭＩＣＥ推進の立場で見ても、国際会議都

市としての都市価値を高めるという狙いがある

のではないかというふうに想像しますけれど

も、基本的な考え方を総合政策部長にお伺いし

ます。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 2016年日本

開催予定の主要国首脳会議でございますけれど

も、最も注目度の高い国際会議でございまし

て、それに合わせて開催される閣僚会合も、本

県の魅力を国内外に発信していく絶好の機会と

して、また、今後のＭＩＣＥ誘致に向けての大

きなステップになるものと考えております。ま

た、今回の誘致活動は、今後の本県の海外戦略

上、極めて重要となる外国人へのおもてなし環

境の充実へとつながっていくものとも期待して

いるところでございます。

なお、報道によりますと、これまで正式に誘

致表明を行った自治体は、かなりの数に上るよ

うでございまして、厳しい競争になるものと思

われますが、2000年宮崎外相会合の成功という

大きな実績、また宮崎ならではの歴史・文化・

自然など、魅力と強みを生かし、本県での開催

の実現に向けて、関係団体とも連携して取り組

んでまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 そのＭＩＣＥ推進の観点とも

密接にかかわるのが、統合型リゾート（ＩＲ）

の問題だと思います。報道等によれば、現在、

国会では推進法案が審議されておりまして、秋

の臨時国会で可決する可能性もあるというふう

に伝えられております。仮に成立し、最短のス

ケジュールで進めば、2016年度にも区域選定が

スタートする可能性もあるということのようで

すが、県でもこれまでに、知事、副知事を含め

職員の方々が、シンガポールや韓国、マカオな

どに視察に行かれております。これまで県議会

の中でもさまざまな議論があったところです

が、この機会に改めて、特にカジノの問題につ

いて、そのメリット・デメリットについて、知

事の認識をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今の御質問のカジノに

ついてでございますが、ことし６月の国会審議

などでも、さまざまなメリット・デメリット、

議論がなされておるところでございます。メ

リットにつきましては、施設整備に伴う建設需

要、雇用創出、国内外の観光客の増加による経

済効果、カジノ収益による財政改善が期待され

ているということでございます。また、デメ

リットにつきましては、ギャンブル依存症、治

安維持、青少年の健全育成、マネーロンダリン

グのおそれなどとされているところでありま

す。

○渡辺 創議員 知事に確認をさせていただき

たいと思いますけれども、これまでの議会答弁

の中で、知事は「前向きに検討する」という答
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弁を繰り返していらっしゃるかと思いますが、

では、今御指摘にもあったようなリスクが仮に

なくなれば、もしくは想定できる一定程度の範

囲におさまるという判断ができる状況になれ

ば、河野知事はカジノが今後の宮崎に必要と判

断しているというふうに受けとめてもよろしい

のでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） ＩＲにつきましては、

今答弁しましたように、治安、依存症対策な

ど、さまざまな課題があるものと認識してお

り、今後、健全性・安全性の確保や地方財政に

配慮した制度設計等がなされるのかということ

について、引き続き、関心を持って情報収集に

努めてまいりたいと考えておるところでござい

ます。まずは、これらの諸課題に対する十分な

解決策が講じられることが、本県におけるＩＲ

実現に向けて必要な条件であるというふうに考

えておるところでございますが、それだけを

もって十分であるということにはならないと考

えております。まずは、そこが必要な前提であ

ろうかと考えております。

○渡辺 創議員 なかなか質問の趣旨として

は、はっきりとしたお答えということにはなら

ないかと思いますが、いろいろと御検討いただ

いて、知事のお考えについては、一定程度理解

ができたところかというふうに思います。

私は、個人的には全くギャンブルに興味があ

りませんが、この間、ＩＲについて、多少なり

勉強させていただいてきました。その中で、ど

うしてもカジノだけに耳目が集まりますけれど

も、ＩＲの本来の狙いというのは、さまざまな

観光資源、むしろ集客資源と言ってもいいかも

しれませんが、それを多分野にわたって用意す

ることによって、いかに集客の効果を上げ、経

済効果を高めようとするかというところにある

んだろうと思います。カジノは、その中のさま

ざまな集客資源の一つだということではないか

と整理をしているところです。

そのことも踏まえた上で、仮に宮崎で実現可

能なイメージを具体化させると、私は、そのイ

メージというのは、かなり限られたものになる

のではないかというふうに思うところです。具

体的に言えば、ラスベガスやマカオのような街

ごとがカジノ都市というような都市の構成とい

うのは考えることができないというのが宮崎の

現状です。本県で考えられるのは、大規模投資

を伴う都市型のカジノではなくて、既存施設を

活用した、いわゆる地方型のカジノではないか

と思います。そうなれば施設規模も当然限られ

ますし、そのカジノ一つで宮崎の経済構造を根

本から変える規模にはならないというふうに私

は思いますけれども、今述べました考え方につ

いて、知事の所見をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ＩＲにつきましては、

まさに御指摘のとおりでございまして、統合型

リゾートと言われるように、どうしてもカジノ

だけに注目が集まるわけでございますが、それ

も含めたさまざまな魅力というものを提供する

統合的なリゾートであるということでございま

す。ラスベガス、マカオ、さまざまあるわけで

ありますが、各地における統合型リゾートのあ

り方として、カジノの収益とそれ以外の収益が

それぞれの地域によってかなり違う、また、都

市型、地方型、さまざまなパターンがあるとい

うことであろうかというふうに思います。現

在、秋の臨時国会での審議が始まるという状況

の中で、想定されております大規模な投資を伴

う都市型以外に、既存施設を生かした、地方で

も実現可能なものがあるのかということについ

て、注視しておるところでございます。
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○渡辺 創議員 私は、カジノ問題は、とても

難しい判断を伴うことになるというふうに思い

ます。効果云々の議論の前に、絶対に推進すべ

きだというお考えの方もいらっしゃると思いま

すし、絶対に反対という、両極のお考えの方が

必ずいらっしゃる問題だと思います。そして、

多数の県民は、その具体像が抱けずにいるとい

うのが実際の姿ではないかというふうに私は感

じています。

仮に既存施設の活用となれば、唯一想定され

るリゾート施設は、私の地元であります宮崎市

の東大宮地区の近くにございます。東大宮地区

では、その施設へのアクセス道路が縦に横に伸

びているという環境に私は暮らしています。そ

んな地元で私はよく、「カジノができれば、ニ

シタチがにぎやかになるのか」とか「カジノが

できれば、その周辺にも客が流れるのか」とい

うことを聞かれます。もちろん結果、宮崎の経

済が膨らめば、回り回ってニシタチがにぎやか

になることはあるかもしれませんけれども、カ

ジノを目的にした観光客の方が、ニシタチに飲

みに出たり食事に出かけるということは余りな

いのかなというのが、少し勉強させていただい

た中での実感です。

こういう現状もあるところです。だからこ

そ、この問題は、知事が今述べられてきたよう

なお考えがあるのであれば、できるだけ具体的

な知事のイメージや県のイメージを県民に早く

丁寧に伝えて、選択の材料をきちんと提供して

いくということが必要だと思います。そうでな

ければ、カジノをめぐって、県民の意識分断で

あったり意識対立を生むことになるのではない

かというふうに危惧しているところです。

もちろん法案の行方や事業者の経営判断の問

題など、自治体としての対応が非常に難しい、

長崎との違いもその辺にあるようですけれど

も、難しさがあるのはよくわかります。しか

し、知事は２期目への挑戦を明言されているわ

けで、先ほど述べられたように、早ければ2016

年度に区域認定が始まるかもしれないというス

ケジュールがあるわけですから、行政という立

場では限界があったとしても、県のリーダーた

る政治家としての姿勢の示し方には、少し質の

違うものがあるのではないかというふうに思っ

ております。推進したいのか、したくないの

か、また必要だと考えているなら、そのイメー

ジを、抽象論でなく、できるだけ具体的に県民

に示す努力をしていただきたいと思います。私

は、今回の知事選においても、この問題が大き

なテーマの一つになるのではないかと思ってお

りますので、再度知事のお考えをお伺いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） カジノの議論、これま

でもさまざまございました。議論していて非常

に難しいのは、具体的な制度設計がこれからだ

ということでございます。先ほど申し上げまし

たように、メリット・デメリット、それぞれい

ろいろ挙げられている中で、どちらをどう重視

するかによって、今の段階で賛成だ、反対だと

いうような議論になってしまうわけであります

が、私が注目するのは、海外におきまして、さ

まざまな工夫を凝らしながら運営されていると

いう実例があるわけでありまして、日本におき

ましても、そういうさまざまな懸念材料に対し

て、しっかりとした制度設計がなされれば、一

つの可能性があるのではないかという受けとめ

のもとに、しっかりと国会審議の状況、さらに

今後の制度設計の行方というものに関心を持っ

ているところであります。私としましては、引

き続き、民間における統合型リゾート研究会な
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ど関係者との連携を図りながら、しっかりとし

た情報収集、また、本県における可能性等につ

いて、しっかりとした議論を積み重ね、そし

て、必要な段階に応じて、県民の皆様にもしっ

かりとした説明等をしてまいりたいと、そのよ

うに考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

テーマを変えます。続いて、道交法の変更に

よりまして、９月１日から導入が始まりました

環状交差点、いわゆるラウンドアバウトについ

てお伺いいたします。

先日、公明党の新見議員からも質問がありま

した。県内でも１カ所、導入に向けた検討が行

われているということでしたけれども、改め

て、導入する上でのメリットと、いかなる交通

環境であれば導入が可能か、県警本部長にお伺

いいたします。

○警察本部長（坂口拓也君） 環状交差点は、

その形状から、右折車と直進車の事故がなくな

るとともに、必然的に車の速度も低下しますこ

とから、交通事故の抑止が期待されます。ま

た、信号機がありませんので、停電の影響も受

けず、災害に強いという利点もあります。一

方、導入に適した交通環境につきましては、国

土交通省によりますと、通行部分が１車線であ

ること、１日当たりの交通量が１万台以下であ

ることなどが望ましいと示されておりますこと

から、警察としましても、これらの基準を踏ま

え、道路管理者と連携を図ってまいりたいと考

えております。

○渡辺 創議員 ９月３日に上京した際に、空

き時間を利用して、国内では最初に導入された

一つであります東京都多摩市桜ヶ丘の環状交差

点を見てまいりました。京王線の聖蹟桜ヶ丘駅

から路線バスで10分、多摩ニュータウンの一角

として開かれた丘陵地の住宅街の中心にあっ

て、交番や郵便局、幾つかの商店や老人施設な

どが面した、地域の中心的な場所という印象で

した。そこのロータリーなんですが、各方面か

ら５本の路地が交差点につながってきていて、

今回の環状交差点化に合わせて、以前は優先道

路だった通行帯も全て一時停止がかかるように

なっていまして、交差点に侵入する速度は明ら

かに低下する。歩行者にとっても非常に安全だ

という印象を受けました。

また、新たな標識やゼブラゾーンを設けたこ

とによって、誤って右折する車も大幅に減少し

ているというふうに、そこに面したところに

あった交番のお巡りさんが丁寧に御説明してい

ただいたところでした。大きなトラブルもない

ということであれば、ぜひ、県内でも適地があ

る場合には、十分な検討を行っていただきたい

というふうに思っております。

続けて、県土整備部長に、今度は道路管理者

の立場で、県管理道路での検討状況、また県内

市町村での動きについてお伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 環状交差

点、いわゆるラウンドアバウトにつきまして、

県が管理する道路においては、現段階では導入

を計画している交差点はありませんが、市町村

の動きとして、宮崎市におきまして、先月、学

識経験者と、国や県など行政機関による研究会

を設置し、ラウンドアバウトに関する研究を始

めたところであります。県といたしましては、

今後の国の動向や導入した他県の状況等を注視

しながら、警察など関係機関と十分連携を図っ

てまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今度は、まちづくりという観

点で考えた場合に、ラウンドアバウトの効果や

活用法についてどのようにお考えか、県土整備
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部長にお伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 国が設置し

たラウンドアバウト検討委員会の報告によりま

すと、想定される効果としまして、車両や歩行

者の交通の安全性向上のほか、ＣＯ２排出量の削

減や地域の交通の静穏化など、さまざまな効果

が示されているところでございます。特に、駅

前広場や大規模住宅地の入り口部に設置するこ

とによりまして、地域のシンボルやランドマー

クとして景観形成に寄与することから、まちづ

くりにもつながるものと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

テーマを都市間協力のあり方に移したいとい

うふうに思います。

これまで、さまざまな機会に、県としての広

報戦略、ＰＲのあり方、課題についての質問を

してまいりました。今回も少し、頭の体操も含

めて、新しいＰＲのあり方について議論させて

いただきたいと思います。今回お話しするＰＲ

のあり方については、県のイメージのＰＲだけ

にとどまらず、観光、物産、木材の消費拡大や

修学旅行誘致、企業誘致、移住など、総合的な

ＰＲの話と御理解いただければと思います。ま

ずは、県も、首都圏や関西圏など国内の人口集

中地、大消費地に向けてのＰＲに熱心に取り組

んでいると理解をしますが、その現状と課題に

ついて、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 首都圏、

関西圏におきましては、平成20年度より、さま

ざまな民間企業との協働により、宮崎の魅力を

総合的かつ多面的に長期間プロモーションする

「みやざきweeeek!!」を実施しているところで

あります。昨年度は、首都圏では、東京駅周辺

エリアのレストラン街で、本県の食材を使った

レストランフェアを約１カ月間、大規模に実施

したのを初め、計100社との協働で県産品や観光

のＰＲを行いました。また、関西圏では、大阪

駅前に新たにオープンした商業施設「グランフ

ロント大阪」との協働により、約１カ月間、完

熟キンカンや神楽の魅力を伝えるフェアを開催

するなど、計58社との協働で宮崎の魅力を発信

しました。

これまでの取り組みを通じまして、協働する

企業数が年々増加するとともに、県産品の継続

的な取引につながるなど、目に見える成果も上

がっておりますが、一方で、各県がさまざまな

プロモーション活動を行う中で、マスメディア

への露出が十分でなく、さらなる本県の認知度

向上が必要であるなどの課題も認識していると

ころであります。

○渡辺 創議員 各自治体が首都圏や関西圏

で、そういう大きな市場でみずからのＰＲに取

り組んでいるわけですから、その中でひときわ

光って効果を上げるというのは、大変難しい作

業だというふうに思います。そんな中、奮闘さ

れている職員の皆様には、心から敬意を表する

ところです。ＰＲの浸透には、やはりきっかけ

づくりというのが一番大事だというふうに思い

ます。その意味で、前知事の時代は、タレント

としての知名度が功を奏したというのは間違い

ありません。しかし、その手法は使えない今、

大事なのは、いかにほかの都市と違うきっかけ

づくりをするかということだろうと思います。

そこで、私は、特定都市との関係を強化する

ことによって、その糸口を得ることができない

だろうかというふうに考えます。ここで提案し

ているのは、姉妹都市とか、そういう制度的な

裏打ちがきちんとあるものではなくて、もっと

やわらかいものでいいというふうに思っていま

す。要は、宮崎県と○○市は仲のいい友達なん
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だという印象を持たせるための関係性をつくれ

ばいいというふうに考えているんです。

例えば、日本で一番大きな基礎自治体であり

ます横浜市と宮崎県がきずなを持つことができ

れば、首都圏の入り口として、360万人の市民を

ターゲットにすることができます。もちろんそ

の縁故を見つけるのが一番難しい作業であるわ

けですが、例えば、宮崎県の第13代知事とし

て、県内の鉄道整備に尽力し、西都原古墳群で

日本初の学究的発掘調査を行った有吉忠一さん

は、その後、横浜市長に就任されて、関東大震

災で大きな被害を受けた横浜の再建に力を注い

だ方です。有吉さんのなさったことですが、山

下公園は、関東大震災のときの瓦れきを持って

いく場所がなくて、それを埋めることでつくっ

た。こういう縁故もあるところです。

話を本題に戻しますが、県のＰＲは、広く薄

くも大事ですけれども、突破口の確保という意

味では、同時に深く濃くという対応も必要と思

います。こういう特定都市との協力関係を強化

していく手法について、商工観光労働部長のお

考えをお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 特定の都

市との関係性を築いてＰＲを集中的に行う手法

につきましては、双方の強みを生かし、相乗効

果が期待されるのであれば、プロモーション手

法の一つとして考えられると思います。例え

ば、10月から関西とのカーフェリー航路の就航

地が神戸港に変更されることになっており、神

戸市との間では、既に双方向で観光プロモー

ションを行うなどしております。今後、「みや

ざきweeeek!!」を初め、さまざまなプロモー

ションを展開する中で、さらに、どのような連

携ができるのか模索してまいりたいと考えてお

ります。

○渡辺 創議員 今、部長の御答弁にも、「双

方の強みを生かし、相乗効果が期待されるので

あれば」というふうにありました。もちろん、

こういう関係というのは、ウイン・ウインが一

番望ましいというのは事実です。しかし、宮崎

県は、厳しい競争環境に置かれていて、売り込

みを一生懸命かけたいというほうなわけですか

ら、仮に相手にメリットが明確になかったとし

ても、「私たちはあなたの街に魅力を感じてい

ます。ぜひ親しいお友達になってください」と

いうぐらいの熱意を持って、押しかけ続けるぐ

らいの図太さも必要なのではないかというふう

に感じるところです。

県のＰＲとして大きな注目を集めた、ＡＫ

Ｂ48の「恋するフォーチュンクッキー」神奈川

県バージョンという動画がありました。これに

たくましく食らいついた県があります。北陸新

幹線の開業を控えて、一生懸命、首都圏への攻

勢をかけている富山県です。京浜工業地帯の父

と呼ばれる浅野総一郎さんが富山県の出身だっ

たということだけの縁故で、富山県がつくった

同じＰＲビデオの富山県バージョンには、神奈

川県の黒岩知事が出演されて、一緒にアピール

をされています。結果、富山県バージョンのＰ

Ｒビデオは、閲覧数67万という大きな効果を上

げていると思います。間違いなく、成功者とし

ての神奈川県に富山県が抱き着いた成果だと思

います。こういうたくましさを我々も持ちたい

というふうに思うところです。

先ほども述べましたように、きっかけづくり

が一番難しいことですし、それを切り開いてい

くには、トップ同士の関係でドアを開いていく

ということもあるかと思います。知事も、総務

省出身者同士の関係でも、東京大学同窓生の関

係でも、子育て知事同盟の関係でも、何の縁故
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でも結構ですので、ぜひそういうきっかけづく

りにも臨んでいただきたいというふうに思いま

すし、それがある意味では本当のトップセール

スではないかというふうにも思います。るる申

し述べてまいりましたけれども、知事のお考え

をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 興味深い御指摘を伺っ

ておったところでございます。これまで本県の

プロモーションは、先ほど説明しましたような

企業との連携とか、また本県ゆかりの著名人に

着目したプロモーション、いろいろしてきたわ

けでありますが、そういう特定の都市との連携

を深めることによる相乗効果を図る、大変有益

な取り組みであろうかというふうに思っており

ます。これまでは、名前が似ている、またカツ

オの水揚げ等を通じての縁で、宮城県と宮宮コ

ンビというような取り組みをしてきたところで

ございますが、さまざまなきっかけをつくって

ウイン・ウインの関係を築くことは、御指摘の

とおり大変重要なことであろうかというふうに

考えております。今後とも、さまざまなトップ

セールスをする中で、さまざまなキーパーソン

との人間関係をつくっていく、さらには、知事

同士の子育て同盟ですとかふるさと知事ネット

ワーク、いろんなつながりがありますので、そ

れを最大限活用していくという発想の中で、ま

たプロモーションにも工夫を凝らしてまいりた

い、そのように考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。まさ

に、こういうさまざまな縁故を見つけてのきっ

かけづくりというのは、実はそれぞれの分野

で、職員の皆さん、幹部の皆さんも、既に一生

懸命取り組んでいることだろうというふうに思

います。ただ、今回の提案は、その関係性をぜ

ひ、形にして見せるということで、新しい効果

を生むことができないかという意味での提案で

すので、ひとつ御検討いただければというふう

に思うところです。

それでは、次のテーマに移ります。県立図書

館の資料購入費の問題についてお伺いいたしま

す。

８月後半に、県立図書館の資料購入費が昨年

の３分の２程度、1,430万円削減されて約2,870

万円になった、それで、有識者の皆さんから県

立図書館のあり方が問われているというような

趣旨の報道がありました。減額に至った経緯に

ついて、教育長にお伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県立図書館の資料整

備費についてのお尋ねでありますが、県民の皆

様へのサービスのため、図書など必要な資料を

収集し、その充実を図ることは、県立図書館の

役割の根幹でありますので、資料整備費につい

て、これまでずっと必要な予算の確保に努めて

きたところであります。しかしながら、本年度

は、サービスのかなめであるシステム改修に費

用を要するなど、図書館運営上の課題により優

先的に対応することが必要であったために、図

書館全体の予算を見直す必要があり、図書館の

資料整備費も減額せざるを得なかったという状

況によるものであります。

○渡辺 創議員 今、十分な水準ではないとい

う趣旨の発言もあったかと思いますけれども、

今回、担当者の方ともいろいろお話をさせてい

ただきましたが、決して担当課が図書館への興

味がないとか、そういうことではないというふ

うに思っております。苦渋の判断の中で、今年

度のような状況に至ったということだと理解を

しておりますけれども、今の水準が十分である

のかどうかということを、まず教育長にお伺い

したいというふうに思います。
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○教育長（飛田 洋君） 県立図書館は、必要

な資料や情報を収集し、県民の皆様へそれらを

提供する機能に加え、県民の皆様の課題解決の

ためのお手伝いをさせていただく役割も担って

おり、常日ごろから、その機能やサービスの充

実を図っていく必要があると考えております。

十分だったのかというお話でございますが、今

年度の図書館の予算につきましては、全体予算

の調整の中で措置をしたものであり、その予

算、資料整備費につきましても、どれぐらいが

適切かというのは、いろんな議論があることは

十分踏まえております。知っておりますが、全

体の中でやむを得ない措置であったと考えてお

ります。今後、予算の見直し等を十分丁寧に行

いながら、県立図書館が担う役割をしっかりと

果たし、情報提供機能やサービスの充実が図ら

れるよう努めてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 このテーマでは最後にします

けれども、本当に苦しい状況の中で、今回のよ

うな選択に至ったということだと思います。こ

れからの鍵は、一旦、今年度下がった資料整備

費をいかにして回復していくのかというところ

にあるのかというふうに思いますが、教育長の

お考えをお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 県立図書館は、県民

の皆様の課題解決の支援をする「知の拠点」と

なる中核施設であるとともに、県内市町村の図

書館のフロントランナーとしての役割や使命も

持っておりまして、その役割等も大変大きいも

のがあると考えております。そのため、資料の

充実は極めて大切でありますし、県民の皆様が

必要とされる資料を探す手助けをする図書館職

員の資質向上にも一層取り組んでいく必要があ

ると考えております。また、さまざまな資料を

県民の皆様全体が共有し利用できるよう、県内

外の図書館と連携しながら、サービスの充実を

図っていくことも重要であると考えておりま

す。これらのことについて、図書館の職員は精

いっぱい努めてくれてはおりますが、その活動

の最も基盤となるものが資料整備費であり、そ

の確保に努めながら、今後とも、県立図書館が

「人づくりと地域づくり」に貢献できますよう

取り組んでまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。ぜ

ひ、そのような取り組みを心からお願い申し上

げたいと思います。

続いて、獣医師確保についてお伺いいたしま

す。

先日、自民党の宮原議員からも同趣旨の質問

がございました。口蹄疫の経験なども含めて、

畜産県である宮崎県としては、産業動物を取り

扱う獣医師の確保は、非常に重要な問題だとい

うふうに思っております。しかし、いろいろ伺

うところによりますと、最近は小動物の獣医師

さんを目指す傾向が非常に強いというふうに聞

いております。県職員獣医師や民間獣医師も含

めた産業動物獣医師の確保に向けた県の考え方

を、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県は全国有

数の畜産県でありまして、産業動物獣医師の果

たす役割は非常に重要でございます。しかしな

がら、全国の獣医系大学の定員が930名と少ない

中で、卒業生の約２割しか県や農業団体等に就

職しないなど、産業動物獣医師の確保は厳しい

状況にございます。このため県では、修学資金

の給付や積極的なインターンシップの受け入れ

等を行いますとともに、全国の獣医系大学での

出前講座や、高校生を対象とした獣医師の職業

紹介など、学生に産業動物分野への関心を持た

せる取り組みも実施しているところでありま
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す。今後とも、国に対しまして、獣医系大学の

定員増を要望してまいりますとともに、本県畜

産の健全な発展のために、獣医師の確保に努め

てまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 続けて、総務部長にお伺いし

ますが、現在、獣医師の養成機関は、医師と同

じ６年制というふうになっています。県職員獣

医師の処遇について、医師や行政職職員との比

較の上で、どのような形になっているか、御説

明いただきたいと思います。

○総務部長（成合 修君） 県職員には、それ

ぞれの職種によって異なる給料表が適用されま

す。具体的には、獣医師の場合、薬剤師や栄養

士など医療技術者に適用される「医療職給料表

（二）」が、医師は「医療職給料表（一）」

が、一般の事務職員は「行政職給料表」が適用

されます。この給料表に基づきまして、初任給

の月額につきましては、獣医師の場合、20万800

円、医師の場合、27万8,500円、大卒の事務職員

の場合、17万2,200円となります。なお、県で採

用している全ての職種のうち、獣医師と医師に

限り、採用困難な職種として初任給調整手当が

支給されておりますが、その額は、獣医師の場

合、月額で最高３万円、医師の場合、月額で最

高約37万円となります。

○渡辺 創議員 引き続き、総務部長にお伺い

します。県職員獣医師の年齢構成を確認する

と、50代への偏在があるようですが、今後の見

通しと確保についての考え方をお伺いいたしま

す。

○総務部長（成合 修君） 県職員の獣医師に

つきましては、平成26年４月１日現在で165名と

なっております。また、今後10年間の定年退職

者数は52名と見込まれ、加えて、家畜防疫体制

の強化を図るために、平成23年度から20名程度

の増員を計画しておりますことから、獣医師の

確保は大きな課題であると認識しております。

このような中、現在、関係部局と連携を図りな

がら、その確保に向けて、さまざまな取り組み

を進めているところでございますが、特に、採

用試験につきましては、宮崎市と東京都に加

え、新たに平成25年度から北海道での試験を実

施し、また、獣医師免許の取得者を対象に、随

時、試験を実施するなど、受験者に配慮して柔

軟に対応しているところであります。今後と

も、関係部局と十分連携しながら、業務に必要

な獣医師が確保できるよう、積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今、御答弁いただきました

が、まずは獣医師の確保ということが一番難し

い課題となっているようです。県の取り組み

も、現時点では順調に進んでいるようですが、

今後、まだ残されている課題も数多くあるとい

う状況のようですので、引き続きの取り組みを

お願いいたします。

この項目に関しては最後の質問といたします

が、今後の処遇見直しのあり方について、現時

点でのお考えを総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 県職員獣医師の処

遇につきましては、平成23年度から、先ほど申

し上げましたように、獣医師に対して、新規採

用の日から最高３万円、最長15年間支給する初

任給調整手当を新たに導入したほか、平成24年

度には、初任給の引き上げを行ったところであ

ります。獣医師の確保が全国的な課題となって

いる中、必要な人材を確保するためには、給与

面はもとより、さまざまな面からの取り組みが

必要であると考えておりまして、今後とも、国

や各県の状況も踏まえながら、適切に対応して

まいりたいと考えております。
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○渡辺 創議員 ありがとうございました。引

き続きの取り組みをよろしくお願いいたしま

す。

項目としては最後のテーマといたします。今

月１日の防災の日に、宮崎市内の若手歯科医

―歯医者さんたちですね―の有志のグルー

プが、宮崎県にゆかりのある覆面プロレスラー

「スーパータイガー」とともに、災害時の高齢

者の口腔ケアの必要性をアピールしたいという

ことで、知事を表敬訪問しました。その際に、

義歯用―入れ歯ですね―のブラシなど3,000

セットを寄贈したところです。テレビニュース

や新聞でも扱われましたので、御記憶にある方

もいらっしゃるかもしれません。当日は知事に

も御対応いただきまして、ありがとうございま

した。心から感謝いたします。私も会の趣旨に

賛同して、少しお手伝いをしておりますけれど

も、今までにも２月議会で、県としての高齢者

の災害時の口腔ケアの必要性を質問いたしまし

た。そして、さらに、備蓄を行うことの必要性

も質問したところですが、その後の検討状況に

ついてどのようになっているか、危機管理統括

監にお伺いしたいと思います。

○危機管理統括監（金丸政保君） 災害に備え

まして、県では現在、食料や水、衣類、衛生用

品などを備蓄しておりますが、その種類や数量

などにつきましては、他県における災害の経験

や専門の方々の御意見を踏まえながら、今後も

引き続き研究をして、充実していく必要がある

と考えております。御提言のありました、災害

時における高齢者の口腔ケアにつきましては、

誤嚥性肺炎等の感染症から命を守る対策の一つ

でありますので、現在、口腔ケア用品の備蓄に

つきまして、具体的に検討しているところでご

ざいます。

○渡辺 創議員 予定していた質問は全て終わ

りました。今回の質問、冒頭で申し上げました

ように、12月に控えた県知事選を前に、今の県

政の課題となっていることのポイントを、でき

るだけわかりやすく県民の皆さんに理解してい

ただいて、これからの宮崎の将来を選択してい

くわけですので、今できる限りの情報提供で

あったり、県の今後の具体的イメージを丁寧に

伝えていくという機会にならなければならない

というふうに思っています。12月に知事選を迎

えるわけですので、今後も河野知事には、ぜひ

そういう姿勢で県民への御説明をお願いしたい

というふうに思います。12月の知事選に向けま

して、ぜひその姿勢を明確にしていただきたい

ということを心からお願い申し上げまして、質

問を終わります。どうもありがとうございまし

た。（拍手）

○押川修一郎副議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 昨日、広島

カープがエース前田で勝ちました。相手チーム

はもう忘れましたが、首位と４ゲーム差であり

ます。このまま勝ち進んで、ぜひ優勝してほし

いものであります。というのも、８月に広島県

で、大災害、土砂災害がありまして、多くの方

が亡くなり、多くの方が被害を受けました。今

なお苦しんでいらっしゃる方のために、広島に

勝っていただいて、あしたに生きる元気、そし

て勇気を与えていただきたいものであります。

我が会派、県民連合宮崎も、広島頑張れ、カー

プ一色でございます。どうか皆様方の広島カー

プへの応援をよろしくお願いいたします。

それでは、早速、知事の政治姿勢から質問し

てまいります。

アベノミクス、成長戦略は、大都市東京、一

部の大企業、富裕層がもうかる仕組みをつくっ
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ただけではないかと思います。一方で、地方は

どうなっているのでしょうか。本県の基幹産業

である農林水産業や中小企業においては、飼料

や原材料、燃油等を海外に依存しており、急激

な円安で価格が高騰し、コスト高が続いていま

す。その円安がさらに続いていることは御承知

のとおりであります。景気の鍵を握る消費にお

いても、勤労者の実質賃金は下がっており、県

民所得もいまだ全国平均の８割にとどまるな

ど、県内経済の浮揚は先行き不透明な状況にあ

ります。

このような中、安倍改造内閣は、人口減対策

や地方経済の活性化を進める地方創生を改造内

閣の最大の課題としました。元気で豊かな地方

再生をどうやり遂げていくのか。地方創生を担

当する石破大臣は、「まず地方に働き場所をど

うつくるのか。農林水産業、観光、６次産業化

の事業でネタはいっぱいある」と語られまし

た。この地方創生が具体的にどんな手法で実行

されるのかを期待するところではありますが、

まず、おくれている本県インフラ整備を加速さ

せることがあると思います。そして、雇用を生

む施策を実行するための財源を地方へしっかり

担保することが重要と思われます。地方創生、

本県にとってどんな手だてが必要なのか、何を

求めるのか、知事に見解を求めます。

以下は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まち・ひと・しごと創生本部の具体的な業務

の枠組みや詳細などはまだ明らかになっており

ませんが、設立の目的におきまして、各地域が

その特徴を生かして、自律的で持続的な社会の

創生を目指すとされておりますことから、地方

からは、人口減少問題の克服や地域経済の活性

化につながる具体的な取り組みを提案していく

ことが求められているものと考えております。

本県の実情を踏まえた提案・要望につきまして

は、今後取りまとめてまいりますが、御指摘の

ありました雇用の場の確保、また交通ネットワ

ークの充実は、人口減少社会にありまして大変

重要な観点であると考えております。

一方で、すぐれた子育て環境や生活環境と

いった本県の優位性や人口減少・地域活性化に

対するこれまでの取り組み、また成功事例な

ど、積極的に発信していくことも非常に重要で

あると考えております。できれば、私自身、直

接石破大臣を初め創生本部の担当者に要望なり

提案をしてまいりたいというふうに考えており

ますが、現場の声をまち・ひと・しごと創生本

部にしっかりと届け、財源の確保も含め、地方

がそれぞれの特徴を生かした政策に取り組める

仕組みの構築を求めていくことによりまして、

創生本部の設置を本県の課題克服の追い風に結

びつけてまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○髙橋 透議員 国は地方の意見をしっかり聞

いて、地方はしっかり地方の提案をしていく、

そのことが大事だというふうに思っておりま

す。

成長戦略は失敗だったと言う識者もいます。

成長戦略が行き詰まったら地方創生、ごまかし

がうまいと元閣僚の寸評を新聞で昨日見ました

が、いずれにしましても、これまでのひもつ

き、省庁縦割り、こういったお金を地方に回す

手法は雇用を生まないということであります。

先週の12日に第１回の会合があったようです

が、そのときに安倍首相も表明されています。

市町村の創意工夫に直接お金が回る仕組みに改
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めていく、このことを私たちはしっかり押さえ

ておく必要があると思います。

そこで、2050年には人口が9,700万人まで落ち

込むわけですが、三大都市圏以外では、人口30

万人以上の都市圏、現在の61カ所が、３分の２

の43カ所に縮小すると予測されています。そこ

で、国土交通省は、2050年を見据えた国づくり

の指針となる「国土のグランドデザイン2050」

を発表しました。国交省は、都市圏の目安を30

万人としております。都市間を結ぶ交通機関を

充実させて、都市同士のネットワークを強化す

る必要があると提言しています。また、出生率

の大変低い東京への人口流出が全体の人口減少

を加速させていることから、観光の振興などで

地方の雇用をふやして、東京一極集中に歯どめ

をかけるべきとしております。私も総論賛成で

あります。そこで、「国土のグランドデザイ

ン2050」についての知事の所感を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 「国土のグランドデザ

イン2050」でありますが、人口減少、少子化、

高齢化の進展や、巨大災害の切迫、インフラの

老朽化などの課題を背景としまして、今後の国

土づくりの理念や考え方を示すために、国土交

通省が本年７月に策定したものということでご

ざいます。その基本理念としましては、「多様

性と連携」が掲げられまして、小さな拠点とな

る中心的な集落、地方都市圏、大都市圏をネッ

トワークで結びまして、人・モノ・情報が活発

に交流することで、国土全体が活性化する「対

流促進型国土」の形成を目指しておるところで

あります。また、その基本戦略の中身を見てい

ますと、「国土の細胞としての「小さな拠点」

の構築」というものを初め、「国の光を観せる

観光立国の実現」、また「田舎ぐらしの促進に

よる地方への人の流れの創出」「子供から高齢

者まで生き生きと暮らせるコミュニティの再構

築」といった、東京一極集中からの脱却や地方

圏の活性化に配慮したものも見受けられるとこ

ろであります。

私は、グランドデザインの理念であります

「多様性」というものが、地方の豊かな自然や

文化に根差したものであると考えております。

これからの国土づくりに当たっては、そういう

地方の実態を踏まえること、また地方を大切に

守り育てていくこと、そのような観点が大変重

要であろうと考えております。人口減少対策と

地方創生につきましては、国を挙げて取り組ま

なければならない非常に重要な構造的な課題で

ありまして、日本の衰退にもつながりかねない

待ったなしの課題であるという受けとめでござ

います。国においては、危機感を持って取り組

んでいただきたいというふうに考えております

し、県としましても、創生本部への提案を初

め、さまざまな機会を捉えて、積極的に国へ働

きかけてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 地方の実態をしっかり踏まえ

るということが大事、そのとおりだと思いま

す。ただ、国土交通省が作成されたデザインを

そっくり47都道府県に当てはめることは、

ちょっと私はいかがかなと思っているんです

ね。宮崎みたいなもともと小さな県、こういっ

たところは、例えば10万都市を基準としたコン

パクトシティーを目指すものでもあってほしい

かなと思うんですね。そういったところの考え

方は、知事、どうでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 選択と集中なり、めり

張りなり、そのような考え方というものも、一

つの重要な視点になろうかというふうに考えて

おります。「スーパー・メガリージョン」、そ

のような構想もあるわけであります。リニア中
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央新幹線で東京、名古屋、大阪の三大都市圏を

結んでいくということで、大変大きな構想であ

るなという受けとめをしておるところでござい

ますが、国際的な競争力を高める、三大都市圏

以外にもその効果を発揮させよう、拡大しよ

う、そういう考えというふうに受けとめておる

ところでございます。いずれにしましても、都

市圏と地方圏がその特性を生かしながら交流

し、新たな価値を生み出していくこと、それが

今後の地方の活性化にも非常に重要な視点にな

ろうかというふうに考えております。

○髙橋 透議員 ちょっと私、次の質問のとこ

ろまで何か入り込んでされたような気がしたん

ですが、９月１日に佐賀市で開催されました九

州・沖縄未来創造会議というのがありまして、

そこで、今、知事がおっしゃった「スーパー・

メガリージョン」、こういった説明がなされま

して、三大都市、東京、名古屋、大阪を１時間

で結ぶ構想なんですよね。私これを聞いて、

びっくりしたといいますか、ある意味で落胆し

た面もあったんですよ。一極集中はだめだけど

三極集中はいいのか、そういう皮肉った考えを

持ったんです。出生率の低い東京への人口流出

が、先ほど言いましたが、人口減少を加速させ

ているんですよということは、これは共有して

いますよね。そういう中で、「グランドデザイ

ン2050」にある「スーパー・メガリージョ

ン」、どうも私たちは、この構想はちょっと受

けとめにくいと思うんですね。先ほど言いまし

た、「グランドデザイン2050」がそっくり47都

道府県に当てはまりませんよと、鳥取、島根み

たいなところもあるんですよね。そうじゃなく

て、もっとちっちゃなコンパクトシティーもあ

るじゃないですかというところを知事にお伺い

したいんですが。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど選択と集中とい

うお話を申し上げましたが、国全体を見渡して

みますと、国際競争力を持ち、国全体の発展を

牽引する、そういう地域づくりということも大

変重要であろうかというふうに思いますし、都

市圏と地方圏の交流促進をすることにより、地

方圏も活力を生み出すこと、そういう国土づく

りというのも大変重要であろうかというふうに

考えております。「国土のグランドデザイ

ン2050」は、先ほど答弁しましたように、そう

いう形での地方に対する目配りもなされている

のではないかという受けとめをしておるところ

でございまして、日本全体の活性化のために

は、私どもの地方に対する必要な基盤整備とい

うものにもしっかりと力を入れていただきた

い、そのように考えております。

○髙橋 透議員 今、最後におっしゃいました

地方のさらなる基盤整備、ここを忘れてはいけ

ないということを押さえていただきたいと思っ

ています。ＪＲは６社ありますけれども、ＪＲ

東海、ドル箱の東海道新幹線がありますね。だ

から、北海道とか四国とか九州と違って、黒字

をかなり出しているんですよ。だから、国の支

援も受けなくて、９兆円もの事業をやるわけで

すよね。私たちは、民営化は一歩下がったにし

ても、分割はどうだったんですかねと。今さら

無理かもしれませんけれども、公共交通機関、

ＪＲ１社にしていただくと、九州にもいろんな

設備投資がやれるんじゃないかというふうに、

非常に今悔しい思いがあります。一方で、ＪＲ

東日本、大阪大学と協力して、新幹線時速400キ

ロの研究開発を今していますよね。何か2020年

代には商業化したいという記事を新聞で見まし

た。いろいろと矛盾したところがいっぱいあり

ますが、地方にしっかりと基盤整備がなされ
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る、そのことを強く求めていただきたいと思い

ます。

次に移ります。記紀編さん事業について質問

に入ります。宮崎空港ロビーに大きな懸垂幕が

掲げられて、アピールされております。ただ、

多くの議員もおっしゃっていますが、いま一つ

盛り上がりに欠けているなというふうに思いま

す。2020年東京オリンピック・パラリンピック

が開催されます。状況の変化もあります。戦略

の練り直しが必要ではないのか、知事の見解を

伺います。

○知事（河野俊嗣君） 記紀編さん記念事業で

あります。2020年までの９年間にわたる、長き

にわたる取り組みでありますが、これまでは、

その第１段階として「ふるさと宮崎の再認識」

ということをテーマとしまして、地域資源の掘

り起こし、そして改めて県民の知る機会・触れ

る機会を創出していくということ、さらには、

観光誘客につなげるためのプロモーションなど

に取り組んできたところであります。その結

果、県民向けの講座には多くの参加者をいただ

いておりますし、市町村や地域における取り組

みというものも徐々に活性化し、新たなイベン

トなども取り組まれているところでありまし

て、神話ゆかりの地を訪れる観光客がふえてい

るという声もいただくようになってまいったと

ころであります。一方で、議員御指摘のとお

り、東京オリンピック・パラリンピックや東九

州自動車道の一部開通など、状況も変化してお

ります。こうした新たな状況を追い風というふ

うに捉えまして、県内外への情報発信や観光誘

客にも生かしながら、「神話の源流・宮崎」と

してのブランドをさまざまな工夫を凝らして築

いてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 国においては国民文化祭の見

直しが行われているということを、さきの６月

議会で答弁があったわけですけれども、仮に廃

止となったときに、事業の最終年である2020年

が非常にしぼんでしまうわけですよ。東京五輪

の年でもありますから、なおさらだと思いま

す。国民文化祭にかわるイベントを県主催で行

うとか、2020年は宮崎県内が神楽一色に染ま

る、そんなイベントなんかを今から考えないと

いけないのかなということを思ったりするんで

すが、知事の考えを伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 国民文化祭のあり方、

開催地が決まらない年もあるというような状況

の中で、非常に今後を不安視されてきたところ

でありますが、国の有識者会議の検討結果がこ

とし９月になりまして明らかにされたところで

ありまして、「国民文化祭をこれからも継続的

に開催する必要がある」とし、また「従来の国

民文化祭とは異なる新たな形態による事業を企

画・実施することが適当である」とされたとこ

ろであります。文化庁としては、これを踏まえ

て、改めて開催希望調査を行っているところで

あります。

本県は、引き続きといいますか、既に2020年

に向けて手を挙げているところでありますが、

県といたしましては、今後、国民文化祭がどの

ような形態になるのか、情報収集に努めますと

ともに、2020年、まさに記紀編さん記念事業の

集大成の年でもあり、東京オリンピック・パラ

リンピックの開催年でもある。オリンピックに

おいては、スポーツ競技のみならず、文化プロ

グラムも大変重視されているということで、ま

た全世界の注目も集まる、非常に時宜を得たタ

イミングのよいものというふうに、まさに追い

風として受けとめることができるのではないか

と考えておるところでございます。神楽を初め
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とする本県のすぐれた伝統芸能などを国内外に

アピールできる絶好の機会ではないか。開会式

のセレモニーで天岩戸開きというようなモチー

フを活用してもらいたい、そのような要望もし

ておるところでございますが、本県ならではの

文化イベントの開催ということも考えながら、

しっかりとそれに向けた盛り上がり、また準備

というものをしてまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 わかりました。国民文化祭と

はまた異なる事業を検討、国もやるということ

ですから、ぜひその誘致にしっかり取り組んで

いただくことをお願いしておきます。

さきの６月議会で、我が会派の井上議員がフ

レーム切手について質問いたしましたが、その

後の検討状況について答弁をいただきたいと思

います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） フレーム

切手は、日本郵便株式会社の販売するオリジナ

ル切手商品で、企業の創立記念品や販売促進

グッズとして、また、地方自治体の記念事業や

観光ＰＲのためのアイテムとしても活用されて

いると伺っております。特に、地方自治体の場

合には、市制何十周年の節目やイベント開催に

合わせた記念アイテムなどとして活用されてい

る例が多いようであります。今後、東京オリン

ピック・パラリンピックや国民文化祭の動きな

ど、状況の変化を見きわめながら、節目となる

年の話題づくりの記念アイテムの一つとして、

引き続き、その活用を検討してまいりたいと考

えております。

○髙橋 透議員 何かの事業とタイアップして

というか、そういうお考えでしょうけれども、

市町村も含め県内外に出す公文書、記紀1300年

の記念切手を張る行為、確かに張る行為にコス

トはかなりかかると思いますが、県民の方々の

協力を得ながら、こういった切手を張ること

で、大変なＰＲになると私は思うんですね。あ

と５年半あります。これはできるだけ早いほう

がその効果を生むと私は思います。奈良、島根

におくれをとった分―スタートが肝心だった

というふうに言いますけれども―いいアイデ

アがあれば、ぜひ予算をつぎ込むべきだと思っ

ています。油切れになるとキーキー1300年にな

りますよ。わかりますよね。記紀1300年です。

よろしくお願いいたします。

ちょっと順番を変えて、教育問題から質問を

させていただきます。

私が中学１年だったときの担任は、毎日ホー

ムルームの最後にクラスで歌を歌わせました。

いわゆる合唱をさせました。教科としての音楽

というのは、少し軽く見られがちなんでしょう

けれども、教育的効果は大変大きいと私は思っ

ています。先生個人とか学校単体では、既にそ

ういった取り組みをされているところもあると

思います。音楽が児童生徒に一体感を持たせる

手段として、音楽をどう活用されているのか、

県内の状況を教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 学校における四季折

々の営みというのは、思わず心が和むような場

面があります。私も学校におったとき一番感じ

たのが、一つの例が、小学校もありますが、中

学校、高校では、文化祭のとき合唱コンクール

というのがほとんどの学校であります。音を重

ねるというよりか心を重ねていって、子供たち

がつくるハーモニー、あの響きを聞くたび鳥肌

が立つような感動をしたものであります。小学

校においても、そんな活動というのは大切にさ

れておりまして、朝の会、夕の会で、季節に応

じた歌を歌ったり、音楽の授業の成果を生かし



- 228 -

平成26年９月16日(火)

て、クラスの学級歌を子供たちがつくる活動な

どがなされておりまして、心を合わせ、子供た

ちが本当にそういうよさに浸っていると私は考

えております。

このような音楽を生かした取り組みは、心を

和ませ、生活に潤いを与えてくれるだけでな

く、子供たちがお互いのよさに気づいたり、達

成感を共有したりすることができ、望ましい人

間関係を形成する力を養う上で、大変有意義だ

と感じております。今後とも、心に届く音楽の

響きを一層学校に浸透させるように、指導に努

めてまいりたいと思います。少子化で教員採用

数が減っているんですが、ぜひ音楽の教師を採

りたいということで、今いろんな市町村教育委

員会と協力しながら、去年、ことしと採らせて

いただいている、来年も採っていきたい、ある

いは特別支援学校にも芸術枠を設けてやってい

きたいと考えているところです。

○髙橋 透議員 教育長は、現場にいらっしゃ

るときに、吹奏楽部の顧問をされたような話も

聞いたことがありますが、答弁の中で、音を合

わせる、心を重ねる、いい答弁ですね。ありが

とうございます。谷村新司さん、御存じだと思

うんですが、この方は、小さいころ、音楽の時

間が嫌いだったそうです。なぜかといいます

と、例えば、先生に「ドは何でドと言うのです

か」と聞いたところ、先生は「ドはドだったか

ら」としか答えてくれなくて、そこにちゃんと

理由があるでしょうと疑問を持たれていたよう

です。谷村さんは、2004年から上海音楽学院で

教壇に立たれていて、音楽の本質的なことを伝

えていらっしゃいます。例えば、ラの音は実は

特別な音、世界中の赤ん坊が生まれたときにオ

ギャーと泣く声が必ずラの音だそうです。そん

な授業をしていると、生徒の目がきらきらして

くるそうです。教育はなぜを解き明かす、本質

的なことを伝えることが大事だということで

す。それが子供たちの想像の翼を広げることに

なると思います。

運動会のシーズンですが、午後の競技が始ま

る前に、鼓笛隊の行進があったという話を議会

前に話しましたら、「宮崎じゃそんなことはせ

んよ」ということで渡辺幹事長が言っていまし

たけれども、私の母校である酒谷小学校では、

この10年ぐらい見ていないんですよ。小規模校

がゆえに鼓笛隊を編成する児童数が少ないとい

うこともあると思いますが、教育の機会均等、

こういった観点から見たときに、鼓笛隊が編成

できない小規模校ではどのような対応をしてい

るのか、教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 今お話を伺いなが

ら、いろんな場面を思い出したんですが、小規

模校で吹奏楽の顧問をしていました。そうする

と、なかなかそろわない。１人の生徒がサキソ

ホンを吹き出すと、その後にはトロンボーンの

子が重ねていく。そういうので、小さいながら

もアンサンブルの響きというのは、喜んで子供

たちがやっていたのを思い出しました。お尋ね

の小さい学校、生徒数が少ない学校での音楽活

動ですが、少人数での合奏、いわゆるアンサン

ブルをしたり、全校集会等において全員で合唱

したり、あるいは複数の学校が一緒に学習する

集合学習で合同演奏を行ったりするなど、さま

ざまな、多様な形態で表現する工夫がなされて

いるところであります。

○髙橋 透議員 複数の学校というのは、なか

なか物理的に厳しい面があると思います。例え

ば、音楽の時間に、地域の高齢者の方々も授業

を受けてもらって、一緒に歌を歌ってもらう、

楽器も演奏してもらう、そういうことをするこ
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とによって、高齢者の健康寿命も延びるんじゃ

ないかと私は思っていますので、こういったこ

とも方法論として検討されてはどうかと思いま

す。

ところで、卒業式に出席する機会もあるんで

すが、私どものころは、「仰げば尊し」とか

「蛍の光」とか「今日の日はさようなら」をよ

く歌った記憶があります。今は、中学、高校は

「旅立ちの日に」という歌を多く歌われている

ようです。「旅立ちの日に」をちょっと調べて

みましたら、1991年に埼玉県秩父市立影森中学

校の校長先生が作詞をして、音楽の先生が曲を

つけられたという歌であります。この校長先

生、いろいろ思いがあって―当時校長だった

小嶋先生という方ですが―荒れていた学校を

矯正するために、「歌声の響く学校」にするこ

とを目指し、合唱の機会をふやしました。最初

こそ生徒は抵抗しましたけれども、音楽科教諭

の坂本先生という方―作曲した人ですね―

とともに粘り強く努力を続けた結果、歌う楽し

さによって学校は明るくなったということであ

ります。その３年目に「旅立ちの日に」という

歌をつくられたようであります。

詞がいいですから、１番だけ読ませていただ

きます。「白い光の中に 山なみは萌えて 遥

かな空の果てまでも 君は飛び立つ 限りなく

青い空に 心ふるわせ 自由を駆ける鳥よ ふ

り返ることもせず 勇気を翼にこめて 希望の

風にのり このひろい大空に 夢をたくして」

という詞であります。非常に感動を覚える、涙

をいっぱいもらう卒業式を経験しております。

音楽のことは次の質問で最後にしますが、母校

を誇りに思う気持ち、生徒に一体感を持たせる

ものとして、それぞれの学校に校歌がありま

す。母校の校歌についてどのような思いがある

のか、私の高校の後輩と聞いております齊藤教

育委員長に伺います。

○教育委員長（齊藤和子君） 「黒潮遙かに響

み」で始まる私の母校、日南高等学校の校歌

は、最後に「日南 日南 日南エクセルショ

ー」と皆で高らかに声を合わせます。この「エ

クセルショー」という言葉は、アメリカの詩人

ロングフェローの詩の中で使われているもので

す。「より高く！向上しよう」という意味のラ

テン語ですが、校歌を歌うと、全員の思いが一

つになり、連帯感を強く感じていたことを思い

出します。現在、日南高等学校の校門には、こ

の「エクセルショー」の文字が刻まれた石碑が

建てられており、今、母校で勉学にいそしんで

いる後輩の皆さんが、この思いを引き継いでい

ただいていることを、大変うれしく頼もしく感

じております。また、同窓生に会ったときなど

も、この校歌の中の「エクセルショー」が、互

いに心に刻まれている言葉として口々に出てき

ます。このように、校歌は全ての人にとって、

懐かしき青春を思い出させ、ふるさとへの愛着

を強く感じさせてくれる心の原点だと感じてお

ります。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。ロー

カルな話をして申しわけなかったんですが、私

の母校の校歌は日本一だと私は自慢しておりま

す。いつかまた同窓会で歌いたいところです。

校歌というと、甲子園をイメージしますけれど

も、甲子園以外の県内のさまざまなスポーツ大

会、あるいは高校の文化祭、近々ございます

が、こういったところで頂点を勝ち取った学校

には、その学校の校歌を流してあげて、栄冠を

たたえてあげるのもいいかなというふうに思い

ますので、よろしくお願いいたします。

次に移ります。セクシャルハラスメントにつ
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いては、６月議会で、我が会派の井上議員から

切実な質問がなされたところであります。今回

は、公立学校におけるパワーハラスメント及び

セクシャルハラスメントについて伺います。ま

ず、相談窓口と相談実績について伺います。

○教育長（飛田 洋君） 公立学校におけるセ

クシャルハラスメント及びパワーハラスメント

の相談体制につきましては、学校においては、

管理職をハラスメント相談員とするほか、その

他の教職員から男女各１名、保護者の中から２

名を相談員に任命し、その氏名を教職員、保護

者、全ての児童生徒に周知いたしております。

また、県教育委員会におきましても、教職員

課、人事委員会事務局に加え、弁護士を外部の

相談窓口としてお願いするとともに、県立図書

館や県教育研修センター内に、退職教員等にお

願いして日常的に相談できる窓口を設けるな

ど、学校の内外において相談できる体制を整え

ているところであります。実績ですが、昨年度

から現在までの相談件数につきましては、セク

シャルハラスメントに関するものが、小中学校

で２件、県立学校で４件、パワーハラスメント

に関するものが、小中学校で３件、県立学校で

５件となっております。

○髙橋 透議員 人事委員会にも相談窓口があ

るというふうな今御答弁でしたが、人事委員会

にお尋ねしますけれども、相談実績はあるんで

しょうか。

○人事委員長（村社秀継君） 昨年度から現在

までの相談件数は６件でありますけれども、セ

クハラ、パワハラに関する相談はございません

でした。

○髙橋 透議員 人事委員会が悪いという意味

じゃないんですけれども、人事委員会と聞く

と、どうしても行きにくいというイメージをお

持ちだと思うんですよね。要は、相談者がその

窓口に行きやすい、間口を広げているか、ちゃ

んと知らせているか、そのことが大事なわけ

で、教師がより相談しやすい体制となるような

工夫をすべきだと思いますが、教育長へ再度お

尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） どの職場等でもハラ

スメントというのは許されないものですが、特

に学校は子供たちの学びの場というようなこと

から、ハラスメント防止に向け、いつでも誰で

も相談できる体制をつくることは、何より大切

であると考えております。そのため、従前のセ

クシャルハラスメント防止に加え、一昨年度に

は、パワーハラスメントの防止等に関する要綱

を定め、さきにも述べましたような学校内部の

体制の充実に努めるとともに、外部にも一つ

じゃなくて複数の窓口を設けるなど、誰もがよ

り相談しやすい多様な体制づくりを進めており

ます。今後も、これらの相談体制の周知や充

実、適切な運用に努め、学校におけるハラスメ

ントについて、より相談しやすい体制がとれる

よう努めてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 療養休暇者がふえていますよ

ね。休職者の半数以上は精神疾患というふうに

伺っております。特に県立学校は、17人中12人

が精神疾患のようですから、その理由の根底に

セクハラとかパワハラが潜んでいるんじゃない

かなというふうに私は思っているんですよ。だ

から、相談できていない方々がそのまま追い詰

められて病気になってしまう、そういうことも

考えられますので、早目の相談が問題解決につ

ながります。健康で働きやすい職場をつくるこ

とが大事ですから、苦情相談体制、職員団体の

代表とか、あるいは教職員ＯＢとか、そういっ

た方々も入れていきながら、窓口を工夫してい
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次に、福祉・医療対策について質問してまい

ります。

厚生労働省は、健康寿命を延ばす目的で、栄

養バランスなど一定基準を満たせば、コンビニ

とかスーパーあるいは宅配サービスなどの弁当

や惣菜を対象に、「健康な食事」の認証マーク

を来年４月から導入することとしております。

マークにつきましては、基準に合致していれば

任意で表示できる仕組みであります。第三者の

チェックはないと思われますが、果たして効果

があるのか、非常に疑問があるところでありま

す。コンビニ弁当の販売促進だというふうな疑

いも持つわけですが、「健康な食事」を表する

認証マーク、どのようにお考えなのか、福祉保

健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいまお話

にありましたように、国において、健康寿命の

延伸を実現する一つの方法として、コンビニな

どで販売されております一定の基準を満たした

調理済みの食品、いわゆるコンビニ弁当に、健

康に役立ちますというふうなマークをつけるこ

とで、健康や食事に関心のない人々にとっても

「健康な食事」を簡単に選べる、そういう仕組

みを考えておられるようでございます。しかし

ながら、この仕組みは、詳細が現在明らかに

なっておりませんし、「健康な食事」の基準の

客観性をどう確保するかなど、課題もあるよう

でございますので、引き続き、国の動向を注視

していく必要があると考えております。

○髙橋 透議員 今おっしゃいましたように、

客観性が欠けているわけですよね。言いました

ように、第三のチェックが今のところないとい

うことですから、非常に中身が疑わしいという

わけで、推移を見守らなくてはならんのでしょ

うけれども、例えば、県産品を物すごく取り入

れている弁当については、県独自の認証マーク

を与えてあげるとか、いろいろとあると思うん

です。そういったことをいろいろと対策をとっ

ていただくといいかなと思います。

健康寿命を延ばすためには、食事、運動が大

事なんですけれども、そのチェックですよね。

そのために特定健診を勧めているわけですが、

なかなか受診率が上がりません。本県ではどの

ような取り組みを行っていらっしゃるのか、福

祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 特定健診の受

診率向上を図るために、市町村では、住民への

広報はもちろんですが、未受診者への電話案

内、あるいは個別に自宅を訪問する、あるいは

集団検診とか休日に健診を行うなど、いろんな

工夫をされておりまして、県としては、これら

の取り組みを支援しているところでございま

す。また、25年度から、市町村国保、協会けん

ぽ及び県等が連携して組織しております宮崎県

保険者協議会において、ポスター、テレビＣ

Ｍ、新聞広告などにより、広く県民に対して、

特定健診の重要性を訴えるなど、広報啓発の強

化に取り組んでいるところであります。今後と

も、市町村、関係機関と連携を一層深めなが

ら、特定健診の受診率の向上に努めてまいりた

いと考えております。

○髙橋 透議員 よろしくお願いいたします。

次に、「子どもの貧困対策大綱」についてお

尋ねしてまいります。大綱を策定したこと自体

は大変いいことなんですが、要は中身でありま

して、ひとり親への手当て増額とか給付型の奨

学金は見送られました。給付型の奨学金という

のは世界の常識なんですけれども、残念であり

ます。国の策定しました「子どもの貧困対策大

平成26年９月16日(火)
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綱」は内容が不十分だと思いますが、大綱につ

いての所感を伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 先般、国が策

定した「子どもの貧困対策に関する大綱」にお

いて、子供の将来がその生まれ育った環境に

よって左右されることのない社会、また、貧困

が世代を超えて連鎖することのない社会を目指

すという崇高な理念、あるいは当面の重点施策

として、生活の支援、保護者に対する就労の支

援など、４つが示され、貧困対策を総合的に取

り組むとされたことは、大変意義があると考え

ております。一方で、大綱を具体的に見ます

と、新たな国の予算措置や数値目標が示されて

いないなど、不十分さを強く感じております。

○髙橋 透議員 県で何ができるのかというと

ころだと思うんですよ。家庭環境等の要因で、

学習面で非常に問題を抱える児童生徒も多くい

ると聞きます。そういったところの支援は取り

組めるというふうに私は思うんですよね。現

在、取り組んでいらっしゃる学校とか地域とか

多くあると思いますが、学習支援に対する県の

取り組みについてお伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 公教育の使命は何か

ということを考えたときに、家庭環境等の状況

にかかわらず、全ての児童生徒に対して教育の

機会を保障し、必要な学力を身につけさせるこ

とは、非常に重要なことであると認識いたして

おります。そのような課題意識を持って、県教

育委員会としてまずやっていることは、特に支

援が必要な学校に対して、学習指導等支援教員

を教職員定数に加えて配置いたしまして、児童

生徒に対する個別指導等の充実を図っておりま

す。また、ことしから始めたことなんですが、

基礎的・基本的な内容の確実な定着や学習習慣

の形成を図る指導のあり方について研究を進め

る指定校を設け、学習面で課題のある児童生徒

も含め、学力の底上げを図る取り組みを実践し

ております。

さらに、地域の子供を地域が協力して育てて

いるという制度であります学校支援地域本部事

業などにおいて、学校を支援するボランティア

が教育活動の支援を行っております。今後も、

このような取り組みを推進するために、必要な

予算を確保しながら、どの子供にも確かな学力

を身につけさせることができるよう取り組んで

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 先週、十屋議員が質問されま

したけれども、長期休業期間中における希望者

に対する学習等の機会の提供、小学校で57.7

％、中学校で92.5％実施されているということ

で、中学校は高いなと思ったんですが、要は、

そこに本来学習が必要な子が参加しているかど

うかなんですよね。そこのチェックが大事だと

私は思うんです。先ほど教育長がおっしゃいま

した、現在、地域でボランティアでやってい

らっしゃるそういうシステムとか、そこも本来

必要な子供たちが来ているのか、その調査も

やっていただきたい。福祉と教育がしっかり連

携して、動いて効果が生まれると思います。

次に、無縁社会のことで質問してまいります

が、20代に限らず、50代でも親の年金に依存し

て暮らしている人がいると報道されております

が、いずれ社会的コストを高める要因になると

いうふうに私は心配します。そしてまた、社会

の縁がなければ、今問題になっている孤独死、

ここの予備軍にもなるんじゃないかというふう

に非常に心配します。そこで、ニートの実態は

どのように把握されているのか。20代から50代

の無職者の人数についてお尋ねいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 無職者と定
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義した統計データはないところでございますけ

れども、参考となるデータといたしましては、

国勢調査の労働力に関するものがございます。

国勢調査では、労働力人口と非労働力人口とに

区分して集計しておりますけれども、平成22年

調査における非労働力人口のうち、家事をして

いる人及び学生を除いた20代から50代の人数

は、１万151人となっております。ちなみに、厚

生労働省では、15歳から34歳までの同じ範囲の

方々を若年無業者、いわゆるニートと位置づけ

ているところでございます。なお、このほか

に、労働力人口に含まれますけれども、求職活

動中である完全失業者の方が、20代から50代で

３万408人となっているところでございます。

○髙橋 透議員 今おっしゃいましたように、

職を求めていない方が１万人いるということで

すから、大変な数だと思うんですよね。こうい

う方々の実態をどのように把握して、どういっ

た支援をするのかが大事なわけであります。そ

こで、こういった若年無業者、いわゆるニート

への就労支援について、どう対応されているの

か伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 若年無業

者、いわゆるニート対策につきましては、国が

設置した地域若者サポートステーションにおい

て、働きたいけど、どうしたらよいのかわから

ないといった悩みに対する個別相談や、コミュ

ニケーション訓練、企業での就業体験など、就

労に向けた支援を行っております。また、県の

助成により、本人の心のケアを行う専門家の派

遣や、支援者である保護者や関係者に向けた自

立促進セミナーも開催しているところでありま

す。地域若者サポートステーションは、平成20

年度に宮崎市に設置されたところですが、昨年

度には延岡市、今年度には都城市と、県内３カ

所に拡充し、きめ細やかな支援体制となったこ

とや周知が進んだこと等により、相談件数、進

路決定数も年々伸びてきているところでありま

す。今後とも、教育機関、保健・福祉機関はも

とより、民間支援団体等とも、なお一層連携を

深め、若者の職業的自立の支援に取り組んでま

いりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ひきこもり対策、なかなか難

しい問題であります。ここでまた私は音楽を出

すわけですけれども、何か解決できるヒントが

ないものかということで、例えば、私はこう

いった話を聞きました。中学時代にひきこもり

だった子がいまして、ただ、高校に進学したと

きに合唱部に出合って、そこでのめり込んで、

あるとき地区の敬老会に行きましたら、その子

が出ているんですよ。お母さんが駆け寄ってこ

られて、涙目で私に語られたことを今でも思い

出します。

また、先日、たまたまＮＨＫを見ていました

ら、自閉症の森翔平君19歳、通称ＧＯＭＥＳＳ

（ゴメス）というふうに呼んでいるらしいです

けれども、ラップ―ラップはわかりますか。

レンジでチンのラップじゃありませんね。この

ＧＯＭＥＳＳさん、ラップで自身を表現して自

立されています。このように、音楽というの

は、非常に不思議な魅力を持っていると思いま

す。また、自閉症の方で、ダンスが物すごく得

意でうまい方もいるんですよね。才能はどこに

隠れているかわからない、そういったところだ

と思うんですよ。人間は皆、個性があって当然

なんですが、自閉症も個性の一つと考えてほし

いというふうに言われております。隠れている

能力を伸ばしてあげる、このことの対策につい

ては、教育とか社会とか、我々大人がそういう

環境をつくる努力をしなくちゃならないと思い
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ますので、再度言いますが、福祉と教育の連携

をよろしくお願い申し上げます。

次に、水産業振興対策に移ります。

冒頭、登壇して申し上げましたけれども、円

安で燃油高がとまりません。大変な高騰であり

ます。漁業者は厳しい経営が続いております。

そこで、26年度限りとされています国の漁業用

燃油緊急特別対策の延長がぜひ必要だと思うん

ですが、国に強く要望していくべきです。農政

水産部長の見解を求めます。

○農政水産部長（緒方文彦君） 燃油価格につ

きましては、上昇傾向にあり、高い水準で推移

している状況でございます。漁業につきまして

は、コストに占める燃油経費の割合が高く、中

でも、漁船規模の大きいカツオ・マグロ漁業で

は、燃油消費量が多いことから、極めて厳しい

経営状況となっております。このような状況の

中、昨年７月に創設されました、御質問の国の

漁業用燃油緊急特別対策事業は、漁業者負担を

軽減する対策として重要であると認識いたして

おります。このため、県といたしましては、さ

まざまな機会を捉え、特別対策の継続を国に対

して要望しているところでございます。

○髙橋 透議員 ぜひ要望をかなえていただき

たいと思います。平成19年から20年にかけて、

燃油というのは急激にぽんと上がったんですよ

ね。そこで、緊急対策として、今のセーフティ

ネットの事業がまず22年度から始まって、今、

特別対策になっていますよね。この仕組みとい

うのは、四半期ごとに平均価格を出して、それ

と過去７年間の上と下を引いた５年分の平均と

の差ですよね。ところが、今、燃油高、ずっと

高どまりじゃないですか。意味がなくなるんで

すよね。補填する差額が出てこないんですよ。

そういう意味では、中身を拡充する、そういっ

たことを国もやってもらわないと、漁業者はま

すます大変になってくるんですよ。例えば、Ａ

重油価格が100円を超えた分は真水をあげると

か、そんな大胆な補塡も今後は考えなくちゃい

けないと思いますが、県の考えを伺いたいと思

います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 漁業経営セー

フティネット構築事業につきましては、補塡基

準が高く、発動されにくい状況がありましたこ

とから、平成24年度に補塡基準が緩和され、一

定の効果があらわれております。しかしなが

ら、議員御指摘のとおり、今後とも、燃油価格

が高どまりすることとなれば、一層漁業経営が

厳しくなることが懸念されますことから、県と

いたしましては、引き続き、燃油価格の動向や

本県漁業の経営状況を注視しながら、国に対し

て、燃油対策の拡充を初め、経営安定対策の充

実を求めてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ぜひ補塡基準の見直しなどの

支援充実の要望を強くお願いいたします。

魚食普及の関係で少し質問します。これまで

の取り組み、いっぱいあったと思うんですが、

その成果、今後の対策について、答弁を求めま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県における

魚食普及でありますが、食育を目的といたしま

した料理教室や各種フェア等により、本県水産

物の認知度向上に努めているところでございま

す。また、消費者の購買機会の増大を図るた

め、料理店と連携した宮崎初かつおフェアや地

元水産物を提供する場の創設などにも取り組ん

でいるところでございます。その結果、宮崎初

かつおフェアへの参加料理店が約300店舗になる

とともに、漁協レストランに加えまして、各地

で新鮮な魚料理を提供する場が増加するなど、
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一定の成果が得られているものと考えておりま

す。県といたしましては、水産物の消費拡大の

ために、魚食普及に一層取り組みますととも

に、より消費者の視点を重視した商品づくり

や、観光客も含め、消費者と生産者を結びつけ

る的確な情報発信などに取り組んでまいりたい

と考えております。

○髙橋 透議員 和食ブームですよね。和食の

基本は魚だと私は思っています。今後増加が見

込まれる東南アジアからの誘客、ここも和食に

物すごく興味があって人気だというふうに伺っ

ていますから、需要拡大のチャンスと捉えて工

夫していただきたいと思います。

最後に、観光振興についてお尋ねしてまいり

ます。

今回の補正予算に、油津港に16万トン級に対

応した環境整備を行うための補正予算を提案さ

れておりますが、大型クルーズ船の誘致に向け

て、どのような展望を持っていらっしゃるの

か、知事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） 大型クルーズ船の誘致

につきましては、国におきましても、2020年に

「クルーズ100万人時代」の実現を目指すことに

しておるところでありまして、大型クルーズ船

の受け入れは、観光やショッピングなど、経済

効果が大変大きいことから、本県の地域経済の

活性化を図る上でも、大きな柱になる重要な取

り組みであると考えております。このため、大

型クルーズ船の誘致につきましては、クルーズ

需要が増大しております東アジアなどを中心

に、地元自治体や関係機関と連携し、積極的に

取り組んできておるところであります。また、

私自身も、大手のクルーズ船運航会社のキーパ

ーソンに直接油津港の改修などの受け入れ体制

強化を説明し、本県への寄港を強く働きかけて

いるところでございます。

これらの取り組みによりまして、来年９月に

は、アメリカのクルーズ船運航会社が、これま

でで最大となります９万トン級の大型クルーズ

船―定員が約2,000人になるわけでありますが

―を油津港に寄港させる予定となったところ

であります。私としましては、今後とも、地元

自治体等とも連携し、さらに大型のクルーズ船

の誘致活動を積極的に推進すること、さらに

は、その受け入れ体制、おもてなしの体制を整

えることも大変重要であろうかというふうに考

えておりますので、細島港とあわせて、本県を

南九州における大型クルーズの拠点として築い

てまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。９月

に９万トン級、2,000人の方が油津港に入るとい

うことで、大変ありがたいお話をお聞きしまし

た。行く行くは13万トン級あるいは16万トン級

のクルーズ船が必ず来るということになるはず

ですから、その受け入れ体制もおっしゃいまし

たけれども、13万トンクラスでバスが約100台近

く必要だというふうにお聞きしております。ま

た、大型クルーズ船に乗っていらっしゃるお客

さんの食事メニュー、ここも統一しないと、な

かなか受け入れが難しいような話もお聞きしま

す。例えば、串間とか都城をメーンにバス20台

は行きますということになったら、そこの20台

分は和食に統一しないといけないらしいです

ね。そういったいろんなこともあって、そうい

ういろんな連携が関係市町村と出てくると思う

んですよ。広域観光ルートの設定が必要になっ

てきますが、県はどのように対策をとるのか、

商工観光労働部長にお尋ねします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 16万トン

級の大型クルーズ船では、約4,000人規模のお客
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様を一度に受け入れることになりますので、御

指摘のとおり、貸し切りバスや昼食会場の確

保、新たな広域観光ルートの設定など、受け入

れ体制の整備を図ることが重要であると認識し

ております。また、大型クルーズ船の円滑な受

け入れとともに、歓迎イベントなどのおもてな

しによるお客様の満足度の向上が、その後の大

型クルーズ船の誘致につながるものと考えてお

ります。このため、県といたしましては、県や

地元自治体、関係事業者などで構成する地元受

入協議会を活用しながら、積極的に九州内のバ

ス会社や昼食会場となるホテル・飲食店等への

働きかけを行ってまいりたいと考えておりま

す。また、関係市町村と連携し、例えば、宮崎

自動車道や東九州自動車道を活用した新たな広

域観光ルートの設定やＷｉ―Ｆｉ環境の整備・

充実など、オールみやざきでの受け入れ体制の

整備に全力を期してまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 クルーズ船観光、行く行くは

県全体にその効果が広がることは間違いないと

思うんです。ぜひ全力で取り組んでいただきた

いと思います。

私も先月、南九州３県合同の観光振興議員連

盟で、マカオと香港を視察しました。このとき

に伺った話で、観光列車における関心が高いん

ですよ。しかも、観光列車の中で食事をする、

このことに物すごく興味を持っていらっしゃっ

て、例えば、肥薩おれんじ鉄道のおれんじ食

堂、大変人気らしいです。そこで、幸いにも私

の地元、ＪＲ日南線に「海幸山幸」が走ってい

ますが、この観光列車の車内で食事を提供する

などの新しい取り組みができないのかお尋ねい

たします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 観光列車

「海幸山幸」は、本県特産の飫肥杉を車内外に

ふんだんに使用した特別仕様の車両を用いてお

り、車両そのものに魅力がありますほか、日南

海岸を初めとする美しい景色、また紙芝居など

の車内イベントも楽しめますことから、昨年度

の年間平均乗車率が約80％になるなど、今のと

ころ、非常に好評であるというふうに伺ってお

ります。このような「海幸山幸」の魅力の一つ

に、飫肥や油津、南郷といった目的地での御当

地ならではの食事や観光を楽しめるということ

がありまして、地域経済にも貢献しているとこ

ろでございます。このようなことから、現在の

ところ、「海幸山幸」車内での食事の提供は考

えていないというふうに伺っているところでご

ざいます。一方で、観光列車は、在来線の活性

化にも大きな効果があると思われますので、県

といたしましては、多様化するニーズに対応し

たサービスの提供について、ＪＲ九州との意見

交換等を引き続き行ってまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 「海幸山幸」が走り出して５

年ですか、今答弁がありましたように、順調に

推移しているということでありますが、東アジ

アからの観光誘客を考えたときに、今、休日の

みの運行ですよね。それを平日もやる、そして

中身も充実する。５年たちましたから、ぜひ

「海幸山幸」の進化、ここをなし遂げていただ

きたいと思いますので、期待しております。

それと、この前、新聞でちらっと見ました。

外国人観光客が自分の国へ持ち帰る土産品への

消費税、免除措置が拡大されるようでありま

す。食品などの消耗品、１日１店舗につき5,000

円から50万円までは免除だそうです。香港の誘

客、たくさんのお土産を買って帰ります。本県

農産物とか土産品の磨き上げが必要であります
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から、ぜひしっかり取り組んでいただきたいと

思います。

最後も音楽で締めくくりたいと思います。中

島みゆきさんの曲に「糸」という歌があります

が、御存じでしょうか。「縦の糸はあなた 横

の糸は私 織りなす布はいつか誰かを暖めうる

かもしれない」という歌詞であります。つま

り、縦の糸が、知事を初めとする執行部であり

ます。横の糸が、我々県議会じゃないかと思い

ます。そして、織りなす布は、県民を温める、

安らぎを与えるものになると思います。知事に

おかれましては、情熱と真心を持って県政に取

り組んでいただきたい。県民の信頼を得て道は

拓けます。ちなみに、「情熱 真心 あすを拓

く」は私の来年のキャッチフレーズでありま

す。今後とも、我々県議会と真正面から向き

合って、縦の糸、横の糸を織りなして、幸せな

布、日本一のふるさと宮崎をつくっていこうで

はありませんか。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○押川修一郎副議長 以上で午前の質問は終わ

ります。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後１時０分開議

○押川修一郎副議長 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次は、岩下斌彦議員。

○岩下斌彦議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の岩下斌彦でございます。

今回も傍聴席には、大変お忙しい中、串間の

道を考える女性の会の方々においでいただきま

した。遠路ありがとうございます。女性の会の

皆さんはもとよりでございますが、その子供さ

ん、そしてお孫さんたちが地元でも安心して暮

らせることを願い、そして地域活性化のために

一生懸命活動されている方々でございます。

串間市は、同じ宮崎県でありながら、社会資

本の整備、とりわけ高速道路がなく、雇用の場

が少ないため、少子高齢化、過疎化は容赦なく

進んでおります。知事はおわかりのことと思い

ますが、全国に790の市があります。全国の市の

人口ランキングを見てみますと、串間市はそ

の790ある中で全国の773位でございます。人口

は８月１日現在で１万9,265人、下位から18位で

あります。地域間競争の時代と言われておりま

すが、ほかの市と同じ土俵に立つことができる

よう、社会資本の整備などで県の後押しをお願

いしたいと思っております。

ここでお断りをしておきますけれども、こう

いった悪条件ではございますが、串間市におき

ましては、商工会議所青年部の皆さん、そして

青年団、あるいはまちづくりを考える団体の皆

さんたちが、吉松邸というのがありますけれど

も、その整備などに対しましてアイデアを出し

合って、そして持ち寄って、いろいろ地域活性

化に一生懸命取り組んでおりまして、そういっ

た素直な一生懸命な姿を見るときに、大変心を

打たれるものでございます。

知事の政治姿勢については、後ほど質問をさ

せていただきます。

それでは、質問に入ります。国土交通省九州

地方整備局が５月28日、串間―日南―志布志間

の道路は全線バイパスとする決定が公表されま

した。小委員会では、日南―串間―志布志間に

５カ所のインターチェンジをつくる計画も認め

られております。整備局によりますと、宮崎県

側は日南市と串間市、鹿児島県側は志布志市の
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計３市に設置する予定であります。ことしの７

月18日には東九州道路建設促進地方大会が志布

志市で開催され、宮崎県からは河野知事、鹿児

島県側からは伊藤知事、大分県の広瀬知事が出

席をされました。こういった決起大会で３県の

知事が一緒になられるというのは、随分珍しい

ことではないかなというぐあいに思っておりま

す。また、国会議員で構成される高速道路建設

推進議員連盟の会長でございます衛藤征士郎先

生も出席をされまして、大きな盛り上がりを見

せ、大変心強く思うことでした。現在、ルート

案は公表されておりますが、早期実現化に向け

た取り組みを願っているところでございます。

東九州自動車道日南―串間―志布志間の早期事

業化に向けた知事の決意を伺います。

後の質問に関しましては、質問者席から行い

ます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

東九州自動車道の日南―串間―志布志間につ

いてであります。この区間につきましては、計

画段階評価が終了いたしまして、地元の声も踏

まえながら、ことし７月には全線バイパスとし

て整備する対応方針が決定されたところであり

ます。現在、国土交通省におきまして新規事業

化に向けた準備が進められております。今後、

場合によりましては都市計画手続が必要となり

ますが、その際には、県としましても総力を挙

げてスピードを持って対応する所存でありま

す。この道路の必要性については、もちろんこ

れまでも地域経済、観光、防災、命の道という

ことで言われておるところでございます。午前

中、油津港湾に大型クルーズ船という話がござ

いましたが、海外からのお客様が高速道路を利

用して、例えば都井岬であったり幸島であった

り、串間のさまざまな魅力を楽しんでいただく

ということも、今後大きな楽しみとなるわけで

ございます。

このような中、７月には志布志市において、

今御指摘がありましたように、大分、鹿児島の

知事も含めて３人の知事本人が出席をして、建

設促進協議会地方大会が開催されたところであ

りまして、沿線住民の皆さんの大変熱い思いと

いうものが感じられたところであり、私も早期

完成に向け強くアピールをさせていただきまし

た。東九州道の延岡―宮崎間の開通ということ

で決して一段落ということではない、まだまだ

ミッシングリンクの整備の必要性というものを

強く感じ、またそれをアピールしていきたい、

そのように考えておるところでございます。さ

らに11月には、東京でこの協議会が実施します

中央大会や中央提言におきまして、国や関係機

関などへ直接強く訴えてまいることとしており

ます。これまでもあらゆる機会を通じまして国

土交通省や本県選出の国会議員などへ働きかけ

を行っているところでありますが、今後とも私

が先頭に立って、鹿児島県とも十分な連携を図

り、県議会の皆様や沿線自治体、そしてさまざ

まな要望活動、また大会においてお力添えをい

ただいております道づくりを考える女性の会な

ど、県民の皆様と一丸となって、国に対し早期

事業化を一層強く要望してまいります。以上で

あります。〔降壇〕

○岩下斌彦議員 きょうおいでいただきました

道を考える女性の会の皆さん方でございます

が、本当に心待ちにいたしております。いろん

なイベントがある際、ＡＫＢ48の衣装をつけて

一生懸命盛り上げたり、地域の活性化につなげ

て努力をしていただいております。来月の10

月21日にも串間市文化会館で建設促進決起大会
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が予定されております。ぜひルート案が一日も

早く発表されますよう、どうぞよろしくお願い

申し上げます。

続きまして、高速道路清武南―北郷間であり

ますが、商工建設常任委員会の県南視察の折で

ございました。芳ノ元トンネルの視察を行いま

した。ところが、地下水、ガス、地すべりなど

の問題があって、なかなか進んでいないようで

ございます。清武南―北郷間の工事の進捗状況

と今後の見通しについて、県土整備部長に伺い

ます。

○県土整備部長（大田原宣治君） 東九州自動

車道清武南―北郷間につきましては、現在、国

におきまして整備が進められておりまして、ト

ンネル12カ所、橋梁14橋と構造物の多い区間で

あります。このうち、これまでにトンネル５カ

所、橋梁５橋が完成しており、ことしから新た

に、椿山トンネル、二之河内トンネル、寺山第

一トンネルの３カ所の工事に着手されたところ

です。また、地すべり等の発生により工事が中

断しておりました芳ノ元トンネルにおきまして

は、昨年１月から工事が再開され、トンネル本

坑の掘進長は８月末時点で約22％に達したとの

ことであります。当該区間の進捗としまして

は、用地取得はほぼ完了しまして、昨年度末で

の事業進捗率は約57％となっておりますが、開

通予定年度はまだ公表されていないところであ

ります。県としましては、北郷―日南間を含む

事業中区間の早期完成を、国に対して今後とも

強く要望してまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。

次に、徳重議員からも質問が以前ありました

けれども、都城志布志道路についてお尋ねいた

します。鹿児島県側を通ってみますと、橋梁が

立ち並んでおりまして、順調に進んでいるよう

な感じがいたしますが、宮崎県側の国直轄区間

がなかなか進んでいないようであります。都城

志布志道路の進捗状況について、県土整備部長

に伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 都城志布志

道路は、国、宮崎県、鹿児島県が連携しまして

整備を進めている、延長約44キロメートルの地

域高規格道路でありまして、施工区間の内訳と

しましては、国が13.4キロメートル、宮崎県

が8.6キロメートル、鹿児島県が約22キロメート

ルとなっております。これまでに、宮崎県側で

国、県合わせまして約5.1キロメートル、鹿児島

県側では約8.3キロメートルを完成供用している

ところであります。現在、宮崎県が施行してい

ます区間のうち、梅北工区につきましては、平

成29年度の供用を目標に道路改良工事などを実

施しているところでありまして、さらに、昨年

度事業着手しました金御岳工区につきまして

は、来月から用地取得に着手することとしてお

ります。また、国が施行しております区間のう

ち、南横市インターチェンジから平塚インター

チェンジ間につきましては、平成30年度の供用

を目標に橋梁工事などが実施されているところ

であります。県といたしましても、今後とも国

や鹿児島県と連携し、全線の早期完成に向け全

力で取り組んでまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございます。どう

ぞよろしくお願いを申し上げます。

先月でございますが、８月の２日間において

都井の火祭りが開催されております。初日

が4,000人、そしてまたその２日目でございます

が、7,000人のお客さんが都井岬に見えたという

ことでございます。中には外国の方々も随分多

かったというふうに聞いておりますが、何しろ

都井岬にはホテルがありません。民泊はありま
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すけれども。そういった中で4,000人、7,000

人、１万1,000人ものお客さんが見えるんですけ

れども、そのままほとんどが帰ってしまう。経

済効果がほとんどなく、大変残念に思うことで

ございます。そこで道路に関しての質問でござ

います。都井岬に通じる県道についてでござい

ますが、豪雨災害により路肩が崩れ、現在片側

通行しているようでございます。県道都井岬線

の災害復旧事業について、現在の進捗状況を県

土整備部長に伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県道都井岬

線は国道448号と都井岬を結ぶ路線であります

が、６月４日の集中豪雨によりまして、国道と

の分岐点から約1.7キロメートル地点で道路の路

側が約25メートルにわたって崩壊したところで

す。その後の降雨により被害が拡大するおそれ

が生じてきましたため、７月に土どめの応急工

事を行い、８月には国の災害査定を受けたとこ

ろです。現在、片側交互通行で御不便をかけて

おりますが、都井岬は県の重要な観光資源であ

りますことから、９月末には工事を発注し、早

期の復旧に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○岩下斌彦議員 ちょうど新婚ブームのとき、

昭和40年代でございますけれども、都井岬には

随分たくさんの新婚客がおいでになっていまし

た。我々独身で、その近辺を歩くと、かえって

こっちのほうが恥ずかしいような状況でござい

ました。それを懐かしんで、結婚して再度、以

前のままのイメージで楽しみに都井岬に来られ

る。ところが、今、都井岬の現状を見ると、本

当にがっかりして皆さん帰られるということで

ございます。いろいろ問題がありますけれど

も、どうぞ、知事を含め皆様方のいろんな取り

組み、御尽力をいただきたいというぐあいに

思っておるところでございます。

次に、串間の名所にもなっておりますけれど

も、干潟がありまして、その場所ではシオマネ

キが手を上げて招いております。そのシオマネ

キがすんでいるところの近くの道路についてで

あります。県道都井西方線の港地区で行われて

いる道路整備の進捗状況について、県土整備部

長に伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県道都井西

方線の港地区につきましては、道路の幅員が狭

く、通学路の要対策箇所となっておりますこと

から、歩行者等の安全を確保するため、城泉坊

橋から西側の約1.3キロメートル区間につきまし

て、今年度、新規に事業着手したところであり

ます。現在、測量、設計並びに地質調査を実施

しているところでありまして、今後、用地測量

などを順次進める予定としております。

○岩下斌彦議員 本当に、こうやって質問しな

がら、道路のこと、あの部分のことというぐあ

いに話をさせていただいておりますけれども、

社会資本の整備ということで、地域の皆様方の

声が聞こえてくるわけでございます。細かな現

場のことも尋ねておりますが、どうぞお許しを

いただきたいというぐあいに思っております。

次に、国道448号の名谷地区から石波地区間の

バイパス計画の進捗状況について、県土整備部

長に伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 国道448号の

名谷地区から石波地区間のバイパス計画につき

ましては、地質が脆弱でありますことや、想定

されるトンネル延長が長く大規模な事業となり

ますことから、これまで安全性や経済性などに

関して数々の調査・検討を行ってきたところで

あります。昨年度は測量やボーリング調査を実

施し、複数のルート比較案を作成したところで
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ありまして、今年度は、さらに詳細な地質調査

や地質の解析業務などを実施し、最適なルート

を選定することとしております。県としまして

は、今後の事業化に向けまして順次必要な調査

を進めてまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 この448号線にいたしましても

要望、陳情が幾度となく繰り返されております

が、ぜひとも早期事業化に向けて御尽力をいた

だきたいと願っております。

また、先日、北方南郷線を車で通ってみまし

た。大変幅員が狭くて、やっと私の車で通れる

か通れないかというような状況でございます。

大変危険ではないかというふうに感じたところ

でございますが、県道の北方南郷線の秋山地区

で行われている道路整備の状況について、県土

整備部長に伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県道北方南

郷線の秋山地区の未改良区間約1.6キロメートル

につきましては、秋山工区として整備を進めて

おりまして、これまでに約0.5キロメートルを部

分供用しているところであります。残る区間の

うち、串間側の約0.4キロメートルにつきまして

は、用地取得が完了したことから、今年度、道

路改良工事に着手することとしております。今

後とも引き続き、地元の御協力をいただきなが

ら、早期完成に向け取り組んでまいりたいと考

えております。

○岩下斌彦議員 次に、県内各地の市町村が管

理している道路のセンターライン、外側線の件

でございます。特に山間部において濃霧あるい

は夜間に走行する際、カーブのところほどセン

ターライン、外側線が消えており、方向を見失

うことがございます。大変危険で、交通安全上

からも早急に整備が必要であると思います。そ

こで県土整備部長にお尋ねをいたしますが、夜

間のカーブ地点の交通安全対策として、消えて

いる道路の区画線、センターライン、外側線の

整備は重要と思いますが、市町村への指導も含

めてどのように取り組むのか伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県管理道路

の区画線につきましては、日ごろから道路パト

ロールなどで状況を把握し、カーブ区間の危険

箇所やセンターラインなどを中心に、緊急性の

高いところから順次整備を進めておりまして、

昨年度は約500キロメートルの塗りかえを行って

おります。また、市町村に対しましても、これ

まで担当者会議などあらゆる機会を通じまし

て、区画線の塗りかえについて助言したところ

でございまして、市町村におきましてもその必

要性を認識していただき、徐々に整備が進んで

いるところでございます。ただ、一部の市町村

におきましては、財政が厳しいことなどの理由

から早急に整備が図られない状況にあるとも

伺っております。道路の区画線は通行車両の安

全を確保する上で重要な交通安全施設でありま

すので、県としましては、今後とも県管理道路

の適正な管理に努めますとともに、市町村へも

さらなる改善が図られるよう要請してまいりた

いと考えております。

○岩下斌彦議員 この議場に県警本部長もおい

ででございますが、今お話しいたしましたとお

り、道路が整備されて、それから時間経過する

ごとに、特にカーブの地点というのは線が消え

てしまいます。夜間、いつも通りなれている道

でございますけれども、ガードレールはない、

センターラインはない、そういった中で瞬間的

に、「あ、この先の道路はどうなっているか」

という非常に怖い状況であります。そういった

場合に自損事故のほうで処理されているのでは

ないかと思いますが、そういった点で、私自身
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も経験し、県内各地いろいろあろうかと思いま

す。各警察署の署長さん方とお会いされる機会

も多いかと思います。ぜひ話を聞いていただき

ながら、市町村長の皆様方と会われましたら、

その危険性の排除について、ぜひ本部長からお

話しいただくと、安全意識が随分高くなるので

はないかなというふうに思いますので、どうぞ

よろしくお願いをしておきます。

次に、８月に、鹿児島・宮崎・熊本県議会に

よる３県合同観光振興議連で香港、マカオの視

察研修に行ってまいりました。そこで、県の皆

様方もよく御存じでございますが、香港のＥＧ

Ｌの袁社長からいろいろ説明をお聞きいたしま

した。大変すばらしい方で、日本語も巧みでご

ざいます。いろいろ御指導いただきましたが、

そのおもてなしの一つでございますけれども、

地元の新聞を１ページ使いまして歓迎の広告み

たいなものを出していらっしゃいました。それ

がまた、各３県の県議会の議員の名前までずっ

と出しておられる。おもてなしというか歓迎と

いう意味では大変すばらしいものを見せていた

だいたなというぐあいに思ったところでござい

ます。そしてまた、香港航空を利用いたしまし

たが、鹿児島空港から香港に帰国される大勢の

皆さんでございますけれども、土産品として大

量の農産物を段ボールごと持って飛行機に搭乗

されておりました。それで、質問でございま

す。宮崎―香港線の空路開設を踏まえ、外国人

観光客に県内でより多く消費していただくな

ど、経済効果を高めるための取り組みが必要で

はないかと思いますが、県の対応を商工観光労

働部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 観光庁の

平成25年の消費動向調査結果によりますと、香

港からの観光客１人当たりの旅行支出は、台湾

や韓国からの観光客よりも多く、約14万円と

なっておりまして、うち買い物が３分の１を占

めているところであります。特に菓子類や食料

品、お酒を多く購入されていることから、県産

品もたくさん購入いただけるのではないかと期

待しております。また、このほど免税店制度が

改正されまして、これまでは対象品目が家電製

品や衣類などに限られていましたけれども、10

月からは菓子類や食料品、お酒など全品目につ

いて消費税が免税されることとなります。この

ため県といたしましては、新たに許可を受ける

免税店をふやすために、９月に県内の民間事業

者等を対象にした研修会を実施することとして

おります。今後さらに、多言語での商品説明に

対応していただくなど、外国人観光客の買い物

環境の充実強化に取り組み、県内経済への波及

効果を高めてまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 海外に行ってよく思うこと

は、免税店で買い物をするお客さんというのが

大変多いというぐあいに思います。宮崎県でも

そういった免税店に関する説明会をするという

ことでございますが、これから台湾、韓国、香

港いろんな方々が宮崎に来られると思いますの

で、ぜひ経済効果の上がる取り組みをお願いし

たいというぐあいに思います。

それで、次に移ります。宮崎県の観光といい

ますと、故岩切章太郎さん、そして佐藤棟良さ

んの恩恵によるものが大変大きいのではないか

なというぐあいに思っております。そこで、新

たな宮崎の観光資源の開発に取り組む必要があ

るというふうに思います。道の駅なんごう、日

南海岸南郷プリンスホテルの関係者によります

と、ことしの５月から６月にかけましてはジャ

カランダツアーというのを企画したそうでござ

いますが、多くの誘客につながったということ
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を聞いております。世界３大花木はジャカラン

ダ、ホウオウボク、カエンボクだそうでござい

ます。例えば、世界３大花木の一種ジャカラン

ダが人気を集めているようでございますが、ほ

かの２種についても別々に群生させて、本県の

観光資源になるよう取り組んでみてはどうかと

思いますが、知事の御所見を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 世界３大花木のうち、

まずジャカランダ、道の駅なんごう周辺で国内

最大規模の群生林が見られるということであり

まして、県外からの旅行商品が多数造成される

など、年々観光客が増加をしておりまして、地

域における取り組みの成果があらわれていると

ころであります。東京事務所、また新宿ＫＯＮ

ＮＥでも、このジャカランダに関する問い合わ

せ大変多いというふうに伺っております。ま

た、ことし５月には、総合農業試験場の亜熱帯

作物支場にあります世界３大花木が、初めて同

時期に開花したということが話題にもなったと

ころでありまして、私もブログで書いたりした

んですけど、新しい貴重な観光資源となり得る

のではないかという議員の御指摘は、大変興味

深く感じたところであります。

一方、これらの花木は、本来、亜熱帯または

熱帯地域の原産であるということで、特にジャ

カランダ以外の２種類につきましては、本県で

本格的な植栽に取り組むには、気候風土への適

応性という面では大変難しい問題があると伺っ

ております。また、花をつけるのがそもそも数

年に１度であるとか、この３つの花が咲くのが

微妙に時期がずれるとかいろいろあるようでご

ざいますが、今後、観光資源としての活用の可

能性等について、また、そういうものがあると

いうことのＰＲについて検討してまいりたいと

いうふうに考えております。

ジャカランダを初めとする四季折々の花とい

うものは、本県観光の大きな魅力の一つである

と考えております。引き続き、花を生かした観

光振興に積極的に取り組むことにより、誘客促

進はもちろん、花にあふれた宮崎、そういうお

もてなしの体制づくりに取り組んでまいりたい

と考えております。

○岩下斌彦議員 どうぞよろしくお願いを申し

上げます。

都井岬沖から３キロメートルほどのところで

ございますが、マウンド魚礁の周辺では、東漁

協管内の漁師の皆さんから話を聞きましたとこ

ろ、最近、イワシやサバやタイが釣れるように

なったというふうに聞いております。都井岬沖

で進められているマウンド魚礁整備の進捗状況

について、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 串間市都井岬

沖で整備を進めております宮之浦沖合漁場のマ

ウンド魚礁につきましては、都井岬東方沖約３

キロメートル、水深80メートルの位置に、自然

石を用いまして、長さ135メートル、幅75メート

ル、高さ15メートルという人工山脈を造成する

ものでございます。平成24年度から工事に着手

いたしまして、当初の計画では平成29年度まで

の事業期間を予定しておりましたが、国の大型

補正予算を活用して事業を前倒しした結果、今

年度中に魚礁本体が完成する予定であります。

○岩下斌彦議員 次に、漁場の造成についてで

ありますが、マウンド魚礁の整備には、地元漁

業関係者から大きな期待が寄せられておりま

す。漁獲高が上がれば漁業従事者もふえるので

はないかと思われます。マウンド魚礁の設置効

果にはどのようなものがあるか、農政水産部長

に伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） マウンド魚礁
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は、海底につくった人工の山を利用いたしまし

て、海底近くにある窒素やリンなどの栄養分が

豊富な海水を海面付近まで上昇させることで、

動植物プランクトンや魚の増殖を促し生産性の

高い海域をつくる効果と、さらに魚礁に集まる

魚を周辺にとどめる効果がございます。マウン

ド魚礁の実績がある長崎県での事例によります

と、魚礁周辺の海域におきまして、プランクト

ンの増加とアジやマハタ、キダイなど多くの魚

の群れが確認され、漁業者の好漁場として利用

されております。

○岩下斌彦議員 以前、トローリングでカジキ

マグロを釣ろうということで、九州全域から宮

崎港にボートが集まりまして、朝の花火を合図

に一斉に太平洋に向かうという、カジキマグロ

大会に参加したことがあります。私も、宮崎港

から都井沖あたりまでずっと走りながら、５～

６人で参加したわけでございますが、ある漁場

でトローリングを、ぐるぐる回りながらやって

いましたら、本職の漁師の方がおいでになりま

した。ルールがあるようでございまして、本職

の皆さんが来たらその場を離れるということが

ルールになっているのを、そのときに知ったわ

けでございます。立派な漁場ができる、そう

いった中でいろいろなトラブル関係も発生した

ら、かえっていけないような気もいたします

が、都井岬沖マウンド魚礁における漁場の利用

のあり方についてどのように考えておられるの

か、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 都井岬沖のマ

ウンド魚礁につきましては、沿岸漁業者を対象

として、周辺海域を利用する漁業の操業実態を

踏まえ、魚礁の設置効果が高い場所を選定した

ところでございます。魚礁の完成後は、漁場の

生産性が向上し、魚礁を利用する沿岸漁業者の

増加が想定されますことから、県といたしまし

ては、マウンド魚礁の効果が最大限に発揮され

るよう、漁場の適正な利用を推進してまいりた

いと考えております。

○岩下斌彦議員 東漁協管内にマウンド魚礁が

できる、あといるか岬沖にも完成したそうでご

ざいますが、これから大変楽しみな場所がふえ

たと、漁場の造成という点では大変ありがたい

取り組みをやっていただきました。本当にあり

がとうございます。

次に、串間市におきまして木質バイオマスの

ガス化発電が計画をされておりますが、その取

り組み状況について、環境森林部長に伺いま

す。

○環境森林部長（徳永三夫君） 御質問にあり

ました串間市に計画されております発電施設で

ございますが、株式会社サンシャインブルータ

ワーが、木質バイオマス―これは主に杉材に

なると思います―を熱分解いたしまして、そ

れで得られましたガスを燃焼させて出力3,000キ

ロワットの発電を行うもので、総事業費が28億

円の事業計画となっております。また、年間に

使用する約４万6,000トンの木質バイオマスを確

保するために、地元や近隣の森林組合等との間

で安定供給のための協定が締結されているとこ

ろでございます。県では、先月この計画を承認

いたしまして、現在、事業主体において補助金

交付申請の準備が進められているところでござ

います。

○岩下斌彦議員 地元では、この木質バイオマ

スのガス発電所、雇用の創出につながるという

ふうに大変期待がなされておりますので、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。

次に、８月に森林・林業活性化委員会視察で

呉市の中国木材株式会社を訪問して、堀川社長
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から直接話を伺い、工場内を視察してまいりま

したが、自社内には大型原木船専用の岸壁があ

り、最大規模の原木専用船６隻が北米と日本を

往復しており、１カ月５隻のペースで原木を運

んでいるとのことでございました。主に集成

材、プレカットを生産されており、そのスケー

ルには圧倒されました。83歳の堀川社長でござ

いましたけれども、まだまだ現役で、本当にす

ばらしい方でございました。堀川社長の話によ

りますと、日向工場には350億円を投資するとい

うことでございました。そこで、中国木材が日

向市に進出しましたが、その計画内容と進捗に

ついて、環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（徳永三夫君） 中国木材日向

工場につきましては、第１期工事といたしまし

て、小径木、中径木、大径木に対応いたしまし

た３つの製材工場と木材乾燥施設、さらには木

質バイオマス発電施設などの整備が進められて

いるところでございます。小径木製材工場は８

月に既に試運転を開始し、中径木製材工場は10

月中に試運転を行う予定であり、その他の施設

を含めた全体の進捗率は、８月末現在で約70％

であります。また、これらに加えまして、２期

工事といたしまして、今後、集成材工場も整備

することとなっております。日向工場は県内か

ら約20万立方メートルの原木を調達する計画と

なっておりますので、林業の活性化はもとよ

り、260名程度の雇用が予定されておりますの

で、本県の経済・雇用に大きく貢献するものと

期待しているところでございます。

○岩下斌彦議員 堀川社長によりますと、中国

木材本体―いろいろ工場がありますけれど

も、大体売り上げで1,000億円だというぐあいに

言われております。宮崎県内の製材所は大丈夫

かなという気にもなりましたけれども、社長か

ら言われたのが、「宮崎県の林業関係の皆様と

は共存共栄をやっていくつもりです。そしてま

た、各製材所におきましてはそれぞれ特色を

持って取り組んでいただきたい」というお話で

ございました。これから大きな企業ができ上が

りますけれども、宮崎県の経済効果につきまし

ても、林業につきましても大変大きな成果が上

がるのではないかなというふうに思っていま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。

次に、高等学校整備計画についてでありま

す。現在、宮崎県立高等学校教育整備計画の中

期実施計画を策定する中、１学年３学級の県立

高校のあり方について検討していると思います

が、それらの県立高校の現状について、教育長

に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 本県の全日制県立高

等学校の中で、現在、１学年３学級の学校は、

宮崎海洋高校、福島高校、高城高校、飯野高

校、西都商業高校、都農高校、日向工業高校の

７校ございます。少子化の中、どの県立高校に

おいても魅力づくりに努めているところではあ

りますが、特にこれらの７校につきましては、

他校よりも一層取り組みを進めているところで

あります。募集定員に対する充足の状況です

が、これら７校の平成26年度の入学生につきま

しては、約半数の学校で、定員をほぼ充足する

か、それに近い状況にありますが、例えば飯野

高校や福島高校などにつきましては、１クラス

程度の欠員が生じている状況にあります。

○岩下斌彦議員 １学年３学級の県立高校７校

の中で、飯野高校と福島高校について、今後の

方向性について教育長にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校の再編

整備につきましては、何より、生徒にとって魅

力と活力のあるよりよい教育環境を提供できる
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のかという視点に立って検討を進めてまいりま

した。飯野高校と福島高校につきましては、そ

の魅力づくりのために、県教育委員会として、

例えば、通常の職員定数に加えて複数の職員を

配置することにより、生徒を少人数のクラスに

分けたきめ細かな指導ができるようにするとと

もに、より多くの科目を授業で選択できるよう

にするなどの支援を行い、魅力ある学校づくり

に努めてきたところであります。両校につきま

しては、県としても魅力づくりに努めるととも

に、地域における小中高一貫教育の取り組みの

成果や、地元自治体と連携した学校活性化の取

り組みによる効果、さらには今後の定員の充足

状況等を注視しながら、今後も子供たちに選ば

れる魅力と活力ある学校であり続けることがで

きるかという視点に立って、あり方を検討して

まいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 飯野高校もそうでしょうけれ

ども、福島高校の存続というのは、地域にとっ

ても大変大事なことでございます。どうぞ継続

できますよう御指導いただきながら、また串間

市民一体となって取り組む方向でございますの

で、よろしくお願いを申し上げたいと思いま

す。

次に、子ども・子育て支援制度についてであ

ります。一人一人の子供が健やかに成長するこ

とができる社会を目指して、平成24年８月に子

ども・子育て関連３法が可決・成立し公布され

ました。この３法に基づき、幼児期の学校教育

・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に

推進するための子ども・子育て支援新制度が来

年４月からスタートする予定であります。この

ため宮崎県内の市町村では、子育ての状況やニ

ーズを把握し、それに基づいた事業計画の策定

の準備を進めるなど、新制度に向けた準備をし

ていると聞いております。27年４月から施行予

定の子ども・子育て支援新制度の概要につい

て、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 子ども・子育

て支援新制度は、認定こども園、幼稚園、保育

所といった幼児期の教育・保育施設の充実、並

びに一時預かり事業、放課後児童クラブなどの

地域の子育て支援事業の充実を目的とする制度

であります。具体的には、子供が保護者の就労

状況に関係なく教育・保育の提供を一体的に受

けることが可能な認定こども園について、特に

その普及を図ることとされております。また、

新制度は、全般にわたり住民に最も身近な市町

村が実施主体となっておりますので、市町村が

子ども・子育て支援事業計画を策定し、子育て

家庭のさまざまなニーズに応じた教育・保育サ

ービスを計画的に実施していくこととなりま

す。県におきましては、国とともに市町村を支

援することとされておりますので、市町村間の

広域調整あるいは保育士等の人材確保、質の向

上などを図ることとしております。

○岩下斌彦議員 続きまして、新制度において

はどんな施設が運営費の助成対象となるのか。

また、認定こども園への移行の見通しを、福祉

保健部長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 現在、幼稚

園、保育所、認定こども園は、それぞれ別々の

仕組みで運営費の助成を受けておりますが、新

制度においては、新たに施設型給付という制度

に一本化され、幼稚園、保育所、認定こども園

は共通の仕組みの中で運営費の助成を受けるこ

ととなります。また、県内には、現在42の認定

こども園がありますが、先般実施したアンケー

ト調査によりますと、新制度移行に伴い、新た

に70近くの幼稚園、保育所が認定こども園への
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移行を希望しており、100園を超える見通しと

なっております。中でも認可幼稚園と認可保育

所が一体的な運営を行う幼保連携型認定こども

園は、現在の２園から50園に大きくふえる見込

みであります。

○岩下斌彦議員 ありがとうございます。

また、新制度で施設を利用する場合、どのよ

うな手続が必要となるのか、福祉保健部長に伺

います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 現在、保育所

を利用する場合には市町村の窓口で、また幼稚

園を利用する場合には、それぞれの幼稚園で直

接入園に係る手続を行っております。新制度に

おいてもその点の変更はありませんが、保育の

必要性や年齢によって新たに３つの認定区分が

設定されます。具体的には、３歳以上で保育の

必要性がなく、幼稚園等での教育を希望する子

供の場合、２つ目には、３歳以上で保育の必要

な子供、３つ目には、３歳未満で保育の必要な

子供という認定区分になりますので、保護者の

方は、このいずれかの認定を受けた上で、幼稚

園、保育所、認定こども園等の施設を利用され

ることになります。

○岩下斌彦議員 利用者負担がまだ示されてお

りません。施設の選択に迷う保護者が多くなる

ことも懸念されますが、負担額はどのようにな

るのか、福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 新制度におけ

る利用者負担額につきましては、幼稚園、保育

所、認定こども園いずれの施設を利用する場合

でも、世帯の所得状況等に応じて決定されるこ

とになりますが、現時点で国が示しているイメ

ージでは、現行の幼稚園や保育所の利用者負担

の水準と同じ程度とされております。具体的に

は、所得状況等により、幼稚園は５階層に、保

育所は８階層に区分されます。例えば、年収360

万円の世帯の３歳以上の幼児が幼保連携型認定

こども園を利用した場合で申しますと、幼稚園

部分を利用の場合は４時間利用の額が基本とな

りますが、月額で１万6,100円、保育所部分を利

用の場合は８時間利用の額が基本となります

が、月額２万7,000円という負担額になります。

なお、正式な国の基準額は平成27年度予算編成

を経て示されることとなっており、実施主体で

ある市町村は、その金額を上限とし負担額を決

定することになります。

○岩下斌彦議員 大きな変化があるのではない

かというぐあいに思っておりますけれども、子

ども・子育て支援新制度の周知にどのように取

り組んでいただくのか、福祉保健部長に伺いま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 新制度につき

ましては、住民に最も身近な市町村が実施主体

でありますことから、これまで市町村に対しま

して、制度の概要や公定価格の仮単価等につい

て、子育て世帯や施設に対する速やかな情報提

供・周知をお願いしてまいりました。今後、保

護者が施設を選択する際などの判断材料となる

利用者負担額や施設の運営基準等が示されるな

ど、制度の円滑な施行に向けて大変重要な時期

を迎えることとなります。新制度の施行に当た

りましては、何より子育て世帯や施設の理解と

協力が必要でありますので、県といたしまして

は今後とも、国に対し速やかな情報の提供を強

くお願いするとともに、引き続き市町村を支援

しながら、制度に関する説明、情報提供に遺漏

がないようしっかりと取り組んでまいりたいと

考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。子

ども・子育て支援新制度には、その財源として



- 248 -

平成26年９月16日(火)

消費税10％が条件になっております。27年の予

算もはっきりしていない中、11月から12月にか

けて園児募集、入園申し込み手続も始まりま

す。市町村への支援並びに周知には特段の御配

慮をお願いいたします。

次に、知事の政治姿勢についてお尋ねしま

す。第２次安倍改造内閣が９月３日に成立、そ

して石破茂氏が地方創生担当大臣に任命され、

また９月５日には、まち・ひと・しごと創生本

部事務局が発足したとのことでございます。ま

ち・ひと・しごと創生本部は、人口急減、超高

齢化という我が国が直面する大きな課題に対

し、政府一体となって取り組み、各地域がそれ

ぞれの特徴を生かした自律的で持続的な社会を

創生することを目指しており、国民の皆様が誇

りを持ち、将来に夢や希望を持てる、誰もが安

心して暮らすことのできる地域づくりを進める

ため、魅力あふれる地方を創生し、地方への人

の流れをつくって、経済の回復を全国津々浦々

で実感できるようにしていくとのことでござい

ます。基本的には、宮崎県が取り組んできてい

る中山間地域振興施策と類似しているようにも

思いますが、知事の４年間の中山間地域振興策

としての成果及び今後の取り組みについて、知

事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 中山間地域の振興につ

いてでありますが、平成23年３月に制定しまし

た宮崎県中山間地域振興条例に基づき中山間地

域振興計画を策定いたしまして、産業の振興、

また集落の活性化、日常生活の維持充実を柱と

しまして、全庁挙げてさまざまな施策に取り組

んできたところであります。いろんな成果も出

ておるところでございますが、例えば、串間市

のごぼう茶でありますとか、五ヶ瀬町のパプリ

カゼリーのように、地域資源を活用した新商品

開発の事例もございます。串間で言えば、ぶり

プリ丼ぶりでありますとか、キンカン「たまた

ま」のアイスとか、また新しいいろんな取り組

みもあるようであります。また、集落点検を行

いました結果、みずから交流事業などに取り組

みます日之影町追川上地区のような事例も出て

きておるところであります。また、ドクターヘ

リの運航支援などの医療体制の整備などにも取

り組んできたところであり、一定の成果という

ものは出てきたのかなと感じておるところでご

ざいます。

しかしながら、少子高齢化の進行によります

全国的な人口減少、大都市圏への人口流出な

ど、中山間地域を取り巻く環境というものが一

層厳しくなっていると、集落機能の低下が懸念

されているところであります。県としては、引

き続き中山間地域対策を進めるということで、

中山間地域振興計画の見直しを行っているとこ

ろでありまして、さまざまな観点から中山間地

域の振興にこれからも取り組んでまいりたいと

考えております。

○岩下斌彦議員 これで最後になりましたが、

串間の夜明けは東九州自動車道の早期実現にか

かっております。一般質問のたびに、知事に、

あるいは県土整備部長にお話をさせていただい

ております。県南の地にある串間市でございま

すが、一生懸命地域でも頑張っております。し

かし、東九州自動車道が大きな影響力を与える

というぐあいにも思いますので、今後ともどう

ぞ力強い御支援をお願いしたいと思います。

それでは、私の質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○押川修一郎副議長 次は、右松隆央議員。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

宮崎市選出の右松隆央でございます。
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先日、私は、ある映画を見に行きました。娘

の通う学校から映画の割引券をいただいたとの

ことで、さきに家内と娘が見に行ったのです

が、家内に感想を聞きますと、「感動して涙が

ぽろぽろとこぼれた。体験学習というのは子供

たちに本当にいい影響を与えるんだね」、その

感想を聞いて、数日後、私も見に行きました。

その映画のタイトルは「夢は牛のお医者さん」

であります。この映画はドキュメンタリーに

なっておりまして、主人公の当時小学３年生

だった女の子を、27年間にわたって取材を続け

た地元テレビ局の報道記者が監督になって制作

をした記録映画であります。

舞台は、新潟県の山合いにある小さな小学

校、昭和62年、新入生がいなかったこの年、校

長先生が、子供たちが寂しがらないようにとい

ろいろ考え、新しいクラスメートとして３頭の

子牛を入学させました。ただし条件は、この子

牛が成長し体重が400キロになれば出荷をするの

で、小学校でお世話をするのはそれまでの間だ

よというものでありました。子供たちは一生懸

命牛をかわいがり、お世話をしました。そして

１年後、いよいよその日がやってきました。３

頭の牛が家畜市場で競りに出されるのです。子

供たちは考えました。そして小学校で牛の卒業

式を行うことにしたのです。卒業式では子供た

ちの牛への感謝の言葉が述べられ、子供たちの

目にはとめどなく涙がこぼれていました。主人

公の小学３年生の少女は、病気がちだった牛た

ちを前に思いを立てていました。「私がお医者

さんになって牛たちの病気を治してあげる」。

小学校の体験学習を通じて獣医師という夢を追

い続けた彼女は、高校の３年間、親元を離れて

の下宿生活で苦学の末、岩手大学の農学部獣医

学科に合格後、国家試験にも通り、夢をつかん

だのであります。今、彼女は、立派な獣医師と

して地域の誇りになっております。このドキュ

メンタリー映画は、文科省の選定で教育委員会

も推薦をしております。学校現場の教材として

も非常に有意義なものと感じた次第でありま

す。

人格形成において幼少時の体験学習がいかに

大事か。かつて多くの子供たちは、さまざまな

自然体験や社会体験を日常的に積み重ねて成長

する機会に恵まれていました。しかしながら、

現在の子供たちをめぐる環境は、心と体を鍛え

るための負荷がかからない、いわば無重力状態

であり、青少年の健全育成にとって、今、深刻

な事態に直面していると言わざるを得ないので

あります。知能だけ発達し人間性に乏しかった

り、平気で人を傷つけ、うそをつき、分別やデ

リカシーのない人を、今の教育によって生み出

していないのか。誰にも愛されるプロの獣医師

になった彼女のように、素朴で純粋でひたむき

な人をいかに多く育てていくか。私は、今まさ

に教育において本物の体験活動が極めて重要視

されていると考えるのであります。「体験活動

は人づくりの原点である」との認識のもと、未

来の社会を担う全ての青少年に、人間的な成長

に不可欠な体験をさせるためには、教育活動の

一環として体験活動の機会を意図的・計画的に

創出することが求められているのであります。

まずは、県内の小学校、中学校、高等学校の教

育課程において体験活動をどのように位置づけ

ているのか、人づくりという観点で教育長にお

伺いしたいと思います。

後は質問者席にて質問を行わせていただきま

す。ありがとうございます。（拍手）〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

平成26年９月16日(火)
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体験活動についてであります。今質問をお聞

きしながら、大きな示唆、応援をいただいたと

思いながら、ここに立っております。

自然や実社会と直性触れ合う体験活動は、教

室だけでは得られない感動や成就感を味わうこ

とのできる意義深いものと考えております。御

紹介の映画「夢は牛のお医者さん」、私も見せ

ていただいたんですが、今、映画のシーンを回

想しながら聞いておりました。隗より始めよと

いうことで、映画を見ましてすぐ、教育委員会

の教育庁職員、各課室に、ぜひ見に行けと指示

をしたところであります。

映画では､山里の小学校の３年生であった主人

公が成長する姿と牛が成長する姿とダブって、

非常に感慨深いものがありましたが、牛と触れ

合いの中で決意した獣医という夢に向け懸命に

努力し、その目標を達成した姿―ＮＯＳＡＩ

の獣医さんとして大型動物と格闘される毎日も

描かれておりましたが、その姿に感動いたしま

した。実は、その映画を見ながら私、思い出し

たことがあるんですが、20代のころに担任した

生徒が、毎日牛の世話をして学校にやってきて

おりました。朝餌やって、帰ってからも世話を

する。その生徒があるとき全国の弁論大会で、

「私は牛飼いになる」という夢を語りまして、

実は全国チャンピオンになりました。その生徒

は現在、大きな畜産農家として独立して頑張っ

ております。

２人の姿に重なることというのは、実は子供

のときの体験というのが、その子供の人生を決

めるような物すごい決意をさせたということで

あります。そして子供たちを、夢実現をした

い、自己実現をしたい、そのために努力を惜し

まないような存在に仕立て上げたということで

す。その努力を惜しまないというのも、我慢

型、人から強制される努力じゃなくて、したく

てたまらんという強い意志を持った夢中型の努

力をする存在にした、そういう教育というのは

物すごいものがあると感じております。「年中

無休」という言葉がありますが、「無休」を、

夢を求めるで「年中夢求」というような姿じゃ

ないかなと思うんです。そのような観点で見る

とき、実体験には、子供たちに人生をこう生き

ようと強く決意させ、社会に貢献したいという

志を高める上で､何にもかえがたい大きな意味を

持つと考えております。「百聞は一見にしか

ず」、このお２人の姿から学ぶことは、「百見

は一体験にしかず」というような感じがしてな

りません。本県においては、たくましい体、豊

かな心、すぐれた知性を備えた人材を育成して

いく教育を目指しております。そのためには､学

力向上の取り組みはもちろんですが、人間性や

社会性、そして何よりも志を育む取り組みにも

一層力を入れたいと考えております。その意味

でも、体験活動の教育力は比較しようもないぐ

らい大きいものであると考えております。本県

において一層子供たちの心に響くような体験活

動が行われるよう、今後とも指導に努めてまい

りたいと考えております。〔降壇〕

○右松隆央議員 ぜひ、子供たちの心に響くよ

うな体験活動をお願いしたいと思います。変化

の激しい今の社会において、社会を生き抜く力

の養成が強く求められております。それは、昨

年６月に閣議決定された文科省の第２期教育振

興基本計画において、基本的方向性の第一に掲

げられているところからもわかるわけでありま

す。

続いて、本県における体験活動の具体的な取

り組み状況について伺ってまいりたいと思いま

す。ここで大事なことは、児童生徒の発達段階

平成26年９月16日(火)
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別に体験活動を行っていくということでありま

す。学習指導要領では、主として、小学校では

集団宿泊活動や自然体験活動、中学校では職場

体験活動、そして高等学校では就業やボラン

ティアにかかわる体験的な学習を行うことと

なっております。教育長に、本県では発達の段

階に応じてどのような体験活動が行われている

のか伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 小学校では、低学年

で野菜の栽培、小動物の飼育活動や地域の方々

との触れ合い活動、中学年で農業体験や社会見

学、高学年で集団宿泊学習や修学旅行などの宿

泊体験、中学校では高齢者の方との交流体験や

地域の実態調査、職場体験などを行うことで、

命の大切さや人々の生き方に気づかせたり、社

会性を高めさせたりいたしております。また、

高等学校では３～４日程度のインターンシップ

やボランティア活動などを行っておりますが、

それらの体験活動は職業観や勤労観、人生観を

形成する上でよき影響を与えるとともに、社会

における自分の役割や進路選択について具体的

に考えさせる機会となっております。

本県の体験活動の中で少し特徴的な例を紹介

させていただきますが、五ヶ瀬町では、修学旅

行の旅先において、小学生が自分たちの地域の

よさをアピールしたり、中学生が自分たちが栽

培した特産品を販売したりするなどの活動を

行っております。また、都農高校においては、

毎週１日のインターンシップを一過性に終わら

せるんじゃなくて、年間を通して継続していく

といった特色ある取り組みも見られるところで

あります。

○右松隆央議員 五ヶ瀬町の取り組みなどは、

修学旅行を、娯楽的な内容だけにとどまらず、

得がたい体験活動を通じて達成感とか郷土愛と

か育む大変よい取り組みではないかなと思った

ところでございます。

学習指導要領では、「豊かな体験活動を通し

て児童の内面に根ざした道徳性の育成が図られ

るよう配慮しなければならない」とされており

ます。各学校において、発達の段階を踏まえ

て、より一層計画的・効果的に体験活動を充実

させていく必要があると考える次第でありま

す。そこで、今後、体験活動の推進の取り組み

をどう図っていくか。県教育委員会としての推

進策について､提言も含めまして伺ってまいりた

いと思っております。

まず１点目は、県教育委員会としての主体的

な学校へのサポート体制についてであります。

学校教育の中に体験活動を取り入れる際には、

指導内容の増加であったり、授業時数の増加と

いう現実の中で、子供や教員、そして家庭の過

重な負担とならないようにするなど、学校現場

の状況を十分に把握して検討する必要が出てく

ると考えています。そういった中で、県教育委

員会がみずから主体的に体験活動を企画・調整

することで、より効率的に体験活動の場を確保

していく取り組みが期待されていると考えてお

ります。そこで、県教育委員会が積極的に学校

での体験活動を連続性を持たせて企画・調整し

ていくために､学校政策課の中に体験活動の推進

を担う担当者を新たに設けることができないの

か、教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 小学校から高等学校

まで見通して系統性や一貫性のある体験学習を

実施することは、教育効果を高める上で大変意

義のあることだと考えております。現在、県教

育委員会では、職場体験や宿泊体験などの体験

活動については学校政策課で、学校支援地域本

部など地域や企業と連携した学校の体験活動の
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実施については生涯学習課で､学校における体育

的行事などスポーツに関する体験活動について

はスポーツ振興課で、それぞれの専門性を生か

しながら学校への指導・助言などを行っており

ます。学校における体験活動をより充実させて

いくためには、指導・助言に当たる部署間のよ

り緊密な連携を図り、現場へ強いリーダーシッ

プを発揮することが必要でありますので、議員

の御提言の趣旨を踏まえまして、なお一層効果

的な指導ができるよう工夫をしてまいりたいと

考えております。

○右松隆央議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

昨年１月の中央教育審議会の答申の中でも紹

介をされておりますけれども、全国の自治体で

は、体験活動の窓口が置かれて、県によっては

センターを設置しているところもあります。私

は、体験活動が児童生徒に与える影響の重要性

を鑑みれば、本県においても専門の担当者を設

けて、企画・調整したものを学校現場での確実

な実践につなげていくべきだと考える次第であ

ります。そして学校現場での確実な実践におい

ては、より現場に近い教育事務所に配置されて

いる学校教育と社会教育の連携強化が大変大事

になってまいります。体験活動の充実は、目標

の共有や発達段階に応じた実践プログラムの整

備、普及啓発が不可欠であります。そこで、今

後、体験活動の機会の創出に向けて、教育事務

所の社会教育担当と学校教育担当をどのように

連携させていくのか伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会では、

現在、教育事務所に、学校教育の担当職員、そ

れからスポーツを含めた社会教育の担当職員を

配置いたしております。子供たちの健全育成の

ためには、家庭教育はもとより、学校教育と社

会教育が一体となった取り組みが大切でありま

す。学校における体験活動の推進についても同

様でありまして、学校教育の担当者と社会教育

の担当者が連携を図りながら、各学校に対して

体験活動の意義や成果をしっかりと伝えていく

ことが重要であると考えております。今後とも

社会教育と学校教育担当両者間の情報交換を密

にし、体験活動の機会の拡充を図るためのさま

ざまな支援に努め、子供たちの心が震えるよう

なより質の高い体験活動を生かしながら、社会

に貢献したいという高い志を持ち、宮崎の未来

を力強く切り開いていく人材の輩出に努めてま

いりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、各教育事務所の社会教

育担当と学校教育担当とが一体となって、より

質の高い体験活動を実践していただきたいと思

います。そのためにも、プログラムの企画、実

施においては、指導主事とともに社会教育主事

のさらなる活用や、場合によっては、民間団体

で既に指導者としての能力や実績を有する者、

さらには地域の人材との連携も積極的に検討す

る必要があると考えている次第であります。冒

頭申し上げました、「体験活動は人づくりの原

点」という認識に立っていただいて、学力と人

間性をあわせ持つ真に有為な人材を宮崎から輩

出してもらうよう、心からお願い申し上げる次

第であります。

続いて、２つ目の項目に入りたいと思いま

す。教育現場の課題についてであります。

先日、ある学校の現職の校長先生から生の声

をいただきました。教育現場における管理職と

して、今の学校現場をどのように感じておられ

るのか。そこに書かれてあった教育的課題は県

の教育界全体に共通することと受けとめ、今回

の一般質問で取り上げさせていただく次第であ
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ります。現職の校長先生が実際に現場で感じる

教育的課題に焦点を当てておりますので、少々

厳しい内容も含まれておりますが、学校活性化

の手だてを考えていくという観点で受けとめて

いただければなと思っております。そこには５

つの教育的課題が書かれてありました。１つが

教職員のライフステージに応じた資質向上の課

題、２つ目に教員の指導力の課題、そして３つ

目にモデルとなり得る教員の不足について、４

つ目に自己研修への意欲について、そして最後

に教職員の心的疲労の増大についてでありま

す。

まずは、教職員のライフステージに応じた資

質向上について伺っていきたいと思います。教

員一人一人が、いかに求められる資質や能力を

自分のものにしていけるかは、学校充実の大き

なポイントであります。採用された青年教師が

ステップアップを踏む過程において―飛田教

育長もそうであったと思いますが―がむしゃ

らに取り組む中で達成感を経験し、年を追うご

とに、学級の充実から､それを学年に広げ、そし

て研究主任や生徒指導主任のポジションで学校

全体に広げていき、さらに40代から50代におい

ては学校経営に必要な資質を身につけていくこ

とが､ひいては学校の活性化につながっていくと

考える次第であります。教職員もやはり人づく

りが大事であります。一人一人の教職員の資質

を高めるため、ライフステージに応じて求めら

れる資質や能力を教育長はどのように考えてお

られるのか。そして、それを学校活性化にどう

つなげようとしているのか伺いたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 若いころ先輩が、１

つ上の、例えば担任だったら学年主任、学年主

任だったら教頭のことを考えていつも仕事をし

なさいと言われました。まさにそんなお話かな

と思いました。

教職員が生涯を通じて学び続け、年齢やキャ

リアに応じて能力の向上を図ることは、大変重

要なことであります。このような認識のもと、

県教育委員会では「教職員の資質向上実行プラ

ン」を作成しておりまして、その中で求められ

る資質や能力として、若手教職員には、夢や高

い志、さまざまな業務に取り組むチャレンジ精

神や情熱、中堅・ベテラン教職員には、学校や

地域社会の教育力のレベルアップを牽引できる

力を､管理職には、明確なビジョンのもと、教職

員の一人一人の能力を生かした学校経営力を示

しております。このような資質、能力を育成す

るために、ライフステージに応じた研修やふだ

んの自己研修の充実に加え、本年３月に作成し

たものがあるんですが、「ＯＪＴを推進するた

めの手引」―ＯＪＴというのは、On the Job

Trainingで、毎日の中で学ぶということです

が、「学び続ける教師」を合い言葉に、日常の

職務を通した学校での教職員の学び合いを強く

推進し、学校の活性化を図っているところであ

ります。

○右松隆央議員 ぜひＯＪＴも活用しながら、

ライフステージに応じた資質の向上に全力で取

り組んでいただきたいというふうに思っており

ます。

続いて、指導力の課題についてであります。

この現職の校長先生からいただいた手紙には、

特に規範意識の低い児童や特別支援教育の必要

な児童への指導力が問われており、「その指導

力が十分に身についていないがために、学級が

無法状態となり、学級崩壊に近い状況に陥るク

ラスがふえているのではないか」と指摘がされ

てありました。そこで、子供たちが教師の指示
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に従わず授業が成立しないような状況に陥って

いる学級、いわゆる学級崩壊が県内にどれほど

あるのか。また、対策をどう講じておられるの

か、教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） いわゆる学級崩壊、

すなわち学級がうまく機能していない状況につ

いて、文部科学省はその定義として、「集団教

育という学校の機能が成立しない学級状態が一

定期間継続し、学級担任や教科担任による通常

の手法では問題解決できない状態になっている

場合」と示しております。県立高等学校におい

ては、近年、本県ではこのような報告は受けて

おりません。市町村立の小中学校では、毎年数

校､数学級においてそのような状況にあると報告

を受けております。ただ、どの学校で起こる

か、どの学級でそういうことになるかというの

は全く予測がつかない、どこでも起こり得るも

のだと思っておりまして、まず予防が大切だと

いうことを考えております。そのために県教育

委員会といたしましては、それぞれの教師が日

ごろから、どのような状況でも子供たちにしっ

かりと対応できるように､教育研修センター等で

学級経営力、教科指導力、生徒指導力などの研

修の充実に努めているところであります。

また、万が一学級がうまく機能しない状況が

見られた場合には、市町村教育委員会と連携を

図り、児童生徒の対応に苦慮している教職員へ

の支援はもちろんのこと、各学校の現状等を十

分に踏まえまして、学校の職員定数に加えて生

徒指導のための教諭を配置するとともに、スク

ールアシスタントなどの外部人材の活用やＰＴ

Ａの協力も得ながら、その解決に向けて組織的

な対応が行われるように努めております。

○右松隆央議員 今、授業が成立していない状

況について、数校、数学級とありましたけれど

も、一定期間がどれぐらいか明確に定義されて

いるわけではありませんので、実際には、教育

現場で子供たちが指示に従わず悩んでおられる

先生方はもっと多いのではないかなと感じてお

ります。指導力強化の面と組織的な対応の中で

改善を図っていただきたいと願う次第でありま

す。

３つ目の教育的課題に移りたいと思います。

平成19年の学校教育法の改正により、管理職以

外にも指導教諭、主幹教諭という新たな職が21

年度から加わったわけでありますが、「そうし

たミドルリーダーが果たして若手教員のモデル

になっているのであろうか。また、先輩の指導

法をぜひ学びたい、授業を見せてもらいたいと

いう風土が学校現場で醸成されているのだろう

か」とそこにはつづってありました。モデルと

なり得る教員が不足しているという声があるわ

けですが、教育委員会としての現状認識と、ミ

ドルリーダーの育成についてどのような取り組

みをされているのか、教育長に伺いたいと思い

ます。

○教育長（飛田 洋君） 教員にとって、仕事

上でも人生の上でも、モデル、目標となる憧れ

の存在が身近にいることは、みずからの資質向

上を図る上で重要であり、そのようなモデルと

なる教員をふやしていくことは極めて大切であ

ると考えております。このため県教育委員会で

は、教員の授業力向上等に関する指導・助言を

行うスーパーティーチャーを18名、そしてその

スーパーティーチャーを含む指導教諭を50名配

置し、授業公開等を実施して質の高い授業を見

ていただいております。また、主幹教諭を118名

配置し、日常的な業務に対する指導・助言を行

う体制を整えるなど、一人一人の教員の資質や

能力を高めていく取り組みを進めております。
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さらに、専門性が高く、リーダー性を発揮し、

モデルとなり得る教員を育てるために、教育課

題に応じた研修の充実を図るとともに、中核と

なる人材の大学等への派遣研修を実施いたして

おります。また、各学校においても、管理職が

若手や中堅教員に校内の重要な役割を任せた

り、意図的に後輩に指導する場面を経験させた

りするなど、校内でミドルリーダーを育成する

取り組みも推進いたしております。

○右松隆央議員 厳しい教育予算の関係もあっ

て、別途手当がつく指導教諭や主幹教諭をふや

し続けるのは厳しい側面もあると伺いました。

ぜひ、限られた予算の中で、教員の資質向上の

面からも､職階に関係なくモデルとなり得る教員

の数をふやす努力をしていただきたいというふ

うに思っております。

続いて、自己研修への意欲についてでありま

す。「児童が毎日楽しんで登校し、他者を大切

にし、明るく過ごせる学級をつくりたい。その

ために自分の指導法を振り返り研さんを積みた

いという意欲が、以前と比べ低くなっているの

ではないか」、その学校長のお手紙には書いて

ありました。県教育委員会として、教職員の自

己研修への意欲について現状をどのように捉え

ておられるのか。また、自己研修への意欲を高

める環境づくりにどう取り組んでおられるか伺

いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 教職員の自己研修の

意欲につきましては、公的や私的に開催される

さまざまな研修会への参加希望状況や、研究授

業などへの取り組みなどにあらわれると考えて

おりますが、例えば、土曜日、これは勤務外に

なるんですが、教育研修センターが実施する自

主参加型の研修会への参加者数や、休日に自主

的な研修を行うグループ数などにおいては、増

加傾向が見られるところであります。一方、日

々の業務に負われ、自己研さんに向かう心の余

裕のない教職員や、みずから研究授業等を行う

ことに積極的ではない教職員がいることも認識

いたしております。その解消などを狙いとし

て、現在、教職員研修の見直しを行っておりま

して、選択できる研修とか、勤務地の近くでで

きる研修を工夫したり、学校において先輩教職

員などから学ぶ取り組みを支援したりするなど

の改善を図り、いつでも、どこでも学び続ける

教職員の支援に向けた環境づくりに一層努めて

まいりたいと考えております。

○右松隆央議員 選択できる研修や勤務地の近

くでできる研修などは、大変よい取り組みだと

いうふうに思っております。ぜひ教職員の自己

研修へのサポート体制を充実させていただくよ

うお願いいたします。

現職の校長先生からの生の声の最後になりま

すが、教職員の心的疲労の増大について伺いた

いと思います。そこには、「理不尽な要求をし

てくる保護者、学級の秩序を乱す児童の増加な

どで、教職員の心労が重くなっていると感じて

いる。現場を離れて休職している教職員の多く

が、そのような精神疾患という現実がそれを物

語っている。当たり前の教育活動が当たり前に

できることの難しさを、現場の教員は日々感じ

ているのではないか」とつづられておりまし

た。そこで教育長に、心的疲労で休職をしてい

る教職員の現状並びに休職者に対するケア、そ

してそうならないための事前対策としてどのよ

うなことを講じておられるか伺いたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 昨年度休職した教職

員は111名ですが、これは全教職員の1.2％、そ

のうち74名、全教職員の0.8％が精神疾患による
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ものであります。休職者のうち休職期間が１年

以上にわたる者は40名で、そのうち28名が精神

疾患によるものであります。精神疾患の主な要

因としましては、児童生徒や保護者への対応、

職場の人間関係、家庭の問題や本人の健康問題

などが挙げられます。

休職した方には、ぜひ何とか再び円滑に職場

に復帰していただきたいと考えておりまして、

管理職を中心に、本人や家族、主治医と定期的

に連絡をとり、状況を把握するように努めると

ともに、復職前には職場復帰トレーニングを実

施いたしております。昨年度は42名の方がこの

トレーニングを行い、その42名全員が職場復帰

を果たしております。また、予防や早期発見、

早期対応のため、専門医等による相談窓口の設

置や、教職員が相談しやすいよう、本年度か

ら、より身近な場所である学校や保健所等を会

場として、２名の臨床心理士による巡回相談を

年24回程度実施するとともに、風通しのよい職

場環境づくりに努めていくように、校長会等で

繰り返し繰り返し指導を行っているところであ

ります。

○右松隆央議員 職場復帰トレーニングで成果

も出ておりますので、これからも巡回指導や校

長会での指導など、ぜひ組織全体でしっかりと

した対応・対策をお願いしたいと思っておりま

す。

それでは、３つ目の項目に移りたいと思いま

す。道徳の教科化であります。

先月、８月７日に中央教育審議会の道徳教育

専門部会が開かれ、現在は正式な教科ではない

小中学校の「道徳の時間」を「特別の教科」に

格上げし、検定教科書を使用することなどを盛

り込んだ骨子案を公表したところであります。

この案をもとに、中教審は秋までに答申を出す

方針であります。文科省は、教科書の作成から

使用までには数年かかることから、正式な教科

化は平成30年以降になるとしつつも、学習指導

要領が一部改正されれば、早ければ来年度にも

先行実施をするとしております。平成20年に改

定された小学校、中学校の学習指導要領では、

「学校における道徳教育は、道徳の時間を要と

して学校の教育活動全体を通じて行うもの」と

明記されて、各学校において道徳教育推進教師

が新たに位置づけられるなど、その一層の充実

を期することとされているわけであります。し

かしながら、道徳教育の現状は多くの課題が存

在しており、一部には「道徳教育は機能してい

ない」との厳しい指摘がされるなど､「期待され

る姿にはほど遠い状況にある」と報告書には書

かれてあります。

加えて、「心のノート」を全面改訂し、文科

省がことし４月に全小中学校に配付した「私た

ちの道徳」が、ほとんど活用されていない実態

があると伺った次第であります。現に私の子供

からもそれは聞いております。下村文科大臣が

そのことを憂慮し、「文科省として指導した

い」との発言もあったところであります。そこ

で、今までの道徳教材であった「心のノート」

が改訂され、今年度から「私たちの道徳」の名

称で新たに使用されているわけでありますが、

その活用状況、そして本県における道徳教育の

現状と課題についてどのように認識しておられ

るか、教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 「私たちの道徳」の

活用についてです。本教材は前年度末に配付さ

れましたが、その時点で、学校では既に本年度

の教育計画が立てられておりましたので、教育

計画の修正が間に合わないとかの理由により、

１学期にはほとんど活用できていない学級もあ
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るなどの状況が見られたところであります。そ

のようなこともあって、文部科学省からは活用

についての通知がなされており、本県教育委員

会におきましても、各市町村教育委員会を通じ

て、各学校に計画的に活用するよう指導を行っ

たところであります。９月現在においてです

が、学校においては、既に夏季休業中に教育計

画の修正を行ったり、活用方法の共通理解を

図ったりしており、活用に向けた体制が整った

ところではありますが、今後とも市町村教育委

員会と連携を図りながら、積極的な活用がなさ

れるよう指導してまいりたいと考えておりま

す。

本県における道徳の授業の現状についてです

が、本県では、全ての小中学校で学習指導要領

に定められている標準時数がしっかりと確保さ

れており、これは独自の資料ですが、「命や絆

を大切にする」宮崎県道徳教育読み物資料集な

ど、郷土愛を育むような魅力的な資料をあわせ

て活用した計画的な指導がなされております。

県教育委員会といたしましては、教員の道徳の

授業力をこれまで以上に向上させることや、校

内指導体制のさらなる充実も必要だと考えてお

りますので、道徳の授業力向上研修会を充実さ

せるとともに、校長を対象とした研修会を実施

するなど、道徳教育の一層の充実に今後とも力

を入れていきたいと考えております。

○右松隆央議員 今後、地域教材も含めて、

「私たちの道徳」が学校現場で計画的にしっか

りと活用され、先生方の授業力も向上されると

受けとめた次第であります。

学習指導要領では、小中高並びに特別支援学

校において道徳教育の全体計画を定めることと

されております。その際に、学校全体としての

道徳教育の重点目標の明確化や、目標達成に向

けた具体的な計画の作成が重要な意義を持って

まいります。各学校において、校長先生のリー

ダーシップのもと全教職員の参画によって実の

ある道徳教育の全体計画を作成し、道徳の時間

の年間指導計画と関連づけていくことが求めら

れているわけでありますが、本県の進捗状況は

どうであるか、教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 道徳教育の全体計画

及び道徳の時間の年間指導計画の作成状況につ

いてでありますが、どちらの計画とも県内全て

の小中学校において既に作成されております。

これらの計画をより実効性のあるものにするた

めには、全体計画に示された内容を年間指導計

画にしっかりと位置づけることが大切でありま

す。また、各学校が重点目標や指導の重点事項

を明確にし、それらの達成状況について自己評

価を行いながら、子供たちの実態を踏まえて、

校長のリーダーシップのもと学校全体で計画に

ついて不断の見直しを図ることも重要でありま

す。さらに、道徳教育の実効性を高めていくた

めには、道徳教育に関する情報を家庭や地域に

積極的に発信し、学校、家庭、地域が一体と

なって子供を育む体制を整えることが大切に

なってくると考えます。県教育委員会といたし

ましては、今後とも学校訪問や研修会などの機

会を通じて、計画の評価・見直しや家庭、地域

との連携について適切な指導に努めてまいりま

す。

○右松隆央議員 今答弁にありましたように、

計画の作成・実施に当たっては家庭や地域との

連携を深めることが重要とされております。各

学校がＰＴＡや地域も巻き込んでの道徳教育の

充実化を図っていただくことをお願いしたいと

思っております。

さらに、道徳教育推進の中心となる道徳教育
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推進教師について伺ってまいりたいと思いま

す。学校全体で効果的に道徳教育を進めていく

ためには、校長先生のリーダーシップのもと、

教職員一人一人が道徳教育の重要性を自覚して

いくとともに、それをうまくコーディネートし

ていく道徳教育推進教師の力量が非常に大事に

なってまいります。いわゆる道徳主任との違い

は、指導が教科やその領域の範囲でおさまるの

か、それとも全ての教育活動を役割の範囲と

し、学校全体を見渡して道徳教育に関するそれ

ぞれの組織を動かすなど、全体をコーディネー

トしていく役割を持つのか、大きな違いがある

わけであります。そこで、本県において現在ど

のように道徳教育推進教師を配置しているの

か。あわせて、今後加配措置をしていく計画は

あるのか、教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 本県におきまして

は、既に全ての小中学校に道徳教育推進教師を

位置づけているところであります。この推進教

師には、御質問にもありましたように、学校全

体を見渡して、全教育活動における道徳教育の

推進や充実など、今までの道徳主任とは大きく

異なる重要な役割を求めております。そこで、

その役割がきちんと果たせるよう、全ての道徳

教育推進教師を対象に、平成25年度から３年間

の計画で校内の指導体制や指導方法の充実を図

るための研修会を実施しているところでありま

す。

なお、道徳教育の充実のための今後の加配に

つきましては、現在、国において検討されてい

る状況にありますので、県教育委員会といたし

ましては、高い関心を持って、国の動向をしっ

かりと見据えながら適切に対応してまいりたい

と考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、加配も含めて、道徳教

育において全教師が力を発揮できるような体制

づくりをお願いしたいと思っております。

この項目最後に、道徳教育の評価のあり方に

ついて考えてまいりたいというふうに思いま

す。数値による評価は今後ともしないというの

が、文科省の方針でも決まっているわけであり

ますが、道徳教育の評価の方法をどう考えてお

られるのか、教育長にお伺いしたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 現在、文部科学省に

おきましては道徳の教科化が議論されています

が、その中でも、道徳教育は一人一人の道徳性

を培うものであり、極めて多様な心情や価値等

を前提としていることから、道徳の時間におけ

る数値による評価は行わないものとの方向性が

出されております。道徳教育の最終目標は、人

間性を高めながら、人としてよりよい生き方を

求めて実践できる人間の育成であると思いま

す。

道徳教育の評価方法についてですが、道徳の

時間におきましては、例えば、児童生徒の心情

の変化を、意見交換や話し合い活動の様子など

から感じ取り評価することもできます。また、

日常生活における児童生徒の言動や態度を観察

し、よりよい変容を評価することもできます。

いずれの場面でも大切なことは、子供が道徳的

価値の高い行動がとれるようにすることであり

まして、子供たちの成長を温かく見守り、温か

い教師の言葉かけとか励ましにより、評価を血

の通った温かいものにすることが大切であると

考えております。

○右松隆央議員 道徳教育の最終目標は、まさ

に教育長が言われたように、人間性を高め、人

としてよりよい生き方を求めて、それが実践で

きる人間の育成であります。児童生徒の道徳的
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な心情や判断力など内面を育てることに加え

て、それによって自発的・自律的に道徳的な行

為ができるようになることが重要になってまい

ります。これから道徳の教科化が始まるわけで

ありますが、真に豊かな人間形成につながるこ

とを期待する次第であります。

それでは、最後の４つ目の項目に入りたいと

思います。教育委員会制度改革と教科書採択に

ついてであります。

来年の平成27年４月の１日に施行される教育

委員会制度改革は、首長が主宰する総合教育会

議と、教育長と教育委員長を一本化した新教育

長の設置が眼目になっており、首長と教育委員

会との連携強化並びに教育行政における責任の

明確化が図られるものであります。私は、我が

国の教育制度が今大きな転換点に入っていると

強く認識をしております。安倍政権が経済再生

とともに教育の再生を国の最重要課題に掲げて

いることは、周知のとおりであります。人づく

りはまさに国づくりに直結するとし、これから

の日本にふさわしい教育体制を構築し、それを

実行していくという強い意志を示しておりま

す。昭和23年にできた教育委員会制度をこれほ

ど大幅に見直したのは60年ぶりであります。自

治体トップと教育委員会の双方が、新しい制度

をしっかりと生かしていくことが求められてお

ります。

まずは、改正地方教育行政法に伴う、来年４

月に施行される教育委員会制度改革の中身につ

いて伺いたいと思います。ポイントは大きく２

つあると考えております。一つは、首長が主宰

する総合教育会議では、首長が教育行政の目標

や方針となる大綱を協議・策定していくわけで

ありますが、その際、教育委員会の政治的中立

性と首長の意向とのバランスをどう図っていけ

るかであります。そしてもう一つは、総合教育

会議の構成メンバーであります。会議のメンバ

ーは、新教育長を初めとする教育委員のほか、

有識者も加えることができるとされておりま

す。今回の大幅見直しのきっかけと言われてい

るのが、３年前に大津市で起きた中学生のいじ

め自殺問題であります。学校現場でいじめや体

罰問題が起きたとき、総合教育会議で迅速な対

応を行うためには、日ごろからこうした問題に

詳しい有識者を洗い出しておくなど、備えをし

ていくことが欠かせないわけであります。そこ

で教育長にお伺いしたいと思います。今回の教

育委員会制度改革をどう評価されているのか。

あわせて、首長が主宰する総合教育会議で首長

との間に仮に調整がつかない事案が出てきた際

には、教育事務の執行権限を持つ教育委員会

と、予算を編成する首長のどちらの意見が最終

的に優越すると考えておられるか伺いたいと思

います。

○教育長（飛田 洋君） 本県におきまして

は、知事に学校を訪問していただいたり、知

事、副知事と教育委員会教育委員との意見交換

を行うなど、連携して教育行政の推進に努めて

いるところでありましたが、国においては、御

指摘のとおり、これまでに発生した問題を踏ま

えて、大きな制度改革が行われたところであり

ます。私といたしましては、原則公開の総合教

育会議の設置など、この制度改革が行われた趣

旨を尊重し、よりよき教育行政となるようこれ

まで以上に努めてまいりたいと考えておりま

す。

総合教育会議のことについて御質問ですが、

政治的中立に留意しながら、知事と教育委員会

が協議・調整をする場であるとされておりま

す。本制度では、教育行政の最終的な執行権限
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については教育委員会にあるとされております

が、この会議で調整すべき事項が生じました

ら、私としましては、丁寧に背景等をしっかり

と説明しながら、十分な協議・調整に努めてま

いりたいと考えております。

○右松隆央議員 文科省は、教育委員会を執行

機関として残しつつ、教育行政における首長と

教育委員会との職務権限を変更しないとのこと

でありますので、極論を申し上げれば、教育委

員会が同意しなくても、首長は大綱に施策を反

映することはできるけれども、執行するかは教

育委員会が判断すると示しております。本県に

おいてはそういう事態が起こらないと思います

けれども、制度設計のポイントでありますの

で、あえて質問させていただいたところであり

ます。

続いて、知事に伺いたいと思います。新教育

長の任期は、ほかの委員より１年短い３年と

し、首長の任期中に必ず任命権を行使できるよ

うにした上、教育問題が発生した際には、新設

の総合教育会議で速やかな対応が求められるこ

ととなり、さらに教育行政の目標や方針に首長

のカラーをあらわす大綱の策定権を与えられる

など、知事の教育への深い見識やリーダーシッ

プが問われてくるのは間違いのないところであ

ります。そこで、今回の教育委員会制度改革を

知事はどう評価されているのか。あわせて、大

綱の作成に当たっては、知事の教育論や教育へ

のどういった思いを盛り込んでいこうと考えて

おられるのか、現時点での考えを伺いたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど教育長も答弁し

たところでありますが、本県におきましては、

現行の制度の中におきましても、知事、教育委

員会が連携・協力して教育行政の充実に取り組

んでいるところであります。御指摘の今回の制

度改革につきましては、これまでに発生したさ

まざまな問題を踏まえて行われるものでありま

して、しっかりとその改革の趣旨も含めてこの

新しい制度を受けとめなければならないという

ふうに考えております。私としましては、新制

度のもとにおきましても、常日ごろから教育委

員会と十分意思疎通を図るとともに、万が一、

子供たちに緊急の事態が発生した場合には、迅

速・的確な対応を図ってまいりたいと考えてお

ります。

また、私はこれまで、基本政策の中に「人

財」づくりを掲げまして、将来世代の育成を推

進してきたところであります。大綱の策定など

におきましては、これからの宮崎の教育のあり

方につきまして教育委員会と十分協議を行いな

がら、本県の家庭、学校、地域で長年にわたり

培われてまいりました教育の強みやよさという

ものを生かして、宮崎や世界の未来を切り開く

原動力となります、人間性豊かで心身ともにた

くましい、生きる力を備えた宮崎の人づくり、

「人財」づくりというものに、引き続き取り組

んでまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 先日の一般質問で、宮原議員

の質問の中で知事は、一生懸命取り組んでおら

れる中で、本県の将来を担い、地域を支える人

材の育成にもっと取り組みたかったというふう

に振り返っておられました。再選をされました

ら、ぜひ総合教育会議の大綱に知事の思いや目

標を入れていただければなと思っております。

続いて、教科書採択について伺ってまいりた

いと思います。中学校は、いよいよ４年に１度

の教科書採択の時期を来年に控えることとなり

ました。新しい教育委員会制度に移行する中で

も、教育の中立性を担保するということで、採
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択権は教育委員会にとどめたところでありま

す。そこで私は、採択事務の流れにおいて専門

調査員と専門委員に注目させていただきまし

た。専門調査員は、県教育委員会に検定教科書

を調査研究する目的で設置された県教科用図書

選定審議会から委嘱された人たちであります。

そもそも５名の教育委員では何冊もの教科書を

チェックすることは難しいとして、この専門調

査員があらかじめ内容をチェックしていくわけ

であります。同じように、県内６つの教科用図

書採択地区協議会にも、採択がえの年度のみ委

嘱される専門委員が存在するわけであります。

そこで、教科書採択において大きな影響を与え

る、県における専門調査員と採択地区における

専門委員がどのような形で選ばれているのか、

教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 全ての教科書の特徴

等について調査研究する県の専門調査員は、校

長、教頭、教諭の中から―教諭というのは指

導教諭とか主幹教諭も含みます―各教科にお

いて専門的な知識や教科研究等の実績があり、

公正公平な立場で調査研究が行える人物を、市

町村教育委員会や各教育事務所の意見等を参考

にして、県教育委員会が決定し委嘱しておりま

す。次年度の中学校につきましても同様の方法

で選考することになろうと考えております。

本年度の小学校の専門調査員につきまして

は、９教科、70名にお願いしており、その内訳

は、中部教育事務所管内の職員が38名、南部教

育事務所管内が19名、北部教育事務所管内が13

名であり、うち校長９名、教頭10名、教諭51名

であります。次年度の中学校につきましては、

同じく９教科で、種目数は３つふえますが、小

学校と同じように各教科数名程度で研究するこ

とになろうと考えております。なお、専門調査

員につきましては、採択事務が終了した時点で

公表いたしております。

また、各採択地区協議会の専門委員について

も、各採択地区の規約に基づき、専門的な知識

や実績のある教員を選考していると伺っており

ます。

○右松隆央議員 当然、専門調査員、そして専

門委員は、政治的中立性に加え、教育への深い

見識も求められております。採択事務が終了す

れば公表されるとありますが、しっかりとした

人選をお願いしたいと思っております。

さらに、県内の中学校の教育現場で大変経験

豊富な方に情報をいただいた２点について、最

後に伺いたいと思います。

まずは、教科書出版社のロビー活動について

であります。教科書出版社が、各県に社員を駐

在員として置き、営業活動に相当な力を入れて

いるとの話を、その方から伺いました。中学校

教育研究会という、主に教員で構成される任意

の団体がありまして、この中に教科ごとに部会

を設けているわけでありますが、社会科研究会

で特定の、これは、現在採択をされている教科

書出版社の社員と研究会の先生たちが一緒に教

材づくりをしているとのことでありました。そ

うであれば、それに携わった先生方が所属する

研究会にとっては、当然その教材に思い入れが

出てくるのは自然なことであろうというふうに

思います。また、研究大会等に特定の教科書出

版社から助成をいただくこともあったと、その

方から伺った次第であります。そこで、教科書

出版社による強力な営業活動の一環として、情

報をいただいたような特定の出版社の社員とと

もに教材づくりを行ったり、教科の研究会等に

助成が行われているということがあるのか。教

科書出版社のアプローチの実態について、教育



- 262 -

平成26年９月16日(火)

長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 教科書採択に関して

の教科書出版社との関係についての御質問です

が、まず、教材作成については、学校現場にお

いて通常、ワークブックや演習用のプリントな

どの補助教材を作成しておりますが、その過程

で学校や教育研究会が地図やデータなどの図版

を使用する場合には、既に採択が終了して採択

が決まっている教科書出版社―使っている教

科書と言ったらいいでしょうか―から協力を

得ることがありますが、これは文科省の指導事

項には当たらないと考えております。

次に、研修会等についてですが、教科書出版

社に対しては、公正確保の観点から、採択期間

中に教科書に関する研修会等を主催することな

どは制限されております。

３番目に、研究大会等への助成ですが、教科

書出版社からの研究大会等への助成につきまし

ては、過去にさかのぼっては調べておりません

が、現在、助成金を受けているようなことはご

ざいません。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

学校現場や教育研究会に対して、教科書出版社

からのアプローチに適切に厳正に対応するよう

に指導してまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 任意の団体については、教育

委員会も把握できていないところもあろうかと

思います。今後とも適切な指導をしっかりとお

願いしたいと思います。

最後に、情報をいただいたもう一点について

伺いたいと思います。「中学校の歴史教科書に

おける採択について、地区採択協議会は県の意

向を重視する傾向が強い」、その方は話してお

られました。「県教科用図書選定審議会が委嘱

した専門調査員によって２冊程度に絞られて順

位づけなされたものが、電話のやりとりで、口

頭で県教委幹部からおりてくる様子を隣で聞い

たことがある」とのことでありました。前回の

平成23年に行われた採択において、専門調査員

による調査結果をまとめた資料を拝見させてい

ただきましたけれども、もちろんどれがいいと

は当然書かれていないのでありますが、地区採

択協議会の議事録を拝見しますと、なぜか必ず

と言っていいほど、特定の教科書をよしとする

発言が、委員長や部長、または報告者から発せ

られ、わずかな協議で挙手によって決定されて

いる実態に、私は違和感を禁じ得ませんでし

た。採択結果が長年にわたって一教科書によっ

て独占されていることも周知のとおりでありま

す。私は、教科書採択においては、採択地区に

全面的に任せるとともに、採択理由について

は、地域住民への説明責任に十分にたえ得る、

しっかりとした明確な理由づけをすべきと考え

ております。地区採択協議会が決して形骸化し

ないように、県としても留意しておくべきだと

考えております。あえて教育長に伺いたいと思

いますが、歴史教科書の選定について、県の審

議会で２冊程度に絞られたり、また、順位づけ

されたものが口頭で地区におりているようなこ

とはないのか、答弁を求めたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 御質問の中に出てき

た趣旨、私もそのとおりだと思いながら聞かせ

ていただきました。事実、現在中学校で使われ

ている教科書で申しますと、地理分野、歴史分

野、公民分野、３分野あり、県立中学校３校、

３校掛ける３で９教科書を採択しており、その

うちの２つだけが市町村立中学校と重なってい

る部分はありますが、違います。ということ

は、独立しているということがわかっていただ

けることになるのかなと思います。
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お尋ねのことですが、それぞれの地区での教

科書採択は、採択地区協議会が主体性を持って

採択されるべきものだと考えておりますので、

県教育委員会といたしましては、全ての教科に

おいて、県で候補となる教科書を絞ることや、

教科書の順位づけをして採択地区協議会にお示

ししていることはありません。教科書はあくま

で、地域の実態に応じて採択地区協議会で協議

し、採択されるものであると考えております。

県教育委員会といたしましては、採択地区協議

会に対して、地域住民への説明責任を十分果た

す観点から、学習指導要領の趣旨に基づき、採

択の理由が明確となるよう指導・助言・援助を

行ってまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 情報をいただいた方は、かな

り経験豊富な方で職階も高い方です。教科書の

採択において一片の誤解も受けることがないよ

う、しっかりと姿勢を正していただきたいと要

望させていただきたいと思います。

学習指導要領が、再来年の平成28年にも前倒

しで全面改定するという方針が文科省から発表

されたところであります。そこには、日本人と

しての主体性、すなわち「アイデンティティー

にかかわる歴史教育を充実させる」という項目

も入っております。それに先立ち、ことしの１

月28日には下村博文文科大臣が､我が国の領土に

おける記述について、学習指導要領解説の改定

を公表したところであります。教育長の答弁に

もありましたように、学習指導要領に基づい

て、各地区の採択協議会が主体性を持って、か

つ地域住民の説明責任にたえ得る明確な理由の

もと採択されることを切に望む次第でありま

す。

今年度は文教警察企業常任委員会に所属をさ

せていただいておりますので、１年を通じて教

育の分野にしっかりと取り組んでまいりたいと

決意をいたしております。

以上で私の一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

○押川修一郎副議長 以上で本日の質問は終わ

りました。

あすの本会議は午前10時開会、本日に引き続

き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時55分散会



９月17日（水）



- 267 -

平 成 2 6 年 ９ 月 1 7 日 （ 水 曜 日 ）
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一般質問◎

ただいまの出席議員37名であ○福田作弥議長

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、星

原透議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○星原 透議員

ざいます。それでは、通告に従い一般質問をい

たします。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

安倍首相は、就任した平成24年12月と昨年

の12月を除く全ての月で諸外国を訪問され、首

脳外交を通じて安全保障や経済面で諸外国との

連携を強め、日本をアピールされております。

今月初めのバングラデシュ、スリランカ訪問

で49カ国となり、就任から１年９カ月で訪問国

が歴代トップになったとのことで、驚くばかり

であります。余談でありますが、これまでの

トップは、５年５カ月で48カ国を訪問された小

泉首相だそうであります。

安倍首相の外遊は、毎回経済団体の皆さんと

連携して、官民挙げてのトップセールスを実施

されております。首相は、「世界で存在感が薄

くなっていた日本が、官民一体となった取り組

みによって、今、世界の真ん中で輝く国になろ

うとしている」と語られております。このよう

な官民挙げてのトップセールスが功を奏し、日

本企業の海外での昨年度のインフラ受注額は、

一昨年度に比べて、３倍の９兆円余になってい

るとのことであります。安倍首相のトップリー

ダーとしての人を動かす力と先見性、決断と実

行力のたまものだと考えます。

ところで、知事は、間もなく任期４年が過ぎ

ようとしておりますが、政治家として、また

トップリーダーとして、県政に対し、どのよう

な考えで取り組んでこられたのか伺います。

次に、前東国原知事は、職員との人間関係が

希薄だったと伺っておりますが、県職員に対し

て、どのようなスタンスでかかわってこられた

のか伺います。

また、県勢の発展は、市町村との関係や連携

のあり方が重要だと考えますが、具体的にどの

ように取り組んでこられたのか、知事に伺いま

す。

以上で、壇上からの質問を終わり、以下は質

問者席からいたします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

トップリーダーとしての考えについてであり

ます。私はまず、現場の声にしっかり耳を傾

け、十分なコミュニケーションを図ることが、

何よりも大切であると考えております。また、

戦略的な視点に基づきます将来に向けてのしっ

かりとしたビジョンを示す構想力、そして、み

ずからが先頭に立ち、さまざまな力を結集しな

がら力強く推進していく実行力、この２つが求

められるものと考えております。このような考

えのもとに、口蹄疫からの再生・復興を初め、

新たな成長に向けたフードビジネスの推進、ア

ジア市場の開拓、さらには、みやざき東京オリ

ンピック・パラリンピックおもてなしプロジェ

クトなど、さまざまな政策を提案し、県民の皆

様や職員と一体となって、その推進を図ってき

たところであります。

私自身、トップリーダーとしては、まだまだ

未熟な点もございますが、次期県政におきまし

ては、本県のさらなる前進に向け、熱い思いで

平成26年９月17日(水)
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私がこれまでの４年間で築き上げた成果という

ものをしっかりと継承し、大きく飛躍させてま

いりたいと考えております。

次に、職員との関係についてであります。今

申し上げましたように、私は、政治信条の一つ

として、現場主義というものを掲げておるとこ

ろでございます。県政を進める上で、行政の現

場を担い、まさに実務担当者である職員の役割

というのは、極めて大きいものがあるというふ

うに考えております。県勢の発展の志を同じく

する同志、いわば仲間でもあるわけでありまし

て、そのコミュニケーション、大変重要なもの

として大切にしておるところであります。職員

とのランチミーティングを行ったり、また職員

に対してメールでメッセージを送ったりと、さ

まざまな取り組みをしておるところでありま

す。職員一人一人がその能力を最大限に発揮で

きる環境をつくっていくこと、そして、みずか

ら考え、みずから動くことができるような県庁

全体の総合力を発揮できる職場づくり、環境づ

くりに努めているところであります。

このため、施策の企画・立案・実行に当たり

ましては、私の考えをしっかり伝える一方で、

職員の意見や考えを十分に酌み取るよう心がけ

ますとともに、今年度からは、各部局が設定し

たテーマについて深く議論する政策論議という

ような場を設けるなど、職員とけんけんがくが

く議論を行っているところであります。今後と

も、職員としっかりコミュニケーションを図

り、宮崎に対する思いというものをしっかり共

有しながら、全庁一丸となって県勢発展のため

にともに尽力してまいりたいと考えておりま

す。

次に、市町村との連携についてであります。

我が国の行政システムが、国、都道府県、市町

村という体制をとっている以上、現場を預かる

県と市町村が緊密な連携を図っていくことは、

極めて重要であると考えております。そのため

には、県政のリーダーである私と地域のリーダ

ーである市町村長の皆さんとが、日ごろからコ

ミュニケーションを図り、円滑な関係を構築し

ていくことが必要不可欠であると考えておりま

す。

このため、就任直後、県と市町村の協議の場

であります宮崎県・市町村連携推進会議という

ものを立ち上げたところでありますし、さらに

は、県内を５ブロックに分けて、地域が抱える

課題につきまして膝詰めで意見交換を行う円卓

トークなどを開催し、市町村長の皆様とさまざ

まな精力的な議論を行い、宮崎に対する思いを

共有するよう努めてきたところであります。お

かげさまで、県と市町村の連携体制は、これま

で以上に強まっているものと手応えを感じてい

るところであります。今後とも、市町村長との

対話を密にし、さまざまな課題について、日ご

ろから政治家同士で相談できる関係をより一層

深めてまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

今、知事のほうからそれぞれ○星原 透議員

答弁いただいたんですが、現場第一主義という

ことだそうでありますが、やはり人をいかに動

かしていくかだろうというふうに思います。県

の職員にしても、あるいは市町村との連携にし

ても、知事の思いがしっかりと伝わるようなコ

ミュニケーションをしっかりとって、その上

で、トップリーダーとして、しっかりした決断

で取り組むべきだと思いますし、取り組んでほ

しいと思います。

それでは、次に、アベノミクスについて伺い

ます。安倍首相は、日本経済の再生を目指し、
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最大の目標を経済回復であるとして、デフレか

らの脱却体制のために、３本の矢から成る経済

政策アベノミクスに取り組んでおられます。我

が国は、都市と地方では産業構造が大きく異な

り、都市部には大手企業や輸出関連企業が集中

し、円安や株価などの恩恵を直接受けておりま

す。これに対し、中小零細企業が大多数を占め

る地方では、恩恵を受ける企業は限られ、逆に

材料費や原料代、油等が円安で高くなり、厳し

い経営を強いられております。テレビや新聞等

で報道される都市部の大手企業の業績回復とは

大きな格差があります。今後は、経済成長につ

ながる施策を実行し、企業収益が伸びて、設備

投資や雇用が拡大し、また所得や給与がふえて

消費が活発になり、景気回復が都市部だけでな

く、地方まで確実に進むことが期待されており

ます。そこで、アベノミクスが本県経済に与え

た効果と評価について、知事の見解を伺いま

す。

いわゆるアベノミクス○知事（河野俊嗣君）

でありますが、これまで、我が国の経済再生や

景気回復に大いに期待感を抱かせたというこ

と、そして、株価の回復を初め、民間企業の設

備投資の好転や労働市場の活性化など、一定の

成果につながっているものと認識しておりまし

て、国内経済全体をとってみますと、プラスの

効果を生じさせていると考えております。本県

におきましても、鉱工業生産指数や有効求人倍

率などの雇用情勢に改善が見られるなど、消費

税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動はあり

ましたが、その影響も徐々に和らぎつつあると

考えておりまして、県内経済は、総じて持ち直

しの動きが続いているものと認識しているとこ

ろであります。

一方で、今、御指摘がありましたように、輸

入品価格の上昇に伴う関連産業の収益悪化の懸

念や、個人消費等にも一部に弱さが見受けられ

るなど、中小企業の多い本県にとりましては、

都市部と比較しますと、なかなか景気回復の実

感が得られにくい状況もあるところでありま

す。私としましては、現在、国が経済の好循環

を全国津々浦々にまで届けようということで、

地方創生の取り組みを始められたところであり

まして、これをしっかりと進め、地方の実情を

踏まえた各種施策の展開によりまして、本県を

含む地方の経済が浮揚するということを大いに

期待しているところであります。

ぜひしっかり取り組みをお願○星原 透議員

いしたいと思います。

次に、民間投資による成長戦略の重要な鍵の

一つがＴＰＰであると言われております。円安

に続いて貿易品目の関税撤廃が加われば、輸出

産業にとっては追い風になるのは確実でありま

す。しかし、本県のような農業県にとっては、

ＴＰＰ交渉等の進展は、輸入農産物との競争が

一段と厳しさを増すことになり、このままで

は、本県農業・農村は疲弊し、農業者は将来に

展望を持って農業に取り組むことができませ

ん。実際に、関税が引き下げられてからでは遅

過ぎます。今でも間に合わないかもしれません

が、担い手が夢を持ち、国際競争力に勝てる産

地づくりに、県はどのように取り組まれるの

か、知事に伺います。

本県は、先人のたゆま○知事（河野俊嗣君）

ぬ努力によりまして、ここまで全国有数の農業

県としての地位を確立しているところでありま

すが、御指摘のように、担い手の減少やＴＰＰ

協定などによります急速な国際化の進展など、

大きな転換点を迎えているところであります。

ＴＰＰ交渉に関しましては、重要５品目等の
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しっかりとした対策というものを守る交渉を進

めていただきたいというふうに思っております

が、一方で、国際競争力を持った産地構造改革

というものは、本県農業の振興を図る上で、重

要な課題だと認識しております。

このため、本県農業が有します安全・安心・

健康に着目した宮崎ブランドの取り組み、こう

いった強みを生かして、大胆な規模拡大や機械

化などによります生産コストの低減、また新た

な付加価値の創出、さらには大手量販店等との

契約取引の拡大など、戦略的な産地づくりを加

速させてまいりたいと考えております。また、

こういった産地を核としたフードビジネスの推

進により、厳しい競争を勝ち抜いていく必要が

あると考えております。県としましては、産地

改革に意欲的に取り組むＪＡの品目別部会など

を、本県農業の新たな発展を担う産地経営体と

位置づけまして、生産、販売、人材という３つ

の視点から一体的に後押しすることによりまし

て、今後とも、農家の皆さんが希望を持って営

農を展開できるよう、足腰の強い産地の育成に

取り組んでまいりたいと考えております。

農家の厳しい状況は当然変わ○星原 透議員

りませんが、しかし、農業をする人たちが夢を

持って、そして税金が納められる、そういう農

家をいかにつくるかだと思いますので、その点

も今後いろいろ工夫をいただければというふう

に思います。

次に、民間投資による成長戦略の中にカジノ

も含まれているようでありますが、アベノミク

スの第３の矢とされている、民間投資を「成長

戦略」に結びつけて、本県経済を活性化させる

ために、今後どのように取り組んでいかれるの

か、知事に伺います。

国の成長戦略、本県が○知事（河野俊嗣君）

取り組む新たな成長に向けた取り組みの、まさ

に追い風であろうというふうに受けとめておる

ところであります。就任以来、口蹄疫を初めと

するたび重なる災害により疲弊した本県経済の

復興に全力を尽くすとともに、任期後半となる

昨年からは、「復興から新たな成長」へとかじ

を切りまして、国の成長戦略とも連動して、フ

ードビジネス、また東九州メディカルバレー構

想など、成長産業の育成に重点的に取り組んで

きたところであります。また、あわせて、東九

州自動車道の整備の進展、また東京オリンピッ

ク・パラリンピックの開催などの追い風を最大

限に生かしながら、本県経済の底上げにつなげ

ていく取り組みを進めているところでありま

す。

国において、第３の矢「成長戦略」を加速化

させるため、地方の創生ということを最重要課

題として位置づけて、首相を本部長とする「ま

ち・ひと・しごと創生本部」が設置されたとこ

ろでありまして、従来の発想にとらわれない、

経済再生に資する施策を実施し、景気回復の効

果を全国に波及させることにより、地方の再生

に取り組むこととされておりまして、この動き

というものは、本県経済にとっても大きな追い

風になるものと期待しておるところでありま

す。今後は、このチャンスを生かしまして、本

県が地方創生を牽引する一つのモデルとなるこ

とができるよう、国に対し、さまざまな提案・

要望というものを積極的に行ってまいりたいと

いうふうに考えておりますし、成長産業育成の

さらなる加速化、また人口流出抑制のための効

果的な施策の取り組みなどを通じまして、本県

の本格的な景気回復と揺るぎない産業基盤の構

築及び雇用の創出に努め、「宮崎の新時代」を

築いてまいりたいと考えております。
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宮崎の新時代を築いていくと○星原 透議員

いうことでありますから、今後はそのことを

しっかり見守っていきたい、そのように思って

おります。

次に、みやざき東アジア経済交流戦略につい

て伺います。

我が国は、本格的な人口減少・高齢化社会を

迎えて、国内市場は今後ますます縮小し、消費

の伸びは期待できない状況にあります。そこ

で、富裕層や中間層が増大し、経済成長が大き

く進展している東アジアの国々の活力を取り込

んで、本県経済・産業の浮揚の足がかりにする

ための東アジア経済交流戦略は、大変重要な施

策であります。この戦略推進のために、官民、

関係団体が一体となって、東アジア市場の開拓

や経済・人的交流の拡大に取り組むことは必然

であります。しかし、国内の自治体が同じよう

な発想で取り組んでいるのが実態であり、他県

との差別化や競争に勝つためには、知恵を絞

り、そしてまた、目的を定めて果敢に挑戦す

る、強力なリーダーシップを発揮することだと

考えます。

そこで、みやざき東アジア経済交流戦略推進

のためには、予算額とその使い方をうまく工夫

することだと考えます。経済交流戦略推進のた

めの予算の状況について伺います。また、多く

の国との交流を目指すのではなく、可能性の高

い国に集中的に予算を配分することが必要だと

考えますが、知事の見解を伺います。

みやざき東アジア経済○知事（河野俊嗣君）

交流戦略は、今後、本県の経済発展を考える上

で、非常に重要なものという位置づけでござい

ますが、県産品の輸出促進、観光交流の推進、

経済交流の基盤整備を柱に掲げて、関係部局が

連携して取り組んでいるところでありまして、

平成26年度当初予算では、総額で約５億円を計

上しているところであります。また、今議会

に、香港線の安定的な運航や大型クルーズ船を

誘致するための環境整備に要する経費として、

約5,200万円の補正予算を提案しているところで

ございます。御指摘のように、日本国内の地域

間競争は、アジア戦略という意味でも激化して

いるところでございまして、戦略の推進に当た

りましては、輸出や観光といった分野ごとに、

各国の実情に応じた重点的な予算配分や取り組

みを行うことが大変重要であろうと認識してお

ります。

このため、まず、輸出につきましては、自由

貿易であり、特に有望な市場である香港に、昨

年度、県事務所を設置し、農産物の販路拡大、

また観光交流の推進に積極的に取り組んでいる

ところであります。昨日、議会でも話題になり

ましたＥＧＬツアーズの袁社長にも電話をいた

しまして、観光交流のお力添えを引き続きお願

いするということで、またコミュニケーション

を図ったところでございますが、こういうキー

パーソンとの連携というのも大切にしていきた

いというふうに考えております。

次に、観光につきましても、既に国際定期便

のある韓国・台湾を中心とした観光誘客のほ

か、中国からの大型クルーズ船の誘致など、タ

ーゲットを絞った取り組みを行っているところ

であります。今後とも、各国の情勢を十分踏ま

えながら、効果的・効率的な施策の展開に努

め、「東アジアに開かれ、東アジアとともに成

長するみやざき」の実現を図ってまいりたいと

考えております。

次に、先般、新たに香港との○星原 透議員

定期航空路線が決まったとのうれしいニュース

もありましたが、みやざき東アジア経済交流戦
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略の折り返し時期を迎え、グローバルな人材育

成や人脈づくりなどを含め、これまでの成果と

課題、今後の取り組みについて、知事に伺いま

す。

成長著しい東アジアの○知事（河野俊嗣君）

活力を取り込んでいこうということで進めてお

るところでございますが、官民一体となったオ

ールみやざきの体制で取り組みますとともに、

私自身も、香港、台湾、シンガポールなど、機

会あるごとに現地に赴き、トップセールス、関

係機関への訪問などを行ってきたところであり

ます。これまでの取り組みの成果につきまして

は、農産物の輸出額や外国人宿泊客数の増加な

ど、目に見える形であらわれているというふう

に考えておりますし、現地の政府機関や経済界

の要人との関係構築、今申し上げましたよう

な、さまざまなコミュニケーションを図ってお

るところでありまして、このような人的つなが

りが、今回の香港線の開設にも結びついたもの

と考えております。

今後の課題としましては、本県の認知度を向

上していく努力が引き続き重要であるというこ

とと、現地のニーズに合った県産品の開発・販

売を行うということ、それから、海外との交流

拡大のためには、国際ビジネスに精通した人材

の育成や人的ネットワークの構築が特に重要で

あろうかと考えております。今後とも、引き続

き、海外事務所を拠点としまして、情報収集、

現地プロモーション活動の実施、さらには、キ

ーパーソンの発掘などに精力的に取り組みます

とともに、私みずから訪問を重ねることにより

まして、人的ネットワークをより拡大し、より

密なものとして、一層東アジアとの経済交流を

推進してまいりたいと考えております。

外国とは、私も台湾とのつき○星原 透議員

合いをさせていただいておりますが、やはり人

的ネットワークをしっかりつくっていくことだ

と、そのように思いますので、さらなる努力を

お願いいたします。

次に、みやざきフードビジネス振興構想につ

いて伺います。

本県は、国内有数の食料供給基地であるとい

う強みを生かして、裾野の広い産業であるフー

ドビジネスを基幹産業として再構築し、食を通

じた産業競争力の強化と雇用創出等により、地

域経済の再生や地域活性化のためには、最も重

要な施策であります。これまでの素材供給型産

業からの転換を図り、生産者は、マーケットが

求める安全・安心な農林水産物を生産・供給

し、製造加工業者は、県内素材をもとに、多様

な加工と食品製造をして高付加価値化に取り組

み、販売業者は、販路開拓や流通改革に取り組

み、生産者等が利益を得られる価格で販売する

ことであります。これまで県は、国内外からの

企業誘致や地場企業育成、販路開拓等に積極的

に取り組んでいただいております。そこで、昨

年度からフードビジネスの推進にいろいろと力

を入れて取り組んでいただいておりますが、こ

れまでの取り組みの成果と課題について、知事

に伺います。

フードビジネスであり○知事（河野俊嗣君）

ますが、本県の強みである農業を核とした本県

経済の拡大によります生産者所得の向上や雇用

の創出を目指す、私の一丁目一番地の施策とし

て、昨年度から取り組みを進めているところで

あります。具体的には、「拡大」「挑戦」「イ

ノベーション」をテーマとしまして、10のプロ

ジェクトに取り組んでいるところでありまし

て、宮崎牛の海外輸出の拡大、さらには、焼酎

原料用加工米の生産に関する協定の締結、みや



- 274 -

平成26年９月17日(水)

ざきキャビア1983の発売などの成果のほか、昨

年11月に設置しました「フードビジネス相談ス

テーション」には、設置以来、600件もの相談が

寄せられているところでありまして、本県フー

ドビジネスの拡大に向けて、はっきりとした手

応えを感じているところであります。大きな歯

車というものが動き出したなと実感しておると

ころであります。

一方で、フードビジネスのさらなる飛躍のた

めには、生産者所得の向上や生産力の強化、高

付加価値化による雇用の創出、あるいは消費者

との接点の拡大といった、構造的な課題の解決

に向けた努力が必要であるとともに、「食」に

かかわる人材や企業の育成にも取り組んでいく

必要があろうと考えております。このため、本

年度から、各プロジェクトごとに数値目標を設

けまして、成果を可視化する、見えることにす

ることにより、プロジェクトの着実な推進を

図っていこうとしておりますし、県内の食関連

企業などを対象としました人材育成プログラム

も実施しておるところであります。今後とも、

県内産学官金が密接に連携した総合的な取り組

みを進めまして、フードビジネス、食関連産業

というものが本県経済の成長を牽引する基幹産

業として成長するよう育成し、また取り組んで

まいりたいと考えております。

フードビジネスは、多岐にわ○星原 透議員

たるわけでありますから、その中で生産者な

り、あるいは関連した人たちが、利益が出る、

もうかる、そういう産業にいかにすべきかだと

思いますので、その努力もまたお願いしておき

ます。

次に、医療問題について伺います。

都城地域健康医療ゾーンの整備についてであ

りますが、この事業は、都城市及び三股町と都

城市郡医師会が総力を挙げて、地域の救急医療

体制の維持や２次救急を超える救急医療体制を

提供し、そして、位置の偏在解消と施設の老朽

化等により移転整備するものであります。昨年

９月に着工し、来年２月に建物を完成させ、４

月からオープンする予定だそうであります。

この施設は、都城救急医療センター（初期夜

間救急）と都城健康サービスセンター（検診検

査）は都城市が設置し、都城市郡医師会病院

（２次救急）は医師会が設置する施設でありま

す。場所は、都城インターチェンジと都城志布

志高規格道路の都北インターチェンジ（予定

地）から数分のところに建設中で、地域住民に

とっては、安全・安心の面で利便性が高くな

り、これまで以上の効果が期待されておりま

す。施設整備全体に係る事業費は、68億円を予

定しているようですが、最終的には、当初より

約10億円前後の経費増となりそうであります。

ところで、県内にある県立３病院は、改築に

際し、宮崎病院が162億円、延岡病院が252億

円、日南病院が194億円の建設費等を要してお

り、そのうち、毎年の企業債の償還金の一部に

対し、一般会計からの繰り出しが行われており

ます。そこで伺いますが、県内には、３次救急

病院として、県立延岡病院、県立宮崎病院、宮

崎大学附属病院の３病院があります。しかし、

県西部地域には、県立病院も３次救急病院もあ

りません。県は、都城圏域の救急医療、地域医

療の状況について、どのように考えておられる

のか、福祉保健部長に伺います。

都城北諸県医○福祉保健部長（佐藤健司君）

療圏における救急医療につきましては、２次救

急は、12の救急告示施設が入院治療を要する救

急患者の受け入れを行っており、初期救急は、

都城救急医療センターが深夜体制を構築するな
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ど、休日・夜間の救急医療体制が整備されてお

ります。また、地域医療につきましては、都城

市郡医師会病院と国立病院機構都城病院が、地

域のかかりつけ医との連携や機能分担を図る役

割を担うなど、都城圏域は医療計画に定める、

がん、脳卒中、急性心筋梗塞などの５疾病５事

業及び在宅医療に関する各分野の必要な医療資

源が、おおむね配置されているのではないかと

考えております。

次に、県西部地域に県立病院○星原 透議員

を設置する考えはないのか、福祉保健部長に伺

います。

県西地域にお○福祉保健部長（佐藤健司君）

きましては、都城市郡医師会病院や国立病院機

構都城病院、藤元総合病院等が、救急医療や災

害医療の拠点としての機能や高度医療を提供す

る地域の中核病院としての役割を、昼夜を分か

たず献身的に果たしていただいており、必要な

医療施設はおおむね配置されていると考えてお

ります。また、医療法上も、県内全域が医療計

画で定める病床の上限を超えておりますことか

ら、病院の新設は困難な状況でもございます。

県といたしましては、今後とも、地域の中核病

院と各医療機関の機能分担と連携を一層強化す

るとともに、全県的な課題でもあります医師確

保に取り組むことにより、県西部の医療の充実

につなげていくことが何よりも重要と考えてお

ります。

次に、都城市郡医師会病院○星原 透議員

は、県の医療計画で、脳卒中、急性心筋梗塞、

小児救急、救急医療の各分野の「急性期を担う

中核的な医療機関」等に位置づけられ、また、

災害拠点病院と感染症指定医療機関にも指定し

ており、県西部の医療拠点として、県立病院と

同等の役割が求められております。そこで、都

城市郡医師会病院に対する県の移転整備事業等

の支援はどうなっているのか。また、それらの

県費分の負担はどうなっているのか、福祉保健

部長に伺います。

都城北諸県医○福祉保健部長（佐藤健司君）

療圏の中核病院であります都城市郡医師会病院

の移転整備は、同圏域の地域医療の充実を図る

上で、大変大きな効果のある取り組みと認識い

たしております。このため、平成21年度に策定

いたしました都城北諸県医療圏の地域医療再生

計画、総額は25億円でありますが、そのうち12

億円を充てるとともに、その後も建設費用の高

騰等にも配慮して追加支援も行い、同病院の整

備に総額14億円余を支援することとしておりま

す。このほかにも、都城市郡医師会病院に対し

ましては、移転整備後も活用できるドクターカ

ーの配備や、地域の医療機関の連携に必要な

ネットワークシステムの導入支援も行っており

ます。また、小児救急医療拠点病院運営費や第

二種感染症指定医療機関の設備・運営費など、

災害医療や小児救急医療など拠点機能の役割に

配慮しながら支援を行ってきたところです。こ

のように、厳しい県の財政状況の中で、地域医

療再生基金や既存の国庫補助事業を活用しなが

ら、最大限の支援を行ってきたところでありま

す。

次に、県西部地域に県立病院○星原 透議員

建設の計画がないのであれば、これまでいろい

ろと述べてきましたように、「急性期を担う中

核的な医療機関」等に位置づけられ、県立病院

と同等の役割が求められているのであれば、私

は、県立病院を設置した場合の建築費の何分の

１かを県費から補助してもいいのではないかと

考えております。また、３県立病院には、一般

会計からの繰出金として、企業債の償還に対す
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る繰り出しを含め、毎年50億円前後が支出され

ております。そこで、都城市郡医師会病院に対

して、県立病院と同じように毎年運営費補助と

して支援できないのか、知事に伺います。

都城市郡医師会病院で○知事（河野俊嗣君）

ありますが、国立病院機構都城病院などととも

に、救急医療や災害医療の拠点となるなど、圏

域の中核病院として、地域医療の充実に多大な

貢献をしていただいているところでありまし

て、大変ありがたく思っているところでありま

す。御質問の運営費補助についてであります

が、県立病院もほかの医療機関と同様、独立採

算制が原則であります。しかしながら、県立病

院には、救急医療や高度医療など、収入をもっ

て充てることが困難な政策医療や不採算医療を

担う使命がありますことから、それらの費用

は、地方公営企業法により、一般会計等で負担

する、一定のそういうルールが定められている

わけでありまして、総務省の定める「地方公営

企業繰出基準」に基づいて、一般会計が負担し

ているところであります。

本県の極めて厳しい財政状況を踏まえます

と、個々の医療機関の運営について、支援を行

うのは困難と思われますが、県内の医療提供体

制の整備を図っていくことは、大変重要である

というふうに考えておりますので、今後とも、

必要な支援につきましては、補助制度等を最大

限に活用して、地元市とも十分連携を図りなが

ら、積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

そこなんですが、知事は、本○星原 透議員

県の極めて厳しい財政状況では、個々の医療機

関の運営については、支援を行うのは困難と思

われますとのことであります。厳しい財政状況

は、私も十分理解しております。先ほど述べて

きましたように、県立３病院の改築に対して

は、宮崎病院に162億円、延岡病院に252億円、

日南病院に194億円と、企業債の償還に対する繰

り出しを含め、毎年50億円前後が支出されてお

ります。都城市郡医師会病院の整備について

は、総額14億円余を支援することにしていると

部長は言われましたが、県病院と医師会病院の

支援額の格差が余りにも大き過ぎて、愕然とし

ております。それは、延岡病院と比較して、改

築費で延岡病院は252億円、市郡医師会病院は68

億円で、３分の１にもなりません。そして、毎

年50億円の支出ということなので、10年間で500

億円、30年間では1,500億円という計算になり、

単純に３で割れば500億円となります。

私は、医師会病院は、民間病院とはいえ、準

公立病院として認知してもいいほど、圏域の中

核病院として、救急医療、地域医療に貢献して

いると思います。医師会病院は民間病院なの

で、赤字経営にならないためには、医師や看護

師を我慢したり、医療機器の導入も我慢するこ

とになります。ということは、医師会病院の問

題ではなく、圏域で生活している我々の問題で

はないかと考えております。仮に毎年運営費と

して支援していただければ、技術の高い医師や

看護師の確保、また先端医療機器の導入等によ

り、医療レベルが格段に上がると思いますし、

圏域住民にとっては、命の安全・安心が保障さ

れることになるからであります。今回調査して

感じたのは、なぜこんなに格差があるのだろう

か、あっていいのか、不公平・不平等感を抱く

のは私だけでしょうか。いま一度、知事の見解

を伺います。

先ほど来、御議論があ○知事（河野俊嗣君）

ります県立病院の役割というものが、立地して

いる市もしくは周辺のみの医療を担うことのみ
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ならず、県下全域における政策医療であり不採

算部門であり、そういう機能を果たしていると

いうところをまずは御理解いただきたいと考え

ております。それで、県立病院のみでそれを担

うということではなしに、僻地・小児・救急医

療など診療報酬だけでは賄えない不採算分野

や、政策的に医療機能の充実等を図るべき分野

を担う中核的な医療機関に対しまして、各種補

助制度等を活用して支援を行うことにより、全

体として県内の医療提供体制の確保を図ってき

たところであります。

このような中、都城市郡医師会病院に対しま

しても、先ほどの部長答弁にありましたよう

に、地域医療再生基金や国庫補助制度を活用し

て、移転整備はもとより、小児救急医療拠点病

院運営費など、必要な支援を行ってきたところ

であります。御質問の医療機関の運営全般に対

する支援を行うのは困難であるというふうに考

えておりますが、県内の医療提供体制の整備を

図っていくことは、大変重要な課題であると考

えておりますので、今後とも、必要な医療機能

の維持・充実のための支援につきましては、補

助制度等を最大限に活用しながら取り組んでま

いりたいと考えております。

今回、医師会のこのことは、○星原 透議員

調べれば調べるほど不公平感があるなと、その

ように思った次第であります。我々の圏域は、

えびのから小林方面、あるいはまた、隣の鹿児

島県の曽於市、志布志市、エリアは大変広い中

であります。ですから、そういう広域的な機関

としても、活動といいますか、頑張っていただ

いていると、そのように思うわけでありますか

ら、いい医者を確保するにも、また、いい医療

機器を、高度の機器を入れるにも、やはりお金

だというふうに思うんですね。だから、その面

はぜひ検討いただいて、よろしくお願いしたい

と思います。今後、またいろんな機会でお願い

していきたいと思っております。

次に、土木行政について伺います。

本県のインフラ整備は、全国的にもおくれて

おり、その整備は喫緊の課題でありますが、一

方で、建設事業費の減少や競争の激化により、

建設業を取り巻く環境は悪化、また、現場の技

能労働者の高齢化や若者の働き手が減少するな

ど、いろいろな問題が生じております。ただで

さえ経営が厳しく技術者を雇えない状況の中

で、ある特定の時期に工事発注が集中すると、

人が足りず、受注ができない状況になります。

業界の皆さんの意見としてよく聞かされる願い

の一つが、公共工事発注を平準化できないかと

いうことであります。そこで、公共工事発注の

平準化について、何らかの工夫はできないの

か、県土整備部長に伺います。

公共工事発○県土整備部長（大田原宣治君）

注の平準化を図ることは、企業の受注機会の確

保につながりまして、ひいては、安定的な経営

に資するもので、大変重要であると考えており

ます。近年の発注状況につきましては、年度当

初から件数が徐々に増加し、９月ごろにピーク

となる傾向が見られますが、これは、新年度に

なりまして、国に対し補助制度に係る事務手続

を行い、その後の工事発注となることや、用地

ストックが減少していること、河川工事では出

水期に施工が行えないことなど、さまざまな要

因によるものでございます。県といたしまして

は、引き続き、調査や測量設計、用地買収の前

倒しを行いますとともに、国、県、市町村で構

成されます連絡協議会において、発注者間の情

報共有を図り、さらに企業の皆さんが発注情報

を容易に取得できるシステムの充実に努めるな
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ど、公共工事発注の一層の平準化を推進してま

いりたいと考えております。

次に、提出書類の簡素化につ○星原 透議員

いてでありますが、公共工事においては、提出

書類が多く、業者の負担になっていると聞いて

おります。また、提出書類が多いほうがよい点

数をもらえるという話も聞きます。工事は現場

の仕上がりを評価すべきであり、書類は最低限

にして、写真などは電子データで提出すればよ

いのではないかと考えます。そこで、提出書類

の簡素化が図れないのか、県土整備部長に伺い

ます。

公共工事に○県土整備部長（大田原宣治君）

おける提出書類の簡素化につきましては、日ご

ろから内容に検討を加え、継続的に取り組んで

きているところであります。その具体的な例と

しましては、安全関係書類などの提出を不要と

したことや、小規模工事における作成書類の軽

減等に取り組んだこと、さらに、昨年度から、

工事写真等を電子データで提出する電子納品の

試行も始めたことなど、受注者の一層の事務負

担軽減を図ってきたところであります。しかし

ながら、このような取り組みにつきまして、周

知が十分でない状況も見受けられますことか

ら、工事検査時においての周知、理解の徹底

や、建設業者を対象とします研修においての啓

発に努めるとともに、関係団体とも意見交換を

行いながら、今後とも、提出書類の簡素化に努

めてまいりたいと考えております。

よろしくお願いいたしておき○星原 透議員

ます。

次に、道路問題について伺います。国道221号

の高崎新田地区における歩道整備について伺い

ます。この道路は、都城市から小林市を結ぶ重

要路線であり、大型車を含め交通量が多いた

め、交通事故が心配されており、また、子供た

ちの通学路でもあります。一日も早い整備が期

待されておりますが、歩道整備の進捗状況につ

いて、県土整備部長に伺います。

国道221号の○県土整備部長（大田原宣治君）

高崎新田地区の交番前交差点から小林側の400メ

ートル区間につきましては、昨年度から新田工

区として歩道整備に着手しまして、これまで測

量や設計などを行ってきたところであります。

現在、建物調査などを行っているところであり

まして、年内には用地交渉に着手することとし

ており、今後とも、地元の皆様の御協力をいた

だきながら、整備を進めてまいりたいと考えて

おります。

次に、道路改良工事でありま○星原 透議員

すが、地域住民の悲願であります県道都城野尻

線の高崎町笛水地区で行われております道路整

備の進捗状況について、県土整備部長に伺いま

す。

県道都城野○県土整備部長（大田原宣治君）

尻線の高崎町笛水地区の未改良区間約1.7キロメ

ートルにつきましては、平成22年度から椎屋工

区としまして事業に着手し、これまでに測量や

道路設計が完了したところであります。今年度

は、集落のあります氏益橋から椎屋大橋までの

約１キロメートル区間の用地取得に着手するこ

ととしておりまして、引き続き、地元の皆様の

御協力をいただきながら、早期の工事着手に向

け、取り組んでまいりたいと考えております。

一日も早い完成を目指して頑○星原 透議員

張っていただきたいと思います。

次に、教育問題について伺います。

これまで、一貫校といえば私立の学校がほと

んどでありましたが、児童の発達に合わせた教

育をするためには、小学校と中学校で全く別な
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教育をするよりも、一貫性を持たせた教育をし

たほうがよいということで、公立の小中一貫校

が各地で徐々に開校してきております。一貫校

には、併設型中小一貫校や連携型一貫校などが

あります。

ところで、政府の教育再生実行会議（座長・

鎌田薫早稲田大学総長）が検討してきていた、

学制改革に関する提言の素案が明らかになりま

したが、その内容は、小中一貫教育学校（仮

称）の制度化が柱であります。その中身は、自

治体の判断で、小中６年・３年の義務教育９年

間を、５年・４年や４年・３年・２年などに区

切れるようにするという提言となっておりま

す。文部科学省は、提言を受けて、2016年度に

も小中一貫教育学校を制度化したい考えで、具

体的に制度を検討した上で、学校教育法の改正

を目指すとしております。そこで、本県には公

立の小中一貫校は何校あるのでしょうか。ま

た、どのような目的で教育が行われているの

か、教育長に伺います。

現在、県内には、15○教育長（飛田 洋君）

の公立小中一貫校があります。その設置の目的

は、小中学校種間の円滑な連携と接続を図り、

系統性・一貫性のある指導を行い、より質の高

い教育を子供たちに提供することを目指すもの

であります。各一貫校におきましては、９年間

を見通した系統的な指導のよさを生かし、学習

指導や生徒指導を行うことができますので、児

童生徒の個性やよさを一層伸ばすことができて

おります。また、比較的少人数だった学校で

は、一貫校にしたことで、小中の枠を越えた大

きな集団の中で、より多様で活気のある学校行

事等を行うことが可能となっております。

次に、この学制改革に関する○星原 透議員

素案の内容について、教育長の見解を伺いま

す。

御紹介いただきまし○教育長（飛田 洋君）

た学制改革に関する提言にありますように、仮

称ではありますが、小中一貫教育学校が制度化

され、学制の弾力化が図られるとすれば、その

地域や子供たちの実態に応じて、より柔軟な学

校運営ができますので、そのことを生かして、

学力向上や不登校の減少など、学校教育におけ

る課題の解決に向けての効果が期待されると考

えております。また、一貫教育学校では、小中

学校の両方で教員が指導することもあり、両方

の免許状の所有が必要になるとか、あるいは小

中の枠を越えて指導することによる教員の負担

がふえることなども指摘いただいているところ

であります。本県でも、それぞれの市町村で、

さまざまな実態に応じて、より効果的な一貫教

育が行われますよう研究がなされているところ

でありますので、県教育委員会といたしまして

は、高い関心を持って、国の動向を注視してま

いりたいと考えております。

次に、小中一貫教育学校が制○星原 透議員

度化された場合、制度の判断は自治体、学校経

営は校長先生、人事異動等は県教育委員会が配

置しております。そこで、制度化された場合の

県教育委員会のかかわりはどうなるのか、教育

長に伺います。

本県では、既に15の○教育長（飛田 洋君）

学校が小中一貫教育に取り組んでおり、小中一

貫教育は、本県の教育を推進していく上で、大

切なことであると認識しております。そこで、

今、県教育委員会といたしましては、小中一貫

教育推進協議会において、これまでの小中一貫

教育の取り組みの状況や成果と課題をまとめた

ものを、本年度から、事例集として県内の各学

校に配付するなどの取り組みを始めたところで
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あります。制度化された場合には、先ほどお話

しになりましたように、教員の採用だとか、あ

るいは指導、あるいは人事異動とか、いろんな

ことで検討すべきことがあろうと思いますが、

それは制度設計がはっきり見えてからしっかり

と対応したいと思います。当面、今後とも、そ

のような県内のよい事例などを情報収集して紹

介いたしますとともに、国からのさまざまな情

報を的確に把握し伝達していくなど、積極的に

市町村教育委員会の支援に努めてまいりたいと

考えております。

ぜひよろしくお願いいたしま○星原 透議員

す。

次に、学校給食について伺います。学校給食

は、児童生徒の心身の健全な発達と国民の食生

活の改善に寄与するために、学校教育活動の一

環として、集団的に実施される給食のことであ

ります。この目的を実現するため、学校給食法

は、学校給食の目標を、食事についての正しい

理解と望ましい習慣を養う、学校生活を豊かに

し明るい社交性を養う、生命及び自然を尊重す

る精神、環境の保全に寄与する態度を養う、食

料の生産・流通・消費について正しい理解に導

くことなどとしております。そこで、公立学校

の完全給食の実施率と献立に使われている県産

食材活用率並びに調理方式と外部委託の状況に

ついて、教育長に伺います。

公立学校における完○教育長（飛田 洋君）

全給食の実施率につきましては、小学校で100

％、中学校で98.5％となっております。また、

本県の学校給食における県産食材活用率につき

ましては、文部科学省が全国を抽出で調べてお

るデータがありますが、その平成24年度の「学

校給食栄養報告」によりますと、食材数ベース

で31.7％となっており、全国より高い状況にあ

ります。

次に、調理場の形態につきましては、学校で

つくる単独調理場方式が115校あります。また、

給食センターでつくり、近隣の各学校へ配送す

る共同調理場方式は47施設あり、256校に配食さ

れております。それらの調理場のうち、調理を

外部の業者に委託している施設は、単独調理場

方式では39校の施設、共同調理場方式では26施

設であり、その共同調理場から147校に配食され

ております。

次に、食品の安全・安心の面○星原 透議員

からも、県産食材を学校給食に使うことが望ま

しいと考えております。学校における食育教育

や地産地消を推進するためにも、多くの県産食

材を給食に使うことは大事であると思います

が、教育長の見解を伺います。

本県において、学校○教育長（飛田 洋君）

での食育は非常に大切なことだと考えておりま

して、積極的に取り組んでいるところでありま

すが、子供が自分でつくる「弁当の日」に取り

組む学校数は、現在、日本一であります。ま

た、これまで、給食の管理をする、そういう業

務としていた学校栄養職員が、新たに免許状を

取り直して、給食管理に加え、食育などの教育

を校内で推進する立場である栄養教諭となる職

員が、本県では年々ふえている状況にございま

す。学校では、この栄養教諭などが中心となっ

て、給食の時間や学級活動の時間において、食

に関する指導を行うなど、食育を具体的に推進

しております。また、直接生産者の方を学校に

招いて、給食を子供たちと一緒にとっていただ

きながら、作物を育てる苦労や喜びを語ってい

ただくことなどを通して、地域の産業や食文化

等に対する関心を高める取り組みも行っている

ところであります。
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学校給食に県産食材を活用し、地産地消を推

進することは、地域の食文化への理解を深めた

り、生産者への感謝の気持ちが育まれるなど、

食育の観点から教育効果が大きいことはもちろ

んですが、地場産業の振興という観点からも、

非常に重要であると考えておりますので、今後

とも一層推進してまいります。

次に、学校給食における県産○星原 透議員

食材活用率の全国平均との比較、また、その割

合をふやすための課題と取り組みについて、教

育長に伺います。

県産食材の活用率で○教育長（飛田 洋君）

すが、先ほど申し上げましたデータですが、食

材数ベースで全国平均は25.1％でありますが、

本県ではそれを上回る31.7％となっておりま

す。本県として活用率をもっと高めたいと考え

ておりますが、県産食材を活用することにつき

ましては、例えば、食材の価格が高いこと、そ

れから、給食で使うために量と規格がそろわな

いことなどが課題であります。そのため、市町

村によっては、安全な地元食材を安価で安定的

に取り入れることができるように、学校と生産

者が直接契約を交わしたり、生産者に対する講

習会を開催したりするなど、県産食材の活用を

促進する取り組みが行われており、活用率を高

めております。

県教育委員会におきましても、食育に関する

講習会等において、このようないい事例等を紹

介することなどにより、市町村に対して、県産

食材活用の一層の推進について奨励をしている

ところであります。今後とも、市町村や関係部

局等と連携を図りながら、学校給食における県

産食材の活用に努めてまいりたいと考えており

ます。

今、給食の件について、それ○星原 透議員

ぞれいろいろ答弁いただきました。私は、今回

のこれは、県産食材をいかに学校給食に使って

いるか、そういう思いで聞いたところでありま

すが、熊本県が独自に行っております平成25年

度の公立学校給食調査によりますと、熊本県で

は、献立に使われた県産食材の割合は50.5％を

占め、前年度の50％に続き、２年連続で５割を

超えております。本県は、国の抽出５校による

調査で31.7％となっており、熊本県と算出方法

が異なり、単純な比較はできないところであり

ますが、本県が農業県として、今、地産地消の

推進に積極的に取り組んでいるのであれば、教

育委員会と農政サイドがお互いに協力して、ど

んな課題・問題があるのか協議し、県産食材の

割合を引き上げるための努力をしていただきま

すように、これは要望しておきます。

終わりの質問になりますが、スポーツ少年団

について伺います。日本スポーツ少年団は、昭

和37年に、日本体育協会創立50周年の記念事業

として、「スポーツによる青少年の健全育成」

を目的に創設されました。「一人でも多くの青

少年にスポーツの歓びを」「スポーツを通じて

青少年のこころとからだを育てる組織を地域社

会の中に」というものでした。当時、近代化が

急激に進み、消費が文化と言われ、物質的には

豊かな生活が送れるようになっておりました

が、その反面、心と体に大きな問題が生まれ、

特に、子供たちの体力の低下や、少年犯罪の増

加や低年齢化といった社会問題が起こり始めて

いました。

こうした中、発育発達期にある子供たちに

とって、スポーツを継続的に行うことは非常に

大切であり、スポーツは、精神的にも身体的に

も望ましい効果が期待できます。将来に向かっ

て伸びていこうとする子供たちに、自分を見失
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わず、身近な地域社会の中で力強く生き抜く力

を育てることが、スポーツ少年団の役割と使命

であると考えます。そこで、ことしで50周年を

迎えた本県スポーツ少年団がこれまで果たして

きた役割について、どのように考えておられる

のか、教育長に伺います。

スポーツ少年団につ○教育長（飛田 洋君）

きましてですが、７月に行われました第50回県

スポーツ少年団中央大会の総合開会式に、私も

参加させていただきました。多くの県民の皆様

が参加され、盛大に開会式が行われており、50

年の歴史の重さを感じるとともに、整列してい

る子供たちの輝く瞳を見て、本県の子供たちが

心身ともに健やかに育っていることを実感いた

したところであります。また、夜は祝賀会にも

出席させていただきまして、これまでスポーツ

少年団にかかわってこられた指導者の方々の熱

き思いを直接伺い、感激いたしたところであり

ます。

スポーツ少年団の団員綱領を見ますと、団員

の務めが示されております。「私たちは、健康

な体と心を養います。他人に迷惑をかけない、

立派な人間になります。自分の力を伸ばす努力

をします。世界中の友達と力を合わせ、平和な

世界をつくります」、そんなことが示されてお

りますが、まさにスポーツ少年団は、長年にわ

たるスポーツ交流を通して、子供たちにこのよ

うな崇高な精神を涵養してこられたものと考え

ております。

まだ時間は残っております○星原 透議員

が、１時間を過ぎたところであります。本当は

スポーツ少年団の加入をぜひ勧めていただきた

い、そのような思いもありますので、このこと

も考えていただければと思います。

以上で私の全ての質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

次は、横田照夫議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） 自民党の横○横田照夫議員

田照夫です。通告に沿って一般質問をさせてい

ただきます。

先日、厚生常任委員会と自民党の厚生部会の

県外調査で、静岡県の京丸園株式会社と神奈川

県の日本理化学工業株式会社を調査させていた

だきました。どちらも、以前から障がい者雇用

に取り組んでこられた会社です。

京丸園は、水耕栽培で、ネギやチンゲンサ

イ、ミツバなどを１年を通して栽培しておられ

る農業生産法人です。スタッフは64名で、その

うちの54名が、知的、身体、精神、発達の障が

いを持った人たちです。事業理念は、「企業活

動はすべて、人の幸せのためにある」というこ

とだそうです。京丸園では、毎日の働きの中

で、「自分の存在が誰かの役に立っている」と

実感できる場面をつくり出すことを目標にして

おります。たとえ障がいを持っていても、どん

なに小さな力でも、働く一人一人に役割がある

こと、努力の目標があることを大切にしておら

れます。正直に働き、品質のよい農産物をつく

り、お客様からの仕事の評価をいただけるこ

と、そして、結果として、利益とやりがいを生

み出せることが真の社会参加になるし、幸せを

目標とした組織や人たちの関係の中に身を置け

ることは、かけがえのない安心となるはずだと

言われます。

京丸園は、障がい者一人一人に合わせた対応

の仕方を考えます。例えば、チンゲンサイの栽

培システムです。これまで一般的には、１人で

育苗から収穫まで完璧にこなすことが農業のプ

ロと考えられてきましたが、京丸園では、技術

的に難しい育苗はプロに生産委託し、その後の
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定植から後の部分は、細分化してそれぞれ違う

人に担わせることで、障がい者だけでもできる

システムをつくられました。このシステムのお

かげで、通常、年間10作程度の収穫だったもの

が、今では年間17作も収穫できるようになった

そうです。この部署の生産は障がい者のみで行

い、現在日量１万5,000本のチンゲンサイを生産

する部門へと成長し、スタートしてから５年で

黒字部門をつくり上げることができたそうで

す。障がいのある人のひたむきに働く姿勢は、

職場にいい影響を与えるそうです。障がい者は

作業が遅いので、早目に会社に出てきます。社

員はそれを見て、彼らが来る前に来て準備をし

ようとします。彼らの作業能力は、健常者より

も低いかもしれませんが、彼らがいることで、

会社全体が好循環になるということです。

日本理化学工業は、チョークを初めとする文

房具や事務用品を製造する会社で、チョークで

は国内トップのシェアを誇っておられます。あ

る団体の会合で紹介され、どうしても行ってみ

たいと思っていたものが、ようやく実現したも

のです。1960年に初めて知的障がい者を雇用し

て以来、一貫して障がい者雇用を進めてこられ

ました。現在、74名の社員のうち53名が知的障

がい者で、障がい者雇用割合は約７割になりま

す。製造ラインをほぼ100％知的障がい者のみで

稼働できるよう、工程にさまざまな工夫を凝ら

しておられます。工程を細分化し、わかりやす

くしたおかげで、知的障がい者たちは、余計な

ことに気を回す必要がなくなり、目の前のこと

に集中できるようになりました。彼らは安心し

て集中できるとわかったら、自分の持てる能力

を最大限に発揮し、決して健常者に劣らない仕

事をすることができます。大切なことは、働く

人に合わせた生産方法を考えることだそうで

す。

知的障がい者と健常者が一緒になって働いて

いると、それぞれが成長しようとし始めるそう

です。健常者は、知的障がい者のために頑張る

ことが張り合いになるし、知的障がい者は、健

常者の思いに応えることが張り合いになりま

す。そして、お互いに助け合う職場をつくり上

げるようになるということです。両企業は、こ

のように考えておられるようですが、まさに京

丸園と日本理化学工業の理念は同じところにあ

るのではないでしょうか。

でも、日本理化学工業の当時の社長（現大山

会長）も、最初のころは障がい者の気持ちが理

解できなかったそうです。彼らは、毎日、満員

電車に乗って通勤してくる。そして、一所懸命

に仕事に励む。どうしても言うことを聞いてく

れないときには、「施設に帰すよ」と言うと、

泣いて嫌がる。どうして施設にいれば楽に過ご

すことができるはずなのに、つらい思いをして

まで工場で働こうとするんだろうかと、不思議

でならなかったそうです。

そのころ、たまたま法事の席で隣に座られた

住職に、そのことを尋ねられたそうです。そう

したら、その住職は、「人間の幸せは物やお金

ではない。人間の究極の幸せは、人に愛される

こと、人に褒められること、人の役に立つこ

と、人から必要とされること、この４つだ。人

間の幸せは働くことによって手に入れることが

できる。人は仕事をすることで、褒められ、人

の役に立ち、必要とされるからこそ、生きてい

る喜びを感じることができる。家や施設で保護

されているだけでは、人間としての幸せを得る

ことはできない。だからこそ、彼らは必死に

なって働こうとする」と言われたそうです。こ

の言葉を聞いて、胸につかえていたものがすっ
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ととれた気がした、自分はこのことを知的障が

い者に教えてもらった、そのように言っておら

れます。この２つの会社の考え方、取り組みに

対する率直な感想を知事にお聞きし、後の質問

は質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

横田議員のお話を大変興味深く聞かせていた

だきました。京丸園の社長さんでありますが、

「全工程を１人でこなすことが農業のプロ」と

いう固定観念を柔軟に転換され、工程を細分化

・分業化することで、障がいのある社員だけで

完結するシステムを構築されたということでご

ざいまして、障がいのある方への思いの深さと

いうものを感じたところであります。また、日

本理化学工業の会長さんについて、障がいのあ

る社員がなぜつらい思いをしてまで働こうとさ

れているのか、不思議な思いをされていたとこ

ろ、住職の言葉に出会われたと。障がいのある

方にとっての働く意義に気づかされたというこ

とで、その思いに応えようということで、工程

を単純化するなどの工夫を重ねられたことに対

して、会長さんの熱い思いを感じたところであ

ります。

２社ともに、障がいのある方に真摯に向き合

い、さまざまな工夫を凝らすことで、働きやす

い職場環境をつくり、一方、障がいのある社員

も、その期待に応えて、ひたむきに働くこと

で、会社全体によい影響を与え、お互いが支え

合う職場になったということであり、本当にす

ばらしい会社である、すばらしい取り組みであ

ると、深く感銘を受けたところであります。障

がいのあるなしにかかわらず、ともに支え合

い、ともに生きる地域社会づくりの大切さを改

めて感じたところであります。こうした２社の

取り組みにも学びながら、その実現に向けて、

しっかり取り組んでいかなければならないと、

思いを新たにしたところであります。以上であ

ります。〔降壇〕

以下、日本理化学工業の大山○横田照夫議員

会長の言葉を引用しながら質問させていただき

ます。障害者雇用促進法ができたのは昭和35

年、当時は身体障がい者のみが対象でしたが、

昭和62年に知的障がい者が、平成18年に精神障

がい者が含まれるようになりました。制度その

ものは徐々に発達してきましたが、肝心の障が

い者雇用はなかなか広がっていないと言われま

す。先日の中野一則議員の質問で、県内企業の

法定雇用率の達成割合は約６割と示されました

が、達成できていない約４割の企業は、どのよ

うな理由で達成できていないのかを福祉保健部

長にお伺いします。

ただいまお話○福祉保健部長（佐藤健司君）

しのように、法定雇用率の達成割合というのは

正確には59.3％で、全国第２位なんですが、

おっしゃるように、約４割はまだ達成していな

いということでございます。この状況につきま

しては、宮崎労働局で把握されておりますが、

その理由といたしましては３つありまして、障

がい者に合った仕事がないこと、設備面など職

場環境が整備されていないこと、雇用後に指導

していく体制がないこと、などを挙げる企業が

多いと伺っております。しかしながら、これら

の課題は、先ほどの議員御紹介の会社の例を考

えますと、企業側が障がいに対する理解を深

め、発想の転換やさまざまな工夫で乗り越える

ことができるのではないかと思ったところであ

ります。

「「福祉」を広辞苑で引くと○横田照夫議員

「幸福」とある。福祉の「福」は主にお金も含
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めての物質的な豊かさをあらわし、福祉の

「祉」は主に心の豊かさをあらわす。だから、

福祉とは、物と心、両方の豊かさをあわせ持っ

た幸せということになる。であればこそ、企業

が障がい者の福祉（幸せ）を担い得るのではな

いか。企業は、福祉作業所よりも多くの給料を

支払うことができる。いわゆる物質的な幸せ

だ。そして、人は一般社会で働くことによって

こそ究極の幸せ、いわゆる心の豊かさを手にす

ることができる。特にこの「心の幸せ」は、企

業でなければ提供できないと考える。私たち

は、そろそろ障がい者の幸せは全て福祉行政が

担うという発想から抜け出すべきではないか。

むしろ企業も含めた社会全体で「障がい者の幸

せ」を実現していくことを目指したほうが、福

祉そのものが広がるし、公費の節約にもつなが

ると思う」とも言われています。このことに関

して、県としてどうお考えか、福祉保健部長に

お尋ねします。

障がいのある○福祉保健部長（佐藤健司君）

なしにかかわらず、人は働くことで生きがいや

幸せを感じるものであるという考えに、私も同

感するところであります。また、企業も含めた

社会全体で障がい者の幸せを実現するという考

えは、ことし１月に我が国が締結いたしました

障害者権利条約の趣旨に合致するものであると

考えます。もっともっと障がい者の就労支援に

力を入れなければならないと、思いを新たにし

たところであります。

県といたしましては、これまで県内７カ所に

設置している障害者就業・生活支援センターに

おいて、障がいのある方からの相談に対し、就

労や職場定着の支援に取り組むとともに、企業

を直接訪問し、職場改善に向けた助言等を行っ

ております。また、企業の理解促進を図る取り

組みとしまして、毎年企業向けセミナーを開催

し、優良企業の取り組みや環境整備に活用でき

る助成金などを紹介しております。今後は、宮

崎労働局など関係機関と一層の連携を図り、先

進的な優良企業の取り組みを広く周知を図りな

がら、議員御提案の趣旨も受けとめ、障がいの

ある方の一般企業への就労促進に積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

企業も含めた社会全体で障が○横田照夫議員

い者福祉を担っていくという意識づけも大事だ

と思いますので、その意識醸成にも取り組んで

いただきたいと思います。

「憲法では、全ての国民の「生命、自由及び

幸福追求に対する権利」「勤労の権利」「健康

で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障

している。ところが、多くの人が「働く場」か

ら排除されている現実がある。「リストラ」は

企業が生き残るためにやむを得なかった側面も

あるが、首のつながった人々も「あすは我が

身」とおびえつつ過ごさなければいけない。リ

ストラの標的にされないために、せき立てられ

るように働かざるを得なく、長時間労働が常態

化し、心の病にかかる人もふえている。これで

は、「働く場」があったとしても、「働く幸

せ」を感じることは難しいと思う。働き盛りの

人が、なぜ幸せになるどころか苦しまなければ

いけないのか。もしかすると、「働く幸せ」を

感じられる人がどんどん減っているのかもしれ

ない。現在のような日本の労働環境は何か間

違っているのかもしれない。もう一度、働くこ

との原点を見詰め直す必要があるのではない

か」とも言っておられます。会社員だけでな

く、県庁職員とか教師にもメンタルダウンにな

る人がふえているようです。このことに関して

の知事と教育長の考えをお聞かせください。
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「働くこと」について○知事（河野俊嗣君）

のさまざまな御議論でありますが、対価として

報酬を得ることはもとより、職業を通じて企業

や地域社会の発展に尽くし、人として価値ある

生活を営む上で、大切な活動であると考えてお

ります。自分自身のことを今つらつら考えてお

りましたが、国家公務員という道を最初選び、

そして今、政治家としてということで仕事をし

ておるわけでありますが、稼ぐというよりも、

公に対して何とか自分として貢献したい、やり

がいを感じていたいという思いが、報酬を得る

こと、稼ぐことを否定するわけではありません

が、そちらに重きを得ながら、これまでの道を

歩んできた思いがいたしております。我が国を

考えますと、景気は回復基調にあるわけであり

ますが、バブル崩壊以降の景気低迷やデフレ経

済の中で、我が国の労働環境が長期にわたって

厳しい状況が続いてきたということで、働くこ

との意義も含めて、社会の閉塞感がもたらされ

たのではないかなという思いがいたしておりま

す。

議員御紹介の大山会長のお言葉、まさにこう

いう閉塞感がある時代だからこそ、響いてくる

言葉ではないかなという思いがいたしておりま

す。会長の言葉をお伺いしながら、アメリカの

心理学者のマズローの欲求段階説という話を思

い浮かべておりました。５つに分けて、生理的

な欲求、安全の欲求、所属と愛の欲求、承認と

尊重の欲求、それから自己実現というようなこ

とで、学者が整理すると、そういうふうなこと

になるわけでありますが、褒められ、人の役に

立ち、必要とされる、それで「働く幸せ」を感

じるということ、働くことの原点を再認識する

必要性を改めて感じたところであります。ま

た、障がい者の雇用に難しさを指摘する経営者

の言葉がありましたが、こういう２社の事例を

見ますと、強い思い、また熱い思いがあれば道

は開けるんだと、そういうようなことも示して

いただいているのではないかなと受けとめたと

ころでございます。県政を預かる立場といたし

まして、民間の会社員、県職員など、県民一人

一人が「働く幸せ」を実感できるような社会の

実現にこれからも全力で取り組んでまいりた

い、そのように考えたところであります。

人間の幸せ、「人に○教育長（飛田 洋君）

愛されること、人に褒められること、人の役に

立つこと、人から必要とされること」という御

紹介いただいた言葉と出合ったのは、10年ぐら

い前のことでした。障がいのある息子が就職で

きないかなと諦めかけていたときに、私の背中

を強く押してくれた言葉がこの言葉でありまし

て、ある強い思いを持って、機会あるごとに、

若い世代にこの言葉を引用した話をこれまでさ

せていただきました。

小さいころ、小学校ぐらいだったと思います

が、家族から「働く」ということは、「はた」

というのは周辺、周囲を「楽」にすることだ

と、周りを「楽」にすることが「働く」ことだ

と言って教えられたことがあります。まさに、

働くということは、人の役に立つこと、人に必

要とされることであり、これこそ人間の幸せで

あると思います。それぞれの個人が、社会の中

で自分が落ち着ける場、居場所を見つけ、それ

ぞれの持ち場で必要とされる役割をしっかりと

果たして喜んでいただける、決して派手な称賛

はされないかもしれませんが、言葉にならな

い、目には見えぬ、人々の感謝の気持ちを心で

味わい、社会に貢献できる、このような個人と

いうのは、小さな個人かもしれませんが、私は

小さな英雄だと思います。私は、子供たちが自
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分の居場所をきちんと見つけられる宮崎の社

会、日本の社会であってほしいと強く願ってお

ります。これからも、人から必要とされる小さ

な英雄をしっかりと育てていけるような宮崎の

教育を推進してまいりたいと考えております。

一方で、子供たちを取り巻く環境が変わっ

て、子供たちを指導する教職員というのは、さ

まざまな難しい課題と向き合う毎日であり、時

間的にも厳しい労働環境にあると考えておりま

す。教育長として、本県の教職員が誇りや働き

がいを見失うことなく、「働く幸せ」を感じら

れるよう、これからも働きやすい職場づくりに

積極的に努めてまいりたいと考えております。

教育長は今、「働く」とは○横田照夫議員

「はた」、つまり周りの人を「楽」にすること

だと言われました。実は、日本理化学工業の大

山会長は、「働くという字はにんべんに動くと

書く。つまり人のために動くということ」だと

言っておられます。「はた」を楽にすること

で、また、人のために動くことで、人のために

役に立ち、必要とされるのだと思います。これ

が「お金のため」とか「自分のため」では、そ

うはいかないということです。さらに、大山会

長は、「会社とは社員に働く幸せをもたらす場

所だ。会社を存続させるためには利益を出すこ

とも大事だが、利益第一主義で働く幸せを度外

視すると、会社が永続的に発達する力が失われ

てしまう」とも言っておられます。知事も言わ

れましたように、働くことの原点をもう一度考

えてみる必要があるように思います。

次は、資金の地域内循環についてです。

まず、地元商業者の声を紹介します。「宮崎

県でも、これまで経済対策として、大きな補助

金や優遇税制などを準備して、県外資本の企業

誘致などを進めてきた。しかし、このような企

業誘致は、本当に地域に富をもたらすのだろう

か。確かに、一定規模の雇用は生まれるし、投

資による一時的な経済効果はあると思う。しか

し、誘致企業が稼いだお金は、給与や税金を除

けば、その大半は本社に流れてしまう。逆に、

県外資本の大規模店舗が進出すれば、確実に地

元商業者は打撃を受ける。さらに、経済的メ

リットがなくなると、さっさと撤退し、その後

には廃墟が残るだけだ」というものです。

では、どうすればいいのでしょうか。私は、

資金の地域内循環を図るために、地元の業者に

お金を落とすシステムをつくっていくことだと

考えます。以前は、「たばこは地元で買いま

しょう」というような看板をよく目にしまし

た。地元購入キャンペーンを行政みずから行う

こととか、調達契約の入札で積極的に地元業者

を優先することなど、資金が地元で循環するた

めのあらゆる政策メニューを動員することが大

事だと思いますが、知事の考えをお聞かせくだ

さい。

御指摘のとおり、本県○知事（河野俊嗣君）

経済の活性化ということを考える上では、県外

・海外からの需要を取り込んで、外貨を獲得す

るという活動も大変重要でありますが、まずは

県内における生産と消費をつないで、域内の経

済を循環させていくこと、これも大変重要な取

り組みであります。そのためには、県民の皆様

一人一人が、日常生活のさまざまな場面で地産

地消の意識を持って実行していただくこと、そ

の積み重ねが大変重要であろうと、地域のよさ

に気づくことにもつながるわけであります。そ

のような思いから、「みやざき元気！“地産地

消”県民運動」を初めとします３つの県民運動

を立ち上げて、県全体で推進を図るために、県

内の経済団体や市町村など、官民挙げて循環型
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の地域経済の構築に向けて取り組んでいるとこ

ろであります。

ことし２月には、「県内企業優先発注及び県

産品の優先使用等に係る実施方針」を県のほう

で決定いたしまして、公共工事や物品調達以外

の分野でも、発注に当たっては、原則として県

内企業を優先することや、県産品の優先購入に

努めること、また、県内企業の受注機会の確保

に努めることなどを基本的な考え方とすること

を、県庁の各部局に指示したところでありま

す。市町村や各種経済団体などにも、同様の協

力をお願いしておるところであります。今後と

も、県内の中小企業、小規模事業者の育成や中

山間地域の産業の活性化などにより一層力を入

れながら、県内経済が効果的に循環する仕組み

の構築に努めてまいりたいと考えております。

地元資本のスーパーなどが新○横田照夫議員

たに店舗を出すときに、補助金や優遇税制は何

もなく、あっても低利の融資制度があるくらい

だという不満の声も聞いています。でも、地元

企業であっても、雇用は同じようにふえ、稼い

だお金は全て地元で回ります。地域内に富を蓄

積し循環させるために、県が積極的に地元商業

者の支援を行うべきであると思いますが、商工

観光労働部長はどのようにお考えでしょうか。

地域内で○商工観光労働部長（茂 雄二君）

資金を循環させるためには、できる限り、最終

消費が地元商店等で行われることが望ましく、

この受け皿として、地元商業者が持続的に営業

を続けていくことが重要であります。このた

め、県では、中心市街地、商店街振興を目的と

した、にぎわい創出や空き店舗解消などに対す

る助成を行っておりますほか、商店街を中心と

した若手リーダーの育成や、個々の商店の魅力

を高め、売り上げ増加につなげるための支援に

取り組んでいるところであります。

また、口蹄疫復興対策運用型ファンドを活用

した小規模事業者に対する支援、経営革新企業

が行う新商品・新サービス開発等への助成や、

商店・商店街に対する低利融資制度を実施し、

地元商業者の前向きな取り組みに対し支援を

行っております。さらに、国におきましても、

商業・サービス事業者や商店街活性化のための

さまざまなメニューを用意されておりますの

で、その活用促進も図りながら、地域商業の魅

力を高めてまいりたいと考えております。

商業者に対するさまざまな支○横田照夫議員

援策が用意されているようですけれども、地元

の商業者のリーダー的存在が出店・拡大し、地

元の集客力を高めていくことは大変重要ですの

で、ぜひ地元商業者とか商工会の声に耳を傾け

ていただき、何を望んでいるかをしっかりと把

握した上で、支援策を講じていただきたいとい

うふうに思います。

本県でも、現在、フードビジネスの推進をう

たっています。藻谷浩介さんの「里山資本主

義」で、域際収支のことが紹介してあります。

域際収支とは、商品やサービスを地域外に売っ

て得た金額と、逆に地域外から購入した金額の

差を示した数字のことです。農漁村を多く抱え

る県は、この域際収支が大きくマイナスになっ

ています。こうした地域がなぜ貧しいのか。そ

れは、働いても働いても、お金が地域の外に出

て行ってしまうからです。農林漁業などの第１

次産業は黒字となっていますけれども、意外な

ことに飲食料品がマイナスになっているんで

す。農林漁業は盛んなのに、それを加工した２

次製品は外から買っているからです。つまり、

資金が地域外に逃げていて、地域内で循環して

いないということです。これが県全体の赤字額
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を押し上げているんだそうです。フードビジネ

スは、生産から加工、販売まで地域で行うこと

によって、赤字となる品目を減らそうとする取

り組みで、域際収支のマイナス解消に大いに寄

与する代表的なものだと考えます。本県の域際

収支はどのような状況かを総合政策部長にお尋

ねします。

宮崎県県民○総合政策部長（橋本憲次郎君）

経済計算によりますと、本県の域際収支は、近

年、6,000億円台の赤字で推移しておりました

が、直近のデータであります平成23年度は、移

出額が約１兆3,607億円であった一方、移入額が

約１兆9,484億円となり、差し引き約5,878億円

の赤字でございます。

本県の域際収支を改善する方○横田照夫議員

策の一つであるフードビジネスにどのように取

り組んでいくのかを、同じく総合政策部長にお

尋ねします。

本県のよう○総合政策部長（橋本憲次郎君）

な素材供給型の産業構造の地域におきまして

は、一般的に生産財や製品の移入に対して、高

付加価値生産物の移出が少ないことから、域際

収支がマイナスとなる傾向にあり、その改善に

は、域内生産物の高付加価値化と有利な販売に

よる移出増、あるいは移入の縮減による方法が

考えられるところでございます。御指摘のあり

ましたように、本県の進めるフードビジネス

は、まず移出増の面からは、マーケットインの

視点に立ちまして、生産・加工の拡大や県産品

の高付加価値化に向けた製造業の強化、また、

海外輸出を初めとする販路の拡大や食による誘

客など、生産、加工、販売に至る裾野の広いビ

ジネスを創出・拡大することで、広い意味の外

貨の獲得を図っているところでございます。

また、移入減の面からは、例えば、焼酎原料

用加工用米の生産拡大や施設園芸におけるバイ

オマスエネルギーの導入など、生産資材の域内

調達を拡大する取り組みも進めているところで

ございます。今後とも、フードビジネスを推進

する上では、こうした外貨の獲得はもちろん、

地域内の経済循環の創出といった観点も踏まえ

ながら、本県の強みである農業を核とした県内

経済の拡大と、裾野の広い食関連産業の成長産

業化を図ってまいりたいと考えております。

人口減少傾向が続く中、郡部○横田照夫議員

から都市部へ、都市部から三大都市圏へ、人、

資源、資金などの流出が続き、地域間格差は一

層拡大しています。そういう状況下で、自立

し、持続可能な地域経済をつくるためには、よ

そから資金を呼び込み、それを地域内で循環さ

せる力をつけることが大事だと思います。その

ためには、そういう仕組みをつくり、その仕組

みを動かす人材を育てる必要があります。

国は、全国385万の中小企業の中でも、その９

割を占める小規模事業者は、地域の経済や雇用

を支える極めて重要な存在であり、経済の好循

環を全国津々浦々まで届けていくためには、そ

の活力を最大限に発揮させることが必要不可欠

として、「小規模企業振興基本法（小規模基本

法）」と「商工会及び商工会議所による小規模

事業者の支援に関する法律の一部を改正する法

律（小規模支援法）」をことしの６月27日に公

布し、小規模基本法は即日施行されました。

本県でも、昨年４月１日に施行された宮崎県

中小企業振興条例において、その第４条第３項

で、本県の企業数の88.1％を占める小規模企業

者については、特に経営資源の確保が困難であ

ることが多いことから、中小企業振興に関する

施策を講ずるに当たっては、小規模企業者に必

要な考慮を払うことが重要であることを規定し
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ています。この第４条第３項の具体的意味と、

この条例に基づく施策に国が策定した小規模基

本法はどのように反映されるのかを、商工観光

労働部長にお尋ねします。

まず、中○商工観光労働部長（茂 雄二君）

小企業振興条例の小規模企業への配慮規定につ

いてでありますが、小規模企業は、設備や技術

等の確保が困難な場合が想定されますことか

ら、施策を講ずるに当たりましては、その状況

に配慮した施策を行うべきことを規定している

ものであります。

次に、本年６月に制定されました小規模企業

振興基本法でありますが、この法律は、小規模

企業が果たす地域経済や雇用を支える役割等の

重要性に鑑みまして、これまでの中小企業基本

法の基本理念であります「成長発展」に加え、

「事業の持続的発展」を基本原則に制定された

ものであります。本県におきましては、事業所

数の約９割が小規模企業であり、地域経済の持

続性を高めるためにも、その存在は大変重要で

あると認識しております。このため、県といた

しましては、小規模企業にとって身近な存在で

あります商工会等の経営指導員や税理士などの

支援機関、事業者の皆さんとの意見交換等を行

いながら、経営革新や販路開拓、さらには事業

承継など、小規模企業が抱える諸課題に対応で

きるよう、実効性のある施策を展開してまいり

たいと考えております。

小規模支援法は、商工会とか○横田照夫議員

商工会議所が、地域の小規模事業者の課題をみ

ずからの課題と捉え、小規模事業者による事業

計画の策定を支援し、その着実なフォローアッ

プを行う伴走型の支援を行う体制を整備すると

されており、小規模企業の支援を行う商工会等

の役割は、さらに大きくなってくると思われま

す。このため、県として、商工会等に対する支

援にこれまで以上に力を入れていくべきだと考

えますけれども、小規模支援法の改正により、

商工会等への県のかかわりは今後どうなってい

くのかを、商工観光労働部長、お聞かせくださ

い。

小規模支○商工観光労働部長（茂 雄二君）

援法の改正は、商工会等が行う小規模企業への

支援につきまして、従来の記帳指導や税務指導

から、適切な経営コンサルティングなど、経営

戦略にまで踏み込んだ支援に軸足を移すもので

あります。これまでも県と商工会等とは、連携

・協力して小規模企業の支援を行いますととも

に、経営指導員に対する研修などにより、指導

能力の向上等を図ってきたところであります。

今回の小規模支援法の改正によりまして、商工

会等の役割がこれまで以上に重要となり、一層

のレベルアップが必要とされますことから、支

援機関としての機能が効果的に発揮できますよ

う、商工会等に対して積極的に支援してまいり

たいと考えております。

本県企業のほとんどを占める○横田照夫議員

小規模企業は、地元購入先としてや地元産品の

加工場としてなど、資金の地域内循環を進める

上で欠かすことのできない存在でありますの

で、経営向上に取り組む小規模企業が伸びてい

ける環境づくりをしっかりと推進していただく

よう要望いたします。

次に、水素の供給基地についてお尋ねしま

す。

８月８日の宮崎日日新聞に「燃料電池車に300

万円補助」という記事がありました。経済産業

省が次世代エコカーの本命とされる燃料電池車

の普及を促すため、購入者に１台当たり200万円

から300万円の補助金を支給する方向で調整に
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入ったそうです。2015年度予算の概算要求で、

電気自動車など次世代自動車の補助金として数

百億円を盛り込む方針で、燃料電池車も補助対

象に加えるようです。

燃料電池車は、水素と空気中の酸素を反応さ

せて発電した電気で走行し、ＣＯ を出さない究２

極のエコカーとして注目されています。トヨタ

が2014年度中に一般向けに販売を開始し、それ

に続き、ホンダも日産自動車も売り出す予定だ

そうです。補助金がつけば、一気に普及が進む

と期待する声もあります。それを支える重要な

社会基盤である水素ステーション、いわゆる

「スタンド」にも、整備に対しての補助を手厚

くして、普及を後押しするそうです。家庭用燃

料電池も徐々に普及しようとしているようで

す。「エネファーム」という愛称で販売されて

いるそうです。燃料電池に対するこういう社会

の動きをどう考えておられるか、知事にお聞き

します。

国におきましては、こ○知事（河野俊嗣君）

とし４月に策定されましたエネルギー基本計画

などにおきまして、水素を日常生活や産業活動

で利活用する社会、すなわち「水素社会」の実

現を掲げておるところでありまして、水素・燃

料電池関連につきまして、産学官の強力な連携

のもとに、2040年ごろまでに技術開発と実用化

を目指すとされているところであります。九州

におきましても、本県もメンバーとなっており

ます、産学官のリーダーが集う九州地域戦略会

議の夏季セミナーにおきまして、水素の利活用

が分科会のテーマとして取り上げられるなど、

関心が高まっているところであります。

今後、燃料電池車を含む次世代の自動車や水

素ステーション整備費用などへの国の本格的な

支援が進み、水素の製造、輸送、貯蔵、利用の

各段階における技術的課題が残されているわけ

でありますが、その課題の解決が図られること

になれば、我が国の水素エネルギーに関する国

際競争力の強化はもとより、省エネルギーや環

境負荷低減に大きく貢献していく可能性がある

ものと考えているところであります。本県とし

ましても、水素エネルギー関連産業をめぐる動

向や水素エネルギー利活用に向けた国の政策に

つきまして、引き続き、大きな関心を持って注

視していく必要があるものと考えております。

宮崎大学は、昨年度から、宮○横田照夫議員

崎大学、宮崎県、新潟大学、三鷹光器の４者に

よる産学官連携プロジェクトとして設置され

た、ビームダウン式太陽集光装置を使った水素

製造に関する大型実証試験を始めました。まだ

試験の途中段階とは思いますけれども、現状と

将来の見通しを総合政策部長にお伺いします。

ビームダウ○総合政策部長（橋本憲次郎君）

ン式太陽集光装置につきましては、県もその建

設費用の一部を支援させていただきまして、平

成24年８月に宮崎大学に設置されたものでござ

います。現在、国の研究プロジェクトの事業採

択を受けまして、宮崎大学や御紹介いただきま

した共同研究者である新潟大学で、水素を発生

させる反応装置等の開発のほか、集光装置用の

効率的で低コストな熱計測装置の開発、シラス

を原料とした太陽電池用シリコンの生成など、

多分野にわたる研究が進められているところで

ございます。ビームダウン式太陽集光装置を実

際に使った水素製造の実験につきまして

は、2030年以降の実用化に向けまして、ことし

の冬にも開始されると聞いているところでござ

います。県といたしましても、引き続き、同装

置を活用した水素製造の研究が円滑に進むよ

う、協力してまいりたいと考えております。
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私は、このことについて、平○横田照夫議員

成23年６月定例会の一般質問で取り上げまし

た。「せっかく燃料電池のもとになる水素の量

産化の研究開発をするのだから、将来は全国の

中での燃料電池の生産拠点を目指すべきではな

いか」という質問に対しまして、県民政策部長

が「本県での研究が順調に進めば、産業界の関

心は高まるものと考えるので、産学官連携し

て、その研究を推進していきたい」と答弁され

ました。宮崎大学のこの試験を中心でやってお

られる西岡准教授は、「30年後には従来の車は

売れなくなる」との見解を持っておられます。

近い将来、間違いなく電気自動車と燃料電池車

の時代になると、そのように思います。実験だ

けさせられて、実を県外にとられたリニアモー

ターカーのようになってはいけないというふう

に思います。本県として、水素の生産拠点、燃

料電池の生産拠点を目指すべきじゃないかと考

えますが、知事の考えをお聞かせください。

水素社会の実現に当た○知事（河野俊嗣君）

りましては、さまざまな社会的メリットが挙げ

られる一方で、先ほど申しましたような、技術

面、コスト面、制度面、インフラ面など、まだ

多くの課題が存在している状況であります。国

におきましては、これらの技術的課題の克服な

どに向けて、今、計画的に研究等が行われてい

るところであります。

本県におきましても、今答弁申し上げました

ような、宮崎大学における新潟大学との共同に

よるビームダウン式太陽集光装置による水素製

造に関する大型実証実験でありますとか、日向

市におけるマグネシウム燃料電池の開発と太陽

炉によりますマグネシウム精錬の実証実験な

ど、本県の特徴であります太陽エネルギーを生

かした水素や燃料電池に関する研究開発が行わ

れているという状況でございます。それぞれ成

果が楽しみなわけでありますが、県としまして

は、こうした実績を踏まえつつ、水素利活用技

術の適用可能性や将来的な再生可能エネルギー

からの水素の製造などにつきまして、国や水素

エネルギー関連産業と連携を図りながら、「水

素エネルギーを有効活用する社会の実現」につ

きまして、研究を進めていく必要があるものと

考えております。

ビームダウン式の研究はまだ○横田照夫議員

緒についたばかりということで、まだ商業ベー

スの大量生産を望む段階ではないようですけれ

ども、太陽電池利用などのほかの製造方法も含

めて、将来の拠点づくりを目標に頑張っていた

だきたいと思います。

次に、デマンド交通について質問します。

８月15日の読売新聞のトップ記事に、「人口

減地域の足として予約型バスの普及支援を政府

方針として決めた」とありました。自治体が主

体となって予約で運行する仕組みは、デマンド

交通と呼ばれ、全国では、現時点で314市町村が

導入しているそうです。自動車を運転できない

高齢者がふえているほか、人口減でバス路線の

廃止が相次ぐなどして、ここ数年、注目が集

まっています。ドア・ツー・ドアといって、そ

れぞれの家を回って目的地まで送ってくれるの

が利点です。

私は、平成22年９月定例会で、オンデマンド

交通システムの導入について質問をしました。

そのとき、県民政策部長の答弁では、「県北地

区では、総務省の地域ＩＣＴ利活用広域連携事

業を活用して、デマンド方式のバス運行支援シ

ステムの構築に今後取り組むこととしているの

で、県としても、関係行政機関等と連携を図っ

てまいりたい」との答弁でした。現状はどう
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なっているのかを総合政策部長にお伺いしま

す。

デマンド交○総合政策部長（橋本憲次郎君）

通は、主に路線バスが運行されていない地域に

おいて、乗降場所をきめ細かく設定できるな

ど、利用者のニーズに応じた柔軟な運行が可能

でありまして、地域住民の移動手段の確保に有

効な方法であると考えているところでございま

す。このため、県では、今御紹介いただきまし

た、御質問のありました平成22年度以降、平

成23年度、24年度の２年間で、「未来につなぐ

地域公共交通ネットワーク創造事業」を実施い

たしまして、デマンド交通の導入を含む、市町

村の公共交通空白地帯解消の取り組みを支援さ

せていただいたところでございます。現在、県

内では、10市町村内の48コースでデマンド交通

システムを導入しておりまして、そのうち、パ

ソコンを用いて運行計画の作成等を行うＩＴ活

用型システムにつきましては、川南町で東京大

学のオンデマンド交通システム「コンビニク

ル」を導入しているという事例がございます。

国の方針が出た場合、今後ど○横田照夫議員

のように取り組むべきと考えるのかを、同じく

総合政策部長にお尋ねします。

国におきま○総合政策部長（橋本憲次郎君）

しては、ことし８月５日に「交通政策基本計画

中間とりまとめ」を公表しておりますが、その

中において、御指摘ありましたように、デマン

ド型バス・タクシーなどのデマンド交通の効果

的な導入を促進するとされているところでござ

います。デマンド交通につきましては、利用者

のニーズに応じた柔軟な運行が可能であるとい

うメリットがある反面で、利用するためには予

約が必要で、急な利用には適さないといった面

もございます。したがいまして、一般の乗り合

いバスや福祉バス、タクシーなど、さまざまな

選択肢がある中で、デマンド交通が地域の実情

に合った交通手段であるかを、地域ごとに十分

見きわめることも肝要ではないかと考えており

ます。

国では、今年度に「地域公共交通活性化再生

法」を一部改正しまして、市町村が地域全体の

公共交通のあり方を検討する際に、その取り組

みを支援するとしているところでございます。

県といたしましても、国とも連携しながら、デ

マンド交通も含めた最適な地域公共交通ネット

ワークの構築に向け、市町村の取り組みを支援

してまいりたいと考えております。

デマンドバスも経営的には厳○横田照夫議員

しいとは思いますけれども、交通弱者、買い物

弱者のために、積極的に取り組んでいただきた

いというふうに考えます。

次は、バイパス等の利益についてです。

東九州道開通の課題として、ストロー現象が

あると言われています。人が通過してしまっ

て、町が寂れるというものです。これと同じよ

うに、バイパス等の開通によってもストロー現

象が起こり、町が寂れることが考えられます。

例えば、私の佐土原町では、現在、広瀬バイパ

スの工事が進められておりまして、既存の春田

バイパスとつながったら、一ツ葉有料道路を経

由して、東九州道の西都インターと宮崎港、宮

崎空港がほとんど信号なしで結ばれ、非常に利

便性の高い道路となります。交通の便がよくな

るということは、人口増につながる要素でもあ

りますので、そのバイパスの周辺に宅地などは

できないものかと思います。

また、県道宮崎高鍋線も工事が進められてお

りますが、完成したら周辺地域との時間的距離

がすごく近くなり、沿線にあるスーパーに相当
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なお客さんが集まることが予想されます。佐土

原には昔から大いに栄えた本町商店街がありま

したが、全国の例に漏れずシャッター通りにな

りまして、さらには、閉じられた店が取り壊さ

れて住宅に変わり、シャッター通りさえなくな

りつつあります。昔の繁栄を知る人たちは、何

とかしてほしいと訴えられます。そこで、先ほ

どのスーパーを核として、その周りに新たな商

店街がつくれないものかと考えます。

しかし、バイパス周辺も、県道宮崎高鍋沿線

も、ほとんどが市街化調整区域になっておりま

して、現状では開発は難しい状況です。ではあ

りますが、地元住民の協力があってこそバイパ

ス等ができるわけですので、その地元の利益に

なるように、バイパス周辺の土地利用規制の見

直しを進めるべきと思うんですけれども、県土

整備部長はどうお考えでしょうか。

バイパスな○県土整備部長（大田原宣治君）

どの道路整備につきましては、市街地の渋滞緩

和、騒音の軽減、走行時間の短縮による利便性

の向上などを図るため、実施しているところで

ございますが、議員御指摘のとおり、バイパス

の開通に伴い、旧道沿線の商店街の活力の低下

も懸念されますことから、バイパスの開通効果

を地域全体の活性化につなげることは、既存集

落などの生活環境を維持していく上でも、大変

重要な課題であると考えております。

市街化調整区域は市街化を抑制する区域であ

りますが、市街化調整区域の既存集落の良好な

居住環境の整備やコミュニティーの維持・活性

化を図るため、市町村におきまして、これま

で、一定の区域で土地利用などの計画を定める

「地区計画制度」などを活用しまして、周辺環

境との調和を図っているところであります。県

としましては、今後とも、市町村との「まちづ

くり勉強会」などの場で、バイパス周辺の市街

化調整区域における土地利用のあり方につきま

して丁寧に議論し、市町村と一緒になって、魅

力あるまちづくりに努めてまいりたいと考えて

おります。

私も、宮崎市等と議論を重ね○横田照夫議員

ていきたいと思いますので、ひとつ後押しをよ

ろしくお願いいたします。

最後に、飼料用稲について質問します。

飼料用稲は、転作奨励品目として１反当たり

８万円出ておりまして、随分作付がふえてきま

した。これは、耕種農家と畜産農家の契約に

よって作付され、耕種農家が１反当たり８万円

もらい、畜産農家は刈り取り後ラッピングし

て、いわゆるＷＣＳの状態にしたわらをもらい

ます。田植え作業は耕種農家がして、刈り取り

やラッピングは機械を持っている畜産農家が行

いますが、畜産農家はそれぞれ何十町歩も請け

負っていて、ぎりぎりの作業をしているのが現

実です。３反分の稲がおおよそ１頭分とされ、

例えば、100頭規模の畜産農家は30町まで契約で

きますが、実際には、天候にもよりますけ

ど、20町ぐらいが能力の限界だと農家は言われ

ます。

一方で、米の価格は、全国的にも安くなって

いると聞いています。先日の代表質問の中にも

ありましたが、昨年より玄米60キロ当たり2,000

円も下がっているようです。原因として、新聞

等では、米の消費量の減退による在庫が過去最

高水準の222万トンと、２年連続で200万トン台

になっていることが大きな原因ではないかとい

うことです。このように、米価が安かったら、

来年度以降はさらに飼料用稲の作付がふえるこ

とが予想され、畜産農家の限界を超えることが

考えられます。そこで、飼料用稲の作付増加対
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策として、コントラクターの拡充を図るべきと

思いますが、農政水産部長はどのようにお考え

でしょうか。

畜産農家の負○農政水産部長（緒方文彦君）

担を軽減し、飼料用稲などの作付増加に対応す

るためには、コントラクターの果たす役割は大

変重要であると考えており、県では、機械導入

支援を行うなど、その育成強化に努めていると

ころでございます。現在、県内には、45のコン

トラクター組織がありますが、コントラクター

が育っていない地域もございます。それらの地

域では、収穫機械を所有する畜産農家が、他の

農家の飼料も収穫しており、特に収穫作業が集

中する時期には、負担が大きなものになってお

ります。このため、県としましては、今後と

も、市町村やＪＡ等と連携しながら、コントラ

クターの組織化と育成強化を図るとともに、そ

の利用促進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

田んぼを荒らさないために○横田照夫議員

も、飼料用稲とか飼料用米、加工用米などを推

進していかなければいけないというふうに考え

ます。飼料用稲の作付が地元の需要を上回るよ

うな状況になった場合、県内一円で広く流通さ

せるシステムを早期に確立させる必要があると

考えますが、その可能性について、農政水産部

長にお尋ねします。

御指摘のとお○農政水産部長（緒方文彦君）

り、飼料用稲など県内で生産された飼料を、需

要に応じて広く流通させ、利用することは、飼

料自給率向上の観点からも、大事な取り組みで

あると考えております。このような中で、現

在、国の事業を活用いたしまして、平場で収穫

した稲わら等を飼料が不足している山間地域に

供給するなど、地域を越えて流通している事例

が県内にもございますので、県としましては、

このような事例を参考にしながら、地域の需給

状況を踏まえた飼料の流通体制の確立に努めて

まいりたいと考えております。

コントラクターに関しては、○横田照夫議員

先日、徳重議員も触れられましたけれども、私

も機会あるごとに取り上げてきました。現在、

子牛価格は非常に高値で推移しておりますが、

にもかかわらず、頭数は減少しています。高齢

化が主な原因と考えますが、そこで、作業の分

業化が必要だと思います。キャトルステーショ

ンも労力軽減のための分業化だと思います。重

労働の粗飼料関連の作業をコントラクターに委

託することで、高齢農家もさらに頑張れると思

いますし、若い農家もさらに規模拡大できるん

じゃないでしょうか。コントラクターの拡充整

備によって、肉用牛の生産維持と水田農業を

守っていきたいものだと思います。

ちょっと早口でしゃべりましたら、時間が

余ってしまいました。傍聴席の皆さんに心から

感謝申し上げまして、私の一般質問をこれで終

わります。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

次は、中野 明議員。

〔登壇〕（拍手） 今、安倍政○中野 明議員

権、頑張っております。安倍・自民党、議論す

る自民党であります。私も自民党の底辺議員と

して、ほどほどに質問をしていきたいと思って
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おります。

まず、宮崎県総合計画についてであります。

総合計画の長期ビジョンでありますが、改定

の理由はどのようなことか、総合政策部長にお

尋ねいたします。それから、アクションプラン

の成果はどのようなことか、これも総合政策部

長にお尋ねいたします。

次、知事にお尋ねいたします。知事の宮崎県

庁在籍は、総務部長、副知事、知事、９年５カ

月間になるわけであります。その間、安藤知

事、東国原知事にも仕えられたわけですが、そ

の間で、知事としてこれは俺がやったんだとい

うような、自負するようなことがあればお尋ね

いたします。

以下、質問者席からいたします。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

私のこれまでの取り組みについてでありま

す。平成17年４月に本県に参りましてから約９

年５カ月の間、私は、総務部長、副知事、そし

て知事として、県政を一歩でも前に進めたいと

いう思いのもとに「一所懸命」の精神で職務に

取り組んでまいりました。その中で最も心血を

注いだものの一つが、口蹄疫からの再生・復興

であります。二度とあのような事態を引き起こ

さないよう、日本一の防疫体制の構築や耕畜バ

ランスのとれた産業構造への転換など、さまざ

まな課題を真正面から受けとめ、復興へのシナ

リオを明示しながら、疲弊した本県経済、雇用

の立て直しに全力を傾けてまいったところであ

ります。また、相次ぐ災害に見舞われた本県に

ありまして、常在危機という意識を徹底する中

で、南海トラフ巨大地震などの大災害等を想定

し、危機管理体制の充実強化にも取り組んでき

たところであります。

さらに、もう一つの大きな取り組みとして、

復興から新たな成長へと県政推進のいわばギア

を入れかえ、フードビジネスの振興やアジアの

市場開拓などの成長産業の育成加速化に向けて

大きく踏み出したところであります。まだまだ

課題はありますものの、次期県政におきまして

も、引き続き、これらの取り組みを進めていく

こと、そして県政を前進させていくことが私の

責務だと考えているところであります。以上で

あります。〔降壇〕

〔登壇〕 お○総合政策部長（橋本憲次郎君）

答えします。

長期ビジョンの改定についてであります。長

期ビジョンは、基本目標と長期戦略で構成され

ており、本県の目指すべき姿である「未来を築

く新しい「ゆたかさ」への挑戦」とした基本目

標については変更しないものと考えておりま

す。

一方、基本目標の実現に向けた課題解決の方

策を示す長期戦略につきましては、現行計画策

定後の社会情勢の変化等を踏まえて見直す必要

があり、今回の改定に当たりましては、深刻さ

を増す人口減少問題に対し、減少に歯どめをか

ける取り組みや、経済縮小が見込まれる中での

循環型経済の構築など、なお一層の対策を講じ

ていく必要があると考えたところであります。

加えて、現行計画策定後に発生した東日本大震

災の経験を経て、大規模災害などの危機事象へ

の対応強化についても、長期戦略に位置づけて

いく必要があると考えております。

次に、アクションプランの成果についてであ

ります。アクションプランにつきましては、重

点施策である10のプログラムに、31の重点的に

取り組む項目を設定しており、その進捗や達成
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度を把握するための政策評価の実施に当たって

は、成果をはかるための目安として、各項目ご

とに設定した指標を参考に、達成状況を分析し

ております。

平成25年度の状況としては、林業産出額や県

外アンテナショップの売上額など、今後も努力

が必要な指標もあるところですが、1.72と全国

第２位の数値であった合計特殊出生率、同じく

全国第２位であった住宅用太陽光発電システム

の世帯普及率、3,000億円台を回復した農業産出

額に加え、大きく実績を伸ばした輸出数量や県

内外観光客数など、子育て支援や新エネルギ

ー、フードビジネス、観光といった多くの指標

で成果が見られたところであり、アクションプ

ラン全体としては、個別の課題はあるものの、

おおむね順調であるとの評価をしております。

以上です。〔降壇〕

知事、これまでの思いを聞き○中野 明議員

ました。ギアを入れかえるということでありま

す。ギアもいろいろあるんです。ローギアが

あったり、トップギアがあったり、問題はどこ

のギアになるのかと思います。知事の言われる

ことはわかるけれども、やはり我々が肌で感じ

るようなギアに入れかえてもらいたいと思うん

です。ぜひトップギアに入れて頑張ってくださ

い。

それから、総合計画の長期ビジョンでありま

すけれども、総合計画は、国でいえば憲法みた

いなものです。誰も見らん。この長期ビジョン

をどれだけの人が見るのかなと思うんですけれ

ども、20年のスパンの計画が、例えば安藤知事

のときに変わった。東国原さんのときに変わっ

た。知事が就任したら変わった。４年しかたっ

ていないのに、長期ビジョン、20年先、どこが

変わるのかというと不思議でたまらんのです。

よほど頭が違うのかなと思ったりするんですけ

れども、これはそんなに変わるものじゃないと

思っています。私の身の回りを見ても、産業

だって、観光だって、いろんな分野があります

けれども、この５年間でそんなに変わっていま

せん。例えば少子高齢化、人口減少、こんなの

は30年前から予測を立てている。この20年間と

いうのは長過ぎる。できたら10年間。20年間の

話をされても、俺はそのときはぼけておるか死

んでおるか、そんな話ですよ。もうちょっと興

味を持つためには10年ぐらいじゃないと、20年

先を考えても何も出てこん。ぜひしっかりそこ

ら辺は議論して それと４年、４年でつくり―

かえるのはおかしいですよ。その辺も含めて

しっかり検討してもらいたいと思います。

それから、アクションプラン、成果、私はこ

れについては最初から異議を唱えているんで

す。例えばアクションプランの９「持続可能な

地域づくり」とかあるんです。これはＢ。中身

を見た人に対して、どういうふうに解釈すれば

いいのか説明してください。

政策評価結○総合政策部長（橋本憲次郎君）

果としまして、10の分野につきまして、内部の

評価とそれを踏まえました外部評価を行ったと

ころでございます。今御指摘いただきましたプ

ログラム９で、「持続可能な地域づくり」とい

うところを取り上げておりますけれども、重点

項目としては、１の「地域の魅力を高める取組

の推進」については内部評価をＢとしておりま

す。また、もう一つ、「中山間地域の活性化」

につきましては、内部評価をＢとしており、そ

れを踏まえまして、総合計画審議会で外部評価

を頂戴したところでございますが、この外部評

価もＢとなっているところでございます。

このＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄについてでございますけ
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れども、Ａが「成果が出ており、取組の進捗を

阻害する課題への対応を行っている」、Ｂが

「一定の成果が出ており、課題への対応を行っ

ている」、Ｃが「現段階で成果は見えにくい

が、課題への対応を行っている」、Ｄが「成果

が見えず、課題への対応まで至っていない」と

いうところで、大くくりでの評価を頂戴してい

るところでございます。

ただ、成果がＢと出ておりま○中野 明議員

すけれども、これは中山間地、過疎地域が主に

なっていると思うんです。今、Ｂだということ

ですけれども、では成果は何か。実態は、毎年

毎年人口が減ってきているんです。毎年、Ｂ、

Ｂ、Ｂをつけている間に、そのうち集落がなく

なりますよ。それにどんな意味があるのかと思

うんです。そんなことを考えますと、これは成

果ですけれども、今まで各部各課でやっている

事業の評価ですよ。これは課長とか部長がしっ

かり見ればいいんです。これをつくるのに各部

各課、かなりの労力を使っていますよ。それと

比較した場合には、それほど考えることがある

のかなと。そうでしょう、知事。Ｂ、Ｂ、Ｂと

つけている間になくなっていく。何の意味があ

るのか。ぜひここら辺もしっかり再度、見直し

をしていただきたいと思います。

続けていいですか。次に、献金問題でありま

す。

これは暗い話ですから 明るい笑いの中に―

真実があると私は思うんです。臭いものにはふ

たをしろとよく言われます。私は、臭いものが

あると何のにおいかなと嗅ぎたくなるんです。

そんなことで、自分のも見たことがないのに、

収支報告書、知事のを見せていただきまし

た。570円かかりました。原価が70円ぐらいかな

と、ぼろもうけしているなと思ったわけですけ

れども。議会で使えば無料かと思ったら570円で

す。これは記念にとっておこうと思うんです。

そういうことで、収支報告書、結果からいい

ますと、一連の今回話題になっている数値、こ

れはとれませんでした。全然成果がなかった。

出てきたのは７月下旬に300万円受領したという

ことですが、はっと思ったのは、７月15日、45

万円、東国原知事に寄附、用途は事務所相当分

となっているんです。もう一つ気づいたのは、

寄附者の名簿がわかりました。その中に こ―

れは何も違法じゃないんです。違法じゃないけ

れども、政治連盟、その下部組織を見ると、や

はり県からかなり補助金が行っている団体かな

と思いました。それだけです。

そういうことで質問に入りますけれども、知

事、私は８年前の安藤事件を思い出すんです。

中身は違いますけれども、そういう中で、知事

はその当時総務部長で、選挙管理委員会の事務

局長としての市町村課長を統括する立場にあっ

たわけです。しかも、旧自治省出身という経歴

を考えると、何でこんなことになるのと不思議

でたまらんのです。知事の真意のほどをお聞か

せください。

これまでも御説明させ○知事（河野俊嗣君）

ていただいておるところでありますが、私は常

に法令に基づいた厳正な対応を行っておるとこ

ろでありまして、行政処分も含めて、知事とし

て行うべき業務について、公正性、公平性を逸

したことは一切ございません。また、今回、私

を支援する政治団体の活動に対し支援の申し出

を受けましたこと自体に、違法性はないという

ふうに考えておるところでございます。

しかしながら、今回、私の政治団体に関する

件でさまざまな臆測を呼ぶことになり、県議会

を初め、県民の皆様に御心配をおかけしました
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ことを、改めておわび申し上げるところであり

ます。この件につきましては、私の認識不足な

ど不徳のいたすところでございまして、知事と

して、政治家として、道義的な責任を強く感じ

ているところであり、今後、しっかりと脇を引

き締めて、強く気持ちを引き締める中で県政運

営に当たってまいりたい、そのように考えてお

るところでございます。

次に行きますけれども、事実○中野 明議員

確認させてもらいます。私の知る限りは、新聞

報道しかないんです。新聞報道を見ますと、23

年７月下旬、秘書が300万円受領、みやざき新生

の会と河野しゅんじ後援会の収支報告書に23年

に50万、24年に250万を記載、制度への理解不足

のミスでぎりぎり法に抵触しない、こういう記

事が載っているんですが、言い方は別として、

おおむねこれは真実でいいんですか。

これまでも、今議会の○知事（河野俊嗣君）

冒頭でも丁寧に御説明申し上げたとおりでござ

いますが、300万受領したものについて、そのよ

うな処理を当時行ったものということでござい

ます。

私も自分の立場で考えてみる○中野 明議員

と、元秘書からそういう紹介があって、300万

円、俺だったらもらったかなと、やっぱりも

らったと思うんです。私、不思議なのは、ここ

で行政処分が出ているわけですね。確かに私も

確認しましたけれども、これはしっかりやられ

ておりました。この行政処分があったときに、

何でここで300万円返さんかったのかなと、それ

で返しておれば何の問題もなかったと思ってい

るんですけれども、その辺の気持ちを 何も―

なかったら、もらい得になって済んだのかなと

思ったりするんですけれども、何でそこで返さ

なかったかということ。

御指摘のとおり、廃棄○知事（河野俊嗣君）

物処理法違反があった時点で、本件、資金提供

の取り扱いについても検討はしたところでござ

います。ただ、行政処分との関係でさまざまな

臆測を呼ぶことになってもいけない。また、い

ろんな事態は動いておりました。訴訟も起こさ

れたということで、その事態の推移を見守ると

いうことで、その後、当該事案に関する裁判と

いうものが一つ確定したということ、その後に

起こった詐欺事件についても公判が開始された

というような状況を踏まえて、再度検討を行っ

た上で、返還の申し入れを行ったものでありま

す。

先ほど言った東国原前知事へ○中野 明議員

の寄附、これは説明しておいたほうがいいと思

うんですけれども、どうですか。

私は、前知事の後援会○知事（河野俊嗣君）

の事務所が置かれていた場所に、引き続き私の

後援会事務所を置いたところでございます。そ

の際に事務所の備品をあわせて引き継いだとい

うことでございまして、その備品相当額を東国

原英夫後援会に寄附としてお支払いしたという

ものが、今の御指摘の金額であります。なお、

事務所の鍵については、その後つけかえをして

おるところでございます。

ちょうど同じ時期にそういう○中野 明議員

のが出ますと、いろんな臆測が出るんです。何

でこれが事務費として計上できんかったかなと

私は思うんですけれども、まあ、わかりまし

た。

年度をまたがって分散記載、これは収支報告

書では確認できなかったんです。私もちょっと

もらっていますけれども、そういうテクニック

があれば、名前を出したくないんですけれど

も、これはどういう内容で、出てきていないけ
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れども、分散処理されたのか。

まず、300万円というも○知事（河野俊嗣君）

のを平成23年７月に受領したものということで

ありますが、会計担当者がそれを預かり金とし

て一時管理し、23年９月に50万、そして24年１

月に250万円を受け入れ処理したということでご

ざいます。これについて、資金提供いただいた

元役員の側から会費として支援をしたいという

申し出があったということで、300万円というも

のを、２名分の会費280万円と寄附12万円に分け

て会計処理したということでございます。

なお、これらの金額につきましては、今御指

摘がありました23年、24年の私の政治団体収支

報告書の中に記載されております会費及び寄附

の中に含まれているということでございます。

そこら辺が、ぎりぎり法に接○中野 明議員

触するかせんかとか、300万円を一回もらって、

そういうふうに小分けして出したということ

が、やっぱり問題かなと。私は専門家ではない

からわかりません。

今回ずっと聞いていて、異業種交流会の実態

が何も出ていないんです。実態があれば、10万

もらったという話がわかりますけれども、実態

がなくて10万円もらったということになれば、

これはやはり給料の一部立てかえとか、そんな

感覚でとられても仕方がないと思うんですけれ

ども、この異業種交流会の実態というのは、知

事の知っている範囲でどういう実態ですか。

詳細は把握しておりま○知事（河野俊嗣君）

せんが、さまざまな民間会社の関係者が、まさ

にそういう異業種の関係者が集まって情報交

換、意見交換する場だというふうに伺っており

ます。

この段階で、今の答弁で異業○中野 明議員

種交流会の実態はわかりません。これ以上質問

できません。

それから、選挙管理委員長にお尋ねいたしま

す。300万円受領してから250万円を記載するま

での間、知事は最初の答弁で預かり金という言

葉を使われたんです。これだけ記憶があるんで

すけれども、この預かり金という概念、これは

収支報告書の中ではあるんですか。

収支報告書○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

に、お尋ねのような預かり金という記入項目は

ございません。

今聞きましたとおり、預かり○中野 明議員

金があるとすれば商業簿記ぐらいです。贈収賄

だったら預かり金なんて言葉は絶対通用しませ

ん。ここら辺が、知事が言うぎりぎり法に抵触

しないところ辺の話かなと思うんですけれど

も、いずれにしても、これ以上 私の聞きた―

いことはありますけれども、とにかくこれは迷

惑な話です、それも議会前にね。しっかりガー

ドを締めるという話なのか、よくわかりません

けれども、ちゃんとしっかり整理したほうがい

いなと思います。政治家になるといろんなうわ

さがあります。特に知事は執行権があるわけで

すから、ぜひガードを締めるというか、しっか

り整理してください。

それから、日豊本線の現在の改良等の取り組

みはどのようなことか、総合政策部長にお尋ね

します。

日豊本線○総合政策部長（橋本憲次郎君）

は、本県の産業振興はもとより、県民の地域交

通手段として、また観光客の移動手段としても

重要な役割を果たしている交通基盤だという認

識でございます。このため県では、ＪＲ九州に

対して、これまでも快適性の向上を初めとしま

して、さまざまな要望を行ってきており、その

結果、レールの交換ですとか、枕木のコンクリ
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ート化などの対策を講じていただいたところで

ございます。鉄道利用者の快適性を向上させる

ことは、利用促進の重要な要素でありますこと

から、県といたしましては、県議会の皆様にも

御参加いただいております宮崎県鉄道整備促進

期成同盟会を通じるなどして、市町村や関係団

体とも連携を図りながら、ＪＲ九州に対して要

望を行っているところでございますけれども、

今後とも、粘り強く取り組みを進めてまいりた

いと考えております。

私は、宮崎県のインフラ整備○中野 明議員

は鹿児島に新幹線が通るまではまあまあかなと

思っていたんですが、新幹線が通ったらかなり

差を感じます。今後、観光とか、やっぱり快適

さだと思います。ただ具体的に、要望だけじゃ

進みませんよ。応分の負担をするぐらいの覚悟

で、知事、これも先頭に立ってやってくださ

い。少しは出し前を出さんと話は進みません

よ。そういうことで、ぜひ日豊本線改良をやっ

ていただきたいと思います。

次に、知事は、いろいろ選挙前で忙しいかな

と思うんですけれども、「知事とのふれあい

フォーラム」「円卓トーク」「役場でくるまthe

談義」の概要と成果についてお尋ねいたしま

す。

対話と協働というもの○知事（河野俊嗣君）

を一つの政治信条として掲げている中で、さま

ざまな形で県民の皆さんの意見を伺っているも

のでありますが、「ふれあいフォーラム」は、

地域の住民の皆さんとの対話集会でありまし

て、毎年10程度の市町村で開催し、地域の実情

や県民の皆様の御意見などを直接お伺いするも

のであります。

また、県内５ブロックで行っております「円

卓トーク」は、市町村長と県政や地域の抱える

課題、将来の展望などに関しまして、懇親の場

も持ちながら、ざっくばらんに意見交換をする

ものであります。

そして、ことしから始めた「役場でくるまthe

談義」でありますが、これは、私が全市町村を

訪問して、役場の幹部職員と、市町村の抱える

課題について意見交換をしているところであり

まして、これまで19市町村で開催しているとい

うことであります。

これらの取り組みは、地域の皆さんから、さ

まざまな地域における課題、また意見、県政に

対する要望などを伺うという場であるととも

に、私の考え、また県の取り組みについてその

場でお伝えをするという、双方向のコミュニケ

ーションの場になっているのかなというふうに

考えておるところであります。いただいた御意

見、御要望は真摯に受けとめまして、その思い

をできる限り県の施策に生かすよう、各所属に

指示しておるところでございます。今後とも、

対話と協働という中で、さまざまな形での意見

の吸い上げ、またコミュニケーションというも

のを図ってまいりたいと考えております。

市町村は、県からいろいろ話○中野 明議員

がありますと、嫌とは言えんでしょう。私も円

卓トークを聞きました。そこに出席した課長な

んかは、町長が出ているのに余り意見は言えん

わなと、そういう感じです。いろいろ具体的な

成果はなかったですけれども、やるからには本

当に必要かどうか、目的、成果が出るか、やっ

てもらったほうがいいのかなと思っておりま

す。

次に、本県の畜産の現状についてお尋ねいた

します。

知事答弁等で畜産王国、食料基地という言葉

が使われますが、どのような意味合いで使われ
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ているのか、知事にお尋ねいたします。

本県の農業は、昭和35○知事（河野俊嗣君）

年の防災営農計画というものを原点としまし

て、畜産や施設園芸の振興を中心とした先人の

皆さんのたゆまぬ努力によりまして、当時全

国30位であった農業産出額が現在７位となるな

ど、全国有数の農業県としての地位を築いてき

たところであります。

食料供給基地という表現につきましては、こ

のような日本の食料供給を担う産地としての位

置づけということを、また畜産王国という表現

につきましては、全国３位の産出額を誇る本県

畜産業の位置づけを強調して表現しておるもの

でございます。いずれも、本県の基幹産業であ

る農業の重要性というものを、生産者を初め県

民と共有しながら、生産者の皆さんに自信と誇

りを持っていただきたい、そのような思いで

使っておるところであり、またそれをさらに前

に進めていきたいという思いでも使っておると

ころであります。

商標登録になれば、やっぱり○中野 明議員

王国は鹿児島ですよ。例えば畜産産出額、鹿児

島は2,400億円、宮崎の1.5倍、畜産製造品出荷

額2,900億円で宮崎の２倍、肉用牛産出額、これ

は鹿児島は１位、宮崎の２倍です。使うのはい

いけれども、安易にただ使って、畜産王国だと

言っているけれども、実態はいろんな問題を抱

えている。全体を考えて本当に王国なのか、そ

ういう意識をして使ってもらうのならいいけれ

ども、安易にそういうのをすると、みんなそう

いうふうに思う。使うなとは言いませんけれど

も、まだまだ王国には、いま一つですよ。

それから、食料基地、これだって九州で米は

６番目です。やっぱり食料といえば米ですよ。

宮崎でピーマンとかキュウリとか上位にありま

すけれども、これも昔の話で、今、農業なんて

基地なんて言っているようなところはどこにも

ないです。使うのは構わんと思うんですけれど

も、その辺を含めてしっかり現状を意識してい

るのかというのが私の考えなんです。

次に、国と本県の畜産（子牛・肉用牛）の現

状と将来計画はどのようになっているのか、農

政水産部長にお尋ねいたします。

肉用牛の現状○農政水産部長（緒方文彦君）

につきましては、飼養戸数が、全国、本県とも

高齢化の進展等により減少傾向で推移している

中で、飼養頭数も平成21年をピークに減少して

きており、現在、全国で256万7,000頭、本県で

は25万頭と、平成21年と比較して、全国が約12

％、本県が約16％減少しております。

また、肉用子牛の出荷頭数につきましては、

口蹄疫や東日本大震災等で減少した以降は増加

しておりましたが、全国では平成25年度に減少

に転じ、現在、約35万1,000頭、本県では昨年度

と横ばいの約6万6,000頭となっております。ま

た、平成21年度と比較してみますと、全国が

約10％、本県が約15％減少し、現在の子牛価格

高騰の要因となっております。

このような中、国では、平成32年度の肉用牛

飼養頭数の目標を296万頭としており、また本県

では、第七次農業・農村振興長期計画におきま

して、平成32年度の肉用牛飼養頭数の目標を30

万300頭、子牛出荷頭数を約９万4,000頭として

いるところでございます。

数字等を見ますと、21年度ぐ○中野 明議員

らい、そこら辺をピークに下ってきておりま

す。それから、牛の飼養頭数、年齢とか、70歳

以上が35％とか、飼養頭数が１頭から５頭の小

規模の農家がふえておりまして、これは先が

しっかりしないと大変だなと思うんです。
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その辺を含めてまた質問しますけれども、ま

ず県内の肉用牛の出荷頭数であります。宮崎県

の出荷頭数が８万5,000頭、これは全国３位、県

内出荷が４万1,000頭、56％、県外に３万7,000

頭出ているんです。最終的には県内屠畜が５

万9,000頭となっております。鹿児島を見ます

と10万6,000頭、これは全国２位、10万6,000

頭、出荷しているんです。そのうちの７万8,000

頭、73％は県内で、また県外から来る。最終的

に鹿児島の屠畜は10万4,000頭になっているんで

す。私が言いたいことは、出荷頭数では鹿児島

と２万頭しか変わらない。最終的に屠畜数にな

りますと４万5,000頭の差がつくんです。このよ

うなことをどういうふうに部長は分析している

か。

○農政水産部長（緒方文彦君） まず、本県に

比べ鹿児島県の屠畜頭数が多い状況につきまし

ては、鹿児島県には屠畜場が12カ所ございまし

て、本県より６カ所多いことに加え、大手食肉

メーカー系列の食肉加工場が数多く立地してお

りますことから、本県を含む他県から集荷され

る頭数も多いことが要因であると考えておりま

す。以上でございます。

○中野 明議員 これは数じゃないんです。宮

崎県の屠畜場はまだ６割しか稼働していない。

４割は余裕があるんです。これを屠畜場のせい

にしてはだめです。全然分析していない。３

万7,000頭というのは１日にすると102頭、これ

を稼働日200日当たりで見ますと、１日185頭ぐ

らいの宮崎牛が県外に出ているんです。この実

態、どのように部長は考えていますか。

○農政水産部長（緒方文彦君） 出荷頭数の

約33％の３万7,000頭が県外出荷されるというこ
※

とについては、大きな課題と考えております。

そのため、食肉事業者等、関係機関と十分に協

議しながら、県内の屠畜率の向上や地域の食肉

関連産業の育成等、課題解決に向けて取り組ん

でまいりたいと考えております。

○中野 明議員 目の前でこれだけの牛が出て

いるんですよ、知事。これは何とかせんと、宮

崎県の畜産が宮崎県に及ぼす経済波及効果、よ

そにいいところが行っているんです。これは

しっかり検証して対応すべきだと思います。

次、部長に聞きます。今、畜産後継者の育成

は大変重要だと思っているんです。農用地区域

での畜舎に併設した住居は原則禁止されている

んです。畜産後継者もいないのに、畜産をやり

たい、家も建てたいというのが原則ノーだとい

う話になる。こんなのは特例を生かして、部

長、積極的に対応すべきだと思っているんです

けれども、部長の考えをお聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県の畜産の

振興を図る上で、担い手の確保とその労働環境

の整備は大変重要な課題であると認識いたして

おります。特に、畜産の管理作業は昼夜を問わ

ず行われますことから、できるだけ畜舎に近接

した農家住宅の確保が望ましいと考えておりま

す。御指摘の農振法の施行規則には、農用地区

域内の農地であっても例外的に農家住宅の建設

が可能となる規定があり、その適用に当たりま

しては、市町村が、案件ごとに「地域の農業の

振興に関する地方公共団体の計画」を策定し、

その中で、農家住宅を農業振興に必要な施設と

して位置づける必要がございます。市町村がこ

の計画を策定するに当たりましては、住宅建設

で農業振興を図るべき地域設定の方法、あるい

は地域にもたらされる農業振興上のメリット、

定期的な農業振興成果の検証方法などが判断の

基準となりますことから、県といたしまして

は、市町村と意見交換を行う中で必要な助言等

※ 305ページに訂正発言あり

平成26年９月17日(水)
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を行い、市町村と連携して円滑な計画策定を進

めてまいりたいと考えております。

これは本当におかしな話で、○中野 明議員

畜舎を建てて家を建てる話は市町村の権限だと

いうことです。だけど、最終的に市町村は県に

相談に来ているんです。要は、農政水産部とし

てどういうスタンスでおるか、前向きに対応す

るのか、あくまでも四角四面にいくのか。今

言った検証する事項なんか、検証する必要はな

い。どんなメリット、デメリットか、わかって

いる。たくさん耕作放棄が出てきている。農業

用の住居はできて、何で畜産用ができんかとい

うことです。ぜひ部長、積極的に、こういう案

件が出たら、県議が口ききせんとできんよう

じゃだめですから、しっかり対応してくださ

い。最後、決意のほどを聞かせてください。

先ほど答弁し○農政水産部長（緒方文彦君）

たとおりでございますけれども、今後、適切に

対応してまいりたいと考えております。

適切じゃなくて、部長の気持○中野 明議員

ちを聞いているんです、気持ちを。

畜産振興は非○農政水産部長（緒方文彦君）

常に大事な本県の産業でありますので、私とし

ましては、畜産振興が図られるように、いろん

な施策がございますので、それを総合的に組み

合わせながらしっかりと対応してまいりたいと

考えております。

部長、農政水産部でも土地を○中野 明議員

守るほうは守ることしか考えていないんです。

中身がしっかり統制がとれていない。これは部

長がばっと決断して、やれと言えばみんなやる

んです。そういうことで、ぜひ頑張ってくださ

い。

次に、農業産出額と食料品製造出荷額を、い

ろいろ畜産県と言われるところと比較してみま

した。まず、宮崎の農業産出額は2,900億であり

ます。これが食料品製造出荷額になりますと0.8

倍、減っております。鹿児島は4,100億円が最終

的には1.3倍になっています。佐賀県の産出額は

わずかに1,200億なんです。これが最終的に食料

品製造出荷額になりますと、宮崎と同じぐらい

の2,700億、2.2倍になっています。熊本県

が3,100億円の産出額ですけれども、最終的に

は0.8倍、熊本と宮崎は似ているような形態かな

と思っています。山形、米沢牛ですが、農業産

出額が2,200億円、何と食料品製造出荷額になる

と2,600億円、1.2倍、宮崎を超えています。岐

阜県、飛騨牛ですが、農業産出額は1,100億円、

食料品製造出荷額が2,800億円、2.5倍に膨れ上

がっています。三重県、松阪牛ですが、1,100億

円の産出額が3.4倍、3,700億円に膨れ上がって

います。兵庫の神戸牛は 私、桁を間違った―

かなと思って 兵庫県で生産される牛は1,500―

億円しかない。これが何と最終段階で１兆3,000

億円になっているんです。私はぶったまげたで

すね。９倍。そこで、総合政策部長、フードビ

ジネス担当ですけれども、このような割合、他

県と比較して非常に低いということについてど

のように考えているか。

食料品製造○総合政策部長（橋本憲次郎君）

業が集積する要因といたしましては、水産加工

品など地域の特産品の製造が従来から盛んに行

われているといった歴史的な経緯、また大消費

地や物流拠点に近接して食品製造業の立地が進

むなど地理的な要因、このような要因があるの

ではないかと考えております。

本県におきましては、従来から、特徴ある青

果の生産とブランド化を主眼に取り組んできた

結果、全国有数の農業生産県としての地位を確

立するに至っておりますが、その一方で、御指
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摘がありましたとおり、水産加工が盛んな鹿児

島県や、御紹介いただいた中では佐賀県がござ

いましたが、こちらはパン、弁当などの生産が

多いという特徴がございます。そういう県と比

較して、食料品製造業の集積が十分とは言えな

いという状況と認識しております。

このため、こうしたすぐれた農産物の生産を

基本としつつ、より高い付加価値をつけ、効果

的に販売することで、生産者の所得の向上や雇

用の創出を図ることを目的に、フードビジネス

振興構想を策定したものでございます。これを

もとに、現在進めておりますフードビジネスプ

ロジェクトにおいては、宮崎牛の海外輸出の拡

大や県産牛・豚の実践的な販売戦略の構築、市

場ニーズに対応した生産加工の強化などに取り

組んでいるところでありまして、今後とも、農

産物の高付加価値化を初めとするフードビジネ

スの成長産業化を図ってまいりたいと考えてお

ります。

今のは、農業産出額と食料品○中野 明議員

製造出荷額を比較しました。今度は、畜産（肉

用牛・豚）産出額と畜産製造品出荷額を比較し

てみました。宮崎は畜産産出額が820億あるんで

す。ただ、付加価値は20％ぐらいしかありませ

ん。畜産製造品出荷額を見ますと550億、0.7

倍、生産額よりか製造品出荷額のほうが減って

いるんです。鹿児島は畜産産出額が1,500億、こ

こは1.3倍になっています。肉用牛産出額は鹿児

島が１位。私は佐賀をざっと見ていたけれど

も、頑張っています。畜産産出額は190億ですけ

れども、製造品出荷額になりますと410億円、宮

崎に近づいてきている。2.2倍なんです。熊本

は480億円、0.9倍、宮崎と一緒です。山形は畜

産産出額が220億しかないのが畜産製造品出荷額

は630億になって、2.9倍になっています。東北

の山形です。それから、岐阜、飛騨牛、畜産産

出額が160億円に対して畜産製造品出荷額が290

億、1.8倍になっています。三重は畜産産出

額120億円が畜産製造品出荷額を見ますと2.3

倍。兵庫はすごいです。120億が8.5倍になって

いる。このような状況をどういうふうに考える

か、農政水産部長にお尋ねします。

答弁の前に訂○農政水産部長（緒方文彦君）

正をさせていただきます。先ほど出荷頭数の

約33％の３万7,000頭が県外出荷とお答えいたし

ましたけれども、43％の間違いでございました

ので、訂正しておわびいたします。

御質問にお答えいたします。本県では、屠畜

から販売までを系列的に行う大手食肉メーカー

が少ないことから、県内で生産されました牛・

豚の４割以上が県外の食肉センターで処理・加

工されておりまして、御指摘のとおり、本県畜

産の産出額に対する製造品出荷額の割合が、他

県と比較して低い状況にございます。畜産を基

幹産業の一つとする本県にとりまして、県内で

生産された畜産物を県内の食肉センターで処理

・加工する体制を構築し、付加価値を高めてい

きますことは、本県経済の活性化や雇用創出を

図る上でも重要な課題であると認識いたしてお

ります。

部長、食肉センターの体制を○中野 明議員

構築すれば解決する、こんな簡単な問題じゃな

いんです。まだ県内はあきがいっぱいある。４

割はまだあいているわけです。この件について

は、しっかりまた議論せんといかんと思います

が、いかに宮崎県の畜産のいいところが県外に

行っているかということです。これは難しいけ

れども、困難だけれども、これに切り口ぐらい

あけなきゃ、宮崎県は畜産県とは言えないと思

います。
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次、私、これはわからんのですけれども、ブ

ランドという言葉はどういうふうに認識されて

いるのかと思います。ブランドの認識について

お尋ねいたします。

本県を代表す○農政水産部長（緒方文彦君）

るブランドであります宮崎牛につきましては、

消費者に対して高品質で安全・安心な本県産牛

肉の認知度向上を図り、商品価値を高めること

で高値取引につなげることによって、農家の所

得を向上させることを目指しているものでござ

います。このため、今後とも、全国和牛能力共

進会２連覇で得られました「日本一」の称号を

活用した販売プロモーションや、東京食肉市場

への生体出荷など、関係団体一体となった取り

組みによりまして、消費者や市場、卸売業者等

の評価向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。

ブランドの指標は何を見れば○中野 明議員

いいのか、私もわからんのです。さっきも言っ

た加工率とか出荷率とか、そういうのが影響し

ているのかなと思うんです。これは本当に皆さ

んに悪いけれども、全国和牛能力共進会２連

覇、これはすごいことだと思います。だけど、

こういう実態を考えると、もろ手を挙げてうれ

しいとは思わんのです。この品評会で優等賞に

なった、そんな同じ系統の牛がどんどん県外へ

行っている。そういうことで、ここら辺につい

ては、ブランドということについてしっかり認

識をせんといかんと思います。

次に、宮崎県の牛・豚産出額が818億円あるわ

けですが、仮にこれを鹿児島県と同様な製造品

出荷額率に上げれば、約500億円浮いてくるんで

す。目の前に500億円眠っているんです。このお

宝がフードビジネスの最たる目的だと思うんで

す。これは難しいけれども、やっぱり取り組ま

んといかんと思うんですが、部長の見解を。

本県の農業○総合政策部長（橋本憲次郎君）

産出額の３割を占めます牛・豚につきまして

は、御指摘がありましたとおり、飼料の生産か

ら２次加工品の製造・流通など、生産・加工・

販売を通じた関連産業の集積を図ることで、高

付加価値化と地域の雇用を創出する大きな効果

が見込まれるものだと認識しております。

このため、県内屠畜率の向上とそれに付随す

る産業の強化は、本県のフードビジネスにおけ

る重要な課題の一つと認識しているところでご

ざいまして、県産牛・豚の実践的な販売戦略の

策定と県内屠畜率の向上を、プロジェクトの重

点項目として位置づけているところでございま

す。これを受けまして、県産牛・豚の販売戦略

の策定に向けた、全国的な食肉消費動向や、御

紹介いただいた県の米沢牛、佐賀牛といった著

名ブランドの流通実態、また県産食肉の市場評

価などの調査を実施するとともに、国の地域経

済循環創造事業交付金を活用し、県内の肉用牛

加工施設の整備に対する支援も行っているとこ

ろでございます。

このような取り組みを進める一方で、県内屠

畜率向上に向けた食肉処理施設のあり方につき

ましては、関係団体や企業との調整が必要であ

ること、販路や販売先も含めた検討が必要であ

ること、また多額の設備投資を要するものであ

ることなどから、腰を据えた取り組みも必要と

考えております。今後とも、関係企業などとも

しっかりとした議論を行いながら、畜産業を中

心とした関連産業の集積による高付加価値化に

取り組んでまいりたいと考えております。

多額の金は要ります。だけ○中野 明議員

ど、これは先行投資ですよ。設備投資が高いと

言うんだが、私は今、防災拠点庁舎、消極的賛
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成なんです。これは金を稼がんのです。対策で

あれば、やっぱり先行投資ですよ。一般公募債

なんかとれば、10年間、利息だけ出しておけば

いいわけです。これは部長、腰なんか据えてい

る間はないですよ。ちゃんと立って頑張ってく

ださい。大事なことです。

最後に、表に余り出ないけれども、畜産を取

り巻く環境は非常に厳しいと私は思っているん

です。私は今回の質問で、製造品出荷額をいか

に上げるかを議論しようと思ったんですけれど

も、時間も短い。執行部も資料がない。私も

持っていません。例えば、以前から宮崎にも話

題があった、自由にバイヤーが出入りするよう

な枝肉市場、例えばＪＡ飛騨ミートとかありま

すけれども、そういうのをつくったらどうかと

いう話もあったんです。これは２月の継続質問

です。いかに付加価値を上げるために何をすべ

きか、しっかり勉強してもらいたい。お互い

に、どういう問題点があって、どうやればいい

かという議論をしたいと思うんです。農政水産

部長、次、２月議会ぐらいまでしっかり勉強し

てもらいたい。

県産農畜産物○農政水産部長（緒方文彦君）

の高付加価値化に向けまして、他県の取り組み

等を調査し、課題を整理する、あるいは生産者

や食肉業者等とも十分に協議しながら、県内屠

畜率の向上や地域の食肉関連産業の育成等に、

関係部局一体となって取り組んでまいりたいと

考えております。

これをやらなくては宮崎の畜○中野 明議員

産は衰退しますよ。幹部の中でも気づいている

人もおるんです。しっかりやってください。私

も勉強会を立ち上げて、同じ考えの人がおるだ

ろうと思いますから、やりたいと思います。

最後に、知事、これは部長たちがやると言っ

たって、やっぱり知事の決断、考え方が必要で

す。もう選挙前ですよ。こんな花火を打ち上げ

ていいかなと思うんです。最終的な知事の本気

度、今の件に対して知事の所見をお伺いいたし

ます。

フードビジネスを、一○知事（河野俊嗣君）

丁目一番地というような位置づけの中で取り組

んできたところでございますが、本県の強みで

ある農業を核として展開していく、その中でも

畜産が占める割合も大きいということ、それか

ら高付加価値化というものが非常にまた影響力

も大きいわけであります。本県では新たな成長

に向けて、畜産新生プラン、今御指摘があった

ようなことも踏まえて、さまざまな取り組みを

計画し、また実施しておるところでございます

が、より力強く進めていき、しっかりと高付加

価値化を実現してまいりたい、そのように考え

ております。

今回の議会で、私が先頭に○中野 明議員

なってと何回か聞こえて、いいなと思ったんで

す。今回は出なかったですけれども、とにかく

頑張ってください。

こういう問題は、今の何とかに位置づけたと

か、そんなことで解決する問題じゃないんで

す。計画なんかで解決する問題じゃありませ

ん。どこかで誰かが風穴をあけなきゃできな

い。ぜひ頑張ってください。

次に、スマートインターチェンジの進捗度に

ついて、部長にお尋ねします。

昨年度から○県土整備部長（大田原宣治君）

国富町で事業中でありますスマートインター

チェンジにつきましては、西日本高速道路株式

会社と県が一体となりまして整備を進めている

ところでありまして、これまでに地形測量や地

質調査が完了し、現在、詳細設計等を進めてい
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るところであります。今後は、用地測量や用地

取得等を順次進めていくこととしております

が、当事業箇所におきましては、埋蔵文化財調

査や軟弱地盤対策に時間を要することが想定さ

れております。このため、県といたしまして

は、できる限り事業期間を短縮できますよう、

庁内の関係部局と調整を図りますとともに、西

日本高速道路株式会社や国富町などとも十分に

連携しながら、早期完成に努めてまいりたいと

考えております。

一日でも早い完成を期待して○中野 明議員

おりますので、頑張ってください。

次に、事務合理化と経費節減についてお尋ね

いたします。

管内の旅行命令のやり方をさらに合理的に改

善すべきではないかと思いますけれども、総務

部長にお尋ねします。

職員の出張に当た○総務部長（成合 修君）

りましては、用務、出張先、期間等について所

属長の決裁を受けた旅行命令が必要となりま

す。また、旅行命令につきましては、万が一、

出張中に事故等が発生した場合に、当該職員が

旅行命令どおりに業務を行ったことについて確

認したり、旅費を支給する際の証拠書類となり

ますことから、原則として、書面として所属長

の決裁を受けることとしております。議員の御

指摘にありました改善につきましては、出張に

もさまざまな形態がございますので、職員が機

動的かつ効率的に業務を行うことは大事なこと

でありますので、出張する際の事務処理方法に

つきまして改善できないか、検討してまいりた

いと思います。

何でこんな質問をするかとい○中野 明議員

うと、いろいろ出先、土木事務所に行きます

と、２キロ先の管内の現場に行くにも一回一回

出張命令を、１日５回行けば５回出さんといか

んのです。笑い話じゃないけれども、出先の所

属長は、昼からは毎日印鑑押しですわと、そん

な話です。職員服務規程18条で、出張するとき

には所属長の了解を受けなければならないとい

うことです。私が言いたいのは、東京に行くの

も、県外に行くのも、土木事務所の職員が２キ

ロ先の現場に行くのも、一緒じゃおかしいで

しょうと言っているんです。これは部長、やる

気の問題とか、人件費の問題もあります。効率

的にまだまだ改善できると思いますから、ぜひ

やってください。

次に、庁舎の照明についてはＬＥＤへの切り

かえを計画的に進めるべきだと思うが、総務部

長の考えをお聞きいたします。

県庁舎のうち本庁○総務部長（成合 修君）

舎の照明につきましては、平成22年度に執務室

内の照明器具を、ＬＥＤではございませんが、

省エネ型のインバーター式蛍光灯に、また廊下

やエレベーターホール等のダウンライト式照明

器具の大半をＬＥＤ照明に切りかえたところで

ございます。出先機関につきましては、今年

度、総合庁舎の照明のＬＥＤ化に向けた調査を

始めることとしておりまして、今後、ＬＥＤ照

明器具の市場価格の動向も見ながら、ＬＥＤ照

明への切りかえを検討してまいりたいと考えて

おります

何で私がこんな くだらん○中野 明議員 ―

とは言いませんけれども 質問をするかとい―

うと、仕事で出先に行きます、行ったとき真っ

暗なんです。真っ暗じゃないが薄明かり、外か

ら来たら見えんのです。あるところに行ったら

ついている。何でか。お客さんから苦情が来た

からつけていると。本庁へ行ったら昼は消えて

いる。みんな寝ているか、うつ伏せしている
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か、これは職員管理上どうかなと思ったんで

す。ＬＥＤにかえますと30ワットの蛍光灯だっ

たら３分の１で済むんです。80ワットだった

ら、昔のねじ込み、５アンペアぐらい、これは

節約になります。かえれば、昼の時間、明々と

つけたって、まだつりが来ます。部長、これは

職員管理上もよくないと思うんです。昼休みは

何もできん、本も読めん、これじゃどうかと思

うので、ＬＥＤにかえる金はあるわけですか

ら、２～３年すれば元を取りますよ。ぜひ積極

的に取り組んでいただきたいと思います。

もうちょっとありましたけれども、時間が来

ましたので、終わります。（拍手）

次は、鳥飼謙二議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） 県民連合の○鳥飼謙二議員

鳥飼謙二でございます。

私は、来期の県議会議員選挙には出馬しない

ことを表明いたしましたが、多くの方から慰留

の言葉などをいただき、大変ありがたく思って

おります。しかし、７期24年となるため、けじ

めをつけることとしたところでございます。議

員の任務は県民の暮らしの向上を図ることであ

り、そのために本会議で発言し、県政をチェッ

クすることが極めて重要ではないかと思うので

あります。残る任期中、積極的に発言してまい

りますので、よろしくお願いいたします。

本日、最後の質問となり、お疲れと思います

が、通告に従い質問をいたします。

まず、知事の政治資金についてであります。

知事は、2011年１月の選挙で民選18代目の宮

崎県知事に就任され、口蹄疫からの復興や本県

経済の再建などに取り組んでこられました。世

論を一色に染めようとする動きがある今日、私

は、リーダーシップにやや欠ける嫌いはあるも

のの、一党一派に属さず、リベラルで真面目に

県政に取り組むその政治姿勢を高く評価してお

りました。改選の時期を間近に控え、今回の問

題が浮上したことに政治的な思惑を感じるとと

もに、クリーンなイメージが損なわれたことを

大変残念に思います。知事は、300万円の政治資

金の処理を寄附として処理する考えはないかと

の十屋議員の質問に対して、会費として処理す

ると答弁されました。私は、知事が産廃業者を

かばっているような、まだ話せない何かがある

のではないかというような感じを受けたのであ

ります。なぜ寄附としてではなく会費として処

理されるのか、再度お尋ねいたします。

次に、人口減少問題についてであります。

元岩手県知事・元総務大臣の 氏増田寛也

は、2013年12月号「中央公論」で「壊死する地

方都市」を、2014年５月、「日本創成会議・人

口減少問題検討分科会」座長として「ストップ

少子化・地方元気戦略」を、「中央公論」６月

号に「消滅する市町村523」を発表しました。増

田氏はその中で、いわゆる限定正社員やホワイ

トカラーエグゼンプションの導入などで労働条

件を引き下げて雇用を確保するなどして少子化

をストップし、大都市への人口集中に歯どめを

かけ、選択と集中により地方に若者に魅力のあ

る地域拠点都市を整備し、地方を再生すべきだ

としています。

小田切徳美明治大学農山村政策研究所代表は

「世界」９月号で、青山彰久読売新聞特別編集

委員は「ガバナンス」６月号で、「選択と集中

は地方切り捨てにつながる。背景には経済界と

霞が関の実質的な支援がある」などと述べ、そ

の後も次々と批判が続いています。そこで、増

田レポートを含む一連の動きについて知事の認

識をお尋ねします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

平成26年９月17日(水)
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手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、会費としての会計処理についてであり

ます。本件は、相手方から会費としての申し出

を受け、それを処理したものであります。政治

資金規正法上、会費とは、政治団体の規約等に

基づく金銭上の債務の履行として政治団体の構

成員が負担するものを意味しておりまして、金

額等の多寡によって会費と寄附を区別する基準

はないところであります。あくまでも本件は、

資金提供者の、会員として政治団体の活動を支

援したいとの意思に基づくものでありまして、

規約に基づき会費として扱うことが妥当である

と考えておりまして、今回のケースにつきまし

ては、さかのぼって寄附に修正することは考え

ていないところであります。

なお、今後、政治資金につきましては、今回

のような疑念を抱かせることが二度とないよ

う、その扱いにつきましては、十分検討してま

いりたいと考えておるところでございます。

次に、人口減少に係る発表等についてであり

ます。人口減少問題をめぐりましては、日本創

成会議の報告などによりまして、東京一極集中

や雇用・産業の大都市偏在といった我が国の構

造的課題と少子・人口減少問題との関係、さら

には地方の人口減少問題の背景にある社会動態

などに対して光が当てられた側面がありまし

て、その解決に向けた国民的議論が喚起された

ことについては評価をしているところでありま

す。

このような提言を受け、国においては今般、

安倍首相を本部長とします「まち・ひと・しご

と創生本部」が発足し、地方創生担当大臣も設

けられたところでありまして、今後、地域の特

徴を生かして自律的で持続的な社会の創生を目

指す地方創生の具体化に向けた取り組みが本格

化していくものと期待しているところでありま

す。私としましては、今回の動きが、御質問に

ありましたような地方切り捨てということでは

なく、真の意味で地方の創生となるよう、国に

地方の声をしっかりと届け、さらに特色ある政

策の提案を行い、この動きを本県の浮揚につな

げてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

毎月の会費5,000円、１年間６○鳥飼謙二議員

万円、24口、合計144万円、２名分で288万円、

残金12万円を分割し、１人年間３万円の２年で

各６万円の寄附として名前が出ないように処

理、県民から、なぜ寄附者の名前が出ない会費

としての処理を続けるのだろう、まだ何かある

のではないかと思われることは、クリーンな知

事がとるべき態度ではないと思われるのです

が、いかがでしょうか、再度お尋ねします。

今、答弁申し上げたと○知事（河野俊嗣君）

おりでございます。当時の相手方の申し出が会

員として支援をしたいというものであったとこ

ろでございます。それを年度に分けたというと

ころに関しましては、事実とそごがあるんでは

ないかというようなところで修正をさせていた

だくところでございますが、当時の申し出に

沿った処理をするというような整理でありま

す。

次に、人口減少問題でござい○鳥飼謙二議員

ます。

一般質問の最初に後藤議員の定住自立圏構想

等の紹介がございましたけれども、その指摘は

非常に的を射ているというようなことを感じま

した。いずれにしましても、人口減少、地域活

性化は本県にとって大きな課題であります。本
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県での地域おこし協力隊や集落支援員の活動状

況と県の取り組みについてお尋ねします。

地域おこし○総合政策部長（橋本憲次郎君）

協力隊は、地方自治体が都市住民を受け入れ、

特産品の開発や農林業の支援などの各種活動に

従事していただきながら、当該地域への定住・

定着を図る国の制度でございまして、現時点で

は県内６市町村に20名が設置されているところ

でございます。また、同じく国の制度でありま

す集落支援員は、市町村職員と連携しながら、

集落の目配り役として集落を巡回し、状況把握

や住民の話し合いの支援等を行うもので、現時

点では県内６市町に62名が設置されておりま

す。

県といたしましては、地域おこし協力隊や集

落支援員は、集落や地域の維持活性化に向けて

大いに活用すべきと考えておりますので、市町

村に対しこれらの制度を周知し、導入を働きか

けるとともに、集落支援員が集落点検を実施す

る場合はその人件費等の一部を補助するなど、

支援を行っているところでございます。

集落支援員とか地域おこし協○鳥飼謙二議員

力隊は偏っているような感じも受けますので、

もうちょっと広げていただくようにお願いした

いと思います。

人口減少・地域活性化特別委員会で調査をい

たしました熊本県の事例では、ことし３月に移

住定住促進戦略を策定し、全市町村の概要や生

活・交通環境、買い物環境、医療環境、子育て

・教育環境などを説明した「移住ガイドブッ

ク」を作成し、各市町村へつないだり、４億円

の県単予算を確保して、住まい、仕事探しの支

援等、移住・定住を本格的に取り組んでおられ

ました。そこで、本県の取り組みについてお尋

ねします。

本県では、○総合政策部長（橋本憲次郎君）

移住ガイドブック等による情報発信、都市部で

の移住セミナー・相談会の開催など、本県の魅

力をＰＲするとともに、市町村が実施する移住

者向けの空き家物件情報を提供する空き家バン

ク事業や実際に宮崎での生活を体験していただ

くお試し滞在事業等の移住促進に向けた取り組

みへ支援を行うなど、市町村と連携し、各種の

移住施策に取り組んでいるところでございま

す。これらの取り組みの結果、未来みやざき創

造プランにおける目標「平成23年度から４年間

で200世帯」に対しまして、平成23年４月からこ

とし７月までの間で197世帯の移住が実現してい

るところでございます。

ありがとうございました。い○鳥飼謙二議員

ずれにしましても、相談しやすいといいます

か、そういう体制をつくっていただきたいとい

うふうに思います。

次に、人口減少地域における学校の役割につ

いてであります。学校は、地域にとっては地域

統合の象徴であり、子育て世代が居住する最低

の条件ではないかと思うのでありますが、学校

の果たす役割について教育長の認識を伺いま

す。

小中学校の廃校状況等については割愛をいた

します。

また、串間市は、2017年度から６つの中学校

を１校に統合すると発表されました。複式学級

や適正規模等の悩ましい問題がありますが、地

域の衰退に拍車をかけるのではないかと懸念し

ております。そこで、統廃合の現状と課題につ

いて教育長の認識をお尋ねします。

地域の中で学校とい○教育長（飛田 洋君）

うのは、子供たちの願いや思いをかなえるため

の力を子供たちに育み、夢や希望を未来へつな
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げていくための学びの場であり、将来、地域を

支えていく人材を育成する役割が大きいと考え

ております。

串間市の中学校の再編の検討につきましてで

すが、公立小中学校の統廃合につきましては、

設置者である市町村が地域の実情や保護者及び

地域住民の方々の御意見を十分に踏まえた上

で、学校の果たす役割もしっかり考慮し、子供

たちにとって魅力ある環境はどうあるべきかを

考え、判断していただくことが大切であると考

えております。

串間市の統廃合問題は、高等○鳥飼謙二議員

学校の統廃合と同根ではないかと思います。教

育委員会は、平成15年度から宮崎県立高等学校

再編整備計画を制定し、学校再編に取り組んで

こられましたが、人口減少地域での高等学校の

再編整備の方向性についてお尋ねします。

生徒数の減少等によ○教育長（飛田 洋君）

り高等学校の小規模化が進むと生徒同士の切磋

琢磨や学び合いの機会が減ったり、活気ある学

校行事や部活動が展開しにくくなったりするな

どの課題が生じると考えられます。県立高等学

校の再編整備につきましては、このような課題

を踏まえながら、何よりも子供たちにとって魅

力と活力のある教育環境を今後とも提供するこ

とができるかという視点を中心に、地域の実態

にも配慮しながら、そのあり方や方向性につい

て検討していくことになると考えております。

地域の活性化についても少し○鳥飼謙二議員

は思いをはせていただきたいなと思っておりま

す。

次に、高齢化と地域医療の充実についてであ

ります。

高齢化に伴う医療と介護の連携については、

数年後には団塊の世代が後期高齢者となるな

ど、対策は急務となっています。国においても

医療と介護の連携強化を図る組織が設置されま

したが、本県においても、例えば医療介護局な

ど組織体制の整備が必要と思われますので、福

祉保健部長にお尋ねします。

本県の高齢者○福祉保健部長（佐藤健司君）

数がピークを迎えていく中で、御質問のありま

した執行体制の充実は必要性が今後高まってい

くものと考えますが、県としましては、まずは

地域での在宅医療と介護の連携に係る協議会や

研修会の開催など、医療と介護の連携を図る取

り組みを推進してまいりたいと考えておりま

す。

わかりました。しかし、十分○鳥飼謙二議員

検討をお願いしたいと思います。

次に、医師、看護師等の医療スタッフの確保

についてであります。2012年末の本県医師数

は2,709名で10万人当たり240.6人と、全国平均

をやや上回っていますが、県央部に約60％が集

中し、一部を除いて地方は極端な医師不足の状

態にあります。県医師会の機関誌「日州医事」

９月号では、常勤医師263名、非常勤医師67名、

合計330名の求人が出されて求職者はわずか４

名、うち充足していると見られている宮崎市

は40％の132名が募集されておりました。このよ

うに医師不足は深刻な状況となっています。ま

た、看護師についても、２次、３次病院を中心

に常勤看護師や新人看護師の離職が相次ぎ、慢

性的に不足する状態が続いています。そこで、

医師、看護師の確保についての取り組みについ

てお尋ねします。

県では、医師○福祉保健部長（佐藤健司君）

の確保と地域偏在の解消を図るため、医師修学

資金の貸与や宮崎大学医学部地域医療学講座へ

の支援等を行うとともに、県内外での病院説明
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会等を通じた臨床研修医の確保、自治医科大学

卒医師の適切な配置や県外からの医師の招聘な

どに取り組んでいるところであります。看護師

確保につきましては、養成所の運営支援や看護

学生に対する修学資金の貸与のほか、病院内保

育所の整備とともに、ナースセンターによる無

料職業紹介や潜在看護師の講習会を実施するな

ど、看護師の復職支援を行っているところであ

ります。

厚生労働省では医療機関に対○鳥飼謙二議員

する総合的支援を行うとして医療勤務環境改善

支援センターの設置を求めていますが、本県の

検討状況についてお尋ねします。

医療従事者の○福祉保健部長（佐藤健司君）

確保を図るためには、その勤務環境を改善する

ことが大変重要でありますので、これまでも、

労働局や県医師会、看護協会など関係団体との

協議の場を持ってきたところであります。こう

した中、本年６月に改正されました医療法にお

きまして、都道府県は医療勤務環境改善支援セ

ンター機能の確保に努めることとされたところ

でございます。このため、県といたしまして

は、ただいま申し上げました協議の場を活用し

て、同センターの設置につきまして、関係団体

と具体的に協議を始めることとしているところ

であります。

しっかり準備をお願いしたい○鳥飼謙二議員

と思います。

次に、救急搬送に当たる消防職員についてで

あります。これまでも再三、消防職員の不足が

指摘され、救急隊が119番通報を受けて現場到着

に要した時間や病院搬送までに要した時間が長

くなるなど、一分一秒を争う救急医療では致命

的であるとさえ言えます。要因は、救急隊、救

急隊員の不足にあると思われますので、消防力

の整備指針での充足率とあわせて危機管理統括

監にお尋ねします。

救急隊の救○危機管理統括監（金丸政保君）

急現場への到着所要時間につきましては、平

成24年の平均で本県が9.5分、全国は8.3分と

なっております。この要因につきましては、消

防署やその出張所の配置状況、救急車や救急隊

員の数が考えられるほか、救急出動件数が増加

していることなど、複数の要因が関係している

ものと考えております。

御質問のありました消防職員の充足率につき

ましては、消防車両の現有台数に対しまして消

防職員が何人必要かということを基準にしてい

るところでございますが、平成24年４月現在で

全国平均の76.5％に対しまして本県は72.4％と

下回っており、順位では全国21位という状況に

あります。救急車が現場に到着するまでの一分

一秒は傷病者の生死を分ける時間帯でありまし

て、重く受けとめておりますので、消防職員の

充足率を含めまして、今後、要因の分析や対策

につきまして、各消防本部と検討を行ってまい

りたいと考えております。

よろしくお願いを申し上げま○鳥飼謙二議員

す。カーラーの救命曲線というのがあるそうで

すけれども、心臓停止で３分間、呼吸停止で10

分間で死亡率が50％以上になるというようなこ

とがございますので、ぜひ充実を図っていただ

きたいと思います。

次に、ドクターヘリの運航状況についてであ

ります。救急医療体制が不十分な中山間地の住

民にとっては、ドクターヘリは最後の命のとり

でであります。2012年度に導入されたドクター

ヘリの運航状況についてお尋ねします。また、

地域医療再生基金終了後のドクターヘリの運航

について、その後の検討状況についてお尋ねし
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ます。

まず、ドクタ○福祉保健部長（佐藤健司君）

ーヘリの運航状況でありますが、昨年度の出動

件数が458件で、対前年度比91件の増となってお

り、消防非常備町村を含む県内全ての消防本部

から出動要請があっております。

次に、ドクターヘリの運航につきましては、

現在は国庫補助金と地域医療再生基金で負担を

いたしておりますが、基金が終了する平成28年

度以降も運航は当然続ける必要がありますの

で、その財源確保につきましては、これまでも

市町村長が集まる場、具体的には市町村連携会

議等の場におきまして負担のお願いをしており

ますが、今後、具体的な負担額をお示ししなが

ら、一部負担をお願いしてまいりたいと考えて

おります。

よろしくお願いいたします。○鳥飼謙二議員

次に、県立病院事業について病院局長にお尋

ねをいたします。先日、病院局が発表しました

昨年度の病院事業決算見込みによりますと、18

年ぶりに黒字決算になったとのことであり、病

院局長を初め、現場の医療スタッフの懸命の努

力によるものと高く評価をしたいと思っており

ます。そこで、黒字決算となった要因について

どのように分析しておられるのか、病院局長に

お尋ねいたします。

県立病院事業の黒○病院局長（渡邊亮一君）

字化につきましては、平成18年度の地方公営企

業法の全部適用以降、２期８年にわたる中期経

営計画に基づきまして、医師や看護師など医療

スタッフの確保を図りながら、収益の向上や費

用の節減といった経営改善に職員が一丸となっ

て取り組んだ結果と考えております。具体的に

は、収益の面では、重症度の高い患者に対応し

たより手厚い看護体制の構築など、新たな施設

基準の取得や高度な手術件数の増加等により、

平成17年度と比べまして、約16億円の収益増が

図られたところでございます。また、費用の面

では、薬品・診療材料等の共同購入や業務委託

の推進、後発医薬品の採用推進等によりまし

て、同様に約16億円の費用節減が図られ、これ

らによりまして病院事業全体での黒字化が達成

できる見込みとなったものでございます。以上

でございます。

次に、診療報酬改定について○鳥飼謙二議員

であります。厚生労働省はことし４月、２年ぶ

りに診療報酬改定を行いました。それによりま

すと、病床機能の分化や在宅復帰率による新報

酬システムの導入、消費税引き上げ等を考慮し

ますと診療報酬全体でマイナス1.26％という厳

しいものとなったようであります。そこで、今

回の診療報酬改定の評価と影響についてお尋ね

します。

今年度の診療報酬○病院局長（渡邊亮一君）

改定は、国の医療制度改革を受けまして、医療

機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実

等、地域完結型医療を促進する方向で行われた

ところでございます。その中身を見ますと、７

対１入院基本料の算定要件が厳格化されるな

ど、急性期病床の削減に向けた内容も盛り込ま

れておりまして、急性期医療を担う病院にとっ

ては厳しいものとなっております。また、改定

率は、診療報酬本体と薬価部分を合わせた全体

でプラス0.1％となっておりますが、消費税増税

分の対応分1.36％を除きますと、実質マイナ

ス1.26％となっておりまして、本県の病院事業

で収入ベースで約３億円のマイナスの影響が生

じるものと見込んでおります。

なお、消費税増税により医薬品等の購入に係

る税負担も増加いたしましたが、これにつきま
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しては、先ほど申しました診療報酬の上乗せに

より対応できるものと考えております。

次に、宮崎病院の救命救急セ○鳥飼謙二議員

ンターについてであります。宮崎病院の平成24

年の救急自動車搬送数は、救急科の整備もあ

り、2,462件と急増していますが、救急患者の受

け入れ状況と救命救急センターの診療体制につ

いてお尋ねします。また、救急医療体制の充実

は最重要課題でありますが、宮崎病院の再整備

の中でどのように位置づけられているのか、病

院本体の再整備の検討状況とあわせてお尋ねし

ます。

まず、宮崎病院の○病院局長（渡邊亮一君）

救急患者受け入れ件数でございますが、平成23

年度が5,099件、24年度が5,717件、25年度

が6,492件と増加傾向にございます。

次に、救命救急センターの人員体制でござい

ますが、ことし３月に救急医を１名増員すると

ともに、４月には看護師の夜勤体制を３名から

４名にするなど充実を図っておりまして、９月

１日現在で医師２名、看護師33名、救命救急士

１名の計36名体制となっております。

宮崎病院の再整備につきましては、現在、基

本構想の策定に向け作業を行っており、その中

で救命救急センターの機能拡充も大きな課題と

なっているところでございます。このため、こ

れから行います再整備を念頭に置きながら、セ

ンター運営のかなめとなる救急医のさらなる確

保を図るとともに、診療報酬上の施設基準取得

も踏まえた看護体制の強化、あるいは研修医の

積極的な確保と活用などにも取り組んでまいり

たいと考えているところでございます。

救命救急センターの医師がこ○鳥飼謙二議員

としから２名になったということで、ウオーク

インの方も入れて約6,400というようなことでご

ざいました。しかし、宮崎大学附属病院の救命

救急センターは医師が20名、救急専門医が６

名、看護師が47名というふうになっておりま

す。ぜひ、充実をお願い申し上げたいというふ

うに思います。

次に参ります。前回の病院の整備では現場職

員の意見が余り反映されず、使い勝手が悪いと

看護スタッフからは不評でありました。今回の

再整備に当たっては現場スタッフの意見を十分

反映させるべきと思いますので、対応について

お尋ねします。

県立宮崎病院の再○病院局長（渡邊亮一君）

整備に当たりましては、県民の皆様に良質で高

度な医療を提供するため、診療機能の強化や療

養環境の充実とともに、病院スタッフが働きや

すい環境づくりが不可欠であると考えていると

ころでございます。このため、病院の問題点や

改善策等につきまして、昨年来、各診療部門等

へのヒアリングを行うなど、状況の把握に努め

てきたところでございます。また、現在、病院

長を委員長とし、看護部長など現場スタッフも

委員にしました県立宮崎病院再整備基本構想策

定検討委員会を設置し、院内の意見集約を図っ

ているところでございます。今後とも、病院運

営の特殊性等を考慮しまして、病院スタッフの

意見も十分に踏まえ、基本構想の策定作業を

行ってまいりたいというふうに考えておりま

す。

特に延岡病院では今でもこう○鳥飼謙二議員

いう使い方は悪いということで、一昨年です

か、太田議員などと調査に行きましたけれど

も、ぜひ充実したものをつくっていただくよう

にお願い申し上げたいと思います。

患者の高齢化、重度化の中で、仕事の悩みや

心の病を抱えた職員がふえ、メンタルダウンす
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る職員もふえているようであります。精神的な

悩みや育児休業等からの職場復帰する上での悩

みなどを気軽に相談できる窓口が必要だと思い

ますが、現状についてお尋ねします。

県立病院は、昼夜○病院局長（渡邊亮一君）

を問わず患者に対応するストレスの多い職場で

すので、職員の心の健康管理は大変重要な課題

であります。このため、病院局主催のメンタル

ヘルス研修を毎年実施するとともに、各職場に

おいては、仕事で悩みがある場合は各病棟の看

護師長や副師長などが相談相手となりまして、

特に心の病が心配される場合は院内の臨床心理

士によるカウンセリングも行っているところで

ございます。また、深刻なケースにつきまして

は、病院の看護部や事務部の職員も連携しなが

ら、対応を行っているところでございまして、

今後とも、知事部局の専門相談員による窓口相

談や指定専門医による相談事業なども活用しな

がら、職員の心の健康管理対策に努めてまいり

たいと考えているところでございます。

教育現場でのパワハラ・セク○鳥飼謙二議員

ハラの議論もありまして、相談しやすい体制を

という議論がございました。ぜひ、そういう体

制をつくっていただきたい。私の携帯には現場

からのＳＯＳがよくやってまいります。ぜひ、

よろしくお願い申し上げたいと思います。

最後になりますが、18年ぶりの病院黒字化に

ついて知事の所見を求めます。

県立病院事業が黒字を○知事（河野俊嗣君）

達成する 19年ぶりということでございます―

が 見込みとなりましたことは、平成18年の―

地方公営企業法の全部適用を契機としまして、

各病院長を初めスタッフが一丸となって、より

一層の医療機能の向上や経営改善に取り組み、

それが実を結んだものと考えているところであ

ります。今回の黒字化は、県立病院が今後とも

県民の皆様に高度で良質な医療を安定的に提供

する上で大きな意義があるものと思っておると

ころでございます。

急速な少子高齢化の進展や医師不足など、本

県医療を取り巻く環境は依然として厳しいもの

があります。そのような中にあって、日南病院

のさらなる収支改善でありますとか、延岡病院

等の休診科の解消、あるいは宮崎病院の再整備

など、さまざまな課題も残されておりますの

で、引き続き、医療機能の充実や経営改善に努

めながら、本県の医療を担う中核病院として安

定的な病院運営に努めてまいりたいと考えてお

ります。

19年ぶりでした。どうも失礼○鳥飼謙二議員

いたしました。

次に参ります。児童相談所の機能強化につい

てお尋ねします。

ことし７月、長崎県佐世保市で県立高校１年

生の女子生徒が同級生の女子生徒から殺害さ

れ、遺体の一部が切断されるというショッキン

グな事件がありました。猫を解剖したり、父親

をバットで殴り、けがをさせたり、継母に人を

殺してみたいと言ったりするなどの行為があっ

たため、犯人の女生徒を治療していた精神科医

師から、このままでは人を殺しかねないと佐世

保こども・女性・障害者支援センターに電話が

あったものの、不十分な対応であったと報道さ

れました。現在、関係機関による精神鑑定など

が行われていると聞いていますが、事件の真相

を解明するには数年の期間を要するものと思わ

れます。本県でも同様の事件が発生しないとは

限りません。福祉保健部長はこの事件をどのよ

うに受けとめ、児童相談行政に生かしていかれ

るのか、お尋ねいたします。
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今回の事案○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、とうとい子供の命が失われ、同級生が逮捕

されるという極めて痛ましく深刻な事案であ

り、決して二度と起こしてはならないと考えま

す。家庭や子供が抱える問題が複雑化、深刻化

する中で、子供の安全が守られ、健全に育成さ

れるためには、児童相談所、市町村、学校、警

察等の関係機関が意識や情報を共有し、それぞ

れの役割をしっかりと果たすことが今後ますま

す重要になってくると考えております。このた

め、県といたしましては、全市町村に設置され

ております要保護児童対策地域協議会等の場を

通じて、関係機関とさらに緊密に連携を図って

まいりたいと考えております。

先日、厚生労働省は、全国の○鳥飼謙二議員

児童相談所での2013年度の虐待相談件数は７

万3,765件で昨年度より10.6％増加していると発

表しました。本県での児童虐待への対応と現状

についてお尋ねします。

ところで、2012年度の３児童相談所の業務概

要によりますと、相談全体の取り扱い件数

は3,786件、内訳は知的障がいなどの障がい相談

が41.4％の1,568件、虐待などの養護相談が21.8

％の827件、家庭内暴力や不登校などの育成相談

が20.8％の788件、虞犯、触法行為などの非行相

談が6.7％の253件と、多種多様な相談、指導が

行われています。今後、なお一層複雑で困難な

相談が増加するものと思われ、児童相談所の専

門性を高めていくことが極めて重要と思われま

すので、お尋ねをいたします。

児童虐待相談○福祉保健部長（佐藤健司君）

対応件数は、平成23年度410件、24年度443

件、25年度560件と、年々増加をしてきておりま

す。虐待相談につきましては、24時間365日対応

できる体制を整えており、相談を受けた場合に

は市町村等の関係機関と連携して速やかに子供

の安否を確認するなどし、的確な対応を行って

おります。

次に、児童相談所の専門性を高めるために県

では、指導的職員として経験豊富な職員を配置

し、経験の浅い職員の指導等に当たらせるとと

もに、福祉職や心理職、保健師などの専門職を

配置し、組織としての専門性の確保に努めてお

ります。また、個々の職員の資質を高めるた

め、専門機関での研修を計画的に受講させてい

るところであります。

児童福祉司を倍増といいます○鳥飼謙二議員

か、それから３児童相談所で一時保護所をその

まま継続しているとか、評価するところはたく

さんあるというふうに思っております。人もふ

えてきたというふうに思っておりますが、問題

はキャリア不足にあるんではないかと思ってお

ります。県の職員は優秀で熱意がある。一生懸

命頑張られるんですけれども、私の感じとしま

しては、やはり10年程度の経験が平均として必

要なんじゃないかなというような気がいたして

おります。このことについてはまた別途やりた

いというふうに思っておりますけれども、ケー

スワーカーはいつも精神的に追い込まれてい

る。日曜日でも休みの日でも夜でも家庭にいる

ときもそういうのが現状でございます。さらに

また、教育委員会の出向については、25年の２

月に申し上げましたけれども、単に３年間の経

験だけで済ますというのはいかがなものか、児

童相談所に専門性が蓄積していかないというふ

うに思っておりますので、検討をお願いしたい

というふうに思っております。

次に、認知症対策についてお尋ねします。

ことし４月、徘回していた愛知県内の認知症

の男性が線路に立ち入って列車にはねられ死亡
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した事件で、ＪＲ東海が遺族に対し振りかえ輸

送費などの損害賠償を請求していた裁判の控訴

審判決は、認知症患者を持つ家族や社会に大き

な衝撃を与えました。当時、男性は91歳、介護

度４、介護していた介護度１の85歳の同居の妻

に対して監督不十分だとして360万円の支払いを

求める判決であったからでございます。１審は

別居の長男に対しても同額の損害賠償を求めた

わけでございますけれども、介護の社会化に水

を差す判決ではないか、裁判所は認知症患者を

おりに入れて閉じ込めておけとでも言うのだろ

うかというふうに思いました。

県内でも、昨年９月にえびの市で認知症の高

齢者が自動車を運転し、小学生３人をはねる人

身事故を起こし、１人の子供は今でも意識不明

という痛ましい事故が起き、ことし８月には３

億6,000万円の損害賠償を求める訴訟が提起され

ています。また、昨年暮れ、延岡市で若年性認

知症男性が公務執行妨害で逮捕され、処分保留

で釈放されるという事件も起きています。今

後、認知症患者はさらに増加すると見込まれて

おり、その対策は喫緊の課題となっておりま

す。そこで、認知症患者の現状と対策について

福祉保健部長にお尋ねします。

日常生活にお○福祉保健部長（佐藤健司君）

いて見守りを必要とします認知症の方は現在、

県内に３万人程度と推計しておりまして、今後

ますます増加する深刻な課題であると考えてお

ります。このため、県におきましては、医療相

談や専門医療の提供を行う認知症疾患医療セン

ターを県内３カ所設置したほか、地域で認知症

の方やその家族を支える認知症サポーターの養

成支援や、住みなれた地域で暮らすためのグル

ープホームなどの整備に対する助成を行ってい

るところであります。また、今年度からは、認

知症の早期発見・早期対応に重要な役割を果た

すかかりつけ医や病院看護師を対象とした研修

を実施することとしております。

認知症患者さんの運転は、認○鳥飼謙二議員

知機能の低下により飲酒運転と同じであるとい

うふうに言われています。本人の理解はもちろ

ん、家族、社会が認知症への理解を進めること

が大変重要であると思っています。そこで、警

察本部での高齢者等への運転免許自主返納の取

り組みについてお尋ねします。

運転免許証の自○警察本部長（坂口拓也君）

主返納につきましては、運転の必要や自信がな

くなったなどの理由によりまして、平成25年中

に1,429件、前年比プラス79件、本年は８月末現

在で1,048件、前年同期比プラス133件の運転免

許全部の取り消し申請を受理しております。

認知機能の低下など安全な運転に支障のある

運転者については、交通事故の当事者はもとよ

り、運転免許更新者に対する病状等の質問、自

動車学校における高齢者講習など、あらゆる機

会を通じて把握に努めているところでありま

す。また、把握した運転者については、警察官

が本人や関係者と面接を行い、日常の運転状況

などを聴取して運転免許証の自主返納を含めた

安全指導を行っております。その他、運転免許

センターと警察署では、認知症などに罹患した

運転者を心配される御家族や関係者からの運転

適性相談にも応じております。警察といたしま

しては、今後とも、認知症など病気等にかかわ

る悲惨な交通事故が発生しないように医療・福

祉関係者と連携強化を図ってまいりたいと考え

ております。

よろしくお願いいたします。○鳥飼謙二議員

最近、マスコミ報道で何年も行方不明となっ

たいた認知症患者さんの身元が判明するという
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報道が相次ぎました。特に、群馬県で７年前に

保護された女性がＮＨＫ報道で東京都の67歳女

性と判明した事件、私はこれをテレビで見て

おったんですが、保護された当初は笑顔が見ら

れていた患者さんが判明した時点では全く無表

情となっていて、愕然といたしました。もっと

早く家族のもとへ帰してやれなかったのだろう

か、個人情報の保護で本人の顔写真などが出せ

ないため、どうしても捜すことができないとい

うのは、誰のための法律なのかと思うわけであ

ります。本県の認知症行方不明者の届け出と警

察の対応についてお尋ねいたします。

本県の認知症ま○警察本部長（坂口拓也君）

たは認知症の疑いのある行方不明者の届け出受

理状況についてでありますが、統計をとり始め

た平成22年から平成26年７月末までの総受理件

数は166件の166名であります。

警察ではこのような行方不明者の届け出を受

理した場合には、人定事項、身体特徴、服装等

に加えて、氏名や住所が言えるか、あるいは徘

回が予想される場所があるかなど、手配に必要

な事項を入念に届け出人から聴取いたします。

その上で、部隊を編成して消防団等関係機関と

の連携による捜索、警察犬の投入や警察ヘリに

よる捜索、徘回高齢者ＳＯＳネットワークによ

る県内市町村に対する手配、全国警察への行方

不明者手配などの活動を行っております。ま

た、御家族等から同意を得た場合には顔写真を

含めた公開手配も行っております。今後とも、

認知症または認知症の疑いがある行方不明者を

初め、事件や事故に遭遇しているおそれのある

行方不明者につきましては、早期の発見、保護

に努めてまいります。

徘回高齢者ＳＯＳネットワー○鳥飼謙二議員

クや警察等関係機関の連携でかなりの確率で認

知症行方不明者は発見されているようでありま

す。警察本部から事前にいただいた資料で、最

近の４年間で140件の届け出があり、発見された

のは137人、そのうち16名の方は残念ながら亡く

なられていて、宮崎県の方は３名とのことで

す。この中に、いわゆる新聞で報道された太郎

さんのような事例が含まれているのではないか

と心配されます。そこで、身元が判明しない認

知症患者の行方不明者を発見した場合、警察で

はどのように対応しておられるのか、お尋ねい

たします。

身元の判明しな○警察本部長（坂口拓也君）

い認知症または認知症の疑いのある行方不明者

等の、いわゆる迷い人を発見、保護した場合の

警察の対応についてでありますが、まず県内の

全警察署及び市町村への行方不明者の有無の照

会や、全国警察に対する迷い人照会を行いま

す。その後、24時間以内に身元が判明しない場

合には、当該迷い人を市町村へ引き継ぐととも

に、身元確認のために保護施設等との継続的な

情報交換や全国警察への再照会を行っておりま

す。警察といたしましては、今後とも、迷い人

を発見、保護した場合には、関係機関と緊密な

連携を図りながら、積極的に身元解明を行うな

ど、御家族のもとに早期に引き渡しができるよ

うに努めてまいります。

迷い人と言うんですね。初め○鳥飼謙二議員

て聞きましたが、ぜひ発見に努めていただきた

いというふうに思います。

本格的高齢社会を迎えて、認知症患者さんを

家族が自宅で介護するという事例が今後急速に

増加することが見込まれており、本人、家族、

社会が、認知症とは何か、認知症患者さんにど

う接すればよいのか、理解を深めることが急務

となっています。患者さんを支援する団体など
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は講座を開き、認知症サポーターの養成に取り

組んでおられるようで、私も受講しまして、こ

のオレンジのものなんですが、バンドをいただ

きましたけれども、そしてまたかかりつけ医や

スタッフの研修を始められたとのことでありま

す。県職員、警察官はもちろんのこと、認知症

についての県民の理解を深めるための今後の取

り組みについて福祉保健部長にお尋ねします。

ただいま御指○福祉保健部長（佐藤健司君）

摘いただきましたように、広く県内に認知症へ

の理解を進めていくことは大変重要であります

ので、引き続き、市町村が行う認知症サポータ

ーの養成を支援してまいりたいと考えておりま

して、特に養成数の少ない市町村に対し県内の

先進事例を紹介いたしますとともに、養成講座

の指導者育成のための研修を共同で実施するな

ど、積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。なお、県職員につきましては、まずは

今年度、業務のかかわりが深い福祉保健部本庁

職員を対象に養成講座を実施いたしまして、64

名が受講いたしたところであります。

ありがとうございました。県○鳥飼謙二議員

職員、それから警察官の皆さんもぜひこのサポ

ーター養成講座を受けていただいて、理解を深

めていただきたいと思います。今月21日は、世

界アルツハイマーデーでございます。認知症の

人と家族を支える会では講演会の 10月20日―

になりますけれども 聴講を呼びかけておら―

れますので、御紹介をしておきたいと思いま

す。

次に、エネルギー問題について、最後になり

ますが、お尋ねをいたします。

世界自然エネルギー白書によりますと、国内

の全発電量は１兆1,014億キロワットアワー、そ

のうち自然エネルギーは設備容量で1,700万キロ

ワット、発電量で446.7億キロワットアワー

の4.06％と、世界の21.7％を大きく下回ってい

ます。また、2012年７月には固定価格買い取り

制度（ＦＩＴ）が導入され、９月には革新的エ

ネルギー・環境戦略として2030年に全発電量

の30％を再生可能エネルギーとすることが閣議

決定され、原発ゼロが目標とされましたが、そ

の後の政権交代で大幅な見直しを余儀なくされ

ているのが現状でございます。しかし、ＦＩＴ

制度の導入は、雇用を生み出し、我が国のエネ

ルギー事情を大きく変えようとしています。

まず、原発についてお尋ねいたします。原子

力規制委員会は、日本を壊滅させたかもしれな

い３・11東京電力福島原発事故の原因も解明さ

れない中で、また同委員会の火山活動専門家会

合で巨大噴火のリスクの指摘に何らの対応もし

ないまま、川内原発再稼働にゴーサインを出し

ました。事故が発生した場合、影響があるので

はないかと県民にも不安が広がっています。知

事はどのような影響があると思われますか。ま

た、県民の不安を解消し、安全を確保するた

め、知事は行動すべきと思いますので、知事の

所見を求めます。後は知事に質問をいたしま

す。

原子力発電所につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、国民、県民の間から、その安全性を不

安視する声があることは承知しておるところで

あります。国や原子力規制委員におきまして

は、科学的、技術的な知見に基づく安全性の確

保を大前提とした上で、原発の安全性に係る審

査過程などについてしっかりとした説明責任を

果たしていただきたいと考えております。県と

しましては、国に対し、安全性に関する明確か

つ丁寧な説明、さらに国が前面に立ち、防災対

策の充実強化を図ることなど、全国知事会等を
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通じてさまざまな提言を行ってきたところであ

ります。今後とも、引き続き、県民の生命や財

産を守る観点から、国や九州電力に対し必要な

情報提供や対応というものを求めてまいりたい

と考えております。

次、行きます。ことし３月、○鳥飼謙二議員

県は地域防災計画に原子力災害対策編を追加し

ました。それによると、安全神話にとらわれず

に、被害の軽減及び拡大防止のため、予防・応

急・復旧対策を定めるとしていますが、県の取

り組み状況についてお伺いをいたします。

原子力災害に関する地○知事（河野俊嗣君）

域防災計画についてであります。現在、原子力

発電所から30キロメートルを超える区域につい

て策定は求められていないわけでありますが、

本県におきましては、万一の場合に備えておく

ことが必要であるとの考え方から、本年３月

に、宮崎県地域防災計画の中に原子力災害対策

編を新設し、緊急時の情報収集や伝達体制、住

民避難などの防護活動などについて基本的な考

え方などを盛り込んだところであります。この

うち情報収集や伝達体制につきましては、昨年

度、県と市町村の連絡体制を整備しまして、訓

練を２回実施したところであります。今後は、

新設した原子力災害対策編に基づき、住民への

情報伝達を想定した、より実践的なものにして

いく必要があると考えておるところでありま

す。現在、原子力規制委員会では、30キロメー

トルを超える区域について防護措置を実施する

範囲及び判断基準などの検討が行われておりま

すので、この状況を見きわめながら、地域防災

計画のさらなる改正についても検討してまいり

たいと考えております。

具体的な避難計画もなく、避○鳥飼謙二議員

難訓練も行われないまま、原発を再稼働するこ

とに問題はないのでしょうか。田中俊一原子力

規制委員長は参議院の予算委員会の質問に対し

て、「新規制基準と防災が車の両輪だと認識し

ています。防災・避難計画を策定するのは内閣

防災が所掌ですし、それを実行するのは地方自

治体で、住民の方が安心できなければ稼働に結

びつかないだろうという意味で車の両輪ですと

申し上げました」と答弁されています。しか

し、政府、規制委員会、自治体の３者が責任を

明確にしないまま、来春には川内原発が再稼働

されようとしていますが、このような無責任状

態のまま再稼働を行うべきではないと私は思っ

ております。

７月にえびの市から県と県議会に要望書が提

出されました。要望書では、万が一事故が発生

したら、規模や風向きにより、はかり知れない

影響を受けるおそれがあるとして、１、速やか

な情報提供と伝達手段の構築、２、広域避難所

設置等を求めています。また、市民団体からも

再稼働について反対を表明してほしいなどの要

請が知事に対して行われています。市町村や県

民の不安にどのように知事は対応されるのか、

お尋ねします。

えびの市からは７月○知事（河野俊嗣君）

に、原子力災害発生時におきます防災情報の伝

達及び避難所の指定などに関する県の支援につ

いて要望をいただいたところであります。この

うち防災情報の伝達につきましては、昨年７月

に県と九州電力で覚書を締結し、事故が発生し

た場合などの情報が入手できることになりまし

たので、得られた情報を直ちに市町村及び住民

に伝達することとしておるところであります。

また、避難所の指定などに関する県の支援につ

きましては、先ほど申し上げましたとおり、原

子力規制委員会により30キロメートルを超える
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区域について検討が行われておりますので、こ

れを見きわめた上でしっかりと対応していきた

いと考えております。原子力発電所の安全性に

関して県民等から不安の声があることは承知を

しておるところでありますが、今後とも、県民

の安全・安心が確保できますよう市町村や関係

機関と十分に連携を図ってまいりたいと考えて

おります。

次に、小林市の太陽光発電事○鳥飼謙二議員

業の中止については徳重議員から既に質問があ

りましたので取りやめますけれども、当初は了

解されていたものが中止となったことは極めて

問題ではないかと思っております。電力会社は

公営企業と同等であります。積極的に再生エネ

ルギー推進を図るべきというふうに思っており

ます。事業者としても問題解決に取り組むべき

ではないかということを指摘しておきたいと思

います。

昨年３月に策定されました新エネルギービ

ジョンについてであります。九州電力等により

ますと、本県の電力需給状況は39億7, 2 4 2

万1, 0 0 0キロワットアワー、消費電力は94

億7,581万キロワットアワーとなっています。そ

のうち県外送受電電力量は55億338万9,000キロ

ワットアワーで、県内における発電は九電や企

業局の水力発電、旭化成の自家発電等を含めま

して、自給率は42％となっています。新エネル

ギービジョンでは、電力使用量に対する自給率

は2010年度が2.8％、目標年の2022年度は約14.8

％となっていますが、導入状況について、ここ

は環境森林部長にお尋ねをいたします。

新エネルギー○環境森林部長（徳永三夫君）

ビジョンにおきまして、発電につきましては、

ビジョンの最終年度であります平成34年度の目

標を御質問にありましたように本県の電気使用

量総量の約14.8％に当たる83万4,000キロワット

と設定しておりまして、平成25年度の実績は

約36万キロワットで、達成率は43％となってお

ります。この結果、平成25年度の新エネルギー

による自給率は電力使用量の約6.7％となりま

す。

環境エネルギー政策研究所と○鳥飼謙二議員

千葉大学の「永続地帯2013年版報告書」により

ますと、民生部門（家庭・業務）と農林水産部

門電力需要と比較した都道府県別の自然エネル

ギー供給の割合が10％を超えているのは、大分

県など11県となっています。大分、鹿児島、熊

本が10％以上ですが、宮崎県は佐賀県に次い

で19位となっています。熊本県では、総合エネ

ルギー計画で県内で消費する家庭部門の電力消

費量を目標とするなど、県民や企業にもわかり

やすい設定がされています。導入機運を高める

ための取り組みについて知事にお尋ねします。

新エネルギーにつきま○知事（河野俊嗣君）

しては、太陽光など３つの新エネルギーの導入

とエネルギーの地産地消による地域・産業づく

りに取り組んでいるところであります。この結

果、現在、本県の住宅用太陽光発電の普及率や

木質バイオマスの発電規模に関して言います

と、全国トップクラスとなっているところであ

ります。新エネルギーの導入をさらに推進して

いくためには、県民、事業者等それぞれに理解

を深めていただくことが重要であると考えてお

ります。「みやざき元気！地産地消県民運動」

の一環としてこれを位置づけるとともに、昨年

度、国から認定を受けました「次世代エネルギ

ーパーク」を活用した見学会や研修などに取り

組んで、その普及啓発に努めているところであ

ります。新エネルギーは、地球環境への負荷が

少なく、本県の豊富な地域資源を生かせるエネ
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ルギーでありますことから、今後とも、県民等

と一体となって宮崎らしい環境・新エネルギー

先進地づくりに取り組んでまいりたいと考えて

おります。

一通り質問を終わりました○鳥飼謙二議員

が、知事に申し上げておきたいと思います。地

域防災計画では原子力災害の場合は30キロ以上

は求められていない、今、検討中だということ

でございます。だけども、この地域防災計画の

中につくったんだというふうに言われておりま

す。しかし、川内原発は恐らく動いていくだろ

う。事故が起きた場合はどうするのか。東北の

福島原発では現実に100キロ以上超えて影響を受

けて、今でも避難している人がおるわけですか

ら、それは今から考えますよというのは理屈が

通らない。知事は私を論破できないというふう

に思います。ぜひ、県民の安全を第一に考えて

いただいて、行動、発言をお願いしたいと思い

ますし、冒頭申し上げました政治資金の問題に

つきましては、やはり知事に対するクリーンな

イメージというのが県民の間にありますので、

それを裏切らない形で明確にしていってほしい

ということを申し上げて、時間が若干残りまし

たけれども、終わりたいと思います。ありがと

うございました。（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○福田作弥議長

た。

議案に対する質疑◎

ここで、今回提案されており○福田作弥議長

ます議案に対する質疑の通告がありますので、

これを許します。

質疑についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり１人10分以内といたします。前屋

敷恵美議員。

日本共産党の前屋敷恵美で○前屋敷恵美議員

ございます。一般質問に続いてですが、今回提

案されました議案についての質疑を行わせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。今回

は自席から行います。

まず、議案第１号「平成26年度一般会計補正

予算（第２号）」で提案をされた中での事業に

ついて幾つか伺いたいと思います。

１つは、「みやざきの空」航空ネットワーク

活性化・利用促進事業2,312万円についてです。

補正後は１億3,122万円になるということであり

ますが、航空会社に対する運航経費支援の増額

となっていますが、どのようなときにこうした

補正を行うのか、伺いたいと思います。

航空会社に○総合政策部長（橋本憲次郎君）

対する支援の考え方でございますけれども、国

際定期路線を運航する航空会社に対する補助に

つきましては、路線の状況等を踏まえまして、

その都度検討を行っているところでございまし

て、従来、ソウル線、台北線につきましても、

必要な支援を行ってきたところでございます。

香港線につきましては、全くの新規路線開設で

あり、設備投資や路線の周知など就航にかかる

コストが航空会社の負担となることから、安定

的な運航を図るため、運航経費の補助を行うこ

ととし、今議会にお願いしているところでござ

います。

今回のこの補助が安定運航○前屋敷恵美議員

につながるということであれば、その使途につ

いては会社の自由に使えるという中身になるん

ですか。

理念といた○総合政策部長（橋本憲次郎君）

しましては、先ほど答弁申し上げましたよう

に、設備投資、路線の周知などコストがかかる

というところでございますけれども、具体的に
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は航空会社に対する支援という形で支出する予

定でございます。

次に、砂防事業について伺○前屋敷恵美議員

います。今回、公共砂防事業費に４億2,185

万2,000円、公共急傾斜地崩壊対策事業費に５

億4,420万円が計上されております。今回のこの

補正で事業箇所数などはどのようになるのか、

その状況を伺いたいと思います。

砂防関係事○県土整備部長（大田原宣治君）

業の事業箇所数についてでありますが、砂防施

設などの整備につきましては、今回の補正によ

りまして、当初の64カ所から86カ所の整備に取

り組む予定としております。また、土砂災害警

戒区域などの指定のための基礎調査につきまし

ては、当初の約700カ所から約1,400カ所につい

て調査を実施する予定であります。

広島県での土砂災害を目の○前屋敷恵美議員

当たりにしたばかりのときだったので、こう

いった急傾斜地対策などは積極的に取り組んで

いただきたい、そのように思っているところで

す。

次に、新規事業の特別支援学校スクールバス

整備事業4,400万円の事業内容と本県特別支援学

校におけるスクールバスの現状についてお聞か

せいただきたいと思います。

県教育委員会では、○教育長（飛田 洋君）

特別支援学校のスクールバスとして８台を所有

いたしておりますが、そのうち３台が今年度に

入り老朽化のため故障が相次いでおりまして、

このままの状態が続いて安定した運行ができな

くなりますと、利用している子供たちに安全

面、さらには健康面で重大な支障が生じますこ

とから、緊急に更新することについて御審議を

お願いしたところであります。具体的な内訳で

すが、明星視覚支援学校、延岡しろやま支援学

校の各１台の普通バスの更新、延岡しろやま支

援学校の車椅子用のリフトつきバス１台の更

新、計３台の更新をお願いするものでありま

す。

特別支援学校のスクールバスの現状ですが、

県内13校中８校で16台のスクールバスを運行い

たしております。そのうち８台につきまして

は、スクールバスを県が所有し、運行は業者に

委託しております。残りの８台は、車両と運行

その両方を業者に委託しております。

バスの配置がないというと○前屋敷恵美議員

ころも聞いているんですけれども、保護者の皆

さんからかなりの要望も出ているというふうな

ことも聞いていますので、ぜひ検討方もお願い

したいというふうに思っているところです。

次に、子ども・子育て支援新制度というのが

来年４月から施行されることに伴って、議案第

７号で「宮崎県幼保連携型認定こども園の設備

及び運営の基準に関する条例」というのが出さ

れております。このことについて少しお尋ねを

したいんですが、全体的に見まして、国の示し

た基準をもとにした条例となっているというふ

うに思っているんですけれども、数点伺いま

す。

まず１つに、職員の配置にかかわって、第８

条の２項で、特別の事情があるときは保育教諭

等について専任の副園長、教頭が兼ねたり、助

保育教諭や講師をもってかえることができると

いうふうな規定になっているんですが、かえる

ことができる場合というのはどういう場合を言

うのか、お伺いしたいと思います。

幼保連携型認○福祉保健部長（佐藤健司君）

定こども園には、各学級ごとに担当する専任の

保育教諭等、これは具体的には幼稚園教諭の免

許を持っておられて、なおかつ保育士の資格を
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持たれている方ということでございますが、こ

ういう方を１人以上置かなければならない。こ

れが基本的な考え方でありますが、兼ねること

ができる場合というのは、例えば保育教諭等が

病気、育児休業等のため、一時的に離職する場

合などを想定いたしております。

わかりました。○前屋敷恵美議員

次に、同じく第８条の４項で、調理員の園で

の配置を義務づけながら、調理の外部委託も認

めるという内容になっていること、また同じく

第８条の５項において、職員の配置を義務努力

というふうにしています。副園長、教頭などの

配置について、現状とあわせて伺いたいと思い

ます。

給食につきま○福祉保健部長（佐藤健司君）

しては、施設内での調理が原則となっているた

め、調理員の配置義務を規定しておりますが、

満３歳以上の幼児に対する食事の提供につきま

しては、安全・衛生面及び栄養面等での質の確

保が図られる場合には外部委託を認めているこ

とから、そのような場合には調理員の配置につ

いても規定を緩和いたしているところでありま

す。また、副園長、教頭などの職員配置の現状

といたしましては、十分な配置ができていない

状況はありますが、主任の配置など組織的な対

応により、いずれの園も支障なく運営されてお

ります。

なお、副園長、教頭等につきましては、法律

上は配置が義務づけられてはおりませんが、教

育・保育の質の向上等の観点から、県の条例で

は努力義務としているものであります。

調理の外部委託、いわゆる○前屋敷恵美議員

食事の外部搬入についてなんですけれども、

今、部長がお答えいただきましたように、条例

では、衛生面や栄養面を保障する契約であれば

外部搬入がよしということにされているところ

です。しかし、栄養面を保障するという点での

基準をどこに置くのかという点での明確な規定

もありませんし、特にアレルギーやアトピーな

どの子供がふえるという状況の中で、やはり適

切にそういった子供にも対処できる自園の調理

が望ましいというふうに思うところなんです

が、そういう論議というのは、この条例をつく

るに当たっては出なかったものなのでしょう

か。

議員が今おっ○福祉保健部長（佐藤健司君）

しゃったように、子供に対する給食というのは

非常に大事ですので、そのあたりにつきまして

は、これは条例でございますが、アトピーとか

アレルギーとか、そういったものにもきちんと

対応できるようにという考え方は規則の中で示

して、後は具体的な監査等の中できちんと指導

していきたいと思っております。

次に、設備の基準につい○前屋敷恵美議員

て、第11条で園舎は２階建て以下を原則とする

とされているんですけれども、特別な事情があ

れば３階建て以上にすることを可能にしており

ます。その特別な事情というのはどういう場合

なのか、また園舎の面積などについては従来の

基準と比較してどうなっているのかもお聞かせ

ください。

園舎の階数に○福祉保健部長（佐藤健司君）

つきましては、２階建て以下が原則でありま

す。ただ、地形の特殊性あるいは土地利用の現

況等を考慮する必要がある場合は３階建て以上

とすることも可能としているところでありま

す。また、園舎の面積につきましては、従来の

幼稚園、保育所の面積基準を踏まえた内容と

なっております。

３階建て以上にする特殊な○前屋敷恵美議員
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例なんですけれども、３階建て以上となります

と、ビルの中の一角を保育の場にするケースが

あるとか、建物そのものを新設して３階以上に

するという場合だとか、既存のビルを利用した

りとか、そういうことも考えられるところなん

でしょうか。であれば、一定こういうものを満

たせば３階以上も可能だというふうな条例には

なっているんですけれども、子供たちの安全性

などを担保するという意味では、よりベターな

形で、本来、平屋が望ましいというふうに思う

んです。そういう規定にしたという点では、国

の政令が示してあるということもあるんですけ

れども、やはり地方での具体的なニーズに合っ

たような形での条例の中身が必要ではなかった

かなというふうにも思うところです。

続けます。次に、園舎の設備についてですけ

れども、第12条で目的の設備を義務づけなが

ら、保育室と遊戯室などの兼用はありだという

ふうなことで認めていますけれども、兼用する

ことができるというのはどういう場合を想定す

るのかをお聞かせください。

特別な事情が○福祉保健部長（佐藤健司君）

あるときの兼用の例でございますが、例えばダ

ンスとか演奏会など集団で行ったほうが教育効

果が見込まれる場合に、保育室と遊戯室を一体

的に利用することなどを想定して兼用を認めて

いるものでございます。

では、この兼用を認める場○前屋敷恵美議員

合というのは、常に一体的に使うということを

想定しているのではないというふうな考え方で

いいんでしょうか。

次に、第14条で、園の設備の一部を他の学

校、社会福祉施設等の設備に兼ねることができ

るというふうにしているんですけれども、どう

いうふうに解釈をすればいいのか、具体的にお

聞かせください。

この場合は、○福祉保健部長（佐藤健司君）

同一の設置者が幼保連携型認定こども園も経営

し、なおかつ、例えば高齢者施設も同一敷地内

で一体的に運営されている場合ということで、

そういう場合において、例えば職員室や保健室

の併用により、効率的な運営を図る場合などを

想定し、設備を兼ねることができるというふう

にいたしております。

福祉の施設はそうですが、○前屋敷恵美議員

学校というのはどういう概念を考えればいいん

ですか。

幼保連携型認○福祉保健部長（佐藤健司君）

定こども園は学校等も実際運営されるわけです

ので、それぞれ別の学校を運営されているケー

スも想定して、こういうことを規定させていた

だいております。

これは通告していないんで○前屋敷恵美議員

すが、今後の課題にしたいというふうに思うん

ですけれども、15条に掲げてある教育及び保育

を行う期間及び時間について、１号認定、２号

認定、３号認定と、子供たちの保育が複雑多岐

にわたっている、こういう子供たちが同時に入

所するわけです。そういった中で、集団保育を

する上でさまざまな矛盾や困難が予想される点

もあるんじゃないか、そういう点もちょっとお

聞きをしたかったんですが、１号認定は３歳以

上の教育を希望する子供、２号認定は３歳以上

の保育を希望する子供、いわゆる保育の時間は

１号認定が４時間、２号認定は８時間から11時

間、３号認定では３歳未満の保育で８時間か

ら11時間というふうに、非常に形態が違ってい

るんですね。そういう子供たちを一緒に入所さ

せて保育するという点では、やはりさまざまな

矛盾だとか問題が発生するのではないかという
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ふうに思うところなんです。入所して保育を受

ける子供たちがどうなのかという視点も、この

条例の中にはその辺を気遣ったような条例にし

ていくことも必要ではないかというふうにも

思っているところなので、来年４月からの施行

になるということなんですけれども、もう少し

中身についても検討させていただいたりしたい

というふうに思います。きょうは質疑ですの

で、今回出されました条例について、中身につ

いて御説明をいただいたところでした。

以上で終わりたいと思います。ありがとうご

ざいました。

ほかに質疑の通告はありませ○福田作弥議長

ん。

以上で質疑は終了いたしました。

議案第17号採決◎

次に、さきに提案のありまし○福田作弥議長

た、人事委員会委員の選任の同意についての議

案第17号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○福田作弥議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第17号についてお諮りいたします。

本案については、同意することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○福田作弥議長

て、本案は同意することに決定いたしました。

議案第１号から第16号まで及び請願◎

委員会付託

次に、今回提案されました議○福田作弥議長

案第１号から第16号までの各号議案及び新規請

願は、お手元に配付の付託表のとおり、それぞ

れ関係の委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす18日から25日までは、常任委員会及び特

別委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、26日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時17分散会



９月26日（金）



- 331 -

平 成 2 6 年 ９ 月 2 6 日 （ 金 曜 日 ）

午前 時１分開議10

出 席 議 員（ 名）38
（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）4番 図 師 博 規 同

（ ）5番 西 村 賢 同

（ ）6番 松 村 悟 郎 自由民主党

（ ）7番 内 村 仁 子 同

（ ）8番 岩 下 斌 彦 同

（ ）9番 後 藤 哲 朗 同

（ ）10番 右 松 隆 央 同

（ ）11番 二 見 康 之 同

（ ）12番 清 山 知 憲 同

（ ）13番 福 田 作 弥 同

（ ）14番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）15番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）16番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）17番 田 口 雄 二 同

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 星 原 透 自由民主党

（ ）20番 原 正 三 同

（ ）21番 井 本 英 雄 同

（ ）22番 丸 山 裕次郎 同

（ ）23番 中 野 一 則 同

（ ）24番 中 野 明 同

（ ）25番 宮 原 義 久 同

（ ）26番 山 下 博 三 同

（ ）27番 徳 重 忠 夫 無 所 属 ク ラ ブ

（ ）28番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 太 田 清 海 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 井 上 紀代子 同

（ ）31番 鳥 飼 謙 二 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 自由民主党

（ ）33番 黒 木 正 一 同

（ ）34番 横 田 照 夫 同

（ ）35番 十 屋 幸 平 同

（ ）36番 外 山 三 博 同

（ ）37番 坂 口 博 美 同

（ ）38番 中 村 幸 一 同

（ ）39番 押 川 修一郎 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 徳 永 三 夫

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 齊 藤 和 子

教 育 長 飛 田 洋

公 安 委 員 長 佐 藤 勇 夫

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人 事 委 員 長 村 社 秀 継

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 坪 篤 史

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

政 策 調 査 課 長 髙 林 宏 一

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣



- 332 -

◎ 常任委員長審査結果報告

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名であ

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決まで、及び決算議案の上程であります。

まず、議案第１号から第16号までの各号議

案、請願第50号から第56号まで、並びに継続審

査中の請願第38号及び第41―１号を一括議題と

いたします。

ただいまから常任委員長の審査結果報告を求

めます。まず、総務政策常任委員会、松村悟郎

委員長。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外１件及び新規請願６件の計８件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願１件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり決定いたし

ました。

なお、請願第50号、第51号及び第53号につい

ては賛成少数により、第38号は賛成多数によ

り、その他の議案及び請願については全会一致

により決定しております。

また、全会一致で採択いたしました請願第54

号及び第55号に基づき、「燃料価格高騰に伴う

運送事業者への対策強化を求める意見書」及び

「適正な法曹人口のための法曹養成制度の抜本

的見直しを求める意見書」を発議することとい

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成26年度宮崎県一般会計補正予算

（第２号）についてであります。

今回の補正は、公共事業費等の国庫補助決定

に伴うもの及びその他必要とする経費について

措置するものであり、39億1,400万円余の増額補

正となっております。この補正予算に要する歳

入財源の主なものは、繰越金21億8,900万円余、

国庫支出金８億5,300万円余であります。この結

果、補正後の一般会計の予算規模は、5,802

億7,800万円余となります。

このうち、総合政策部所管の予算は、２

億2,500万円余の増額補正であり、一般会計と特

別会計を合わせた補正後の予算額は、14 7

億1,900万円余となっております。

また、総務部所管の予算は、17億200万円余の

増額補正であり、一般会計と特別会計を合わせ

た補正後の予算額は、2,522億7,900万円余と

なっております。

このうち、「みやざきの空」航空ネットワー

ク活性化・利用促進事業についてであります。

このことについて委員より、「12月に開設予

定の香港線に対する運航支援は、どのくらいの

期間を予定しているのか」との質疑があり、当

局より、「現段階では３年間を目安と考えてい

る。１年目は路線ＰＲ等のため初期投資が必要

であるものの、路線の周知が図られ安定した運

航につながっていけば、２年目以降の段階的な

減額も考えられる」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、香港からの観光

客は県内への高い経済効果が期待できること、

また、将来的な貨物の取り扱いによる輸出拡大

の可能性は、フードビジネスの活発化に大きく

寄与することが見込まれるので、路線の早期安

定化に向けてしっかりと取り組んでいただくこ

とを要望いたします。

次に、公益財団法人宮崎県立芸術劇場につい

平成26年９月26日(金)
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てであります。

このことについて複数の委員より、「当劇場

は、アウトリーチ事業や国際音楽祭における劇

場外での演奏活動など、県内全域の芸術振興の

拠点にもなっているが、より多くの県民に施設

を利用していただけるよう、ＪＲからのアクセ

スといった交通手段の確保など、宮崎市以外か

らの来場者をふやす方策も今後検討してほし

い」との要望がありました。

次に、平成26年度政策評価の結果についてで

あります。

このことに関連して委員より、「重点項目の

交通・物流ネットワークの高度化については、

東九州自動車道の早期整備や重要港湾の整備促

進など着実に進捗しており、大変評価している

ところである。しかしながら、近年の燃油価格

高騰は、三大都市圏から遠方にあり、第１次産

業を基幹産業とする本県にとって大きな課題と

なっていることから、さまざまな機会を捉まえ

て、国に対し、総合的な対策等について提案・

要望を引き続き行っていただきたい」との要望

がありました。

次に、防災拠点庁舎整備基本構想（案）につ

いてであります。

当局より、防災拠点庁舎に確保する機能や性

能、諸室の配置や面積等のほか、庁舎の北側に

ある防災広場のスペースを確保するため、建物

をできるだけ敷地の南側に配置すること、これ

に伴い建設予定地にある県庁５号館は、現在の

外観に復元し、防災拠点庁舎の北側に一体的に

整備すること、また設計・工事の発注に当たっ

ては、県内企業の受注機会の確保を図る等の考

え方を示した基本構想案の報告がありました。

このことについて委員より、「まずは県民の

生命・財産を守ることが最重要課題であるの

で、防災拠点庁舎の整備スケジュールについて

は、遅延することのないよう努めてほしい」と

の要望がありました。

また、別の委員より、「県庁５号館にある文

書センター内の公文書については、大変貴重で

あり県民の財産であることから、適切な移転が

行われるよう、庁内のプロジェクトチームでの

議論を重ねてほしい」との要望がありました。

また、別の委員より、「復元を行った５号館

については、来庁者や観光客が利用しやすい飲

食・物販施設等の利便施設に活用することを想

定しているとのことであるが、その施設での障

がい者の雇用も検討できるのはないか」との意

見がありました。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「総合政策及び行財政

対策に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○福田作弥議長 次は、厚生常任委員会、鳥飼

謙二委員長。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外９件及び新規請願１件の計11件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願１件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり決定いたし

ました。

なお、請願第41－１号のうち請願事項②につ

いては賛成少数により、その他の議案及び請願

については全会一致により決定しております。
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以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正予算は、一般会計で３億4,200万円

余の増額補正であり、この結果、一般会計と特

別会計を合わせた補正後の福祉保健部の予算額

は、1,022億1,900万円余となります。

このうち、薬局・薬剤師を活用した健康情報

拠点化モデル事業についてであります。

これは、医薬品などの適正な使用に関する県

民への助言や健康に関する相談、情報提供な

ど、セルフメディケーションの推進のために、

薬局・薬剤師を活用した健康情報の拠点づくり

を行うものであります。

当委員会といたしましては、県薬剤師会との

連携や県民への周知により、適切な健康支援が

行われ、自己の健康管理が推進されることを期

待するとともに、地方における薬剤師や公務員

薬剤師の確保等の対策についても取り組んでい

ただくよう要望いたします。

次に、放課後児童クラブ開所時間延長支援事

業についてであります。

これは、保護者の意向を反映して、放課後児

童クラブが平日18時30分を超えて開所するため

に必要な費用の一部に補助するものでありま

す。

このことについて委員より、「放課後児童ク

ラブは、保護者が労働等により昼間家庭にいな

い小学校に就学している児童を対象にしたもの

であるが、真に利用すべき児童が実際に利用し

ているかなど、その実態をより把握し、趣旨に

沿った運用をすべきではないか」との意見があ

り、当局より、「事業拡大についての保護者ニ

ーズもあるところではあるが、本来の趣旨を踏

まえ、今後の運用について検討していきたい」

との答弁がありました。

当委員会といたしましては、事業趣旨に即し

た運用がなされるよう、関係機関と連携を密に

して取り組むとともに、障がい児については、

特別支援学校生の受け入れ先等が不足している

という声を聞いていることから、その拡充につ

いても積極的に取り組んでいただくよう強く要

望いたします。

次に、平成18年度以降の病院改革の総括と新

たな経営計画等についてであります。

県立病院事業においては、平成18年度に地方

公営企業法の規定を全部適用するとともに、８

年間にわたり経営健全化に取り組んできた結

果、平成25年度決算において、約１億2,000万円

の黒字を達成する見込みとなっています。

このことについて委員より、「医師や看護師

等の増員に取り組みながら、また一般会計繰入

金の削減に努めながらも、約31億円あった赤字

を黒字に転換したことは並大抵のことではな

く、その努力を高く評価したい」との意見があ

り、当局より、「職員個々の意識改革によると

ころも大きいと考えている。今後も一般会計繰

入金の削減等、不断の見直しを行いながら、一

層の経営健全化に努めていきたい」との答弁が

ありました。

当委員会といたしましては、県民が期待する

高度で良質な医療の提供や、地域の医療事情を

踏まえた地域の中核病院としての役割など、引

き続き、本県医療の中心的役割を担っていただ

くよう強く要望いたします。

次に、「子どもの医療費無料化を小学校卒業

まで引き上げることを求める請願」についてで

あります。

本県で実施している乳幼児医療費助成制度に
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ついては、助成対象を未就学児とし、一定の自

己負担額を差し引いた額の２分の１を市町村に

対し補助しており、その補助額は約９億6,000万

円となっています。

このことについて委員より、「助成対象を小

学校卒業まで無料化とした場合、必要額はどの

程度になるのか」との質疑があり、当局より、

「詳しくは試算していないが、対象人数が倍に

なること、また、医療保険の自己負担割合がふ

えることなどにより、現在の２倍以上、20億円

以上は必要になるのではないか」との答弁があ

り、また、「医療費助成の重要性を認識した上

で補助しているが、助成対象の拡大は相当な財

政負担となる。この制度は、全都道府県、全市

町村で実施していることから、国に対し、標準

的な制度の枠組みの設定や必要な財源の確保に

ついて、全国知事会等を通じて要望していると

ころである」との説明がありました。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「福祉保健行政の推進

及び県立病院事業に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第８項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○福田作弥議長 次は、商工建設常任委員会、

岩下斌彦委員長。

○岩下斌彦議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外３件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致に

より決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部所管の補正予算につい

てであります。

今回の補正は、一般会計で3,200万円余の増額

補正となっており、この結果、一般会計と特別

会計を合わせた補正後の商工観光労働部の予算

額は、450億2,700万円余となります。

このうち、東アジア等観光誘客推進事業につ

いてであります。

これは、国際定期便のある韓国等での本県の

知名度向上の強化や、東南アジア地域での観光

誘客の取り組みを推進するものであり、このた

びの宮崎―香港線の就航を受け、本県へのさら

なる誘客促進に向けた取り組みを行うもので

す。

このことに関連して委員より、「外国人観光

客向けに、観光案内板の外国語表示を今後ふや

す必要があるが、表示方法等を検討するべきで

はないか」との質疑があり、当局から、「外国

人観光客に適切な情報を提供することは非常に

重要と考えており、スマートフォン等を活用す

るなど、工夫しながら取り組んでいる。外国語

表示は、国においても大きな課題として捉え、

観光庁がガイドラインを策定しており、県で

も、このガイドラインに沿って案内板を整備し

ていきたい」との答弁がありました。

次に、公益財団法人みやざき観光コンベン

ション協会についてであります。

当局より、経営状況等について説明があり、

委員より、「協会は、主に県の補助金を財源と

して事業を実施しているが、本県観光を牽引す

る組織として、自主的な活動をより積極的に実

施するよう努めてほしい」との意見がありまし

た。
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次に、県内経済の概況についてであります。

当局より、県内での個人消費の状況や有効求

人倍率等について説明があり、委員より、「把

握した数値をいかに活用していくかが重要であ

る。現状をしっかり踏まえて、各種施策に反映

させてほしい」との意見がありました。

次に、県土整備部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で11億3,400万円余の

増額補正となっており、この結果、一般会計と

特別会計を合わせた補正後の県土整備部の予算

額は、748億9,300万円余となります。

このうち、「観光みやざきの再勢 公園施設

改修事業」であります。これは、県立青島亜熱

帯植物園を青島観光の中核施設となるように再

整備し、地域の活性化を図るものです。

このことについて委員より、「青島地域の活

性化は、本県の観光振興にとって大きな力とな

る。商工観光労働部や宮崎市と連携を図りなが

ら、例えば「日本一」と評価されるようなトイ

レを作るなど、観光客を引きつける魅力ある施

設にしてほしい」との要望がありました。

次に、議案第13号及び第14号の「工事請負契

約の変更について」であります。

これは、いずれも公共工事設計労務単価の著

しい変動が生じたため、請負代金額を増額変更

するものです。

このことについて委員より、「労務単価の増

額は、下請企業にまで反映されているのか」と

の質疑があり、当局より、「元請企業に対し、

下請負通知書の提出を求めており、通知書に記

載された下請負代金額が妥当か確認している」

との答弁がありました。

当委員会といたしましては、工事請負契約変

更の趣旨が反映された、適切な金額での下請契

約締結に向けて、引き続き取り組んでいただく

ことを要望いたします。

次に、地域維持型契約の取り組みについてで

あります。

これは、「公共工事の品質確保の促進に関す

る法律」の一部改正の趣旨を踏まえ、中長期的

な担い手の育成・確保や、地域における災害対

応力の強化を図るために、道路や河川等の巡視

・巡回等の業務について、包括して契約を行う

制度を新たに導入するものです。

このことについて委員より、「当該制度につ

いては、建設業者からさまざまな不安の声が寄

せられている。来年４月の導入に向けて、詳細

な内容は今後検討するとのことであるが、その

不安が解消されるよう、しっかりと対応してい

くべきではないか」との質疑があり、当局よ

り、「当該制度は、建設業者が中長期的に担い

手の確保が可能となるような、新たな入札・契

約方式に向けて、労務単価や諸経費の中身の見

直しも含めた検討を行っている。今後も、関係

団体等と十分な意見交換を行いながら、県民に

対してよりよいサービスが提供できる制度にし

ていきたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、関係団体等の意

見を十分に聴取し、地域の実情を踏まえた制度

となるよう取り組んでいただくことを要望いた

します。

最後に、当委員会において、「商工観光振興

対策及び土木行政の推進に関する調査」につき

ましては、地方自治法第109条第８項の規定によ

り、閉会中の継続審査としたいので、議長にお

いてその取り扱いをよろしくお願いいたしま

す。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕
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○福田作弥議長 次は、環境農林水産常任委員

会、内村仁子委員長。

○内村仁子議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件の計５件であります。慎重に

審査をいたしました結果、お手元に配付の議案

・請願委員会審査結果表のとおり、いずれも全

会一致により決定いたしました。

まず、環境森林部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で100万円の増額補正

であり、この結果、一般会計及び特別会計を合

わせた補正後の予算額は、264億3,900万円余と

なります。

次に、一般社団法人宮崎県林業公社について

であります。

このことについて委員より、「平成24年度に

比べて経常費用が増大しているが、今後の経営

に与える影響をどう認識されているか」との質

疑があり、当局より、「木材価格の低迷によ

り、これまでの投資分が回収できず、単年度で

約８億円の赤字となっている。平成23年度に

行った試算では、このような状態が続けば、平

成80年度に127億円までふえることとなる」との

答弁がありました。

林業を取り巻く環境の変化により、厳しい経

営状況が続く中、現在、平成24年３月に改訂し

た「第三期経営計画」に基づいた経営改善に取

り組み、計画を上回る実績を上げられていると

ころでありますが、当委員会といたしまして

は、引き続き県と公社が一体となって、さらな

る経営改善に向けた取り組みを着実に実行して

いただくよう要望いたします。

次に、公益財団法人宮崎県環境整備公社につ

いてであります。

このことについて委員より、「当法人が運営

する「エコクリーンプラザみやざき」内の灰溶

融炉については、事故以来、現在も停止してい

る状態だが、今後どう対応するのか」との質疑

があり、当局より、「環境や安全性の問題、復

旧費用や運転コストの問題等、あらゆる課題に

ついて検討し、また関係市町村とも協議を重ね

た上で速やかに結論を出し、近隣住民の方々の

理解が得られるよう努めてまいりたい」との答

弁がありました。

当委員会といたしましては、関係市町村並び

に近隣住民の方々の理解が得られるよう、丁寧

に協議を進めていただくことを要望いたしま

す。

次に、第七次宮崎県森林・林業長期計画につ

いてであります。

このことについて委員より、「特に山間部に

おける耕作放棄地の問題は深刻であり、農政水

産部だけの対応には限界がある。他県では生態

系を守り景観をよくするという観点から、セン

ダンの木を植林し、自然に返すという取り組み

が行われている例がある。山を守り、国土を守

るという観点から、経済林の需要拡大を図るだ

けでなく、防災や減災、または美しい景観づく

り等の視点も取り入れた取り組みを、全庁を挙

げて進めていただきたい」との要望がありまし

た。

また、このことに関連して、別の委員より、

「新エネルギーを初めとする再生可能エネルギ

ーの導入拡大に伴い、山間部における太陽光発

電パネルの設置件数が増加している。自然環境

や景観保全とのバランスを念頭に置きながら、

関係機関と協議の上、森林づくりの取り組みを

進めていただきたい」との要望がありました。
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次に、鳥獣被害防止対策についてでありま

す。

このことについて当局より、「野生鳥獣によ

る農林作物等の平成25年度の被害額は、平成24

年度に比べて約25％の減少となった」との報告

がありました。

このことについて委員より、「防護柵の設置

が進んだことで被害額は減少したが、捕獲を進

めていかに適正頭数にするかが重要である。法

改正により捕獲専門の組織をつくれるように

なったと聞いたが把握しているか」との質疑が

あり、当局より、「来年度施行される改正鳥獣

保護法において、捕獲に関する知識と能力を有

する事業体を知事が認定し、捕獲等事業を委託

することが可能となるので、今後の対応につい

て、猟友会とも意見交換をしていきたい」との

答弁がありました。これに対して委員より、

「例えばモデル地区を選定し委託事業を実施す

る等、捕獲に向けた取り組みを進めていただき

たい」との要望がありました。

次に、オリンピック・パラリンピック東京大

会に向けた木材利用についてであります。

このことについて委員より、「既に当該大会

の準備が進められているところであるが、県産

材の利用促進についての関係機関への働きかけ

は、どう取り組まれているか」との質疑があ

り、当局より、「国や関係自治体等からあらゆ

る情報を収集し、戦略を立てている。より具体

的な企画提案が求められることから、関係部局

が一体となり取り組む必要がある。当該大会で

利用されることにより、県産材の需要拡大につ

ながると考える」との答弁がありました。

次に、直交集成板（ＣＬＴ）の利活用に向け

た取り組みについてであります。

このことについて委員より、「木材利用の促

進を図る上で、直交集成板（ＣＬＴ）の利活用

が重要だと考えるが、どう取り組まれている

か」との質疑があり、当局より、「国内で普及

する可能性がわかってきたため、今年度、関係

団体との連携を図るための体制を構築したとこ

ろである」との答弁がありました。

また、このことに関連して別の委員より、

「利活用をちゅうちょしている間に、海外から

の売り込みにより、市場を奪われるおそれがあ

るのではないか」との意見があり、当局より、

「外材ではなく、県産材を利用したＣＬＴをい

かにつくり上げていくかが重要であり、今後と

も開発に向けた取り組みを進めてまいりたい」

との答弁がありました。

次に、農政水産部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で４億3,300万円余、

特別会計で2,400万円余の増額補正であり、この

結果、一般会計と特別会計を合わせた補正後の

予算額は、426億3,700万円余となります。

このうち、産学官連携試験についてでありま

す。

この中で、家畜飼料の完全自給を目指した給

与システムの開発については、豚、牛につい

て、飼料用米や食品残渣等を原料とした配合飼

料等の給与試験及び生産現場での実証を行うも

のです。

このことについて委員より、「配合飼料価格

は高どまりで推移しており、畜産農家の経営を

圧迫している。また、このまま円安傾向が続け

ば価格高騰の懸念もある。当該試験に取り組ま

れている他の機関との情報交換を密に行い、本

県独自のシステムをつくり上げていただきた

い」との要望がありました。

次に、公益財団法人宮崎県口蹄疫復興財団に
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ついてであります。

このことについて委員より、「口蹄疫復興対

策運用型ファンド事業については27年度で終了

するが、その後の対応についてはどう考えてい

るか」との質疑があり、当局より、「当該事業

は農政水産部に限らず他の部局でも幅広く活用

されていることから、今後の対応については、

関係部局と協議を進めているところである」と

の答弁がありました。

当委員会といたしましては、当該事業の検証

を行うとともに、不十分な分野に対する必要な

措置を検討していただくことを要望いたしま

す。

次に、第七次宮崎県農業・農村振興長期計画

についてであります。

このことについて委員より、「米について

は、国内消費量や価格が落ち込む中、農家の生

産意欲はますます低下するのではないかと懸念

される。今後、米政策が見直されるが、どう対

応されるのか」との質疑があり、当局より、

「売れる米をつくることはもとより、飼料用米

や加工用米、ＷＣＳ用稲の生産などを組み合わ

せながら、水田をフル活用していくことが必要

と考える」との答弁がありました。

これに対して委員より、「正確な情報や問題

点を現場と共有し、農家が働きやすい体制をつ

くることが重要であるため、市町村や関係団体

と連携を図りながら取り組みを進めていただき

たい」との要望がありました。

また、別の委員より、「儲かる農業の実現に

向けたモデルケースをつくることで、他の農業

者の指標となり、その波及効果が期待されると

思われるが、どう考えるか」との質疑があり、

当局より、「今年度、産地における経営体とし

て県内14モデルを選定し、経営プラン策定から

実行までをトータルでサポートすることによ

り、その育成に関する推進課題等を検証してい

る。集落営農組織や農業法人グループ等と課題

を一緒に検証することで、次年度以降の施策に

結びつけていきたい」との答弁がありました。

また、このことに関連して別の委員より、

「儲かる農業を実現するためには、よいものを

つくると同時に、どのように売るかという経営

者の感覚を持つことが大変重要であるため、そ

のような視点に立った担い手の育成を丁寧に

やっていただきたい」との要望がありました。

農業者の多くは危機感を持っており、経営を

維持するために努力されているものの、将来に

不安を抱えているのが実情です。当委員会とい

たしましては、国や市町村、民間団体などの関

係機関が一丸となり、地域の特性を生かしなが

ら、後継者が育ち、安心して生活することがで

きる、本県独自の「儲かる農業」のモデルを構

築していただくことを強く要望いたします。

次に、第五次宮崎県水産業・漁村振興長期計

画についてであります。

このことについて委員より、「これからの漁

業は魚をとるだけでなく、より詳細なマーケ

ティング分析を行うことで、売れる商品をつく

ることが重要である。漁業センサスなどの統計

データを分析し、また関係団体と協議を重ねて

いただき、より具体的な方向性を示すことで、

儲かる漁業の実現に向けた取り組みを推進して

いただきたい」との要望がありました。

また、ウナギの資源管理について、複数の委

員より、「本県だけの取り組みでは限界があ

る。国内の資源を管理するという観点から、連

絡調整を行う全国組織はないのか」との質疑が

あり、当局より、「２つの全国的な養鰻団体が

あるが、新たに養殖をきめ細かく管理する社団
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法人を共同で設立することとなっている。今後

はこういった組織を通じて、資源管理が進めら

れていくことになる」との答弁がありました。

ウナギの採捕から流通に関する透明性の確保

という点において、全国で唯一の条例を制定す

るなど、本県が先駆的に取り組んでまいりまし

たが、国際的な資源管理の枠組みが進められる

今、全国的な体制づくりが求められておりま

す。当委員会といたしましては、公平公正な資

源管理を進めるための全国的な枠組みの構築に

ついて、国や関係団体に働きかけることを要望

いたします。

次に、農地中間管理事業についてでありま

す。

このことについて委員より、「農地中間管理

機構の指定を受けている農業振興公社が果たす

役割は非常に重要であるため、より実効性を高

めていくためにも、当局においてはしっかりと

した道筋を示していただきたい」との要望があ

りました。

また、別の委員より、「「人・農地プラン」

の見直しが必要とのことだが、市町村のマンパ

ワーには限界がある。県の積極的な関与が求め

られていると考えるが、どう進めていくのか」

との質疑があり、当局より、「市町村や民間団

体を含めた体制を構築し、一致団結して進めて

いくことが重要である。現在、旧44市町村単位

で49カ所のモデル地区を選定し、その地域と一

緒になって、関係機関と連携しながら進めてい

るところである。今後は、モデル地区の取り組

みについて事例集を作成するなど、情報を共有

することで、各地域が取り組みやすくなるため

の下地をつくっていきたい」との答弁がありま

した。

また、別の委員より、「例えば固定資産税や

水利費については、農地の提供者と利用者のど

ちらが負担するかなど、詳細な部分を詰めてい

ただき、一定のモデル的な方法を関係機関へ示

していただきたい」との要望がありました。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○福田作弥議長 次は、文教警察企業常任委員

会、西村賢委員長。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号であります。慎重に審査をいたしま

した結果、お手元に配付の議案・請願委員会審

査結果表のとおり、全会一致で決定いたしまし

た。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、少年非行等の現況と対策についてであ

ります。

このことについて委員より、「少年非行防止

のためさまざまな対策を行っているが、その効

果についてどのように分析しているか」との質

疑があり、当局より、「刑法犯少年について

は、認知件数、検挙件数ともに減少している

が、少年がかかわることが多い自転車盗難、万

引き対策を中心に進めてきたことが、全体の抑

止につながったと考えている。また、触法少年

と不良行為少年の補導数が増加しているが、こ

のことは犯罪の低年齢化の傾向を踏まえ、平

成24年、25年と少年補導に力を入れてきた結果
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と考えている」との答弁がありました。

これに対して委員より、「補導等の強化に加

え、再非行防止対策も重要であることから、現

在実施している農業体験や奉仕作業等の立ち直

り支援事業についても、関係者との連携を密に

し、引き続き取り組みを推進していただきた

い」との要望がありました。

次に、交通事故への対策についてでありま

す。

このことについて委員より、ことしの交通事

故の発生状況についての質疑があり、当局よ

り、「ことしは人身及び物損事故の件数、ま

た、負傷者数は減少傾向を示しているが、その

中で、死亡者数については歯どめがかからず厳

しい状況である」との答弁がありました。

これに対して委員より、「事故防止には、取

り締まりに加え、日ごろからの意識づけが非常

に重要である。近年、法令講習を受ける機会が

減少しているが、以前のように、地域での法令

講習を行い、意識啓発を図ることはできない

か」との質疑があり、当局より、「以前と比較

して、地域からの法令講習開催の要望が少なく

なってきている。今後、県を含む自治体、関係

機関と連携を図り、意識づけのための具体的な

方策を見出していきたい」との答弁がありまし

た。

次に、企業局所管の日南ダム発電所について

であります。

これは、利用されていない水資源を有効に活

用するため、県内の治水ダムでは初となる水力

発電所を建設するものであります。

このことについて委員より、発電開始後の売

電収入についての質疑があり、当局より、「年

間収入を7,000万円と見込んでおり、初期投資額

については、約12年で回収できる予定である」

との答弁がありました。

これに関連して別の委員より、「送電網への

接続に係る事業者の工事負担費が増加している

ようであるが、発電所の新設等に影響はない

か」との質疑があり、当局より、「日南ダム発

電所については、系統連系の申し込みが少ない

時期に契約したため負担は少ないが、現在は電

力会社においては太陽光発電に係る系統連系の

申し込みが増加しており、今後は高額な工事負

担費が発生する懸念がある。発電所の新設に当

たっては、工事負担費を含む初期費用や発電開

始後の売電収入について緻密に計算を行い、的

確に判断していきたい」との答弁がありまし

た。

当委員会といたしましては、電気事業を取り

巻く環境は大きく変化してきていることから、

今後も国や電力会社の動向等に留意するなど、

幅広い視野で事業を進めていただくよう要望い

たします。

次に、教育委員会所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正予算は、一般会計で4,400万円の増

額補正であり、この結果、一般会計と特別会計

を合わせた補正後の教育委員会の予算額

は、1,096億6,800万円余となります。

次に、全国学力・学習状況調査の結果につい

てであります。

このことについて委員より、「今回の結果に

ついてはどのように考えるか」との質疑があ

り、当局より、「平均正答率が全国平均を上

回った科目は８科目のうち３科目であったもの

の、全体的にはその差は小学校で0.9％、中学校

で0.2％とわずかであり、全国平均レベルにある

と考えている。本県の課題は「活用」に関する

部分であるため、その対策に今後も積極的に取
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り組んでいきたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、正答率上位都道

府県の調査等を積極的に行うなど、本調査結果

の有効活用を図るとともに、教科指導力の向上

に努め、引き続き市町村教育委員会との連携を

密にし、子供たちの学力向上に向けた取り組み

を推進していただくよう要望いたします。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第8項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○福田作弥議長 以上で常任委員長の審査結果

報告は終わりました。

◎ 質 疑

○福田作弥議長 これより委員長の審査結果報

告に対する質疑、討論に入りますが、質疑、討

論についての発言時間は、議会運営委員会の決

定どおり１人10分以内といたします。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員 日本共産党の前屋敷恵美で

ございます。先ほど、常任委員長の報告がござ

いましたが、総務政策常任委員会委員長に請願

についての審査の状況など御報告をいただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。

総務常任委員会に付託をされた新規請願第50

号「川内原発に反対表明を求める請願」、同じ

く新規で第51号「集団的自衛権行使を容認した

閣議決定の撤回を求める意見書の提出を求める

請願」、第52号「消費税の増税を撤回し、10％

への引き上げはやめることの意見書を国に提出

することを求める請願」、また、第53号「特定

秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書

採択に関する請願」、これはいずれも新規請願

で、県民の皆さんの思いの詰まった請願だと思

うんですが、委員会の結果はいずれも即不採択

という報告でありました。委員会審査の状況、

経過も含めて、それから、不採択とした主な理

由などお聞かせいただきたいと思います。

○松村悟郎議員 お答えいたします。請願第50

号から第53号の審査についてであります。委員

会の審査においては、委員の皆様にそれぞれ御

意見をお伺いし、取り扱いについて諮ったとこ

ろであります。継続審査または採決をするかど

うか諮ったところ、採決との御意見があり、採

決となりました。採決によって賛否をお諮りし

たところ、不採択となったものであります。

また、内容につきましては、請願第50号及び

第52号、第53号については、委員会の場で特段

の御意見はありませんでした。

請願第51号「集団的自衛権行使を容認した閣

議決定の撤回を求める意見書」については、賛

成の御意見がありました。

また、先ほどと一緒でございますけれども、

採決との御意見があり、採決したところ、いず

れも不採択となったものであります。

○前屋敷恵美議員 いずれの請願も、私は紹介

議員という立場上、どういう理由で不採択に

なったのかというところが明確に示されないで

は、責任の負いようがないわけなんですけれど

も、切実な思いで県議会に提出をされている請

願ですので、そこのところをもう少し詳しく、

どういう論議があったのか、いいという論議か

悪いという論議か、いずれの立場でそれぞれ討

議がなされるべき案件だと思います。そのとこ

ろをもう少し詳しくお聞かせいただきたいと思
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います。

○松村悟郎議員 今回の請願が上がった時点

で、それぞれの委員の皆様、あるいは委員が所

属する会派、その中で十分な協議がなされたも

のと思います。各委員の皆様もそれぞれ理解し

た上で委員会の場に臨んでいただいたものと思

います。その中で意見等を求めたところ、特段

の御意見、先ほども述べさせていただきました

けれども、なかったわけでございますが、慎重

に審査という形でございますので、賛否を問う

たところ、不採択という結果が出たものだと思

います。

○前屋敷恵美議員 では、結果的に委員会の中

ではさしたる議論はなかったというふうに受け

とめさせていただきたいと思います。であれ

ば、やはり議会として、また議員として責任を

負う立場から、それぞれの請願について、それ

ぞれの立場でのこの後の本会議の討論がありま

すけれども、そこの場で明確な態度表明をする

ことが筋だと思いますので、それを期待したい

と思います。以上で終わります。

○福田作弥議長 以上で常任委員長の審査結果

報告に対する質疑は終わりました。

◎ 討 論

○福田作弥議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。

今議会に提出されました議案及び請願につい

て、議案第６号、第７号及び請願第50号から

第53号の不採択に反対の立場から討論を行いま

す。

まず、議案第７号「宮崎県幼保連携型認定こ

ども園の設備及び運営の基準に関する条例」に

ついてです。

政府が進める「子ども・子育て支援新制度」

の来年４月からの実施に向けて、内閣府が定め

る省令に基づいて、幼保連携型認定こども園の

認可基準となる条例を定めるものですが、何よ

り子供たちの安心・安全や子供の保育を受ける

権利の保障が重要です。

しかし、幼保連携型認定こども園は、基本的

な問題を抱えています。１つは、保育時間が異

なる子供が一緒に保育を受けるために、長時間

の子供は１日で最低３回も保育室を移動し、同

時に保育者も変わるため、保育士と子供の信頼

関係や子供同士の関係性が形成しにくくなるこ

と。２つは、３歳以上の保育では、短時間と長

時間により保育内容が区別され、保育の一貫性

が保障できなくなること。３つには、夏休みな

ど長期休暇にかかわって、短時間保育児は夏休

みをとりますが、長時間児は保育を受けます。

そこで、保育の目標や内容などをどのように設

定するのか、複雑な課題を抱えることになりま

す。

また、園舎の設置基準を２階建て以下を原則

としながら、一定の基準を満たせば、４階建て

以上にも保育室を認めるなどは、実際に火災な

ど緊急事態での避難を考えても、果たして安全

性が保障されるかなども危惧されるところで

す。子供たちに、よりよい保育を提供するとい

う点から見て、総体的に保育の後退は否めず、

本条例を認めることはできません。

また、議案第６号「宮崎県子ども・子育て支

援会議条例の一部を改正する条例」について

も、同様の立場から認められません。

次に、請願についてです。

まず、請願第50号「川内原発再稼働に反対表



- 344 -

明を求める請願」についてです。

政府は、原子力規制委員会が九州電力川内原

発について、再稼動の前提となる規制基準に適

合しているとする審査書を決定したことをもっ

て、再稼動を進める方向を明確にしました。川

内原発が、全国の原発再稼動の突破口にされよ

うとしています。

しかし、この規制基準自体、政府の言う「世

界最高水準」と言えるようなものではなく、Ｅ

Ｕで採用されている核燃料溶融時の対応設備や

格納容器の二重化などすらなく、しかも、活断

層問題や地震動、予知できない巨大カルデラ噴

火問題など事故発生の可能性が危惧される条件

が明らかに示されている中で、こうした問題を

棚上げにしての「適合」です。川内原発で重大

事故が起これば、風下になりやすい宮崎県に壊

滅的な被害が及ぶことは明らかです。まさに宮

崎は被害地元そのものです。

大飯原発３・４号機の運転差しとめを命じた

福井地裁に続いて、原発事故で避難中にみずか

ら命を絶った女性への損害賠償を命じた福島地

裁の判決は、ともに「原発と人類は共存できな

い」ことを示しました。

今回、本請願とともに、再稼働に反対する３

万5,000筆を超える県民の署名が届けられており

ますが、多くの県民と国民世論の多数が再稼動

反対の意思を表明しています。

県民のよりどころである県議会が、こうした

県民の切実な思いをしっかり受けとめて、川内

原発再稼動反対を表明することは、県議会の務

めであるというふうに思います。

次に、請願第51号「集団的自衛権行使を容認

した「閣議決定」の撤回を求める意見書の提出

を求める請願」についてです。

ことし７月１日、安倍内閣は、憲法９条のも

とでも「集団的自衛権の行使」が容認される

と、憲法解釈を変更する閣議決定を行いまし

た。まさに、立憲主義を否定し、大多数の国民

の反対の声を無視して強行した暴挙です。何よ

り、武力行使を禁じた９条に明確に反する憲法

違反そのものであり、無効です。国のあり方

を180度変えてしまう大転換を、立憲主義にも平

和主義にも反し、時の一内閣が憲法解釈で閣議

決定で行うことに何の道理もありません。

日本は、戦後69年間、他国の人々の命を奪う

ことも傷つけることもなく、平和国家として歩

み続けてきました。この姿勢が国際社会の中で

信頼関係を築いてきたのです。集団的自衛権の

行使容認は、これまで憲法９条で守ってきた

「海外での武力行使の歯どめ」を外し、日本が

「戦争しない国」から「戦争する国」になると

いうことにほかなりません。人の命を奪い、奪

われる愚かな戦争への道を歩まないために、集

団的自衛権行使を容認した閣議決定は直ちに撤

回すべきです。

次に、請願第52号「「消費税の増税を撤回

し、10％への引き上げはやめること」の意見書

を国に提出することを求める請願」についてで

す。

安倍自公政権は、ことし４月１日から消費税

８％への引き上げを強行し、来年10月にはさら

に10％に引き上げようとしていますが、８％で

８兆円、10％で13.5兆円もの負担を国民に押し

つける大増税計画です。増税後の４月～６月期

の国内総生産（ＧＤＰ）が年率換算でマイナ

ス6.8％も落ち込み、家庭消費も年率換算でマイ

ナス18.7％と空前の落ち込みです。それは、増

税の一方で勤労者の実質賃金がマイナス３％以

上も減っているからです。実質所得が減り、消

費が落ち込み、ＧＤＰが落ち込むという典型的

平成26年９月26日(金)
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な増税不況が始まるという事態に立ち至り、深

刻な悪循環に落ち込んでいます。

宮崎県の影響調査でも、「企業の半数が売り

上げ減少」という結果が出ていますが、さらな

る消費税の増税は、日本経済の大打撃も直視で

きない「亡国政治」そのものです。

「社会保障と税の一体改革」と称して、増税

分は社会保障にと言いながら、医療も介護も社

会保障は改悪の一途をたどっています。

また、復興特別法人税の１年前倒し廃止にと

どまらず、新たな５兆円規模の法人実効税率の

引き下げや、戦争する国づくりに向けた５兆円

を超える軍事費の増額など、国民の暮らしを見

ないやり方を見過ごすことはできません。

消費税は低所得者ほど負担が重く、極めて逆

進性の強い最悪の大衆課税です。しかも、国民

の所得が減り、経済がデフレ不況から抜け出し

ていない中で、さらなる大増税を強行すれば、

暮らしにも経済にも致命的な打撃を与えること

は明白です。今こそ政府は国民の声を受けとめ

て増税中止の決断をすべきです。

宮崎県議会は、県民の暮らしや地域経済を守

る立場に立って、政府に「消費税増税を撤回

し、10％への引き上げをやめることを求める意

見書」を上げるべきではないでしょうか。請願

者、県民の切実な思いをしっかり酌み取ること

が求められていると思います。

最後に、請願第53号「「特定秘密の保護に関

する法律の廃止を求める意見書」採択に関する

請願」についてです。

昨年12月、「特定秘密の保護に関する法律」

の採決が強行されました。

この「秘密保護法」の問題点は、表現の自由

や知る権利を含む国民の基本的人権が極めて深

刻な制約を受け、民主主義、国民主権が形骸化

する危険性が高いことです。

第１に、「特定秘密」の指定が政府に委ねら

れ、政府の恣意的判断で勝手に決められること

です。例えば、普天間基地などに関する情報や

原発の安全性や放射能被曝などの情報等、行政

機関が国民に知られたくない情報は「特定秘

密」に指定して、国民の目から隠してしまえる

ということです。その上、刑事の適用範囲もあ

いまいで広範です。国民は、何が秘密かも秘密

にされる社会の中で、自分が近づいた情報の中

身もわからないまま処罰をされ得ることです。

第２に、「特定秘密」を取得し、漏えいする

行為だけでなく、それを知ろうとする行為につ

いても処罰の対象となり、犯罪者として扱わ

れ、懲役10年の重罰など処罰の対象になりま

す。こうした重罰法規は、マスコミの記者、フ

リーライター、研究者の自由な取材を著しく阻

害するおそれがあり、言論・表現の自由を委縮

させ、民主主義社会をその土台から掘り崩し、

日本を暗黒社会とするものです。

第３に、国会や国会議員の特定秘密の提供を

……（２回目ブザー）著しく制限し、国会議員

も……

○福田作弥議長 前屋敷議員、時間が参りまし

た。

○前屋敷恵美議員 （続）処罰の対象に含める

など、国会の国政調査権、議員の質問権さえ侵

すものとなっています。

このように、「特定秘密保護法」は……

○福田作弥議長 前屋敷議員、時間です。

○前屋敷恵美議員 （続）国民の目、耳、口を

塞ぎ、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義

という日本国憲法の基本原理を根底から覆すも

のです。まさに戦前の治安維持法と……

○福田作弥議長 前屋敷さん、時間が来ており
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ます。

○前屋敷恵美議員 （続）根を同じくする弾圧

法にほかなりません。

○福田作弥議長 終わってください。

○前屋敷恵美議員 （続）こうした「特定秘密

保護法」は廃止をすべきです。こういう立場か

ら、いずれの請願についても、県議会として採

択を強く求めるものです。議員の皆さん方の明

確な良識を期待し、反対の討論といたします。

〔降壇〕

○福田作弥議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第６号及び第７号採決

○福田作弥議長 これより採決に入ります。

まず、議案第６号及び第７号について一括お

諮りいたします。

両案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○福田作弥議長 起立多数。よって、両案は委

員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第１号から第５号まで及び

第８号から第16号まで採決

○福田作弥議長 次に、議案第１号から第５号

まで及び第８号から第16号までの各号議案につ

いて、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

◎ 請願第41―１号中請願事項②採決

○福田作弥議長 次に、請願第41―１号中請願

事項②についてお諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○福田作弥議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

◎ 請願第50号採決

○福田作弥議長 次に、請願第50号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○福田作弥議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

◎ 請願第52号採決

○福田作弥議長 次に、請願第52号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○福田作弥議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

◎ 請願第51号及び第53号採決
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○福田作弥議長 次に、請願第51号及び第53号

について一括お諮りいたします。

両請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○福田作弥議長 起立多数。よって、両請願は

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

◎ 請願第41―１号中請願事項①、

第54号及び第55号採決

○福田作弥議長 次に、請願第41―１号中請願

事項①、第54号及び第55号について、一括お諮

りいたします。

各請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各請願は委員長の報告のとおり採択されま

した。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○福田作弥議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長より閉会

中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第38号についてお諮りいたしま

す。

本請願を委員長の申し出のとおり閉会中の継

続審査とすることに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

○福田作弥議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とす

ることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りしました請願を除く閉

会中の継続審査及び調査については、各委員長

の申し出のとおり決することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

審査及び調査とすることに決定いたしました。

◎ 議員発議案送付の通知

○福田作弥議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成26年９月26日

宮崎県議会議長 福田 作弥 殿

提出者 議会運営委員長 中野 一則

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

慎重な参議院選挙制度改革を求める意見書

議員発議案第２号

国会における憲法改正議論の推進を求める

意見書

議員発議案第３号

労働者保護制度の見直しに関する意見書

議員発議案第４号

軽度外傷性脳損傷に係る周知及び適切な労

災認定に向けた取組の推進を求める意見書

議員発議案第５号
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産後ケア体制の支援強化を求める意見書

議員発議案第６号

「危険ドラッグ」の根絶に向けた総合的な

対策の強化を求める意見書

平成26年９月26日

宮崎県議会議長 福田 作弥 殿

提出者 総務政策常任委員長 松村 悟郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第７号

燃料価格高騰に伴う運送事業者への対策強

化を求める意見書

議員発議案第８号

適正な法曹人口のための法曹養成制度の抜

本的見直しを求める意見書

◎ 議員発議案第１号から第８号まで

追加上程

○福田作弥議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号から第８号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第２項

及び第３項の規定により、説明、質疑及び委員

会の付託を省略して直ちに審議することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 討 論

○福田作弥議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 議員発議案第１号

及び第２号について、反対の立場から討論を行

います。

まず、議員発議案第１号「慎重な参議院選挙

制度改革を求める意見書（案）」についてで

す。

現在、国会内に設置された参議院選挙制度協

議会において、参院選の「１票の格差」を是正

するための協議が続けられています。

同協議会の中で、現行の都道府県議会の選挙

区割りの考え方を参院に当てはめると、最大2.6

倍の格差が生じることが示され、今後の検討課

題とされています。

最高裁判決が、「格差２倍以内としている衆

院に対し、参院選だから投票価値の平等の要請

が後退してよいと解すべき理由は見出しがた

い」と述べているように、「格差は２倍以内」

が求められており、それは国民的な常識にもか

なっていると思います。

しかし、投票価値の平等、法のもとの平等と

いう点からすれば、格差は限りなく１対１を目

指す努力をすべきです。

2010年、当時の西岡武夫参院議長が格差是正

について、「ブロックごとの比例代表制をたた

き台に議論すること」を提示しておられます

が、我が党は、投票価値の１票の格差是正と、

多様な民意を正確に反映させるという点におい

て、比例代表制を軸に議論すべきだという立場

です。



- 349 -

平成26年９月26日(金)

本意見書案では、選挙区の見直しに当たって

は、安易な合区による解決でなく、地方自治体

の実情や歴史的・文化的・地理的条件などを考

慮すべきことと求めておりますが、本来解決し

なければならない一番肝心な「１票の格差」是

正の観点が全く欠落しており、賛成できる内容

ではありません。よって、本意見書案には反対

するものです。

次に、議員発議案第２号「国会における憲法

改正議論の推進を求める意見書（案）」につい

てです。

本意見書案では、外交・国際紛争問題が頻発

しているが、国の危機管理が明確でないことな

どを理由に、また、国民投票法が成立したこと

をもって改憲論議を推進することを求めており

ますが、憲法を変えなければ問題が解決しない

という議論は成り立ちません。それどころか、

現行憲法の果たしてきた役割を認識することが

重要ではないでしょうか。

現憲法がうたっている「不戦の決意」「武力

行使の歯どめ」によって、これまでただの一度

も戦争をすることがなかったことがどれほど日

本と世界の平和に貢献し、また未来の平和をも

守るものであるかは、まさに歴史が証明してい

るのです。

日本共産党は、日本国憲法の前文を含む全て

の条項を守る立場です。

日本国憲法の原則は、世界の進歩的な流れを

踏まえ、それを発展させた先駆的価値を持つも

ので、21世紀の新しい日本の民主的な国づくり

の羅針盤になり得るものです。

こうした見地から、現憲法を改定しようとす

るいかなる行動にも反対します。

現在、政権与党である自民党は、「憲法改正

草案」を示し、「現行憲法の全ての条項を見直

す」として、最大の狙いを、海外で武力行使が

できるように、９条の改定とともに、国防軍の

創設に置いていることは明らかです。

しかも、米軍とともに戦争をすることを可能

にするための集団的自衛権の行使容認を閣議で

決定した解釈改憲は憲法違反そのものであり、

到底認められるものではありません。

日本国憲法は、「政府の行為によつて再び戦

争の惨禍が起こることのないやうにすることを

決意し、ここに主権が国民に存することを宣言

し、この憲法を確定する」という一文から始ま

る崇高なものです。

本来、憲法は99条でうたってあるように、国

務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員

は、憲法を尊重し、擁護する義務を負わなくて

はならないものであり、国民が権力を縛るため

のものです。

徹底した平和主義を掲げる９条、国民の生存

権と文化的生活を明記した25条を初め、憲法の

全条項を厳格に守り実践することこそ、豊かな

国民生活を保障するものであり、真に国民本位

の政治を実現する道です。世界に誇れる日本国

憲法の改定など論外であり、認めることはでき

ません。

よって、本意見書案に強く反対を表明し、討

論といたします。以上です。〔降壇〕

○福田作弥議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第１号及び第２号採決

○福田作弥議長 これより採決に入ります。

まず、議員発議案第１号及び第２号につい

て、一括お諮りいたします。

両案を原案のとおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕
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○福田作弥議長 起立多数。よって、両案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第３号から第８号まで採決

○福田作弥議長 次に、議員発議案第３号から

第８号までの各号議案について、一括お諮りい

たします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

◎ 議案第18号から第22号まで上程

○福田作弥議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より議案第18号から第22号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○福田作弥議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 ただいま提案

いたしました特別議案の概要について御説明申

し上げます。

初めに、議案第18号「平成25年度宮崎県歳入

歳出決算の認定について」であります。

これは、平成25年度の一般会計と15の特別会

計の決算について、地方自治法の規定に基づ

き、議会の認定に付するものであります。

このうち、一般会計歳入歳出決算の概要につ

いて御説明申し上げます。

決算の結果は、歳入6,135億927万7,000円、歳

出5,985億1,085万7,000円となっており、翌年度

への繰越事業に充当する財源を差し引いた実質

収支は、21億8,993万8,000円となっておりま

す。

平成25年度の財政運営につきましては、復興

から新たな成長へ向けた成長産業の育成・加速

化や、南海トラフ巨大地震の被害想定等を踏ま

えた防災・減災対策などに積極的に対応するた

め、必要な財源の確保に取り組む一方で、人件

費の削減や投資的経費の縮減・重点化、一般行

政経費の徹底した見直し等を行い、財政調整の

ための基金の取り崩し額の縮減や、臨時財政対

策債を除く県債の発行抑制と残高の圧縮を図っ

たところであります。

しかしながら、地域経済の活性化や人口減少

対策など、取り組むべき課題が山積する中で、

ふえ続ける社会保障関係費に加え、防災・減災

対策や公共施設の老朽化対策等に多額の経費が

必要となる見込みであり、本県財政は今後とも

厳しい状況が続く見通しとなっております。

このため、これまで以上に歳入歳出の両面か

ら徹底した見直しを行い、将来にわたって持続

可能な財政構造に転換できるよう、引き続き財

政改革の取り組みを進めていく必要があるもの

と考えております。

議案第19号から第22号までは、平成25年度の

電気事業会計、公共用水道事業会計、地域振興

事業会計及び県立病院事業会計につきまして、

地方公営企業法の規定に基づき、決算について

議会の認定に付するものなどであります。

このほか、報告が１件ございますが、平成25

年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足

比率につきまして、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律の規定に基づき、議会に報告す

るものであります。

以上、追加提案いたしました議案の概要等に

ついて御説明いたしました。よろしく御審議の
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ほどお願いいたします。〔降壇〕

○福田作弥議長 知事の説明は終わりました。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす27日から30日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、10月１日午前10時開会、決算

特別委員会の設置から決算議案の委員会付託ま

でであります。

本日はこれで散会いたします。

午前11時23分散会



10月１日（水）
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決算議案に対する質疑◎

ただいまの出席議員38名であ○福田作弥議長

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、決算議案に対する質疑及び決

算特別委員会の設置から決算議案の委員会付託

までであります。

ここで、決算議案に対する質疑の通告があり

ますので、発言を許します。

質疑についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり１人10分以内といたします。前屋

敷恵美議員。

おはようございます。日本○前屋敷恵美議員

共産党の前屋敷恵美でございます。今議会に提

案されました議案第18号から第22号の平成25年

度における決算の認定についての中の、議案

第18号の宮崎県歳入歳出決算の認定について、

自席から質疑をさせていただきます。よろしく

お願いいたします。

まず、財政運営についてです。

歳入において、平成25年度の地方交付税の

額、そして前年度との比較、さらには減収の理

由についてお伺いしたいと思います。

平成25年度の地方○総務部長（成合 修君）

交付税額は約1,851億4,600万円であり、前年度

と比べ、約41億円、2.2％の減となっておりま

す。減収の主な理由は、地方公務員の給与費に

ついて、国家公務員と同様の給与削減を実施す

ることを前提として算定されたこと等が影響し

ているものと考えております。

では次に、平成25年度の臨○前屋敷恵美議員

時財政対策債の発行額について伺いたいと思い

ます。

平成25年度の臨時○総務部長（成合 修君）

財政対策債の発行額は、約413億2,500万円であ

ります。

臨時財政対策債は、県が県○前屋敷恵美議員

債を発行して、地方交付税の肩がわりをすると

いうものですけれども、臨時財政対策債の償還

費が交付税上どのように算定されて、交付税措

置をされているのか、お伺いしたいと思いま

す。

臨時財政対策債に○総務部長（成合 修君）

つきましては、元利償還金の全額が交付税措置

されることとなっておりまして、具体的には、

過去発行いたしました臨時財政対策債につい

て、おおむね30年で償還するものとして理論上

算定した元金及び利子の合計額が、毎年度の基

準財政需要額に算入されております。

では次に、歳出について伺○前屋敷恵美議員

いたいと思います。今回も不用額が総額で70

億4,356万円余と、前年度をもかなり上回ってお

ります。不用額について、その主なものについ

て、民生費、衛生費は福祉保健部長に、また、

農林水産業費、土木費、教育費、それぞれ部

長、教育長にお答えいただきたいと思います。

民生費の不用○福祉保健部長（佐藤健司君）

額は９億3,700万円余で、その主なものは、障が

い者に係る自立支援医療費や生活保護世帯に対

する扶助費などであり、また、衛生費の不用額

は２億4,000万円余で、その主なものは、ウイル

ス肝炎治療に対する医療費助成などでありま

す。不用となった要因は、医療費や扶助費等の

実績が見込みを下回ったこと等によるものであ

ります。

農林水産業費○農政水産部長（緒方文彦君）

についてであります。不用額は35億8,100万円余

であります。この主なものは、公共土地改良事

業等に関し、用地買収や地元調整に日時を要

平成26年10月１日(水)



- 357 -

平成26年10月１日(水)

し、年度内の契約締結に至らなかったこと、及

び、次世代施設園芸導入加速化支援事業に関

し、国の予算措置の関係から、一部予算が26年

度分として分割されたことなどによる執行残で

ございます。

土木費の不○県土整備部長（大田原宣治君）

用額につきましては、７億700万円余となってお

り、主なものは、国の経済対策の実施に伴う補

正のうち、道路事業や公園事業におきまして、

国からの交付額が見込み額を下回ったことなど

によるものであります。

教育費についてであ○教育長（飛田 洋君）

ります。教育費は３億8,900万円余の不用額であ

りますが、主なものは、職員の人件費におい

て、給料や職員手当等の実績が見込みを下回っ

たことなどによるものであります。

続けて行います。監査意見○前屋敷恵美議員

書での指摘事項について伺いたいと思います。

随意契約については、例年改善を図ることが

指摘されており、平成25年度で一回の物品購入

額が10万円未満の随意契約で、定期購入により

総額がふえるため検討が必要というふうにあり

ますが、具体的には、どのような品目で、金額

はどれほどになっているのか伺いたいと思いま

す。

お尋ねの購入○代表監査委員（宮本 尊君）

契約の品目は、印刷用紙でありまして、１年間

の総額で112万円余となっております。

なお、この件は、平成26年度は、三者見積も

りによる単価契約に改善されております。

あわせて、収入事務、支出○前屋敷恵美議員

事務、そして契約事務についての指摘事項が今

回もあります。どのような事例か、また件数は

どれほどになっているのか伺いたいと思いま

す。

指摘事項の事○代表監査委員（宮本 尊君）

例としましては、収入事務につきましては、収

納した現金を直ちに指定金融機関に払い込むべ

きところを、後日、一括して払い込んでいたも

の、支出事務につきましては、担当者の認識不

足によりまして、受給資格のない職員に手当を

支給していたもの、契約事務につきましては、

立竹木の補償契約書について、対象物件の所在

地の表示が適切でないものなどが見受けられま

した。

なお、平成25年度事業を対象とした指摘及び

注意件数は90件で、前年度の128件に比べ38件減

少しております。

以上のような監査委員から○前屋敷恵美議員

の指摘を受けて、どのような対策を講じておら

れるのか、会計管理者にお願いします。

会計管理局で○会計管理者（舟田美揮子君）

は、これまで、財務会計事務の研修や出先機関

に出向いての個別指導検査を行うなど、職員の

事務能力の向上に取り組んできております。今

回の監査委員の指摘を踏まえまして、職員一人

一人の能力を着実に高めていくことが必要なこ

とから、きめ細かな相談対応や指導を行うとと

もに、さらなる研修の充実を図り、公正で適正

な財務会計事務の確保に努めているところであ

ります。

では次に、各種施策、また○前屋敷恵美議員

事業について伺いたいと思います。

まず、職員定数についてです。知事部局の職

員数の増減について、25年度の実績を伺いたい

と思います。

知事部局等におけ○総務部長（成合 修君）

る職員数は、平成26年４月１日現在で3,790人と

なっておりまして、前年同期比で14人の減と

なっております。
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あわせて、教育委員会が所○前屋敷恵美議員

管する職員数の増減についても、25年度の実績

でお答えください。

公立学校の教職員数○教育長（飛田 洋君）

は、法令に基づき５月１日現在の学級数等によ

り算定されますことから、５月１日現在の職員

数で申し上げますと、平成26年５月１日現在の

職員数は、事務局職員を含め１万897人でありま

して、前年同期比で30人の減となっておりま

す。

次に、防災・減災の関連で○前屋敷恵美議員

お伺いしたいと思います。県内の急傾斜地崩壊

危険箇所は現在何カ所あるのか。そのうち、平

成25年度末時点で、土砂災害警戒区域などの指

定に必要な基礎調査が終わっていない箇所は何

カ所あるのか、お伺いしたいと思います。

県内の急傾○県土整備部長（大田原宣治君）

斜地崩壊危険箇所は8,314カ所ありまして、その

うち、平成25年度末時点で基礎調査が終わって

いない箇所は5,515カ所となっております。

また、木造住宅耐震化リ○前屋敷恵美議員

フォーム支援事業の当年度の実績をお聞かせく

ださい。

耐震診断に○県土整備部長（大田原宣治君）

つきましては、宮崎市ほか８市10町におきまし

て139戸、耐震改修につきましては、宮崎市ほか

５市６町におきまして30戸実施したところであ

ります。また、アドバイザー派遣につきまして

は、延岡市ほか４市２町におきまして72件と

なっております。

次に、県営住宅に関してで○前屋敷恵美議員

すけれども、当年度の係る事業を踏まえて、補

強コンクリートブロック造の県営住宅の耐震化

の状況について伺いたいと思います。

補強コンク○県土整備部長（大田原宣治君）

リートブロック造の県営住宅につきましては、

入居者への住みかえの案内や建てかえを行って

おりまして、平成25年度は、平和が丘団地ほか

１団地、62戸の建てかえを実施したところであ

ります。

同じく当年度、25年度の事○前屋敷恵美議員

業を踏まえて、県立学校、そして市町村立学校

の耐震化の進捗状況を伺いたいと思います。

県内公立学校施設の○教育長（飛田 洋君）

耐震化の進捗状況についてでありますが、県立

学校施設につきましては、平成25年度末に耐震

化率100％を達成いたしました。市町村立小中学

校の耐震化率につきましては、平成26年４月１

日現在、94.4％となっております。

ありがとうございました。○前屋敷恵美議員

それぞれ質疑をさせていただきましたが、時間

もありますので、最後に、平成25年度決算にお

いて、県民の暮らしにかかわっての課題が山積

する中で、知事がどのように総括しておられる

のか、改めてお伺いして、質疑を終わりたいと

思います。

平成25年度は、「復興○知事（河野俊嗣君）

から新たな成長へ」を旗印としまして、フード

ビジネスの展開など成長産業の育成の加速化

や、本格的な景気回復に向けた地域経済の活性

化、また、南海トラフ巨大地震への対応など安

全・安心で豊かな地域づくりなどに重点的に取

り組んだところであります。

一方で、本県の財政は、自主財源に乏しく脆

弱な上に、ふえ続ける社会保障関係費などへの

対応に多額の基金取り崩しを余儀なくされるな

ど、大変厳しい状況にありますので、歳入・歳

出両面から、財政改革の取り組みも着実に実行

してきたところであります。本県が抱える政策

課題に的確に対応しつつ、財政調整のための基

平成26年10月１日(水)
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金の取り崩しの縮減や、臨時財政対策債を除く

県債の発行抑制と残高の圧縮等を図るなど、厳

しい財政状況を踏まえた、めり張りのある財政

運営を行うことができたのではないかと考えて

いるところであります。

ただいま知事から総括をい○前屋敷恵美議員

ただきましたが、大変失礼いたしまして、私、

もう１件、聞き忘れておりました。耐震化の問

題で、幼稚園、保育所の耐震化についても、進

捗状況をお伺いするところでありましたので、

福祉保健部長、済みません、よろしくお願いし

ます。

幼稚園及び保○福祉保健部長（佐藤健司君）

育所の耐震化でありますが、26年４月１月現在

で、幼稚園の耐震化率が85.1％、保育所につき

ましては、中核市である宮崎市を除いた数字に

なりますが、76.3％となっております。

以上で終わります。後は委○前屋敷恵美議員

員会での質疑に移らせていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。

ほかに質疑の通告はありませ○福田作弥議長

ん。

以上で質疑は終わりました。

議員発議案送付の通知◎

次に、お手元に配付のとお○福田作弥議長

り、議会運営委員会から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成26年10月１日

宮崎県議会議長 福田 作弥 殿

提出者 議会運営委員長 中野 一則

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第９号

決算特別委員会の設置について

議員発議案第９号上程、採決◎

ただいま朗読いたしました議○福田作弥議長

員発議案第９号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

付託を省略して直ちに審議することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○福田作弥議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第９号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○福田作弥議長

て、議員発議案第９号は原案のとおり可決され

ました。

議案第18号から第22号まで◎

決算特別委員会付託

次に、議案の委員会付託につ○福田作弥議長

いてお諮りいたします。

議案第18号から第22号までの各号議案につい

ては、ただいま設置が決定しました決算特別委

員会に付託することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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御異議ありませんので、その○福田作弥議長

ように決定いたしました。

ここで、決算特別委員会の正副委員長互選等

のため、暫時休憩いたします。

執行部は、ここで退席となります。

午前10時17分休憩

午前10時27分開議

議長の報告（決算特別委員会正副委員長◎

互選結果）

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

決算特別委員会の正副委員長互選の結果を報

告いたします。

その氏名を事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

決算特別委員会 委 員 長 押川修一郎

副 委 員 長 松村 悟郎

以上で報告は終わりました。○福田作弥議長

あすからの日程をお知らせいたします。

あす２日から９日までは、決算特別委員会及

び議事整理等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、10日午前10時開会、決算特別

委員長の審査結果報告から採決まででありま

す。

本日はこれで散会いたします。

午前10時28分散会



10月10日（金）
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◎ 決算特別委員長審査結果報告

ただいまの出席議員38名であ○福田作弥議長

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、決算特別委員長の審査結果報

告から採決までであります。

議案第18号から第22号までの各号議案を一括

議題といたします。

ここで、決算特別委員長の審査結果報告を求

めます。決算特別委員会、押川修一郎委員長。

〔登壇〕（拍手） おはよう○押川修一郎議員

ございます。それでは、当決算特別委員会に付

託されました議案第18号から第22号に係る平

成25年度決算の認定等について、各分科会を中

心に審査を行ってきたところでありますが、そ

の審査の経過及び結果について御報告申し上げ

ます。

まず、議案第18号「宮崎県歳入歳出決算」の

概要についてであります。

平成25年度の一般会計決算額は、歳入6,135

億927万7,000円、歳出5,985億1,085万7,000円

で、前年度決算額と比べ、歳入が6.8％の増、歳

出が6.1％の増であります。

この結果、歳入から歳出を差し引いた形式収

支は149億9,842万円であり、このうち翌年度に

繰り越すべき財源を除いた実質収支は21億8,993

万8,000円の黒字となっております。

また、小規模企業者等設備導入資金など15の

特別会計の決算状況は、総額で、歳入が1,162

億3,275万3,000円、歳出が1,138億4,686万7,000

円で、差し引き残額は23億8,588万6,000円と

なっております。

次に、議案第19号「宮崎県電気事業会計決

算」の概要についてであります。

平成25年度の事業収益は41億7,578万9,000

円、事業費用は35億4,987万5,000円で、当年度

純利益は６億2,591万4,000円となっており、そ

の全額を減債積立金等に積み立てるものであり

ます。

供給電力量の目標達成率は、ダム地点の降雨

量が過去30年平均の81.7％と、渇水に見舞われ

た影響により86.2％となっており、電力料金収

入の目標達成率は98.2％となっております。

次に、議案第20号「宮崎県工業用水道事業会

計決算」の概要についてであります。

平成25年度の事業収益は３億6,296万9,000

円、事業費用は２億4,272万1,000円で、当年度

純利益は１億2,024万8,000円となっており、そ

の全額を減債積立金等に積み立てるものであり

ます。

なお、給水量の目標達成率は110％となってお

ります。

次に、議案第21号「宮崎県地域振興事業会計

決算」の概要についてであります。

平成25年度の事業収益は2,754万円、事業費用

は1,863万円で、当年度純利益は891万円となっ

ており、その全額を借入金償還積立金に積み立

てるものであります。

なお、施設利用者数の目標達成率は87.2％と

なっております。

最後に、議案第22号「宮崎県立病院事業会計

決算」の概要についてであります。

平成25年度の事業収益は277億2,844万7,000

円、事業費用は276億444万3,000円で、当年度純

損益は１億2,400万4,000円と、19年ぶりの黒字

となり、前年度と比較すると、純損益は２

億2,165万6,000円改善しております。

これらの決算審査に当たっては、予算の執行

が議会の議決の趣旨及び目的に沿って適正かつ

平成26年10月10日(金)
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効率的になされ、所期の事業目的が達成された

かどうかについて確認することを基本とした決

算審査方針に基づき、慎重な審査を行いまし

た。

その結果、一部に改善すべき点は見受けられ

るものの、全般的に適正に執行されており、議

案第18号については賛成多数、議案第19号から

第22号については全会一致で、認定、または可

決及び認定すべきものと決しました。

以下、当委員会における指摘要望事項につい

て申し上げます。

まず、総括的事項として、本県財政を取り巻

く状況は依然として大変厳しいものがあります

ので、引き続き、財政改革への取り組みを着実

に推進し、効果的・効率的な予算の執行に努

め、財政の健全化を図ることを求めます。

次に、個別的事項として、次の諸点につい

て、県当局の今後一層の取り組みや検討、改善

を求めるものであります。

１つ、県税の収入未済額について、市町村と

の緊密な連携により徴税対策の一層の強化を図

り、さらなる縮減に取り組むこと。

１つ、効果的な施策の推進を図る上で必要な

統計調査を積極的に実施するとともに、その実

施に当たっては、県民の理解と協力が得られる

よう、普及・啓発活動等に引き続き取り組むこ

と。

１つ、移住の促進について、市町村や地域住

民とさらなる連携を図り、受け入れ支援体制の

整備促進や情報発信など、積極的な施策の推進

に今後とも努めること。

１つ、交通安全対策について、関係団体等と

の連携を密にして、後部座席シートベルト等の

着用率を上げる啓発活動に積極的に取り組み、

交通事故死傷者数のさらなる抑止を図ること。

１つ、自殺対策について、これまでの取り組

みに加え、新たな角度からの対策についても検

討し、「自殺ゼロ」に向けた取り組みをさらに

推進すること。

１つ、医師確保対策について、これまでの取

り組みを着実に実施することに加え、医師不足

や医師の地域偏在の解消に向け、新たな確保策

についても検討すること。

１つ、県立病院事業会計決算について、病院

事業全体で黒字化を達成したことは評価する

が、県立日南病院のさらなる収支改善や、県立

延岡病院等の休診科の解消、また県立宮崎病院

の再整備など、さまざまな課題も残されている

ことから、引き続き経営改善に努め、本県の医

療を担う中核病院として、安定的な病院運営に

向けた、より一層の取り組みを進めること。

１つ、「売れる商品をつくる！食品産業試作

品ブラッシュアップ事業」における成果を踏ま

え、県内企業が競い合って商品力を高め、人目

を引く新しい商品が生まれるよう、今後とも積

極的に取り組むこと。

１つ、県境を越えた観光交流・連携につい

て、誘客促進に向けて、九州各県や関係団体等

とより一層の連携を図り、広域的・戦略的に取

り組むこと。

１つ、沿道修景美化推進対策について、観光

振興のためにも、良好な道路環境となるよう最

大限努力すること。

１つ、通学路の安全確保について、市町村が

策定中の通学路交通安全プログラムがよりよい

ものとなるよう、県も積極的に策定に協力する

とともに、児童生徒が安全に通学するために必

要不可欠な通学路の整備に今後とも取り組むこ

と。

１つ、労働災害防止対策について、農林業作
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業のさらなる安全確保を目指すため、労働災害

の現状を詳細に分析し、講習会や指導のあり方

について研究すること。

１つ、住宅用太陽光発電については、環境負

荷が小さく、災害時の電力確保にも大いに役立

つことから、今後とも、世帯普及率日本一を目

指して、さらなる導入促進に努めること。

１つ、鳥獣被害対策について、野生鳥獣の生

息頭数の分析をしっかり行い、市町村とも十分

に連携を図りながら、引き続き全庁を挙げて取

り組むこと。

１つ、木質バイオマスの流通効率化につい

て、木質バイオマスの利活用を推進するために

は、林地残材の効率的な収集・運搬方法の確立

が非常に重要であることから、事業効果の分析

を行い、引き続き取り組みを推進すること。

１つ、災害に強い森林づくりについては、土

砂災害の未然防止につながることから、市町村

等関係機関との共通認識のもと、連携を図りな

がら施策を講ずること。

１つ、輸送農業地域である本県にとって、流

通コストの削減は大きな課題であることから、

農産物流通コスト削減総合支援事業の効果につ

いて早急に検証を行い、その結果を関係団体に

周知すること。

１つ、「儲かる農水産業」について、売れる

商品をつくるためには、より詳細なマーケティ

ング分析を行うことが重要であることから、商

品開発の研究を担う人材の育成及び確保を図る

こと。

１つ、今後の農政の推進において、市町村の

役割は大きく、その主体性を高め、地域の実情

に合った施策を実施することが大変重要である

ことから、市町村を初めとする関係団体と議論

を深めること。また、施策を進めていく上で、

より具体的な数値目標を示すこと。さらに、小

規模農家でも営農が継続できるよう、しっかり

支えていく施策を講ずること。

１つ、高齢者の安全・安心対策について、交

通事故対策、特殊詐欺対策などさまざまな対策

が必要であることから、今後も必要な予算を確

保するとともに、関係機関との連携を図り、効

率的な取り組みを推進すること。

１つ、警察職員宿舎については、老朽化等を

踏まえ、職員が安心して職務に専念できるよ

う、計画的な維持補修等に努めること。

１つ、育英資金貸付金の収入未済額につい

て、滞納未然防止策として、貸付者本人及び保

護者等に対して、育英資金の趣旨や返還の重要

性を訴え、モラルの醸成を図るとともに、他県

の取り組み事例等を研究し、引き続き、強い意

識を持って、収入未済額の圧縮に向けた取り組

みを強化すること。

１つ、「県立高校の６次産業化人材育成事

業」について、フードビジネスの成長産業化は

本県の最重要施策の一つであることから、今後

も関係部局、関連企業との連携を密にし、６次

産業化・農商工連携を担う人材の育成を進める

こと。

当委員会での指摘要望事項は以上であります

が、今後の予算編成及び事業執行に当たって

は、当委員会並びに監査委員の指摘要望事項に

ついて特段の改善と努力が図られるよう、重ね

て要望するものであります。

なお、各分科会の報告の取り扱いについて

は、会議録への登載を議長にお願いし、当委員

会の審査の経過及び結果についての報告を終わ

ります。（拍手）〔降壇〕

以上で、決算特別委員長の審○福田作弥議長

査結果報告は終わりました。
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質疑の通告はありません。

討 論◎

これより討論に入ります。○福田作弥議長

討論についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり１人10分以内といたします。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。有岡浩一議員。

〔登壇〕 議案第18号「平成25○有岡浩一議員

年度宮崎県歳入歳出決算の認定について」、反

対の立場から討論を行います。

平成25年度予算は、全ての県民の暮らしを守

る取り組みを進めるとともに、「復興から新た

な成長」へ向け予算が編成されました。特に知

事は、口蹄疫を経験した本県において日本一の

防疫体制を構築するために、水際防疫、地域防

疫、農場防疫、迅速な防疫措置を４つの柱とし

て取り組みを進めてきたと発言されています。

しかし、昨年12月に県内では豚流行性下痢（Ｐ

ＥＤ）が発生し、初動体制のおくれが指摘され

ています。ことし９月30日までに81農場で発生

し、３万4,505頭の子豚が死亡へと拡大しまし

た。25年度決算において、一般会計・農林水産

業費の家畜保健衛生費から、ＰＥＤ防疫関連費

として1,889万3,000円が支出されました。

特に、昨年12月11日、国からの防疫徹底の通

知を受けたとき、政治家としての知事の決断が

必要でした。判断のおくれにより、県営消毒ポ

イント設置は２月12日で、県内１例目発生から

２カ月がたっていました。さらに、国において

本年４月２日にＰＥＤ防疫担当者全国会議が行

われ、防疫対策の徹底の指導が行われました。

その翌日の４月３日に、国に対し原因究明、ワ

クチン確保などの要請活動を行っており、ス

ピード感がありません。結果として、26年度に

もポイント消毒など多くの財源を要していま

す。10月６日の日本農業新聞に掲載のように、

見出しとして、本県の「ＰＥＤ被害 秋迎え表面

化 豚出荷減で経営不安」とあり、元気なみや

ざき成長予算とはかけ離れた現状となっていま

す。発生初期に行政がしっかり感染拡大防止に

取り組むなど、多くの課題を残すこととなり、

「復興から新たな成長」よりも、口蹄疫の教訓

から学び原点に戻るべき事案であります。

次に、各種事業効果について課題がありま

す。それは指定管理者制度であります。土木

費、港湾費、港湾管理費の委託料において、指

定管理者制度を導入しています。具体的には、

指定管理者による管理運営実績は、前管理者

は、平成22～23年度当時7,980万円で管理されて

いました。現在の管理者は、平成24年度8,959

万5,000円、平成25年度は8,676万7,000円であ

り、700万円以上の管理委託料がアップしていま

す。それでも25年度管理運営実績は５万5,128円

の赤字となっています。

どれだけの内容が充実しているのかと思いき

や、平成24年度から、給水装置の故障について

利用者から修理を依頼されても、検討中として

２年間放置されていました。また、今回の指定

管理者とは、保安修繕については、１件当た

り30万円未満の場合は指定管理者が負担する取

り決めがあるにもかかわらず、修理を行ってい

ません。ことし５月の利用者連絡会議の席で

「修理をなぜしないのか」という利用者側の追

及で、ようやく６月に書面で「中部港湾事務所

と協議をしている」と回答しています。その結

果、タイマー修理１カ所５～６万のはずが、数

カ所を修理するため30万を超えるという理由か

ら、26年度、県が修理費用を支出しています。

まず、故障がわかった時点でできるだけ速やか
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に修理すべきではなかったのか不審が残りま

す。また、そのような修理をしない赤字体質の

指定管理者のままでいいのか。このまま５年間

の契約を続けられるのか疑問です。指定管理者

のサービスの低下、管理運営の不備に対する不

満は、そのまま県の指導力不足として県への不

信となっています。行政は、タカの目、アリの

目と言われるように、広い見識とともに、現場

を歩き現場を知るべきです。今後、役割を明確

にし、２年も放置されることのないよう、指定

管理者の資質の確認も踏まえ、現場の声が届く

よう大いに改善すべきです。事業の費用対効果

に課題が残りました。

次に、関連して、昨年度から指摘してきまし

た、総務事務センターや各総務事務所でそれぞ

れ単価契約を行っている単価同調制度で、複数

社契約・業者選択式について指摘しておきま

す。以前は、担当者が業者の作業現場まで足を

運び、情報交換や機材の確認等行っていたそう

です。なぜ足を運べなくなったのでしょうか。

特に、現場を知らないために起きる認識の違い

を指摘します。25年度の常任委員会の説明で、

単価同調方式とは、最低価格を設定した上で、

同調していただける業者の方と契約する方式で

あり、さらに、緊急な場合でも、時間的に多少

無理な場合でも対応できるシステムとのことで

した。しかし、ことしの２月に実際に機器の保

有を確認すると、青写真の単価契約先の37社

中26社が機器を保有しておらず、電子複写・出

力は37社中19社ができないとのことです。契約

していた75％に機器がなく、本当に担当課の言

う緊急な場合の対応が可能なのか疑問です。さ

らに、最低価格に設定された単価同調方式の単

価が、契約した社ではなくても、下請に出して

もなお利益の上がる単価ではないのか。一般県

民の立場からすると、本当に最低価格に設定さ

れているのか疑問が残ります。自社でやらずに

下請に出すという流れは、どこかで見直さなけ

れば、地元業者育成になりません。人材を育て

る、企業を育成するためには厳しさも必要で

す。やはり以前のように足を運ぶ努力が、結果

として業者や担当者のスキルアップ、育成につ

ながり、ひいては経費削減へとつながってまい

ります。

次に、「平成25年度 主要施策の成果に関す

る報告書」では、各種統計調査の実施により、

施策目標の効率的な推進のための基礎資料とな

り、事業の目標値と実績値が報告されました。

その中で、中山間・地域政策課の「みやざきふ

るさと暮らし移住促進事業」において、25年度

年間目安の50組に対し、63世帯の宮崎県移住実

績が報告されました。しかし、高知県の事例で

は、25年度、年間270組の移住を、今後500組ま

でふやす計画をつくっています。まず、統計調

査を生かす例として、本県の人口は2010年国勢

調査113万5,000人が、総合計画の20年後の2030

年人口推計では、100万人を切り97万8,000人と

推計され、今回の2014年推計では99万5,000人と

なっています。14万人もの減少に対し、取り組

み方によっては社会動態が変更され、数値が大

きく変わります。2030年の本県人口は100万人を

維持することが可能であります。そこで、本県

の場合、2030年に施策目標として100万人を維持

するならば、人口推計ではプラス5,000人が必要

であり、移住対策で維持するならば、年間約200

組の移住促進が必要となります。

このように目標実現のために、基礎データで

ある統計資料をもとに地域に応じた対策が必要

となります。まず、総合長期計画やアクション

プランは、より高く厳しい目標であるべきで
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す。目先の政策評価にとらわれずに、高い目標

を実現するためには、本県のシンクタンクであ

る職員の皆さんがさらなるアイデアを出し、ア

クションを起こすことを期待します。

最後に、総務省統計局の「統計でみる都道府

県のすがた」によると、2012年度、１世帯の実

収入が全国47位という現実を直視し、まず厳し

さをもって取り組まなければ、本県の成長は望

めないと思います。

以上、平成25年度決算認定について、県民の

目線で精査し、県民総力戦で推進のために、今

後の課題を提起した上で、平成25年度決算の認

定に対して反対をさせていただきます。〔降

壇〕

前屋敷恵美議員。○福田作弥議長

〔登壇〕 日本共産党の前屋○前屋敷恵美議員

敷恵美でございます。

議案第18号「平成25年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について」、反対の立場から討論いたし

ます。

平成25年度は、消費税増税と社会保障削減の

一体改悪の第一歩が踏み出され、長引く景気低

迷の中で、県民の暮らしも地域経済も厳しい状

況に置かれました。まず、県の財政運営では、

地方交付税は1,851億4,600万円余と、前年度と

比べ41億円削減され、臨時財政対策債の発行額

は413億2,500万円余で、前年度より18億4,600万

円ふえ、合計で前年度を22億5,800万円下回りま

した。地方交付税削減の要因が、国による職員

給与削減を一方的に押しつけるやり方で交付税

を減らすなど、言語道断です。県債発行額は臨

時財政対策債を含め766億5,300万円余と、昨年

より15億円余ふえ、25年度末の県債残高は１

兆450億円余と、依然として膨大な額となってい

ます。一方、公債費は前年度を下回りました

が、949億円と膨大です。こうした状況では健全

な財政運営は図られません。

国のやり方にも大きな責任があることはもち

ろんです。何より地方財政の安定のためには、

地方交付税本来の役割が果たせるよう、臨時財

政対策債をなくし、地方交付税をもとに戻すこ

とが必要です。そのためにも、ふえ続ける軍事

費や大企業優遇税制を見直し、消費税など国民

の負担によらない財政確保を図るよう国に要求

すべきです。

また、自主財源の柱である県税収入は、前年

度と比べ４億3,200万円余の増額になっています

が、収入未済額21億2,200万円余は、前年度より

改善したとはいえ、個人県民税がその84.5％を

占めるなど、依然として県民の暮らしの厳しさ

を示しています。こうした県民の暮らしの状況

をしっかり把握して、県民の苦労に心を寄せ、

地方自治体の本旨を全うする県行政が求められ

ています。

そこで、行政運営、各種施策について述べま

す。

まず、福祉・医療についてです。介護保険の

保険料負担や程度区分の問題などは、まさに保

険あって介護なしの状況をつくり、後期高齢者

医療制度の実施による医療差別問題、また、高

い国保税による滞納世帯は３万世帯を超し、医

療が受けられず最悪の事態につながる問題な

ど、人としての尊厳まで奪われる事態が起こっ

ていることを深刻に受けとめ、市町村国保に対

する法定分以外の県の助成が求められていたと

思います。

また、特養ホームへの入所待機者はふえ、25

年度は約4,000人の方々が入所の順番を待ってい

るといった状況です。県民に責任を負う県とし

ての対応が求められています。こうした中で政
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府は、特別養護老人ホームの入所基準を要介護

３以上に原則化する一方、待機者にもなれなく

なった多数の人の行き場を何ら保障しない政府

の無責任さが浮き彫りになっていますが、こう

した課題の解決のためにも、国に制度の廃止や

抜本的改善を求めるとともに、市町村への県独

自の助成と指導は不可欠です。

また、子育て日本一を掲げる本県であれば、

子ども医療費助成の拡充や、放課後児童クラブ

の待機児童の解消にもっと力を入れるべきで

す。

また、25年度決算における不用額が71億9,200

万円余と前年度を上回る中で、特に民生費や衛

生費での扶助費等で12億8,700万円の執行残が見

られますが、県民の暮らしや健康を支える点

で、医療費の公費負担や扶助費など、必要な助

成は十分に行うことが必要です。

雇用については、とりわけ地元中小企業など

への直接支援で雇用を確実にふやすことや、誘

致企業に対しては確実に雇用責任を果たしても

らうための手だても必要です。

農業関連では、農地と農業を守る担い手をど

う確保するかは重要課題であり、新規就農者の

確保に努力しておられますが、何といっても、

再生産可能な価格の保障や所得保障のための制

度の確立は不可欠です。米の価格も年々下がり

続けていますが、政府の対応を求めるととも

に、県独自の対策も求められています。

また、畑地かんがい事業が、事業開始から18

年、21年と経過する事業もあり、農業を取り巻

く状況も大きく変化する中で所期の目的を果た

せるのか、見直しの検討もあるべきではないで

しょうか。

25年度、国の緊急経済対策等で農業土木関連

の事業が大幅にふえましたが、翌年度へ186

億5,400万円余の繰り越しを余儀なくされまし

た。不用額も35億8,000万円余と多額に及び、不

用額全体の約半分を占めています。国の政策と

はいえ、予算がついても仕事ができないでは、

事業効果は上がりません。緊急対策の中身の見

直しが図られてしかるべきと思います。

防災・減災対策については、南海トラフ巨大

地震を想定しての津波対策、避難対策など、各

市町村とともにその推進が図られ、とりわけ自

助、共助が強調されています。もちろん、自分

の命は自分で守る「自助」、そして、地域での

協力「共助」が重要なことは言うまでもありま

せんが、それはしっかりした「公助」の上に成

り立つものであることを指摘しておきたいと思

います。

木造住宅耐震化事業についても、本気で耐震

化を促進すべく、もっと重点化すべきです。

新エネルギーの導入について、太陽光発電シ

ステム導入促進事業の予算は半減し、しかも25

年度で終了とされました。みやざきソーラーフ

ロンティア構想で太陽光発電の普及を位置づけ

る本県であればこそ、県民の関心も高い住宅用

太陽光発電は、まさに地産地消の電源として、

より推進すべきではないでしょうか。同事業の

復活を求めたいと思います。

最後に、平成25年度も、宮崎県総合計画・ア

クションプランに基づく財政改革推進計画のも

と、事務事業の見直しや人件費削減が行われて

きました。県民の公僕として、住民の命と暮ら

しを守って働く自治体職員の果たす役割は重要

であり、仕事の総量に見合う職員定数の確保は

当然のことです。もちろん無駄を省く必要な改

革はありますが、給与や退職手当の引き下げな

ど職員の削減も含め、人件費削減は問題です。

改めて再考を求めたいと思います。特に、政府
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による問答無用の人件費の交付税カットについ

ては、国にしっかりと意見することが必要であ

ると思います。

また、前述した不用額については、適切な時

期に適切な見直しを図って、県民要求に応える

生きた予算の使い方を強く求めるものです。

以上、平成25年度決算について幾つかの問題

点を指摘し、決算の認定についての反対討論と

いたします。以上です。〔降壇〕

ほかに討論の通告はありませ○福田作弥議長

ん。

以上で討論は終わりました。

議案第18号採決◎

これより採決に入ります。○福田作弥議長

まず、議案第18号についてお諮りいたしま

す。

本案に対する委員長の審査結果報告は認定で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本案は委○福田作弥議長

員長の報告のとおり認定されました。

議案第19号から第22号まで採決◎

次に、議案第19号から第22号○福田作弥議長

までの各号議案について、一括お諮りいたしま

す。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は、

可決及び認定、または認定であります。委員長

の報告のとおり決することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○福田作弥議長

て、各号議案は委員長の報告のとおり、可決及

び認定、または認定されました。

閉 会◎

以上で、今期定例会の議事は○福田作弥議長

全て終了いたしました。

これをもちまして、平成26年９月定例県議会

を閉会いたします。

午前10時38分閉会

平成26年10月10日(金)



資 料
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平成２６年９月定例県議会日程

３６日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

議会運営委員会 9:30開会
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告

９． ５ 金 本会議
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

６ 土
（ 閉 庁 日 ）

７ 日
休 会

代表質問通告締切 12:00８ 月
（ 議 案 調 査 ）

一般質問通告締切 12:00９ 火

１０ 水 議会運営委員会 9:30
代 表 質 問

請願締切 12:00１１ 木 本会議

一 般 質 問１２ 金

１３ 土
（ 閉 庁 日 ）

１４ 日 休 会

１５ （ 閉 庁 日 ） 敬老の日月

議員発議案締切 17:00
１６ 火 一 般 質 問

（会派提出）

本会議
議会運営委員会 9:30一 般 質 問

質疑、討論、採決（人事案件）１７ 水
議案・請願委員会付託

１８ 木
常 任 委 員 会

１９ 金

休 会
２０ 土

（ 閉 庁 日 ）
２１ 日

議員発議案締切 17:00
２２ 月 常 任 委 員 会

（会派提出を除く）
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月 日 曜 区 分 議 事 備 考

９．２３ 火 （ 閉 庁 日 ） 秋分の日

２４ 水 休 会 議会運営委員会特 別 委 員 会

（ 議 事 整 理 ）２５ 木

議会運営委員会 9:30常任委員長審査結果報告
質疑、討論、採決

２６ 金 本会議
決算議案上程
知事提案理由説明

２７ 土
（ 閉 庁 日 ）

２８ 日
休 会

月２９
（ 議 案 調 査 ）

３０ 火

議会運営委員会 9:30質疑
議員発議案上程、採決
（決算特別委員会設置）

１０． １ 水 本会議
議案委員会付託（決算認定）

決 算 特 別 委 員 会

２ 木
決 算 特 別 委 員 会

３ 金

４ 土
（ 閉 庁 日 ）

５ 日

休 会
６ 月

（ 議 事 整 理 ）
７ 火

８ 水 決 算 特 別 委 員 会

９ 木 （ 議 事 整 理 ）

議会運営委員会 9:30決算特別委員長審査結果報告
質疑、討論、採決１０ 金 本会議
閉会



- 377 -



- 378 -



- 379 -

平成２６年９月定例県議会

代 表 質 問 時 間 割

９月１０日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 １０：００～１２：００ 休憩十屋 幸平

２ 自 由 民 主 党 １３：００～１５：００中野 一則

９月１１日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

３ 県 民 連 合 宮 崎 １０：００～１２：００ 休憩田口 雄二

４ 愛 み や ざ き １３：００～１４：３０ 休憩有岡 浩一

５ 公 明 党 １４：４０～１６：１０重松幸次郎

＊ 会派別の質問時間（質問取扱要領）

自由民主党 １２０分以内

県民連合宮崎 ６０分以内

公 明 党 ４５分以内

愛みやざき ４５分以内
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平成２６年９月定例県議会

一 般 質 問 時 間 割

９月１２日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 １０：００～１１：００後藤 哲朗

２ 無 所 属 ク ラ ブ １１：００～１２：００ 休憩徳重 忠夫

３ 自 由 民 主 党 １３：００～１４：００原 正三

４ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００ 休憩宮原 義久

５ 公 明 党 １５：１０～１６：１０新見 昌安

９月１６日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

６ 県 民 連 合 宮 崎 １０：００～１１：００渡辺 創

７ 県 民 連 合 宮 崎 １１：００～１２：００ 休憩髙橋 透

８ 自 由 民 主 党 １３：００～１４：００岩下 斌彦

９ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００右松 隆央

９月１７日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１０ 自 由 民 主 党 １０：００～１１：００星原 透

１１ 自 由 民 主 党 １１：００～１２：００ 休憩横田 照夫

１２ 自 由 民 主 党 １３：００～１４：００中野 明

１３ 県 民 連 合 宮 崎 １４：００～１５：００鳥飼 謙二

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内（質問取扱要領）
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平成２６年９月定例県議会

議案・請願 委員会審査結果表

［議 案］

常 任 委 員 会

番 号 件 名 環境 文教
総務 商工

厚生 農林 警察
政策 建設

水産 企業

可決 可決 可決 可決 可決第１号 平成26年度宮崎県一般会計補正予算（第２号）

可決第２号
平成26年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正予

算（第１号）

可決 可決第３号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

可決 可決第４号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部

を改正する条例

次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための

可決第５号 次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

可決第６号
宮崎県子ども・子育て支援会議条例の一部を改正す

る条例

可決第７号 宮崎県幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基

準に関する条例

可決第８号 宮崎県薬事審議会条例及び宮崎県における青少年の

健全な育成に関する条例の一部を改正する条例

可決第９号
うなぎ稚魚の取扱いに関する条例の一部を改正する

条例

可決第１０号
宮崎県病院局の専用水道の水道技術管理者の資格を

定める条例

可決第１１号 工事請負契約の締結について

可決第１２号 工事請負契約の変更について

可決第１３号 工事請負契約の変更について

可決第１４号 工事請負契約の変更について

可決第１５号 財産の取得について

可決第１６号 財産の取得について
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［請 願］

常 任 委 員 会

番 号 件 名 環境 文教総務 商工
厚生 農林 警察政策 建設

水産 企業

継続第３８号
所得税法第56条の廃止を求める旨の意見書を国に提

出することを求める請願

採択
修学資金貸付制度の拡充並びに介護福祉士養成に係

（請願事項①）
第41-1号 る離職者訓練（委託訓練）制度の継続実施に関する

不採択
請願

（請願事項②）

不採択第５０号 川内原発再稼働に反対表明を求める請願

不採択第５１号
集団的自衛権行使を容認した「閣議決定」の撤回を

求める意見書の提出を求める請願

不採択第５２号
「消費税の増税を撤回し、10％への引き上げはやめ

ること」の意見書を国に提出することを求める請願

不採択第５３号
「特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見

書」採択に関する請願

採択第５４号
燃料価格高騰に伴う運送事業者への対策強化に関す

る意見書を国に提出することを求める請願

採択第５５号
「適正な法曹人口のための法曹養成制度の抜本的見

直しを求める意見書」採択に関する請願

継続第５６号
子どもの医療費無料化を小学校卒業まで引き上げる

ことを求める請願
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２６年９月定例県議会

委 員 会 名 事 件 理 由

請願第38号 所得税法第56条の廃止を求める旨の意
慎重な審査

見書を国に提出することを求める請願
・調査を要総務政策常任委員会

するため
総合政策及び行財政対策に関する調査

請願第56号 子どもの医療費無料化を小学校卒業ま
慎重な審査

で引き上げることを求める請願
・調査を要厚 生 常 任 委 員 会

するため
福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査

調査を要す

るため
商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

調査を要す環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

るため常 任 委 員 会

教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に文 教 警 察 企 業 調査を要す

常 任 委 員 会 関する調査 るため

円滑な議会

次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る議 会 運 営 委 員 会

ため
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平成２６年９月定例県議会

決算議案 委員会審査結果表

［議 案］

番 号 件 名 委員会審査結果

第１８号 平成２５年度宮崎県歳入歳出決算の認定について 認 定

平成２５年度宮崎県電気事業会計利益及び資本剰余金の処分
第１９号

並びに決算の認定について

可決及び認定第２０号
平成２５年度宮崎県工業用水道事業会計利益及び資本剰余金
の処分並びに決算の認定について

平成２５年度宮崎県地域振興事業会計利益の処分及び決算の
第２１号

認定について

第２２号 平成２５年度宮崎県立病院事業会計決算の認定について 認 定



決算特別委員会各分科会主査報告
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その１ 総務政策分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成25年度宮崎県歳入歳出決算の認定につきましては、慎重に審査いたしました結

果、賛成多数でこれを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、決算の概要についてであります。

平成25年度の一般会計の決算規模は、歳入が6,135億927万7,000円、歳出が5,985億1,085万7,000円

で、24年度と比較して、歳入が6.8％、歳出が6.1％の増であります。

この結果、歳入から歳出を差し引いた形式収支は、149億9,842万円であり、このうち翌年度に繰り越

すべき財源を除いた実質収支は21億8,993万8,000円の黒字となっております。

また、健全化比率につきましては、実質公債費比率が前年度と同じ17.1％、将来負担比率が対前年度

比14.2ポイントの減、139.6％となっております。将来負担比率は、県債残高の減少等に伴い、年々低

下しているところでありますが、社会保障関係費の増等により、本県の財政を取り巻く状況は依然とし

て大変厳しいものがあります。

当局におかれては、引き続き、財政改革の着実な推進に取り組み、効果的・効率的な予算の執行に努

め、財政健全化を図っていただくよう要望いたします。

次に、県税の収入未済額の縮減についてであります。

平成25年度の県税の収入未済額は、21億2,223万8,000円となっており、前年度と比較して３億2,176

万7,000円の減となっておりますが、依然として多額の未済額が発生しております。

このことについて当局より、「個人県民税対策としての税務職員の併任人事交流や、特別徴収制度の

適正化に努めるなど、市町村と一体となった徴収対策に取り組んでいるところである。今後とも連携を

図っていきたい」との説明がありました。

当局におかれては、市町村との緊密な連携により徴税対策の一層の強化を図っていただき、収入未済

額のさらなる縮減に取り組んでいただくよう要望いたします。

次に、統計調査の推進についてであります。

このうち統計調査時の環境について委員より質疑があり、当局より、「個人情報保護意識の高まりや

オートロック式マンションなどの住宅事情により、従前よりも調査回答の回収が難しくなってきている

こと、また、日中は仕事等により不在も多く、調査員が夜間訪問を行っているなど、統計調査環境は厳

しい状況にある。このようなことから、警察本部と連携し、夜間訪問時の対応を取り入れた研修を調査

員に対して行っているところである」との答弁がありました。

当局におかれては、効果的な施策の推進を図る上で、必要な統計調査を積極的に実施するとともに、

実施に当たっては、県民の理解と協力が得られるよう、普及・啓発活動等に引き続き取り組んでいただ

くよう要望いたします。

次に、移住促進についてであります。

このことについて委員より、「少子高齢化や若者の流出により、2030年には宮崎県の人口が100万人
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を切るといわれている状況を踏まえ、市町村や地域住民とさらなる連携を図り、受け入れ支援体制の整

備促進や情報発信など積極的な移住促進に今後とも努めてほしい」との要望がありました。

次に、交通安全対策の推進についてであります。

当局におかれては、本県における後部座席シートベルトの着用率が全国で下位レベル、特にチャイル

ドシートの着用率は全国ワースト３位である実情を踏まえ、警察本部及び関係団体等と連携を密にし

て、着用率を上げる啓発活動に積極的に取り組み、交通事故死傷者数のさらなる抑止を図っていただく

よう要望いたします。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で、当分科会の報告を終わります。

その２ 厚生分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成25年度宮崎県歳入歳出決算並びに宮崎県立病院事業会計決算につきましては、慎

重に審査をいたしました結果、いずれも全会一致により、これを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点につきまして申し上げます。

まず、自殺対策についてであります。

このことについて委員より、かかりつけ医による精神科医紹介システムの成果について質疑があり、

当局より、「自殺要因の一つである鬱病を早期に発見し、適切な治療に結びつけるためのモデル的な取

り組みとして、西諸地域においてかかりつけ医と精神科医との連携体制の強化を支援した。紹介実績も

伸びており、自殺対策として実効性があるので、他の地域での実施についても支援していきたい」との

答弁がありました。

また、関連して別の委員より、「多様である自殺の原因や、自殺願望のある方が踏みとどまった経緯

などについても調査・分析を行うなど、これまでと角度を変えた対策が必要ではないか」との質疑があ

り、当局より、「自殺の現状や課題について、知事を本部長とする宮崎県自殺対策推進本部において、

関係部局とも情報を共有しながら、きめ細かな対策を検討し、施策に反映させていきたい」との答弁が

ありました。

自殺者数については減少傾向にあるものの、平成25年における自殺死亡率は、全国で９位であり、依

然として高い水準にあることから、当局におかれては、これまでの対策に加え、新たな角度からの対策

についても検討し、「自殺ゼロ」に向けた取り組みをさらに推進するよう要望いたします。

次に、医師確保対策についてであります。

医師不足に対応するため、県では医師修学資金の貸与を初めとするさまざまな取り組みを実施してい

るところでありますが、依然として医師不足は深刻であり、その効果的な対策が課題となっています。

このことについて委員より、「待遇面や住環境、あるいは先進医療が学べる研究環境など、確保が進

まない原因はさまざまと思うが、例えば、年度ごとに確保する目標人数を具体的に設定し、人的ネット
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ワークも活用するなど、ターゲットを絞り込んだ、より実効性の高い対策に重点的に取り組む必要があ

るのではないか」との質疑があり、当局より、「医師会や大学等と問題意識を共有し、県外からの医師

の招聘や女性医師等の離職防止や復職支援等について、機会あるごとに意見交換を行っており、今後と

も効果的な対策について模索していきたい」との答弁がありました。

県内の医療機能の充実は、県民医療の確保はもとより、県外からの移住促進にも期待できることか

ら、当局におかれては、これまでの取り組みを着実に実施することに加え、医師不足や医師の地域偏在

の解消に向け、新たな確保策についても検討するよう要望いたします。

次に、宮崎県立病院事業会計の決算の概要についてであります。

平成25年度の収支状況は、事業収益が277億2,844万7,000円、事業費用が276億444万3,000円で、当年

度純損益は１億2,400万4,000円となっており、前年度と比較すると、純損益は２億2,165万6,000円改善

しております。

これは、平成18年度に地方公営企業法の規定を全部適用するとともに、８年間にわたる中期経営計画

に基づいたさまざまな経営改善の取り組み等によるものであり、平成６年度以来19年ぶりに純利益を計

上したものであります。

病院事業全体で黒字化を達成したことは評価するところでありますが、県立日南病院のさらなる収支

改善や県立延岡病院等の休診科の解消、また県立宮崎病院の再整備など、さまざまな課題も残されてい

ることから、当局におかれては、引き続き経営改善に努め、本県の医療を担う中核病院として、安定的

な病院運営に向けたより一層の取り組みを進めるよう要望いたします。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で、当分科会の報告を終わります。

その３ 商工建設分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成25年度宮崎県歳入歳出決算の認定につきましては、慎重に審査をいたしました結

果、全会一致でこれを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、工業の振興についてであります。

このうち、「売れる商品をつくる！食品産業試作品ブラッシュアップ事業」について、委員より、「宮

崎空港ビルにチャレンジショップを設置し、試作品の試食や展示販売を行ったとのことだが、その成果

はどうだったか」との質疑があり、当局より、「調査員の配置や約3,300枚のアンケートによって消費

者ニーズを収集・把握し、企業にフィードバックした結果、実際に商品パッケージを改善したことが売

り上げ増につながるなど、具体的な成果が出ている」との答弁がありました。

これに対して委員より、「県内企業が競い合って商品力を高め、人目を引く新しい商品が生まれるよ

う、今後とも積極的に取り組んでいただきたい」との要望がありました。
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次に、県境を越えた観光交流・連携についてであります。

このことについて委員より、「近い将来、大分―宮崎が高速道路でつながり、人の流れが大きく変わ

ると予想されるが、それに向けて大分県等との連携をどう図っていくのか」との質疑があり、当局よ

り、「平成25年度に大分県との間で東九州広域観光推進協議会を設立し、平成26年度は、西日本高速道

路株式会社と連携した高速道路の割引キャンペーンなどに取り組んでいる。東九州自動車道の整備に伴

い、交流に広がりが出てくることから、今後とも関係機関と連携し、さまざまな誘客活動を行っていき

たい」との答弁がありました。

これに対して委員より、「誘客促進に向けて、九州各県や関係団体等とより一層の連携を図り、広域

的、戦略的に取り組んでいただきたい」との要望がありました。

次に、沿道修景美化推進対策についてであります。

このことについて委員より、「道路沿線樹木の高木化・老木化などにより、管理費の増大が課題と

なっているとのことだが、沿道修景の予算はどう推移しているのか」との質疑があり、当局より、「財

政状況が厳しく、予算の増額等はしていないが、管理方法の見直しや植栽の多年草への移行によるコス

ト縮減などに工夫して取り組んでいる」との答弁がありました。

これに対して委員より、「限られた予算の中ではあるが、観光振興のためにも、良好な道路環境とな

るよう、最大限努力していただきたい」との要望がありました。

最後に、通学路の安全確保についてであります。

このことについて委員より、「通学路については、平成24年度に実施された緊急合同点検を踏まえて

整備を進めているとのことだが、今後はどう取り組んでいくのか」との質疑があり、当局より、「現

在、市町村が、通学路交通安全プログラムを策定中である。このプログラムは、警察・学校関係者・Ｐ

ＴＡ・道路管理者などが、通学路の合同点検を行い、その結果を踏まえて、白線表示や歩道整備などの

ハード対策や、立ち当番等のソフト対策を取りまとめるものである。今後は、このプログラムに基づい

た対策を実施し、一層の通学路の安全確保に取り組んでいきたい」との答弁がありました。

これに対して委員より、「よりよいプログラムとなるよう、県も積極的に策定に協力するとともに、

児童生徒が安全に通学するために欠かすことのできない通学路の整備に、今後とも取り組んでいただき

たい」との要望がありました。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で、当分科会の報告を終わります。

その４ 環境農林水産分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成25年度宮崎県歳入歳出決算の認定につきましては、慎重に審査をいたしました結

果、賛成多数でこれを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、労働災害防止対策についてであります。
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このことについて委員より、林業従事者の事故の状況について質疑があり、当局より、「平成25年は

６件の死亡事故があった。今年も現時点で４件の死亡事故が発生していることから、講習会の開催や現

場の巡回指導を徹底しているところである」との答弁がありました。

当局におかれては、農林業作業のさらなる安全確保を目指すためにも、現状を詳細に分析し、講習会

や指導のあり方について研究していただくよう要望いたします。

次に、再生可能エネルギー等導入推進についてであります。

このことについて委員より、「住宅用太陽光発電は環境負荷が小さく、災害時の電力確保にも大いに

役立つことから、今後とも、世帯普及率日本一を目指して、さらなる導入促進に努めていただきたい」

との要望がありました。

次に、鳥獣被害対策についてであります。

このことについて委員より、「野生鳥獣による農作物等の被害により、中山間地域では生活そのもの

が脅かされている。生息頭数の分析をしっかり行い、市町村とも十分に連携を図りながら、引き続き全

庁を挙げて鳥獣被害対策に取り組んでいただきたい」との要望がありました。

次に、木質バイオマスの流通効率化についてであります。

このことについて委員より、「木質バイオマスの利活用を推進するためには、林地残材の効率的な収

集・運搬方法を確立することが非常に重要であるため、事業効果の分析を行いながら、引き続き取り組

みを推進していただきたい」との要望がありました。

次に、災害に強い森林づくりについてであります。

本年８月に広島市で発生した大規模な土砂災害により、多くの人命が奪われました。

このことについて委員より、「災害に強い森林づくりは土砂災害の未然防止につながることから、市

町村等関係機関との共通認識のもと、連携を図りながら施策を講じていただきたい」との要望がありま

した。

次に、事業効果の検証についてであります。

このことについて委員より、「輸送農業地域である本県にとって、流通コストの削減は大きな課題で

あるため、農産物流通コスト削減総合支援事業の効果について早急に検証を行い、関係団体に周知して

いただきたい」との要望があり、当局より、「具体的な事業効果の検証については、今後速やかに行っ

ていきたい」との答弁がありました。

次に、儲かる農水産業についてであります。

このことについて委員より、「売れる商品をつくるためには、より詳細なマーケティング分析を行う

ことが重要であるため、商品開発の研究を担う人材の育成及び確保を図っていただきたい」との要望が

ありました。

最後に、今後の農政についてであります。

このことについて委員より、「今後の農政推進に果たす市町村の役割は大きく、その主体性を高め、

地域の実情に合った施策を実施することが大変重要であることから、市町村を初めとする関係団体と議

論を深めていただきたい」との要望がありました。また、委員より、「施策を進めていく上で、より具

体的な数値目標を示していただきたい」との要望がありました。
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また、別の委員より、「現在、農業生産法人や営農集落組織など、さまざまな農業形態があるが、個

々の農家が自立して経営が成り立つことが理想だと考える。小規模の農家でも営農が継続できるよう、

しっかり支えていく施策を講じていただきたい」との要望がありました。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で、当分科会の報告を終わります。

その５ 文教警察企業分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成25年度宮崎県歳入歳出決算、宮崎県電気事業会計並びに宮崎県工業用水道事業会

計の利益及び資本剰余金の処分並びに決算、並びに宮崎県地域振興事業会計の利益の処分及び決算につ

きましては、慎重に審査いたしました結果、いずれも全会一致で、これを認定または可決及び認定すべ

きものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、高齢者の安全・安心対策についてであります。

このことについて委員より、「高齢者の安全と安心を確保するためには交通事故対策、特殊詐欺対策

など、さまざまな対策が必要である。個別訪問指導や交通安全教室等の取り組みは非常に効果的だと考

えられるため、今後も必要な予算を確保するとともに、関係機関との連携を図り、効率的な取り組みを

推進していただきたい」との要望がありました。

次に、警察職員宿舎の整備についてであります。

このことについて委員より、「転勤の多い警察職員において、宿舎の老朽化など、住居に関する不安

の解消は重要であることから、職員が安心して職務に専念できるよう、職員宿舎の計画的な維持補修等

に努めていただきたい」との要望がありました。

次に、宮崎県電気事業会計決算の概要についてであります。

平成25年度の純利益は６億2,591万4,000円となっており、その全額を減債積立金、地方振興積立金、

建設改良積立金及び緑のダム造成事業積立金に積み立てるものであります。なお、供給電力量の目標達

成率は、年度前半の渇水の影響により86.2％となっております。

次に、宮崎県工業用水道事業会計決算の概要についてであります。

平成25年度の純利益は１億2,024万8,000円となっており、その全額を減債積立金及び借入金償還積立

金に積み立てるものであります。なお、給水量の目標達成率は、一部ユーザーの使用水量が計画を上

回ったこと等により、110.0％となっております。

次に、宮崎県地域振興事業会計決算の概要についてであります。

平成25年度の純利益は891万円となっており、その全額を借入金償還積立金に積み立てるものであり

ます。なお、施設利用者数は前年度を上回ったものの、目標達成率は87.2％となっております。

次に、育英資金貸付金の収入未済額についてであります。

育英資金においては、返還時の口座振替制度の開始や滞納者への法的措置の実施などの徴収努力が認
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められるところではありますが、収入未済額は前年度に比べて大幅に増加しており、複数の委員から、

「育英資金が返還されないことは、財源確保や負担の公平性の観点から大きな問題である。徴収率

が64.1％で九州最低となっていることから、今後も強い意識を持って取り組みを行うべきである」との

意見がありました。

当局におかれては、滞納未然防止策として、貸付者本人及び保護者等に対して、育英資金の趣旨や返

還の重要性を訴え、モラルの醸成を図るとともに、他県の取り組み事例等を研究し、引き続き、強い意

識を持って、収入未済額の圧縮に向けた取り組みを強化していただくよう要望します。

最後に、県立高校の６次産業化人材育成事業についてであります。

このことについて委員より、「約3,000億円の農業産出額を有する本県において、フードビジネスの

成長産業化は最重要施策の一つであることから、いま一度、現場の先生方ともその認識を共有していた

だくとともに、今後も関係部局、関連企業との連携を密にし、６次産業化・農商工連携を担う人材の育

成を進めていただきたい」との要望がありました。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で、当分科会の報告を終わります。



議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成26年度宮崎県一般会計補正予算（第２号） ９月26日・ 可 決

〃 第２号 平成26年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正予 〃

算（第１号）

〃 第３号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第４号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第５号 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための 〃

次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

〃 第６号 宮崎県子ども・子育て支援会議条例の一部を改正す 〃

る条例

〃 第７号 宮崎県幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基 〃

準に関する条例

〃 第８号 宮崎県薬事審議会条例及び宮崎県における青少年の 〃

健全な育成に関する条例の一部を改正する条例

〃 第９号 うなぎ稚魚の取扱いに関する条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第10号 宮崎県病院局の専用水道の水道技術管理者の資格を 〃

定める条例

〃 第11号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第12号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第13号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第14号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第15号 財産の取得について 〃

〃 第16号 財産の取得について 〃

〃 第17号 人事委員会委員の選任の同意について ９月17日・ 同 意

〃 第18号 平成25年度宮崎県歳入歳出決算の認定について 10月10日・ 認 定

〃 第19号 平成25年度宮崎県電気事業会計利益及び資本剰余金 10月10日・ 可決及び

の処分並びに決算の認定について 認定

〃 第20号 平成25年度宮崎県工業用水道事業会計利益及び資本 〃

剰余金の処分並びに決算の認定について
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第21号 平成25年度宮崎県地域振興事業会計利益の処分及び 10月10日・ 可決及び

決算の認定について 認定

〃 第22号 平成25年度宮崎県立病院事業会計決算の認定につい 10月10日・ 認 定

て

議員発議案 第１号 慎重な参議院選挙制度改革を求める意見書 ９月26日・ 可 決

〃 第２号 国会における憲法改正議論の推進を求める意見書 〃

〃 第３号 労働者保護制度の見直しに関する意見書 〃

〃 第４号 軽度外傷性脳損傷に係る周知及び適切な労災認定に 〃

向けた取組の推進を求める意見書

〃 第５号 産後ケア体制の支援強化を求める意見書 〃

〃 第６号 「危険ドラッグ」の根絶に向けた総合的な対策の強 〃

化を求める意見書

〃 第７号 燃料価格高騰に伴う運送事業者への対策強化を求め 〃

る意見書

〃 第８号 適正な法曹人口のための法曹養成制度の抜本的見直 〃

しを求める意見書

〃 第９号 決算特別委員会の設置について 10月１日・ 可 決



意見書、その他



- 401 -

慎重な参議院選挙制度改革を求める意見書

平成２２年７月１１日に行われた参議院選挙区選挙に係る一票の格差に対して、

最高裁判所は違憲状態、各地の高等裁判所は違憲又は違憲状態との判決を下した。

国会に設置された選挙制度協議会では、人口の少ない選挙区を隣接する都府県と

合区させることによって削減された議席を東京などの人口の多い選挙区に新たに加

配するという座長案が示されたものの、意見集約が難航し、現在も議論が続いてい

る。

我々は、参議院選挙区の見直しを検討するに当たっては、やはり、地方の声を国

政に反映させる観点から、安易な合区などにより解決することなく、地方自治体の

実情や歴史的・文化的・地理的条件を考慮すべきであると考える。

よって、国におかれては、参議院選挙制度改革については、選挙区の見直しによ

る数字合わせに終始するのではなく、人口減少社会への対応が求められる中、地方

の声を遠ざけるような改革となることのないよう、参議院の担うべき役割や選挙制

度のあり方について検討した上で、必要に応じて制度改正を行うなど、慎重に議論

を進めるよう強く要請する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年９月２６日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 伊 吹 文 明 殿

参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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国会における憲法改正議論の推進を求める意見書

日本国憲法は、昭和２２年５月３日に施行され、国民主権、平和主義、基本的人

権の尊重の三原則のもと、我が国の発展に重要な役割を果たしてきた。しかしなが

ら、我が国を巡る内外の情勢は大きく変化してきた。

とりわけ、大規模災害への対応をはじめ、家族、個人、環境等の諸問題など、憲

法制定当時には想定もできなかった事態への対応が求められている。さらに外交・

国際紛争などの問題も頻発しており、国の危機管理にすら明確な根拠がない。

このような情勢の変化に対応して、国会においては、平成１９年に国民投票法が

成立し、憲法審査会が設置されるとともに、先般、改正国民投票法が成立するなど、

憲法改正に向けた環境がようやく整ったところである。

よって、国におかれては、憲法改正について広く国民の理解を得るべく機運の醸

成を図るとともに、国会の場における幅広い議論を尽くし、国民がみずから判断す

る国民投票を実現するよう強く求める。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年９月２６日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 伊 吹 文 明 殿

参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿

法 務 大 臣 松 島 みどり 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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労働者保護制度の見直しに関する意見書

、 、 、「 」現在 国においては 成長戦略の中で 予見可能性の高い労働紛争解決システム
の構築や 多様な正社員 の普及・拡大 労働者派遣制度 の見直しなどといった「 」 、「 」
労働者を保護する制度の見直しなどの議論がされているが、労働者の地位の保全と
生活環境の保護にも十分留意する制度となることが求められる。
よって、国においては、下記の事項について特段の措置を講じるよう強く要望す

る。

記

１ 労働法制の改革にあたっては、働く人の立場に立った本来の労働者保護の法制
度と理念を維持すること。

、 （ ） 、２ 労働者保護に関する議論は 国際労働機関 ＩＬＯ の三者構成原則に基づく
労働者代表委員、使用者代表委員、公益委員で構成される労働政策審議会におい
て行うこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年９月２６日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 伊 吹 文 明 殿
参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
厚 生 労 働 大 臣 塩 崎 恭 久 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
経済再 生担当大臣 甘 利 明 殿
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軽度外傷性脳損傷に係る周知及び適切な労災認定に向けた取組の
推進を求める意見書

軽度外傷性脳損傷は、転倒や転落、交通事故、スポーツ外傷などにより、頭部に
衝撃を受けた際に脳が損傷し、脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経線維
が断裂するなどして発症する病気であり、その主な症状は、高次脳機能障害による
記憶力・理解力・注意力の低下をはじめ、てんかんなどの意識障害、半身まひ、視
野が狭くなる、匂いや味が分からなくなるなどの多発性脳神経まひ、尿失禁など、
複雑かつ多様である。
しかしながら、軽度外傷性脳損傷は、受傷者本人から様々な自覚症状が示されて

いるにもかかわらず、ＭＲＩなどの画像検査では異常が見つかりにくいため、労働
者災害補償保険（労災）や自動車損害賠償責任保険の補償対象にならないケースが
多く、働くことができない場合には、経済的に追い込まれ、生活に窮することもあ
るのが現状である。更に、本人や家族、周囲の人達も、この疾病を知らないために

、 、 、 。誤解が生じ 職場や学校において理解されずに 悩み 苦しむ状況も見受けられる
平成１９年の世界保健機関（ＷＨＯ）報告から推測すると、患者の発生は、年間

９００万人以上に上るとされ、我が国においてもその対策が求められているところ
である。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の事項について適切な措置

を講じるよう強く要望する。

記

１ 画像所見が認められない高次脳機能障害の労災認定に当たっては、厚生労働省
、 、 、に報告することとされているが 事例の集中的検討を進め 医学的知見に基づき

適切に認定が行われるよう、取組を進めること。

２ 軽度外傷性脳損傷について、国民をはじめ、医療機関、教育機関等に対し、深
く理解が進むよう、広く周知を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年９月２６日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 伊 吹 文 明 殿
参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
文 部 科 学 大 臣 下 村 博 文 殿
厚 生 労 働 大 臣 塩 崎 恭 久 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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産後ケア体制の支援強化を求める意見書

子育て支援は、国や各自治体の取組により、妊娠・出産・育児と切れ目のない支
援策が講じられてきたが、現在、大きな議題となっているのが出産前と直後の対応
であり、特に、妊娠中からの切れ目のない継続的な支援が必要である。
出産により女性の心身には大きな負担が生じる。特に出産直後から１か月間は、

身体的な負荷に加えて、急激なホルモンバランスの変化で、精神的に不安定になる
傾向が強く、十分な休養とサポートが必要である。
近年、晩婚・晩産により女性の出産年齢が年々高くなり、出産する女性の親の年

齢も高齢化しており、十分な手助けを受けられない状況がある。また、核家族化が
進み、地域との交流も希薄化している中で、不安を抱えたまま母親としての育児が
スタートするケースが多くなっている。
良好な母子の愛着形成を促進するうえで、出産直後の１か月間が最も大事な時期

であり、更には、産後早期の親子関係が虐待や育児放棄の予防・早期発見などの役
割も果たすと言われている。従って、出産直後の母親への精神的・身体的サポート
は欠かせないものとなってきている。
国は、平成２６年度の予算に、これまで支援が届かなかった出産後の女性の心身

をサポートする「妊娠・出産包括支援モデル事業」を計上した。少子化対策を進め
るにあたって「産後ケア対策」が喫緊の課題であり、早急に確立する必要がある。
よって、国に対し、下記のとおり要望する。

記

１ 「妊娠・出産包括支援モデル事業」を着実に実施すること。特に、既存の支援
に欠けている産後ケア事業が、全国の自治体で円滑に実施できる体制を構築する
こと。

２ 単なる家事支援ではなく、出産後の母子のこころとからだの適切なケアが提供
できるよう、産後ケアを担う人材育成を行うこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年９月２６日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 伊 吹 文 明 殿
参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
厚 生 労 働 大 臣 塩 崎 恭 久 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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「危険ドラッグ」の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書

昨今、いわゆる「危険ドラッグ」を吸引し、呼吸困難を起こしたり、死亡したり
する事件が全国で相次いで発生している。特に、その使用によって幻覚や興奮作用
を引き起こしたことが原因とみられる重大な交通事故の事案が度々報道されるな
ど、深刻な社会問題となっている。
危険ドラッグは、規制薬物と似た成分が含まれているなど、大麻や覚醒剤と同様

に、人体への使用により危険が発生するおそれがあり、好奇心などから安易に購入
したり、使用したりすることへの危険性が強く指摘されている。

、 「 」 、厚生労働省は 省令を改正し昨年３月から 包括指定 と呼ばれる方法を導入し
成分構造が似た物質を一括で指定薬物として規制した。また、本年４月には改正薬

、 、 。事法が施行され 指定薬物については覚醒剤や大麻と同様 単純所持が禁止された
しかし、指定薬物の認定には数か月を要し、その間に規制を逃れるために化学構

造の一部を変えた新種の薬物が出回ることにより、取り締まる側と製造・販売する
側で「いたちごっこ」となっている。
また、危険ドラッグの鑑定には簡易検査方法がないため捜査に時間がかかること

も課題とされている。
よって、国においては、危険ドラッグの根絶に向けた総合的な対策を強化するよ

う、下記のとおり要望する。

記

１ インターネットを含む国内外の販売・流通等に関する実態調査及び健康被害と
の因果関係に関する調査研究の推進、人員確保を含めた取締態勢の充実を図るこ
と。

２ 簡易鑑定ができる技術の開発をはじめ鑑定時間の短縮に向けた研究の推進、指
定薬物の認定手続の簡素化を図ること。

３ 薬物乱用や再使用防止のために 「危険ドラッグ」の危険性の周知及び学校等、
での薬物教育の強化、相談体制・治療体制の整備を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年９月２６日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 伊 吹 文 明 殿
参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿
文 部 科 学 大 臣 下 村 博 文 殿
厚 生 労 働 大 臣 塩 崎 恭 久 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
国家公安委員会委員長 山 谷 えり子 殿
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燃料価格高騰に伴う運送事業者への対策強化を求める意見書

トラック運送事業者は、我が国の国民生活、産業活動を支えるライフラインと
して、その重要な使命を果たすべく日夜懸命に努力している。
しかしながら、原油価格の高騰や円安の影響等により、軽油価格が急騰してお

り、陸運業界全体で負担増を強いられている。特に長距離輸送を行っているトラ
ック運送事業者においては、燃料コストは、運送経費の実に４割を占めており、
影響はより甚大である。
軽油価格の異常な高騰は、経常収支や労働条件の一層の悪化を招き、コスト上

昇を価格に転嫁することの困難な多くの事業者がまさに企業存続の危機に直面
し、悲痛な声を上げている。
こうした状況を踏まえ、国においては、燃料価格高騰により深刻な影響を受け

ているトラック運送業の現状に配慮し、関係省庁間連携により、実現可能なあら
ゆる対策を早急に講じるよう、下記の事項について強く要望する。

記

１ 厳しい経営状況に配慮し、トラック運送事業者が利用しやすい燃料価格高騰
に対する補助制度の創設を行うこと。

２ 一般財源化され、根拠の無くなった軽油引取税について旧暫定税率の廃止、
少なくとも燃料価格急騰時における旧暫定税率の課税停止措置の発動を行うこ
と。

３ トラック運送事業は他産業に比べて経費に占める燃料費の割合が高いことか
ら、軽油価格の低減化を図る措置を講じるとともに、経営を安定化させる措置
（漁業同様、経営セーフティネット構築事業の創設）を広く運送事業者に対し
講じること。

４ 燃料サーチャージ制の導入に法的拘束力を持たせる等の支援策を講じること。
５ 国は税率引下げにより地方が失う財源に代替えする財源を確保すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年９月２６日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 伊 吹 文 明 殿
参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿
法 務 大 臣 松 島 みどり 殿
経 済 産 業 大 臣 小 渕 優 子 殿
国 土 交 通 大 臣 太 田 昭 宏 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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適正な法曹人口のための法曹養成制度の抜本的見直しを求める意見書

政府は、平成１４年３月、今後、法曹需要が増加し続けるものと想定し、司法
試験の合格者数を年間３，０００人程度にすること、法科大学院制度を新設し、
原則として法科大学院修了を司法試験の受験資格とすること等を内容とする「司
法制度改革推進計画」を閣議決定した。
その後、司法試験合格者数は平成１９年から平成２５年まで２，０００人超で

推移してきたが、法的需要は想定されたほど増加しなかった。
、 、 、 。この間 裁判官 検察官は殆ど増員されず 弁護士のみが急激に増加してきた

その結果、需要バランスが大きく崩れ、司法修習生の就職難の深刻化、ＯＪＴの
不足による法的サービスの質の低下の懸念が生じることとなった。他方、既存の
弁護士においても採算を考慮せず公益的活動を行うことが困難になる等、国民に
対する法的サービスの質にかかわる重要な問題も生じている。さらに、本県をは
じめ司法過疎地を含む地方においては、裁判官、検察官が増員されず司法基盤が
整わない状況が続いており、もはや弁護士のみの増員では国民に対する法的サー
ビスの質の向上を図ることが困難となっている。
また、国民に対する法的サービスの担い手となる法曹においても、法科大学院

を経て司法試験に合格するまでの学費、生活費の負担に加え、司法修習生に対す
る給費制の廃止及び「貸与制」の導入により、多額の負債を抱える者が多数とな
っている。
これら諸事情により有為な人材が法曹への道を断念せざるを得ない状況が生じ

ており、法曹志願者の激減、さらには、大学の法学部志願者の減少という事態も
生じている。
このような傾向が続けば、司法の担い手である法曹の質の低下、ひいては国民

に対する法的サービスの質の低下をもたらし、日本の司法制度そのものの危機が
憂慮されることとなる。
司法制度は、国民の基本的人権を守り、社会に法の支配を行き渡らせるために

極めて重要かつ不可欠な制度であるところ、その危機は、すなわち国民及び国家
にとっての危機にほかならない。この危機に対処することは我が国にとって喫緊
の課題である。
よって、国会及び政府においては、法曹の質の維持・確保を図り、国民の利益

を守るという観点から、国民の需要に見合った適正な法曹人口となるよう、法曹
養成制度の抜本的見直しを行うことを強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年９月２６日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 伊 吹 文 明 殿
参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿
法 務 大 臣 松 島 みどり 殿
文 部 科 学 大 臣 下 村 博 文 殿
経 済 産 業 大 臣 小 渕 優 子 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿



決算特別委員会の設置について

１ 名 称 決算特別委員会

２ 目 的 次の各号議案の審査

・議案第１８号「平成２５年度宮崎県歳入歳出決算の認定

について」

・議案第１９号「平成２５年度宮崎県電気事業会計利益及

び資本剰余金の処分並びに決算の認定について」

・議案第２０号「平成２５年度宮崎県工業用水道事業会計

利益及び資本剰余金の処分並びに決算の認定について」

・議案第２１号「平成２５年度宮崎県地域振興事業会計利

益の処分及び決算の認定について」

・議案第２２号「平成２５年度宮崎県立病院事業会計決算

の認定について」

３ 権 限 地方自治法第９８条の議会の権限を委任する。

４ 定 数 議長及び監査委員の任にある３名を除く議員全員
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請 願 一 覧 表



総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 ６ １ ７

厚 生 １ １ ２

商 工 建 設 － － －

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 －

計 ７ ２ ９
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 50 号 受理年月日 平成 2 6 年９月９日

請 願 者 宮崎市佐土原町下田島987 青木 幸雄（請願者代表）

住所・氏名 宮崎市郡司分甲5227-34 藤原 宏志

宮崎市大坪東２丁目13番18号 鶴内 敏之

宮崎市大塚町倉の下293-2 川辺 薫

宮崎県東諸県郡綾町入野484-17 小川 渉

川内原発再稼働に反対表明を求める請願

【要旨】

宮崎県民の生命を守る避難計画すら作れない川内原発再稼働に

は、宮崎県議会として反対を表明してください。

【理由】

2011年３月11日の東北地方太平洋沖地震・津波によって引き起

こされた福島第一原発事故。約３年半たつのに今もなお、事故現

請願の件名 場では被曝を重ねながらの収束作業。それでも汚染水は増え続け、

溶け落ちた核燃料がどこにあるかも分かっていません。そして約

14万人もの人々が、ふる里を追われた避難生活を余儀なくされ、

心配されていた甲状腺ガンは公表されるたびに増え続けていま

す。

それにもかかわらず、規制基準審査に適合として、川内原発が

いま全国トップをきって再稼働されようとしています。指摘され

続けてきた甑海峡から原発方向へ延びる活断層評価問題、甘い評

価の地震動、予知出来ない巨大カルデラ噴火、核燃料が溶け落ち

る時の水素爆発や水蒸気爆発の危険性、避けられない被ばく労働

など大問題を切り捨てての適合です。本来なら規制基準と避難計

画は車の両輪のはずですが、避難計画は審査の対象外です。

はっきりしているのは、適合と言っても、田中原子力規制委員

会委員長自ら「安全とは私は申し上げられない」が実態であり、

安全性は担保されていません。川内原発で重大事故が起これば、

風下になりやすい宮崎県は壊滅的被害を受けます。まさに「被害
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地元」です。今まで、川内原発そばから、放射能に見立てた風船

が何度も放流されてきました。そのたびに数時間で風船は宮崎県

に落下し、３時間後には高原町、３時間半後には都城市で拾われ

たこともあります。また、原発避難を考える緊急署名の会では、

宮崎県知事・県議会議長宛の署名（33,138筆）にあわせて、川内

原発からの放射性物質拡散試算図（環境総合研究所／チラシ添付）

を発表してきました。それによれば、西寄りの風の時には、宮崎

県は全く放射能の中です。川内原発は、宮崎県境まで最短54ｋｍ、

宮崎市中心部へは約120ｋｍです。大飯原発運転差止め判決では、

「原発から250ｋｍ圏内の住民に具体的な危険があり人格権が侵

害される」としました。

実際に事故が起これば、県民はどこに逃げ、どのように生活し

ていけばいいのでしょうか。子どもや妊産婦、入院患者や施設の

お年寄り、保育園や幼稚園、小中学校や他の学校等どのようにす

ればいいのでしょうか。福島県大熊町双葉病院では、避難中や避

難後に50人もの人が亡くなりました。牛や豚や鶏はどうするので

しょうか。田んぼや畑、会社を連れて行くわけにはいきません。

市役所も各支所も移さなくてはならなくなります。県庁さえ移さ

なくてはならないかもしれません。原発事故では、被ばくのリス

クにさらされながら、生きていくための必要な生活基盤を失い、

最悪、ふる里に帰れない一方通行の避難となります。また、仮に

原発から50ｋｍ付近までしか汚染されなかった場合でも、避難者

受け入れの問題が生じます。１日、２日ならともかく、数週間、

数年ともなれば、避難場所や財政負担など深刻な問題が生じます。

「年内再稼働か」と言われる今でも、宮崎県民の生命を守る避

難計画も他所からの避難者の受け入れ体制も具体化されていませ

ん。仮に避難計画等を作ってみたとしても、実効性があるとは思

えず、県民に莫大な負担がのしかかるばかりです。よって、宮崎

県議会として川内原発の再稼働に反対の表明をされるように強く

求めます。

紹 介 議 員 前屋敷恵美 鳥飼 謙二 図師 博規

摘 要
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 51 号 受理年月日 平成2 6年９月 1 0日

請 願 者 秘密保護法を考える市民の会 共同代表

住所・氏名 代表 藤原宏志（元宮崎大学長）宮崎市郡司分5227-34

後藤好成（元宮崎県弁護士会長）宮崎市旭2-4-14

南 邦和（詩人）宮崎市下北方町牟夕田1159-2

橘 智子（僧侶）宮崎市高千穂通1-8-3

徳渕敬尚（牧師）西都市南方2676-6

杉谷昭人（詩人）宮崎市花ヶ島町三反田699-4

集団的自衛権行使を容認した「閣議決定」の撤回を求める意見書

の提出を求める請願

【請願の趣旨】

安倍晋三内閣は2014年７月１日、多くの人々の反対の声を押し

切って、集団的自衛権の行使を容認する新たな憲法解釈を強行す

る「閣議決定」を行いました。これは立憲主義に反して憲法第９

条を破壊し、日本を「戦争する国」に変える暴挙です。多くの世

論調査が示すように「解釈改憲反対」「集団的自衛権行使反対」「９

請願の件名 条改憲反対」は社会の大多数を占めています。このたびの「閣議

決定」はこの大多数の声を踏みにじったものです。

日本国憲法は過去の悲惨な侵略戦争と軍国主義の政治を反省

し、平和と民主主義を願う人びとの切実な声を基礎にして生まれ

ました。特に憲法第９条は「武力による威嚇又は武力の行使の放

棄」「戦力不保持」「交戦権否認」を定め、国内でも世界でも多く

の人びとの支持を集めています。

このように、その先進性が改めて国際的に評価されつつある現

憲法の下で、外交努力により、戦争のない平和なアジアと世界を

目指す立場から、また民主主義と国民主権を揺るぎなく擁護する

立場からは、集団的自衛権の行使を容認し、憲法９条を始めとす

る現憲法の理念全体を破壊する解釈改憲を絶対に認めることはで

きません。

安倍内閣が進める解釈改憲は自民党政府の長年の見解さえも捨
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て去り、憲法に基づく政治という近代国家の立憲主義を否定し、

国のあり方を「法の支配」から「人の支配」へ逆戻りさせる愚か

で危険な選択です。

つきましては国会及び政府に対し、集団的自衛権行使を容認し

た７月１日の「閣議決定」の撤回を求める意見書を、貴議会にお

いて提出されるよう請願します。

紹 介 議 員 鳥飼 謙二 前屋敷恵美

摘 要

－417－



新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 52 号 受理年月日 平成2 6年９月 1 0日

請 願 者 宮崎市大字小松936-3（宮商連内）

住所・氏名 消費税廃止宮崎県各界連絡会
代表 永峰 美吉
（団体署名53筆、個人署名2,601筆）

「消費税の増税を撤回し、10％への引き上げはやめること」の意
見書を国に提出することを求める請願

【請願趣旨】
安倍自公政権は、多くの国民の不安や反対世論を押し切り、今

年４月１日より消費税率８％への引き上げを強行しました。労働
者の賃金は減少し続け、アベノミクスによる原材料や資材の高騰
で経営を圧迫される中小業者の多くが景気回復を実感できない
中、８兆円もの消費税負担を押し付ける暴挙は許せません。
経済情勢は悪化しており、内閣府の統計（今年３月発表、昨年

10～12月期）でも国内総生産（ＧＤＰ）の改定値は年率換算で0.
7％の伸びに留まり、安倍首相が増税実施を決断した４～６月期
の4.1％と比べても大きく落ち込んでいます。
景気回復のカギを握る設備投資と個人消費が低迷している下

で、消費税増税が日本経済に大打撃を与えるのは必至です。また、
請願の件名 増税後に宮崎県が行った影響調査では「企業の半数が売上減少」

という結果も出るなど、地域経済も深刻な状況です。このような
景気悪化の事実を踏まえ、政府は消費税の増税法附則第18条第３
項に基づき増税停止を速やかに決断すべきです。
「社会保障と税の一体改革」と称し、政府は「増税は社会保障

のため」と国民を欺いてきました。今回の増税分もアベノミクス
の「成長戦略」による大型公共事業に充てられる危険性は高く、
社会保障は充実どころか解体の一途を辿っています。また、復興
特別法人税の１年前倒し廃止に留まらず、新たに５兆円規模の法
人実効税率の引き下げや戦争する国づくりに向けた軍事費の増額
など、安倍政権の危険な本質が次々に明らかになっています。
増税直前の世論調査では、「消費税増税後の日本経済の先行き

に不安を感じている」との回答が「ある程度」を含め76.5％に上
り（共同通信）、来年10月の10％への引き上げに「反対」68％（読
売）など、国民の増税への不安と反対の思いはますます強くなる
ばかりです。
消費税は社会保障を最も必要としている人にとって、最も税負

担が重い税金であり、社会保障の財源には最も相応しくない税金
です。今こそ憲法の「生活費非課税」「応能負担の原則」に基づ
く税制の再構築こそが求められています。
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以上の趣旨にご理解を賜り、国に対し増税反対の意見書を提出
して下さい。

紹 介 議 員 前屋敷恵美

摘 要
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 53 号 受理年月日 平成2 6年９月 1 1日

請 願 者 宮崎市旭１丁目８番28号

住所・氏名 宮崎県弁護士会 会長 柏田 芳徳

「特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書」採択に関

する請願

【請願の理由】

2013年12月６日、第185回国会において、特定秘密の保護に関

する法律の採決が強行されました。

同法は国民の知る権利の観点から問題があり、廃止されるべき

だと考えます。

そこで、意見書を採択していただきたく請願をいたしました。

特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書（案）

2013年12月６日、第185回国会において、特定秘密の保護に関

する法律（以下、「秘密保護法」という）が制定された。

秘密保護法には、野党、マスコミ、弁護士会、労働組合、市民

請願の件名 団体から多くの懸念の声が出されてきた。しかし、政府は、十分

な国会審議を尽くさず、法案の採決を強行した。

秘密指定の是非をチェックする第三者機関が一応設けられるこ

とになったが、特定秘密の指定・解除等の監視をするための十分

な調査審議をするための機能が備わっていると言い難く、なお、

懸念は払拭できていない。

また、特定秘密として指定することができる最長期間が定めら

れていない。そのため、特定秘密が永遠に特定秘密のままとされ、

国民の目から隠され続け、特定秘密としての指定が適正だったか

どうか後世の国民による検証も困難となる可能性がある。

さらに、秘密保護法が施行されると、高い公益性を有する内部

告発等も処罰されることとなり、国民が政府についての有益な情

報を知る機会が損なわれ、国民の知る権利が侵害されるおそれが
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ある。

この点、アメリカ合衆国の制度等を参考にして作成された国際

的ガイドラインであるツワネ原則（「国家安全保障と情報への権

利に関する国際原則」）は、政府が秘密指定をすることができる

最長期間を法律で定めるべきであること、内部告発によりもたら

された公益が秘密保持による公益を上回る場合に内部告発者は報

復を受けるべきではないこと等を求めている。秘密保護法には、

ツワネ原則の求める国民の知る権利を保障するための規定を欠

き、このままでは到底受け入れることができない。

政府においては、知る権利を侵害する秘密保護法を廃止すべき

である。

紹 介 議 員 鳥飼 謙二 渡辺 創 前屋敷恵美

摘 要
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 54 号 受理年月日 平成2 6年９月 1 1日

請 願 者 宮崎市恒久１丁目７－21

住所・氏名 （一社）宮崎県トラック協会 会長 草水 正義

燃料価格高騰に伴う運送事業者への対策強化に関する意見書を国

に提出することを求める請願

１．件名

燃料価格高騰に伴う運送事業者への対策強化を求める請願

２．請願の趣旨・理由

トラック運送事業者は、我が国の国民生活、産業活動を支える

ライフラインとして、その重要な使命を果たすべく懸命に努力し

ている。

しかしながら、原油価格の高騰や円安の影響等により、軽油価

格が高騰し、平成21年３月１Ｌあたり78円から、平成26年７月に

は120円まで上昇し、１Ｌあたり48円の価格上昇となった。これ

を営業用トラックの年間燃料消費量165億Ｌに換算すると、約7,9

15億円のコスト増になり、宮崎県のトラック運送業界全体で約62

請願の件名 億円の負担増加を強いられている。

特に、長距離輸送を行っているトラック運送事業者は、燃料コ

ストは運送経費の実に４割を占めており、影響はより甚大である。

軽油価格の異常な高騰は、経常収支や労働条件の一層の悪化を招

き、コスト上昇を価格に転嫁することのできない多くの事業者が

まさに、企業存廃の危機に直面し、悲痛な声を上げている。

こうした状況を踏まえ、国におかれましては、燃料高騰により

深刻な影響を受けているトラック運送業界の現状に配慮し、実現

可能なあらゆる総合的対策を早急に講じられるよう下記事項につ

いて、政府に対し、強く要望されるよう請願いたします。

つきましては、別紙の意見書（案）についてご理解いただき、

宮崎県議会で意見書を採択していただきますようお願いいたしま

す。
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（１） トラック運送事業者が利用しやすい燃料価格高騰に対す

る補助制度の創設。

（２） 一般財源化され、根拠の無くなった軽油引取税の旧暫定

税率の廃止、少なくとも、燃料価格急騰時には課税停止措

置の発動。

（３） 経費に占める燃料費の割合が高いトラック運送事業に対

して、軽油価格低減化を図るとともに、経営を安定させる

措置（漁業同様経営セーフティ構築事業）を広く運送事業

に対し講じること。

（４） 燃料サーチャージ制度の法制化（届け出の義務化）を行

うこと。

紹 介 議 員 十屋 幸平 宮原 義久 重松幸次郎 西村 賢

鳥飼 謙二

摘 要
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 55 号 受理年月日 平成2 6年９月 1 1日

請 願 者 宮崎市旭１丁目８番28号

住所・氏名 宮崎県弁護士会 会長 柏田 芳徳

「適正な法曹人口のための法曹養成制度の抜本的見直しを求める

意見書」採択に関する請願

１ 請願の趣旨

「適正な法曹人口のための法曹養成制度の抜本的見直しを求め

る意見書」を提出することを採択して頂くよう請願いたします。

２ 請願の内容

政府は、平成27年７月15日を期限として、内閣府内の法曹養成

制度改革推進会議において法曹人口を含む法曹養成制度の見直し

を検討しています。司法は地方の住民生活にも密接に関わるもの

です。地方住民を含めた国民の利益を守るという観点から、法曹

の質の維持・確保を図り、国民の需要に見合った適正な法曹人口

請願の件名 となるよう、早期に法曹養成制度の抜本的見直しを図るべきです。

そこで、意見書を採択していただきたく請願をいたします。

（別紙）

適正な法曹人口のための法曹養成制度の抜本的見直しを求める意

見書（案）

政府は、平成14年３月、今後、法曹需要が増加し続けるものと

想定し、司法試験の合格者数を年間3,000人程度にすること、法

科大学院制度を新設し、原則として法科大学院修了を司法試験の

受験資格とすること等を内容とする「司法制度改革推進計画」を
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閣議決定した。

その後、司法試験合格者数は平成19年以降2,000人超で推移し

てきたが、法的需要は想定されたほど増加しなかった。

この間、裁判官、検察官は殆ど増員されず、弁護士のみが急激

に増加してきた。その結果、需要バランスが大きく崩れ、司法修

習生の就職難の深刻化、ＯＪＴ（実務を通じ必要な知識や技術を

習得すること）の不足による法的サービスの質の低下の懸念が生

じることとなった。他方、既存の弁護士においても採算を考慮せ

ず公益的活動を行うことが困難になる等、国民に対する法的サー

ビスの質にかかわる重要な問題も生じている。さらに、本県をは

じめ司法過疎地を含む地方においては、裁判官、検察官が増員さ

れず司法基盤が整わない状況が続いており、もはや弁護士のみの

増員では国民に対する法的サービスの質の向上を図ることが困難

となっている。

また、国民に対する法的サービスの担い手となる法曹において

も、法科大学院を経て司法試験に合格するまでの学費、生活費の

負担に加え、司法修習生に対する給費制の廃止及び「貸与制」の

導入により、多額の負債を抱える者が多数となっている。

これら諸事情により有為な人材が法曹への道を断念せざるを得

ない状況が生じており、法曹志願者の激減、さらには、大学の法

学部志願者の減少という事態も生じている。

このような傾向が続けば、司法の担い手である法曹の質の低下、

ひいては国民に対する法的サービスの質の低下をもたらし、日本

の司法制度そのものの危機が憂慮されることとなる。

司法制度は、国民の基本的人権を守り、社会に法の支配を行き

渡らせるために極めて重要かつ不可欠な制度であるところ、その

危機は、すなわち国民及び国家にとっての危機にほかならない。

この危機に対処することは我が国にとって喫緊の課題である。

よって、国会及び政府においては、法曹の質の維持・確保を図

り、国民の利益を守るという観点から、国民の需要に見合った適

正な法曹人口となるよう、法曹養成制度の抜本的見直しを行うこ

とを強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

紹 介 議 員 二見 康之 後藤 哲朗

摘 要

－425－



新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 56 号 受理年月日 平成2 6年９月 1 1日

請 願 者 宮崎市和知川原２丁目55番地

住所・氏名 新日本婦人の会宮崎県本部 会長 新村 初代 （署名 6,472筆）

子どもの医療費無料化を小学校卒業まで引き上げることを求める

請願

【要旨】

子どもの医療費無料制度拡大を求める件

【理由】

いま、女性が生涯に産む子どもの数は、１．３９人（２０１０

年）で、少子化が大きな社会問題となっています。少子化の背景

にはさまざまな要因がありますが、なかでも「子育てにお金がか

かる」ことがあげられています。とくに子育ての大きな不安の一

つに、子どもの病気があります。子どもが病気にかかったとき、

お金の心配なく病院に行ける事は、早期発見・早期治療につなが

り、重症化を防ぎ、さらには医療費の軽減にもなります。

県内でもすでに、入院では中学校卒業までが１２自治体、小学

請願の件名 校卒業までが５自治体で、通院でも、中学校卒業までが８自治体、

小学校卒業までが３自治体で実施されています。新たにえびの市

では今年７月から入院・通院ともに中学校卒業まで実施されるこ

とが決まるなど、県内でも無料化の動きが広がっています。

子どもは未来の社会を作り支えていく宝です。子どもの医療費

を保障することは、大きな子育て支援となります。宮崎県におい

ても、安心して子どもを産み育てられる環境を整えるために、小

学校卒業までの医療費を無料にしていただきたく、請願します。

紹 介 議 員 前屋敷恵美 図師 博規

摘 要
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継 続 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 38 号 受理年月日 平成2 5年 1 1月 2 8日

請 願 者 宮崎市大字小松９３６－３

住所・氏名 宮商連婦人部協議会 会長 森 孝子

所得税法第５６条の廃止を求める旨の意見書を国に提出すること

を求める請願

（請願趣旨）

私たち宮商連婦人部協議会は、県内の自営商工業の女性事業主

や家族従業者で構成する団体です。業者婦人の社会的・経済的な

地位向上を求め、「所得税法第５６条を廃止し、１人の人間とし

ての働き分（給料）を正当に認めて」と運動を続けています。

所得税法第５６条は、事業主と共に働く配偶者やその家族（主

に妻や息子、娘）がどんなに長時間働いても、税法上その働き分

請願の件名 を経費に算入することができず、事業主の所得から年間で最高８

６万円のみ（配偶者以外は５０万円）控除される制度で、１人の

人間として人格を認めない差別的な法規です。中小業者の多くが

加入する国民健康保険には休業補償や出産手当もありません。

世界の主要国では、「家族従業者の働き分は経費に算入する」

ことが常識です。

これまでの私たちの運動で、「働いた事実に対して対価を支払

うのは当然」という世論が広がり、「５６条を廃止し、家族従業

者の働き分を認めよ」と、全国で３７０の自治体がその旨の意見

書を国に対し提出しています（今年８月末時点）。

第１７６国会では、当時の財務副大臣が「家族従業者の対価を

どう保障するか考えたい」、経産相は「５６条は見直す意義があ

る」と答弁しています。

つきましては、別紙の意見書案にも深くご理解をいただき、宮

崎県議会で意見書を採択していただきますようお願い申し上げま

す。

紹 介 議 員 田口 雄二 太田 清海 前屋敷 恵美

摘 要
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 41-1 号 受理年月日 平成2 5年 1 1月 2 8日

請 願 者 宮崎市清武町木原5706番地

住所・氏名 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会会員

九州ブロック協議会 役員

宮崎県介護福祉士養成校連絡会 幹事校

学校法人 宮崎南学園 宮崎保健福祉専門学校

理事長 入中 康弘

修学資金貸付制度の拡充並びに介護福祉士養成に係る離職者訓練

（委託訓練）制度の継続実施に関する請願

【請願の要旨】

高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加や介護期間の長期化

など介護に対するニーズが増大する一方、核家族化、家庭介護者

の高齢化など要介護高齢者を支える家族を巡る状況も変化してお

ります。社会状況の変化等に伴う介護ニーズの多様化・高齢化に

対応し質の高い介護サービスを安定的に提供していくためには、

介護福祉士養成施設の体系的な教育内容のもと、高い知識と技術

を持った教員により質の高い教育を受けた優れた人材が介護現場

に従事することが必要です。介護人材の中核となる優れた介護福

請願の件名 祉士人材養成と確保のための大きな魅力となっている介護福祉士

等修学資金貸付制度の拡充強化・継続を要望するとともに、雇用

対策としての介護福祉士養成に係る離職者訓練（委託訓練）制度

は、介護福祉士養成施設の教育の中で定着しており、入校生の学

習意欲も高く、修了生の就職先での評価も得ていることなどから

今後における施策の継続と恒久化を要望するものであります。

【請願事項及び理由】

介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充・強化について
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①この貸付制度は、入学生の経済的負担の軽減を図るものとし

て、介護福祉士養成施設への入学を志す者の魅力として期待

されているもので、優秀な人材確保による質の担保を図るた

めの大きな要因となっていることから、実施を推進するため

の措置を執ること、また、都道府県において国庫負担の増加

を要請すること

②返還免除条件として、貸付を受けた都道府県の区域内におい

て介護等の業務に５年間従事することとされているが、流動

化の激しい今日の社会の中で就業区域の限定は極めて重いも

のとなっていることから、これを解除することは卒業生の出

身都道府県へのＵターンやＩターンを促すものであり、また、

従事期間の短縮化は就業しようとする者の精神的負担を軽減

するものであることから介護福祉士の定着支援につながるも

ので、返還免除条件を緩和されたいこと

上記の通り請願いたします。

紹 介 議 員 河野 哲也 図師 博規 田口 雄二

松村 悟郎 中野 明

摘 要
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議 事 経 過



- 433 -

月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（緒嶋雅晃議員、井上紀代子議員）

議会運営委員長審査結果報告

９月５日 金 本 会 議 会期決定

知事発言

議案第１号～第17号上程

知事提案理由説明

９月６日 土
（閉庁日）

９月７日 日
休 会

９月８日 月
（議案調査）

９月９日 火

９月10日 水
代表質問（自由民主党・十屋幸平議員、

自由民主党・中野一則議員）

代表質問（県民連合宮崎・田口雄二議員、

９月11日 木 本 会 議 愛みやざき・有岡浩一議員、

公明党宮崎県議団・重松幸次郎議員）

９月12日 金
一般質問（後藤哲朗議員、徳重忠夫議員、 原正三議員、

宮原義久議員、新見昌安議員）

９月13日 土

９月14日 日 休 会 （閉庁日）

９月15日 月

９月16日 火
一般質問（渡辺 創議員、髙橋 透議員、岩下斌彦議員、

右松隆央議員）

一般質問（星原 透議員、横田照夫議員、中野 明議員、

本 会 議 鳥飼謙二議員）

９月17日 水 議案に対する質疑（前屋敷恵美議員）

議案第17号採決（同意）

議案・請願委員会付託

９月18日 木

９月19日 金
常任委員会

９月20日 土
休 会 （閉庁日）

９月21日 日

９月22日 月 常任委員会
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

９月23日 火 （閉庁日）

９月24日 水 休 会 特別委員会

９月25日 木 （議事整理）

常任委員長審査結果報告

質疑（前屋敷恵美議員）

討論（議案第６号、第７号に反対、請願第50号から第53号の

不採択に反対）（前屋敷恵美議員）

採決（議案第６号、第７号）（可決）

採決（議案第１号～第５号、第８号～第16号）（可決）

採決（請願第41－１号中請願事項②）（不採択）

採決（請願第50号）（不採択）

採決（請願第52号）（不採択）

９月26日 金 本 会 議 採決（請願第51号、第53号）（不採択）

採決（請願第41－１号中請願事項①、第54号､第55号)(採択)

採決（継続審査・調査案件)（委員長の申し出のとおり決定）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第８号追加上程

討論（議員発議案第１号、第２号に反対)(前屋敷恵美議員）

採決（議員発議案第１号、第２号）（可決）

採決（議員発議案第３号～第８号）（可決）

議案第18号～第22号上程

知事提案理由説明

９月27日 土
(閉庁日)

９月28日 日
休 会

９月29日 月
(議案調査)

９月30日 火

決算議案に対する質疑（前屋敷恵美議員)

議員発議案送付の通知

10月１日 水 本 会 議
議員発議案第９号上程、採決(可決）

議案第18号～第22号決算特別委員会付託

議長の報告（決算特別委員会正副委員長互選結果）

決算特別委員会

10月２日 木 休 会 決算特別委員会
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

10月３日 金 決算特別委員会

10月４日 土
（閉庁日）

10月５日 日

10月６日 月
休 会 （議事整理）

10月７日 火

10月８日 水 決算特別委員会

10月９日 木 （議事整理）

決算特別委員長審査結果報告

討論（議案第18号に反対）（有岡浩一議員）

10月10日 金 本 会 議
討論（議案第18号に反対）（前屋敷恵美議員）

採決（議案第18号）（認定）

採決（議案第19号～第22号）（可決及び認定、または認定）

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 福 田 作 弥

宮 崎 県 議 会 副 議 長 押 川 修一郎

宮 崎 県 議 会 議 員 緒 嶋 雅 晃

宮 崎 県 議 会 議 員 井 上 紀代子


